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１  東京都政策連携団体経営目標評価制度について 

（１） 概要 

ア 目的 

東京都政策連携団体経営目標評価制度は、東京都政策連携団体（以下「団体」と

いう。）自らが、経営に関する目標（以下「経営目標」という。）を設定し、その達

成状況等を都が評価・公表することを通じて、団体の経営改革の促進を図ることを

目的としている。 

 

イ 2021年度経営目標の達成状況に係る評価 

○  各団体の「経営改革プラン」を経営目標評価制度の対象とし、同プランに

掲げた「戦略」、「３年後（2023年度）の到達目標」及び「個別取組事項」を

通じて目標設定を行い、都は毎年度、その達成状況等について評価を行う。 

○  団体所管局に係る局長等は、団体が設定した経営目標の進捗に対して、一

次評価を実施する。具体的には、団体が実施する個別取組事項ごとの実績に

対する要因分析及び対応方針、３年後（2023年度）の到達目標への進捗状況

に関する団体自己評価を踏まえ、戦略ごとに評価を実施する。 

（局・団体が作成する「経営改革プラン」評価シートの主な記載事項） 

 

 

 

 

 

 

 

○  目標設定及びその達成状況に係る評価に当たっては、東京都政策連携団体

経営目標評価制度に係る評価委員会※（以下「評価委員会」という。）から意

見を聴取する。 

※評価委員会は、学識経験者、経営コンサルタント、公認会計士等の外部有

識者により構成され、総務局長の求めに応じて、団体の経営目標、経営評

価その他経営状況全般等について意見を述べる。 

○  都は、評価委員会の意見を踏まえ、戦略ごとに達成状況を点数化し、その

合計点で基本評価を決定する。その上で行うＳからＤまでの５段階の最終評

価に当たっては、不適正事案の発生など、当初設定した目標への達成状況の

みでは図れない定性的な面が認められる場合には、これを総合的に勘案する。 
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※「経営改革目標」として戦略を区分している団体・戦略名

団体名 戦略名

（公財）東京都歴史文化財団 戦略２「最先端技術による芸術文化の新しい鑑賞体験の創出」

（公財）東京都都市づくり公社 戦略１「シンクタンク・アドバイザー機能の強化」

東京都住宅供給公社 戦略２「新たな都政課題等に貢献するJKK住宅の供給」

（公財）東京都環境公社 戦略４「環境配慮行動への変容を促すアプローチ手法等の構築・展開」

（公財）東京観光財団 戦略１「東京の観光推進機関としての企画機能・専門性の強化」

（公財）東京都公園協会 戦略１「ニーズに応える公園運営」

Ｓ （公財）東京都歴史文化財団

Ａ

（一財）東京都つながり創生財団　　（一財）東京マラソン財団
（公財）東京都都市づくり公社　　　（公財）東京都環境公社
（公財）東京都医学総合研究所　　　（公財）東京都保健医療公社
（公財）東京都中小企業振興公社　　（公財）東京しごと財団
（公財）東京観光財団　　　　　　　（公財）東京防災救急協会
 多摩都市モノレール（株）

Ｂ

（公財）東京都人権啓発センター　　（公財）東京都島しょ振興公社
（公財）東京税務協会　　　　　　　（公財）東京都交響楽団
（公財）東京都スポーツ文化事業団　 東京都住宅供給公社
（公財）東京都福祉保健財団　　　　（社福）東京都社会福祉事業団
（公財）東京都農林水産振興財団　　（公財）東京動物園協会
（公財）東京都公園協会　　　　　　（公財）東京都道路整備保全公社
（公財）東京学校支援機構　　　　　（株）東京スタジアム
 東京臨海高速鉄道（株）　　       （株）多摩ニュータウン開発センター
（株）東京国際フォーラム　　　　　（株）東京臨海ホールディングス
 東京交通サービス（株）　　　　　　東京水道（株）
 東京都下水道サービス（株）

Ｃ 該当なし

Ｄ 該当なし

評価 団体名

〇  目標設定時に「経営改革目標」として戦略を区分した団体は、その積極的

な取組に対し、基本評価の実施時に高い点数を付与することとし、団体のチ

ャレンジ精神を引き出すことで、自律的な改革の取組を促すこととしている。 
 

   

    
 

 
 
〇  また、新型コロナウイルス感染症拡大によるやむを得ない事業の変更や、

当初の経営目標に掲げていない新たな取組を実施した場合には、その内容を

踏まえた評価を実施している。 

〇  なお、各団体の常勤役員のうち、最も職位の高い者（以下「理事長等」と

いう。）の業績評価は、当該団体の評価と同一とし、当該評価が下位（Ｃ又は

Ｄ）の場合には、理事長等の役員報酬を減額する（基準額から△2.5％～△

5.0％）。 

 

（２） 2021年度経営目標の達成状況 

2021年度の経営目標の達成状況については、Ｓ評価の団体は１団体、Ａ評価の団

体は11団体、Ｂ評価の団体は21団体となった。 

各団体の取組実績については、「２ 2021 年度 経営目標の達成状況について」

のとおりである。 

（2021年度経営目標の達成状況内訳） 
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２  2021年度 経営目標の達成状況について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

凡 例 

（団体概要） 

１ 常勤役員数及び常勤職員数は各年度８月１日現在、それ以外の情報は原則として令

和４年８月１日現在のものである。 

２ 「基本財産/資本金等」は、基本財産又は資本金に対し、都が出えんし、又は出資し

た額（百万円単位未満を四捨五入。なお、団体の統合前に行った額を含む。）である。 

３ 「都出資等比率」は、基本財産又は資本金に対し、都が出えんし、又は出資した比

率（小数点第二位以下を四捨五入。なお、団体の統合前に行った額を含む。）である。 

４ 常勤役員数及び常勤職員数の「対前年度比（％）」について、令和２年度又は令和 

３年度の人数が０人の場合は、「－」で表記している。 

（財務情報） 

１ 各年度の決算値の額（千円単位未満四捨五入）を記載しているため、内訳の計と合

計とが一致しない場合がある。 

なお、「０」は四捨五入後の額が千円単位に満たない場合、「－」は四捨五入前の

額が０円の場合を表している。 

２ 「法人税等」について、各団体の財務諸表上の「法人税、事業税、住民税」及び「法

人税等調整額」の科目に計上されている額を記載している。 

３ 「対前年度比（％）」について、令和２年度又は令和３年度の値が「０円以下」又

は「－」の場合は、「－」で表記している。 
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【団体概要】

常勤役員数

常勤職員数

所在地 東京都港区芝2-5-6　芝256スクエアビル2階 電話番号 03-6722-0082

基本財産
/資本金等

136百万円
都出資等割合
/都持株比率

74.2%
設立
年月日

昭和46年4月1日

設立
目的

　同和問題をはじめとする人権問題の解決に資するため、人権に関する教育・啓発及び人権の擁護等の事業を実施し、都民の人

権意識の高揚を図ることを目的とする。

主

な

事

業

（１）普及啓発に関する事業

（２）講演・講座・研修等及び相談に関する事業

（３）情報収集・提供、調査研究等に関する事業

（４）出版物等の発行に関する事業

（５）東京都及び都内区市町村等の行う人権に関する教育・啓発に係る事業

（６）人権啓発関係施設の管理運営

（７）その他この法人の目的を達成するために必要な事業

組

織

団体名 公益財団法人東京都人権啓発センター

代表者 理事長　三枝　健二 所管局 総務局

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

0人

6人都派遣職員数

都退職者数

対前年度比

-

1人 1人 1人 100.0%

11人 11人 16人 145.5%

0人 0人

100.0%7人 7人

【財務情報】　　　

                公益財団法人東京都人権啓発センター
（単位：千円）

令和元年度 令和２年度 令和３年度
対前年度
差引増減額

対前年度比
（％）

主な増減理由

当期経常増減額 4,874 5,830 26,604 20,774 456.3%

経常収益 214,103 284,866 297,191 12,325 104.3%

235 235 232 ▲ 3 98.7%

5 4 1 ▲ 3 25.0%

124,840 182,294 190,283 7,989 104.4%

89,024 102,333 106,675 4,342 104.2%

経常費用 209,229 279,036 270,587 ▲ 8,449 97.0%

195,059 265,950 252,440 ▲ 13,510 94.9%

14,170 13,086 18,147 5,061 138.7%

当期経常外増減額 ▲ 1,647 － ▲ 301 ▲ 301 －

経常外収益 － － － 0 －

経常外費用 1,647 － 301 301 －

法人税等 1,358 1,056 1,342 286 127.1%

当期一般正味財産増減額 1,870 4,774 24,961 20,187 522.9%

当期指定正味財産増減額 － － － 0 －

正味財産期末残高 285,643 290,417 315,379 24,962 108.6%

資産合計 312,445 329,023 363,274 34,251 110.4%

流動資産 123,872 140,794 174,462 33,668 123.9%

固定資産 188,573 188,229 188,812 583 100.3%

136,000 136,000 136,000 0 100.0%

負債合計 26,802 38,605 47,895 9,290 124.1%

流動負債 21,192 32,639 40,447 7,808 123.9%

固定負債 5,610 5,967 7,448 1,481 124.8%

正味財産合計 285,643 290,417 315,379 24,962 108.6%

指定正味財産 101,000 101,000 101,000 0 100.0%

一般正味財産 184,643 189,417 214,379 24,962 113.2%

貸

借

対

照

表

(流動負債)
・事業規模の拡大による未払金増のため

基本財産

区分

正

味

財

産

増

減

計

算

書

(事業収益）
・人員増に伴う受託料増のため

(事業費)
・常設展のリニューアル完了に伴う委託料減のため

基本財産運用益

特定資産運用益

事業収益

その他収益

事業費

管理費
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団体名： (公財)東京都人権啓発センター

B

　経営改革プランに掲げた目標のうち、戦略３「啓発機会の拡大と実施事業の質の強化」では、アウトリーチに
よる啓発活動の取組や体験学習会の実施回数について計画を上回ったほか、都民講座のオンライン配信等を実施
し、受講者からのアンケートでは「人権について考えるきっかけになった」と評する割合が2023年度の目標を上
回る良好な結果を得るなど、取組を大きく前進させている。共通戦略による「５つのレス」等の取組も総体とし
て着実に進め、その他の戦略においても、コロナ禍の影響により一部で計画を下回ったものの、様々な人権課題
への対応力強化に向けた人事制度の構築、賛助会員の確保や人権研修講師の派遣、住民向け講座の受託等による
自主財源の確保、人権プラザにおけるイベントのオンライン配信、障害当事者の声を拾い上げる取組などを進め
ており、総じて団体として一定の成果を上げている。
　引き続き、各種事業を積極的に推進していくとともに、他の団体等との連携を一層図ること等により、都民の
関心や時勢に即した人権課題に対する団体の取組がより広く浸透することを期待する。

一次評価（所管局評価）

戦略①については、急速に複雑化・多様化が進む人権課題に的確に対応できるよう、組織を支える人材の育成強化が重要である。
このため、センターでは、専門人財の育成強化に資するよう新人事制度を構築した。また、中期計画の初年度において、事業ごと
の進行管理表を作成することにより、事業の進捗管理や効果検証を行う仕組みを構築した。さらに、会計システムのクラウド化な
ど、より効率的・効果的な事業執行が可能となる環境整備を進めた点を評価する。

戦略②については、コロナ禍の厳しい状況でも、オンライン研修等を積極的に導入し、研修講師出向事業、派遣研修事業ともに、
前年度より実施回数を増加させている。３年後到達目標である年間150団体への出講を達成するために、引き続き、積極的な取り
組みを期待する。自主財源である賛助会員の確保についても、トップセールスによる積極的なPRのほか、HP上へのバナー掲示や申
し込みフォームを設置することにより、アクセス性を高めることで、昨年度を上回る収入を確保できた点を評価する。

戦略③については、コロナ禍の影響により、従来型の啓発機会が限られる中、巡回展示やオンラインコンテンツのアーカイブ化を
行うとともに、企業等に対する人権啓発の有効性を高めるためアウトリーチ活動を行うなど、積極的な啓発活動を実施している。
都民講座では、社会的なニーズに対応した人権課題を取り扱うなど、常に講座の質の向上を図った結果、受講者の約85％が「人権
について考えるきっかけになった」と回答するなど、質の高い事業を実施している点を評価する。

戦略④については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため臨時休館を行ったこともあり入場者数は低迷したものの、イ
ベントや講座の動画配信を100％実施することや、HPを閲覧者にとって使いやすく親しみやすいものにリニューアルすることな
ど、人権啓発の裾野を広げるための取り組みを実施しており、引き続き、創意工夫により新しい施策を意欲的に展開していくこと
を期待する。

最終評価
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団体名： (公財)東京都人権啓発センター

戦略 1

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

年次計画を策定、定期的
な進行管理や評価・検証
を実施

・年度計画に掲げた目標の達成、効率的・
効果的な事業執行に向け、事業の見える化
を徹底するため、対象事業ごとの進捗状況
や実績・自己評価、改善点を踏まえた、年
度の取組が一覧で把握できる進行管理表を
作成・共有した。加えて、職員に進行管理
の目的や方法等の理解を深めるための説明
を行い、目的意識を共有した。
・９月30日時点の進捗状況、事業実績に基
づき自己評価を行うとともに、理事会及び
評議員会にて取組状況の中間報告を行っ
た。
・2021年度の実績を踏まえ、2022年度の年
度計画を策定した。

新人事制度の構築

・限られた戦力の中で新たな人権課題に確
実に対応していくため、専門人財の確保と
ともに専門的業務に従事する職員の技術継
承や能力向上を図るため、都と所要の調整
を行い、職層の導入・職員の固有化を行う
ための新人事制度を構築した。
・併せて、新人事制度の着実な運用と組織
執行体制の強化に向け、固有職員をグルー
プリーダーとする執行体制を定めた。
・新人事制度に伴う規程整備に向け、必要
な条文等の洗い出しを行い、就業規則をは
じめとする諸規程の整備を行った。

生産性の向上や働き方改
革に有効なものから優先
して改善

・会計業務の効率化・DX化を図るため、会
計システムのクラウド化を実施した。
・会計システムのクラウド化により、複数
人がシステムを利用することが可能とな
り、主たる経理担当者以外の者でも最新の
データが確認することができることから、
システムの利便性が高まるとともに経理事
務の効率化が図られた。
・ホームページのリニューアルを契機に賛
助会員の申込フォームを設置し、ホーム
ページからも申込みができるよう改善し
た。

適時適切な業務
改善（毎年度）

・DX推進、在宅勤務の常態化に向け
た業務環境改善に向け、会計システ
ムのクラウド化を実施した。
・賛助会員の申込フォームを設置
し、新たにホームページからの申込
みを可能とした。

・引き続き、業務の効率化やQOSの向上
に資する等の観点から、広く職員からの
提案を募ることとし、職員から提案や意
見を聴取する機会を設けるとともに、継
続的に職員への働きかけを行っていく。
・職員からの提案や意見に対し、生産性
の向上や働き方改革に資する、またデジ
タル化の推進につながるものから優先し
て改善していく。

団体自己評価

◇業務報告会議や進行管理表の作成・更新等を通じて、適時適切な進行管理による計画的な業務執行が着実に組織全体に浸透してきてい
る。ちなみに、2021年度は中期計画の初年度であり、進行管理表に基づく定期的な進行管理や評価・検証の仕組みを整えた。
　効果的・効率的な事業執行に向け、上半期の自己評価を行い、下半期・次年度の取組のレベルを向上させることを念頭に、2022年度
の年度計画を策定した。
　2022年度以降、進行管理を一層充実・徹底するため、進行管理表を活用したマネジメントサイクルを確実に実施するとともに、その
手法についても見直しを図っていく。

◇当法人に相応しい専門性と職業意識を有する人材（専門人材）の育成・確保のため、専門人材に相応しい任用給与制度の実現に向け、
新人事制度を構築するとともに、人材の固有化を図ることで処遇改善を図った。また、新人事制度の着実な運用とともに、ノウハウの確
実な継承による職員の専門性の維持・向上を図るため、固有職員がグループリーダーとなり、若手専門員を指導育成する体制を導入し、
組織力の強化を図った。
　2022年度は、職員の一層の能力開発を図り、マンパワーとしてさらに活用していくため、新人事制度に基づく新たな人材育成方針及
び職員研修基本計画を策定する。

◇会計システムのクラウド化を実施し、会計業務の効率化・DX化を図った。また、賛助会員申込手続をデジタル化してサービス向上を図
るなど、実現可能なものから速やかに改善することで、法人全体の業務改善において相当の成果をあげた。今後とも、全職員に対し、常
に新たな視点で所管業務を点検し、課題解決に向け積極的に取り組むことを訴求していく。

◇上記説明のとおり、「３年後の到達目標」達成に向けて、所要の計画を滞りなく実施した。

進行管理手法の
検証・見直し

・2020年度に引き続き、進行管理会
議を隔週で実施するとともに、進行
管理表を作成し、着実に進行管理を
行った。
・2021年度の取組実績について、理
事会、評議員会にて中間報告を実施
した。
・2021年度における事業実績を踏ま
え、2022年度の年度計画を策定し
た。

・2021年度に策定した中期計画の実効値
を高めていくため、計画策定から評価・
見直しまでのマネジメントサイクルをよ
り徹底し、確実に事業効果を確保してい
く。
・前年度の実績を踏まえ、事業内容はも
とより、進行管理や評価・検証方法につ
いても適時適切に見直しを行い、より効
果的・効率的に事業を執行できる体制を
確立していく。

新たな人材育成
方針の確立

・専門人財に相応しい任用給与制度
の確立に向け、必要な規程を整備
し、新人事制度を構築した。
・新人事制度に基づく職員採用を実
施するとともに、新たに人材支援事
業団が実施する政策連携団体向けの
研修プログラムを導入した。

・長期的視点に立った人材育成を図るた
め、育成目標を定めた上で、当該目標達
成に向けた課題等の検討を進め、新人事
制度に即した新人材育成方針を策定す
る。
・専門的知識の修得や能力開発を目指し
た新たな研修体制を含む職員研修基本計
画を策定するとともに、基本計画を踏ま
え、より効果的に研修を実施していくた
め、2023年度に向けて研修実施計画の検
討を進める。

組織体制の強化

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
中期計画等に基づく進行管理の徹底によ
る効果的・効率的な事業執行（事業の必
要性を見据え、再構築、見直しを実施）

【目標②】
新人事制度に基づく有為な人材の育成及
び組織執行体制の強化

【目標③】
DX推進やポスト・コロナを踏まえた適時
適切な業務改善による業務の効率化、デ
ジタル化

・2020年度に引き続き、定期的に進行管理会議を実施したほか、中期計画に掲げ
る目標達成に向け、進行管理を徹底するため、年度計画に係る進行管理表を作
成・共有し、事業の見える化を行った。
・効果的・効率的な事業執行を図るため、進行管理表に基づき上半期の取組実績
について自己評価を行った。
・専門的業務に従事する職員に対する職層導入・固有化などを行う新人事制度を
構築し、当該制度に基づく職員採用を実施した。
・会計システムのクラウド化を行い、経理事務の効率化を図った。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針
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団体名： (公財)東京都人権啓発センター

戦略 2

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・研修講師出講事業、派
遣研修事業の積極的な実
施
・自治体や民間企業など
の人権啓発担当者や研修
受講者などのニーズに即
応した事業の見直し

・人権研修講師出講事業、専門員派遣研修
事業ともに、新型コロナウイルス感染症の
影響を受けたものの、オンライン研修や録
画による研修といった新たな手法を急ぎ且
つ果敢に取り入れることで、2020年度に比
べ実績増となった。
・研修講師の出講は、2020年度に比べ、６
団体（10.9％）・４回（2.3％）の増加と
なった。
・収入拡大のため、2020年度から新たに導
入した専門員派遣研修事業は、延べ16団体
に実施した。なお、派遣団体数は、2020年
度対比で３団体（23.1％）の増加となっ
た。

・区市町村等へのPR活動
の実施
・委託者のニーズや最新
の人権課題等に即したカ
リキュラムの提案など魅
力ある事業の実施

・港区からの受託事業が2020年度に終了し
たことを受け、役職員が多摩地域の市町村
を訪問し営業活動を行い、新たな受託獲得
に努めた。
・一方、これまでの対応が評価され、2022
年度における港区の区民向け講座を新規に
受託した。
・特別区の研修企画受託において、委託者
の意向を確認しながら、タイムリーな人権
課題を取り入れたより効果的なカリキュラ
ムを提案した。
　また、双方協議のもと、コロナ禍でも実
施できる研修内容とした。

・センターホームページ
のリニューアルにあわ
せ、賛助会員募集の広報
を強化
・センターが発行してい
る情報誌への掲載や、講
座、学習会等の行事の実
施時など、あらゆる機会
を捉えたPR活動の実施

・2020年度に引き続き、賛助会員確保のた
め、センターが発行している情報誌
「TOKYO人権」をはじめ、講座、学習会等
の行事の実施時などの機会を捉え、積極的
にPR活動を行った。また、賛助会員獲得に
向け、役職員が営業活動を行った。
・センターホームページのリニューアルに
際し、賛助会員の案内ページへのアクセス
向上に資するため、トップページでのバ
ナー表示を継続するほか、新たに申込
フォームを掲示して、手続のデジタル化を
図り、申込者の利便性を高めた。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

自主財源の確保

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
研修講師出講事業、派遣研修事業の積極
的な実施（講師出講　150団体以上）

【目標②】
自治体からの受託等事業の拡大（年２団
体）

【目標③】
賛助会員の魅力作りと収入の確保（1,160
千円以上）

・人権研修講師出講事業、専門員派遣研修事業ともに、コロナ禍の下での実施に
向け、オンライン研修や録画による研修といった対応を行った。人権研修講師の
出講回数は61団体、専門員派遣研修は延べ16団体で実施した。
・役職員が市町村に対し営業活動を行い、受託事業について１件の新規獲得が
あった。
・賛助会員については、団体会員と個人会員の合計で1,208千円の収入を確保し
た。

研修講師出講事
業、派遣研修事
業の回復と積極
的な実施

・人権研修講師の出講は、61団体で
出講回数計180回となった。
・専門員を活用した専門員派遣研修
を延べ16団体で実施した。

・研修申込団体の要望にあわせオンライ
ンも取り入れるなど創意工夫を凝らし、
研修講師出講事業を積極的に実施してい
く。併せて、専門員派遣研修も積極的に
展開していく。
・自治体や民間企業などの人権啓発担当
者や研修受講者などのニーズに即応した
事業を実施することで、ユーザーの満足
度向上を図り、リピーター層の獲得を図
る。

自治体からの受
託等事業の拡大

・新規受託の獲得に向け、役職員が
市町村に営業活動を実施した。
・新たに2022年度における港区の区
民向け講座の受託を獲得した。
・特別区の研修企画受託において、
委託者の意向に応じたカリキュラム
を提案した。

・自治体からの受託等事業を実施すると
ともに、新規獲得に向け、引き続き区市
町村等に対し、積極的なPR活動を実施し
ていく。
・委託者のニーズや最新の人権課題等に
即したカリキュラムの提案など、事業の
魅力度向上を図る。

賛助会員の募集
に係る広報の強
化

・情報誌をはじめ、あらゆる機会を
捉え、賛助会員のPR活動を実施する
とともに、役職員が賛助会員獲得に
向けた営業活動を行った。
・団体会員と個人会員の合計で
1,208千円の収入を確保した。

・入会者と退会者が拮抗している状況を
踏まえ、会員募集に係る広報を強化して
センターの認知度を高め、確実に賛助会
員を確保していく。
・引き続き、センターが発行している情
報誌への案内の掲載や、講座や学習会な
ど、あらゆる機会を捉えPR活動を実施し
ていく。

団体自己評価

◇人権研修講師出講事業について、新型コロナウイルス感染症の感染状況も見据えるとともに、派遣先・講師等の意向も踏まえて、状況
に応じてオンラインでの実施に切り替えるなど、フレキシブルな対応に努めた。その結果、2020年度比で10.9％の増となる61団体に研
修講師を出講することができた。
　2020年度から始めた専門員派遣研修事業についても、2020年度比で23.1％増の延べ16団体に専門員を派遣するなど、コロナ禍の下で
も相当の成果を挙げた。
　引き続き、研修講師出講事業及び専門員派遣事業を積極的に実施していく。

◇自治体からの受託等事業の拡大に向け、役職員による市町村等への営業活動など、新たな受託に向けた取組を行った。この結果、
2022年度における新たな受託先を１団体獲得した。
　引き続き、新たな受託等事業の獲得に向け、区市町村に対し積極的にPRを行っていく。

◇団体会員に対する継続加入の依頼や積極的なPRを実施したほか、ホームページにおいて賛助会の案内バナーを表示して認知度向上を
図った。その結果、個人会員の確保増となり、目標を達成できた。また、申込フォームを設置し、手続のデジタル化を図った。
　今後とも、行事、講座や学習会などの機会を活用して積極的なPRを展開し、公益財団法人という制約的な枠組みの中であっても、でき
うる限り自主財源の確保に努めていく。

◇上記説明のとおり、「３年後の到達目標」達成に向けて、所要の計画を滞りなく実施することができた。
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団体名： (公財)東京都人権啓発センター

戦略 3

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・アウトリーチ活動に活用可
能な展示の検討
・ICT技術等の活用の検討
・プラザのコンテンツの活用
に向けた都庁各局等への情報
提供

・アウトリーチ活動強化のための新たな取組として、人権プ
ラザでの展示終了後に都内２か所（八王子市・武蔵野市）で
巡回展示を実施した。併せて、学校や公共施設に対しても同
様の出張展示を展開した。
・展示にかかるオンラインコンテンツ（動画）をアーカイブ
として公開した。加えて、展示に関連するWeb記事も作成
し、ホームページで併せて公開した。
・福祉保健局等都庁各局と連携して展示コンテンツを作成し
たほか、局からの依頼を受け、出張展示も実施した。

都民講座の会場参加者とライ
ブ配信視聴者の確保

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、都民講
座は全てオンライン方式で開催した。ライブ配信視聴者数
は、全６回の合計で1,145名であり、特にコロナ禍における
人権課題をテーマとした第２回及び第３回、多文化共生を
テーマにした第６回は、時勢に即した内容であったことか
ら、定員を大きく超える参加者を得た。
・また、講師の許諾を得られた第２回及び第６回の講座につ
いては、無期限で動画を公開しており、2022年３月末時点の
録画配信再生回数が併せて604回となった。

社会的なニーズへの対応とと
もに、常に講座の質の向上を
図る。
アンケートで「人権について
考えるきっかけとなった」と
回答した者の割合80％

・社会的なニーズに応え、新型コロナウイルス感染症の感染
拡大に伴って顕在化した人権課題を取り上げた２講座や、
「見た目問題」を取り上げた講座については、社会的関心が
ひと際あった内容であったことから、いずれもアンケートに
おいて「人権について考えるきっかけとなった」と回答した
者の割合が90％を超え、高評価を得た。
・ちなみにアンケートで「人権について考えるきっかけと
なった」と回答した者の割合は全６回の平均で85.3％と高率
であった。

アウトリーチ活動に活
用可能な展示の充実・
強化

・アウトリーチ活動に活用可能な展示内容の
検討を進め、実施した。
・オンラインコンテンツを作成し、アーカイ
ブとして公開した。
・プラザのコンテンツの企画や活用について
都庁関係局等と連携を図った。

・オンラインコンテンツの活用も見据えたアウト
リーチプログラムの開発を検討し、実施する。
・出張展示等の成果を検証し、新たな課題の洗い
出しを行うことで、次年度に向けた活用素材を見
出す。
・現場のニーズを的確に反映した新たな出張展示
について検討する。

出張展示・体験学習会
の充実・強化

・体験学習会の実施回数25回
・出張展示実施回数16回（う
ち新しい場所での出張展示１
回）
・学校などの外部研修等参加
の拡充

・体験学習会を29回実施した。
・出張展示を17回実施した（うち新しい場所
での出張展示11回）。
・体験学習会のほか、６つの学校で新たに出
張展示を行うなど、積極的に学校などに出向
き、研修の機会を提供した。

・補助犬学習会、LGBT学習会、車椅子バスケットボールや
ボッチャの体験学習会など、小中学校からの要望に合わせ
オーダーメイドで体験学習会を実施した。また、体験学習会
について、アンケート等の意見・ニーズを踏まえた新たなプ
ログラムを企画し、その実施に向けて検討を進めた。
・展示のアウトリーチ活動として、パネル展示のほか、特別
展示の車椅子スカートや巡回展示で用いた人権に関する書籍
の展示等も積極的に行った。
・体験学習会は、目標回数を上回る29回の実績をあげた。ま
た、出張展示についても、学校６校を含む新たな場所11か所
を含め、17回の実績をあげ、目標回数を上回った。

・体験学習会等について、以下を目標とする。
　体験学習会の実施回数25回
　出張展示実施回数17回（うち新たな場所での出
張展示１回）
・体験学習会において、社会問題となっている
「いじめ」等に焦点を当てた２つの新規プログラ
ムを2022年度から導入する。
・学校などの外部研修等、参加機会の拡大に向
け、より一層都や区市町村の教育委員会等との連
携を図っていく。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

啓発機会の拡大と実施事業の質の強化

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】学校や企業など現場のニーズを反
映した事業の見直し（体験学習会25回、出張
展示18回）

【目標②】特別展示等を活用した新たな事業
の展開（年６回）

【目標③】都民講座の会場参加者とライブ配
信視聴者獲得。「人権について考えるきっか
けになった」と評する受講者の割合（80％）

・アウトリーチ活動強化のため、都内２か所で巡回展示を実施した。
・体験学習会は29回、出張展示は17回といずれも目標回数を上回った。
・体験・交流型の事業として「発明プロジェクト」を展開し、６回のイベントを行った。また、
イベント動画の配信やホームページでの報告レポートの掲載を通じ広く普及啓発を行った。
・都民講座は全てオンライン開催とし、うち３講座は定員を大きく上回る受講者を獲得した。
「人権について考えるきっかけとなった」と評する者の割合は85.3％となり、目標値を上回っ
た。

・民間団体等と連携し、障害当事者等との体
験交流型イベントを６回実施した。
・体験交流型イベントの動画を配信するとと
もに、ホームページに報告レポートを掲載
し、広く普及啓発を行った。
・人権プラザ内に成果物を展示し、来館者に
対し、プロジェクト成果を周知した。

・当事者等との体験交流型イ
ベント（６回）
・動画配信をはじめとするオ
ンラインコンテンツの検討
・イベントにおける民間等と
の連携

都民講座のオンライン
配信の推進

・都民講座をオンラインで６回実施した結
果、ライブ配信視聴者数を1,145人獲得し
た。
　なお、対面で実施した場合の会場定員80名
に対する参加率は93.6％であった。

・都民講座のオンライン化を推進する一方で、自
前の会場での対面型も併用したハイブリッド型で
事業を実施するなど、デジタルデバイドにも配慮
していく。
・都民講座のオンライン化に伴い、従前のチラシ
配布に加え、HPやSNS等のWebを活用した広報を展
開することにより、会場参加者とライブ配信視聴
者双方を確保していく。

「人権について考える
きっかけになった」受
講者の割合向上

・アンケートで「人権について考えるきっか
けとなった」と回答した者の割合は85.3％で
あった。

・社会的なニーズへの的確な対応とともに、常に
講座の質の向上を図る。そのため、参加者アン
ケート中、「人権について考えるきっかけとなっ
た」という回答の割合にも注目し、マイナス回答
からヒントを得て事業の改善に生かしていく。
・アンケートで「人権について考えるきっかけと
なった」と回答した者の割合に係る目標値を90％
と定め、都民講座におけるQOSの向上を目指してい
く。

団体自己評価

◇学校や企業等に対する人権啓発の有効性を高めるため、アウトリーチ活動を積極的に展開することに加え、新たな取組として展示後における巡回展示を実施し
た。また、展示に係るオンラインコンテンツを作成・公開することで、人権プラザに来館できない人々にも普及啓発の途を開いた。

◇体験学習会は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたものの、一部の学校では視聴覚室から各教室に配信するなどオンラインで実施したものが見受けられ
た。また、出張展示では、ホームページやチラシで展示物の貸出を周知したことなどから、新規の出張展示が増え、いずれも当初の目標値を上回り、学校への啓
発活動が促進した。
◇また、アンケート等の意見・ニーズを踏まえ、体験学習会のプログラムを充実させるとともに、2022年度から社会的な課題に焦点を当てた新たな２つのプログ
ラムを導入するなど、時宜を見据えた事業とすべく所要の改善を施した。

◇民間団体と連携しながら、発明プロジェクトを展開し、６回のイベントを実施した。また、そのプロセスを動画や報告レポートで公開するとともに、成果物を
人権プラザに展示し、積極的に案内することで、広く普及啓発を行った。
◇東京2020大会開催を受け、人権尊重のレガシーとなる新たな展示の展開に向け、都と具体的に調整を進めた。

◇新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、全ての都民講座をオンラインで開催した結果、多数の参加者を得ることができた。また、聴覚障害者等
への情報保障としてUDトーク（音声認識によるリアルタイム字幕表示システム）も実施した。
　一方、オンラインで視聴できない人への配慮として、講座の録画上映を検討した講座もあったが、新型コロナウイルス感染症の感染状況を考慮し、残念ながら
実現には至らなかった。

◇オンラインの特性を生かし、遠隔地から講師が講演を行うリモート（遠隔）形式も取り入れながら、社会的なニーズや課題に応えた内容の講座を実施すること
で、より多くの人々に対して有効かつ着実にアプローチできた。結果として、「人権について考えるきっかけとなった」という回答の割合が当初の目標値を大き
く上回った。

◇上記説明のとおり、「３年後の到達目標」達成に対し、所期の計画を滞りなく実施することができた。

「特別展示」等を活用
した新たな事業の展開

・発明プロジェクト２の完成発表を行うととも
に、障害当事者等との体験・交流型事業として、
新たなプロジェクトを開始する。
・当該プロジェクトの成果を広く効果的に発信す
るため、動画配信をはじめとするオンラインコン
テンツについて検討・実施する。
・当該プロジェクトにおいて民間等との連携をさ
らに深め、その知見を一層活用することで、より
効果的な内容とする。
・現行の「オリンピック・パラリンピックと人
権」に係る展示内容を一新し、お披露目イベント
を通じて広く都民に訴求する。

・体験・交流型の事業として、障害当事者を起点（発想の
源）とする「発明プロジェクト」を展開し、ワークショップ
を通じて当事者とともに「発明」を行い、その成果を完成発
表会で発表した。
・実施したイベントの様子を録画配信や報告レポート掲載を
通じ公開し、発明のプロセスを共有することで、障害当事者
が抱える課題への理解促進を促した。
・イベント実施の際には、民間団体等と連携し、その豊富な
経験や実績に基づく知見を十分に活用した。
・東京2020大会のレガシーとして、人権プラザにおける新た
な展示を企画し、実現に向けて都と具体的に調整した。
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団体名： (公財)東京都人権啓発センター

戦略 4

2021年度計画 要因分析

人権施策推進都区連絡会
全体会などの会議を活用
したPR活動の実施
役職員の訪問による営業
活動の実施

・人権施策推進都区連絡会全体会などの会議（書
面開催）の機会に、資料配布による情報提供を行
い、人権プラザ事業のPRを行った。
・港区からの受託事業が2020年度に終了したこと
を受け、役職員が多摩地域の市町村に訪問するな
ど10自治体に対し営業活動を行い、新たな受託獲
得に努めた。
・なお、2022年度において、港区からの受託を獲
得した。

社会科見学受入れ増の取
組の実施

・コロナ禍の下、学校側が社会科見学受入れにか
かるPR活動を受け入れられる状況になかった。
　一方、新たな取組として都内で巡回展示を行っ
た際には、開催自治体の市立学校125校に対し別途
案内状を送付し、展示物の貸出等人権プラザ事業
のPRを行った。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、2021
年度においても小中学校における社会科見学等や
修学旅行が中止となり、受入れ実績はほぼない状
況である。
　また、同様の要因により展示室の入場者数は、
2021年度からさらに減少した。

イベント等の動画配信に
よるPR活動の強化

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観
点から、2020年12月24日から2021年６月３日ま
で、2022年１月12日から３月24日まで、それぞれ
人権プラザを臨時休館したことなどにより、展示
室の入場者数は低迷した。
　一方、人権プラザにおけるイベントや講座の動
画配信を積極的に行うとともに、動画を無期限で
公開するアーカイブ化などを進め、Webを活用した
PR活動を強化した。

プラザのホームページの
リニューアル

・即応性に劣り、分かりづらい現行の人権プラザ
ホームページを閲覧者にとって使いやすく親しみ
やすいものにリニューアルした。
・リニューアルに当たっては、ホームページを活
用した効果的な情報発信を可能とするため、ソー
シャルメディアとの連携による普及啓発効果機能
の強化やCMSによる即時性のある更新を実現し、人
権課題に係る情報発信プラットフォームとして再
構築を図った。

当事者の声の収集方法の
検討、試行
都庁各局や関係団体等と
の積極的な情報共有によ
りネットワークの足がか
りを形成

・障害当事者を起点とする発明に主眼を置いた
「発明プロジェクト」において、障害当事者の
「課題」がプラザに集まり、発信されることによ
り、課題解決を図る場（仕組み）として「コマッ
チングウォール」を発明した。
・プロジェクトを通じて収集した障害当事者の声
については、都庁の関係局などに情報提供し、
ネットワークの足がかりを形成していく。2021年
度は、どんな人にとっても「ウェルカム」なトイ
レについて、福祉保健局に情報提供し、「ユニ
バーサルデザイントイレハンドブック」への掲載
につながった。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

東京都人権プラザのPR強化

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】自治体の人権研修受託拡大
に向けた区市町村等への積極的なPR活
動（年10回以上）

【目標②】都内学校の社会科見学受入
れ増やWebを活用したPR活動（社会科見
学100校）

【目標③】プラザHPを活用した効果的
な情報発信

【目標④】当事者に由来する情報の発
信によるプラザの認知度向上

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

・市町村に対し営業活動を行い、新たな受託獲得に努めた。2022年度において新た
に港区からの受託を獲得した。
・コロナ禍の下、学校側においては社会科見学受入れにかかるPR活動を受け入れら
れる状況になかったが、人権プラザのイベント等の動画配信を100％実施するなど、
Webを活用したPR活動を強化した。
・情報発信力強化のため、ホームページをリニューアルし、情報発信プラット
フォームとして再構築した。
・当事者の声を収集・発信し、課題解決を図る場（仕組み）を人権プラザに設置し
た。

区市町村等へのPR活
動の実施

・人権施策推進都区連絡会全体会など
の会議を活用したPR活動を実施した。
・新規受託の獲得に向け、役職員が市
町村に対し営業活動を実施した。

・引き続き、人権施策推進都区連絡会全体
会などの会議を活用し、PR活動を実施して
いく。
・加えて、役職員の訪問による営業活動を
実施する。

社会科見学受入れ増
の取組の実施

・新型コロナウイルス感染症の影響も
あり、都内学校の社会科見学の受入れ
は３件であった（修学旅行の受入れは
なし）。
・展示室の入場者数は1,298名であっ
た（2020年度比13.5％減）。

・イベントや講座実施等の機会を捉え都内
学校に対し人権プラザ事業のPRを行うほ
か、教育庁・区市町村教育委員会等への働
きかけを実施していく。

Webを活用したPR活
動

・プラザのイベントや講座の動画配信
を100％実施した。
　併せて、動画のアーカイブ化も進め
た。

・人権プラザのイベントや講座の動画配信
を推進する。
・人権プラザの来館者が低迷する中、より
多くの人々に普及啓発を行うため、アウト
リーチ活動の積極的な展開に向け、出張展
示等における動画活用を検討・実施する。

人権プラザHPの充実
強化

・2022年３月に新しいホームページを
公開した。

リニューアル後のホームページを有効活用
するための運用ルールを定め、より効率的
かつ効果的な情報発信を実現していく。

当事者の声を広く収
集し、効果的に情報
発信する方法の検
討・実施

・障害当事者の課題や悩みを共有し、
解決していく場（仕組み）として、
「コマッチングウォール」を発明し、
プラザに設置した。

・当事者の声を反映した情報発信を広く
行っていく。
・さらに、都庁各局や関係団体等と連携し
て、より効果的に情報を発信する。

団体自己評価

◇自治体の人権研修受託に向け、人権施策推進都区連絡会全体会などで情報提供を行うとともに、役員による市町村への営業活動など実施
し、新規受託先の開拓に向けた取組を行った。結果、2022年度において、新たに港区の受託を獲得した。

◇新型コロナウイルス感染症の感染拡大による人権プラザの休館に加え、修学旅行のキャンセルなどもあり、巡回展示の機会に開催自治体の
市立学校に案内状を送付し人権プラザのPRを行うなどしたものの、2020年度に引き続き展示室の入場者は減少する結果となった。

◇人権プラザにおけるイベントや講座の動画配信、動画のアーカイブ化を進めるとともに、物理的にプラザに来館できない人々も視野に入
れ、これまで集客型イベントを行っていた事業においてもインタビュー動画やオリジナルコンテンツをオンライン公開するなど、Webを活用
したPR活動を強化した。

◇情報発信力強化のため、人権プラザホームページをリニューアルし、３月に新サイトを公開した。トップページのデザインをビジュアルを
多用したものに改めたほか、カテゴリを見直し情報を整理することで、都民にとって見やすく分かりやすいものに改善した。加えて、動画も
埋め込み、SNSとの連携を図った。

◇障害当事者を起点とした発明プロジェクトを実施し、発明のプロセスやプロジェクトの成果を公開することで、当事者が抱える課題を広く
発信した。また、課題解決を図る場（仕組み）として「コマッチングウォール」を発明し、人権プラザに展示した。福祉保健局発行の「ユニ
バーサルデザイントイレハンドブック」にて、利用者の意見を取り入れて、より使いやすくする工夫の事例として「ウェルカムトイレ」が紹
介され、その成果を広く社会に発信した。

◇上記説明のとおり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたものの、概ね「３年度の到達目標」に向けた計画を予定どおり実施すること
ができた。
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団体名： (公財)東京都人権啓発センター

2021年度計画 2021年度実績 要因分析 対応方針

関係団体の意見も聞きながら、ペーパーレ
ス化・ハンコレス化を進め、手続等のオン
ライン化を図るため、対応可能な手続につ
いては、全件規程等を改正する。

人権問題体験学習会について、申込書を廃止
し、Webフォーム及び電子メールによる申込
みに変更した。
賛助会員（個人、団体）について、ホーム
ページに申込フォームを設置し、Webからの
申込みも可能とした。
その他、人権研修講師出講申込み及び後援名
義使用承認申請について、書類への押印を廃
止し、メール受付とした。
（都民・事業者等を対象とした手続は、13手
続。そのうち、デジタル化が終了したもの
は、７手続）

人権問題体験学習会及び賛助会員の申込みについ
て、Webでの申込方式を導入し、デジタル化を行っ
た。
事業の性格上、従来申請や手続は紙ベースで行われ
るものが中心となっていたが、手続のオンライン化
を図るため、、研修講師出講や後援名義使用の手続
について規程を改正し、書類の押印を廃止し、メー
ル受付とした。

2023年度までに対都民・事業者等を対象と
した手続のうち、70％程度をデジタル化す
る。
2021年度において、すでに対応可能な手続
のデジタル化を実施していることから、
2022年度は、人権相談のデジタル化に向け
て引き続き検討を行うとともに、2023年度
の目標達成に向けた準備等を実施する。

押印の定めがある手続のうち団体の規定等
の改正により対応が可能な手続等について
は、慣習的に求めてきた押印を原則廃止と
すべく、規程等を改正する。

押印を廃止した規程等は３件であった。

押印の定めがある手続10件のうち当団体の規程等の
改正により対応が可能な手続等５件について、形式
的に求めてきた押印を廃止した。
具体的には、研修講師出講事業、後援名義使用及び
人権問題体験学習会について規程等を改正し、研修
講師出講申込みなど５件の手続について、はんこレ
ス化を行った。

当団体が自ら定める規程等に基づく押印に
ついて、引き続き廃止していく。ただし、
文書の開示決定通知等の情報公開に係る通
知については、都における取扱いを注視し
ていく。

引き続き、コピー用紙削減に努める
（2019年度比で40％削減）。

2019年度比で32.5％の削減となった。

コピー用紙は、月別のコピー用紙使用上限を下回っ
た月もあったが、年度始め、年度末などに使用量が
増加しており、結果として、2019年度比で32.5％の
削減に留まった。
FAXレスと併せ、課長会等で前月分の使用実績を周知
するとともに、使用枚数をグラフ化（見える化）し
た表を複合機の周辺に掲示し、職員にコピー用紙削
減を働きかけた。
加えて、会議等のペーパレス化を推進し、着実にコ
ピー用紙削減を図った。
結果、2021年度実績186,897枚／2019年度実績
276,803枚の67.5%となり、32.5%の削減となった。

コピー用紙の使用量を引き続き削減し、年
度末までに2019年度同月比60％削減を実施
する。

引き続き、口座振込等を徹底する（口座振
込　100％）。

研修講師出講料金の口座振込は100％であっ
た。
文書の開示手数料や保有個人情報の開示手数
料については、実績なし

団体の規程・要綱等に定めのある手続のうち、都民
や事業者から料金等を徴取している手続は３件ある
が、研修講師出講料金の納付については口座振込で
対応している。
現金で徴取することになっている文書の開示手数料
や保有個人情報の開示手数料については、都庁の取
扱い如何を注視しているところである。

引き続き、口座振込等を徹底する（口座振
込　100％）。

行事におけるオンライン配信等を拡充する
（100％。ただし、対面を講師が要望した
場合は除く。）。

2021年度に実施した32行事のうち、オンライ
ン配信を実施したものは31行事であった（オ
ンライン配信率96.9％）。
うち、対面とオンラインを併用したハイブ
リッド形式で実施したものは２行事であっ
た。

※共催・後援団体と調整の結果、オンライン
配信を行わなかった１行事は、定員を１/２
にするなど新型コロナウイルス感染症対策を
取った上で、対面で実施した。

YouTubeでの動画配信だけでなく、Web会議システム
「Zoom」を利用しての開催など、行事におけるオン
ライン配信を進めた。
また、講師の許諾を得られた場合においては、行事
終了後、YouTubeにおいて期限を設けずに動画を公開
するアーカイブ化も行った。

引き続き行事におけるオンライン配信等を
実施する（100％。ただし、対面を講師が要
望した場合は除く。）。

クラウドで作業する携帯可能なパソコンを
予算の範囲内で購入し、テレワーク可能な
職員については月40％（※）実施（2021
年７月対象）。
また、当該月以外については、週１回テレ
ワークを実施する。
※「実施件数/当月の勤務日数/テレワー
ク勤務可能な職員数」により算出

2021年７月（７/１～７/31）をテレワーク月
間とし、テレワーク可能な職員については月
８回のテレワークを実施した。当該月のテレ
ワーク実施率は39.7％であった（※）。
また、当該月以外については、原則週１回の
テレワークを実施した。
※実施件数（127件）/当月の勤務日数（20
日）/テレワーク勤務可能な職員数（16人）
=39.7％

2021年２月にクラウドで作業する携帯可能なパソコ
ン（テレワーク端末）を10台及びモバイル・ルー
ターを２台購入するとともに、職場のメールを自宅
からでも送受信できるようWebメールを導入し、テレ
ワーク環境を整備した。

新型コロナウイルス感染拡大時等における
都・国等からのテレワーク実施要請を念頭
に、都庁グループの一員として、適切に対
応する。

FAXレス 原則としてFAXを廃止する。 2019年度比で79.1％の削減となった。

行事については、電話又は電子メールなどFAX以外で
の申込みを進めた。また、東京都人権プラザで事前
予約制を導入した際は、電話又は電子メールのみで
の予約受付とした。
加えて、2021年７月からFAX受信した文書を複合機本
体に蓄積し、データでの確認が可能となるよう設定
を変更したことにより、FAXの使用件数が大幅に減少
した。
また、職員に対して、FAXでしかやり取りできない業
務以外の使用禁止を徹底するとともに、課長会等で
前月のFAX使用実績を周知し、グラフ化（見える化）
した表を複合機の周辺に掲示するなど、FAXレスに向
けた働きかけを行った。
結果、2021年度実績505件／2019年度実績2,412件の
20.9%となり、79.1%の削減となった。

引き続き、FAXの送信数・受信数の削減目標
△98％を継続する。

はんこレス

共通戦略

取組事項

手続の
デジタル化

タッチレス

テレワ―ク

ペーパーレス

キャッシュレス

団体自己評価

◇人権問題体験学習会及び賛助会員の申込みについて、Webでの申込みを導入し、デジタル化を行ったことで、申込者の利便性の向上を図った。
　また、件数の多い研修講師出講申込みや後援名義使用承認申請についても、押印を廃止し、メール受付として簡便化した。

◇押印の定めがある手続のうち、団体の規程等の改正により対応が可能な研修講師出講申込み・出講決定、後援名義使用承認申請・承認通知及び人権問題体験学習会申
込みの５件の手続について、はんこレス化を行い、利便性の向上を図った。

◇行事については、2021年度前半の一部行事を除き、FAX以外の方法での申込みとした。また、2021年７月からFAX受信した文書をデータで確認するよう設定変更したこ
とにより、FAXの使用件数は大幅に減少した。３月においては、2019年度同月比で削減率100％を達成した。

◇会議等のペーパーレス化を進めるとともに、使用枚数をグラフ化し、職員にコピー用紙使用削減の働きかけを行った結果、使用枚数は2019年度の実績枚数から減少と
なったものの、削減率は32.5％に留まった。引き続き、仕事の進め方の見直しも視野に入れながら、ペーパーレス化を推進する。

◇研修講師出講料金については、全て口座振込となっている。

◇共催・後援団体と調整の結果、オンライン配信を行わなかった１行事を除き、全ての行事についてオンライン配信を行った。また、新型コロナウイルス感染症の感染
状況を踏まえ、２講座については対面とオンラインを併用したハイブリッド形式で実施した。

◇７月をテレワーク月間とし、テレワーク可能な職員については月８回のテレワークを実施した。また、当該月以外においては、原則週１回のテレワークを実施した。

◇上記説明のとおり、FAXレス及びペーパレスの取組を除き、概ね2021年度末の到達目標を達成した。
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【団体概要】

常勤役員数

常勤職員数

所在地 東京都港区海岸1-4-15　島嶼会館2階 電話番号 03-5472-6546

基本財産
/資本金等

4,000百万円
都出資等割合
/都持株比率

45.5%
設立
年月日

平成元年10月2日

団体名 公益財団法人東京都島しょ振興公社

代表者 理事長　青沼　邦和 所管局 総務局

設立
目的

　伊豆諸島及び小笠原諸島地域の活性化を図るため、地域の産業、観光等の振興に関する事業を行うことによって東京都の島

しょ地域の振興と豊かな地域社会の形成に寄与することを目的とする。

主

な

事

業

（１）地域振興に係る特産品の開発、普及、観光の振興、人材育成及び助成

（２）特産品に係る展示販売、斡旋及び通信販売

（３）情報・資料の収集及び提供、マスメディアやホームページ等を通じた広報宣伝

（４）ヘリ・コミューターによる島しょ間運航の企画及び支援

組

織

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

0人

4人

対前年度比

-

0人 0人 0人 -

8人 8人 8人 100.0%

都派遣職員数

都退職者数 0人 0人

100.0%4人 4人

【財務情報】　　　

公益財団法人東京都島しょ振興公社
（単位：千円）

令和元年度 令和２年度 令和３年度
対前年度
差引増減額

対前年度比
（％）

主な増減理由

当期経常増減額 ▲ 15,304 ▲ 20,698 ▲ 18,284 2,414 －

経常収益 651,894 624,714 630,497 5,783 100.9%

32,281 32,908 28,304 ▲ 4,604 86.0%

27,875 27,406 23,057 ▲ 4,349 84.1%

67,545 29,144 36,792 7,648 126.2%

524,192 535,257 542,344 7,087 101.3%

経常費用 667,197 645,412 648,781 3,369 100.5%

638,829 616,146 621,057 4,911 100.8%

28,368 29,267 27,724 ▲ 1,543 94.7%

当期経常外増減額 0 0 0 0 －

経常外収益 － － － 0 －

経常外費用 0 0 0 0 －

法人税等 － － － 0 －

当期一般正味財産増減額 ▲ 15,304 ▲ 20,698 ▲ 18,284 2,414 －

当期指定正味財産増減額 － － － 0 －

正味財産期末残高 4,861,144 4,840,446 4,822,162 ▲ 18,284 99.6%

資産合計 7,138,145 7,164,190 7,155,202 ▲ 8,988 99.9%

流動資産 329,866 363,364 362,610 ▲ 754 99.8%

固定資産 6,808,279 6,800,826 6,792,592 ▲ 8,234 99.9%

4,000,000 4,000,000 4,000,000 0 100.0%

負債合計 2,277,000 2,323,744 2,333,040 9,296 100.4%

流動負債 37,000 83,744 93,040 9,296 111.1%

固定負債 2,240,000 2,240,000 2,240,000 0 100.0%

正味財産合計 4,861,144 4,840,446 4,822,162 ▲ 18,284 99.6%

指定正味財産 4,000,000 4,000,000 4,000,000 0 100.0%

一般正味財産 861,144 840,446 822,162 ▲ 18,284 97.8%

貸

借

対

照

表

（流動負債）
・ヘリコミ精算時における都への返納金（未払金）増の
ため

基本財産

区分

正

味

財

産

増

減

計

算

書

（基本財産運用益/特定資産運用益）
・満期を迎えた買替債権の運用利回りの低下に伴う収益
減のため

（事業収益）
・人材育成事業の受託による収入増のため

（その他収益）
・公社がヘリコミ運航事業者に支払う運航支援金の増に
伴う都助成金受入額の増のため

（事業費）
・人材育成事業実施による支出増のため

（管理費）
・旅費交通費や賃借料の支出減のため

基本財産運用益

特定資産運用益

事業収益

その他収益

事業費

管理費
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団体名： (公財)東京都島しょ振興公社

B

　経営改革プランに掲げた目標のうち、戦略２「特産品の販売拠点としての機能強化」では、「東京愛らんど」

における島しょ特産品の取扱商品数について、計画を大幅に上回る増加を図ったほか、（公財）東京都農林水産

振興財団等との連携による取組の実施や、通信販売の強化、東京諸島販売協力店の拡充を行うなど、特産品を通

じた島しょの魅力発信及び事業者支援の取組を大きく前進させている。共通戦略による「５つのレス」等の取組

も総体として着実に進め、その他の各戦略においても、ヘリコミューターの運賃体系の分析・検討は途上にある

ものの、搭乗者アンケートを踏まえた利便性向上に向けたダイヤ改正の着実な進捗、漁業・農業就業体験を通じ

た島しょ移住希望者の確保などの取組を進め、総じて団体として一定の成果を上げている。

　引き続き、各種事業を積極的に推進していくとともに、多様な団体との一層の連携により限られた人的リソー

スを最大限活用し、島しょ地域の振興へ寄与することを期待する。

一次評価（所管局評価）

戦略①について、当該団体は規模の小さい団体であることから、人員・予算が限られる中でも真に必要な施策を推進できるよう、

事業効果の把握・検証を通じた「選択と集中」を行うなどの体制づくりが重要である。団体では、事業の移管・統廃合の一環とし

て、３年後の到達目標に向け、利用実績の低迷している中小企業等振興補助及びデザインプロジェクトを１年前倒しで廃止すると

ともに、地域振興補助事業を充実させるなど見直しに着手した。また、こうした取り組みも盛り込んだ第６次中期実施計画を策定

した。今後とも、事業の効果検証を継続することで、更なる自律改革が推進されるよう期待する。

戦略②については、島の特産品を活かした新商品の開発や、生産者との積極的な交渉により、目標値を大きく上回る形でショップ

取扱商品数を増加させることに成功している。また、大手民間企業の社員食堂への出張販売や東京都農林水産振興財団との連携と

いった取り組みにより、新たな販路の開拓を含め、販路拡大を達成している。これらの取り組みは、島内事業者の活性化ととも

に、都民を始め多くの方々に島しょ地域の魅力を伝える資源の多様化にもつながるものである。

戦略③については、広報宣伝事業にかかるアンケート調査や、「東京愛らんど」の空きスペースを活用した情報発信スペースの設

置により情報発信力を強化している。漁業・農業就業体験事業についても、コロナ禍の中、町村と連絡調整を密に行い漁業・農業

就業体験事業を実施した結果、目標値を上回る計４名の移住希望につなげており、３年後の到達目標達成に向けた第一歩として、

順調に進捗していると評価する。関係人口のさらなる増加に向け、SNSを活用した効果的な情報発信など、取り組みをさらに進め

ることを期待する。

戦略④については、ヘリコミューター事業において、2021年度に実施したアンケート結果を踏まえ、ダイヤ改正に向けた検討を行

うなど、搭乗者の利便性・満足度向上のための取り組みを実施している。また、他の交通機関の運賃体系との比較など、公社と都

で連携して検討事項の洗い出しを行った。３年後の到達目標達成に向け、必要なステップを、丁寧かつ着実に進めている点を評価

する。

最終評価
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団体名：

？

戦略 1

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

　第６次中期実施計画案
を作成し、理事会におい
て策定する。

●島しょ９町村と都で構成される検討委員
会を速やかに立ち上げ、第５次中期実施計
画の事業評価を実施、次期計画に向けたア
ンケートをきめ細やかに行うなど、徹底し
た進行管理のもと策定につなげたため。

　2022年度の事業計画・
予算策定に先立ち、実績
を考慮した後年度収支予
測を実施し、長期的スパ
ンで財政状況を分析す
る。

●第６次中期実施計画期間内に多額な支出
が見込まれる事業を洗い出し、後年度収支
予測に与える影響を把握できたため。
●2021年度の決算処理における、飲食事業
廃止に伴う収益事業等会計の取扱いについ
て、公認会計士に助言を得ながら適切に整
理したため。

　事業の洗い出しを行
い、移管、統廃合のス
キームの方針を決定す
る。

●中小企業等振興補助は、過去の実績にお
いても利用実績が低迷しているとともに、
公益財団法人東京都中小企業振興公社との
調整においても個人情報保護の観点から島
しょ地域の利用者に関する情報共有が厳し
いことなど、要綱制定当時とは状況が異
なっていることが明らかになったため。
●デザインプロジェクトは、近年申請件数
が１件のみであり島しょ地域からのニーズ
が低いとともに、事業効果が見いだせない
ことが明らかになったため。

団体自己評価

●島しょ９町村から、第５次中期実施計画の事業評価及び第６次中期実施計画の意向を確認し、外海孤立型離島という地理的に不利な条
件や少子高齢化などの多様な地域課題解決に資する新たな取組として、第６次中期実施計画に「関係人口の創出」を事業展開の柱に加え
るとともに、素案に対する意見を聴取するなど、公社の理念である「町村の補完機能」を計画に反映できた。
●島の魅力を「つなぐ」事業を推進するにあたり、取組シートを基に、町村に定期報告及び意見聴取を行い、計画を適宜見直すことで、
島しょ振興の一層の推進に寄与していく。

●第６次中期実施計画に計上している事業にかかる支出を適切に見込み、後年度収支予測に反映し財政状況を見通した。
●2021年度決算処理時、飲食事業廃止に伴う収益事業等会計の取扱いを公認会計士に助言を仰ぎ、収益事業等会計から公益目的事業会
計に適切に振替え、都の認可を受けることで円滑な公社運営に寄与した。

●中小企業等振興補助及びデザインプロジェクトの廃止に当たっては、スピードを重視し、１年前倒しで実施した。
●地域振興補助事業を充実していくことで、地域振興に取り組む事業者への支援強化に取り組んでいく。
●事業ニーズが低いデザインプロジェクト（15年継続、2021年度予算829千円）と中小企業等振興補助事業（11年継続、同10,040千円）
を廃止し、10,869千円の予算を削減したことにより、公社の財政改善が図られた。

後年度収支予測
の実施

●公社の後年度収支予測を行った。
後年度収支予測では、2022年度予算
や第６次中期実施計画内容を反映す
るとともに、現金や定期預金等の今
後の推移を把握した。
●収益事業等会計の廃止を適切に行
い、都の認可を受けた。

●2023年度の事業計画・予算策定に先立
ち、これまでの収支実績を踏まえた後年
度収支予測を実施し、長期的スパンにお
ける財政状況を分析する。

事業の移管、統
廃合

●第６次中期実施計画策定にあた
り、町村に対するヒアリングを行う
など公社事業を点検し、地域ニーズ
が低い中小企業等振興補助及びデザ
インプロジェクトを2021年度をもっ
て廃止した。

●公社が直接事業者と関われる補助事業
の充実強化を図る。具体的には、補助事
業の利用者アンケートを実施し、結果を
町村に情報提供するともに、町村へも補
助事業に対するアンケートを実施し、利
便性の向上を図るため要綱を改正すると
ともに、優良事業について公社ホーム
ページにおいて紹介する。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

事業の効果検証
の可視化

●第６次中期実施計画を策定した。
素案の作成では、町村・都から聴取
した意見等を反映するとともに、特
に島しょ地域の課題である人口減少
を踏まえ、新たに「関係人口の創
出」を事業展開の柱に追加した。ま
た併せて、公社独自の自律改革取組
シートを作成した。

●取組シートに従い、４つの事業展開の
柱（１　特産品　２関係人口創出　３ヘ
リ運航支援　４組織力向上）に基づく事
業推進と自律改革を推進する。
●関係人口の創出については、多様な主
体と連携し、都、町村及び地域の取組の
橋渡しの役割を担う。

(公財)東京都島しょ振興公社

自律改革の推進

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】長期的なスパンで財政状況を
分析し、都・他団体との重複事業を中心
に事業のあり方を見直し、移管、統廃合
を実施する。真に必要な施策を展開する
ことで、交通アクセス・産業分野の事業
の担い手として島しょ振興を一層推進し
ていく。

・島しょ町村の意見を踏まえるとともに、「関係人口の創出」を事業展開の柱の
一つに加えた第６次中期実施計画を策定
・事業連携が困難なことや事業効果が見込めない２件の事業を廃止、補助事業で
は、中小企業が利用できるよう要綱を一部改正
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団体名：

戦略 2

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

　島の生産者・加工業者
を掘り起こす。他の事例
も参考にし、魅力ある店
舗を運営する。
　ショップ以外の販路を
開拓する。
　取り扱い商品数2020年
度比+10%を目標とする。

●安心安全な特産品を提供できるよう生産
者へ助言するとともに、特産品の販路確保
や島の植物を店舗内装に活用するなど生産
者の声をショップの充実につなげたため。
●多数の人が集まり、購入者の属性が予見
できる場所に出展することで商品の選択に
活かすなど戦略的な販売を行ったため。
●特産品を通じた島しょ地域の魅力向上に
協力いただくよう公社と事業者が連携して
生産者と積極的に交渉を行い、新規の取引
につなげたため。

　商品化に向け、島しょ
に赴くとともに、必要に
応じて食品加工業者等に
も協力を仰ぎ、島の農水
産物を調査研究する。

●貴重な原材料を廃棄せず特産品化を行う
ことで、アロマディフィーザーの販売と合
わせSDGSの視点でアプローチしたため（今
後PRに活かしていく）。
●香のみならず、視覚にも魅力的なデザイ
ンを制作することで、より一層東京諸島の
魅力発信につなげるため。
●コロナ禍のため、売れ残り増え続ける養
殖魚の特産品化を行うため。

　「東京愛らんど」運営
受託事業者への委託化に
より事業の効率化を図
る。
　通信販売を独自に実施
できない島内事業者を掘
り起こし、「東京愛らん
ど」通販に取り入れ、ス
ケールメリットを働かせ
る。あわせてtoB向けの販
路拡大方法を検討する。

●顧客からの受注、商品発送までの一連の
手続きを運営受託事業者が担うことで、問
い合わせ窓口の一元化や迅速な発送が実現
し、利用者の利便性が向上したため。
●東京宝島事業と連携し「東京愛らんど」
の売り場を活用したテスト販売を実施する
とともに、これを機に「東京愛らんど」の
通販への出品も促したため。
●東京都農林水産振興財団と協定を締結
し、同財団が実施するイベントにおいて、
島の特産品を販売するなど販路拡大に努め
たため。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

(公財)東京都島しょ振興公社

特産品の販売拠点としての機能強化

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
　ショップで取り扱う特産品の種類を
20％増加させる。
【目標②】
　魅力的な商品の開発・販売、ショップ
の運営方法の見直しにより、コロナ前の
2018年度水準まで売上高を回復させる。
【目標③】
　通信販売を独自に実施できない島内事
業者を取り入れ、toB向けの販路拡大を一
層推進していく。

2021年１月１日から新しい運営受託業者と連携した物販事業の拡充に取り組ん
だ。生産者への食品表示の説明や、店舗什器の配置換えを行い、ショップ取扱い
商品数を340品に増やした。物販や対面でない販売方法である通販事業を強化
し、toB向けの販路拡大の推進にも努めた。
また、島の農水産物等を加工した新商品の開発にも注力した。
島内生産者を掘り起こし、ショップや通販で取り扱う商品を充実させることで
島しょ地域の魅力を伝え、訪島につなげるべく邁進している。

新しい「東京愛
らんど」運営受
託事業者と連携
した物販事業の
充実

●運営受託事業者が島しょ３町村に
赴き販売に関する課題や要望を聞き
取りショップ運営の充実につなげ
た。
●竹芝の大手民間企業の社員食堂へ
の出張販売を定期的なイベントにつ
なげるなど販路拡大を実現した。
●ショップ取り扱い商品数を2020年
度の238品から340品（42％増）に増
やした。

●魅力ある店舗づくりに向け、物販を強
みとする事業者と連携し魅力ある商品を
持つ生産者・加工業者を掘り起こすとと
もに、助言等を通じて積極的にコミュニ
ケーションを図る。
●「東京愛らんど」において購入者アン
ケートを実施するなどより多くの意見を
収集し今後の運営に活かす。

島の農水産物等
を加工した新商
品の開発

●島レモンの香を活かしたアロマ
ディフューザーの商品化にあたり、
使用しない果汁部分をレモンリキッ
ドとして限定販売した。パッケージ
デザインについては、島しょ地域の
PRにつながるよう事業者と検討を重
ねた。
●養殖魚の加工現場視察や事業者ヒ
アリングを実施した。

●東京諸島の魅力を香りでPRする新たな
取組を実現するとともに、神津島や三宅
島など、現在、レモンを栽培し産業とし
て取り組もうと試みる地域の販路先とな
ることで、その取組を支援していく。
●新たな特産品のPRについては、関係事
業者と連携した取組を企画するなど、従
来のPRに加え、積極的に発信していく。
●新たな特産品開発に向け工夫してい
く。

通信販売事業の
効率化、強化

●通信販売事業及び販売協力店の事
務を運営受託事業者に一括委託し業
務の効率化を実現した。通販PRに注
力し2018年度販売額を35％上回っ
た。
●東京宝島事業と連携し、島しょ生
産者に対し、ショップのみならず通
販での販売機会を提供した。
●東京諸島販売協力店を８店舗開拓
し、登録店は累計34店舗となった。

●魅力的なページを作成し、通販サイト
の改善するとともに、より一層の広報活
動に取組む。
●「東京愛らんど通販」への出店を促す
など島しょ事業者の販路先確保に貢献す
るとともに、引き続き事業の充実強化を
図っていく。

団体自己評価

●コロナ禍の影響を受け、島との往来機会が減少する中でも、公社が特産品販売を充実させることで、特産品を通じた島しょ地域の魅力
発信に積極果敢に取り組むとともに、島内事業者を支援できた。
●新たに購入者からのアンケートを実施することで、店舗の充実に活かすとともに、島内事業者にもその結果をフィードバックを行うこ
とで、特産品の魅力向上を図っていく。

●島レモンの香を活かした特産品を２品企画、販売につなげ、新たな切り口で東京諸島の魅力発信を行うことができた。
●新たな特産品のPRを東海汽船のイベントと連携し実施検討するなど、販売・情報発信手法について工夫していく。
●特産品開発の新たな視点として、地域課題の解決を図ることを目的とすることで、地域振興を後押ししていく。

●一連の業務を運営受託事業者が一括して担うことにより格段に効率性が上がるとともに、通販事業のPRに積極的に取り組むことを可能
とすることができた。
●東京都農林水産振興財団と公社双方が既存事業を効果的に充実強化するため、連絡調整を密に行い連携を創出するなど新たな視点で販
路拡大に結び付けた。
●東京宝島事業や運営受託事業者と連携し、通販サイトの充実や新たな販路拡大に取り組んでいく。
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団体名：

戦略 3

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

　町村などが提供する移
住定住やワーケーション
などに関する情報を集約
し、SNS等で発信する。
　また、都と連携し、移
住定住に関する新たな
ポータル機能のあり方に
ついて検討する。

●島の魅力をリアルに伝えるため、地域と
そこに住んでいる人にフォーカスした新し
い切り口での支援を行ったため。
●町村の移住定住関係者からヒアリングを
行うなど、公社が取り組むべき事項を明確
にするとともに、ポータルサイトの構築の
検討にも活用するなど、町村の意見を反映
し今後の取組を提示したため。

　就業体験事業の充実・
強化、実施内容の工夫を
図ることで、新規就業者
数３名を目標とする。

●参加者募集の告知先を増やすとともに、
島に適した農作物・就農研修・入居先に関
するチラシを参加者向けに作成するなど事
業を強化したため。
●コロナ禍により一次産業や地方の暮らし
が見直されていることが移住のきっかけに
なっていると推察し、告知先の選定等に活
かしたため。

　SNSごとの情報発信件数
や取組内容を整理して効
果測定の方法を検討し、
実施する。

●効果測定はできなかったため、アンケー
ト調査を実施することとした。
●調査の結果、島に行きたいと回答した人
の一番の動機は、豊かな自然を体感したい
ということであることが明らかになり、重
要なセールスポイントと判断したため。
●島料理に対する評価は低水準であり、PR
を一層強化する必要があったため。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

(公財)東京都島しょ振興公社

関係人口増加を目的とした情報発信の強化

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
　漁業・農業就業体験事業の実施による
新規就業者を10名以上創出する。
【目標②】
　効果が低い広報宣伝手法の縮小・廃
止、効果が高い広報宣伝手法の充実強化
を図るとともに、島しょ町村が提供する
情報を集約し、SNS等で発信するポータル
機能を強化する。

関係人口の創出を意識し、町村が行う島暮らし相談会に関する告知をSNSにより
発信し町村事業を後押した。
「東京愛らんど」を移住定住に関する情報発信スペースとして活用する合意形成
を図り、各町村作成のパンフレット類を配置し、広く周知、またデジタルサイ
ネージを設置し、訪島意欲の醸成を図った。
漁業・農業就業体験事業は例年実施し、着実に実績を重ねている。

ポータル機能の
強化

●島しょ地域が歌とフラでつながる
取組に着目し、各島関係者のインタ
ビュー動画を作成しSNS等で発信し
た。
●「東京愛らんど」情報発信スペー
スの活用方法を町村に周知した。島
しょ町村のパンフレットや発信すべ
き情報の収集を行うとともに、関係
人口の創出に関する今後の取組内容
を具体的に提示した。

●町村が実施する各種取組をまとめたサ
イトを都と連携し公社HPに作成する。
●関係人口の概念の整理を行い、その創
出・拡大に向けた町村のニーズを把握
し、公社が果たす役割を明確にする。

就業体験事業の
実施

漁業・農業就業体験事業を実施し、
４名（三宅村１名、八丈町２名、大
島町１名の計４名）が移住を希望し
た。
＜参考＞
・三宅村（農業）３泊４日　３名参
加
・八丈町（漁業）４泊５日　４名参
加
・小笠原村母島（農業）11泊12日
２名参加
・大島町（農業）３泊４日　３名参
加

●効果的な告知先を増やすなど、積極的
な広報を行う。
●関係人口の創出事業（ポータルサイト
の構築など）と連携した取組を行い、就
業体験事業の充実・強化、実施内容の工
夫を図っていく。

広報宣伝事業に
かかる効果測定
の実施

●20～69歳までの300人に対し、イ
ンターネット調査サイトを活用した
アンケートを実施した。
●アンケート結果を踏まえデジタル
サイネージやニュースレターにより
島の自然等の魅力をPRした。
●飲食店と連携した島食材を用いた
メニューの提供とその情報発信を行
う新規イベントを企画した。

●アンケート調査の継続的な実施によ
り、広報宣伝事業の取組成果の把握とそ
の改善を行う。
●ターゲットの明確化など「伝わる広
報」を目標として広報宣伝手法の充実強
化を図っていく。

団体自己評価

●「東京愛らんど」を移住定住に関する情報発信スペースとして活用する合意形成を図り、デジタルサイネージの設置やレイアウトの企
画を行い空間づくりに取り組むとともに、関係人口の創出に関する今後の取組を示し、公社の役割を明らかにすることができた。
●地域の声に耳を傾け新たな取組を構築することで、町村や都と連携し、公社の理念である「町村の補完機能」を実現することができ
た。
●町村や都と連携し、島しょ町村の情報を集約したポータルサイトの構築を目指していく。

●コロナ禍の事業運営であったが、町村と連絡調整を密に行い、各島の感染症ガイドラインを踏まえ、円滑に実施することができた。
●移住定住相談窓口を擁する「特定NPO法人ふるさと回帰支援センター」を告知先に加えたことや、参加者向けのチラシを作成するな
ど、参加者目線で工夫を行うことができた。
●今後も島しょ町村からの要望を踏まえ、都や公社が実施する関係人口の創出事業と連携した取組を行うことで、効果的な就業体験事業
を実施していく。

●広報宣伝事業にかかるアンケート調査を初めて実施し、情報の受け手側の実情を把握するとともに結果を踏まえ、デジタルサイネージ
の活用や飲食店と連携した島食材を用いたコラボメニューの企画など、スピード感を意識し、課題解決を図った。
●継続的な効果測定を実施し、広報宣伝手法の改善を行うことで、「伝わる広報」を実現していく。
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団体名：

戦略 4

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

　都と連携し、検討事項
の洗い出しを行う。

●ヘリコミューター就航から30年近くが経
過し、島しょ地域を取り巻く環境の変化を
適切に把握したため。
●利用者利便性向上を検討することによ
り、本事業の課題である収支構造や予約方
法の改善を図ることとしたため。

　現行ダイヤの課題を踏
まえた合理的なダイヤを
比較検討するなどし、改
正を行う。
　その他、搭乗者アン
ケートを活用し、懸案事
項、都度生じる課題、要
望の現状把握を行い、実
現・解決を図る。

●運航ダイヤ変更（案）作成では2021年度
に実施したアンケートで回答のあった運航
ダイヤの課題・要望等を丁寧に整理し搭乗
機会を創出する方向性を見出したため。
●搭乗目的を新たに調査した結果、島民の
交通手段として定着していることが改めて
明確になる等、外部調査時の参考となる
データを収集できたため。

　他の交通機関の運賃体
系を参照し、路線ごとの
搭乗率を基にシミュレー
ションするなどして収支
を改善させるための運賃
体系を検討する。

●国内唯一のヘリコプター定期運航による
生活移動手段の確保を目的とする路線（東
京愛らんどシャトル）と、遊覧飛行・ヘリ
タクシーも含めたヘリコプター料金とで
は、そもそも比較対象としては適切でない
ため。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

(公財)東京都島しょ振興公社

ヘリコミューター利用者の利便性の向上及び事業収支の改善

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
　適切な事業のあり方についての方針を
策定する。
【目標②】
　より適正な運賃体系について検討・見
直し、収支の赤字幅を縮減する。
【目標③】
　利用者の利便性・満足度の向上を図る
ことで、コロナ禍以前の過去最高搭乗率
60.3%を上回る搭乗率61％以上を達成し、
収入増につなげる。

・航空会社へのヒアリング等を含めた外部調査を都と協働で行うとともに、利用
者ニーズの把握に当たっては、搭乗者アンケートを活用する。
・2021年度に実施したアンケートでの要望を基に作成した改正ダイヤについて理
事会等で承認を受け、2022年概ね12月に就航する新型機種就航に併せて改正ダイ
ヤに移行する予定
・ヘリによる遊覧観光の搭乗料金を参考とした試算では、現行運賃の倍程度にな
るため、現実的でないことが判明した。

事業スキームの
見直し、方針策
定

●公社と都で連携し主に検討すべき
内容を確定した。
①伊豆諸島地域二地点間ヘリ輸送支
援事業の課題分析
②本事業に係る補助の仕組みに関す
る検討
③利用者の利便性向上の検討
●2021年の搭乗率は52.2％であり、
2020年から1.1％上昇

●航空会社へのヒアリング等を含めた外
部調査を都と協働で行い、本事業のあり
方について検討する。
●利用者ニーズの把握に当たっては、搭
乗者アンケートを活用する。

現行ダイヤの分
析、検討

●ANAとの接続問題の解消や朝・夕
の臨時便就航実現を図るため、運航
事業者と調整を行い、運航ダイヤ改
正（案）を理事会等に諮り承認を得
た。
●搭乗者アンケートの項目に利用目
的を追加し検証を実施した。（期
間：2021年12月１日～31日）

●引き続き搭乗者アンケート等を活用
し、懸案事項や要望などを把握してい
く。

運賃体系の分
析、検討

●収支改善のための運賃体系につい
ては比較分析が難しいことが明らか
になった。

●比較分析が難しいことから外部調査の
結果や搭乗者アンケートなどを活用し、
新たな運賃体系を検討する。

団体自己評価

●都と連携し、本事業のあり方について検討すべき事項を確定することができた。
●今後、外部調査につなげるとともに、利用者ニーズの把握に当たっては、引き続き搭乗者アンケートを活用し、島民の生活移動手段の
確保と事業収支の改善を実現するための事業のあり方の検討を行っていく。

●2021年度に実施したアンケートで回答のあった運航ダイヤの課題・要望に基づき、搭乗機会を創出するため、各島の郵便やその他交
通手段の乗り継ぎ等を検証しつつ、町村に丁寧に説明し、理事会等で承認を得ることができた。
●今後とも搭乗者の要望等に耳を傾け、利便性・満足度向上を図っていく。

●生活移動手段の確保を目的とする愛らんどシャトル料金を遊覧飛行・ヘリタクシーも含めたヘリコプター料金と、時間単価や距離単位
で比較した結果、現行料金から２倍程度になるなど、他の交通機関とは比較対象にならないことを明確にすることができた。
●本事業のあり方の検討と合わせて、適切な運賃体系を検討していく。
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団体名： (公財)東京都島しょ振興公社

2021年度計画 2021年度実績 要因分析 対応方針

押印の定めがある手続のうち公
社の規程改正により対応が可能
なものについては、2021年度に
規程を改正し、押印を不要にし
てメールにより手続が行えるよ
うにする。

・押印規程を有する手続き中、要
綱改正及び廃止により、ハンコレ
ス化13枚を実施
・計画13枚　実施13枚　進捗率
100％

・規程及び要綱を見直し、使用して
いない要綱については廃止を行った
ため。また、補助金申請等において
町村からの意見書の様式について、
公印省略として様式変更を行った。

・公社発信文書のはんこレス化を
引き続き継続させる。

押印の定めがある手続のうち公
社の規程改正により対応が可能
なものについては、2021年度に
規程を改正し、押印を不要にし
てメールにより手続が行えるよ
うにする。

・押印規程を有する手続き中、要
綱改正及び廃止により、ハンコレ
ス化13枚を実施
・計画13枚　実施13枚　進捗率
100％

・規程及び要綱を見直し、使用して
いない要綱については廃止を行った
ため。また、補助金申請等において
町村からの意見書の様式について、
公印省略として様式変更を行った。

・公社発信文書のはんこレス化を
引き続き継続させる。

デジタルツール等の活用によ
り、FAXの送信数・受信数の削減
△98％

・2021年度使用実績：89件
・2020年度使用実績：361件
  △75.4％減少

・広告FAX受信、島の業者のネット
環境、町村役場等のネット不通等、
外的要因からの送受信
・職員や関係団体等の継続したFAX
レス化の取組みにより、前年度△
75.4％達成
・2022年１月からFAXのPDF受信化

・関係機関と調整の結果、休日や
夜間等の閉庁日に愛らんどシャト
ルの不具合が起きた際は、FAXで
のやり取りが必要不可欠なため、
本件のみはFAXを使用する。
・その他の事案については、引き
続きFAXからメールに変更するよ
う、都度、依頼を行うとともに、
PDF化での対応により紙排出を行
わない。

コピー用紙の使用量を2019年度
比で40％削減する。

・2020年度実績　140千枚
・2021年度実績　  68千枚
　△51.4％減少　目標達成

・職員の継続したペーパレス化の取
組み

・引き続き、継続した取組を行
い、ペーパレス化を推進させる。

― ― ― ―

― ― ― ―

テレワーク可能な職員について
は月40％※実施
※「実施件数64件(２回×４週×
８人)／当月の勤務日数20日／テ
レワーク勤務可能な職員数８
人」により算出

・令和３年度テレワーク実績　54
回
　※月平均　2.81％　→　３％
月実施件数4.5回／月20日勤務／ﾃﾚ
ﾜｰｸ可能職員数８名
・勤務時間を分散化させ、三密回
避を実施
　早番　７時30分～　基本３名
　通常　８時30分～　基本２名
　遅番　10時30分～　基本４名

・テレワーク阻害要因
　業務課　　：イベント、店舗運営
や各種調整業務などの現場業務等
　企画管理課：恒常的な経理事務
（手許現金、日々の仕訳、財産運
用）等

・新型コロナウイルス感染症拡大
時等における都・国等からのテレ
ワーク実施要請に、都庁グループ
の一員として、適切に対応する。

タッチレス

テレワ―ク

ペーパーレス

キャッシュレス

団体自己評価

・都民・事業者を対象とした手続きについては、（契約手続関係を除き）既に手続きの75％以上がデジタル化済みであるが、更

なる利便性・効率性に向け、2023年度までの取組を検討。

・2022年度末において、当初計画どおり７件13枚の押印廃止を行った。

・外部事業者にメールによる情報提供を働きかけるとともに、FAX受信をPDF化することにより、対前年度△75.4％となった。

・愛らんどシャトルの緊急連絡以外は公社からの発信をなくすよう、調整を図った。

・引き続き、継続した取組を行い、ペーパレス化を推進させる。

・都や各町村から派遣される職員構成であること、異動スパンが短いことから、継続した事業維持確保のためには、過去資料の

活用が欠かせず、テレワークを取得し難い状況

・一般職員のテレワークが時間単位の取得が可能であれば、取得率向上が見込めると考える。

はんこレス

FAXレス

共通戦略

取組事項

手続の
デジタル化
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【団体概要】

常勤役員数

常勤職員数

都派遣職員数

都退職者数 33人 32人

90.9%10人11人

100.0%

183人 180人 181人 100.6%

設立
目的

　地方税財政制度及び地方税実務の研究、税財政関係資料の収集及び提供、税務職員に対する講習並びに納税思想の普及宣伝等

を行い、地方税務行政の円滑な運営に寄与し、もって地方財政の確立に資する。

主

な

事

業

（１）地方税財政の制度に関する調査研究

（２）講演会、研修会の実施等

（３）研究雑誌、図書、印刷物等の頒布

（４）納税者に対する税知識の普及啓発

組

織

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

30人

11人

対前年度比

93.8%

1人 1人 1人

団体名 公益財団法人東京税務協会

代表者 理事長　西海　哲洋 所管局 主税局

所在地 東京都中野区中野4-6-15 電話番号 03-3228-7011

基本財産
/資本金等

351百万円
都出資等割合
/都持株比率

85.6%
設立
年月日

昭和27年10月25日

【財務情報】　　　

公益財団法人東京税務協会
（単位：千円）

令和元年度 令和２年度 令和３年度
対前年度
差引増減額

対前年度比
（％）

主な増減理由

当期経常増減額 ▲ 714 ▲ 3,737 ▲ 27,165 ▲ 23,428 －

経常収益 1,184,445 1,194,261 1,134,212 ▲ 60,049 95.0%

5,364 5,364 5,362 ▲ 2 100.0%

－ － － 0 －

1,165,714 1,175,381 1,114,666 ▲ 60,715 94.8%

13,366 13,515 14,184 669 105.0%

経常費用 1,185,160 1,197,997 1,161,377 ▲ 36,620 96.9%

1,171,869 1,186,569 1,150,218 ▲ 36,351 96.9%

13,291 11,429 11,159 ▲ 270 97.6%

当期経常外増減額 ▲ 9 7,265 0 ▲ 7,265 －

経常外収益 － 7,265 － ▲ 7,265 －

経常外費用 9 － 0 0 －

法人税等 765 370 370 0 100.0%

当期一般正味財産増減額 ▲ 1,488 3,158 ▲ 27,535 ▲ 30,693 －

当期指定正味財産増減額 － － － 0 －

正味財産期末残高 751,263 754,421 726,886 ▲ 27,535 96.4%

資産合計 904,329 903,540 837,950 ▲ 65,590 92.7%

流動資産 255,757 340,484 277,958 ▲ 62,526 81.6%

固定資産 648,572 563,056 559,992 ▲ 3,064 99.5%

350,600 350,600 350,600 0 100.0%

負債合計 153,067 149,119 111,064 ▲ 38,055 74.5%

流動負債 116,994 128,645 101,411 ▲ 27,234 78.8%

固定負債 36,073 20,473 9,653 ▲ 10,820 47.1%

正味財産合計 751,263 754,421 726,886 ▲ 27,535 96.4%

指定正味財産 300,200 300,200 300,200 0 100.0%

一般正味財産 451,063 454,221 426,686 ▲ 27,535 93.9%

貸

借

対

照

表

（流動資産）
・経常収益の減少による普通預金の減
・固定資産の長期性預金への振替えによる定期預金の減
・未収入金の減

（固定資産）
・減価償却によるリース資産の減

（流動負債）
・未払金及び未払消費税の減

（固定負債）
・減価償却によるリース債務の減

基本財産

区分

正

味

財

産

増

減

計

算

書

（事業収益）
・Web講義配信業務の受託終了による受託収益の減
・家屋評価事業の終了による受託収益の皆減
・人材派遣人数の減少に伴う人材派遣事業収益の減

（事業費）
・家屋評価事業の終了による費用の皆減
・人材派遣人数の減少に伴う人件費の減

（経常外収益）
・みなし寄附金に係る特例制度の適用による法人税等の
還付の皆減

基本財産運用益

特定資産運用益

事業収益

その他収益

事業費

管理費
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団体名： （公財）東京税務協会

B

　経営改革プランに掲げた目標のうち、戦略１「オンライン化を通じた新たな自治体支援」及び戦略２「収入確
保による経営基盤の安定化」では、集合形式とオンラインとを併用したハイブリッド型税務セミナーの受講者数
及び収入額において計画を上回る実績を上げた。一方、Web講義に係る配信・販売実績は、コロナ禍により訪問
での販促活動や販売先の自治体予算が制限され、当初の配信・販売計画を下回る結果となったものの、HPや機関
紙等の自主媒体に留まらず、全国自治体への資料送付、地方税共同機構の協力によるPRをはじめ、認知度向上や
販売促進に積極的に努めた。共通戦略による「ペーパーレス」等の取組も総体として着実に進め、戦略３「固有
職員を中心とした新たな組織運営」では、無期雇用職員の確保等を計画を上回る形で進めたほか、管理職選考を
新たに実施し管理職候補者を選抜するなど、安定した体制の確保に向けた取組を大きく前進させており、総じて
団体として一定の成果を上げている。
　引き続き、各種事業を積極的に推進していくとともに、Web講義の価格体系やターゲット等の整理や効率的・
効果的なPR等を進めることを期待する。

一次評価（所管局評価）

【戦略１】
・コロナ禍において場所や時間の制約を受けずに税務研修を実施できるよう、オンラインによる手法を構築し、自治体のニーズや
意向を踏まえて適切に対応を図ったことにより、全国自治体の税務知識・ノウハウの継承に貢献できた。ハイブリッド型セミナー
は受講者数の計画を達成し、オンライン型講師派遣研修も講座数の計画を概ね達成した。Web講義事業はコロナ禍において販売促
進活動が厳しい中ではあったが、全国自治体への広報周知を積極的に行い、113自治体の活用に結びつけた。
【戦略２】
・コロナ禍でオンライン研修に対するニーズが高まる中、集合型とオンライン型を組み合わせたハイブリッド型セミナー等を新た
に実施することにより、全国自治体への支援を通じた収入確保と経営基盤の安定化に向けた取組を推進した。ハイブリッド型セミ
ナーは収入額の計画を達成し、計画に届かなかった事業についても積極的な事業の広報周知や自治体への働きかけを行っている。
【戦略３】
・新たな組織・人事制度及び給与制度に基づく運営を開始し、固有職員を中心とした組織運営に向けて取組を着実に推進した。無
期雇用職員は計画を上回る数を確保し、管理職選考では管理職候補者２名が合格するなど、人材育成・登用・定着を着実に進めて
いる。
【共通戦略】
・協会の実情を踏まえ、５つのレスやテレワークの推進に取り組み、計画を概ね達成した。
【総合評価】
・各戦略とも計画達成に向けた取組を積極的に行い、オンラインを活用した自治体支援や固有職員を中心とした組織運営などの計
画を概ね達成している。計画に届かなかった事業はあるものの、自治体への広報周知や働きかけを行うなど、積極的に取り組んだ
ことは評価できる。今後も計画達成に向けて、利用者の声を踏まえニーズに即した販売促進活動を行うなど、積極的な取組を継続
するよう期待する。
・東京税務協会は都の政策連携団体として、高度な専門性を活用して税務知識・ノウハウの継承及び自治体支援に取り組んでいる
が、今後も社会環境の変化に迅速かつ的確に対応し不断の経営改革に取り組むことで、その役割を更に発展させてほしい。

最終評価
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団体名：

戦略 1

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・ハイブリッド型（オン
ライン＋集合）セミナー
を実施する。受講者数540
人以上
・受講者の情報交換の場
であるオンラインサロン
の開設に向けた準備を行
う。

・2020年度の集合型セミナーはコロナ禍に
より多くの自治体が参加を中止したこと等
から受講者は激減したが、2021年度はハイ
ブリッド型セミナーの導入により人との接
触や移動に対する懸念がなく参加可能とな
り受講者が増加したと考えられる。また、
宿泊費・旅費・移動時間がかからず、子育
て・介護を抱えた職員も参加しやすくなっ
たことも増加の一因と考えられる。
・受講者のニーズに応じたオンラインによ
る交流会の姿について検討した上で、アン
ケート調査を行った。調査結果を踏まえ実
施について検討した。

・講師派遣先自治体の意
向（オンライン研修の可
否）を確認したうえで、
それに応じた研修を実施
・60講座（年間講座数の
約３割に相当）のオンラ
イン研修を目指す（未実
施自治体にPRも実施）。

・講師派遣先自治体のニーズを踏まえた対
応により、オンライン研修を希望する自治
体において可能な限り実施できた。
・オンライン研修を実施した54講座以外に
も希望する自治体はあったが、配信接続環
境が整わない、オンライン研修のノウハウ
がない等の理由により、実施に至らなかっ
た例もある。こうした自治体に対しては、
配信に必要な環境や準備事項等の教示、運
営ノウハウの提供、他自治体の実施例の紹
介等を行っている。

・Webサイト・機関誌で
Web講義の周知を行うとと
もに、全国に展開してい
る地方関係機関等に集中
的に広報活動を実施。配
信数470自治体
・Web講義購入自治体にア
ンケートを実施

・顧客の開拓には直接訪問して商品の有用
性や自治体の実情に応じた活用方法を説明
することが効果的であるが、コロナ禍の影
響で十分な訪問活動ができなかったことが
影響した。また、当年度は購入予算がなく
次年度に購入予定とする自治体がある一方
で、予算の確保自体が他の事業（コロナ対
策、災害対策等）に比べて優先順位が低く
困難な自治体もあった。
・会員団体に加え全市町村への資料送付等
により協会の認知度向上と販売促進に努め
た。
・アンケート結果の分析によりニーズを詳
細に把握し販売促進を図っている。

（公財）東京税務協会

オンライン化を通じた新たな自治体支援

３年後
（2023年度）の

到達目標

下記のとおりオンライン化の取組を推進
する。
【目標①】ハイブリッド型セミナー受講
者数：850人（2019年度実績の1.1倍相
当）
【目標②】講師派遣研修100講座（2019年
度の約５割に相当）程度をオンラインで
実施
【目標③】Web講義配信数：670自治体
（全国約1,720自治体の約４割に相当）

・ハイブリッド型セミナー受講者数は604人となり、コロナ禍においても接触等
の懸念がなく、遠隔地でも受講可能なオンラインの利点を活かし、着実に成果を
上げることができた。
・オンライン型講師派遣研修は54講座となり、自治体の実状に応じてニーズを踏
まえた対応を行ったことにより、一定の成果を上げることができた。
・Web講義については、コロナ禍における販売促進活動が厳しい中、113自治体が
活用し、特に繁忙期の研修実施が難しい期間において各自治体の新任税務職員の
育成支援を図った。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

ハイブリッド型
セミナーの実施

・ハイブリッド型の税務セミナーを
計12コースで実施。受講者数は604
人、前年度対比で412人の増。2021
年度の計画を64人、11.9％上回っ
た。
・オンラインサロンに対する要望等
について、受講者へアンケートを実
施。回答者の過半数が費用や内容次
第で参加を検討と回答。

・全国の町村にも新たに案内リーフレッ
トを送付するなど、より幅広くセミナー
のPRを行うことにより、受講者数の増加
を図り、年次計画における受講者数の計
画の達成を目指す。
・セミナーについて、受講生や研修講師
の意見を参酌し、ICTを活用した更なる
質の向上を検討し、試行する。
・2022年度は、アンケート結果における
内容の希望を踏まえ、講師や参加者同士
が意見交換できるオンライン交流会を試
行的に実施する。

オンライン型講
師派遣研修の実
施

・講師派遣先自治体の意向を確認
し、実施が可能な自治体に対して
は、現地又は協会からのオンライン
で講義を実施。
・54講座のオンライン研修を実施。
2021年度の計画の９割を実施。

・これまでオンライン型講師派遣研修を
実施していない自治体に対しても意向を
確認し、実施に向けた相談に応じるなど
きめ細かな対応を行うことにより、自治
体税務職員の育成に貢献する。
・2022年度はコロナの行動制限の緩和等
を受けて集合研修を希望する自治体が増
加しており、オンライン型の需要への影
響もあり得るが、派遣先自治体の意向に
柔軟に対応しながら、引き続きオンライ
ン型講師派遣研修の実施を進める。

Web講義事業の
拡大（協会自主
事業）

・Webサイトや機関誌による広報、
県市等への直接訪問又は全国自治体
への資料送付等による周知（延576
団体）、地方税共同機構の協力を得
たPR等を実施。配信数は113自治
体。
・豪雨等の被災自治体支援のため46
自治体へ無償提供を案内し６自治体
へ提供。
・Web講義購入自治体にアンケート
を実施。

・全国の自治体に対してWeb講義の有用
性及び活用事例を継続的にPRするととも
に、2021年度の購入自治体に対するリ
ピートの働きかけや、大口購入が期待で
きる研修機関や滞納整理機構等への直接
訪問等により、効果的な販売促進活動を
行う。
・より分かりやすく受講者のニーズに
合ったリニューアル版の制作に向けて、
アンケート結果の分析等を踏まえた課題
及び解決策の整理並びにコンテンツ案の
検討を行う。

団体自己評価

【総括】
　ウィズコロナ、ポストコロナを見据え、ICT技術を活用して時代のトレンドに沿ったオンラインによる専門知識の継承方法を企図し、
全国自治体の課題解消に向けニーズに応じた新たなセミナー等の実施方法の構築を図り、全国自治体に対する支援を更に充実させた。
　その結果、コロナ禍においても場所や時間等の制約を受けずに税務知識・ノウハウの継承が可能となるよう、ハイブリッド型セミ
ナー、オンライン型講師派遣研修及びWeb講義という新たな手法を構築することにより、オンライン化を通じた新たな自治体支援につい
て、一定の成果を上げた。

・ハイブリッド型セミナーの実施
　コロナ禍においても接触等の懸念がなく、遠隔地でも受講可能なオンラインの利点を活かし、自治体のニーズに応じて集合型とオンラ
イン型を組み合わせた新たなセミナーを実施したことにより、受講者は2020年度から大幅に増加、コロナ禍以前の約８割まで回復し、
計画を上回った。全国の自治体における税務知識・ノウハウの継承及び実務能力の向上に貢献することができた。

・オンライン型講師派遣研修の実施
　講師派遣先自治体の意向を踏まえて可能な限りオンライン研修を行い、講座数の計画の９割を実施した。全国の各自治体の実状に応じ
てニーズや状況の変化を踏まえた対応を行ったことにより、税務職員の育成の支援につなげることができた。

・Web講義事業の拡大
　販売促進を図るため、2020年度視聴実績のある団体をはじめとして新規の団体に対しても積極的に広報周知等を行ったが、コロナ禍
での影響や各自治体の予算上の制約等という要因もあり、配信数は計画を下回った。2021年度末には2022年度に向けた販売促進を図る
ため、延1,757団体に改めて資料送付等による周知を行ったところであるが、2021年度の販売促進活動で得た知見を踏まえ、新任税務職
員がいつでも学ぶことのできるWeb講義の有用性及び活用事例について更に効果的な広報周知を行い、引き続き自治体の税務職員の育成
を支援していく。
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団体名：

戦略 2

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・Web講義販売収入額
1,210万円（配信数470自
治体）
・Web講義について、協会
Webサイト・機関誌で周知
を行うとともに、全国に
展開している地方関係機
関等（地方税共同機構
等）に集中的に広報活動
を実施する。

・顧客の開拓には直接訪問して商品の有用
性や自治体の実情に応じた活用方法を説明
することが効果的であるが、コロナ禍の影
響で十分な訪問活動ができなかったことが
影響した。また、当年度は購入予算がなく
次年度に購入予定とする自治体がある一方
で、予算の確保自体が他の事業（コロナ対
策、災害対策等）に比べて優先順位が低く
困難な自治体もあった。
・会員団体に加え全市町村への資料送付等
により協会の認知度向上と販売促進に努め
た。

・Web講義とのセット販売
開始
・Web講義とあわせた広報
活動の実施
・書籍販売収入額140万円
（上記470自治体の5割）

・Web講義購入自治体に対して、講義に利
用できる全ての書籍を割引価格で販売する
こととし、PRを行った。
・しかし、Web講義の配信数が計画を下
回ったことに連動し、書籍の販売収入額も
計画を下回った。

・ハイブリッド型セミ
ナーを本格実施
・セミナー収入額1,380万
円（2019年度の70％まで
回復）

・2020年度の集合型セミナーはコロナ禍に
より多くの自治体が参加を中止したこと等
から受講者は激減したが、2021年度は新た
な自治体支援の一環としてのハイブリッド
型セミナーの導入により人との接触や移動
に対する懸念がなく参加可能となり受講者
数及び収入額が増加したと考えられる。
・また、宿泊費・旅費・移動時間がかから
ず、子育て・介護を抱えた職員も参加しや
すくなったことも増加の一因と考えられ
る。

・機関誌（東京税務レ
ポート）の広告掲載事業
者に加え、ウィズコロ
ナ、ポストコロナを見据
えてデジタル化に資する
事業者等を想定した募集
を実施
・バナー広告収入額100万
円（４社）

・機関誌の広告掲載事業者４社のうち、１
社は９月からの掲載となり、１社は予算上
の制約等により掲載を見送ったことから、
収入額は計画を下回った。

ハイブリッド型
セミナーによる
収入確保

・集合型セミナーとオンライン型セ
ミナーを組み合わせたハイブリッド
型の税務セミナーを計12コースで実
施。
・ハイブリッド型セミナーによる収
入額は約1,439万円、2019年度実績
の約73％まで回復。

・全国の町村にも新たに案内リーフレッ
トを送付するなど、より幅広くセミナー
のPRを行うことにより、受講者数の増加
を図り、年次計画における受講者数及び
収入額の計画の達成を目指す。

Webサイトを活
用したバナー広
告収入確保

・Webサイトを活用したバナー広告
について、機関誌（東京税務レポー
ト）の広告掲載事業者及び協会の関
係事業者へ出稿のメリットや手続等
を丁寧に説明し積極的に募集を実
施。
・バナー広告収入額は62万円（４月
以降２社、９月以降３社）。

・既に広告を掲載した事業者に対して掲
載の継続を依頼するとともに、その他の
関係事業者等に対しても掲載の有効性を
十分に説明し積極的に募集を行う。

団体自己評価

【総括】
　今般のコロナ禍においてオンライン研修に対するニーズやDX推進に向けた取組の気運が高まる中で、新たなビジネスチャンスを捉え
て、自主事業としてのWeb講義の販売開始、Web講義と合わせたインセンティブを付した書籍販売、ハイブリッド型セミナー及びバナー
広告による収入確保を図り、経営基盤の安定化に向けて一定の成果を上げ、協会としての新たな展開を図ることができた。

・Web講義による収入確保
　販売促進を図るため、2020年度視聴実績のある団体をはじめとして新規の団体に対しても積極的に広報周知等を行ったが、コロナ禍
での影響や各自治体の予算上の制約等という要因もあり、配信数は計画を下回った。2021年度末には2022年度に向けた販売促進を図る
ため、延1,757団体に改めて資料送付等による周知を行ったところであるが、2021年度の販売促進活動で得た知見を踏まえ、新任税務職
員がいつでも学ぶことのできるWeb講義の有用性及び活用事例について更に効果的な広報周知を行っていく。

・Web講義販売促進に合わせた書籍販売収入確保
　Web講義の配信数が計画を下回ったことから、書籍の販売収入額も連動して計画を下回った。Web講義と合わせて更に効果的な広報周
知及び販売促進活動を行っていく。

・ハイブリッド型セミナーによる収入確保
　コロナ禍においても接触等の懸念がなく、遠隔地でも受講可能なオンラインの利点を活かし、自治体のニーズに応じて集合型とオンラ
イン型を組み合わせた新たなセミナー手法を実施したことにより、受講者数は2020年度から大幅に増加、コロナ禍以前の約８割まで回
復し、収入額は計画を上回った。収入確保において着実な成果を上げることができた。

・Webサイトを活用したバナー広告収入確保
　広告掲載時期の後ろ倒しや予算上の制約等による掲載見送りにより、収入額は計画を下回った。今後はその他の関係事業者等にも広告
掲載の有効性を十分に説明し積極的に募集を行うことで、収入確保を図っていく。

Web講義による
収入確保

・Web講義販売収入額は284万円、配
信数は113自治体。
・Webサイトや機関誌による広報、
県市等への直接訪問又は全国自治体
への資料送付等による周知（延576
団体）、地方税共同機構の協力を得
たPR等を実施。

・全国の自治体に対してWeb講義の有用
性及び活用事例を継続的にPRするととも
に、2021年度の購入自治体に対するリ
ピートの働きかけや、大口購入が期待で
きる研修機関や滞納整理機構等への直接
訪問等により、効果的な販売促進活動を
行う。

Web講義販売促
進に合わせた書
籍販売収入確保

・Web講義の販売促進を図るため書
籍とのセット販売を開始。
・Webサイトや機関誌による広報、
県市等への直接訪問又は全国自治体
への資料送付等による周知（延576
団体）、地方税共同機構の協力を得
たPR等を実施。
・書籍販売収入額は約22万円、24自
治体が購入（Web講義配信113自治体
の約２割）。

・Web講義と合わせた書籍の活用の有効
性について、具体的な活用事例をWeb講
義購入自治体へ個別に紹介することなど
により、積極的にPRを行う。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

（公財）東京税務協会

収入確保による経営基盤の安定化

３年後
（2023年度）の

到達目標

下記収入額を確保する。
【目標①】Web講義：1,610万円
【目標②】書籍：200万円
【目標③】ハイブリット型セミナー：
2,170万円
【目標④】広告:190万円

目標①～④の取組により３年間合計
10,500万円の収入（利益：4,500万円）を
確保し、経営基盤の安定化を図る。

・Web講義及び書籍販売は、コロナ禍の影響で十分な訪問活動ができなかった等
の要因により、販売収入額がそれぞれ284万円及び約22万円となった。
・ハイブリッド型セミナー収入額は約1,439万円となり、コロナ禍においても接
触等の懸念がなく、遠隔地でも受講可能なオンラインの利点を活かし、着実に成
果を上げることができた。
・バナー広告は、業者の掲載見送り等の要因により、収入額は62万円となった。
・これらの取組による収入額は約1,800万円（利益：約700万円）となった。
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団体名：

戦略 3

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・面談等を通じて無期雇
用選考の受験を勧奨
・無期雇用職員（主任級
以上のコア人材）43％確
保

・固有職員を中心とした組織運営を行って
いくに当たり、経営改革プランや協会の方
針について協会管理職や職員へ協会内の会
議や研修を通じて周知するとともに、積極
的な選考試験の受験の勧奨を実施した。

・管理職選考試験及び課
長補佐選考試験を実施
・面談等を通じて選考試
験の受験を勧奨
・管理職及び課長補佐登
用に向けた研修やOJTを実
施

・面談等を通じて、組織運営の方向性や協
会の課題について共有し、選考に対する意
識付けを行った。
・協会独自研修については、係長13名、主
任12名が参加し、「同じ立場の職員が悩み
等を意見交換を実施する機会」「キャリア
アップを前向きに思慮できた場」などの声
があり固有職員中心の組織運営につながる
研修を実施した。

団体自己評価

【総括】

　定年退職者の減少等の影響により、税務に専門性のあるOB職員の確保が困難になっている状況や、公務員の定年延長の動向等に鑑みる

と、協会を支える人材確保がさらに困難になるという構造的要因に対処する必要に迫られている。

　そのような中、2020年度に新たな人事制度及び給与制度を設計をし、2021年度から新制度に基づいた運営を開始しているが、固有職

員の管理職ポスト等への登用を堅調に進めている。

・無期雇用職員（主任級以上のコア人材）の確保

　組織運営の方向性について、研修等の機会を通じて、協会内に浸透させるとともに、面接等を通じて選考試験の受験の勧奨を進めるこ

とで、2021年度の計画を上回る無期職員を確保することができており、着実に取組を推進している。

・固有職員（マネジメント人材）の管理職・課長補佐級ポストへ登用

　2022年３月に管理職選考を初めて実施し、２名が管理職候補者として合格。

　また、係長級職員及び主任級職員に対してマネジメント力の向上やキャリアプランの策定に資する協会独自のパワーアップ研修を実施

するなど、固有職員の管理職ポスト等への配置を見据えた人材育成の取組を推進している。

無期雇用職員
（主任級以上の
コア人材）の確
保

・無期雇用職員（主任以上コア人
材）47％
・2022年１月に無期主任選考・係長
選考を実施し、無期主任17名合格、
係長３名合格（うち１名無期主任も
合格）。

・引き続き固有職員を中心とした組織運
営の方向性について協会内で浸透させて
いくとともに、退職金制度の導入など、
更なる処遇改善について検討を進め、無
期固有職員の定着も推進する。

固有職員（マネ
ジメント人材）
の管理職・課長
補佐級ポストへ
登用

・2022年３月に管理職選考を実施
し、２名が管理職候補者として合
格。また、課長補佐選考を実施し、
１名が合格。
・面談や事業所訪問を通じて、職員
のヒアリングを実施。
・管理職及び課長補佐登用を見据
え、係長級職員及び主任級職員に対
して協会独自のパワーアップ研修を
実施。

・管理職登用に向けて、候補者に外部研
修の活用や管理職業務への同席等の経験
を積ませ、重点的な人材育成を実施す
る。また、固有職員の管理職ポスト等へ
の登用を見据え、管理職、課長補佐及び
係長選考を実施するとともに、面談等を
通じて選考試験の受験を勧奨する。
・課長補佐及び係長登用に向けて、外部
講師を活用しマネジメント力向上やキャ
リアプラン策定に資する協会独自の研修
を実施するとともに、OJTを推進する。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

（公財）東京税務協会

固有職員を中心とした新たな組織運営

３年後
（2023年度）の

到達目標

固有職員を中心とした組織運営を実現
し、税務実務の補完や全国自治体の習熟
支援などの協会の機能維持・向上を図
る。
【目標①】固有職員に占める無期雇用職
員（主任級以上のコア人材）の確保（５
割）
【目標②】固有職員の管理職ポスト等へ
の登用（管理職２名、課長補佐８名）

・無期雇用職員を47％確保しており、協会の方針の職員への周知や、積極的な選
考試験の受験の勧奨により、着実に取組を推進した。
・管理職ポストへの登用に向け、2022年３月に管理職選考を初めて実施し、２名
が管理職候補者として合格した。また、課長補佐選考を実施し、１名が合格し
た。
・面談等を通じたヒアリングの実施のほか、係長級職員及び主任級職員に対して
協会独自のパワーアップ研修を実施するなど、固有職員の管理職及び課長補佐へ
の登用を見据えた取組を着実に推進した。
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団体名： （公財）東京税務協会

2021年度計画 2021年度実績 要因分析 対応方針

― ― ― ―

― ― ― ―

自主事業分におけるFAX送受信件
数については、オンライン等へ
の変更を進め、職員募集（ハ
ローワークはFAXに限定されてい
る）等、外的要因以外のもの全
てにおいて使用を取りやめる。
（協会の責に帰する案件の削減
率100％）

自主事業分におけるFAX送受信は各
月10件程度発生しているが、オン
ライン等への変更を進めている。
相手方の事情によりFAXを使用せざ
るを得ない場合を除き、2022年１
月以降はFAXの送受信を100％削減
した。

協会内でFAXの送受信を行っている
案件を全て洗い出し、外的要因以外
のもの全てについて2021年12月末ま
でにメール等へ移行するよう周知し
実現した。派遣職員の勤務実績に係
る区市町村からの報告等について、
相手先との調整を行い、FAXの使用
を削減した。

相手方の事情によりFAXを使用せ
ざるを得ない場合を除き、FAXの
送受信をゼロとする取組を継続す
る。

自主事業により使用するコピー
用紙については、削減に対する
意識啓発を引き続き行うととも
に、会議のペーパーレス化など
を更に推進することで、使用量
を30%減少させる。（2020年度
比）

2021年度の使用量が対前年度比、
42％の減少を達成した（2020年度
378,689枚、2021年度218,573
枚）。

2021年度の目標を協会内で共有する
とともに、一人当たりの目標枚数を
見える化することで職員の意識付け
を行った。
また、協会内の周知に当たっては、
ショートカットキーの利用方法等の
PCワンポイントアドバイスを加えて
おり、資料の印刷を減らす工夫を実
施した。

自主事業により使用するコピー用
紙については、削減に対する意識
啓発を引き続き行うとともに、電
子決定や会議のペーパーレス化な
どを更に推進することで、使用量
を60%減少させる。（2022年度末
2019年度比）

― ― ― ―

東京会場で実施する東京税務セ
ミナー21講座をハイブリット型
により開催し、非接触による受
講環境を整備する。

東京会場で実施する東京税務セミ
ナー12講座をハイブリッド型によ
り開催し、非接触による受講環境
を整備した。

・ウィズコロナ、ポストコロナを見
据えたハイブリッド型セミナーの有
用性について、各自治体へ周知を
行った。
・ハイブリッド型セミナーの導入に
伴い、同一講座を複数回開講する必
要性が減ったことやオンライン配信
に係る運営の効率化等を考慮し、開
催講座数を精査した。

東京会場で実施する東京税務セミ
ナー12講座をハイブリット型によ
り開催し、非接触による受講環境
を引き続き提供する。

FAXレス

団体自己評価

【総括】

　DX及び業務改革の推進に向けて、協会の実状を踏まえ、FAXレス、ペーパーレス、タッチレス及びテレワークの目標を設定

し、概ね達成することができた。

・ＦＡＸレス

　2022年１月以降は、相手方の事情により使用せざるを得ない場合を除き使用を取りやめ、目標を達成した。

・ペーパーレス

　自主事業により使用するコピー用紙について、一人あたりの目標枚数を見える化すること等の意識啓発を行うとともに、会議

のペーパレス化や電子決定の導入により使用量を42％減少させることができ、目標を12％上回った。

・タッチレス

　東京会場で実施する東京税務セミナーの全ての講座をハイブリッド型により開催して非接触による受講環境を整備し、目標を

達成した。

・テレワーク

　Web会議やチャットツールの使用の定着化、電子決裁の導入を進め、１年間の実施率の平均は34％となった。新型コロナウイ

ルス感染拡大時等における都・国等からのテレワーク実施要請に対して、都庁グループの一員として適切に対応している。

タッチレス

ペーパーレス

キャッシュレス

テレワ―ク

ZoomやＷebexなどのWeb会議や
Skypeなどのチャットツールの
使用を定着化させ、業務の効率
化と質の向上を図るとともに、
週２回のテレワークを実施し、
2021年４月のテレワーク実施率
40％を目指す。【実施回数
（252回）／当月の勤務日数
（21日）／テレワーク勤務可能
な職員数（30名）】

・４月のテレワーク実施率は
33％。
【33％（実施回数172/勤務日数521
（実施可能な職員27名分））】
・テレワーク可能な職員数を30名
から中野本部全職員に増加。

・４月のテレワーク実施率40％を目
標と設定したが、新入社員の育成や
テレワーク環境に慣れていない職員
の本部への異動により出社が必要な
ケースが重なり、実施率は33％にと
どまった。
・一方、４月以降も協会内の目標は
引き続き40％とし、Web会議や
チャットツールの使用の定着化、電
子決裁の導入を進め、４月から３月
までの実施率の平均は34％と向上し
ており、月によっては、目標の40％
を達成した。
【34％（実施回数2132/勤務日数
6220（実施可能な職員29名分））】
（業務の性質上、主税局研修の集合
実施等により、出社が必要となる教
務課を実施率の算定から除いている
が、可能な限りテレワークを実施し
ている。）

新型コロナウイルス感染拡大時等
における都・国等からのテレワー
ク実施要請に対して、都庁グルー
プの一員として適切に対応する。

はんこレス

手続の
デジタル化

共通戦略

取組事項
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【団体概要】

常勤役員数

常勤職員数

所在地 東京都千代田区九段北4-1-28　九段ファーストプレイス8階 電話番号 03-6256-9070

基本財産
/資本金等

1,551百万円
都出資等割合
/都持株比率

32.2%
設立
年月日

平成7年10月1日

団体名 公益財団法人東京都歴史文化財団

代表者 理事長　日枝　久 所管局 生活文化スポーツ局

設立
目的

　東京都における芸術文化の振興並びに都市の歴史及び文化の継承とその発展を図り、もって創造性に満ち、潤いのある地域社

会づくりに寄与することを目的とする。

主

な

事

業

（１）国指定重要文化財等を活用した芸術文化の振興

（２）江戸及び東京期を中心とした都市の歴史と文化の振興

（３）写真及び映像文化の振興

（４）現代美術を中心とした芸術文化の振興

（５）美術を中心とした芸術文化の振興と表現活動拠点の提供

（６）音楽、演劇、歌劇、舞踏等の芸術文化の振興

（７）若手芸術家の育成、支援及び芸術家と都民との交流の振興

（８）その他この法人の目的を達成するために必要な事業

組

織 都退職者数 5人 5人

都派遣職員数 33人 33人

1人 1人

346人 371人

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 対前年度比

4人

1人

361人

32人

80.0%

100.0%

97.3%

97.0%

【財務情報】　　　　　　　　

公益財団法人東京都歴史文化財団

（単位：千円）

令和元年度 令和２年度 令和３年度
対前年度
差引増減額

対前年度比
（％）

主な増減理由

当期経常増減額 ▲ 160,057 ▲ 197,029 127,082 324,111 －

経常収益 16,295,569 17,220,768 17,270,083 49,315 100.3%

2,166 2,215 2,211 ▲ 4 99.8%

152 156 16 ▲ 140 10.3%

3,533,567 1,784,573 2,591,138 806,565 145.2%

12,759,685 15,433,824 14,676,718 ▲ 757,106 95.1%

経常費用 16,455,627 17,417,796 17,143,001 ▲ 274,795 98.4%

16,430,595 17,391,179 17,116,863 ▲ 274,316 98.4%

25,032 26,617 26,137 ▲ 480 98.2%

当期経常外増減額 ▲ 827 ▲ 170,351 ▲ 7,845 162,506 －

経常外収益 1,296 10,817 0 ▲ 10,817 －

経常外費用 2,123 181,167 7,845 ▲ 173,322 4.3%

法人税等 520 620 31,349 30,729 5056.3%

当期一般正味財産増減額 ▲ 161,404 ▲ 367,999 87,889 455,888 －

当期指定正味財産増減額 349,586 ▲ 217,544 ▲ 1,295,522 ▲ 1,077,978 －

正味財産期末残高 10,308,237 9,722,694 8,515,061 ▲ 1,207,633 87.6%

資産合計 14,418,153 14,333,466 12,174,050 ▲ 2,159,416 84.9%

流動資産 6,687,904 7,180,681 6,490,184 ▲ 690,497 90.4%

固定資産 7,730,249 7,152,785 5,683,866 ▲ 1,468,919 79.5%

1,551,498 1,551,498 1,551,498 0 100.0%

負債合計 4,109,916 4,610,772 3,658,989 ▲ 951,783 79.4%

流動負債 3,412,518 3,889,096 2,995,859 ▲ 893,237 77.0%

固定負債 697,398 721,677 663,130 ▲ 58,547 91.9%

正味財産合計 10,308,237 9,722,694 8,515,061 ▲ 1,207,633 87.6%

指定正味財産 2,684,974 2,467,431 1,171,909 ▲ 1,295,522 47.5%

一般正味財産 7,623,263 7,255,264 7,343,152 87,888 101.2%

（事業収益）
・コロナによる影響が大きかった令和２年度に比べて、
休館日数の減、入場者数の増に伴う展覧会及び公演事業
等入場料の増、施設稼働率の一部回復に伴う施設使用料
の増、ショップ、レストラン事業の一部回復に伴う管理
手数料の増

（その他収益）
・「アートにエールを!東京プロジェクト（個人型）」
終了等に伴う受取東京都負担金の減

（事業費）
・「アートにエールを!東京プロジェクト（個人型）」
終了等に伴う出演料の減

（法人税等）
・当期経常増減の増に伴う、法人税の増

（経常外費用）
・令和３年度の庭園美術館の指定管理者制度開始によ
り、計上した固定資産寄贈額の皆減に伴う減

（流動資産）
・未払金、預り金支払に要する資金としての現金預金
減、指定管理料確定払いに伴う未収金の増

（固定資産）
・東京2020大会文化プログラム事業実施による特定資産
取崩しに伴う減

(流動負債)
・未払金の減

（固定負債）
・退職給付引当金の減

事業費

管理費

基本財産

正

味

財

産

増

減

計

算

書

貸

借

対

照

表

区分

基本財産運用益

特定資産運用益

事業収益

その他収益
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団体名： （公財）東京都歴史文化財団

　経営改革プランに掲げた目標に対し、デジタルを活用した取組では、江戸東京博物館における参加体験型3Dア
プリの開発や、収蔵品3Dデータの公開、計画を大きく上回る都立文化施設収蔵品の画像公開、障害者向け施設情
報を含む新規ウェブサイトの開設、新たに整備した情報通信基盤の活用による海外とのピアノデュオの生配信、
在宅で楽しむオンラインコンテンツ「おうちでカルチャー」の拡充など、芸術文化へのアクセス向上・鑑賞体験
の新たな創出へ多くの成果を上げている。戦略3「芸術文化版SDGsによる「誰一人取り残さない」共生社会の実
現に寄与」においても、筑波技術大学等をはじめ内外の連携を強化し、各施設での共生社会の実現等に資する新
規プログラムの実施につなげている。共通戦略による「５つのレス」等の取組も進め、加えて、コロナ禍により
活動が制限される芸術文化団体に対する支援や、新進の芸術家・芸術団体等を対象とする新たな助成等を積極的
に実施している。
　以上のように、コロナ禍においてデジタルを活用した多様な鑑賞体験を創出したほか、担い手支援や共生社会
実現に向けた取組による芸術文化施策への貢献など、総じて団体として非常に優れた成果を上げている。
　引き続き、各種事業を積極的に推進していくとともに、取組効果に係る具体的なKPIの設定の検討及びこれを
通じた一層の取組の発展や、取組により得られた知見等を活用した都への政策提案等を進めていくことを期待す
る。

S

一次評価（所管局評価）

○　東京都歴史文化財団の2021年度の取組について、以下の理由から、その実績を高く評価する。

・戦略１「デジタルを活用した都立文化施設の利便性・アクセス性の向上」
　新規HPを立ち上げ、都立文化施設8施設のユニバーサルガイドを公開するなど都立文化施設のアクセシビリティ向上を着実に
図った。また団体の体制整備や作業の工夫により収蔵作品の画像公開を積極的に進め目標を上回る点数の公開を進めている点は評
価できる。
・戦略２「最先端技術による芸術文化の新しい鑑賞体験の創出」
　文化施設初となる無料スマートフォンアプリ「ハイパー江戸博」の開発、ドローンによる常設展の特殊撮影映像の公開等、江戸
東京博物館の休館中もデジタルを駆使して江戸・東京の魅力を広く継続的に発信していくことに取り組んでおり、都立文化施設の
新しい発信方法を提示した。
・戦略３「芸術文化版SDGsによる『誰一人取り残さない』共生社会の実現に寄与」
　高齢化や共生社会など、東京の社会課題解決への貢献を目指し、プロジェクト「クリエイティブ・ウェルビーイング・トー
キョー」を展開する中で、内外の連携体制を強化、新規プログラムを各施設で積極的に実施し共生社会の実現に向け、中核的な役
割を担う基盤をつくったことは都の施策にも合致し評価できる。
・戦略４「芸術文化の創造活動の支援」
　4つの新規助成プログラムを着実に実施し、多様な芸術文化の担い手の支援を行い民間が持つ芸術文化の力を幅広い領域で後押し
した。
・コロナ対応に伴う取組では、新型コロナウイルス感染症の影響で、活動が制限される芸術文化団体等を支援するとともに、支援
を経て身に付けたスキル・ノウハウをレガシーに新規助成創出に繋げたほか、外出を控える人々に向けたオンラインコンテンツを
提供する等、感染拡大の防止に寄与した。
・共通戦略では手続のデジタル化を計画的に進めた。5つのレスの対応は、タッチレスについてはコロナの影響でインバウンドが無
くなったことから対応を延期したものの、その他の目標を達成した。

○「未来の東京」戦略及び東京文化戦略2030の実現に向け、芸術文化をけん引するスペシャリティとネットワークを活用しなが
ら、文化施設や分野を超えた総合的な事業や支援を一層推進していくことを期待する。

最終評価
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団体名：

戦略 1

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

新規ウェブサイト（ロ
ゴ・ビジュアルアイデン
ティティ作成含む）の公
開

・バリアフリー設備等に関するユーザー調
査を計画的に実施してきたことで、8施設
分のユニバーサルガイド(施設の案内図)を
作成することができた。検討にあたって
は、事務局をコアチームとして各施設の情
報を集約し、掲載情報などを精査した。
・新規ウェブサイト公開に向けては、プロ
ジェクト名称やロゴ・アイデンティティの
作成等を、東京都とも協議を重ねて対応し
た。

収蔵品画像新規公開点数
約4000点

・東京都立博物館・美術館収蔵品検索
「Tokyo Museum Collection」への収蔵品
画像新規公開について、写真美術館、現代
美術館の作品を中心にデジタルデータの著
作権処理の確認等を集中的に行い、積極的
な公開を進めたことが、計画の2倍という
実績につながった。
・検索性の向上と今後の利活用促進を見込
み、国立のデジタルアーカイブである
「Japan Search」「Art Platform Japan」
との調整を行うことで、連動を開始した。

ワークショップ等双方向
対話型プログラムの実施

・youtubeでの生配信は実験的な取組で
あったが、江戸東京博物館・たてもの園と
事務局との積極的な事業連携により、実施
につながった。写真美術館では、教育普及
プログラムのノウハウをベースに、ウェブ
アプリの開発に繋げた。
・芸術劇場では、オンラインによる双方向
性を担保するために必要不可欠である、戦
略2の情報通信基盤の整備を行ったことで
企画の幅が広がった。生配信の際のチャッ
ト等双方向性の担保や、遠隔地への配信な
ど、新たな事業で確実に活用した。

（公財）東京都歴史文化財団

デジタルを活用した都立文化施設の利便性・アクセス性の向上

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標➀】
「文化的な行動や場所、あるいは活動に
ついての情報の入手」の「十分入ってき
ている」「ある程度入ってきている」の
割合増

【目標②】
収蔵品目録公開点数90,000点

【目標③】
オンライン参加プログラムの視聴者数増

目標①は、計画に対して着実に実施したが、2019年度当時の46.8%に対し、2021
年度は新型コロナウイルスも影響し、43.8%であった。
目標②は、収蔵品目録公開点数9万点の目標に対し、2021年度は約6万点を公開済
みである。新規画像公開の計画値の2倍を達成し、順調に進捗した。
目標③は、質の充実を目指すものであることから、目標を視聴者数増から「オン
ライン参加プログラム（参加型/双方向）への興味関心増」に改定し、関心のあ
る割合は2021年度は23.4％であった。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

情報アクセシビ
リティ向上に向
けた環境整備

・2施設のアクセシビリティ調査を
実施し、過年度分と合わせ、計8施
設分のユニバーサルガイド(施設の
案内図)を作成した。
・新規ウェブサイトを3月末に公開
し、4施設(庭園美術館、渋谷公園通
りギャラリー、江戸東京たてもの
園、写真美術館)分のバリアフリー
情報を掲載した。

・2022年度は、新規ウェブサイトへ5施
設（現代美術館・TOKAS本郷・都美術
館・文化会館・芸術劇場）のバリアフ
リー情報や、2021年度に作成した8施設
のユニバーサルガイド(施設の案内図)の
公開を進めていく。
・公開した新規ウェブサイトを、財団や
各施設とのリンク等により普及させ、認
知度を高め、目標①の達成に繋げてい
く。

東京都コレク
ション（都立文
化施設の収蔵
品）公開

・写真美術館、現代美術館の作品を
中心に、収蔵品画像を新規に約8千
点公開した。
・2021年度末の状況として、収蔵品
目録公開点数は約6万点
（59,841）、うち画像付き公開点数
は約3万点となった。
・国立のデジタルアーカイブとの連
動を開始し、検索性を向上させた。

・2021年度末の収蔵品目録公開点数は約
6万点であるが、本個別取組事項は、経
営改革プランの改定において、2022年度
の公開点数を7万点と設定しており（画
像なしを含む）、スピードアップして対
応していく。
・内容としては、収蔵品点数が最も多
い、休館中の江戸東京博物館の作品を優
先的に取り組む他、庭園美術館、写真美
術館についても公開を進めていく。
・国立のデジタルアーカイブとの連携
は、継続的に更新していく。

オンライン参加
プログラムの公
開

・江戸東京博物館・たてもの園の特
別展に併せ、youtubeでの生配信を
利用し、質問等も可能な双方向対話
型の企画を実施した他、写真美術館
ではウェブアプリを開発した。
・通信基盤の増強が完了した芸術劇
場では、ロンドンと劇場をつなぎタ
イムラグなく同時演奏を実施した
他、ピアノデュオの生配信も行っ
た。

・情報基盤整備が完了した施設を中心
に、高品質映像オンデマンド配信に取り
組んでいく他、写真美術館ではウェブア
プリの公開と試行を行っていく。
・2022年度も参加者等との双方向性を導
入したオンラインでの事業を積極的に展
開し、体験の質の向上を図ることで、目
標③に掲げたオンライン参加プログラム
（参加型/双方向）への興味関心増へと
繋げていく。

団体自己評価

・2023年度の到達目標に向けて、2021年度はクリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョーのビジュアルアイデンティティの作成
や、パンフレット、ユニバーサルガイドの作成、新規ウェブサイトの公開を行った。障害者向けの都立文化施設へのアクセスガイドであ
るユニバーサルガイドは、アクセシビリティ等の基礎調査を計画的に行った（2020年度までに江戸東京たてもの園、写真美術館、現代
美術館、芸術劇場、都美術館、文化会館を実施し、2021年度は庭園美術館、渋谷公園通りギャラリー）ことで、8施設の調査結果をもと
に作成することができた。新規ウェブサイトは、継続して使用するロゴ・ビジュアルアイデンティティを東京都と協議の上作成し、公開
することができた。2022年度は、対応方針の通り、内容の充実と周知を次の課題とし、引き続き取り組むことで目標①の到達につなげ
ていく。

・東京都コレクションの公開は、収蔵品画像を新規に約8千点公開（現代美術館約5千点、写真美術館約3千点）し、計画の2倍となっ
た。戦略2で撮影した江戸東京博物館の3Dデータも付加した他、国立のデジタルアーカイブとの連動を開始した。

・江戸東京博物館、たてもの園、芸術劇場では、双方向のプログラムを実施することができた。特に、情報基盤が整備された芸術劇場で
は、「ボンクリ・フェス2021」のスペシャルコンサートで芸術劇場とロンドンの同時演奏を行ったほか、芸劇リサイタルシリーズ
「VS」では有料の生配信を届けるなど、成果があった。さらに、芸術劇場の通信基盤の整備が行われたことで、文化会館60周年オンラ
インフォーラム「より開かれた文化施設を目指して―地域、多様性、コロナ禍」では、芸術劇場を会場として活用し、英国、ポルトガル
を同時に繋いだフォーラムを開催し、成果につながった。写真美術館ではオリジナリティのあるウェブアプリを開発することができた。

26



団体名：

戦略 2

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

高品質情報通信基盤の構
築 2施設

・事務局と各施設担当者で連携し、各館で
の利用ニーズの調査などを実施した。
TOKYOスマート・カルチャー・プロジェク
トの後年度の計画に結びつくよう、技術的
な進展を踏まえた設計等を行うことで、適
切な工事計画の履行につなげた。

収蔵品3Dデータのテスト
撮影と公開

・事務局と各施設担当者で連携し、収蔵品
の造形にあわせた3Dデータ取得のための技
術（スキャニングやモデリング等）を専門
家とともに見極め、撮影・公開方法を計画
した。
・専門家からの意見聴取を行うことで、計
画的な進捗と、さらなる利活用にもつな
がった。

常設展の参加型VR映像コ
ンテンツの新規公開

・江戸東京博物館・事務局・CG制作の専門
家とともにプロジェクトチームを結成し、
コンテンツの内容・技術・利用者への提供
方法を綿密に計画したことで、学芸員をは
じめ、技術者等の専門性を活かしたコンテ
ンツ開発が可能となった。
・物売りや力士など多彩な登場人物は、所
蔵する絵画資料からデザインした他、江戸
の人々の仕草は、日本舞踏家によるモー
ションキャプチャを活用した。
・成果として、国内の文化施設初となる、
ゲームエンジンを利用した画期的な参加体
験型のスマートフォンアプリを開発でき
た。

団体自己評価

・対象となる7施設（東京芸術劇場、現代美術館、たてもの園、写真美術館、東京文化会館、庭園美術館、都美術館を予定）の情報通信
基盤を、3カ年で進めていく計画の中、2021年度については計画通り2施設（東京芸術劇場、現代美術館）の成果となった。

・収蔵品3Dデータのテスト撮影と公開にあたっては、初めての取組であるため、技術面での検討を丁寧に行いながら、実際の撮影と公開
を行った。成果物として、江戸東京博物館の収蔵品4作品（「梨子地葵紋散松菱梅花唐草文様蒔絵女乗物（附属品共）」「土俵軍配意匠
煙草盆」「手動式扇風機」「枕時計」）の3Dデータを、戦略1の個別取組事項2「東京都コレクション公開」において、ウェブサイト内
で公開することができた。併せて、戦略2の個別取組事項である「xRによるイマーシブシアター、バーチャルミュージアムの整備」にお
いても、開発したコンテンツ内で3Dデータを利活用することができた。写真美術館では、重要文化財1作品（「田中光儀像」）の試験撮
影を終え、今後の利活用を検討する資料とした。

・江戸東京博物館・事務局・CG制作の専門家とともに検討し、イマーシブな世界観でバーチャル江戸を体験できる無料スマートフォンア
プリ「ハイパー江戸博」を開発することができた。アプリでは、「江戸の街」「収蔵品」「散策」「宝さがし」といった、博物館ならで
はの様々な要素とゲーミフィケーションを併せて取り入れた。このことは文化施設として最先端の画期的な取組であり、これにより場所
に捉われない博物館や収蔵品の新しい楽しみ方を広く提供できた。2022年4月にリリース後、1ヶ月間で1万ダウンロードを取得し、関心
層の拡大にもつながった。
　2022年度以降も、江戸東京博物館休館からリニューアルオープンに向けて江戸・東京の魅力を継続的に提供できるよう、新しいテー
マ、技術、見せ方を検討し、拡充していく。

各施設の情報通
信基盤の整備

・高品質情報通信基盤について、東
京芸術劇場は6月、現代美術館は3月
に、整備工事を完了した。

・2022年度は、対応施設数を当初計画の
2施設から4施設（たてもの園、写真美術
館、東京文化会館、庭園美術館）へと増
やし、スピードアップを図って進めてい
く。
・実現に向けて、各館の運営状況を加味
しながら日程等を調整し、計画的に進め
ていく。

収蔵品3Dデータ
や高精細画像の
公開

・江戸東京博物館の収蔵品3Dデータ
を撮影し、Tokyo Museum
Collection（ToMuCo）で工芸品、生
活民具等の4作品を公開した。ま
た、撮影したデータは個別取組事項
3のコンテンツの新規公開でも利活
用した。
・江戸東京博物館常設展の、ドロー
ンによる特殊撮影を行い、映像を公
開した。

・高精細画像については、写真美術館が
管理する重要文化財1作品の試験撮影を
終えた。今後、高精細画像ならではの使
い方として、展示での利活用を検討して
いく。
・ドローンによる特殊撮影の映像は、さ
らなる利活用について検討していく。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

xRによるイマー
シブシアター、
バーチャル
ミュージアムの
整備

・ゲームエンジンを用いた無料ス
マートフォンアプリ「ハイパー江戸
博」を開発した。
・アプリでは、「江戸の盛り場 両
国」をテーマに、江戸東京博物館常
設展のジオラマ展示“両国橋西詰”
を3Dで忠実に再現。主人公となり江
戸の街を散策し、100種類の収蔵品
を探し集める等、新しい体験をバー
チャルで提供した。

・2021年度にテーマとした「江戸の盛り
場 両国」に加えて、2022年度は「東京
の誕生 銀座」をテーマに、スマート
フォンアプリのコンテンツを拡充すると
ともに、VRなどの技術も取り入れて、よ
り魅力的な新しい体験を模索し、提供し
ていく。
・江戸東京博物館の休館中（令和4～7
年）にも、都立博物館のサービスとし
て、デジタルならではの江戸・東京の魅
力を継続的に提供し、認知の向上にもつ
なげていく。

（公財）東京都歴史文化財団

最先端技術による芸術文化の新しい鑑賞体験の創出

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
整備可能な施設における高品質で安定的
な通信基盤の整備率 100%

【目標②】
収蔵品3Dデータ・高精細画像の公開

【目標③】
xRによるバーチャルミュージアムの公開

目標①は、計画通りに対応し、対象7施設のうち2施設の整備工事を完了し、整備
率は29％となった。
目標②は、専門家とともに検討を重ね、適切な撮影対象を見極めた上で、撮影と
画像の公開を行った。
目標③は、江戸東京博物館において、学芸員の専門性を活かしながら、技術者等
と協働してコンセプトを定め、江戸の街をバーチャルで体験するコンテンツを開
発した。

経営改革目標
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団体名：

戦略 3

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

財団内でのテーマ別研究
会の実施

・事務局コアチームが中核となり、コア
チームが予算管理や一部事業を自ら担うな
ど対応してきた他、議論の場を継続的に設
定してきたことにより、各施設との連携体
制の構築につながった。

新規プログラムの企画検
討

・個別取組事項１の連携体制の構築によ
り、横断的な企画検討の場を継続してきた
ことで、各施設でのこれまでの取組をもと
に、新規プログラムを開発、展開すること
ができた。
・事務局コアチームで実施した筑波技術大
学と連携したレクチャー・ワークショッ
プ、公開フォーラムでは、専門家の知見や
ネットワークが大いに活かされた。

ピッチコンテスト参加者
と文化施設との協働開
発・検証1件

・ピッチコンテスト参加者ならびに事務
局・施設担当者が連携し、プロジェクト
チームを編成したことで、開発を順調に進
めた。
・たてもの園では、デモ版の体験、園内で
の実地調査などを綿密に行ったことが、事
業の具体化につながった。

民間連携による
インターフェイ
ス開発

・東京都が開催したピッチコンテス
ト参加者とたてもの園で、AR技術等
を活用した園内ガイドアプリケー
ション・コンテンツの開発に着手
し、実証実験を行った。
・2月には一般ユーザーへの体験会
を開催した。

・コンテンツについては活用・展開を検
討する。
・2022年度も、ピッチコンテスト参加者
と文化施設との協働開発・検証（1件）
について、実施に向けて東京都との協議
を進めていく。

団体自己評価

・「団体における現状（課題）」に対し、クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョーの一環として連携体制の構築に取り組んだこ
とで、12施設それぞれの取組や課題を共有し、相互の繋がりができ、情報交換が活発になり、財団全体の取組が加速的に広がった。さら
に、つながり創生財団や文化庁等、外部の専門機関等とのネットワークにも広がった点で成果があった。連携体制の場の設定のみに留ま
らず、予算管理や外部の専門機関（筑波技術大学）と連携した事業の実施など、コアチームとしても支援や牽引に努めてきたことが成果
につながった。

・各施設が相互に繋がりながらこれまでの取組を発展させ、新しいプログラムを実施することができた。さらに、筑波技術大学と協働
で、「Cultural Future Camp: インクルーシブ・デザインで新しい文化体験を共創する」を新規に実施し、レクチャー（3回）、ワーク
ショップ（4日間）、公開フォーラム（1回）をパッケージで提供できた。特に、20名の参加を募ったワークショップでは、障害当事者
も参加したインクルーシブなデザインを実践することができ、参加者の満足度は高かった。内部の知見と外部の知見の協働によって、こ
れまでにない中核事業を創出することができ、大きな成果となった。
・2022年度は、2021年度の取組を踏まえて、各施設での取組の継続発展を目指す。また、「ダイバーシティ推進に向けた国際プラット
フォームの構築」を個別取組事項に追加し、その中での事業実施につなげていく。

・2021年度は、ピッチコンテスト参加者が開発した世界初の音響特化型MRプラットフォーム「Auris（オーリス）」を活用し、江戸東京
たてもの園の歴史的建造物の世界に没入できる新しい音声ガイド「音響MRミュージアム・トーク」を開発。江戸東京たてもの園での実証
実験までを行うことができた。

内外連携体制の
構築

・財団12施設の担当者が一堂に会す
担当者会を、2021年度は3回開催し
た他、情報支援をテーマとした勉強
会も行った。
・財団内にとどまらず、つながり創
生財団、厚生労働省や文化庁との情
報交換や連携、筑波技術大学との協
働等、外部との連携体制も構築し
た。

・12施設と連携し、担当者会や研究会を
継続的に実施する。
・筑波技術大学、厚生労働省、文化庁、
つながり創生財団等との情報交換や協働
等の連携体制を強化し、新規プログラム
の開発につなげていく。

新規プログラム
の企画開発・検
証

・エイジフレンドリー＆ダイバーシ
ティ事業（都美術館）や多文化共生
をテーマとした公開レクチャー（東
京芸術劇場）、共遊楽器のワーク
ショップ（東京文化会館）、親子ベ
ビーカーツアー（庭園美術館）な
ど、各施設で新規プログラムを実施
した。
・筑波技術大学と協働でレク
チャー・ワークショップ等も実施し
た（事務局）。

・各施設で立ち上がった新規プログラム
は継続して実施していく。
・2022年度から新たに目標に加えた「ダ
イバーシティ推進に向けた国際プラット
フォームの構築」において活かしてい
く。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

（公財）東京都歴史文化財団

芸術文化版SDGsによる「誰一人取り残さない」共生社会の実現に寄与

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
「障害者対象事業の利用経験・認知につ
いて」の認知率の増

【目標②】
各施設新規プログラムの効果検証（参加
者満足度、専門家レビュー）

【目標③】
クリエーターと障害者・高齢者等の当事
者による協働プログラムの効果検証（参
加者満足度、専門家レビュー）

目標①は各個別取組事項に着実に取り組んだことで、参加機会の幅が広がり、
「障害者対象事業の利用経験・認知について」は、2019年度の認知率16.4％に対
し、2021年度は17.2％となった。
目標②③は、各個別取組事項を通じて、新規プログラムや事業を着実に行った。
実施にとどまらず、参加者や専門家の意見からフィードバックを得ながら、改善
点等を検証するサイクルを整えた。
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団体名：

戦略 4

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・新文化戦略に沿って
アーティストや芸術文化
を支える人材の支援育成
事業を体系化

・芸術文化を支える人材の育成支援につい
て、「東京文化戦略2030」の検討段階で、
東京都が実施した有識者ヒアリングにおい
て「外部の有識者を入れて全体として設計
すべき」との指摘があった。

・新規助成事業の開始

・新型コロナウイルス感染拡大による芸術
文化活動への影響は長期化しており、芸術
文化の担い手を継続的に支援する取組を進
めるため、従来からの助成プログラムに加
え、2021年度新設の4助成プログラムを実
施した。助成プログラムを新設したこと
で、より幅広い支援が整い、団体や個人の
特性、あるいは事業内容に合わせた選択が
可能となった。特にスタートアップ助成は
需要が高く、申請件数が多かった。

団体自己評価

・アーティスト等の支援事業は、各施設等の該当事業を、分野（演劇・音楽・美術等）、キャリア（ベテラン・中堅・若手等）、支援の
手法（助成、コンクール等）の3軸に整理し、マッピングすることができた。
・芸術文化を支える人材の各種育成事業は、個別事業の情報収集を行い現状を把握することができた。2022年度に外部の有識者を入れ
た東京都の検討委員会と協働していくにあたり、アーティスト等支援事業と同様のマッピングをしていく。また、検討委員会を通じて、
各事業における課題（費用面、内容面等）や必要な要素を整理していく。

・「スタートアップ助成」は、以下の制度設計・運用を行うことで、新進の芸術家や芸術団体への効果的な支援を実施することができ
た。
　①申請から採択決定までの期間を短期間で実施
　②補助率10/10
　③年間３回の公募を行い、１度不採択となった事業でも企画をブラッシュアップして再度応募することが可能
・「伝統芸能体験活動助成」は、採択事業終了後においても、同事業参加者が継続して伝統芸能の活動を行う事例が見られるなど、「伝
統芸能の面白さを体感する機会を提供し、日常的にお稽古に通う人の拡充へとつなげる」といった本助成プログラムの目的に沿った事業
を支援することができた。
・「ライフウィズアート助成」は、「東京文化戦略2030」の一つ「アートのある生活」プロジェクトの一環として、「芸術文化を日常
生活の中に根付かせ、一層都民に身近なものとすることとアーティスト支援にもつなげていくこと」を目指しており、その狙いの達成度
が高かった。今後は他の助成との違いがわかるよう対象事業の設定を行う。
・「大規模文化事業助成」は、コロナ禍でアートの灯を絶やさないようにすることを目的に実施し、コロナ対策経費を実費支援すること
で、厳しい状況の中で芸術文化活動に取り組むアーティストや団体を支援することができた。

アーティストや
芸術文化を支え
る人材の支援育
成事業の体系化

・アーティスト等の育成支援事業に
ついて、分野やキャリアごとの事業
分布状況を取りまとめた。
・芸術文化を支える人材の各種育成
事業については、現状の把握を実施
したうえで、今後東京都と「東京文
化戦略2030」に沿って体系化を検討
するための準備を進めている。

・東京都が「東京文化戦略2030」に沿っ
て実施を予定している、人材育成事業の
評価検証等へ協力する。また、東京都と
協働し、組織横断で体系的な事業の展開
を図る。

芸術文化事業助
成の継続実施

・2021年度新設の以下4助成プログ
ラムを開始した。
・「スタートアップ助成」　全3回
公募：申請1146件、採択103件
・「伝統芸能体験活動助成」　申請
44件、採択17件
・「ライフウィズアート助成」　申
請13件、採択7件
・「大規模文化事業助成」　申請74
件、採択8件

・2022年度は、「スタートアップ助成」
は4回公募予定。「伝統芸能体験活動助
成」は1回公募予定。「ライフウィズ
アート助成」も継続し、実施予定であ
る。「大規模文化事業助成」は2022年度
から「芸術文化魅力創出助成」に継承さ
れ、新たに展開していく。
・その他、既存の助成事業の適切な運用
を継続することにより、芸術文化の担い
手を幅広く支援していく。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

（公財）東京都歴史文化財団

芸術文化の創造活動の支援

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
支援の取組や成果をわかりやすく発信す
るとともに、アーティストや芸術文化を
支える人材を着実に育成・支援

【目標②】
アーティストのキャリアや芸術団体等の
活動ステージ、活動規模に応じた柔軟な
支援プログラムを開発し、多様な創造活
動の担い手のステップアップを後押し

目標①は、東京都との調整を進めるとともに、現在実施しているアーティスト支
援、芸術文化を支える人材の育成支援について現状を整理し、個別事業の情報収
集を適切に実施することができた。
目標②は、令和3年度新設の4助成プログラム（スタートアップ助成、伝統芸能体
験活動助成、ライフウィズアート助成、大規模文化事業助成）を開始し、団体に
応じた柔軟な支援を行った。
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団体名：

新たな取組として
設定した理由

2021年度計画 2021年度実績 要因分析 対応方針

（公財）東京都歴史文化財団

個別取組事項

コロナ対応に伴う取組

アートにエール
を！東京プロ
ジェクト

新型コロナウイルス感染
症の影響により、芸術文
化関係の公演・イベント
等において中止・延期・
入場制限をせざるを得な
い状況が続いていたこと
から、芸術文化団体に対
し、公演等の制作及び配
信による新しい日常にお
ける自律的な創作活動を
支援するため、芸術文化
活動支援事業「アートに
エールを！東京プロジェ
クト（ステージ型）」の
追加募集及び第３回募集
を行うこととした。

東京都との共催によ
り、追加募集及び第３
回募集の２回の募集を
行い、公演等の開催を
制限されている芸術文
化団体に対し、採択さ
れた企画に基づく公演
等への制作支援金200
万円を支払うととも
に、公演を撮影した動
画を専用サイトで配信
する。

・追加募集
　募集期間：4月9日～4月20日
　上演期間：6月27日～10月31
日
　応募：482件、採択：100件
・第3回募集
　募集期間：9月29日～10月5日
　上演期間：12月10日～2月28
日
　応募：317件、採択：200件

・追加募集では2021年1月～3
月、第3回募集では2021年4月
～9月に、東京都内で予定して
いた公演等が中止・延期・入
場制限となった団体を対象に
募集を行った。対象期間の多
くが緊急事態宣言またはまん
延防止等重点措置の期間に該
当していたことから、多くの
団体が対象となり、左記の応
募件数につながった。
・2020年度の事業実施で得た
ノウハウ等を活用すること
で、募集～採択、及び支援金
の支払いをスムーズに実施で
き、迅速な支援を行うことが
できた。

・「アートにエールを！
東京プロジェクト」のレ
ガシーとして、2021年度
に「スタートアップ助
成」等の新規助成を開始
した。また、2022年度に
新設の助成事業「芸術文
化魅力創出助成」をはじ
め、その他の既存の助成
事業を適切に運用・評
価・改善することで、幅
広く支援していく。

団体自己評価

・需要と合った対象期間で募集を行うことで、追加募集においても多数の応募があった（応募482件、採択100件）。ま
た、第3回募集については、採択数を増やして対応し（応募317件、採択200件）、幅広く支援を行うことができた。さら
に、新規助成である「スタートアップ助成」へとつなげることができた。

・「おうちでカルチャー」がアーカイブ的に各施設のオンラインコンテンツをまとめて見られる利便性の高いサイトに生
まれ変わったことで、財団ウェブサイト内で年間を通じてアクセス数が常に上位にある人気の高いコンテンツとして定着
してきた（2021年度のコンテンツ数：292・ 閲覧数：33,081PV）。コロナ禍を経て、各施設でもデジタル・コンテンツの
制作に力を入れてきているので、さらなるコンテンツの充実が見込まれる。

・展覧会は東京都医師会、東京都看護協会、東京都病院協会、東京都歯科医師協会、都内医大に、24,000枚の招待状を送
付し2,541名の利用があった。また、ホールでは15公演に232名を招待した。新型コロナウイルスの感染状況や前年度の事
業を踏まえ、事業規模を拡大することで、2020年度に比して多くの医療従事者を多くの展覧会等に招待することができ、
成果があった。
・感謝状（東京都看護協会、東京曳舟病院、東京都病院協会）や会報での謝意（東京都病院協会）を得ることができた。

・コロナ禍を経て、各館
のオンラインコンテンツ
が充実してきていること
に加え、スマート・カル
チャー・プロジェクトと
して、バーチャル映像や
アプリ等の先端的なデジ
タルコンテンツが制作さ
れてきているため、「お
うちでカルチャー」でよ
り多様なコンテンツがま
とめてみられるよう、引
き続き運用していく。

医療従事者への
総合的な支援

新型コロナウイルス感染
症の状況を鑑みて、引き
続き財団としてコロナウ
イルスへの対応に貢献す
るため、昨年度行った医
療従事者の支援を、拡充
して行うこととした。

医療従事者への支援と
して、展覧会および公
演への招待を拡大して
実施する。

・対象者数、団体を昨年度より
拡大。
　招待状配布数：15,000→
24,000枚
　団体数：3→5団体
・展覧会：前年より1ヵ月強前倒
し7月より招待。1,470枚(2,541
名)が利用。
・ホール：15公演への招待(昨年
度より6公演増)。119組当選
(232名招待）。
・感謝状や会報で謝意あり。

2020年度の実施により得られ
たノウハウ等を活用すること
で、内容の拡充とスムーズな
運営につながった。特に、公
演についてはウェブフォーム
を作成し、申込時の利便性を
高めたことが、公演数増だけ
でなく、応募者や参加者の増
加にもつながった。

・新型コロナウイルスの
感染症による医療従事者
の貢献や都立施設の状況
等を鑑み、招待状配布数
や対象展覧会等の規模の
見直しを行う等、2022年
度も対象施設の理解を得
ながら計画的に事業を実
施する。

オンラインコン
テンツの充実

外出を控えている方が楽
しめるオンラインコンテ
ンツを充実させるべく、
「おうちでカルチャー」
ページを拡充するととも
に、東京2020大会開催時
期に新型コロナウイルス
感染症が拡大している状
況を踏まえ、外国人の
方々に東京の文化をオン
ラインで楽しめるコンテ
ンツを提供することとし
た。

財団ウェブサイト内
「おうちでカル
チャー」に各館のオン
ラインコンテンツを集
約し、キーワード検索
やアーカイブ機能を持
つ専用ページにシステ
ム改修するとともに、
外国人が楽しめる英語
版「Travel Through
Tokyo Culture
Online」を公開する。

・「おうちでカルチャー」を検
索機能等を持つ利便性の高い専
用ページにシステム改修した。
　コンテンツ数：292  閲覧
数：33,081PV

・世界中から注目が集まる東京
2020大会開催に合わせ「おうち
でカルチャー」英語版を公開。
来日できない外国人に向けて、
日本の伝統文化や東京の最新
アートを紹介した。

・2020年度からの「おうちで
カルチャー」の公開により、
各館のコンテンツが充実して
きており、膨大なコンテンツ
から利用者が見たいものを選
べるようなページに改修・拡
充することができた。
・英語版については、英語字
幕等がついたオンラインコン
テンツが増えてきたことや、
ネイティブの在日外国人の助
言を得ながらコンテンツの選
択や英語での紹介文を作成し
たことから、適切な時期に外
国人が興味が持てる内容での
公開につながった。
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団体名： （公財）東京都歴史文化財団

2021年度計画 2021年度実績 要因分析 対応方針

対応可能な手続については、全件規程等を
改正
さらに、指名競争入札による契約におい
て、先行的に財団事務局にて電子入札の導
入を進め、電子入札率100％を目指す。

書面での確認が必須である手続を除き、全件
規程等の改正を行った。（2件）
また、対象となる電子入札について、財団事
務局における実施率は100％となった（9
件）。

全規程等に関して関係各所の協力を得ながら計画
的に進めたことで、順調な改正作業につなげるこ
とができた。
電子入札については、公益財団法人東京都中小企
業振興公社が運営する官民調達情報プラット
フォーム、「ビジネスチャンス・ナビ２０２０」
の活用により、左記の実績につながった。

2022年度は手続の一覧化を行い、関係各所と
協力し、どのようにデジタル化を行っていく
のが最善であるか精査する。その上で件数が
上位の手続を重点的にデジタル化に着手して
いく。

押印の定めがある手続等については、
2021年度末までに全件団体の規程等の改
正を行う。

対都民・事業者からの提出書類を対象とした
押印については、法令及び所管局（生活文化
スポーツ局）以外の規程等で定められている
押印規定を全て改正した（149件）。

昨年度作成していた一覧を年度当初に見直し、改
めて対応が必要な手続の洗い出しを行ったこと
が、順調な改正作業につながった。

内部手続の押印について、ワークフローシス
テムを活用し、電子起案に対応するための事
務フローの作成の検討を進め、順次廃止して
いく。

紙排出していたFAX受信について、PDF等
で取り込む方式を採用することで、受信件
数を削減する。また、FAX送信についても
各種申請手続や広報業務、公演招待等を
メール等で行う検討を進める。これらの取
組を通じ、FAX送受信件数の98％減を目指
す（対2019年度・財団事務局・例外除
く）。

FAXの受信電子化及び送信電子化を完了し、
FAX送受信件数は0件を達成している。

FAX機器の設定変更、業務フローの見直しを実施
し、受信電子化及び送信電子化設定が完了したこ
とにより、紙を使用したFAX送受信の削減につな
がった。また、様々な手続におけるFAXでのやり
取りについて相手方と調整し、メール等へ移行す
ることで、FAX利用件数自体の削減にもつながっ
た。

引き続きFAXの送受信電子化を継続するととも
に、FAXでのやり取りをメール等へ移行するよ
う、引き続き相手先と調整していく。

打合わせや会議の電子会議化（プロジェク
タやモニターの導入、資料配布のPDF化）
を行うことでコピー用紙の40％減を目指
す（対2019年度・財団事務局・例外除
く）。

2019年度比約51％減と目標を達成した。
（使用量　2019年度659,000枚、2021年度
323,166枚）

各会議や打合せ、レクについて、資料は可能な限
りデータ配付や画面共有を行うこととし、紙資料
を極力少なくした。また、コピーカード導入と実
績の見える化・共有を進めた結果、職員のペー
パーレスへの意識が根付き、紙の使用の大幅削減
につながった。

業務や職場環境を精査し、会議室や打合せ室
へのディスプレイの配備、PDF編集ソフトの導
入を進めるなど、業務の実態にあわせた形
で、ペーパーレスに業務を進めることのでき
る環境の整備を行う。また、紙の使用量の進
捗については目標到達に向けアラートを出す
など、きめ細やかに進捗管理を行うととも
に、職員へ啓発も行い更なる意識改革に取り
組んでいく。

専用受付で対応する観覧料（2020年度全
施設対応済み）に加え、事務室等で対応し
ている施設使用料についても、2021年度
末までに機器導入やシステム改修等を検討
するとともに事務フローなどを見直すなど
しキャッシュレス化に対応する（全施
設）。

施設使用料についても、2022年度より大規模
改修となる江戸東京博物館以外は全館キャッ
シュレス化へ対応した(2021年度3施設)。江
戸東京博物館は2025年度の大規模改修後に導
入予定。

・各施設の導入における状況把握及び調整、決済
代行会社との調整等の導入手続を着実に行った。
・江戸東京博物館は、2022年度から大規模改修
による休館となるため、費用対効果の面から、左
記の調整を行った。

専用受付で対応する観覧料（2020年度全施設
対応済み）及び事務室等で対応している施設
使用料（2021年度全施設対応済み）を今後も
都民が使いやすいよう、運用改善等を検討す
るなど、2022年度も引き続き対応する。

グループウェアをクラウド化し外部からア
クセスできる機能を追加するなど、職員の
テレワーク環境を整備していく。
これにより、テレワーク可能な職員につい
てのテレワーク実施率を40％へと向上す
る。
※「実施件数/当月の勤務日数/テレワー
ク勤務可能な職員数」により算出

管理部門や窓口部門を除く部門、かつ貸出端
末やWi-Fi機器、リモートアクセスサービス
などテレワーク環境が整備された部署におい
て、コロナの感染拡大状況にありテレワーク
が推進されていたオリパラ期間である7月～9
月に約41％のテレワーク実施率を達成した。
（テレワーク実施件数175回/テレワーク環境
の整った職員数7名/7月～9月勤務日数61日）

グループウェアをクラウド化し外部からアクセス
できる機能を追加するなど職員のテレワーク環境
の整備を行ったことにより、全職員がグループ
ウェアを使用したテレワークが可能となった。ま
た、オンライン会議システムの導入によりテレ
ワーク時のコミュニケーションの障壁を低くし、
業務に支障が無い部門を中心に特に感染状況が悪
化しかつスムーズビズが推奨されていた7月～9月
についてテレワークを推奨するなど、これらの取
組が左記実績につながっている。

モバイル端末へのリプレースの予算措置がな
されていないため自宅勤務時に可能な業務は
限られているものの、新型コロナウイルス感
染症の拡大状況や職員のライフワークバラン
スの状況を踏まえ、適宜テレワーク業務の可
否を検討・精査しながらリモートデスクトッ
プサービスの導入などテレワーク可能な環境
整備を進める。
また、2022年度も業務に支障がない部門を中
心に、一定期間においてテレワークの実施を
推奨する。

テレワ―ク

ペーパーレス

キャッシュレス

はんこレス

FAXレス

団体自己評価

【手続のデジタル化】
・デジタル化の阻害要因となる規程等に関しては、対応可能な手続については全件改正を行い、2023年度の総手続70％のデジタル化の目標に向けた、足掛かりとす
ることができた。
・電子入札については、公益財団法人東京都中小企業振興公社が運営する官民調達情報プラットフォーム、「ビジネスチャンス・ナビ2020」の活用により、効率的
な実施につながった。

【はんこレス】
押印が定められている規程等に関して関係各所の協力を得ながら一覧化、改正スケジュールを計画的に進めたことで、全件改正できた。

【FAXレス】
機器の設定変更により送信及び受信の電子化を完了させるとともに、職員へメールへの移行などデジタルツールの活用を促すことで、FAXの送受信件数2019年比
98％削減を達成した。

【ペーパーレス】
コピーカードの導入などミスプリントを減らす環境を整備し、また毎月の実績を職員間で共有するなど見える化を進めたことで、職員の意識が変わり、目標を大幅
に超える削減を達成した。

【キャッシュレス】
各施設の導入における状況把握及び調整、決済代行会社との調整等の導入手続を着実に行ったことで江戸東京博物館除く施設で、施設使用料の導入が実施できた。

【タッチレス】
・新型コロナウイルスの感染状況や東京2020大会でのインバウンド受入断念等のあらゆる社会情勢を踏まえ、関係事業者と綿密な調整を図り、本事業の今年度実施
を見送った。一方で、年度末の感染状況の落ち着きや今後の展望を精緻に捉え、事業実施の公表を行うとともに、事業実施におけるアウトプット・アウトカム指標
の見直しを行った。

・新型コロナウイルス禍において社会的にも事前予約制のニーズが高まったことを受けて、展覧会の開催においては事前予約制の実施を基本サービスとして積極的
に導入を推進した結果、目標を大きく上回ることができた。感染状況に応じて柔軟に予約枠を調整するなど、コロナ対応の結果生まれたレガシーとして、今後も運
用していく。

【テレワーク】
持ち運び可能なモバイル端末へのリプレースの予算措置がされていないものの、WEB会議システムやグループウェアのクラウド化など、テレワーク時におけるコミュ
ニケーションの障壁を低くしてテレワークしやすい環境を整備し、都のスムーズビズ期間などにあわせてテレワーク推奨を周知徹底した。

タッチレス

・東京2020大会前までにインバウンドを
対象とした非接触型（電子チケット）の導
入（美術館・博物館全館）
・2021年度の展覧会について混雑、行列
が想定される場合に事前予約制の導入（３
展覧会程度）

・東京2020大会前に導入することを見送り、
2021年度中に事業内容を公表した。今後は
2022年度に発売開始することを目途に調整し
ている。早期再開が期待されるBtoB向けな
ど、やがて再開するインバウンドに備えたア
プローチも検討している。
・計47展覧会において事前予約制を導入し
た。

・新型コロナウイルス感染症の影響により東京
2020大会にインバウンドが無くなったことを受
けて対応を見送った。対応時期については、今後
の感染状況と世論を鑑み、本事業への理解が得ら
れる機運とタイミングを見極めることが重要であ
るため、左記の日程で再設定した。

・新型コロナウイルス禍において社会的にも事前
予約制のニーズが高まったことを受けて、展覧会
の開催においては事前予約制の実施を基本サービ
スとして積極的に導入を推進したため、左記の実
績につながった。感染状況に応じて柔軟に予約枠
を調整するなど、コロナ対応の結果生まれたレガ
シーとして、適切に運用されている。

・新型コロナウイルスの感染状況や社会情勢
を的確に捉え、本事業の実証実験・検証を行
い、時機を逸することなく、本事業を開始す
る。また、コロナ前のインバウンド回復を見
据え、MICE等で訪都する外国人を対象に本チ
ケットの販売促進を行うなど、戦略的なプロ
モーションを実践していく。

・2022年度の展覧会についても、混雑、行列
が想定される場合には事前予約制を導入す
る。

共通戦略

取組事項

手続の
デジタル化
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【団体概要】

常勤役員数

常勤職員数

都派遣職員数

都退職者数 0人 0人

100.0%2人 2人

100.0%

117人 117人 118人 100.9%

設立
目的

　交響楽を通じて、都民の情操を豊かにするとともに音楽芸術の普及向上を図り、首都の文化発展に寄与する。

主

な

事

業

（１）公開演奏

（２）青少年のための演奏

（３）その他の音楽芸術普及事業

（４）その他上記の目的を達成するために必要な事業

組

織

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

0人

2人

対前年度比

-

1人 1人 1人

団体名 公益財団法人東京都交響楽団

代表者 理事長　近藤  誠一 所管局 生活文化スポーツ局

所在地 東京都台東区上野公園5-45 東京文化会館内 電話番号 03-3822-0726

基本財産
/資本金等

23百万円
都出資等割合
/都持株比率

4.4%
設立
年月日

昭和40年2月1日

【財務情報】　　　　　
公益財団法人東京都交響楽団

（単位：千円）

令和元年度 令和２年度 令和３年度
対前年度
差引増減額

対前年度比
（％）

主な増減理由

当期経常増減額 37,843 ▲ 86,306 ▲ 52,209 34,097 －

経常収益 1,824,418 1,450,613 1,651,701 201,088 113.9%

2 2 1 ▲ 1 50.0%

27 27 6 ▲ 21 22.2%

561,035 195,821 344,656 148,835 176.0%

1,263,354 1,254,762 1,307,037 52,275 104.2%

経常費用 1,786,575 1,536,919 1,703,910 166,991 110.9%

1,724,907 1,472,384 1,641,983 169,599 111.5%

61,668 64,535 61,927 ▲ 2,608 96.0%

当期経常外増減額 98 451 220 ▲ 231 48.8%

経常外収益 98 451 220 ▲ 231 48.8%

経常外費用 － － 0 0 －

法人税等 98 70 70 0 100.0%

当期一般正味財産増減額 37,843 ▲ 85,925 ▲ 52,059 33,866 －

当期指定正味財産増減額 － － － 0 －

正味財産期末残高 785,770 699,845 647,787 ▲ 52,058 92.6%

資産合計 1,108,249 902,805 957,805 55,000 106.1%

流動資産 471,280 474,268 530,554 56,286 111.9%

固定資産 636,969 428,537 427,251 ▲ 1,286 99.7%

22,951 22,951 22,951 0 100.0%

負債合計 322,478 202,960 310,018 107,058 152.7%

流動負債 235,623 105,993 204,202 98,209 192.7%

固定負債 86,855 96,967 105,816 8,849 109.1%

正味財産合計 785,770 699,845 647,787 ▲ 52,058 92.6%

指定正味財産 1,000 1,000 1,000 0 100.0%

一般正味財産 784,770 698,845 646,787 ▲ 52,058 92.6%

貸

借

対

照

表

（流動資産）
・現金預金及び未収金の増のため

（流動負債)
・定期会員券販売再開による前受金の増のため

基本財産

区分

正

味

財

産

増

減

計

算

書

（事業収益）
・公演回数増加に伴う入場料収益及び出演料収益の増の
ため

（その他収益）
・サラダ音楽祭に係るオーケストラ公演回数増加に伴う
受取負担金の増のため

（事業費）
・公演回数増加に伴う出演者報酬、旅費交通費、賃借料
等の増のため

基本財産運用益

特定資産運用益

事業収益

その他収益

事業費

管理費
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団体名： （公財）東京都交響楽団

　経営改革プランに掲げた目標のうち、戦略２「日本を代表するオーケストラとしての社会貢献とサービス向
上」では、コロナ禍における音楽鑑賞教室中止の代替として計画を大きく上回る回数にてアウトリーチ公演を
行ったほか、訪問先の学校等の特色や要望に応じたオーダーメイド型の小規模演奏会の実施、電子チケットの導
入・キャッシュレスの拡充を積極的に進めている。戦略３「発信力の強化による認知度の向上」では、東京2020
大会関連イベントや、NHK紅白歌合戦での演奏、様々なオンライン配信を行い、認知度向上に向けた取組を大き
く前進させた。共通戦略による「ペーパーレス」等の取組も進め、その他の戦略においても、コロナ禍により自
主公演の年間入場者率は計画に及ばなかったものの、「サラダ音楽祭」の開催やその内容の動画配信、企業協賛
金や計画を上回る助成金の確保などの取組を進め、総じて団体として一定の成果を上げている。
　引き続き、各種事業を積極的に推進していくとともに、芸術的なコンテンツを活かした収益確保策等について
検討を深めつつ、東京の芸術文化の一層の振興に寄与することを期待する。

B

一次評価（所管局評価）

○　東京都交響楽団の2021年度の取組について、以下の理由から、その実績を高く評価する。

戦略１「新たなクラシックファン層の獲得による音楽芸術の更なる普及向上」
・都との共催事業である「サラダ音楽祭」を感染対策に細心の注意を図りながら開催。子供向けプログラムの展開など幅広い層が
楽しめる事業を展開した。また、当日の様子を伝える動画を配信し計9万回を超える視聴回数を記録、コロナ禍においても多くの人
に発信を行った。
戦略２「日本を代表するオーケストラとしての社会貢献とサービス向上」
・コロナ禍において出張演奏会の開催にも多くの制約がある中で、代替公演としてアウトリーチ公演を行うなど訪問先のニーズを
踏まえた取組を着実に実施、学校からのオーダーを受けた小規模演奏会は子供達に向けた質の高い音楽教育を提供し、政策連携団
体の取組として評価できる。
戦略３「発信力の強化による認知度の向上」
・1964年東京大会のレガシーオーケストラとして、東京2020大会関連イベント等での演奏により国内外に存在感を示したほか、NHK
紅白歌合戦での演奏、テレビ、オンライン配信も活用し、発信力の強化による認知度の向上に取り組んだ。
戦略４「財政基盤の段階的な改善」
・コロナ禍において、ホール年間入場料収入は計画値対比98％とコロナ禍において中止となった公演があったことを踏まえると、
実質上目標を達成した。
戦略５「演奏水準の維持向上と事務局の質的・量的な強化」
・５回のオーディションを実施、チューター制度を新設し、新たな人材の登用と育成に向け取り組んだ
共通戦略
・FAXレス、ペーパーレス等、内部事務の改善に取り組んだほか、タッチレスへの対応として演奏会の様子をオンライン配信やテレ
ビで積極的に発信した。

○「未来の東京」戦略及び東京文化戦略2030の実現に向け、1964年東京大会のレガシーとして設立された同楽団が戦略的な経営改
革を進め新たなレガシーを生み出すことを期待する。

最終評価

33



団体名：

戦略 1

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・大規模音楽祭の開催地域
拡大（多摩・島しょ）

・歌、ダンス等のワークショップやバーチャ
ル体験イベントを実施し、コロナ禍で体感で
きる貴重な機会を創出した。
・コンサート動画等、デジタルを活用した
Web配信を展開し、来場できない人々も音楽
祭を体験できる機会を拡充した。
・コロナ禍により島しょでの実施は断念した
が、１月に多摩地域でミニコンサートを１公
演実施した。

・オリンピック・パラリン
ピック教育推進支援事業と
連携した教育支援プログラ
ムの実施
・音楽鑑賞教室やコロナ禍
で代替となる子供向け音楽
事業の着実な実施

・サラダ音楽祭で子供向けコンサートやワー
クショップを実施した。
・子供向け音楽事業として、教育庁と連携を
図り、「オリンピック・ パラリンピック教
育推進支援事業」の教育支援プログラムに小
規模公演を登録し、各校で積極的に演奏活動
を実施した。
・コロナ禍においても子供達が音楽と触れ合
う機会を喪失することがないよう、音楽鑑賞
教室の代替として、学校側のニーズも踏まえ
アウトリーチ型の学校訪問事業を計63回実施
するなど、子供向け音楽事業を積極的に展開
した。

・ウィズ・コロナ時代にお
いて効果的なPR手法・招待
方法等の検討

・告知期間が一定程度確保できた公演で新規
媒体「ジュニアエラ」「こども新聞」や実績
のある「毎日小学生新聞」に広告を掲出し、
効果があった。
・プログラム冊子『月刊ヤングシート』につ
いて、原稿を新たにクラシック音楽ファシリ
テーターに依頼するとともに、HP上でも公開
することで、事業の普及促進を図った。

・78.0%
・魅力的なプログラムの実
施
・各種広報媒体を用いた販
売促進

・蔓延防止措置や緊急事態宣言の動向や、出
演者の来日可否が決定してから、公演内容の
発表をしており、販売期間が約1カ月と非常
に短い期間での販売となった。
・夏から秋にかけては外出自粛の傾向にあ
り、販売が大きく落ち込んだ。
・さらに11月末から「オミクロン株に対する
水際措置の強化」が発表され、予定していた
出演者が来日できず、1月公演は出演者・プ
ログラムの変更決定が公演の3週間前となり
特に券売が落ち込んだ。

団体自己評価

　2020年度に引き続き、コロナ禍の影響を受け、規模を縮小せざるを得なかったものの、東京2020大会の気運醸成とその後のレガシー創出を目指し
た都との共催事業であるサラダ音楽祭（４回目）を開催し、来場者数は延べ２千人以上、当日の様子を伝える配信動画の視聴回数は計約９万回を超
えるなど、多くの方に楽しんでいただく音楽祭を実施・成功させた。
　自主公演の年間入場者率は目標に達しなかったものの、音楽鑑賞教室の代替となるアウトリーチ型の学校訪問事業の積極的な展開や、ヤングシー
ト事業の新規媒体への掲載、プログラム冊子「月刊ヤングシート」のHP上での公開等により、子供向け音楽事業の普及促進活動を着実に実施してお
り、全体として、「新たなクラシックファン層の獲得による音楽芸術の更なる普及向上」に向けた取組が進捗している。

自主公演の年間
入場者率の確保

・57.1%
・第九公演や、スマートフォン向け大人気
ゲーム『Fate/Grand Order』の音楽を迫
力のオーケストラサウンドでお届けするコ
ンサートなどを実施し、８割以上の入場者
率を記録
・各種広報媒体を用いた販売促進

・2020年度、2021年度と販売を中止してい
た定期演奏会の会員券について、2022年度
から販売を復活させることにより、一定数
の来場者を確保する。
・各公演の楽曲やソリスト、聴きどころ等
の情報を踏まえ、公演ごとに効果的な販売
促進方法を検討・実施していく。

子供向け音楽事
業の着実な実施

・サラダ音楽祭で子供向け音楽事業を実施
・教育支援プログラムの室内楽型を実施
（19回）
・アウトリーチ型の学校訪問事業を実施

・子供達にコロナ禍でも安心して音楽祭を
楽しんでもらうため、徹底した感染症予防
対策の上、０歳児から入場可能なコンサー
トや各種ワークショップ等の子供向けプロ
グラムを実施する。
・サラダ音楽祭で新たな教育プログラムを
実施する。
・コロナ禍における新たな事業形態とし
て、アウトリーチ型の学校訪問事業を実施
するなど、子供向け音楽事業の着実な実施
を目指す。

ヤングシート
（青少年招待
席）事業の成長
に向けた戦略構
築

・演奏会前に青少年向け公演紹介コンテン
ツを新規に作成・公開し、招待者以外へも
普及促進

・公演スケジュールに合わせた計画的な募
集と告知を行い、周知の促進と応募数の増
加を目指す。
・音楽鑑賞教室や小規模公演等、青少年対
象公演の参加生徒への告知を引き続き調
整・実施していく。
・効果のあった告知媒体を中心に計画的に
告知を行う。
・『月刊ヤングシート』を対象の全公演で
作成・公開し、青少年への音楽普及の一層
の促進を目指す。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

誰もが音楽の楽
しさを体感・表
現・発信できる
大規模音楽祭の
実施

・オーケストラ公演：５回（多摩地域２回
含む）
・ワークショップ：28回
・子供のためのオペラ：２回
・バーチャル体験イベント：２回
・ミニコンサート：3回（全て多摩地域）
・動画配信：11本
・来場者数2,542人、動画視聴回数計約9
万回超

・これまでの感染予防対策に係るノウハウ
を活かし、最新の感染状況に合わせた適切
な対策（ソーシャルディスタンスの確保、
消毒、検温、来場者との非接触等）を講じ
た上で実施する。
・民間企業と連携した広報等により、サラ
ダ音楽祭の定着化を図る。

（公財）東京都交響楽団

新たなクラシックファン層の獲得による音楽芸術の更なる普及向上

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
・大規模音楽祭の開催地域拡大・定着化
・大規模音楽祭における実行委員会方式の運用
・子供向け音楽事業の推進

【目標②】
・ヤングシート（青少年招待席）事業の更なる成
長

【目標③】
・自主公演の年間入場者率の確保：82.0%

○コロナ禍の影響を受けて、年間入場者数に関しては計画値を下回る状況にあるが、
サラダ音楽祭においてワークショップや動画配信事業を強化するなど、コロナ禍の中
でも実施可能な方法を検討・活用することで、多くの人が音楽に触れる機会を提供し
た。
○年度を通じて制限の多い環境にあったが、各種子供向け音楽事業を着実に実施する
など、音楽芸術の更なる普及向上を図っている。
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団体名：

戦略 2

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・45回
・事業の意義や主催者への
働きかけを通じた社会貢献
に関するPRの実施

・音楽鑑賞教室中止の代替公演として室内楽
アウトリーチを江戸川・新宿・中央・調布地
区で実施した。
・いわき学校公演（オーケストラ）中止の代
替公演として12校で室内楽アウトリーチを実
施した。
・コロナ拡大の影響により、島しょ公演は例
年に比べて少ないが、三宅島公演を12月、小
笠原公演を1月に実施した。

・来場者アンケートに記載
された要望等を踏まえた対
応

・数多く実施したアウトリーチ型の小規模演
奏会について、編成や曲目等に関して学校か
らの要望に応じたオーダーメイド型で実施し
た。これにより、音楽教育等の観点から、よ
り質の高い事業内容とした。
・視覚障害特別支援学校において楽器に直接
触れる時間を設けるなど、訪問する学校の特
色に応じて、子供達の音楽芸術への興味関心
を最大限に生み出す工夫を凝らした。
・子供達が密集して演奏を聞くことが困難で
ある状況を踏まえ、学校からの要望を受けて
Zoomを活用した各教室への演奏生配信を実施
した。

・キャッシュレスサービス
に係る対応の充実
・チケットレスサービスの
試行導入、効果検証
（数回の定期演奏会で試
行）

・5月公演から1回券を電子チケットでも購入
可能にした。
・システム会社及び同システムを利用する他
楽団と、改善点を検証する機会を設定し、改
善の取組を進めている。
・2022年度は1回券だけでなく、会員券も電
子チケットで購入可能にした。
・クレジットカード及び一部QR決済だった
キャッシュレス決済に加え、交通系ICを追加
し、サービスを拡充した。差額精算及び、当
日券の対面販売を一部再開した。

・テスト版を用いた本格導
入に係る検討

・従来システム業者では国内向けの英語版
サービスが利用可能であることが判明。
・一方で、同サービスは海外からのアクセス
に対応していないため、費用対効果を踏ま
え、他のサービスも含めて、導入方法につい
て検討している。

キャッシュレ
ス・チケットレ
スサービスの導
入

・主催公演において、電子チケットを導入
・2022年度会員券においても電子チケット
を導入
・電子チケットの改善対応をシステム会社
に依頼
・キャッシュレス決済のサービスを拡充

・電子チケットの普及とキャッシュレス決
済サービスの拡充について、利便性と使い
やすさを今後さらに追求していくことで、
お客様サービスの向上を目指す。

WEBチケットサー
ビス等における
多言語対応の促
進

・WEBチケット購入サービス（英語版）の
導入について、システム業者との内容検討
を実施

・費用対効果等、これまでの検討内容を踏
まえ、外国人対応の充実に向けて、引き続
きWEBチケット購入サービス（英語版）導
入の最善策を検討し、実施を図る。

団体自己評価

　社会貢献に資する出張演奏会の着実な実施に向けては、コロナ禍における演奏会の実施に多くの制限がかかる中、訪問先と密に連絡をとり、要望
に応じたオーダーメイド型の演奏会を組み立てることで、来場者サービスの向上を図るとともに、計画値を大きく上回る演奏回数を実現した。
　WEBチケットサービス等における多言語対応の促進については、引き続き検討していく状況であるが、電子チケットの導入やキャッシュレス決済
サービスの拡充を着実に実施していることから、全体として、「日本を代表するオーケストラとしてのサービス向上」に向けた取組が進捗してい
る。

社会貢献に資す
る出張演奏会の
着実な実施

・114回
・例年実施している音楽鑑賞教室や室内楽
公演の主催者に対して、アウトリーチ事業
などを提案し、出張演奏会を実施

・引き続き、手指消毒・検温、演奏中のマ
スク着用、キャンセルポリシーの提示等の
感染症対策を徹底した上で、安全安心な事
業実施を図る。
・状況に応じた演奏形態により、コロナ禍
でも芸術文化に触れる機会を提供できるよ
う、柔軟な対応を図る。

来場者サービス
向上に向けた各
種取組の推進

・自主公演、サラダ音楽祭において来場者
アンケートを実施することで来場者の要望
等を把握
・演奏依頼元の要望に沿った、オーダーメ
イド型小規模演奏会を実施

・アウトリーチ等、小規模演奏会について
は、訪問先と密に連絡調整を図ることで、
よりニーズに沿った演奏会の実施に努め
る。
・コロナ禍における演奏会の運営につい
て、感想や意見を引き続き調査し、有効な
内容を今後の演奏会へ導入する。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

（公財）東京都交響楽団

日本を代表するオーケストラとしての社会貢献とサービス向上

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
・社会貢献に資する出張演奏会の推進：65回
・社会貢献に関するPRの実施

【目標②】
・来場者の期待に応えるサービスの提供

【目標③】
・キャッシュレス・チケットレスサービスの導入
による利便性の向上

【目標④】
・外国人対応の更なる充実

○コロナ禍において求められる新たな事業活動として、音楽鑑賞教室中止の代替公演
として室内楽アウトリーチを数多く実施するなど、社会貢献に資する取組を積極的に
展開した。
○訪問先の要望を踏まえたオーダーメイド型小規模演奏会の実施や、チケットレス
サービスの導入、キャッシュレスサービスの拡充により、来場者サービスの向上に資
する取組を着実に推進した。
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団体名：

戦略 3

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・発信力のある出演者や協
賛企業等と連携した広報活
動（HP、Twitter、
Facebook、Instagram等に
おける都響の紹介など）の
実施
・新たな魅力発信の方策と
して、楽団員の練習風景等
の公開を検討

・楽団自らの組織的な広報活動や、楽員によ
る広報活動だけでなく、出演者と連携した効
果的な広報活動を実施し、チケット販売枚数
の増加や楽団の事業活動の周知の実施に繋げ
た。

・各種メディアとの連携や
各世代ごとに有効な広報媒
体・広報手法を用いたPRの
実施

・東京2020大会関連の演奏やNHK紅白歌合戦
出場、「アンコール！都響」の放送開始な
ど、メディアへの露出を積極的に行い、ファ
ンの拡大を図った。
・PVを初の4K映像で収録するとともに、英語
版も作成し、楽団紹介映像としてTV、イン
ターネットなど、様々な場面で活用し、認知
度向上に努めた。
・ドルビーアトモスで作成した立体音響を用
いた演奏映像を国際放送機器展「Inter
BEE」にてテスト公開しており、今後はTV放
送を目指す。

・撮影・録音した動画や音
源を用いた配信事業の実施

・コロナ禍における演奏活動の記録「都響
ノート」を４月に３本配信し、動画には全て
英語字幕を表記した。※J-LOD Liveの助成金
を受給
・「アンコール！都響」で過去に放送された
楽曲を次回番組放送までの間、見逃し配信と
して期間限定配信した。
・FGOコンサートをニコ生で生配信した。※
チケット販売枚数：586枚

動画・音源配信
事業の更なる推
進

・コロナ禍における演奏活動の記録とし
て、「都響ノート」の配信を継続
・9/20Fate Grand Orderコンサートを生
配信
・演奏動画を再活用
・すぎやまこういち氏逝去後の主催公演で
行った追悼演奏を公開し、YouTube再生回
数は8.7万回を超え、チャンネル登録者数
は1,000人増加

・「アンコール！都響」で放送した楽曲の
期間限定での再配信を継続することで、番
組を効果的にPRし、発信力の強化に繋げて
いく。
・より多くの都響ファンの獲得に向け、都
響の事業活動の様子等、演奏会映像以外で
の新たな映像コンテンツの制作・配信を進
めていく。

団体自己評価

　楽団自らの広報活動に加え、出演者等の公演にかかる広範な関係者と連携した広報活動を積極的に実施しており、チケット販売数の増加や認知度
の向上に繋げた。
　また、TOKYO MXやドルビー社と協働した新たな立体音響映像の作成・配信や、ニコニコ生放送でのコンサートの生配信、新たなプロモーションビ
デオの作成・配信など、各種メディアや広報媒体と連携し、動画や音源を活用した効果的なPRを積極的に実施しており、全体として、「発信力の強
化による認知度の向上」に向けた取組が進捗している。

出演者等と効果
的に連携した広
報活動の展開

・主催公演における出演者等と連携して各
種SNSを用いた広報活動を展開
・楽団員と連携して練習風景等をSNSへ公
開し、演奏会場への来場を誘致

・引き続き、発信力のある出演者等と連携
した映像発信を継続していく。
・練習風景やインタビューの映像は、あら
ゆるターゲットのニーズを満たせるよう、
撮影の切り口や構成・編集の仕方を工夫す
ることで、魅力の向上に繋げ、幅広い顧客
へのアプローチをより一層強化していく。

各種メディアや
広報媒体を活用
した戦略的な広
報・営業活動の
実施

・東京2020オリンピック・パラリンピック
競技大会の関連イベントで演奏
・NHK紅白歌合戦出場
・TOKYO MXで「アンコール！都響」放送
開始
・新たなプロモーションビデオを作成し活
用
・TOKYO MX、ドルビー社と協働し、9/4演
奏会の音声を立体音響にて収録

・先進的な事業活動の推進の一環として、
ドルビーアトモスで作成した映像のテレビ
放送を実施する。
・新たなプロモーションビデオの作成とし
て、サラダ音楽祭の紹介映像を作成し、
TOKYO MXとも連携を図り、「アンコール！
都響」でサラダ音楽祭特集回の放送を実施
することで、認知度向上や魅力発信力を強
化していく。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

（公財）東京都交響楽団

発信力の強化による認知度の向上

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
・関係者連携を踏まえた広報活動の広域的展開

【目標②】
・魅力発信に係る広報・営業活動の実施

【目標③】
・動画や音源の活用に伴う効果的なPRの実施

○コロナ禍における各種制約を受け、2020年度から注力している各種メディアとの連
携や動画・音源配信事業を引き続き展開・強化し、より効果的かつ広範に都響サウン
ドを伝える取組を着実に実施している。
○訴求力のある出演者等と連携した広報活動や配信映像の作成を積極的に実施し、認
知度向上に係る取組を着実に推進している。
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団体名：

戦略 4

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・140,000千円
・2020年度に実施したオン
ライン配信の効果検証

・自主公演の年間入場料収入について、2020
年度実績は超過したが、コロナ禍の影響を受
けて中止公演やプログラム変更が続いた。11
月以降も3公演が中止となり、7,676千円を払
い戻したが、中止を除けば、計画値を達成す
る水準にある。
・有料オンライン配信に関しては、収益性に
課題があることから、今後の継続策や配信業
者との契約方法について検討中である。

・企業との継続的かつ新た
な連携関係の構築、ウィ
ズ・コロナ時代において効
果的な協賛金獲得方法の検
討

・コロナ禍による支援終了や減額が複数あっ
たことから全体として非常に厳しい状況だ
が、大口の支援もあり当初予算を上回った。
・東京商工会議所からの支援依頼企業数を拡
大していただき、新規支援に繋がった。
・昨年度コロナ禍で支援保留（支援なし）と
なっていた企業に継続的な活動報告とともに
支援依頼を行い、支援継続に繋がった企業が
複数あった。
・継続的な関係構築により、「第九」の演奏
会支援（寄付金外）を獲得した。
［参考］協賛企業数推移：89社（2019）、78
社（2020）、74社（2021）

・サポーターとの継続的か
つ新たな協調関係の構築、
ウィズ・コロナ時代におい
て効果的な個人支援獲得方
法の検討
・サポーター向けイベント
やリハーサル見学などのよ
り効果的な活用策を検討

・昨年度コロナ禍を憂いて支援者数は大幅な
増加があった。今年度は減少傾向だが、当初
の想定以上に継続を獲得。また、高額寄付者
からの継続や増額もあり、最終的な支援額は
前年度を若干上回った。
・手書きの手紙、メール、演奏会場でのご挨
拶など、極力個々のサポーターと接点を持つ
努力を行い、継続や増額に繋がった。
［参考］個人サポーター数推移：300人
（2019）、409人（2020）、391人（2021）

・従来の助成申請に加え、
コロナ対応に係る各種助成
金への申請を実施
（従来規模の助成金8,000千
円に加え、新型コロナウイ
ルス感染症拡大の影響を受
ける事業者を対象に新設さ
れた助成制度等の各種助成
金の募集状況を踏まえた申
請）

・助成団体の調査や過去の助成決定の実績を
踏まえ、現代作曲家の生誕100年記念公演や
合唱付きの作品など、助成の趣旨に合致する
演奏会を選定した。
・計画的な申請により2022年度公演分11,000
千円、2021年度公演分1,000千円を申請し
た。
・新型コロナウイルス感染症拡大により経済
活動に影響を受けた事業者を対象として新設
された助成制度のうち、申請可能な制度を調
査し、2021年度分として25,000千円を申請し
た。

個人寄付金の獲
得に向けた協
調・戦略構築

・コロナ禍においても手紙やメールの送
付、公演会場でのご挨拶等により直接的な
協調関係を構築
・支援特典のイベントが開催できない代替
として特製CDを作成
・391人から1,299万円の個人寄付金を獲
得

・コロナ禍で中止していた特典の『サポー
ターズゲネプロ』を再開し顧客満足度の
アップと新規支援の獲得を図る。
・特典の特製CDは継続して制作・配布し、
支援継続と新規支援の獲得を目指す。
・引き続きサポーターとの協調関係構築を
図り支援継続を目指す。

助成金の安定的
な確保

・助成団体の調査と申請スケジュールを踏
まえた計画的な申請を実施（助成金
12,000千円申請、6,700千円助成決定）
・コロナ拡大の影響を受ける事業者を対象
に新設された助成制度に申請（助成金
25,000千円申請、満額助成決定）

・従来の音楽芸術を対象とした助成プログ
ラムへの申請については、引き続き助成の
趣旨に合致する演奏会の選定に努め、計画
的な申請を実施する。
・従前の助成申請に加え、コロナ対応に係
る助成金や音楽芸術とは異なる分野の助成
金等、関連する助成事業についても情報収
集を行い、補助対象内容を精査して、申請
可能であれば着実に申請するなど、助成金
の着実な確保に努める。

団体自己評価

　前年度に引き続き、コロナ禍の影響を受け、公演の中止等が続いたが、自主公演の年間入場料収入は計画値とほぼ同水準に達している。
　また、企業等への粘り強い働きかけや、サポーターへのきめ細やかなアプローチにより、企業協賛金実績は当初予算を上回り、個人寄付金額も前
年度を上回る実績を上げた。
　更に、助成金の安定的な確保に向けた取組も着実に実施しており、全体として、「財政基盤の段階的な改善」に向けた取組が進捗している。

自主公演の年間
入場料収入の確
保

・136,803千円
・有料オンライン配信の費用対効果を検証

・有料オンライン配信に関しては、配信事
業者との契約条件の調整や、支援企業と連
携した配信手法等、引き続き検討を継続し
ていく。

企業協賛金の獲
得に向けた連
携・戦略構築

・コロナ禍等による支援終了が複数あった
一方、2020年度は保留となっていた企業等
へ粘り強い働きかけを実施
・74社から計1,540万円の協賛金を獲得
（当初予算1,395万円）

・引き続き現在の支援企業への関係構築と
継続の働きかけを行う。
・新規支援についても依頼先や依頼方法等
の検討を続ける。
・東京商工会議所への更なる働きかけを行
い新規支援獲得を模索する。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

（公財）東京都交響楽団

財政基盤の段階的な改善

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
・自主公演の年間入場料収入の確保：273,000千
円

【目標②】
・企業協賛金と個人寄付金の獲得に向けた関係者
連携・戦略の構築

【目標③】
・助成団体や各種補助事業の調査と計画的な申
請：8,000千円

○コロナ禍の影響を受け、自主公演の年間入場料収入や企業協賛金・個人寄付金の獲
得に関しては依然として厳しい状況にあるが、外部資金獲得に向けて工夫を凝らした
様々な取組を実施するとともに、各種助成金への申請も着実に実施したことで、財政
基盤の段階的な改善に取り組んだ。
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団体名：

戦略 5

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・オーディション実施方法
の工夫等を踏まえた優秀な
楽員の採用

・2020年度実施のオーディションを踏まえ、
2名がオーケストラ業務への適性審査を経て
2021年7月に入団した。
・左記取組により、応募数のうち1/3～半数
近くは地方在住者からの申込である。
・新型コロナウイルス対策のため、受験者が
安心して臨めるよう、関係者の検温、控室の
消毒等のほか、受験者同士の接触機会を減ら
すため、会場動線にも配慮した。

・「東京都交響楽団事務局
職員チューター制度」の策
定及び新規採用職員に対す
る運用
・インターン制度や契約職
員を経由した採用など、中
長期的視点に基づくリク
ルート体制の検討

・新規採用した事務局職員育成のため、左記
制度を策定し、運用を図った。
・事務局機能の強化に向けて、豊富な知識や
経験を有し、前向きに業務を遂行できる職員
を獲得すべく採用試験を実施した。
・採用選考でのミスマッチを防ぐため、経理
担当職員の採用にあたってはインターンシッ
プを実施し、業務適性のある人材を採用し
た。
・異動申告や職務経験等を踏まえた適材適所
の配置を目指すほか、随時行う面談等により
職員の目標達成度や担当業務における課題を
共有し、より的確な指導・育成に取り組んで
いる。

・都への研修派遣（音楽分
野以外の業務も多く担当）
の実施
・新たな他組織（他団体
等）との人材交流に係る検
討・交渉

・2021年4月に職員1名を長期派遣研修とし
て、都へ派遣した。音楽分野に限らず都の文
化事業に関する幅広い業務を経験させ、事務
局職員の多彩な知見獲得に努めた。
・より多面的な知見の獲得や多様な経験を積
む研修期間とすべく、音楽分野以外の業務も
幅広く担当させるよう都と派遣部署を調整し
た。

他組織との人材
交流の活性化

・長期派遣研修の実施（1名）
・派遣研修における新規業務への着任の決
定

・都への研修派遣について、2022年度以降
もより多面的な知見の獲得や多様な経験を
積ませるため、音楽分野以外の業務を中心
に担当する部署へ派遣する。

団体自己評価

　コロナの感染状況が日々変化する中においても、機を逸することなく優秀な楽員を確保するため、感染状況を注視しつつ、コロナ対策を万全に施
したうえで、計画的にオーディションを実施した。
　また、事務局職員についても、「東京都交響楽団事務局職員チューター制度」を運用し、新規採用職員に対する指導・育成を着実に実施した。
　更に、都への継続的な研修派遣により、事務局職員の多彩な知見獲得を図っていることから、全体として、「演奏水準の維持向上と事務局の質
的・量的な強化」に向けた取組が進捗している。

計画的・戦略的
な楽員の採用

・オーディションを5回実施
・海外在住、地方在住等の理由により東京
での伴奏者手配が難しい場合、希望者には
ピアノ伴奏者を楽団で手配
・コロナ対策を考慮したオーディションを
実施
・地方在住等の理由により試験時間の希望
がある場合は、審査に影響が出ない範囲で
受験順を考慮し設定

・2021年度に続き、受験者が安心して臨め
るよう、感染症対策を徹底した上で実施す
る。
・感染状況により、二次オーディションの
日程等、合格者とも調整を図りつつ、臨機
応変に対応する。
・メールでの申込希望への対応や動画審査
の導入等、海外からでもより受験しやすい
環境作りを進め、時代に即したオーディ
ション実施を目指す。

「東京都交響楽
団事務局職員
チューター制
度」の策定・運
用

・「東京都交響楽団事務局職員チューター
制度」の策定、運用
・事務局職員採用試験を実施し、契約職員
として採用決定（1名）
・東京障害者職業能力開発校からインター
ン生を受け入れ、参加した学生を採用決定
（1名）
・きめ細かな人材育成の実施

・チューター制度により、新任職員を円滑
かつ効果的に育成し、職員としての自覚と
自立を促すとともに、チューターを務める
職員の組織支援等に係る能力の向上を図
る。
・引き続き、関係業務に精通した職員の採
用のため、研修生制度等を活用した新たな
リクルート体制を検討し、実施していく。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

（公財）東京都交響楽団

演奏水準の維持向上と事務局の質的・量的な強化

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
・都響サウンドの更なる充実

【目標②】
・若手からベテランまでの連携体制構築に向けた
環境整備

【目標③】
・多彩な知見を持つ事務局職員の育成

○楽員：コロナ禍の状況を勘案しつつ、希望者にはピアノ伴奏者を楽団で手配するな
ど、着実にオーディションを実施することで、優秀な楽員の確保に努めた。
○事務局職員：「東京都交響楽団事務局職員チューター制度」の運用によるきめ細や
かな人材育成の実施に加え、継続的な研修派遣による多彩な知見の獲得と楽団への還
元により、楽団事務局の強固な運営体制の構築を進めた。
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団体名： （公財）東京都交響楽団

2021年度計画 2021年度実績 要因分析 対応方針

― ― ―
・団体の規程等に基づく対外的な
案件は無し

― ― ―
・団体の規程等に基づく対外的な
案件は無し

・招待状案内の受付手段：原則
としてメール受付のみとするこ
とで、受信件数を98%減少させ
る。（2019年度比）

・招待状案内の受付手段：原則と
してメール受付のみとすること
で、受信件数を約99％減少させ
た。

・FAXによる招待状案内の送付対象
者325名について、原則メール受付
による連絡・調整とすることで、
FAXによる受付は3名にまで削減。
（残り3名はインターネット環境が
整っていない等の理由により、メー
ル受付不可。）

・招待状案内の受付手段：原則と
してメール受付のみとすること
で、引き続き受信件数の削減に努
める。
・FAXによる受付を行っている3名
については、FAXを使用しない方
法を検討する。

・ミーティング資料：原則とし
て電子媒体とすることで、使用
量を50%減少させる。（2019年
度比）

・ミーティング資料：原則として
電子媒体とすることで、使用量を
約50％減少させた。
（2019年度:約2,000枚→2021年
度:約1,000枚）

・事務局内のチームミーティング資
料を原則として電子媒体とすること
を周知・徹底した。

・ミーティング資料：原則として
電子媒体とすることで、引き続き
使用量の削減に努める。

― ― ―
・団体の規程等に基づく対外的な
案件は無し

・各種演奏会におけるオンライ
ン配信の本数を拡大

・各種演奏会におけるオンライン
配信に関して、2020年度（14本）
を上回る33本を公開した。
【都響ノート（３本）、都響PV
（２本）、TOKYO MET SaLaD
MUSIC FESTIVAL[サラダ音楽祭]
（11本）、［追悼演奏］すぎやま
こういち：交響組曲「ドラゴンク
エストⅡ」 より レクイエム（１
本）、アンコール！都響～都響の
横顔～（9本）、東京サイト（６
本）、2020/10/25 ベートーヴェ
ン：交響曲第4番（期間限定配
信）】

・コロナ禍においても、都響の演奏
会に触れる機会の創出として、TV放
送やオンライン配信の拡大に努めて
いる。

・各種演奏会におけるTV放送やオ
ンライン配信を継続して実施して
いく。

・テレワーク可能な職員につい
ては月40％※実施（職員が設定
するテレワーク月間を対象）
※「実施件数：48回／当月の勤
務日数：20日／テレワーク勤務
可能な職員数：６人（トライア
ルとして各部２人抽出）」によ
り算出

・テレワーク勤務可能な職員につ
いて、月40％実施を達成
・「実施件数54回／当月の勤務日
数20日／テレワーク勤務可能な職
員数６人」

・事務局職員の在宅勤務の取扱いに
ついて規定
・リモートデスクトップを導入

・新型コロナウイルス感染拡大時
等における都・国等からのテレ
ワーク実施要請へ、都庁グループ
の一員として、適切に対応する。

　５つのレスのうち、「はんこレス」「ペーパーレス」「キャッシュレス」については、レス推進に対する目的意識を事務局内

で共有するとともに、「FAXレス」については、招待状案内の送付を原則としてメールに切り替えることにより、計画値を達成す

ることができた。

　また、「タッチレス」については、各種演奏会におけるオンライン配信本数を拡大しており、「テレワーク」については、制

度面・運用面の環境を整えたことで、計画値を達成することができた。

共通戦略

取組事項

団体自己評価

タッチレス

テレワ―ク

ペーパーレス

キャッシュレス

手続の
デジタル化

はんこレス

FAXレス
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【団体概要】

常勤役員数

常勤職員数

対前年度比

-

1人 1人 100.0%

7人 17人 242.9%

0人

175.0%4人 7人

年度 令和元年度 令和２年度
(令和2年10月1日現在)

令和３年度

1人

都派遣職員数

都退職者数

団体名 一般財団法人東京都つながり創生財団

代表者 理事長　マリ　クリスティーヌ 所管局 生活文化スポーツ局

所在地 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿ＮＳビル8階 電話番号 03-6258-1223

基本財産
/資本金

89百万円
都出資等割合
/都持株比率

100.0%
設立
年月日

令和2年10月1日

設立
目的

　東京都において多文化共生社会づくり及び共助社会づくりを推進する事業を実施し、人と人とのつながりを育むことにより、

地域コミュニティの活性化を図り、もって都民一人ひとりが輝ける社会を実現する。

主

な

事

業

（１）多文化共生社会づくりに関する事業

（２）共助社会づくりに関する事業

組

織

【財務情報】　　　　

一般財団法人東京都つながり創生財団

（単位：千円）

令和元年度 令和２年度 令和３年度
対前年度
差引増減額

対前年度比
（％）

主な増減理由

当期経常増減額 ▲ 1,498 ▲ 3,297 ▲ 1,799 －

経常収益 49,683 326,986 277,303 658.1%

0 － 0 －

－ － 0 －

－ － 0 －

49,682 326,986 277,304 658.2%

経常費用 51,180 330,282 279,102 645.3%

22,348 285,879 263,531 1279.2%

28,832 44,403 15,571 154.0%

当期経常外増減額 － 0 0 －

経常外収益 － 9,057 9,057 －

経常外費用 － 9,057 9,057 －

法人税等 － 70 70 －

当期一般正味財産増減額 ▲ 1,498 ▲ 3,367 ▲ 1,869 －

当期指定正味財産増減額 145,377 79,575 ▲ 65,802 54.7%

正味財産期末残高 143,879 220,088 76,209 153.0%

資産合計 168,844 427,765 258,921 253.3%

流動資産 16,736 195,897 179,161 1170.5%

固定資産 152,108 231,867 79,759 152.4%

88,675 88,675 0 100.0%

負債合計 24,965 207,677 182,712 831.9%

流動負債 20,791 205,237 184,446 987.1%

固定負債 4,174 2,440 ▲ 1,734 58.5%

正味財産合計 143,879 220,088 76,209 153.0%

指定正味財産 145,377 224,952 79,575 154.7%

一般正味財産 ▲ 1,498 ▲ 4,864 ▲ 3,366 －

貸

借

対

照

表

（流動資産）
・未払金等の支払いを目的とした現金預金の増

（固定資産）
・執務室拡大に伴う敷金・建物付属設備の増

（流動負債）
・未払金の増

（固定負債）
・リース債務の減

基本財産

区分

正

味

財

産

増

減

計

算

書

（その他収益）
・事業拡大による東京都からの受取補助金の増

（事業費）
・人員拡大による人件費の増、事業拡大による委託費の
増

（管理費）
・人員拡大による人件費の増

（経常外収益・経常外費用）
・執務室拡大に伴う固定資産（建物付属設備）の除却

基本財産運用益

特定資産運用益

事業収益

その他収益

事業費

管理費
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団体名： （一財）東京都つながり創生財団

　経営改革プランに掲げた目標のうち、戦略1「多文化共生社会づくりの推進」では、新型コロナウイルス感染
症の関連情報を新たに開設した多文化共生ポータルサイトに掲載し多数のアクセスを記録したほか、14言語対応
による「東京多言語相談ナビ」の運営、地域の外国人相談窓口に対する支援件数や積極的な普及啓発により「や
さしい日本語」の認知度が計画を上回るなど、在住外国人への支援の取組を大きく前進させた。戦略3「財団の
運営基盤の整備」では、2020年7月の設立後、速やかに各種業務システムを導入するとともに、人事考課制度を
確立するなど、体制整備に努めたほか、共通戦略による「ペーパーレス」等の取組も進め、その他の戦略では、
多数の登録ユーザーを有し、東京2020大会を契機としたボランティア文化の定着を図る「東京ボランティアレガ
シーネットワーク」の運用を開始している。
　以上のように、コロナ禍における在住外国人支援に貢献するなど、総じて団体として高い成果を上げている。
　引き続き、各種事業を積極的に推進していくとともに、対象業務が広範である中、時勢に即した対応が必要と
される場面へ今後も着実な対応が行えるよう、各自治体・関連団体等との更なる連携強化を図ることを期待す
る。

A

一次評価（所管局評価）

○ 東京都つながり創生財団の2021年度の取組について、以下のとおり評価する。

・戦略１「多文化共生社会づくりの推進」については、「情報提供の充実」において、生活情報のほか、新型コロナウイルス感染
症の関連情報についても東京都と連携して掲載し、在住外国人が必要とする情報を迅速に発信している。これらの情報について、
単なる発信だけに終わらせることなく、財団自ら支援団体の関係者や外国人当事者らとの意見交換を行い、より効果的な情報発信
について検討を進めている。今後の更なる取組に期待したい。
　また、「広域ネットワーク型の外国人相談体制の構築」についても、東京都多言語相談ナビをやさしい日本語を含む14言語で対
応し、外国人個人だけでなく、地域の外国人相談窓口の支援も行うなど、区市町村等を広域的に支援する本戦略を着実に進めてい
る。
・戦略２「共助社会づくりの推進」については、「ボランティアレガシーネットワークの構築・運営」について2021年11月にボラ
ンティアレガシーネットワークを開設し、東京2020大会の終了後、シティキャストを始めとする大会関連ボランティアに周知し、
登録を促した。
　ボランティア活動情報等の掲載に加え、都開催のボランティアイベントとの連携企画等によりVLN内の交流の活性化につなげる
など、ボランティア活動機運の醸成を着実に進めている。
・「地域コミュニティ活性化事業」について、地域コミュニティの中核をなす町会・自治会支援として、新たに「まちの腕きき掲
示版事業」を開始した。新型コロナウイルスの影響で活動に制限はあったものの、町会・自治会と地域の担い手のマッチングとい
う新たな取組を着実に進めている。
・戦略３「財団の運営基盤の整備」については、新しい財団というメリットを生かし、文書管理システム、勤怠管理システム等業
務効率化に寄与するシステムを導入した。財団内のペーパーレスについても職員の意識改革を図るなど、職員一人当たりの紙使用
量の当初目標を大幅に上回る成果を出せている。
・共通戦略「手続きのデジタル化・５つのレスの推進・テレワーク」については、ペーパーレス化だけでなく、多言語相談ナビの
オンライン対応、テレワーク月間を設けたテレワークの推進を着実に進めている。

〇新型コロナウイルスの影響や、ロシアによるウクライナ侵攻等、在住外国人を取り巻く状況や地域コミュニティの在り方等がめ
まぐるしく変化する中でも、区市町村や各関係機関とのネットワークを形成し、それらの主体と積極的に連携するなど、機動的に
事業を進めていることを評価する。今後も広域的な中間支援組織として、各ネットワークとの連携の更なる強化、関係機関への支
援の充実を期待する。

最終評価

41



団体名： （一財）東京都つながり創生財団

戦略 1

実績
(2021年度末時点)及び

要因分析

2021年度計画 要因分析

・多文化共生ポータルサ
イトを開設し、やさしい
日本語をはじめ多言語で
情報発信
・AIチャットボットの検
討・構築
・外国人コミュニティと
つながる情報提供ネット
ワークの構築検討

・多文化共生ポータルサイトに生活情報のほ
か、新型コロナウイルス感染症の関連情報につ
いても東京都と連携して掲載し、在住外国人が
必要とする情報を迅速に発信した。
・AIチャットボットの構築にあたっては財団・
都が保有する資料や過去の問い合わせ等をもと
にFAQを作成し、財団ホームページ及び多文化共
生ポータルサイト内で運用を開始した。
・都内の外国人コミュニティは多様化が進み実
態把握が難しくなっているため、情報伝達の方
法等について支援団体関係者や外国人当事者ら
と意見交換を行った。

・区市町村で対応困難な
言語等について、通訳支
援の仕組みを検討
・通訳に関する研修を検
討

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響により
オンライン通訳の需要が高まっていることを踏
まえ、今後の通訳支援制度のあり方について東
京都と連携して検討を進めた。
・東京都多言語相談ナビにおいて区市町村窓口
におけるオンライン通訳支援を開始した。

・ターゲット別普及啓発
の検討、実施
・リーフレットを作成
・研修会の実施
・活用事例や役立つツー
ルの発信
・やさしい日本語の認知
度 30%

・やさしい日本語の活用事例や役立つツール等
を紹介するリーフレットを作成し配布するとと
もに、多文化共生ポータルサイト内にやさ日
コーナーを新設し、普及の促進を図った。
・やさしい日本語の基礎研修、テーマ別研修の
ほか、様々な分野における活用事例を紹介する
イベントを実施した。
・普及啓発事業や知事メッセージの発信をやさ
しい日本語で行った影響等により、やさしい日
本語の認知度が向上したものと分析する。

・日本語教室等データ
ベース作成、紹介
・地域日本語教育ネット
ワークの構築

・新型コロナウイルス感染症の影響で休止して
いる日本語教室も多かったが、より多くの教室
の情報をサイトに掲載するため、各教室に個別
に連絡し、掲載を募った。
・コロナ禍においても地域日本語教育が活性化
するよう、日本語教室の支援者を対象にオンラ
イン日本語支援講座を開催するとともに、財団
及び日本語教室間のネットワークの構築を図っ
た。

多文化共生社会づくりの推進

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
・AIチャットボットの活用等による多
文化共生ポータルサイトのアクセス数
増（2021年度比10％増）
【目標②】
・地域の外国人相談窓口に対する支援
件数　300件/年
【目標③】
・やさしい日本語の認知度 40%
【目標④】
・地域日本語教育データベースの構
築、パイロット事業の開始

・東京都国際交流委員会から事業を継承し、都と連携し、多文化共生推進に関す
る事業を本格的に開始した。
・東京都外国人新型コロナ生活相談センター（TOCOS）の機能を一部継承し、東京
都多言語相談ナビで対応を行ったほか、やさしい日本語や多言語による情報発信
を適宜行うことで、東京都のコロナ対策に貢献した。
・新型コロナウイルスの感染拡大により情報発信業務等の業務増が生じたが、や
さ日リーフレットの作成や東京日本語教室サイト・AIチャットボットの構築など
各分野の事業について着実に前進させた。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

情報提供の充実

・2021年4月1日多文化共生ポータルサ
イト開設
　在住外国人向け生活情報等をやさし
い日本語及び多言語で発信（2021年度
アクセス数699,734PV)
・2022年3月28日多言語AIチャット
ボット運用開始
・2022年2月5日国際化市民フォーラム
にて、外国人コミュニティへの情報提
供について検討

・災害情報等リアルタイムで発信する必要
のある情報を迅速に発信できるようサイト
のCMS化に取り組む。
　サイト来訪者の閲覧端末の移り変わりの
動向を踏まえサイト構成をモバイル端末仕
様にリニューアルする。
・AIチャットボットに寄せられた質問内容
からFAQの充実や回答の精度向上に努め
る。
・外国人には周囲の日本人からの情報が有
効という結果が得られたため、対象となる
日本人への情報伝達方法について検討す
る。

広域ネットワーク
型の外国人相談体
制の構築

・東京都多言語相談ナビ
の体制拡充（TOCOS機能
の一部継承を含む）
・弁護士会と連携した専
門相談開始・相談員研修
の実施
・都内外国人相談事例共
有システム（仮称）構築
に向けた区市町村等との
調整
・地域の外国人相談窓口
に対する支援件数250件

・東京都多言語相談ナビを14言語で対
応
・弁護士会と連携した専門相談を実施
（10月～対面相談を再開）、相談員研
修・事例共有会を2回実施
・都内外国人相談事例共有システム
（仮称）構築に向け区市町村等からヒ
アリングを開始
・地域の外国人相談窓口に対する支援
件数255件

・新型コロナウイルス感染症により、個人から
の相談が増加し、地域の外国人相談窓口からの
相談は少数であったが、感染者が減少した10月
以降は相談窓口からの相談も徐々に増加しつつ
ある。
・専門相談は4～9月はオンラインのみで実施し
たが、相談内容がデリケートであることや、相
談者のオンライン環境保有の関係等により、相
談数は少数であった。10月に対面相談を再開し
たところ、相談数が増加した。外国人相談窓口
を持つ区市町村等を対象に、外部から専門講師
を招き、相談員向け研修を実施した。

・東京出入国在留管理局と連携し在留相談
を開始するとともに、こころの相談への対
応のため相談員研修を実施する。
　実際の相談事例を考慮した研修実施のた
め、多言語支援員を中心として相談員研修
を実施する。
・区市町村の意向を反映した事例共有シス
テム（仮称）の構築に向けて東京都デジタ
ルサービス局との調整を開始する。
・地域の外国人相談窓口に対する広報とし
て多言語相談ナビのチラシを区市町村窓口
向けに配布する。

通訳支援体制の構
築

・東京都多言語相談ナビにおいて区市
町村では対応困難な言語等の通訳支援
を実施
・相談員の対応力向上のため、通訳に
関する研修を実施

・区市町村で実際にどのような通訳体制が
必要とされているかヒアリングを行い、実
態に即した支援策を検討する。

団体自己評価

・AIチャットボットを構築するとともに、多文化共生ポータルサイトの課題を整理し、2022年度の改修に向けた予算要求を行う等、アクセス数増に
向けた取組を着実に実施している。今後は、AIチャットボットの運用実績やサイトのアクセス数を分析することにより、アクセス数増につなげる取
組を検討する。
・東京都多言語相談ナビについて、地域の国際交流協会等への周知や、運営状況を踏まえて相談のつなぎ先を整理し、ナビ機能の充実を図ってい
る。さらに相談員向け研修の実施や目標支援件数の達成等、2021年度計画を達成した。
今後は、地域の窓口の相談員に対する支援を強化するため、相談員向けの研修の実施や情報発信等に力を注いでいく。
・新型コロナウイルス感染症の影響により需要の高まっているオンライン通訳については、東京都多言語相談ナビを運営することにより対応を行う
とともに通訳研修を実施することで2021年度計画を達成した。
今後は実態に即した通訳支援策構築のため、地域で実際に必要とされている通訳体制について調査を行う。
・やさしい日本語普及啓発の取組として、リーフレットの作成・配布や研修等の実施・目標認知度の達成により、2021年度計画を達成した。2021年
度は普及啓発事業に加えてやさしい日本語による知事メッセージの発信を多く行ったことも奏功し、やさしい日本語に関する認知度が向上したと考
えている。今後は財団が実施する取組に加え、多様な主体が普及啓発の取組を実施することが可能となるよう、普及啓発人材の育成や研修教材の作
成等に取り組む。
・東京日本語教室サイトの構築を行い、関連情報の発信を行うとともに、日本語教室の支援者等との意見交換会によりネットワークを深め、2021年
度計画を達成した。今後は、日本語教室の取材や文化庁補助事業に関する会議体等で日本語教室の実態や課題を把握し、適した支援策の構築を行っ
ていく。

「やさしい日本
語」普及啓発事業

・多文化共生ポータルサイト内に普及
啓発コーナー設置
・やさ日の活用事例やツールを紹介す
るリーフレットを作成・配布
・やさ日研修2回及びやさ日フォーラム
をオンラインで実施
・やさ日を活用した在住外国人への情
報伝達に関する調査を実施
・やさしい日本語に関する都民の意識
調査を実施(やさ日認知度36.8%)

・リーフレットや普及啓発コーナー充実の
ため、やさしい日本語の活用事例等の情報
を収集する。
・やさしい日本語普及のため、研修動画の
作成や普及人材育成のための研修を実施す
る。
・2021年度に実施した調査結果を踏まえ、
より効果的な普及啓発事業の検討を行う。

地域日本語教育の
推進

・2021年12月1日より東京日本語教室
サイトを開設（2021年度末115教室登
録）し、広報用のチラシを作成・配布
・日本語教室の支援者を対象とするオ
ンラインを利用した日本語支援2講座を
開催
・オンライン日本語教室に関する、行
政関係者向け情報共有会を開催
・地域日本語教育の有識者との意見交
換会を実施

・新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、地域の日本語教室開催状況が変化する
ため、東京日本語教室サイトの情報が最新
のものとなるよう随時更新を行う。
・2022年度から開始する文化庁補助事業を
通して、区市町村との連携や地域日本語教
育に関する支援策の検討を行う。
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団体名：一般財団法人東京都つながり創生財団（一財）東京都つながり創生財団

戦略 2

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・システムの運用開始・
改善
・中間支援団体との連携
実現及び参加団体の募集
・シティキャスト・おも
てなし語ボラのうち希望
者の登録
・一般参加者の募集（検
討中）

・東京2020大会の終了後、VLNの運用開始
とともにシティキャストを始めとする大会
関連ボランティアに周知し、登録を促し
た。
・ボランティア活動情報等の掲載に加え、
都開催のボランティアイベントとの連携企
画等によりVLN内の交流の活性化による活
動機運醸成を図った。
・区市町村の情報誌への掲載、各種説明会
といった機会を捉え、大会関連ボランティ
ア以外にも周知を図った。

・パイロット事業「ちょ
いボノ東京（仮称）」の
実施
・参加自治体数累計3自治
体

・新型コロナウイルス感染症拡大により町
会・自治会活動は縮小しているが、連携3
区市と緊密に調整を行うことにより、町
会・自治会と地域の担い手のマッチングに
取り組んだ。
・新型コロナウイルス感染症収束後の状況
も見据えて、連携3区市と調整を行うとと
もに、次年度の事業展開についても検討を
行っている。

団体自己評価

・2021年度は東京ボランティアレガシーネットワークの構築・運営を行い、都やボランティア団体と４者間協定を締結することによ
り、ボランティア情報の集約を行っている。さらに、シティキャスト等のユーザー登録を促進する等、東京2020オリンピック・パラリ
ンピック競技大会のレガシー継続につなげることで、2021年度計画を達成した。
　メダリストや著名人のボランティア活動に関する読み物コンテンツを掲載することで、ボランティア活動に関する潜在層への働きかけ
を行った。
　ボランティア活動に興味関心を抱いている層を「アクティブ」と定義づけ、今後の継続的な活動を支援するため、ポイント制度の構築
や、ユーザーの活動活発化につながる交流機能の強化・サポーター制度等を実施していく。
・共助社会の実現に向けて、高齢者・障がい者・性的マイノリティ等地域で困難に直面している方々の抱える課題に対応するため、東京
ボランティア市民活動センターなど様々な団体と連携し、活動情報の周知や普及啓発などを行っている。
・地域コミュニティ活性化事業のパイロット事業について「まちの腕きき掲示板事業」を開始し、中野区・町田市・三鷹市の３区市と連
携を行うことで、2021年度計画を達成した。
　外部人材の受け入れ経験のない町会・自治会にとって案件の選定が困難であることや、新型コロナウイルス感染症の影響により、町
会・自治会活動が縮小されたこと等により、マッチングまでに時間を要したこともあるが、結果として2021年度は4案件のマッチングに
成功した。
　2022年度に向けては、2021年度の実績を考慮して「まちの腕きき掲示板事業」参加区市町村を拡大するとともに、2021年度から連携
している3区市については、さらなる町会自治会事業活性化に向けて「町会自治会応援キャラバン」を開始する。

ボランティアレ
ガシーネット
ワーク（仮称）
の構築・運営

・2021年11月2日より東京ボラン
ティアレガシーネットワーク(VLN)
の運用開始
・ユーザー登録数約8,500件、登録
団体数約50団体
(うち、約5,000人がシティキャスト
経験者)

・ボランティア参加者の裾野拡大のた
め、大会ボランティア以外の分野に対す
るVLN広報を検討する。
・VLN登録者同士の交流の活性化や利用
者の自主的な活動につなげる仕組みを検
討し、必要に応じてシステム改修を実施
する。
・VLNの効果検証のため、VLNから実際に
ボランティア情報につながった人数を把
握できるようにシステム改修を行う。

地域コミュニ
ティの活性化事
業の実施

・「まちの腕きき掲示板事業」を開
始
・中野区、三鷹市、町田市と連携を
開始
・中野区2案件、三鷹市1案件、町田
市1案件のマッチング成功

・2021年度連携区市と意見交換を行いな
がら、ボランティアのほか、企業やNPO
等とのマッチングも含めた事業執行まで
の伴走支援を行う「町会・自治会応援
キャラバン」の調整を開始し、さらなる
町会自治会活動の活性化を図る。
・2021年度に実施した「まちの腕きき掲
示板事業」について、参加区市町村の拡
大を行い、2021年度の活動実績を踏まえ
ながら事業執行を行う。

共助社会づくりの推進

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
・システム稼働による情報提供充実等を
通した参加者の裾野拡大とボランティア
団体の連携強化による活性化
・参加団体数及び登録者数増（2021年度
比）
【目標②】
・新たな課題への対応を含めた地域コ
ミュニティの活性化事業の本格実施
・参加自治体数累計9自治体（パイロット
事業実績により見直し）

・東京ボランティアレガシーネットワークの稼働を開始するとともに、シティ
キャスト、おもてなし語ボラ、その他多くのユーザーが登録
・ボランティア活動情報を掲載するなどボランティア文化の活性化を促進
・パイロット事業として「まちの腕きき掲示板事業」を開始
・連携した3区市において、4案件のマッチングを成功し、事業を完了

個別取組事項 2021年度実績 対応方針
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団体名：（一財）東京都つながり創生財団

戦略 3

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・文書管理システム、勤
怠管理システム、庶務事
務システム等必要なシス
テムについて検討
・システム導入に合わせ
た規程改正を順次実施

・システムの導入完了時期・要綱改正時期
についての目標を定め、財団内で進行管理
会議を行うことで、全てのシステムの導入
を完了させた。
・財団設立以来紙処理を行っていたが、シ
ステムの導入に伴い職員研修を行い、ペー
パーレスへの意識改革を行った結果、紙使
用量が大幅に減少したものと考える。

・業績評価制度の検討及
び導入（試行）
・財団が求める人材像を
明確化し、他団体との連
携などノウハウを持った
専門人材の確保に向けた
取組について検討

・要綱制定の足がかりとするため、東京都
庁及び他団体の状況等を幅広く情報収集し
た。
・事業規模に見合った体制構築を図るとと
もに、専門性を強みとした事業展開を図る
ため、財団が求める人材像について検討を
開始した。
・東京都人材支援事業団主催の研修の他、
外部団体主催の研修を研修計画に盛り込
み、職員のスキルアップを積極的に促すこ
とにより、専門性の向上に努めている。

・公益認定に向けた専門
家への相談を行い、認定
までに必要な事項出し及
びスケジュールについて
検討

・公益認定のための人員要求を行い、組織
体制・業務執行体制を強化した。
・公益認定に係る必要事項の整理や、理事
会・評議員会への付議の流れ等を把握する
ため、内閣府の通知や他団体の事例等を幅
広く情報収集した。

公益認定の取得

・公益認定の目的・意義について整
理した。
・顧問会計士との調整を通じて、認
定までの必要事項を洗い出し、スケ
ジュールを策定した。
・定款の変更案を作成するととも
に、公益事業に関する申請書類の作
成を開始した。

・2023年4月の公益認定を目指し、引き
続き顧問会計士及び東京都と調整を行
い、申請書類を整える。
・公益申請及び定款の変更について、
2022年６月の理事会及び評議員会に付議
し、承認を得る。

団体自己評価

・2021年度計画で予定していたシステムについては全て導入を完了し、必要規程の改正も併せて行うなど、目標を前倒しで達成できた
ものと考える。2022年度以降は、運用実態に合わせたシステム改修等を行うとともに、さらなるペーパーレスの推進や紙使用量の削減
に向け、新たに必要となる可能性のあるシステムについて検討を行う。
・2021年度計画に掲げる業績評価制度の導入・施行を達成した。2022年度は退職金制度の導入と、職員のモチベーションの向上に繋が
る昇任制度について、検討を進める。
　さらに財団の事業規模に見合った体制構築を図るとともに、専門性を強みとした事業展開を図るため、専門人材の育成方針・キャリア
パスの在り方についても検討する。
・顧問会計士、東京都生活文化局と調整を開始するとともに、内閣府が公開している情報サイトや他団体から情報収集を行うことで、必
要事項の洗い出し及びスケジュール策定を行った。以上から、2021年計画の目標を達成できたものと考える。
　2022年度は令和５年度予算要求の状況を踏まえながら公益認定審議会に付議する資料を作成・各部署と調整するとともに、審議会に
付議し、令和５年４月の公益認定を目指す。併せて必要規程の改正等も進めていく。

団体の業務効率
化に資する各シ
ステムの導入

・2021年9月旅費システム、10月勤
怠管理システム、12月文書決裁シス
テム導入により、当初予定のシステ
ムは全て導入完了
・文書の電子決定率40.9%
・2020年度比一人当たり紙使用量
65%減（月平均・一人当たり使用枚
数2020年900枚、2021年318枚）
・システム導入に伴う規程改正を実
施

・既導入システムについては、財団の運
営実態に合わせた改修や機能追加等を実
施することで、利便性向上に努める。
・人材育成に関する取組の一環として、
研修受講等の履歴を管理する人事システ
ムの導入を検討する。

モチベーション
向上に資する人
事制度の構築

・職員の人事考課及び勤勉手当成績
率等に関する要綱を制定した。
・専門人材の確保に向けた取組につ
いて検討を開始した。
・固有職員の専門性を向上させるた
めの研修計画を策定した。

・他団体の状況を参考にしながら、財団
が求める人材像や昇任制度について検討
を進める。
・職員が幅広く研修を受講することがで
きるよう、外部団体主催の研修について
情報収集を進めるとともに、財団全体に
周知し、横断的に研修を受講できる体制
を確保する。

 財団の運営基盤の整備

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
・文書の電子決定率100%
【目標②】
・2020年度比一人当たり紙使用量50％削
減
【目標③】
・採用から退職までに必要な人事制度の
確立
【目標④】
・公益認定の取得

・旅費システム、勤怠管理システム、文書決裁システムの導入により着実にペー
パーレス化を推進し、2020年度比一人当たり紙使用量65%減を達成した。
・東京都庁や他団体の状況などの情報収集を通じて業績評価制度を構築し、職員
の人事考課及び勤勉手当成績率等に関する要綱を制定した。また、職員の専門性
を高めるための研修計画を策定した。
・公益認定に向けて、顧問会計士と調整を行い、目的・意義について整理すると
ともに、スケジュール策定や定款変更案の作成を行った。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針
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団体名： （一財）東京都つながり創生財団

2021年度計画 2021年度実績 要因分析 対応方針

－ － － －

－ － － －

－ － － －

文書管理システム等の2022年度
の導入に向けて、ペーパーレス
化の取組を推進
※2022年度以降の詳細の取組に
ついては戦略３参照

紙使用量を2020年度比65%減（月平
均・1人当たり使用枚数2020年900
枚、2021年318枚）

2021年度に導入した各システムを活
用することにより、ペーパーレスの
取組を推進した。
打合せ等もオンラインで実施するこ
とにより、紙資料の削減に努めた。

引き続きシステムの利用・改善に
よりペーパーレスの取組を継続す
るとともに、毎月の紙使用量を管
理することにより適宜ペーパーレ
スの呼びかけを行っていく。

－ － － 1

多言語相談ナビにおける法律相
談のオンライン対応を継続
今後実施する研修等についても
オンライン対応を継続

・多言語相談ナビにおける電話相
談（2021年度累計1,941件）、web
会議ツールによる相談（2021年度
累計33件）
・web会議ツールによる法律相談
（2021年度累計22件）
・オンラインによる研修等を実施
（2021年度累計11件）

・新型コロナウイルス感染症の影響
により、オンライン相談の需要が高
まった。さらに同様の理由により、
研修等も全てオンラインにより実施
した。

・多言語相談ナビは、個人情報の
観点から相談者が対面を希望する
場合も多いため、引き続き対面と
オンラインを選択可能とする。
・新型コロナウイルス感染症の動
向を鑑みて、研修等の実施方法を
検討するとともに、必要に応じて
研修内容を動画で撮影し、共有で
きるようにする。

テレワーク可能な職員について
は月40％※実施
（2021年8月対象）
※「実施件数/当月の勤務日数/
テレワーク勤務可能な職員数」
により算出

・2021年8月をテレワーク推進月間
とし、月49.7%実施
※実施件数146件／当月の勤務日数
21日／テレワーク勤務可能な職員
数14人

・2021年度よりテレワーク可能な端
末を配備することで、年間を通して
テレワークを実施した。
　2021年8月はテレワーク推進月間
とし、各職員のテレワーク実施状況
を管理表で管理するとともに、目標
を達成できるよう適宜呼びかけを
行った。

・2022年度も引き続きテレワーク
推進月間を設ける等テレワークを
推進していく。
・テレワーク時の情報セキュリ
ティ対応等も財団全体に周知を行
う。

タッチレス

テレワ―ク

ペーパーレス

キャッシュレス

はんこレス

FAXレス

共通戦略

取組事項

手続の
デジタル化

団体自己評価

・手続のデジタル化について、財団運営に係る旅費精算システム、勤怠管理システム、文書決裁システムを導入するとともに、システム

運営に係る規程の改正を行った。さらに東京都への補助金申請についてもJグランツシステムの利用を開始した。

・はんこレスについて、2021年度に導入したJグランツシステムによる補助金申請や文書決裁システム等を活用することにより、はんこ

レス化への取組を実施した。

・FAXレスについて、2021年度までに受信は100%電子化を行った。2022年度からは財団に関する業務については送信についても電子化を

進め、より一層のFAXレス化に取り組んでいく。

・ペーパーレスについて、2020年の財団設立当初は全て紙処理を行っていたが、2021年に各システムを導入したことによりペーパーレス

の取組が進んだ。

・タッチレスについては、新型コロナウイルス感染症の影響ですべての研修等がオンライン対応になる等、当初の想定よりも取組が進ん

だが、多言語相談ナビにおいては相談者の意向、研修等においては受講者の意向や研修内容によって今後の取組を検討していく。

・テレワークについては、テレワーク推進月間の設定や呼びかけにより2021年度到達目標を達成した。情報セキュリティに関する注意喚

起も併せて、引き続きテレワークを推進していく。
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【団体概要】

常勤役員数

常勤職員数

所在地 電話番号

基本財産
/資本金等

都出資等割合
/都持株比率

設立
年月日

設立
目的

主

な

事

業

組

織

都派遣職員数

都退職者数 140.0%

100.0%

　都民の生涯にわたるスポーツ等の普及振興を図るとともに、東京都内における埋蔵文化財の保護を図り、もって、都民の文化

的生活の向上に寄与することを目的とする。

（１）スポーツ等の振興

（２）埋蔵文化財の調査研究、保存、公開活用及び知識の普及

（３）東京都及びその関係団体から受託するスポーツ等に関する事業

（４）東京都の施設等の管理運営

（５）その他この法人の目的を達成するために必要な事業

（６）上記各項目の事業の推進に資するための収益事業等

2人

団体名

代表者 所管局

公益財団法人東京都スポーツ文化事業団

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 対前年度比

東京都渋谷区千駄ヶ谷1-29-9　日本パーティビル3階 03-6380-4955

昭和60年10月1日500百万円 100.0%

2人

37人

7人

187人

理事長　中嶋　正宏
生活文化スポーツ局／

教育庁

171人

4人

38人

5人

2人

179人

36人

104.5%

102.8%

【財務情報】　　　　　　

公益財団法人東京都スポーツ文化事業団
（単位：千円）

令和元年度 令和２年度 令和３年度
対前年度
差引増減額

対前年度比
（％）

主な増減理由

当期経常増減額 ▲ 105,379 ▲ 91,208 ▲ 122,671 ▲ 31,463 －

経常収益 7,347,058 7,120,702 6,876,733 ▲ 243,969 96.6%

3,199 2,341 1,000 ▲ 1,341 42.7%

－ － － 0 －

6,409,623 6,807,460 6,204,757 ▲ 602,703 91.1%

934,236 310,900 670,976 360,076 215.8%

経常費用 7,452,437 7,211,910 6,999,404 ▲ 212,506 97.1%

7,294,136 7,040,417 6,826,642 ▲ 213,775 97.0%

158,302 171,493 172,762 1,269 100.7%

当期経常外増減額 － － － 0 －

経常外収益 － － － 0 －

経常外費用 － － － 0 －

法人税等 270 270 270 0 100.0%

当期一般正味財産増減額 ▲ 105,649 ▲ 91,478 ▲ 122,941 ▲ 31,463 －

当期指定正味財産増減額 ▲ 5,355 ▲ 17,691 － 17,691 －

正味財産期末残高 1,562,006 1,452,838 1,329,897 ▲ 122,941 91.5%

資産合計 4,300,891 4,213,519 3,604,815 ▲ 608,704 85.6%

流動資産 3,132,857 3,173,712 2,537,789 ▲ 635,923 80.0%

固定資産 1,168,034 1,039,807 1,067,027 27,220 102.6%

500,000 500,000 500,000 0 100.0%

負債合計 2,738,885 2,760,681 2,274,918 ▲ 485,763 82.4%

流動負債 2,516,449 2,600,491 2,138,449 ▲ 462,042 82.2%

固定負債 222,436 160,190 136,469 ▲ 23,721 85.2%

正味財産合計 1,562,006 1,452,838 1,329,897 ▲ 122,941 91.5%

指定正味財産 532,799 515,109 515,109 0 100.0%

一般正味財産 1,029,207 937,729 814,788 ▲ 122,941 86.9%

貸

借

対

照

表

（流動資産）
・埋蔵文化財発掘作業の規模減等による未収金の減及び
現金預金の減のため

（流動負債）
・埋蔵文化財発掘調査の規模減による未払金の減のため

（固定負債）
・退職給付引当金の減のため

基本財産

区分

正

味

財

産

増

減

計

算

書

（事業収益）
・埋蔵文化財発掘調査の規模減に伴う受取調査受託金収
益の減のため

（その他収益）
・国際交流事業の実施規模増等による受取都負担金の増
のため

（事業費）
・埋蔵文化財発掘調査の規模減に伴う委託費の減のため

基本財産運用益

特定資産運用益

事業収益

その他収益

事業費

管理費
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団体名： （公財）東京都スポーツ文化事業団

最終評価

　経営改革プランに掲げた目標のうち、戦略１「スポーツが日常生活に溶け込んだ「スポーツフィールド東京」
の実現」では、スポーツ情報発信Webサイト「SPOPITA」にて計画を前倒しして民間施設情報の掲載を行ったほ
か、スポーツ施設のヴァーチャルツアー掲載等の実施、新たなプラットフォームサイトの開発に着手するなど取
組を大きく前進させた。戦略２「アスリートの活躍機会の拡大」では、区市町村に対する東京2020大会アスリー
トの指導者派遣件数においてコロナ禍の影響により計画を下回ったものの、スポーツカタログやアスリートに係
る多数の動画を作成したほか、企業等へのインストラクター派遣を実施した。共通戦略による「５つのレス」等
の取組も進め、その他の戦略においても、東京2020大会関連イベントの実施、デジタルを活用したサービスの拡
充、計画を上回る都への事業提案等の実施を行うなど、総じて団体として一定の成果を上げている。
　引き続き、各種事業を積極的に推進していくとともに、所管局との連携のもと東京2020大会レガシーに係る取
組の推進や、アスリートの活躍機会の更なる拡充等を行うことを期待する。

B

一次評価（所管局評価）

・戦略１では、都内でスポーツができる場の情報一元化及び「新しい日常」にも対応する多角的なスポーツ情報発信の実現に向け
て開設したスポーツ情報発信WEBサイト「SPOPITA」の内容充実に取り組んでいる。来年度を予定していた民間施設情報の掲載の前
倒し実施や、近隣施設や同競技の施設を紹介するレコメンド機能を付加したほか、情報一元化に向けたスポーツ情報プラット
フォームサイトの構築についても検討を行う等、目標の実現に向けて着実な進展が見られる。
・戦略２では、コロナ禍でスポーツイベントが自粛される中、区市町村への指導者派遣・スポーツ推進企業へのインストラクター
派遣、そして、アスリートが提供するスポーツ・トレーニング動画を掲載するなど、アスリート等の活躍機会の拡大に貢献するだ
けでなく、将来に向けた区市町村や企業との関係性の構築にも寄与している。
・戦略３では、キャッシュレス決済・オンライン決済を導入するとともに、５Gの整備やAIカメラを活用した映像配信システムの構
築（東京体育館）に取り組んでおり、DXの推進を図ることで、施設利用者やスポーツを楽しめる年齢層の広がりが期待できる。
・戦略４では、能力開発支援制度の拡充の検討や、固有職員の育成を行うなど、スポーツレガシーを推進する団体としての将来的
な組織体制を見据えた取組を進めてきている。
・戦略５では、埋蔵文化財部門において、調査研究員の世代交代を見据えて、習熟度に応じたカリキュラムによる研修を実施し知
識の承継を確実に行うとともに、現場で即戦力となる人材の育成に努めている。
・共通戦略　手続のデジタル化・５つのレスの推進・テレワークについては、設定目標を達成し、更なる推進を進めている。

　コロナの収束も期待される中、「SPOPITA」の更なるアクセス数を増やすための工夫をするとともに、施設や事業の魅力を広く認
知してもらい、従来のオンサイト事業もより一層活発となるよう創意工夫を重ね、スポーツフィールド・東京の実現に向けた今後
の取組に期待する。
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団体名： （公財）東京都スポーツ文化事業団

戦略 1

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

１）無関心層に響くよう
な多角的な切り口からの
情報発信
２）スポーツイベント情
報を掲載
３）問い合わせ機能充実
に向けた検討(チャット
ボット等)

１）軽いリフレッシュや親子でできる運動
遊び等の動画を新たに追加し、競技ルール
の説明や公認スポーツ栄養士監修レシピ等
の読み物を新たに掲載。若者への情報発信
力を強化するため、事業団の新マスコット
キャラクターを決定
２）都内のスポーツイベントが検索できる
コンテンツを実装。同時に、期間限定で都
が行うイベント情報発信のキャンペーンに
協力し、当サイトに掲載
３）都民にお勧めのスポーツを提案する診
断機能を搭載するため企画・検討を実施

１）新しい日常を踏まえ
た情報の内容充実
２）スポーツ動画の紹介
を2020年度の倍以上に増
加

１）足を運ばなくても施設に親しめるよ
う、複数の施設のヴァーチャルツアーを掲
載。自宅でできる運動などの動画を大幅に
増加
２）2020年度の約倍の238動画を掲載。よ
り使いやすくするため、カテゴリを細分化
することや、動画内容を精査するなどの充
実化を実施

１）動画集コンテンツの充実化。新
マスコットキャラクターの決定
２）スポーツイベント情報の検索コ
ンテンツを新たに搭載。同時に、都
と連携したキャンペーンを実施
３）お勧めスポーツ診断機能につい
て検討

都民誰もがス
ポーツ施設にア
クセスできる環
境の整備

１）施設情報の更新
２）レコメンド機能の実
装
３）民間施設等の導入に
向けてCMSを開発
４）需要の高い競技施設
の特集

１）施設情報を精査し、時点修正等を適切
に実施。民間施設の情報について2022年度
の予定を前倒し、順次、施設所有者と交渉
の上、速やかに掲載
２）施設検索結果の情報とともに、近隣施
設や同競技の施設を紹介する機能を追加
３）検索サイトとしての価値を高めるた
め、情報収集を専門事業者に委託し、短期
間で確実に施設情報を収集
４）人気競技が検索しやすいよう、競技名
の検索タグを際立たせて表示
SPOPITA・スマイル事業等のサイトを集約
し、多角的な情報を発信できるプラット
フォームの構築を検討

対応方針

１）官民含めた施設情報の一元化に向
け、更なる情報量の拡充
２）利用者の利便性向上のため、施設に
係る口コミ情報など更なる機能の充実化
３）専門事業者を活用し、迅速な情報収
集・掲載を行い、情報量の更なる拡充
４）時流に合わせて表示を変更する等の
充実化
また、情報サイトの開発検討には都民の
ニーズを把握することが重要であるた
め、広く都民向けアンケート調査を実施
し、準備を開始

WEBサイトSPOPITAにおいて
１）既存情報の精査修正。民間施設
情報の前倒し掲載
２）レコメンド機能実装
３）情報収集を専門業者に委託し実
施
４）人気競技を際立たせて表示
また、新たに「スポーツ情報プラッ
トフォームサイト（仮）」の構築を
検討するため、PTを立ち上げ、都デ
ジタルサービス局に相談しつつ準備
を開始

１）無関心層に届くよう、新マスコット
キャラクターの活用やSNSを中心とした
積極的な情報発信に加えて、おすすめ診
断コンテンツの実装など多角的な戦略を
進めていく
２）イベント情報の情報量を拡充すると
ともに、スポーツイベントが集中する時
期に、イベント等への参加を促進する集
中的かつ大規模なキャンペーンを展開
３）お勧めスポーツ診断機能やユーザー
評価システムを実装し、利用者ニーズを
捉える機能を充実

WEBを活用した
新規コンテンツ
創出

スポーツが日常生活に溶け込んだ「スポーツフィールド東京」の実現

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
　都内でスポーツができる場の情報一元
化

【目標②】
　無関心層や「新しい日常」にも対応す
る多角的なスポーツ情報の発信

➀「都内でスポーツができる場の情報一元化」に向け、スポーツ情報発信WEBサ
イト「SPOPITA」において、施設検索コンテンツにおける公共施設の網羅に加
え、2022年度の予定であった民間施設情報を前倒して掲載を開始
➁「無関心層や『新しい日常』にも対応する多角的なスポーツ情報の発信」のた
め、SPOPITAにおいて、東京2020大会で使用された施設のヴァーチャルツアーを
新たに掲載。そのほか、動画等コンテンツの充実化を実施

個別取組事項 2021年度実績

１）SPOPITAには、スポーツ施設の
ヴァーチャルツアーを掲載。また、
自宅でできる運動動画などを追加
２）238動画の掲載やカテゴリの改
善（2020年度121動画掲載）

団体自己評価

・2021年度は、スポーツが身近な存在として都民の日常に根付くよう、スポーツ情報発信WEBサイト「SPOPITA」を軸として、施設・イ
ベント検索のほか、自宅で楽しめるスポーツ動画を掲載し、「新しい日常」に対応するスポーツ情報の発信を行うことができた。
今後もアクセス状況を把握しながら、各コンテンツの充実だけでなく、必要な見直しを行い、併せて広く都民の方にSPOPITAの存在を
知ってもらうため、SNS等による認知拡大を図っていく。加えて、今後SPOPITAのサイトを改善していく際に、ログイン方式を採用する
ことでアクセスしてきた人と双方向に繋がる仕組を構築した上で、都民のニーズを的確かつリアルに把握し、施策へと繋げていく。

・また、新マスコットキャラクターによる情報発信の強化や広報誌における新コーナーの設置検討など、若者や高齢者をターゲットとし
た無関心層への多角的な対応を行うことができた。
加えて、新たなプラットフォームサイトの開発検討に着手したところである。

・今後とも、スポーツフィールド・東京の実現に向けて、都民のニーズや社会情勢を見定めながら、戦略的な事業展開を実施していく。

１）ヴァーチャルツアーの対象施設をさ
らに拡充。自宅でできる運動などの動画
を引き続き掲載
２）今後も引き続きスポーツ動画の掲載
数を拡充し紹介。検索しやすくするため
の工夫を検討

新しい日常にお
いて都民がス
ポーツに親しむ
ための情報発信
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団体名： （公財）東京都スポーツ文化事業団

戦略 2

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

１）指導者派遣を実施
（40件）するとともに、
アスリート等の活躍の機
会拡大について検討、関
係機関と調整
２）WEBサイト上で指導者
派遣の実例紹介

１）コロナの影響により、区市町村がス
ポーツイベント等の実施に消極的な中、東
京都体育協会と連携しながら丁寧な調整を
進め、10件を実施。感染症対策を徹底しな
がら、サッカー・卓球等のスポーツ指導者
を派遣し、地域で活躍できる機会を提供
２）未実施団体等に対する実施内容の周知
のため、事業団ホームページにて過去の実
例を紹介

社会的認知拡大のため、
アスリート動画を紹介

著名なオリンピアンだけでなく、現役選
手・セカンドキャリア・指導者など、様々
なアスリートが提供しているスポーツ・ト
レーニング動画を108本掲載し、アスリー
トの活動や情報発信に寄与

東京都スポーツ推進企業
へのアスリートやインス
トラクター等の派遣に向
けた各種調整、資料作成

１）ヨガ・ストレッチ教室、老若男女健障
誰もが楽しめるゆるスポーツなど様々なメ
ニューを掲載したEnjoySportsカタログを
作成し、スポーツ推進企業向けに周知
２）コロナの影響により、企業が社内イベ
ント実施に消極的な中、各スポーツ推進企
業や事業協力団体と丁寧に調整を進め、オ
ンライン含めインストラクターの派遣を５
件実施

東京都スポーツ
推進企業
Enjoy Sports促
進事業

１）EnjoySportsカタログを作成
２）インストラクター等の派遣を５
件実施

１）アスリート等の派遣に向けて、アス
リート等との連携に定評のある団体な
ど、新たな事業協力団体と掲載追加に向
けて調整を行い、EnjoySportsカタログ
の内容を適宜見直しながら、充実を図る
２）東京都と綿密に連携し、スポーツ推
進企業向けに定期的な事業案内や事例紹
介を行うとともに、企業に対して個別の
アプローチをするなど、アスリートやイ
ンストラクター等の更なる派遣を目指す

団体自己評価

・2021年度は、「アスリートの活躍機会の拡大」に向けて、区市町村への指導者派遣やSPOPITAへのアスリート動画の掲載など機会提供
を図り、アスリート等の活動の場を拡大することができた。

・東京2020大会を踏まえ、コロナ禍を超えた先にはスポーツの気運がますます高まっていくと予想され、アスリートがスポーツで培っ
てきた経験をもとに地域で活躍する機会の提供を更に支援していく。

・今後もどのようなアスリートの活躍の場があるか検討し、アスリートと連携した事業展開を検討していく。

アスリートの活躍機会の拡大

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
　地域におけるスポーツの裾野拡大及び
アスリート等の活動の場の拡大

【目標②】
　アスリートの活動や情報発信への支援

【目標③】
　東京都スポーツ推進企業とアスリート
等の連携によるスポーツ活動の実施

①「地域におけるスポーツの裾野拡大及びアスリート等の活動の場の拡大」のた
め、コロナ禍においても安全に十分配慮しながら、区市町村への指導者派遣を10
件実施。また、2022年度のアスリート等派遣に向けて東京都体育協会等との協議
実施
➁「アスリートの活動や情報発信への支援」のため、WEBサイト「SPOPITA」にお
いてアスリートに関する動画を掲載
➂東京都スポーツ推進企業向けにEnjoySportsカタログを作成し、アスリート等
を派遣するとともに、スポーツ活動を実施

WEBを活用した
アスリートの情
報発信

WEBサイト「SPOPITA」にアスリート
に係る動画を108本掲載

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

SPOPITA上に動画を掲載するとともに、
Twitter等のSNSでもアスリートの動画掲
載情報等を発信し、コロナ禍で活躍の場
が減少しているアスリートの活動を支援

１）アスリート等の活躍機会拡大に向け
て、東京都体育協会に加え、アスリート
との連携に定評のある団体との関係構
築、東京都レクリエーション協会との連
携、各区市町村にアスリート等の魅力を
直接説明するなどし、更なる派遣を目指
す
２）実施内容の効果的な周知のため、事
業団ホームページだけでなく、案内チラ
シを作成し、区市町村等（スポーツ主管
課等）に広く周知し、活用を促す
３）指導内容や対象等の見直し・拡充を
検討

東京2020大会で
活躍したアス
リート等指導者
の派遣事業

１）指導者派遣を10件実施。2022年
度のアスリート等の活躍の機会拡大
に向けて、東京都体育協会等と派遣
の実施可否や方法等について協議を
実施
２）事業団ホームページの全面改修
に併せて、指導者派遣の実例を紹介
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団体名： （公財）東京都スポーツ文化事業団

戦略 3

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

１）「新しい日常」に対
応した事業の検討（自宅
でも参加できるものな
ど）
２）スポーツ実施率の低
い層に向けた事業の検討
３）大会レガシーを活用
した事業の検討・実施

１）「新しい日常」にも対応するため、自
宅でできる運動の動画コンテンツの作成・
配信等を実施するとともに、利用者サービ
ス向上のため、キャッシュレス決済を拡充
２）スポーツ実施率の低い層である働き盛
り・子育て世代向けに、幼児～未就学児を
対象とした親子柔道体験事業を実施。ま
た、レクリエーションスポーツやパラス
ポーツ体験も実施
３）大会レガシーを活用するとともに、地
域の方々や民間企業と協力し、事業を実施

１）東京体育館及び東京
アクアティクスセンター
について、東京2020大会
の結果を踏まえた５G等の
活用の検討
２）スポーツ大会等にお
ける映像配信など新サー
ビスの検討

１）都に行政財産使用許可申請のうえ、設
置業者と調整を重ね、５Gの整備が完了
２）デジタル技術を活用した施設利用サー
ビスの拡大に向け、自動追尾システムを搭
載したAIカメラを導入し、利用団体に声を
掛け、テスト撮影を実施
３）利用者サービスの向上及びペーパーレ
スの観点から、施設利用における体調管理
チェックシートのWEB化を検討

現在の取組を検証し、新
たな指定管理提案書の作
成を開始

１）指定管理施設を活用し、「TOKYOス
ポーツレガシービジョン」等の都施策に、
より貢献するため、現在の取組を検証しつ
つ、新たな指定管理提案書の作成を開始
２）ホームページリニューアルのプロジェ
クトチームの中でサービスの向上を図るた
め、事業において自宅等からでも可能なオ
ンライン決済を導入

施設の魅力向上
に寄与する企画
の提案

１）現在の取組を検証し、新たな指
定管理提案書の作成を開始
２）事業におけるオンライン決済を
導入し、８事業で実施

１）引き続き現在の取組を検証し、都に
対して施設のさらなる魅力向上を実現す
るための提案を実施
２）事業における様々な参加者等のニー
ズに幅広く対応するため、費用対効果を
踏まえながら、オンライン決済を全施設
で順次拡大（2022年度対象：35事業）

団体自己評価

・「新しい日常」に対応し、オンライン化の推進を加速するため、施設で実施したイベントの様子をYouTubeで配信するなど、オンライ
ンを活用したイベント等の事業を実施することで、施設の利用を底上げすることができた。
各館において、東京2020大会ゆかりの競技種目に関したイベント等を開催するとともに、アーカイブ資産の展示を実施し、大会レガ
シーを活用することができた。
今後とも、適時見直しを行いつつ、施設の魅力向上に努めていく。

・レガシーについては、引き続きハード・ソフトの両面から局と協議していく。施設管理においては、どう都民の使い勝手を良くしてい
くのかという観点を持ちつつ、都立18スポーツ施設のネットワークを活用したスポーツの場の提供などを図っていく。また、アスリート
やボランティアなどがスポーツイベントの中で継続して活躍することを念頭に置いた取組を行っていく。

・５Ｇ環境の整備や、映像配信におけるシステムを導入するとともに、デジタルデバイド対応も考慮しつつ、体調管理チェックシートの
WEB化を検討するなど、デジタル技術を活用した施設利用サービスの拡大に向けて、取り組むことができた。今後、５Ｇの活用を促進す
ることや、映像配信サービスの試行を進め、スポーツをより親しみやすいものとしていく。

・施設のさらなる魅力向上を実現することや、利用者ニーズに応えていくため、現在の取組を検証し、事業におけるオンライン決済を導
入したことで利用者から好評をいただいた。今後、都に対して施設のさらなる魅力向上を実現するための提案を実施していく。加えて、
指定管理評価結果、アンケートや意見箱等による意見・評価の収集、SNSでの評価、取材件数やWEBサイトアクセス件数の推移など、取
組の効果を把握し、利用者ニーズを一つの指標としていきたい。

レガシーの活用及びDXの推進による都立スポーツ施設の魅力向上

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
　指定管理施設の利用拡大

【目標②】
　大会等におけるWEB等を活用した映像配
信サービスの提供や５G等の活用(２施設)

【目標③】
　指定管理施設を活用した都施策への積
極的な貢献

①　指定管理施設の利用拡大に向け、スポーツ実施率の低い層に向けた事業な
ど、計画に沿った各種事業を実施し、「新しい日常」にも対応するため、自宅で
できる運動の動画コンテンツの作成・配信等を行った。
②　WEB等を活用した映像配信サービスのシステムを導入、５Gの整備が完了、事
業におけるオンライン決済を導入
③　指定管理施設を活用し、都施策により積極的に貢献していくため、現在実施
している取組の検証を開始

デジタル技術を
活用した施設利
用サービスの拡
大

１）５Gの整備が完了。大会主催者
等に高速通信の活用や、観客に５G
環境の利用を周知するなど、デジタ
ル技術の活用を促進することを検討
２）映像配信においては、都と協議
のうえ、AIを搭載したシステムを東
京体育館メインアリーナに導入
３）施設利用における体調管理
チェックシートのWEB化を検討

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

１）施設の特性を踏まえ、５G環境を周
知し、５Gの活用を促進
２）2021年度に行った検討及びテスト撮
影を踏まえ、機能の構築を行いつつ、テ
スト撮影したデータを新たに作成するテ
スト版WEBページに反映するなどの試行
を2022年５月に実施する予定
３）施設利用におけるWEB版体調管理
チェックシートを導入し、紙の体調管理
チェックシートと併用

１）費用対効果を踏まえながら、自宅等
でも利用できるよう事業実施において、
オンライン化を促進。売店等の利用者
サービス事業においては、キャッシュレ
ス対応店舗の拡大を検討（５売店中１店
舗済）
２）パラスポーツを取り入れるなど、障
害者だけでなく、働き盛り・子育て世代
にも取り組みやすい事業を実施
３）東京2020大会のレガシーを活用し、
施設の新たな魅力を創出するとともに、
オリンピアン等を招聘した事業を実施

事業メニューの
充実

１）事業での動画コンテンツの作
成・配信及びインターネット申込、
施設利用における入退場システムの
導入などキャッシュレス決済を全４
施設で実施
２）働き盛り・子育て世代向けの事
業を実施
３）施設で実施された東京2020大会
種目のレガシーとして、事業の中で
卓球・水球に係るプログラムを行
い、写真パネル等を展示
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団体名： （公財）東京都スポーツ文化事業団

戦略 4

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

新たな企画立案等を行う
ためのプロジェクトチー
ムを発足するなど、新規
事業等の検討・提案（提
案５件）

都の予算要求時期に合わせ、東京2020大会
のレガシーやスポーツ実施率の向上を踏ま
えた新規事業企画案の提出を行うため、事
業団内にプロジェクトチームを設置し実行

１）資格取得支援制度の
拡充（対象資格の拡大）
２）職員の職務能力向上
を目指した研修受講機会
拡充の検討（企画、ICT、
広報、交渉力などスキル
アップ等）

１）体育施設の運営・管理に関する資格
や、障がい者スポーツ指導員の資格に加
え、ICTの分野等の資格を新たに対象とす
ることを検討
２）東京都が実施する研修に加え、外部機
関が実施する研修受講機会の拡充に向けた
検討を実施

１）デジタル専任担当職
員１名
２）デジタル専任担当部
署の検討
３）主任級職昇任選考を
実施（対象者３名）
４）主任級職昇任及び主
任級職研修実施

１）事業団内のデジタル化のため、専任担
当を設置
２）３）将来の組織の中核を担う監督職候
補となる主任級職員の研修（人材育成セン
ターカリキュラムへの参加）を実施し、育
成に努めた。

デジタル専任担
当の設置・主任
級職員の育成

１）デジタル専任担当職員１名を設
置（併せてプロジェクトチームを設
置）
２）主任級職昇任選考を実施（対象
者３名）
３）主任級職昇任及び主任級職研修
を実施

１）デジタル専任担当職員の継続設置
２）主任級職昇任選考の継続実施
３）主任級職昇任及び主任級職研修の実
施

団体自己評価

・東京都の予算要求時期（７月末）に合わせ、５件の新規事業企画案を提出し、都の計画立案に寄与することができた。

・研修制度の充実等により、職員の能力開発を支援することで、企画力等の底上げができるよう検討を行った。引き続き都施策の実現に
寄与するため、都に対して魅力的な企画を提案していく。

・デジタル専任担当職員を設置したことで、時代に即した事業等を展開することができた。今後も主任級職員の育成を行うことで、事業
団の組織体制を強化していく。

・アスリートも含めたスポーツ関係者のセカンドキャリアについては、引き続き活躍の場を提供するなど、他の団体などとも連携してい
く。

専門性を活かした企画立案機能向上及び組織体制の強化

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
　東京都へのスポーツ事業等の提案件数
毎年５件以上

【目標②】
　体育施設管理士等の資格取得支援制度
等、能力開発に関する支援制度の拡充

【目標③】
　デジタル専任組織の設置及び将来の組
織の中核を担う主任級職員を５名以上育
成

①事業団内のプロジェクトチームを設置し、都の予算要求時期に合わせて５つの
新規事業企画案を提出
②能力開発に関する支援制度として、研修受講の機会を拡充しつつ、ICTの分野
の資格を新たに対象とすることを検討
③デジタル専任担当を設置し、将来の組織の中核を担う主任級職員の研修を実施
し、育成に努めた。

研修の充実等に
よる職員の能力
開発支援

１）新たに対象とする資格の検討
２）研修受講機会の拡充に向けた対
応を実施

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

検討した内容を踏まえ、資格取得支援制
度の拡大や研修制度の整備を行う。

企画内容の充実化に向け、組織内のアイ
デアを広く吸い上げ、よりよい企画を検
討していく

プロジェクト
チームを活用し
た事業の企画・
提案

東京都の予算要求時期（７月末）に
合わせ、スポーツ施設を身近に感じ
ていただける取組など、５件の新規
事業企画案を提出。なお、９月には
事業団内において、オンライン化の
推進など３件の新規企画案を取りま
とめた。
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団体名： （公財）東京都スポーツ文化事業団

戦略 5

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・主任・中堅職員をセン
ター事業調整部門に配置
し、事業調整・設計積算
等を実務経験させる。
・主に主任級職昇任者１
名を都教委に派遣し、開
発事業者との調整や文化
財行政全般の知識を習得
させる。

〇調査事業の事業量と人員（病休等）の不
足から事業調整部門への配置を第４四半期
にすることとしたが、職員の育児休業が発
生し、配置できなかった。

〇都教委に派遣した職員は、計画どおり１
年間の出向研修を実施した。

・中堅・新人職員には、
土層の見分け方や各時代
の住居跡の発掘方法、高
度な測量技術等を、ベテ
ラン職員からの実践研修
により習得させる。

〇リモートを活用して、採用から３年目ま
での職員を中心に研修を実施した。調査事
業の調整実務、江戸遺跡の調査方法、陶磁
器の写真撮影など受講者の習熟状況に応じ
た研修内容を策定して実施した。

・中堅職員とのペア制度
や研修・OJTにより、新人
職員の業務遂行力（現場
の業務管理・安全管理
等）を向上させる。
・中堅職員にリーダー養
成研修を受講させ、ペア
リーダーとする。

〇新人職員１名には、センターが実施する
研修のほか、リーダー研修受講者である分
室長（主任級）とペアを組ませてOJT形式
での研修により、知識の習得を図った。

〇当初計画どおり外部委託研修機関の実施
するリーダー研修を７月１日に、フィード
バック研修を12月２日に実施した。
【受講者数：３名】

ペア制度、研
修・OJTの実施
（新人職員）

〇４月から新人職員（１名）に対し
て、前年度までにリーダー研修を受
講した中堅職員（主任級）とのペア
制度を実施した。

〇リーダー養成研修は、採用３年目
の調査研究員に対して７月１日に受
講させ、フィードバック研修につい
ても12月２日に実施した。

〇新規採用職員には、中堅職員と組ませ
てOJT研修により調査知識と技術の向上
を図る。

〇令和４年度についてもリーダー養成研
修、フィードバック研修の実施を予定し
ている。【受講予定者数：２名】

団体自己評価

・事業団は、埋蔵文化財センターの経営課題である調査研究員の育成及び技術の承継のために、新人職員の育成、調査に必要な知識の早
期習得、監督職の早期育成に取り組んできた。

・監督職の早期育成については、東京都教育庁への出向研修を行い、文化財行政や仕事の進め方を体得させることができた。
　事業調整部門への中堅職員の配置については、事業量に対して調査研究員数が不足したためにできなかった。

・新人職員の育成については、育成にあたるリーダーの研修を行うとともに、リーダーとのペア制を実施することで、職員として必要な
調査技法等の習得を図ることができた。

・調査に必要な知識・技術の早期取得については、実践研修を通じ、より高度な能力を習得させることができた。
　
・研修計画は、概ね実施することができた。
　調査研究員の育成及び技術の継承という目標については、長期的視点に立って今後も継続していく。

埋蔵文化財事業における若手職員の育成

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
　開発事業者との調整や設計積算など、
センターの中核業務を担う職員を育成

【目標②】
　考古学的知見に加え、高い専門技術を
備え、質の高い報告書を作成できる職員
を育成

【目標③】
　現場の責任者として、請負業者への指
示・監督ができるまで新人職員を育成

　①　都教委への派遣研修を令和３年４月より１年間実施した。事業調整部門に
中堅職員を第４四半期に配置する計画であったが、職員の育児休業が発生したた
め、配置できなかった。
　②　リモートを活用して、習熟度に合わせたカリキュラムに基づき実践研修を
計画どおり実施した。
　③　新人職員にはリーダー研修受講者である分室長とペア制によるOJT研修を
実施し、中堅職員にはリーダー養成研修を計画どおりに実施した。

実践研修による
高度な専門知識
の習得（中堅・
新人職員）

〇当初計画どおり全７回の新人実践
研修を年度末までに実施した。
　①調整実務の実践
　②遺物の取り扱い方
　③発掘調査の実践
　④陶磁器の写真撮影
　⑤集落跡の調査方法
　⑥調査報告書編集の実務
　⑦現場の安全管理と職場のモラル
〇中堅職員向けの研修
　主任研修・クレーム研修・コンプ
ライアンス研修等

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

〇令和４年度以降も引き続き、基礎知識
力の向上や調査に関する知識や技術のレ
ベルアップを図る実践研修を計画し、確
実に実施する。

〇令和４年度は、調査事業量や進捗状況
を調整して、中堅職員を事業調整部門に
配置することを予定している。

〇令和４年度は、業務対応の関係から、
都教委に調査研究員を年度途中から派遣
することを検討している。

実務経験等によ
る高度な知識・
能力等の習得
（主任・中堅職
員）

〇事業調整部門に中堅職員を第４四
半期に配置する計画であったが、該
当職員（男性）が育児休業を取得し
たため、配置できなかった。

〇都教委に調査研究員１名を令和３
年４月から派遣し、埋蔵文化財事業
等の調整や文化財行政全般の業務に
係る研修を１年間実施した。
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団体名： （公財）東京都スポーツ文化事業団

2021年度計画 2021年度実績 要因分析 対応方針

団体の規程等に基づく対応可能
な手続等については、全件規程
等を改正する。

新たに団体利用予約におけるイン
ターネット抽選機能を設けたこと
や、EnjoySports促進事業におい
て、利用申請書等のデジタル化を
実施した。また、対都民・事業者
を対象とした手続においても取組
を検討した。デジタル化が可能な
手続数・通知等の種類数17件のう
ち、17件のデジタル化を完了し
た。

東京体育館の団体プール利用におい
て、参集型による予約調整会を実施
していたが、インターネットによる
抽選とするなど、対応可能な手続に
ついて検討し、着実にデジタル化を
進めた。

対都民・事業者を対象とした受付
手続については、契約手続関係等
を除き、既に手続の70％以上がデ
ジタル化済みであるが、更なる利
便性・効率性向上に向け、2023年
度までの取組を引き続き検討して
いく。

団体の規程等に基づく対応可能
な手続等については、全件規程
等を改正する。

団体の規程等に基づく対応可能な
６件の手続については、全件規程
等の改正を行った。

対応可能な手続等について調査を行
い、早期に達成できるよう調整を
図った結果、７月末までに目標を達
成することができた。

対都民・事業者を対象とした押印
については、法令等で規程のある
もの等を除き廃止済み。内部手続
の押印についても団体自らが定め
る規程等に基づく押印は廃止して
いる。

FAXの電子化により、送受信件数
を98%削減する（事務局・３月
分）。

年度当初にFAXの送受信電子化を行
い、送受信件数の98％削減を達成
した。（送受信件数：３月目標５
件に対し、実績５件）

業者と調整をしてFAXの送受信電子
化を早期に行い、職員への周知徹底
を早期に実施したことにより、送受
信件数98％削減を達成することがで
きた。

引き続き、FAX送受信件数の2019
年度比98%以上削減を徹底する。

コピー用紙の使用量を2017年度
比で50%削減する（事務局・２月
-３月分）。

２月・３月分のコピー使用量につ
いて、2017年度比で50％以上の削
減を達成できた。（使用量：２月
目標40.5千枚に対し、実績40.5千
枚。３月目標44.25千枚に対し、実
績44千枚。）

両面印刷、２アップ・４アップ印
刷、印刷前のプレビュー確認等を職
員に周知徹底することで、着実に削
減を進めることができた。

印刷カウント数を2018年度比で
65%削減する。（事務局）

施設利用料のキャッシュレス化
(４施設※)。
※東京アクアティクスセンター
は未開業

施設利用料のキャッシュレス化に
ついて、東京体育館・駒沢オリン
ピック公園総合運動場・東京武道
館・東京辰巳国際水泳場において
は、全３種（クレジットカード・
電子マネー・QRコード）の決済手
段導入を完了した。

計画的に決済端末導入事業者と調整
したことで、目標を達成することが
できた。

売店等の利用者サービス事業にお
いては、キャッシュレス対応店舗
の拡大に向け、事業者と調整して
いく。

イベントにおける非接触型での
開催を拡充。

タッチレスによる事業を21件実施
した。

イベント等の事業をオンラインの活
用により開催したことで、タッチレ
スによる事業を21件実施することが
できた。

イベント等の事業における非接触
型での開催を更に拡充していく。

テレワーク可能な職員について
月40%※実施する。
※「実施件数/当月の勤務日数/
テレワーク勤務可能な職員数」
により算出

令和３年８月を「テレワーク強化
月間」と位置づけ、テレワーク勤
務可能な職員について端末を用い
たテレワークを推進し、月40％を
達成した。
※「実施件数300件／当月の勤務日
数21日／テレワーク勤務可能な職
員数31人」により算出し、実施率
46％

今夏の新型コロナウイルス感染症の
急速な拡大（第５波）により出勤抑
制を図る観点からも自宅勤務をより
一層推進したほか、「テレワーク強
化月間」を設けて半日単位、時間単
位など工夫してテレワークの推進を
図った。

新型コロナウイルス感染拡大時等
における都・国等からのテレワー
クの実施要請に、都庁グループの
一員として、適切に対応する。

団体自己評価

【手続のデジタル化】
対都民・事業者を対象とした手続については、契約手続関係等を除き、手続の70％以上をデジタル化することで、利便性・効率
性を向上することができた。残りの手続についても検討を重ね、デジタル化を進めていく。
【はんこレス】
対応可能な手続については全件規程を改正し、職員へ改正内容の周知をすることにより、対応を徹底することができた。今後、
法令等で変更が発生した際には再度調査を行い迅速に対応を行う。
【FAXレス】
年度当初に複合機業者とFAXの送受信電子化について計画的に調整し、職員の設定作業に関する説明や利用方法の周知を早期に徹
底したことにより、98％の削減を達成することができた。今後、引き続き利用方法の周知を定期的に行うことにより、98％以上
の削減を継続させる。
【ペーパーレス】
ペーパーレスの取組については、計画的な用紙の購入に加え、両面印刷や２アップ・４アップ印刷を職員に周知徹底することに
より、使用量削減を進めることができた。今後、特に印刷前のプレビュー確認を徹底することにより無駄な印刷を防ぎ、更なる
削減を目指す。
【キャッシュレス】
施設利用料金のキャッシュレス化については、決済端末導入事業者と計画的に調整することで目標を達成することができ、利用
者サービスの向上に寄与することができた。今後、売店等の利用者サービス事業において、キャッシュレス店舗拡大に向け、着
実に調整を重ねていく。
【タッチレス】
イベント等の事業をオンラインの活用により開催したことで、感染リスクを抑えた事業等を実施することができた。今後、引き
続き、開催方法を工夫し、非接触型のイベント等を更に拡充していく。
【テレワーク】
テレワーク強化月間において、テレワーク勤務が可能な職員については40％の実施目標を達成することができた。引き続き、
都・国等からのテレワークの実施要請に適切に対応していく。

タッチレス

テレワ―ク

ペーパーレス

キャッシュレス

はんこレス

FAXレス

共通戦略

取組事項

手続の
デジタル化
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【団体概要】

常勤役員数

常勤職員数

所在地 東京都江東区有明3-7-26　有明フロンティアビルＢ棟8階 電話番号 03-5500-6677

基本財産
/資本金

240百万円
都出資等割合
/都持株比率

90.9%
設立
年月日

平成22年6月30日

設立
目的

　東京マラソンを安定的に運営し、国内外から多くのランナーが集う世界最高水準の大会へと発展させるとともに、ランニング

スポーツの普及振興を通じて、都民の健康増進と豊かな都民生活の形成に寄与することを目的とする。

主

な

事

業

（１）東京マラソンの企画運営に関する事業

（２）東京マラソンの魅力を向上するための事業

（３）ランニングスポーツの普及振興に関する事業

（４）その他この法人の設立目的を達成するための事業

組

織

団体名 一般財団法人東京マラソン財団

代表者 理事長　伊藤　静夫 所管局 生活文化スポーツ局

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

4人都派遣職員数

都退職者数 0人

2人

39人

4人

対前年度比

-

1人 1人 200.0%

34人 38人 102.6%

0人 0人

100.0%4人

【財務情報】　　　　　　　　　

一般財団法人東京マラソン財団
（単位：千円）

2019大会年度
(※1)

2020大会年度
(※2)

2021大会年度
(※3)

対前大会
差引増減額

対前大会比
（％）

主な増減理由

当期経常増減額 101,590 171,336 ▲ 151,872 ▲ 323,208 －

経常収益 4,226,721 4,132,773 880,614 ▲ 3,252,159 21.3%

193 164 74 ▲ 90 45.1%

1 1 1 0 100.0%

3,836,926 3,822,828 839,833 ▲ 2,982,995 22.0%

389,601 309,781 40,706 ▲ 269,075 13.1%

経常費用 4,125,130 3,961,438 1,032,486 ▲ 2,928,952 26.1%

3,954,316 3,768,436 872,230 ▲ 2,896,206 23.1%

170,814 193,001 160,256 ▲ 32,745 83.0%

当期経常外増減額 － ▲ 993 ▲ 69,730 ▲ 68,737 －

経常外収益 － － － 0 －

経常外費用 － 993 69,730 68,737 7022.2%

法人税等 70 79,902 69 ▲ 79,833 0.1%

当期一般正味財産増減額 101,520 90,441 ▲ 221,670 ▲ 312,111 －

当期指定正味財産増減額 ▲ 5,597 63,890 ▲ 4,396 ▲ 68,286 －

正味財産期末残高 1,439,523 1,593,854 1,367,787 ▲ 226,067 85.8%

資産合計 1,774,474 2,314,283 2,034,802 ▲ 279,481 87.9%

流動資産 605,095 1,104,367 904,310 ▲ 200,057 81.9%

固定資産 1,169,379 1,209,916 1,130,492 ▲ 79,424 93.4%

880,000 880,000 880,000 0 100.0%

負債合計 334,951 720,430 667,016 ▲ 53,414 92.6%

流動負債 334,951 720,430 667,016 ▲ 53,414 92.6%

固定負債 － － － 0 －

正味財産合計 1,439,523 1,593,854 1,367,787 ▲ 226,067 85.8%

指定正味財産 898,354 962,243 957,847 ▲ 4,396 99.5%

一般正味財産 541,169 631,610 409,940 ▲ 221,670 64.9%

※1　平成30年7月から令和元年6月まで

※2　令和元年7月から令和2年6月まで

※3　令和２年7月から令和3年6月まで

（経常収益）
・東京マラソン2021の延期に伴う協賛金収益、参加料収
益等の東京マラソン事業収益の減のため。

（経常費用）
・東京マラソン2021の延期に伴う大会運営経費の減のた
め。

（経常外費用）
・過年度及び当年度に使用されなくなったソフトウェア
等の除却に伴う固定資産除却損の増のため。

（法人税等）
・赤字決算に伴う確定法人税等の減のため。

（資産合計）
・東京マラソン2021の延期による収益の減に伴う現金預
金の減のため。

（固定資産）
・過年度及び当年度に使用されなくなったソフトウェア
等の除却に伴う固定資産の減のため。

（流動負債）
・東京マラソン2021の延期による大会経費等の未払金の
減のため。

貸

借

対

照

表

基本財産

区分

正

味

財

産

増

減

計

算

書

基本財産運用益

特定資産運用益

事業収益

その他収益

事業費

管理費
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団体名： （一財）東京マラソン財団

　経営改革プランに掲げた目標のうち、戦略２「継続した収益の確保」では、協賛企業からの協賛金、ボラン
ティア研修受託件数等は計画を上回るとともに「新しい日常」に対応したバーチャルマラソンイベントの実施及
び参加料収入の確保、東京マラソン2021大会経費の圧縮を図るなどの成果を上げている。共通戦略による「５つ
のレス」等の取組も進め、戦略３「財団事業の拡充、多様化」では、東京レガシーハーフマラソンの開催決定及
びその準備など、東京2020大会レガシーの創出に大きく貢献する取組に着手した。その他の戦略においても、コ
ロナ禍により一部で計画を下回ったものの、新たなチャリティ事業を開始し、加えて、コロナ禍の中、感染症専
門家・医療救護関係者等による検討・助言による様々な感染症対策を実施した上で、2022年3月に「東京マラソ
ン2021」を開催した。
　以上のように、東京レガシーハーフマラソンの開催決定・準備や、様々な感染症対策を行った上で「東京マラ
ソン2021」を開催するなど、総じて団体として高い成果を上げている。
　引き続き、各種事業を積極的に推進していくとともに、収益の多元化や会員数が60万人を超える「ONE
TOKYO」に係る新たなサービスの創出等を通じ、都民の健康増進に寄与することを期待する。

A

一次評価（所管局評価）

・戦略１については、2019年７月に公表した「アクションプラン　Beyond2020」に基づき、着実に運営するとともに、バーチャル
マラソン等オンラインイベントの実施によるランニングスポーツの普及・振興に取り組む等、社会情勢の変化を踏まえて事業を推
進し、戦略的・効果的な団体運営を行なっている。
・戦略２については、新型コロナウイルス感染症の影響による経済状況やスポーツビジネスに対する変化により、協賛金等の安定
した収入確保が難しい中であったが、団体としての積極的なパートナーセールスにより、2021大会は予算額を超える協賛金収入を
確保しただけでなく、バーチャルマラソンイベントの実施など「新しい日常」に適した事業方法を実施するなど、収益の確保に向
けて着実に取り組んできている。
・戦略３については、「東京レガシーハーフマラソン」の創設やVOLUNTAINERの更なる活性化等の取組により、東京2020大会のレ
ガシーの継承に貢献している。
・戦略４については、東京マラソンのみならず、年間を通じて寄付ができる仕組みとして、チャリティ事業「RUN with HEART」を
開始し、日本の寄付文化の醸成に貢献している。
・共通戦略　手続のデジタル化・５つのレスの推進・テレワークについては、概ね設定目標を達成し、更なる推進を進めている。

・東京マラソン2021の実施に当たっては、感染症専門家・医療救護関係者・行政関係者等による新型コロナウイルス感染症対策委
員会・検討会を設置し各界専門家による検討・助言を得た上で、感染症対策マニュアルを策定し、安全・安心な大会の開催を実現
した点を評価する。
 そして、今後の東京マラソン・東京レガシーハーフマラソン等の開催においても、この知見を活かし、「新しい日常」に即した、
世界水準のランニングイベントを実施していくことを期待する。

最終評価
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団体名：

戦略 1

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・新型コロナウイルス感
染症等、新たな課題に対
しても、計画の趣旨、目
的を達成できるよう、創
意工夫を施した事業展開
を図る
・PDCAサイクルに基づき
計画の実施状況を確認、
検証

・外部の専門家等を含む委員会・検討会を
開催し、感染症対策マニュアルを作成する
など、安全・安心な大会の開催により、万
全な感染症対策を実施した
・バーチャルマラソンを開催し、屋外で運
動しにくい状況にあるランナーや海外にい
るランナーにもマラソンを楽しむ環境を提
供した
・イベントやサービスについての検証に基
づき、事業の拡大・縮小を随時行った

団体自己評価

　マラソンというリアルスポーツイベントの実施が事業の中心であるため新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けているが、バー
チャルマラソン等オンラインイベントの開催や十分な対策を講じた上でのリアルイベントの実施など、工夫を施しながら事業の実施を
行っている。
　オフィシャルイベントや関連イベントの実施、新規会員獲得に向けた活動、非採算事業の廃止などにより、収益構造の多角化や事業費
抑制を図っている。
　今後も、事業内容を定期的に検証し、計画の趣旨、目的に即した事業展開を目指す。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

計画に基づく事
業の実施及び検
証

・コロナ禍においても工夫して事業
を実施するとともに、ランニングス
ポーツの振興や2022年からの東京レ
ガシーハーフマラソンの創設など、
計画に即した運営を実施した
・各種イベントやサービスの参加状
況等を定期的に検証し、効率的なイ
ベントやサービスの実施をしている

・東京マラソン2021の実施に際して得ら
れた感染症対策の知見を活かし、今後の
イベントにおいても新型コロナウイルス
感染症に対する適切な対策を講じていく
・各種イベントやサービスについて随時
検証を行い、生活様式や社会情勢の変化
に伴う顧客ニーズの変化を踏まえながら
適切に事業の改善を行っていく

（一財）東京マラソン財団

長期的な経営戦略に基づく事業展開及び効果検証

３年後
（2023年度）の

到達目標

①東京マラソンの更なる発展やランニン
グスポーツ振興、ボランティアやチャリ
ティ事業が一層拡充され、戦略的・効果
的に財団事業が推進されている。

②財団の安定的な運営の確保に向け、収
益構造の多角化や事業費の抑制が図られ
ている。

コロナ禍においても工夫して事業を実施するとともに、ランニングスポーツの振
興や2022年からの東京レガシーハーフマラソンの創設など、計画に即した運営を
実施した。各種イベントやサービスの参加状況等を定期的に検証し、効率的なイ
ベントやサービスの実施をしている。
安全・安心な大会の開催により、万全な感染症対策を実施した。屋外で運動しに
くい状況にあるランナーや海外にいるランナーにもマラソンを楽しむ環境を提供
した。イベントやサービスについての検証に基づき、事業の拡大・縮小を随時
行った。
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団体名：

戦略 2

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・コロナ禍の現状など、
社会情勢の変化や課題の
下にあっても、マーケッ
ト・ビジネスの機会とし
て、パートナーセールス
を行い、既存の協賛企業
の維持や新規協賛企業の
獲得を目指す
・2021大会年度予算25.0
億円の達成

・協賛特典を充実させるなどの工夫により、2021
大会については、計画の25億円を達成した

・ICT、DX等を活用したイ
ベントなどに加え、運営
における活用について検
討していく
・既存のオフィシャルイ
ベント並みの収入1,500万
円を確保

・Run as One - GLOBAL Virtual Run Series
　2021年8月～2022年6月までに計8回、各1週間程
度ずつ実施
　参加者数：計9,200人（見込）

・バーチャル東京マラソン2021
　2021年9月～10月
　参加者数：マラソン4,258人、ハーフ1,377人

・バーチャル東京マラソン2022
　2022年2月～3月
　参加者数：マラソン4,006人、ハーフ1,267人

・オンラインによる講習
等、新しい日常を踏まえ
た実施方法をPRするな
ど、マラソン関係業務や
ボランティア研修等を積
極的に受託する
・15件

・東京2020関連の受託事業に加え、VOLUNTAINER
活動の活性化により新規の受託獲得につなげてい
る

・適切な新型コロナウイ
ルス感染症対策を講じる
など、安全・安心な大会
運営に取り組んでいく

・専門家の助言等を踏まえ、十分かつ現実的な感
染症対策を講じた
・安全安心の確保を前提としつつも、委託事業者
等と適宜調整し、経費の縮減に努めた

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

（一財）東京マラソン財団

継続した収益の確保

３年後
（2023年度）の

到達目標

①経常収益　38億円
※2021大会年度予算並み

②各事業セグメントにおける独立採算を
目指した事業展開により、単年度におけ
る収支均衡を維持する

協賛金収益やバーチャルマラソン等新たな収益事業においては、新型コロナウイル
ス感染症の影響も受けている中でも創意工夫により目標額を達成している（協賛金
収益（協賛物品含む）…27.9億円、バーチャルマラソン等の3事業…8,180万円（見
込含む）） 。
ボランティア受託事業は、VOLUNTAINER活動の活性化などにより17件を達成してい
る。
感染症対策についてはマニュアルの策定などにより経費節減と安全なイベント運営
を行っている。

協賛金収益（協
賛物品含む）の
維持

・2021大会実績
協賛金収益 24.3億円
物品提供物 3.6億円　 計27.9億円

・東京マラソンの協賛金に加え、東
京レガシーハーフマラソンの協賛金
を確実に獲得していく

バーチャルマラ
ソン等、新しい
収益事業

・Run as One - GLOBAL Virtual
Run Series :
  参加料収入約1,380万円（見込）

・バーチャル東京マラソン2021 :
   参加料収入約3,590万円

・バーチャル東京マラソン2022 :
   参加料収入約3,210万円

・2021年度の実績傾向等を踏まえ、
収益の更なる確保及び新規事業の検
討を進める

ボランティア受
託事業収益

・17件（有償：13件、無償：4件）
　・東京2020　都市ボランティア
   研修（千葉市）【有償】
　・スポーツボランティア入門講座
   （スポーツ文化事業団）
  【有償】 など

・依頼者区分別詳細：
　自治体6件、うち有償４件
　団体等11件、うち有償９件

・2021年実績や依頼者のニーズ等を
踏まえサービスを向上し、多くの受
託を得られるようにする
・東京2020大会後も受託規模を維持
する（17件）

競技運営経費の
精査

・感染症対策マニュアルを策定する
などの感染症対策を実施した
・手荷物預かりやスタート地点の設
営内容の見直しにより大会経費の圧
縮を行った
　（手荷物預かりの見直し…
   約20,000千円の減）
　（スタート地点の見直し…
   約20,000千円の減）

・東京マラソン2021の実施に際して
得られた感染症対策の知見を活か
し、今後のイベントにおいても新型
コロナウイルス感染症に対する適切
な対策を講じていくとともに、引き
続き経費節減に努める
・2022年から開始する東京レガシー
ハーフマラソンの競技運営経費につ
いても精査し、適正な経費で実施す
る

団体自己評価

　参加定員の減やコロナ禍での厳しいスポンサーセールスの中でも、27.9億円の協賛金収益を上げることができた。
　特に新型コロナウイルス感染症やインバウンド需要減少による業績の悪化により、企業各社はスポンサーとして名乗りを上げにくい状況
にある。
　その状況下でも、新たな分野の企業への働きかけなどにより、新規スポンサーの獲得をするなどの努力を行っている。
　引き続き協賛金収益を維持し、新たな収益源を確保するとともに、競技運営経費を精査することにより、安定した財団運営を目指す。
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団体名：

戦略 3

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・東京マラソンとの連動
強化や有料・無料会員そ
れぞれへのサービスコン
テンツの拡充を図る
・ONE TOKYO会員　64万人

・コロナ禍の権利移行から出走権を既に持
つプレミアム会員が退会したが、出走抽選
権だけを入会の目的とさせないような施策
も功を奏し、一定程度の会員数を戻すこと
が出来た

・東京都等とも連携しな
がら、身近にランニング
等ができる環境や機会の
創出を行うなど、運動習
慣促進・継続に向けた取
組を推進

・コロナ禍におけるニーズへの対応や東京
マラソンとの連携により、国内外から多く
のランナーが参加した
・ONE TOKYO CHRISTMAS PARK RUN 2021
　開催：2021年12月25日
　会場：国営昭和記念公園
　参加者数：429人
・「ONE TOKYO COLLABORATION EVENT
　　東京タワーバーティカルラン～個人
戦」
　開催：2021年11月
　参加者数：58人

・東京2020大会開催以降
の大規模な国際大会の開
催による気運醸成を背景
に、育成プログラムの多
様化やスキルアップ講習
などを環境に応じた効果
的な受講方法と合わせて
実施

・東京マラソンだけでないボランティアの
活動の場を創出した
・トークルームを設置することで、コロナ
禍において活動の場が減少している中に
あっても、VOLUNTAINER会員のモチベー
ションの維持・向上につなげている
・花王（株）のご協力のもと、オンライン
での感染症対策講習会を実施し、アーカイ
ブ配信では2000人以上の方の視聴につな
がった

・東京2020大会のレガ
シーにふさわしいイベン
トの検討及び実施

・東京2020大会を機に高まったスポーツや
ウェルネスの気運をレガシーとして継承す
ることを目的に、東京レガシーハーフマラ
ソンを開催することとなった

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

（一財）東京マラソン財団

財団事業の拡充、多様化

３年後
（2023年度）の

到達目標

①ONE TOKYO会員　68万人
※2020年7月1日時点619,632人を10%増加

②ひとびとが健康づくりに取り組む社会
の実現に向け、積極的に取り組んでいる

③VOLUNTAINER会員　3万4千人
※東京2020大会後も会員規模を維持

④東京2020大会レガシー創出

新型コロナウイルス感染症等の影響によりONE TOKYO会員については目標数に届
いていないものの（ONE TOKYO会員60.7万人、ONE TOKYOプレミアム会員1.6万
人）、運動習慣継続に向けた取組やVOLUNTAINER活動においては新型コロナウイ
ルス感染症の影響下でも工夫を凝らし様々な事業を展開した。
東京2020大会を機に高まったスポーツやウェルネスの気運をレガシーとして継承
することを目的に、2022年から東京レガシーハーフマラソンの創設が決定した。

ONE TOKYO会員
向けサービスの
充実

・ONE TOKYO会員60.7万人
・ONE TOKYOプレミアム会員1.6万人
・ONE TOKYO会員、ONE TOKYOプレミ
アム会員それぞれを対象としたラン
ニングクリニックを拡充するなど各
種イベントを実施した

・オンラインとリアルのそれぞれのイベ
ントを実施するなど、会員獲得に努める
・会員のウェブ上での行動追跡ができる
ピープルタグのマーケティングへの活用
を検討している
・指定大会での性別・年代に応じたフィ
ニッシュタイムによるポイント及び指定
イベントへの参加によるポイントによっ
てランキングされる、より速さを追求す
るランナーのための登録制プログラム
「TEAM ONE TOKYO」を2022年7月から開
始する

運動習慣継続に
向けた取組の推
進

・オンラインイベントから徐々にリ
アルイベントにシフトしつつあるコ
ロナからの出口戦略の中、年度の後
半に（一社）公園財団や（公財）東
京陸上競技協会、地方自治体とのコ
ラボレーションイベントを開催した

・環境や目的の異なる組織に、それぞれ
に合ったイベント企画及び実施制作を提
供し、あらゆる年齢層、性別が気軽に楽
しむこと、且つ健康増進の機会の更なる
創出に努め、継続して運動習慣促進に向
けた取組を推進する

VOLUNTAINER活
動の活性化

・他大会等のボランティア活動の場
の提供・紹介　7件
・VOLUNTAINERホームページにオン
ラインでの交流を進める場として、
トークルームを設置した
・パートナーと連携した講習会のオ
ンライン開催

・2021年実績等を踏まえ、他大会への運
営協力やカリキュラム・受講機会等を提
供するなど、VOLUNTAINERの活動の活性
化を図っていく

東京2020大会の
レガシーの創出

・2021年6月理事会において、2022
年から東京レガシーハーフマラソン
を開催することを決定したことを受
け、開催に向けた準備を開始した

・第１回東京レガシーハーフマラソン開
催に合わせ、東京都のセレブレーション
マラソンを併催し、東京2020大会のレガ
シーを最大限活用したイベントとして開
催する

団体自己評価

　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、目標に届かなかった事項や実施できないイベントが発生したものの、その一方で様々な工夫
をすることにより多角的なイベント実施や取組を実施し、健康で豊かな暮らしの実現に寄与している。
　これらの取組は、ONE TOKYO会員やVOLUNTAINERらからは軒並み好評を得ている。
　引き続き、実施内容を工夫し、財団事業の多様化に取り組んでいく。
　また、東京2020大会のレガシーにふさわしいイベントとなるよう、第1回東京レガシーハーフマラソンの開催に向けて都やIOC、関係
機関等と連携し、滞りなく準備を進めていく。
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団体名：

戦略 4

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・寄付先団体と連携した
アクティブチャリティの
広報等により2020大会並
みの寄付金7.2億円を目指
す
・東京マラソン以外の機
会も捉えた寄付金増加に
向けた取組の検討・実施

・2022大会を開催しないことに伴い、2022
大会チャリティの募集を中止した
・東京マラソンのみならず、財団事業全体
を通じたチャリティ事業「RUN with
HEART」を開始することで、ギフティング
など、年間を通じて気軽に寄付ができる仕
組みを作り、ランニングを通じて社会貢献
の機会を提供できた

・寄付先団体と連携した
広報等により、東京マラ
ソンチャリティの周知を
図り、団体数の維持を図
る
・39団体

・東京マラソン2021大会においてはチャリ
ティランナーの出走を募集しなかったこと
により、団体数の増加につながらなかった

・新型コロナウイルス感
染症の動向を踏まえ、適
切な対策を講じながら、
子どものスポーツ及びラ
ンニング、障害者スポー
ツの普及啓発等を推進し
ていく

・ガイドランナー講座及び被災地からの講
演会はオンラインで開催するなど、コロナ
禍でも実施内容を工夫しながら、スポーツ
の普及啓発等を推進した

・洋服ポストの設置に加
え、大会運営において環
境に配慮した製品等を活
用するなど、持続可能な
大会に向けた取組を実施

・国際社会が取り組んでいる持続可能な開
発目標（SDGs）の達成に向けて、協賛パー
トナーなど大会のステークホルダーと連携
して実施した

※洋服ポストについては、コロナ禍におい
て密になることを避けるため実施していな
い

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

（一財）東京マラソン財団

東京マラソンチャリティ等の更なる充実

３年後
（2023年度）の

到達目標

①チャリティ寄付金額　８億円
※2020大会年度約7.2億円を10%増加

②東京マラソンを通じた持続可能な大会
運営が一層、推進されている

東京マラソン2022を開催しないことなどによる影響で寄付金や寄付先団体数につ
いては目標に届かなかったものの（寄付金額目標：7.2億円、寄付金額実績0.003
億円。寄付先団体数目標：39団体、寄付先団体数実績：35団体（36事業））、新
型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも創意工夫を凝らしスポーツレガ
シー事業を着実に実施している。持続可能な大会運営についてはステークホル
ダーとの連携により様々な取組を実施している。

チャリティ寄付
金額の増加に向
けた仕組みの工
夫

・スポーツレガシー寄付金、ギフ
ティング合算
　287,715円
・東京マラソン財団チャリティ
「RUN with HEART」を開始した

・東京マラソン2023チャリティ、東京レ
ガシーハーフマラソン2022チャリティを
柱に、RUN with HEART枠出走権を活用し
たアクティブチャリティを寄付先団体と
推進していく
・寄付金事業の広報周知を徹底して寄付
先団体が主導でRUN with HEART事業を推
進できる環境を整える

寄付先団体数の
増加

・35団体（36事業）
・団体数維持のために全団体と個別
に折衝を重ねたものの、全団体の維
持には至らなかった

・東京マラソン2023大会等を着実に開催
し、チャリティランナーの出走機会を確
保することなどにより、寄付先団体数の
増加を図る

スポーツレガ
シー事業の充実

・パラ陸上チャレンジサポート事業
として江戸川区車いす陸上教室６
回、ガイドランナー講座１回を実施
・被災地自治体の協力のもと、講演
会を開催

・2021年度実績等を踏まえ、アスリート
の強化、障害者スポーツの普及、スポー
ツ施設などの環境整備等、事業の多様
化・充実を図る
・寄付金事業実施報告と寄付者向けプロ
グラムを充実させて、寄付金循環の見え
る化を図り、寄付マインドを循環してい
く

持続可能な大会
運営

・東レのリサイクル繊維ブランド
「＆＋（アンドプラス）」でアップ
サイクル
・水循環型手洗いスタンドの設置
・環境に配慮した運営車両への導入
・年号表記の無いデザイン・環境に
やさしい生地を使用したボランティ
アウェアの採用
・大会フラッグのリユース

・2021年度実績等を踏まえ、持続可能な
大会運営に向けた取組の継続・見直しを
行う

団体自己評価

　東京マラソン2022を開催しないことなどによる影響で寄付金や寄付先団体数については目標に達していないが、財団事業全体を通じ
たチャリティ事業「RUN with HEART」を開始し、ギフティングなど年間を通じて気軽に寄付ができる仕組みを作るなど、寄付金額や寄
付先団体数の減少幅を極力少なくするよう努力している。
　スポーツレガシー事業については、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも障害者スポーツの普及啓発を推進した。
　また、SDGsの達成に向けて、大会のステークホルダーと連携し、持続可能な大会運営に向けて様々な取組を拡充できた。
　引き続きチャリティ事業を充実し、浸透させるとともに、持続可能な大会運営に向けた取組を推進していく。
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団体名：

新たな取組として
設定した理由

2021年度計画 2021年度実績 要因分析 対応方針

・東京マラソン2021の実
施に際して得られた感染
症対策の知見を活かし、
今後のイベントにおいて
も新型コロナウイルス感
染症に対する適切な対策
を講じていく

東京マラソン2021
におけるボラン
ティアの活動にお
ける感染対策

新型コロナウイルス感染
症の影響下において初め
て再開する東京マラソン
のため

・ランナー、ボラン
ティア、スタッフ等関
係者の健康管理
・3密を回避した大会
運営

・ボランティア定員の削減
・健康管理アプリを導入し、大
会前後を通じた健康管理を行っ
た
・大声を出さずボランティア
（エールサイン、グッドサイ
ン）による応援の実施
・給水所における手袋装着など
の対策

・感染症専門家・医療救護関
係者・行政関係者等による新
型コロナウイルス感染症対策
委員会・検討会を設置し各界
専門家による検討・助言を得
た上で、感染症対策マニュア
ルを策定した

・東京マラソン2021の実
施に際して得られた感染
症対策の知見を活かし、
今後のイベントにおいて
も新型コロナウイルス感
染症に対する適切な対策
を講じていく

東京マラソン2021
における観戦者へ
の感染対策

新型コロナウイルス感染
症の影響下において初め
て再開する東京マラソン
のため

・ランナー、ボラン
ティア、スタッフ等関
係者の健康管理
・3密を回避した大会
運営

・テレビ、ラジオ中継、東京マ
ラソン財団SNS（Facebook、
Twitter）での応援を促した
・沿道での観戦の自粛呼びかけ
・沿道観戦の密の防止対策、沿
道観戦者による大声での応援の
禁止

・感染症専門家・医療救護関
係者・行政関係者等による新
型コロナウイルス感染症対策
委員会・検討会を設置し各界
専門家による検討・助言を得
た上で、感染症対策マニュア
ルを策定した

団体自己評価

　外部の専門家を含む委員会・検討会を開催し、感染症対策マニュアルを作成するなど、安全・安心な大会の開催によ

り、万全な感染症対策を実施した。

　今後のイベントにおいても、本大会で培った知見を活かし新型コロナウイルス感染症に対する適切な対策を講じてい

く。

（一財）東京マラソン財団

個別取組事項

コロナ対応に伴う取組

東京マラソン2021
におけるランナー
への感染対策

新型コロナウイルス感染
症の影響下において初め
て再開する東京マラソン
のため

・ランナー、ボラン
ティア、スタッフ等関
係者の健康管理
・3密を回避した大会
運営

・3密回避（参加者定員の削減、
ウェーブスタートの導入、マス
クなしの会話の禁止、フィジカ
ルディスタンスの確保、更衣室
の屋外設置など、フィニッシュ
後の速やかな帰宅の呼びかけ）
・健康管理アプリを導入し、大
会前後を通じた健康管理を行っ
た
・事前のPCR検査の実施（陽性者
の出走禁止）
・当日の検温実施

・感染症専門家・医療救護関
係者・行政関係者等による新
型コロナウイルス感染症対策
委員会・検討会を設置し各界
専門家による検討・助言を得
た上で、感染症対策マニュア
ルを策定した

・東京マラソン2021の実
施に際して得られた感染
症対策の知見を活かし、
今後のイベントにおいて
も新型コロナウイルス感
染症に対する適切な対策
を講じていく
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団体名： （一財）東京マラソン財団

2021年度計画 2021年度実績 要因分析 対応方針

規程等に基づき対応可能な手続
については、全件規程等を改正
済み

申請等の手続規程13件のうち、12
件は2021年度以前にデジタル化済
み。デジタル化検討対象となる１
規程については、メールでの申請
可としている

オンライン化されていない１規程に
ついては、メールでの申請可として
いる

都民・事業者等を対象とした手続
については、契約手続関係等を除
き、既にデジタル化済みである
が、更なる利便性・効率性向上に
向け、2023年度までの取組を検討

規程等に基づき対応可能な手続
については、全件規程等を改正
済み

対象となる規程等は全件改正済み
その他規程は、東京都の取扱いを踏
まえ、慎重に課題の洗い出しを行っ
ていく

・対象となる規程等を改正済み
・都の規程等を踏まえ対応が必要
な手続については、押印廃止を都
と連携して進めていく

デジタルツール等の活用によ
り、FAXの送信数・受信数の削減
△98%（2021年12月・例外除
く）

FAXの送信数は必要最低限とするこ
とを徹底するとともに、受信につ
いては2021年6月21日から機器の設
定により、全件を電子化、送信に
ついても2021年7月6日に電子化を
導入することで、2021年12月の到
達目標を達成した（目標：FAXの送
受信数０件に対し、実績０件）

2020年度までは送受信をアナログで
行っていたが、デジタルツールの導
入により、目標を達成した

年間を通じて、FAXの送信数・受
信数を98％削減（例外除く）

コピー用紙の使用量を2019年度
比で40％削減する（例外除く）

2021年度の年間目標値288千枚に対
して279千枚を使用し、到達目標を
達成した

電子決裁の促進や印刷時の両面刷り
の周知徹底を行った。次年度に向け
て、引き続きペーパーレスに取り組
んでいく

コピー用紙の使用量を引き続き削
減し、2019年度同月比60％削減
（例外除く）

都民利用施設については、全施
設対応済み

・年間を通じて都民利用施設
「ジョグポート有明」において、
クレジットカード、電子マネー、
QRコード（AirPay、J-Coin Pay）
の対応を行った
・ジョグポート有明は2022年１月
末に閉館している

（対応済み）

現状、都民利用施設の運営は行っ
ていないが、新規に都民利用施設
を運営する場合には、特段の理由
がある場合を除きキャッシュレス
対応とする

説明会等における非接触型での
開催の拡大を図る

・ONE TOKYOやジョグポート有明の
イベントについて、一部対面での
指導が必要なものやマラソンイベ
ントを除きオンラインで実施した
・ボランティア説明会も一部はオ
ンライン開催し、非接触の機会拡
大を図った

対面でのイベント実施が難しい時期
も、一部イベントはオンライン開催
とすることで柔軟に対応した。引き
続き、各種イベント等の運営に当
たっては、必要に応じて非接触型で
実施するなど、拡大を図っていく

マラソンイベントや対面指導・説
明が必要なイベント・説明会等を
除き、オンラインで実施する

テレワーク可能な職員による実
施率50%※を維持（2021年4月対
象）
※「実施件数/当月の勤務日数/
テレワーク勤務可能な職員数」
により算出

テレワーク可能な職員による実施
率60％（2021年4月実績）
※実績…実施件数473件／当月の勤
務日数21日間／テレワーク勤務可
能な職員数38人（⇒実施率60%）
※目標…実施件数400件／当月の勤
務日数21日間／テレワーク勤務可
能な職員数38人（⇒実施率50%）

・新型コロナウイルス感染症の感染
拡大防止と新しい日常における「効
率的・効果的な業務」「働き方」を
推進する観点から、週２～３回のテ
レワークやオフピーク通勤の活用を
推進することで、目標を達成
・2021年5月以降についても、引き
続きテレワークの推進に取り組んだ

新型コロナウイルス感染拡大時等
における都・国等からのテレワー
ク実施要請に対して、都庁グルー
プの一員として、適切に対応する

はんこレス

FAXレス

共通戦略

取組事項

手続の
デジタル化

団体自己評価 　目標については概ね順調に達成している。2022年度以降も引き続き取組を推進していく。

タッチレス

テレワ―ク

ペーパーレス

キャッシュレス
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【団体概要】

常勤役員数

常勤職員数 263人 99.2%

都派遣職員数 14人 16人 16人 100.0%

都退職者数 13人 15人 13人 86.7%

設立
目的

　都市の総合的整備及び地域開発を促進することにより、良好な都市環境の実現を図り、併せて首都東京の秩序ある発展に寄与

することを目的とする。

主

な

事

業

（１）市街地整備事業（土地区画整理事業・都市機能更新事業）

（２）都市環境整備事業（下水道事業・資源リサイクル事業）

（３）都市づくり支援事業（まちづくり支援事業等）

（４）地域支援事業（地域活性化事業等）

組

織

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 対前年度比

4人 4人 4人 100.0%

260人 265人

所在地 東京都八王子市子安町4-7-1　サザンスカイタワー八王子6・7階 電話番号 042-686-1301

基本財産
/資本金等

13百万円
都出資等割合
/都持株比率

76.9%
設立
年月日

昭和36年7月20日

団体名 公益財団法人東京都都市づくり公社

代表者 理事長　長谷川　明 所管局 都市整備局

【財務情報】　　　　
公益財団法人東京都都市づくり公社

（単位：千円）

令和元年度 令和２年度 令和３年度
対前年度
差引増減額

対前年度比
（％）

主な増減理由

当期経常増減額 194,106 15,640 587,858 572,218 3758.7%

経常収益 24,314,039 22,441,811 26,694,044 4,252,233 118.9%

125 16 16 0 100.0%

65,593 59,363 54,631 ▲ 4,732 92.0%

24,176,718 22,337,652 26,589,143 4,251,491 119.0%

71,604 44,781 50,255 5,474 112.2%

経常費用 24,119,933 22,372,611 26,106,186 3,733,575 116.7%

23,907,318 22,153,472 25,897,119 3,743,647 116.9%

212,616 219,140 209,067 ▲ 10,073 95.4%

当期経常外増減額 ▲ 6,655 － － 0 －

経常外収益 93 － － 0 －

経常外費用 6,748 － － 0 －

法人税等 495 470 470 0 100.0%

当期一般正味財産増減額 186,956 15,170 587,388 572,218 3872.0%

当期指定正味財産増減額 － － － 0 －

正味財産期末残高 64,791,746 64,806,916 65,394,304 587,388 100.9%

資産合計 73,138,162 75,133,597 75,872,546 738,949 101.0%

流動資産 19,497,836 22,152,418 20,713,824 ▲ 1,438,594 93.5%

固定資産 53,640,326 52,981,179 55,158,722 2,177,543 104.1%

13,000 13,000 13,000 0 100.0%

負債合計 8,346,415 10,326,680 10,478,242 151,562 101.5%

流動負債 4,814,536 6,893,949 7,036,368 142,419 102.1%

固定負債 3,531,880 3,432,731 3,441,873 9,142 100.3%

正味財産合計 64,791,746 64,806,916 65,394,304 587,388 100.9%

指定正味財産 13,000 13,000 13,000 0 100.0%

一般正味財産 64,778,746 64,793,916 65,381,304 587,388 100.9%

貸

借

対

照

表

　(流動資産)
・健全な財務運営を図ることを目的とした、特定資産繰り入
れによる現金預金の減のため

　(固定資産)
・健全な財務運営を図ることを目的とした、特定資産の繰入
による増のため

　(流動負債)
・一時的な現金預金の動きとして、前受金の減少があるもの
の、決算日以降に支払われる未払金の増のため

　(固定負債)
・貸付建物の新規テナントからの敷金・保証金の長期預り金
の増のため

基本財産

区分

正

味

財

産

増

減

計

算

書

　(特定資産運用益)
・低金利環境による債券運用利回り低下のため

　(事業収益)
・下水道事業における大型案件の工事費の増加に伴い相
関する受託金収益の増のため

　(その他収益)
・土地区画整理事業区域内の公社用地の使用収益停止に
伴う損失補償の増のため

　(事業費)
・下水道事業における大型案件の工事費の増加に伴う整
備委託費の増のため

　(管理費)
・法人運営に関わる嘱託員数の減による報酬の減のため

　(当期一般正味財産増減額)
・収益事業による前年度並みの経常増減を確保するとと
もに、下水道事業など公益目的事業の収支改善による増
のため

基本財産運用益

特定資産運用益

事業収益

その他収益

事業費

管理費
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団体名： (公財)東京都都市づくり公社

A

　経営改革プランに掲げた目標のうち、戦略２「既存事業の着実な推進による自治体からの信頼の一層の獲得」
では、土地区画整理事業を通じて計画を上回る道路整備を達成したほか、収支均衡を図りながら多摩・島しょ地
域において多数の下水道事業の業務受託を行った。戦略３「都市機能更新事業の重点的な推進と新規路線整備事
業の事業化」では、木密地域での私道無電柱化や高低差解消補償業務、都市計画道路の用地買収の受託を数多く
獲得するなど、取組を大きく前進させている。共通戦略による「５つのレス」等の取組も総体として着実に進
め、その他の戦略においても、市町村が有する課題の解決に向けた企画提案・技術支援の積極的な実施や有償研
究の受託への着手などの経営改革に向けた新たな取組や、コロナ禍を踏まえた地権者折衝におけるタッチレス対
応、目標を上回る地域支援事業の収益確保を図った。
　以上のように、多摩地域を中心とした都市基盤整備や、企画提案力を活用した自治体への課題解決支援など、
総じて団体として高い成果を上げている。
　引き続き、各種事業を積極的に推進していくとともに、シンクタンク・アドバイザー機能の一層の発展を図
り、都市づくりの総合支援を進めていくことを期待する。

一次評価（所管局評価）

　公社は、４つの戦略について、３年後（2023年度）の到達目標に向け、個別取組事項に積極的かつ着実に取り組んだ。
 「①シンクタンク・アドバイザー機能の強化」の調査研究については、政策課題分析８件と企画提案４件を実施した。実施に当
たっては、社外有識者による研修や民間調査機関との共同研究の実施等により、調査研究の質を高めるとともに、政策課題に関す
る自治体との意見交換等を通じ、自治体からの信頼を得て、政策形成に関する自治体からの協力要請を引き出した。また、有償調
査研究の実施に向けて、公益認定所管行政庁と事業内容変更の協議を完了させ、有償受託できる仕組みを整えた。技術者が不足す
る自治体への技術支援については、５自治体に対し、技術的な助言・相談を行った。また、技術的な助言を行った案件における具
体的な事業実施について、有償での受託につなげた。
 「②既存事業の着実な推進による自治体からの信頼の一層の獲得」の土地区画整理事業については、新規受託に向け、地元自治
体に助言を行うとともに、土地利用計画案について、地元勉強会を始め、大規模地権者である国にも説明し、一定の評価を得るな
ど、事業化のための取組を進めた。下水道事業については、目標を上回る22自治体から業務を受託した。また、受託事業の年度計
画の着実な実施により、自治体からの信頼確保に努め、2022年度も20自治体以上からの業務受託につなげた。事業量を確保すると
ともに、新たな事務費算定基準の適用により、確実に事務費収入を確保し、収支均衡（収支改善）を図った。
 「③都市機能更新事業の重点的な推進と新規路線整備事業の事業化」のコロナ禍における権利者対応については、受託している
用地買収業務の着実な執行のため、権利者折衝や相談窓口でのタッチレス化を進めた。道路事業等の終盤に当たる業務の検証、分
析等を実施し、高低差解消補償業務や木密地域の私道等無電柱化推進業務について、事業協力を実施していくこととなった。新規
路線の用地買収等の受託についても、自治体への提案等を行った結果、都市計画道路２路線、不燃化特区２区を2022年度から新た
に受託することとなった。その他にも、１市から道路・公園についても受託の依頼を受けた。
 「④地域支援事業における適切な資産活用と新規事業化」の地域支援事業は、目標の毎年度８億円を上回る収益を達成した。戦
略的な財産管理については、修繕工事２件を実施するとともに、全18施設の長期修繕計画の見直しを行い、工事費用と実施時期の
最適化を図った。資産活用については、定期借地契約の大規模貸付地の条件協議を丁寧に実施し、2022年１月に更新契約を完了さ
せるとともに、ヒアリングやサウンディング等を行い、一時貸付地の利活用方法の検討を行った。建物共同化事業については、東
池袋Ｂ街区の市街地再開発事業で取得した商業床のテナントを決定・賃貸借契約を締結するなど、取得床の運用に向け取り組ん
だ。都有地を活用した魅力的な移転先整備事業についても、設計段階から関係者と密に調整し、地域交流拠点としての賑わい形成
に寄与する建物の実現に向けた取組を実施した。
　また、公社は、手続きのデジタル化や５つのレスの推進の取組も着実に進めている。
　以上のとおり、３年後の到達目標に向けて積極的に取り組み、有償調査研究の実施に向け検討し、有償受託できる仕組みを整え
るとともに、技術職員が不足する自治体への助言・相談を行う等、自ら企画し、提案する、都市づくりの総合支援を担う取組を着
実に進めたことを評価する。

最終評価
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団体名：

戦略 1

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・自治体の特色を定量・
定性両面から分析した上
で、各自治体の政策課題
を８件まとめる。
・自治体の政策課題に対
する解決策を立案し、当
該自治体との意見交換を
通じ、企画提案まで４件
到達させる。

・社外有識者による政策課題分析研修や社
内専門参与の指導/助言により調査研究内
容の質を向上させた結果、政策形成に関す
る自治体からの協力要請を引き出すことが
できた。
・自治体との意見交換において、自治体側
の立場に立ち、課題の真因や政策プライオ
リティの把握・分析を行った結果、自治体
からの信頼を得ることができ、政策形成過
程での引き続きの協力要請が得られた。

・公共施設にかかる事業
に関する技術的な助言・
相談について、前年度支
援自治体の継続と支援自
治体の拡大により、その
対象となる多摩・島しょ
地域の自治体数を５とす
る。また、そこから生じ
る公社が対応すべき業務
の有償での受託要請に積
極的に対応していく。

・2020年度実施の３自治体に継続支援がで
きたのは、当該年度中の相談案件に対し、
的確かつ迅速に対応し、十分な信頼を得ら
れたためと推測される。
・2021年度に新たに技術支援を実施した２
自治体において、前年度からのヒアリング
により自治体が抱える課題や技術支援ニー
ズを把握していたため、年度当初からス
ムーズに技術支援を開始できた。
・自治体からの要請により有償で受託する
事業は、2021年度に技術的な助言をした事
業であり、この助言により公社への信頼が
得られたためである。

・共同研究①の実施

・観光分野がまちづくりの課題として重要
である自治体を対象として抽出したことで
JTB総研との共同研究が進んだ。JTB総研に
は個別の自治体が抱えるまちづくりの具体
的な課題を把握するすべがなく、自治体へ
のパイプとなり得る公社との共同研究はメ
リットが大きい。
・また、市町村自治調査会は技術系職員を
雇用しておらず、ハード的側面からの検討
が手薄であったことから、まちづくり分野
に強みを持つ公社との連携に期待してい
る。

・有償化に向けた課題の
整理・深掘り
・課題への対策の実施
・関係機関との調整
・自治体との調整

・公益認定・会計・組織規程・事業や組織
など有償受託に向けた課題を多面的に洗い
出し、事業スキーム骨子案を作成するとと
もに、その課題解決に向けて、公益認定所
管行政庁との協議を進めることができたこ
とが、有償受託の仕組みを速やかかつ適切
に整えることができた要因と考える。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

(公財)東京都都市づくり公社

シンクタンク・アドバイザー機能の強化

3年後
（2023年度）の

到達目標

①多摩地域市町村の半数に当たる15市町
村に対し、各々の課題の解決策を企画提
案

②多摩・島しょ地域の９自治体に対し、
技術支援を実施

③①のうち２件を民間シンクタンク等と
の共同研究で実施

④有償調査研究の本格実施準備完了

調査研究は、政策課題分析８件と企画提案４件の実施にあたり、社内専門参与か
らの指導／助言や民間調査機関との共同研究により調査研究の質を高めたこと
で、政策形成に関する自治体からの協力要請を引き出せた。また、有償調査研究
に向け、有償受託の仕組みを構築した。
技術支援は、支援ニーズの把握及び的確な助言・相談の実施により自治体との信
頼関係を築いたことで、2022年度に支援自治体数を７に拡大見込である。
３年後の到達目標の達成に向け、個別取組事項の具体的な成果を挙げ、着実に進
めている。

企画提案対象市
町村数の確保と
企画提案の質の
確保の両立

・８自治体の政策課題のとりまとめ
及び４自治体への企画提案を実施し
た。これらを行うにあたり、自治体
との意見交換を進めた。
・意見交換において、各自治体の定
性的・定量的な特徴や政策課題とそ
の解決策の自治体との共有化を図
り、そうした中で、３自治体から政
策形成に関する協力要請を引き出す
ことができた。

・前年度に引き続き、自治体の特色から
政策課題分析をまとめるとともに、当該
自治体との意見交換を通じ、課題解決に
つながる企画提案を行う。
・社外有識者による定期的研修の実施と
企画提案に向けた助言を活用する。
・自治体のニーズや意見等の整理、各自
治体に共通するテーマを分析・検証す
る。

公共施設にかか
る事業について
技術的な助言・
相談の実施

・2020年度に支援した３自治体と
2021年度も継続して支援を実施する
とともに、2021年度新たに２自治体
と技術支援を開始し、計５自治体に
対して技術的な助言・相談を行っ
た。また、技術的な助言・相談を実
施している自治体から要請のあった
有償での受託事業について、2022年
度からの実施に向けて調整した。

・技術支援や受託事業の実施にあたって
は、技術者が不足する自治体の悩みに寄
り添い、公社内各部や都庁とのネット
ワークを活用し、的確かつ迅速な支援を
行う。
・継続となる５自治体に加え、新たに支
援を開始することとなる２自治体からも
信頼関係を得ていく。
・2023年度の目標である９自治体への支
援に向けて、2022年度中に各自治体と調
整を行う。
・増加する技術相談に対応するために、
公社の支援体制強化も図る。

共同研究相手と
しての期待に応
えられる調査研
究能力の発揮

・自治体に企画提案した１件につい
て、観光分野のシンクタンク機関で
ある株式会社JTB総合研究所と連携
し、多摩地域における観光施策等を
共同で研究した。
・自治体との政策課題共有を図った
１件について、市町村自治調査会と
連携し、多摩地域における農業振興
施策等を共同で研究する準備を進め
た。

・多摩地域における観光政策等の共同研
究①のフォローアップを行う。
・多摩地域における農業振興施策等の共
同研究②を引き続き進める。

有償調査研究の
実施に向けた検
討

・公益認定上は自主事業である「都
市づくり調査事業」での有償受託の
可否を、監督官庁である都生活文化
局と協議し、事業内容変更手続を完
了した。
・企画提案等を受けた自治体の引き
続く政策形成過程での協力要請に対
し、有償受託の仕組を構築した。
・政策形成の協力要請があったうち
の１自治体と有償支援を調整した。

・調査研究を実施した自治体における庁
内調整の支援や協議会等への委員として
の参加依頼など、現状のニーズを踏まえ
た有償調査研究の在り方の検討と試行を
行う。

団体自己評価

【調査研究】
・当初計画どおり政策課題分析８件と企画提案４件の対象市町村数を確保したうえで、社外有識者等による研修や研究への指導/助言に
より個々の調査研究・企画提案内容の質を向上させることができ、自治体から政策形成過程における引き続きの協力要請が得られたこと
は、『シンクタンク・アドバイザー機能の強化』という戦略の実現に向けた大きな前進と言える。
・政策課題に関する自治体との意見交換や、課題解決に向けた方向性をディスカッションし具体的な解決方策を導いていく過程におい
て、自治体との信頼関係を築けたことは、今後、継続的に自治体の政策形成支援を行っていく上での足固めとして重要な意義がある。
・有償調査研究の実施に向けた検討では、公益認定所管行政庁との協議を完了させ、有償受託の仕組み作りが完了し、自治体が政策形成
過程での公社の支援を希望した場合の有償対応が可能となった。
【技術支援】
・技術者が不足する自治体への支援については、各自治体との良好な関係を築けており、技術相談が継続的に寄せられている。技術支援
が３年目になる自治体もあり、これまでの取組により信頼を得はじめていると思われる。
・2020年度から年度末に各自治体へ顧客満足度調査を実施しているが、２年目となる2021年度も継続して高い評価を頂いている。
・技術的な助言を行った自治体から、当該案件における具体的な事業実施について、有償での受託事業につながっている。
【全体】
・調査研究、技術支援ともに、自治体からの信頼を得られており、今後自治体からの協力依頼が増加していくと考えられる。自治体から
の期待に十分こたえるためには、都市づくり調査室の体制強化を図っていく必要がある。
・各個別取組事項の計画に対して確実に成果をあげるとともに、３年後の到達目標達成に向け具体的な成果を伴って、経営改革目標の達
成に向け着実に事業を推進できた。

経営改革目標
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団体名：

戦略 2

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・年度実施計画に定める
道路整備延長の90％以上
を確保する。
・前年度の事業の進捗を
踏まえ、新たに重点管理
工事を位置づけ、重点管
理工事の上半期発注と進
捗管理を徹底する。

・整備延長は、1,337ｍの年度実施計画に
対し、権利者との補償協議の難航により、
一部工事で施工エリアが縮小したことによ
り減少したが、進行管理の徹底により、道
路工事完了延長は1,302ｍを達成し、目標
を上回る97.3％を達成した。
・重点管理工事は指定した９件中、権利者
協議が難航した１件を除き８件を上半期に
発注した。入札不調等により一部の工事で
遅れが生じたが、事業への影響なく工事を
完了した。

・対象となる地区におい
て、地元自治体及び地元
主体の勉強会への助言を
通じて、着実に事業への
合意形成を進めていく。

・コロナ対策で対面での対応は制限された
ものの、地元自治体への助言、地元住民に
よる勉強会への参加などサポートを継続し
た。

・市町村ニーズの的確な
把握・対応及び、進行管
理会議等での早期の課題
把握・対応により、受託
事業の着実な実施や業務
の質を向上させ、多くの
自治体の信頼を得て業務
を受託することで、確実
に事務費収入を確保し収
支均衡を図っていく。

・市町村とストックマネジメント等の新た
な事業ニーズを含め、綿密な協議・提案等
を行い、目標を上回る22自治体から業務委
託を受託した。また受託事業を進行管理会
議等での早期の課題把握・対応による年度
計画の着実な実施により、自治体からの信
頼確保に努め、継続的な業務受託に取り組
んだ。
・2021年度から新事務費算定基準を適用
し、受託事業の円滑な執行を図り、事務費
収入を確実に確保することで収支均衡に向
けて取り組んだ。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

(公財)東京都都市づくり公社

既存事業の着実な推進による自治体からの信頼の一層の獲得

3年後
（2023年度）の

到達目標

①施行者の各年度の土地区画整理事業計
画の着実な執行（３か年平均90億円規模
の事業実施）

②新規土地区画整理地区の事業化に向け
た支援（準備組合の設立）

③20自治体からの下水道業務受託及び下
水道事業の収支均衡（３か年平均）

土地区画整理事業は、2021年度80億円の執行。３年後の到達目標に向け進捗管理
を徹底するとともに、自治体と綿密な調整を図り、事業推進に寄与する取組を継
続する。また、組合施行の土地区画整理事業を目指す準備組合設立に向け、地元
自治体・地権者に対し助言・サポートを継続する。下水道事業は22自治体から業
務委託を受託し、事業収支は新事務費算定基準適用により収支均衡となった。質
の高い受託事業の執行により、事業量確保に取組み2022年度も20自治体以上の業
務受託を予定し、着実に成果をあげた。

事業地区内の道
路の効率的な整
備

・整備延長 1,302ｍ（年度実施計画
に定める道路整備延長の97.3％）
・重点管理工事に９件指定し、８件
を上半期に発注した。定期的な本社
と事務所との進捗調整会議により進
捗状況を共有し、工事発注時期の調
整や問題解決を図り、進行管理を徹
底した結果、令和３～４年度の債務
工事を除く８件が工事完了となっ
た。

・着実な道路整備を進めるため、定期的
に事務所と本社で進捗調整会議を開催
し、進行管理を徹底していく。また、工
事だけではなく、換地や補償を含めた会
議とすることで、課題を早期に洗い出
し、問題の解決を図っていく。
・重点管理工事は、地上機設置箇所につ
いて権利者との協議が難航した電線共同
溝工事以外は、上半期発注を実現した。
引き続き、前年度の事業進捗や課題を踏
まえ、進捗管理の徹底を図っていく。

地元自治体・地
元主体のサポー
トの推進

・地元自治体との覚書に基づき、事
業化に向けた自治体への助言を10回
行った。
・また、地元自治体と１回当たり２
～５名の地元地権者が出席する勉強
会に９回参加した。
・土地利用計画案について勉強会を
始め、大規模地権者である国にも説
明し、一定の評価を得た。

・今後、精度を高めた事業計画（案）、
資金計画（案）とするため、引続き社会
情勢を注視し、地元自治体・地元住民に
適切な助言やサポートをしていく。

下水道事業の着
実な実施による
信頼確保及び事
務費収入の確保

・多摩地域及び島しょ部の22自治体
から業務受託
　2022年度も20自治体以上から業務
受託の見込み
・下水道事業は収支均衡

・市町村とストックマネジメント等の新
たな事業ニーズを含め、綿密な協議・提
案等を行い、また受託事業を進行管理会
議等での早期の課題把握・対応による年
度計画の着実な実施により、自治体から
の信頼確保に努め、継続的な業務受託に
取り組む。
・新事務費算定基準を適用し、受託事業
の円滑な執行を図り、事務費収入を確実
に確保することで収支均衡（３か年平
均）に向けて取り組む。

団体自己評価

【土地区画整理事業】
・事業地区内の道路の効率的な整備については、的確な重点管理工事の指定及び計画的な工事発注、また本社と事務所が一体となり進行
管理を徹底した結果、計画延長を達成した。この取組により、引き続き、多摩地域の継続的な発展に寄与していくため、効率的な道路整
備を推進していく。
・コロナ対策の影響もあったが、大規模地権者である国に対し一定の評価を得ることができ、事業化に向けての取組を進めることができ
た。
・これらの取組により、到達目標の達成に向け、着実に成果をあげた。今後、収支構造改善に向け、適切な事務費算定基準となるよう、
自治体と協議を進める。
【下水道事業】
・市町村とストックマネジメント等の新たな事業ニーズを含め、綿密な協議・提案等を行い、目標を上回る22自治体から業務委託を受託
した。また受託事業を進行管理会議等での早期の課題把握・対応による年度計画の着実な実施により、自治体からの信頼確保に努め、継
続的な業務受託に取り組んだ結果、2022年度も20自治体以上から業務受託の見込みとなった。
・2021年度から工事規模に関わらない、業務内容に応じた適切な新事務費算定基準を適用し、受託事業の円滑な執行を図り、事務費収
入を確実に確保することで収支均衡に向けて取り組んだことにより2021年度は収支均衡を達成。
・到達目標に対して、2021年度は、目標を上回る22自治体から業務委託を受託し、事務費収入を確実に確保することで収支均衡に向け
て取り組んだことにより収支均衡を達成し戦略として大きく前進したと考えている。
・引き続き、自治体の新たなニーズに対して、より多くの自治体を支援していくため、多摩地域及び島しょ部の下水道事業を着実に実施
していく。年度により事業量の増減が見込まれるため新たな事務費算定基準を概ね３年間運用し、収支の検証を行い、収支均衡が図れな
い場合は調整していく。
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団体名：

戦略 3

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・権利者折衝は、電話や
配送に加え、メール等オ
ンラインによる対面以外
の選択肢を拡充し、総件
数の20%をタッチレスとす
る。
・相談窓口対応は、これ
らに加え、専門家相談会
のオンライン化も実施
し、総件数の10%をタッチ
レスとする。

・相談窓口に関しては、電話相談やオンラ
インでの相談を権利者へ周知し、主として
生活再建に関する相談をタッチレスで行っ
た。年度前半では契約に向けた折衝や現場
確認などが比較的多かったため折衝総件数
に対する割合は低かったが、年度後半に向
け権利者に対しタッチレスによる折衝の周
知を丁寧に行った結果、63%の実施となっ
た。

・区部における主要生活
道路等工事業務のヒアリ
ング
・区部における主要生活
道路無電柱化工事業務の
ヒアリング

・高低差解消補償業務については、過去に
用地買収を受託していることや、他地区で
の契約実績や折衝経験をもとに、事業協力
体制の構築が実現した。
・私道無電柱化については木密不燃化にお
けるコーディネート業務の実績を踏まえ、
都との連携により取組を推進してくことと
なった。

・都市計画道路、主要生
活道路、駅前広場、公園
などの用地買収業務受託
に向けた提案
・不燃化特区受託に向け
た提案

・都市計画道路１路線（１都）：用地買収
の進捗を加速させるため都より受託の依頼
があったため
・都市計画道路１路線（１都１区）：過去
実績をもとに都、区より受託の依頼があっ
たため
・不燃化特区受託（２区）：不燃化特区延
伸による無接道敷地解消など新メニューを
含む受託の提案をしてきたため
・道路及び公園（１市）：用地買収の実績
をもとに市より受託の依頼があったため

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

(公財)東京都都市づくり公社

都市機能更新事業の重点的な推進と新規路線整備事業の事業化

3年後
（2023年度）の

到達目標

①予定業務の着実な執行
・全用地買収画地の90％契約
・20画地(３か年平均)

②2024年度以降の事業展開に備えた業務
の提案

③都市計画道路等及び不燃化特区に関す
る業務の受託３件

用地買収業務の権利者折衝や相談窓口において、オンライン化によるタッチレス
を推進し、業務を執行した（全用地買収画地の70％、18画地契約）。また、これ
までの実績から高低差解消補償業務の受託に向けた調整を行い、2022年度に１地
区の新規受託が確実となった。さらに、営業活動の結果、2022年度より特定整備
路線及び区路線を受託予定、不燃化特区についても２区と新規受託が確実となっ
た。よって、３年後の到達目標③を３件から６件に上方修正し、その達成に向け
個別取組事項を着実に推進していく。

ウィズコロナ、
ポストコロナに
おける権利者対
応の工夫

・権利者折衝については電話やレ
ターパックによる権利者折衝を積極
的に活用した結果、特定整備路線等
の総件数2515件のうち、63%をタッ
チレスにて実施
・相談窓口は総件数93件のうち、
34%をタッチレスにて実施
・補助73号線相談窓口では、オンラ
イン相談２件を実施

・相談窓口に関しては、引続きオンライ
ンでの相談件数拡大に向けた地元周知を
行っていくことで、非接触での相談の
ニーズに柔軟に対応していく。
・あわせて用地折衝においても、個人情
報の取扱いに細心の注意を払いながら、
可能な限り非接触での折衝を行ってい
く。

道路事業等の終
盤にあたる業務
(道路築造等)の
検証、分析の実
施

・自治体ヒアリングにより道路事業
の終盤にあたる業務ニーズとして道
路築造等に伴う高低差解消補償業
務、木密地域での私道無電柱化業務
を確認した。
・ヒアリングを踏まえ、過去の受託
実績をもとに、高低差解消業務、木
密地域での私道無電柱化について事
業協力を実施していくこととなっ
た。

・高低差解消補償業務について、本業務
での課題や解決策を現在受託中の用地買
収路線にフィードバックすることで道路
事業等の終盤に当たる業務の検証を実施
していく。
・私道無電柱化については、事業の課題
解決に向け、引き続き都との連携を密に
し、取り組んでいく。

新規路線整備事
業の受託

・都市計画道路１路線（１都）：都
より次年度新規受託が決定
・都市計画道路１路線（１都１
区）：都と区より次年度新規受託が
決定
・不燃化特区受託（２区）：２区よ
り次年度新規受託が決定
・道路及び公園の用地買収（１
市）：地区の現況及び権利関係につ
いて情報提供を依頼済

・事業中である都路線では、都からの引
継ぎや地元の入り方について都や関係機
関と綿密な協議を重ねながら齟齬の無い
よう進める。
・区部の事業においてはマンション移転
などにおいて強化した人員体制により本
社が事務所をサポートしながら円滑な用
地折衝を進めていく。
・その他、これまでの技術・ノウハウを
活かし新規路線、地区等を円滑に推進し
ていく。

団体自己評価

・コロナ禍における権利者対応の工夫として、相談窓口や権利者折衝におけるタッチレスは、これまでの権利者向けチラシで周知してい
くとともに、通常の戸別訪問で行っていた業務内容を郵便やメール、オンラインに代替することで利用率の向上を図った。その結果とし
て、コロナ禍で権利者との接触が抑制される中でも特定整備路線等における契約数は18画地となった。
・道路事業等の終盤にあたる業務の検証、分析の実施として、自治体とのヒアリングにより、高低差補償解消業務が2020年度から受託
している地区での補償方法や権利者折衝における課題や解決策を参考とし、事業協力の依頼を受けることに繋がった。
・また、木密地域の私道無電柱化においては、木密不燃化での業務実績を踏まえた業務提案書を提出するなど、都との連携を強化した。
・新規都路線や区路線の用地買収受託においては、マンションや営業補償など難易度が高い案件が多い中での受託となったが、人員体制
を強化し、本社と事務所の連携により現場の課題やポイントを整理したうえで見積を提出し、協議を実施したことで次年度受託が可能と
なった。
・各個別取組事項について、計画を上回る実績を上げることができ、３年後の到達目標に向けて具体の成果をあげ、着実に推進すること
ができた。
・３年後の到達目標の一部については、2021年度時点で達成することができ、自治体の更なるニーズに応えていくため、人員体制を強
化するとともに到達目標を上方修正し、その取組を加速させていく。
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団体名：

戦略 4

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・建物貸付契約の更新１
件
・修繕実施２件
・長期修繕計画の見直し

・北野タウンアルプスは、円滑な貸付のた
め契約満了の2021年12月を踏まえ、変更契
約手続きを実施した。
・河辺タウンビルＡ修繕工事は、2022年１
月の作業員転落事故を受け事故原因究明お
よび再発防止策の策定を実施、工期につい
ては2022年９月まで延伸を予定
・長期修繕計画見直し作成業務は、2021年
６月に契約し、18施設の建物調査及び報告
書作成を2022年２月に完了した。

・新たな資産活用指針の
運用開始
・一時貸付地の見直し(収
益性・公益性ともに低い
土地や将来の利活用計画
の無い土地に関する保有
の見直し)
・貸付建物利活用の方法
の検討(継続利用、用途転
用、貸付先の変更、処分
等の検討)

・2023年６月の契約満了と建物解体期間等
を勘案し、事前に関係機関に対し貸付に関
するヒアリングを実施した。
・活用事業者ヒアリングにおいて貸付先が
不在であり、また分譲に関して地元市の理
解も得られたため
・低未利用地は、関係自治体と協議を行い
貸付及び売却を検討していたが、2021年９
月に自治体から地元住民活用のため貸付の
要望を受けたため、貸付の継続を決定
・公社保有温浴施設は先着順による受付を
開始したことで内見の問合せや資料請求の
件数が増加、これまで申込２件、内見４件
実施

・東池袋Ｂ街区：年度末
に建物しゅん工、取得床
について運用開始
・東池袋Ｃ街区：建物共
同化に向けた合意形成の
継続と関係機関協議、都
市計画審議会(報告、諮
問)の手続きを実施

・Ｂ街区は、取得床の円滑な運用のため、
テナント誘致に関する工事調整を各企業間
や地元と定期的に実施
・Ｃ街区は、設計を進める予定であった
が、補助81号線の事業遅延に伴い、自治体
やまちづくり協議会との調整や、事業協力
者との事業工程及び基本協定を見直し、状
況に応じて柔軟に対応
・東小金井24街区：新たな地区として地元
と共同化事業に関する協議を実施

・木密地域にお住まいの
方々の移転先となる集合
住宅の建築設計を実施。
・木密地域の移転先とし
て活用できるよう区と連
携していく。

・木密地域の移転先となる集合住宅は、
2021年11月に補助事業に採択され、実施設
計及び工事積算を実施
・木密地域の移転先としての活用は、2021
年４月と10月、2022年２・３月に足立区と
東京都と公社の意見交換会を実施、2021年
６月に地元のまちづくり連絡会へ区と共に
参加し、区の方針を踏まえつつ情報を共有
して事業を推進、地域の交流拠点や賑わい
の創出に貢献可能なテナント誘致に向けた
取組を報告

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

(公財)東京都都市づくり公社

地域支援事業における適切な資産活用と新規事業化

3年後
（2023年度）の

到達目標

①戦略的な資産管理・運用による毎年度
８億円規模の収益確保

②地域活性化や、防災性の向上に寄与す
る新規物件３件の創出

建物価値の維持向上のための戦略的な財産管理として、建物貸付契約の更新や修
繕を実施するとともに、長期修繕計画見直しが完了し、その方向性により賃貸収
入の低下を最小限にすべく修繕実施時期の前倒しを行う等、着実に取組を進めて
いる。また、同時に資産活用について検討し、一時貸付地の見直しを行う等、こ
れらの取組により毎年度８億円を上回る収益を達成した。さらに、建物共同化事
業１件のしゅん工や都有地を活用した魅力的な移転先整備事業を着工するなど、
新規物件の創出に向け着実に取り組んだ。

建物価値の維持
向上のための戦
略的な財産管理

・北野タウンアルプスの年内契約更
新手続きを11月に完了
・河辺タウンビルＡ修繕工事はテナ
ントの営業時間等の要望を踏まえ、
年度跨ぎの工事となり、その実施中
に作業員転落事故を受け年度内工事
中止
・北野タウンビル修繕工事を2021年
12月15日契約し実施
・長期修繕計画見直しについて全18
施設で実施

・引き続きキーテナントである北野タウ
ンアルプス以外のテナント契約更新３件
について協議を進めていき安定した収益
確保を目指していく。
・速やかに策定した事故再発防止策に基
づき、延伸した工期内に修繕工事を実施
していく。
・見直した修繕計画をもとに概算工事費
を算出し、費用対効果を検証したうえで
工事発注を行っていく。

ウィズコロナ、
ポストコロナで
の資産活用につ
いて検討

・定期貸付地のうち大規模貸付地
(5,000㎡以上）につき土地定期借地
契約更新手続きを2022年１月に完了
・貸付で検討していた用地を分譲す
ることで決定
・低未利用地は９月に貸付の要望を
受け継続を決定
・公社保有温浴施設貸付申込事業者
からの申込受付があり、事業計画書
の提出を依頼済

・数年後に同様の大規模貸付地が更新時
期を迎えるため、貸付に関する関係機関
へのヒアリングについては早期に実施し
ていく。
・分譲に関しては地元住民の理解を得な
がら、大規模土地取引に関する届け出を
行った後、令和５年度公募による売却を
目指す。
・地元市に貸付地における地元住民の活
用実績をヒアリングしながら、利活用計
画の見直しを行っていく。
・提出された事業提案書をもとに、貸付
か売却の判断を行っていく。

建物共同化事業
の着実な推進

・Ｂ街区：10月に２階商業床の賃貸
借本契約、同２月に住宅床(13戸)管
理委託契約、2022年３月に１･３階
商業床の賃貸借本契約、３月下旬
しゅん工
・Ｃ街区：まちづくり協議会の要望
を検討中のため、都市計画審議会手
続きは未実施
・加えて、東小金井24街区の建物共
同化事業の代表事業者の民間事業者
を決定

・Ｂ街区については、新たな賃貸物件と
して13戸の住宅床における収支を確保す
るとともに、１・３階の商業床について
は安定したテナント運営のため外部委託
を行っていく。
・Ｃ街区については、まちづくり協議会
の要望に沿ったプラン実現のため、補助
81号線の工程も視野に入れながら着工時
期を見極めていく。
・東小金井24街区については、地元と共
同化事業に関する協議を丁寧に行いなが
ら2023年度着工を目指していく。

都有地を活用し
た魅力的な移転
先整備事業の推
進

・５月下旬に地盤調査実施
・６月下旬に江北地区まちづくり協
議会に参加
・７月末にサスティナブル先導事業
に関する補助金申請し採択
・東京都及び足立区と情報連絡会を
開催(３回)
・2022年３月７日新築工事契約(工
期：３/８～2023.２/22)
・2022年３月中旬に地鎮祭を実施し
杭工事着手

・2023年２月しゅん工に向け安全管理体
制を構築するため、施工現場に近い部署
での監督体制を構築していく。
・建築スケジュールについては、2023年
10月に上棟を目指し、１階テナント公募
についても同時期実施予定。２・３階の
住宅部分の募集については都・区と募集
要項について今後協議を実施し、しゅん
工時には事業用住戸(５戸)についての入
居が確実になるよう募集を実施してい
く。

団体自己評価

・建物貸付契約の更新は、貸付先との信頼関係構築を丁寧に進め、無事更新契約締結に至った。また、河辺ビルＡにおいてテナント営業
に影響が出ないよう年度跨ぎでの工事発注を行うなど工夫した。一方、事故発生により３ヶ月の工事中止期間が発生したが、全社的に工
事安全対策及び作業手順の見直し、安全確認の徹底周知を行い、修繕工事完了に向け着実に推進している。さらに、大規模修繕工事計画
の見直しは、過去の実績をもとに計画を見直すことで、工事費用と実施時期の最適化を図った。
・コロナ禍での資産活用の検討として、土地定期貸付契約の更新は、地元市等との協議を複数回実施し、地域活性化・地域貢献に資する
企業との契約締結が可能となった。また、貸付から分譲への方針変更については、隣接する地元市の土地活用状況やサウンディングをも
とに住宅地としての処分を決定、さらに、温浴施設の貸付は、先着順公募に対し、事業提案や資金繰りにおいて条件を満たせない業者も
ある中、現在申込受付をしている業者は温浴事業での活用を検討している。
・建物共同化について、Ｂ街区はしゅん工時に商業床テナントが決定し、住宅床も13戸の賃貸募集に関して早期の満室契約に向けた募集
を実施していく。Ｃ街区は、地元まちづくり協議会の要望を建築プランに反映するなど課題も多いなか、令和６年度着工を目指してい
く。
・魅力的な移転先整備事業は、設計段階から地元、区、都との情報交換を密に行った結果、地域交流拠点としての賑わい形成に寄与する
建物の実現に向けた取組が実施できた。
・建物共同化などの不燃化に資する新規物件の創出については、戦略３の都市機能更新事業における道路整備等をきっかけとして民間活
力を活用しながら地元自治体と連携して地域住民の意向を反映したまちづくりを進めていく。
・各個別取組事項について到達目標の達成に向け着実に成果をあげており、引き続き事業推進を図る。
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これまでFAXで取り組んでいた業務に
おける規定等の改正、ファクシミリ
受信の電子化や共有メールアドレス
の設定等の活用により、2021年度の
FAX送信数・受信数を98％削減する。
（本社総務部、2019年度比、例外を
除く）

FAXで取り組んでいた業務において規程等の改正
が可能なものについては、年度当初に共通メー
ルアドレスの設定等の活用を行った。
加えて、７月までにFAXドライバを全業務端末に
導入し、ダイレクトFAXを可能にした。この取組
によりFAXの送受信を電子化することで、2021年
度実績２件/2019年度実績623件となり、98%以上
の削減を達成した。

年度当初にFAXレスに向けた規程等の改正を行うととも
に、ICT技術を活用したFAX送受信の電子化の取組を行
うことで、年度末までの目標を前倒しで達成すること
ができた。

引き続き、FAXの送信数・受信数の削減△
98％を継続（本社総務部、例外除く）して
いく。

タブレット端末等を導入し、ペー
パーレスまたはオンライン会議に変
更し、2021年度のコピー用紙総使用
量を2019年度比で40%削減させる。
（本社総務部、2021年８月、例外を
除く）また、コピー枚数および毎月
の削減率を見える化することで、
ペーパーレス促進に努める。

コピー枚数および削減率を見える化するととも
に、大会議室の大型モニターやオンライン会議
システムの導入など、ペーパーレスに向けた取
組を行うことで、本社総務部、2021年８月実績
15259枚/2019年度８月実績29639枚の約49%削減
を達成した。
更なる取組としてタブレット端末を導入し、
ペーパーレスを強化した。

 コピー枚数および削減率について、総務部内の係単位
まで見える化することで、各係単位での意識醸成に取
り組むことができた。また、単に見える化するだけで
なく、ペーパーレスに向けた印刷の工夫やオンライン
会議の活用などの取組を共有するとともに、会議室の
大型モニターの導入など、設備投資も同時並行し、組
織風土の改革を促すことでペーパーレスの到達目標を
上回る数値を達成することができた。

 コピー枚数および削減率について、リア
ルタイムで確認することができるダッシュ
ボードを作成、共有することで、より一層
ペーパーレスに向けた意識醸成に取り組ん
でいく。
また、更にペーパーレスの取組を強化する
ため、総務部内の係単位までタブレット端
末を配置するとともに、打合せスペースに
ディスプレイを設けるなど、環境整備に取
り組んでいく。

都民利用施設はないため、独自の取
組を行っていく。
①口座振替にて対応している業務に
ついては、その他のキャッシュレス
化の導入について検討を行う。
②現金徴収を行っている情報公開資
料については、情報公開方法やクレ
ジットカード、電子マネー、QRコー
ド決済の導入について、検討を行
い、キャッシュレス化を図る。

①の口座振替にて対応している業務の約1300件
は、既に口座振替におけるキャッシュレスを達
成している。そのほかのキャッシュレス化の導
入については検証の結果、手数料が増加するた
め、引き続き口座振替によるキャッシュレスを
運用していく。
②の情報公開資料請求の20件については、クレ
ジットカード、電子マネー、QRコード決済に対
応可能なよう設備を導入し、キャッシュレス化
を図った。

口座振替にて対応している業務は継続したキャッシュ
レス化を進めるとともに、これまで現金徴収を行って
いた業務についてはクレジットカード、電子マネー、
QRコード決済の複数対応が可能な設備を導入すること
で公社全体でのキャッシュレスを完了し、都民サービ
ス向上に努めた。

引き続き、情報公開資料等の徴収につい
て、クレジットカード、電子マネー、QR
コード決済の運用を行っていく。

①電話対応業務は、今後の事業の継
続期間を踏まえ、Web相談やチャット
ボット等の活用について検討を行
う。
②残りの２件の説明会、セミナー等
については先行して取り組んでいる
Youtube公式チャンネルの開設等の取
り組みを水平展開し、オンラインで
の開催を行う。

①の電話対応業務の年間約700件は、既に電話対
応によるタッチレスを完了している。対象事業
が2021年度末に終了するため、費用対効果の面
からWeb相談やチャットボット等の活用は実施せ
ず、電話対応によるタッチレスを継続すること
とした。
②については、対象となる都市づくりフォーラ
ム１件、自治体向けセミナー２件については、
動画配信によるオンラインでの開催を2022年２
月に実施した。

電話対応での業務は事業の継続性や費用対効果の面か
ら電話対応によるタッチレスを継続するとともに、都
市づくりフォーラム等についてはYoutube公式チャンネ
ルを活用したオンラインでの開催を進め、公社全体と
してタッチレスの取組を推進することができた。

引き続き、都市づくりフォーラム等につい
てはYoutube公式チャンネルを活用したオ
ンラインでの開催等、タッチレスの取組を
推進する。

テレワークシステムに加え、オンラ
イン会議システム導入によりコミュ
ニケーションの障壁をさらに低く
し、テレワーク可能な職員について
は月40％※実施（2021年８月対象）
※「実施件数／当月の勤務日数／テ
レワーク勤務可能な職員数」により
算出

テレワークシステムの活用や、オンライン会議
システムの導入を推進したが、事業部において
設計や工事など業務性質上、テレワークでの対
応が難しいことが影響し、実施率24％に留まっ
た。
869/21/172＝24.0％

テレワークシステムやオンライン会議システムの導入
により、テレワーク勤務職員と出社勤務職員との打合
せを推進するなど、働く場所に捕らわれない業務運営
によりテレワークの推進を図った。本社総務部では目
標達成（本社総務部2021年８月テレワーク率：
247/21/28＝42.0％）に至ったが、現在のテレワークシ
ステムは自宅ＰＣから遠隔操作により対応するもので
あるため、事業部の設計や工事業務等において出社対
応が必要になるなど、一部制約が発生し、全社的な目
標達成には至らなかった。

今後の取組としては、職員に可搬性に優れ
た業務端末を整備するとともに、基幹系シ
ステムの更新を行い、働く場所にとらわれ
ない環境整備に努め、新型コロナウイルス
感染拡大時等における都・国等からのテレ
ワーク実施要請へ、都庁グループの一員と
して、適切に対応していく。

ペーパーレス

キャッシュレス

FAXレス

共通戦略

取組事項

はんこレス

押印の定めがある手続のうち団体の
規程等の改正により対応が可能な手
続等については、2021年度末までに
全件、規程等を改正する。また、規
程等の改正に加え、意思決定のあり
方について検討を行い、電子決定・
押印決定の区別を明確にし、2022年
度からの電子決裁が可能なよう、環
境整備に取り組む。

押印の定めがある手続のうち、団体の自主事業
として定める規程等の改正により、はんこレス
可能な手続数・通知等の種類数12に対し、３月
末ですべて改正を行った。
また、内部の手続のはんこレス化については文
書のみならず、業務全体最適化を目指し、シス
テム全体の更新を行うため、2023年度のシステ
ム稼働に向けた取組に変更を行った。

押印の定めがある手続のうち、団体の自主事業として
定める規程等の改正については、年度当初に組織全体
で改正に向けた取組を推進させるとともに、毎月の進
捗管理を徹底させることで、年度末の到達目標を前倒
しで推進した。
団体の内部のデジタル化に向けては、文書のみなら
ず、基幹系システム（契約管理、台帳管理、電子入
札、人事給与、勤怠管理、経理会計、文書管理の７シ
ステム）更新に向けた検討に着手し、デジタル化やシ
ステム間のデータ連携の実現に向けた取組を進めてい
る。本取組により紙、はんこに依存しない業務フロー
の構築に向けた取組を推進し、個別最適な手続のデジ
タル化から全体最適のデジタル化に向けた観点への更
新のため、2023年度のシステム稼働を見込んでいる。

引き続き、団体自らが定める規程等に基づ
く押印は引き続き廃止するとともに、所管
局の規程等に基づく団体の自主事業・都受
託事業における団体が受付を行う手続きの
押印廃止を推進していく。
また、団体の内部のデジタル化に向けて
は、文書のみならず、基幹系システムの更
新によりその取組を推進していく。

団体自己評価

手続きのデジタル化については、団体の自主事業に関する規程改正を毎月の進捗管理を徹底して進めることで、前倒しで目標達成することができた。はんこレスについても、
押印の定めがある団体の規程等の改正により対応が可能な手続きについては、毎月の進捗管理を徹底して規程改正を進めることで、前倒しでの目標達成することができた。
FAXレスについては、年度当初にICT技術を活用したFAX送受信の電子化により、業務運営への支障を最小限にした取組を推進し、前倒しで目標達成することができた。ペー
パーレスについても、毎月、係単位までのコピー枚数および削減率を見える化することで、組織的な意識醸成を図るとともに、大型モニターやオンライン会議システムの導入
など、環境整備を並行して行うことで、目標を上回る削減率を達成することができた。キャッシュレスについては、クレジットカード、電子マネー、QRコード決済に対応可能
な設備の導入により、キャッシュレス化の目標を達成するとともに、都民サービスの向上を図ることができた。タッチレスについては、従来は多人数での説明会やセミナー形
式で行っていた都市づくりフォーラム等をYoutube公式チャンネルの活用によるオンライン開催として、参加者を限定せず広くその取組を公開することで、都市づくりの更な
る発展に貢献するとともに、公社全体としてのタッチレスを推進し、目標を達成することができた。テレワークについてはテレワークシステムやオンライン会議システムの導
入により本社総務部において目標を達成することができた。一方、事業部において一部業務上の制約から全社的な目標達成には至らなかった。手続きのデジタル化、５つのレ
ス、テレワークの取組全体として定期的な進捗管理の徹底と職員全体を巻き込んだ意識向上の加え、デジタル技術を活用できる各種環境整備を同時に進めることで、具体の成
果をもって、目標達成することができた。加えて、2022年度から新たにデジタル技術の活用をさらに加速させていくために専門部署の設置を計画、実施するなど組織的な対応
強化も実施することができた。
今後は、ワークフローの電子化やシステム多重入力等に対するシステム一元化による業務の最適化に加え、可搬性に優れた端末を導入し、業務の効率性を図ることで、手続き
のデジタル化、５つのレス、テレワークの推進について取組を強化していく。加えて、中長期的な顧客サービス向上に向けて、デジタル技術の職員への浸透など、人材育成も
並行して進める。

タッチレス

テレワ―ク

手続の
デジタル化

団体の規程等の改正によりデジタル
化の対応が可能な手続等について
は、2021年度末までに全件規程等を
改正する。また、規程等の改正に加
え、意思決定のあり方について検討
を行い、電子決定・押印決定の区別
を明確にし、2022年度からのオンラ
インでの完結が可能となるよう、環
境整備に取り組む。

団体の自主事業として定める規程等の改正によ
りデジタル化の対応が可能な手続（都民・事業
者等からの申請や届出等２手続、対外的に発出
する通知等２手続）については、11月末時点で
規程等を改正した。
また、内部の手続のデジタル化については文書
のみならず、業務全体最適化を目指し、システ
ム全体の更新を行うため、2023年度のシステム
稼働に向けた取組に変更を行った。

団体の自主事業として定める規程等の改正について
は、年度当初に組織全体で改正に向けた取組を推進さ
せるとともに、毎月の進捗管理を徹底させることで、
年度末の到達目標を前倒しで達成することができた。
団体の内部のデジタル化に向けては、文書のみなら
ず、基幹系システム（契約管理、台帳管理、電子入
札、人事給与、勤怠管理、経理会計、文書管理の７シ
ステム）更新に向けた検討に着手し、デジタル化やシ
ステム間のデータ連携の実現に向けた取組を進めてい
る。個別最適な手続のデジタル化から全体最適のデジ
タル化に向けた観点への更新のため、2023年度のシス
テム稼働を見込んでいる。

引き続き、対都民・事業者等を対象とした
手続き（契約手続き関係を除く）のうち、
件数が上位となる団体の自主事業・都受託
事業における団体が受付を行う手続きのデ
ジタル化（メール対応を含む）を推進して
いく。
また、団体の内部のデジタル化に向けて
は、文書のみならず、基幹系システムの更
新によりその取組を推進していく。

68



【団体概要】

常勤役員数

常勤職員数

所在地 東京都渋谷区神宮前5-53-67　コスモス青山 電話番号 03-3409-2261

基本財産
/資本金等

105百万円
都出資等割合
/都持株比率

100.0%
設立
年月日

昭和41年4月1日

設立
目的

　地方住宅供給公社法に基づき、住宅を必要とする勤労者に対し、住宅の積立分譲等の方法により居住環境の良好な集団住宅及

びその用に供する宅地を供給し、もって住民の生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

主

な

事

業

（１）賃貸住宅等事業

（２）公営住宅等の管理受託事業

組

織

団体名 東京都住宅供給公社

代表者 理事長　中井　敬三 所管局 住宅政策本部

年度

都派遣職員数

都退職者数

令和元年度 令和２年度

1,063人

0人 4人

6人

令和３年度

3人

6人

5人 5人 5人

1,064人 1,063人

6人

対前年度比

75.0%

100.0%

100.0%

100.0%

【財務情報】　　　

東京都住宅供給公社
（単位：千円）

事業利益（▲損失） 9,784,415 10,205,438 9,649,018 ▲ 556,420 94.5%

事業収益 127,282,403 124,229,221 120,688,809 ▲ 3,540,412 97.2%

事業費用 117,497,988 114,023,782 111,039,792 ▲ 2,983,990 97.4%

事業原価 115,950,251 112,394,268 109,167,523 ▲ 3,226,745 97.1%

一般管理費 1,547,736 1,629,514 1,872,269 242,755 114.9%

その他経常利益（▲損失） ▲ 553,822 ▲ 509,490 ▲ 328,728 180,762 －

その他経常収益 358,377 46,516 39,909 ▲ 6,607 85.8%

その他経常費用 912,200 556,006 368,636 ▲ 187,370 66.3%

経常利益（▲損失） 9,230,593 9,695,948 9,320,290 ▲ 375,658 96.1%

特別利益（▲損失） 1,721,788 ▲ 1,584,581 ▲ 859,852 724,729 －

当期純利益（▲損失） 10,952,381 8,111,367 8,460,438 349,071 104.3%

資産合計 1,246,044,720 1,215,430,142 1,211,623,832 ▲ 3,806,310 99.7%

流動資産 85,503,959 64,208,028 66,489,763 2,281,735 103.6%

固定資産 1,160,540,761 1,151,222,114 1,145,134,069 ▲ 6,088,045 99.5%

負債合計 812,615,427 773,889,482 761,622,733 ▲ 12,266,749 98.4%

流動負債 75,626,282 41,563,184 43,003,977 1,440,793 103.5%

固定負債 736,989,145 732,326,298 718,618,757 ▲ 13,707,541 98.1%

資本合計 433,429,293 441,540,661 450,001,099 8,460,438 101.9%

資本金 105,000 105,000 105,000 0 100.0%

剰余金 433,324,293 441,435,661 449,896,099 8,460,438 101.9%

主な増減理由

損

益

計

算

書

（事業収益）
・耐震改修受託事業の規模減
・都営建替受託事業の規模減
・借上賃貸住宅管理事業の終了
　
（事業原価）
・耐震改修受託事業の規模減
・都営建替受託事業の規模減
・借上賃貸住宅管理事業の終了
・空家補修レベル向上による費用増

貸

借

対

照

表

（固定資産）
・賃貸住宅建設工事の増加及び減価償却による賃貸事業
資産の減少
　
（固定負債）
・借入金の償還に伴う残高の減少

対前年度
差引増減額

対前年度比
（％）

区　分 令和元年度 令和２年度 令和３年度
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団体名： 東京都住宅供給公社

　経営改革プランに掲げた目標のうち、戦略１「住宅セーフティーネットの強化など都の住宅政策の一翼を担う
JKK住宅経営」では、高齢者や子育て世帯等の入居機会確保のための支援制度に係る利用割合や、専門スタッフ
の配置、大学・民間事業者との連携を通じた地域コミュニティ活動の新規創出件数が計画を上回るなど、取組を
大きく前進させている。戦略３「都営住宅管理等における業務改善とお客さまサービスの向上」では、お客様の
声改善会議における計画を上回る対応や都営住宅募集のオンライン化、募集審査書類の簡素化等を行った。その
一方、郵送物の誤発送・抽選はがき及び郵券紛失が発生し、再発防止策を講じたところであるが、対策の継続は
着実に図られたい。共通戦略による「５つのレス」等の取組は総体として着実に進め、その他の戦略において
も、テレワーク環境・宅配ボックス等新たな日常に対応した環境整備などの経営改革に向けた取組や、空き家リ
ニューアルの推進等を積極的に実施し、総じて団体として一定の成果を上げている。
　引き続き、各種事業を積極的に推進していくとともに、社会環境等の変化に応じた住宅ニーズへの対応や、
「お客様の声」の具体的な内容に対し一層スピーディーな対応を図ることを期待する。

B

一次評価（所管局評価）

〇公社は、東京都の住宅政策の一翼を担う重要なパートナーとして、５つある戦略に対して意欲的に取り組み、３年後の到達目標
の初年度として概ね評価できる実績を残した。
・戦略１では、公社住宅における住宅セーフティーネット強化の観点から、高齢者や子育て世帯等の入居機会確保のための制度に
ついて利用割合目標を達成したほか、長期居住高齢者向け住みかえ制度など新たな制度の導入やコミュニティ活動を支援する専門
スタッフの配置などの取組により、安心して暮らせる環境づくりを推進した点で大いに評価に値する。

・戦略２では、新しい日常に対応した住環境の整備として、テレワーク環境のためのコミュニティサロンへのWi-Fi導入や宅配
ボックスの設置を３年後の到達目標を見据えながら計画的に推進するとともに、禁煙仕様や非接触・ウイルス対策仕様の住宅建設
や省エネ基準としてZEH-M Orientedの仕様を検討し導入する団地を決定するなど、新たな都政課題に貢献する住宅を供給した点で
評価に値する。

・戦略３では、都営住宅の管理において、都営住宅募集のオンライン化について、令和４年２月の毎月募集から対応を開始するな
どサービス向上を図った点は評価に値する。一方、総合的な満足度については、アンケートの方法を変更したこともあるが、
45.5％と計画を下回っており、接遇面等への不満もいただいていることから、満足度や接遇を向上させる取組の強化が求められ
る。なお、郵送物の誤発送（令和３年６月）及び抽選はがきと郵券の紛失（令和４年１月）を発生させ、いずれも個人情報の漏洩
を伴う重大なものであるが、発送時のチェック体制を強化するなど再発防止の徹底に向けた取組を行ったことを確認した。

・戦略４では、ガバナンス強化に向けた取組として、監査室及び内部統制評価担当の次年度新設に向け準備を進めたほか、ガバナ
ンス基本方針など関連規定の策定を進めた点は評価に値する。

・共通戦略では、手続きのデジタル化で事業者等からのメール申請やホームページでのチャットポット導入、メールフォームによ
る問合せ対応を開始するなど、非対面による対応を拡充した点は評価できる。今後は、目標未達となったペーパーレスのさらなる
推進やテレワークの実施率向上が求められる。

〇少子高齢化の進展やライフスタイルの多様化、環境配慮に向けた対応など時代のニーズや変化等を踏まえ、公社は、脱炭素化に
向けた取組や住宅セーフティネットの構築など都の政策課題に積極的にコミットし、社会に最大限貢献していくことを強く求めら
れている。都のパートナーとして取組を一層強化していくためには、指定管理者としての役割を着実に果たすとともに、団地にお
ける太陽光発電設備やEV充電インフラの整備はもとより、子育て層などの住宅確保要配慮者向けの性格を重視した施策を積極的に
展開していくことを期待する。

最終評価
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団体名：

戦略 1

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

○現行の入居支援制度等
の検証・見直し、新たな
入居支援制度等の検討
○入居支援制度の広報
（地元自治体の居住支援
や福祉部門、居住支援団
体とのタイアップ等）
⇒入居支援制度利用割合
28％以上

〇入居支援制度利用割合の7割を占める
ファミリーウィークの利用件数が減少傾向
にあったため運用方法の見直しを行った。
〇新たな入居支援制度として「長期居住高
齢者向け住みかえ制度」及び「近居サポー
ト割」を開始し、入居支援制度の充実に努
めた。
⇒入居支援制度利用割合は（31.4％）とな
り、2021年度計画における目標（28％以
上）を達成した。主な要因としては、ファ
ミリーウィークの運用の見直し等による増
（2020年度末比1.4ﾎﾟｲﾝﾄ増加（19.4％→
20.8％）と考えている。

○住宅事業者として全国
初のISO55001（アセット
マネジメントシステム）
導入に向けた仕組み等の
検討・策定
○長寿命化の指標を検討
○超長期修繕計画の検討

〇ISO55001の認証取得に向けての事前準備
（マニュアル策定、マニュアルの運用、内
部監査の実施）を着実に進めた。
〇アセットマネジメントシステムの仕組み
に適合した、長寿命化指標及び超長期修繕
計画の策定が必要となるため、検討を進め
た。

○民間連携によるセン
サー方式を活用した見守
りサービスを導入
○自動運転車両による移
動支援実証実験実施、結
果検証
○子育て世帯に配慮した
住宅の建設
○高齢者施設等を整備・
運営する事業者との協
議・調整

○４団地で実証実験を行い、見守りサービ
スと安否確認対応に係る課題を抽出し、検
証した。
○実験延期を決定し、関係者と再開に向け
た協議を進めていたところ、関係者による
広島県での事故発生に伴い、2022年秋に再
延期となった。
○大蔵(１期)にて基準に沿った仕様等へ変
更し、設計認定を取得した。
○小金井本町にて高齢者施設の運営事業者
と土地賃貸借契約を締結した。大蔵にて、
新たに高齢者及び障害者の福祉施設を整備
する事業用地としての活用を決定し、事業
者決定に向けて審査を進めている。

○地元自治体やNPO、民間
企業等と連携したコミュ
ニティ拠点の整備、居住
者と連携した居場所づく
り
○入居者等の自主的なコ
ミュニティ活動を支援す
る専門スタッフ（ｺﾐｭﾆﾃｨｱ
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ）を新たに配置
（２名）
⇒新規コミュニティ活動
５件

○大学との連携では、日本社会事業大学と
新たに連携協定を締結し、既に協定を締結
している桜美林大学と学生による団地内イ
ベント（演奏会・寄席等）を協同で開催し
た。
　民間事業者との連携では、松が谷にて空
き店舗を活用したコミュニティ拠点の整備
を行い、店舗運営事業者主催のワーク
ショップ開催による新規コミュニティ活動
を創出した。
○JKK住まいるアシスタントによる取組で
は、地域のニーズ調査や活動主体である自
治体等との調整に努め、新規コミュニティ
活動を創出した。

東京都住宅供給公社

住宅セーフティーネットの強化など都の住宅政策の一翼を担うJKK住宅経営

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
住宅セーフティネット強化の観点から、
高齢者や子育て世帯等の入居機会拡大
（制度利用割合33％以上）
【目標②】
要配慮者が利用しやすい住宅の長寿命化
に向けた取組（指標策定、投資時期平準
化）
【目標③】
要配慮者向けの居場所づくり等によるコ
ミュニティ活動活性化（30件以上）

①制度利用割合は31.4％となり計画28％以上を上回った。ファミリーウィーク
（子育て世帯優先申込制度）の利用件数が増加したことが主な要因として挙げら
れる。

②ISO認証取得に向けた事前準備（マニュアル策定・運用、内部監査）を着実に
実施するとともに、長寿命化の指標等についても並行して検討を進めた。

③新規コミュニティ活動は11件となり、計画５件を上回った。JKK住まいるアシ
スタントが精力的に取り組んだことや地域住民や入居者のニーズが旺盛であった
ため件数の増加に繋がった。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

子育て世帯や高
齢者等に対する
入居支援制度の
充実

〇現行制度の検証・見直し（１
件）、新たな入居支援制度等の導入
（２件）
〇ひとり親向け入居相談会、チラシ
配付により入居支援制度を広報（世
田谷区他３区市とﾀｲｱｯﾌﾟ）
⇒入居支援制度利用割合　31.4％

　入居支援制度の充実に向けて、引き続
き、現行制度の検証・見直しを図るとと
もに、ニーズや課題を的確に捉え、新た
な制度を企画していく。
　また、入居支援制度が一層利用される
よう、地元区市福祉部門等との連携を強
化していくとともに、ホームページ、バ
ナー広告、情報誌等の媒体を活用し、入
居支援制度の広報強化を図っていく。

家賃が低廉な既
存住宅の長寿命
化に向けた取組

○ISO55001導入に必要となる仕組み
を書面化したアセットマネジメント
システムマニュアルを策定し、認証
機関による審査前の事前準備として
マニュアルに基づく運用及び内部監
査を試行的に実施
○長寿命化指標、超長期修繕計画策
定の基礎となる検討を実施

〇認証審査までに運用等で判明した不備
を改善し、2022年度の認証取得に万全を
期す。
○アセットマネジメントシステムとの整
合性を踏まえ、長寿命化に不可欠な指標
を検討・策定し、超長期修繕計画の具体
的内容（修繕項目・仕様・コスト等）の
検討を進めていく。

子育て世帯や高
齢者が安心して
暮らせる環境の
創出

○既存住宅への見守りサービス導入
に向けた実証実験を実施、本格実施
に向けた課題検証及び事業者との協
定締結に係る協議
○自動運転車両による移動支援実証
実験に向けた準備
○子育て支援住宅の認定取得に向け
た検討
○整備・運営事業者と事業推進に向
けた協議・調整

〇見守りサービスを全JKK住宅の希望者
を対象に本格実施を開始する。
〇2022年度の実験再開に向け、関係者の
理解を得たうえで、スケジュールや実施
内容等の協議・調整に取り組む。
○工事完了時に申請し、子育て支援住宅
の認定を取得する。今後、基準を満たす
新築住宅においても認定取得を目指す。
〇小金井本町では、開設に向けた運営事
業者等と協議・調整を行う。大蔵では、
事業者決定に向けた審査を適切に進めて
いく。

団体自己評価

子育て世帯や高齢者等の入居機会の拡大に向けて、新たな入居支援制度を２件導入したほか、現行制度のファミリーウィークの見直しを
行ったことなどにより、制度利用割合は、2021年度計画28％以上を上回り31.4％となった。引き続き、入居支援制度の充実・普及促進
に努めていくとともに、今後は、更なる住宅セーフティネットの強化に向けて、セーフティネット専用住宅としてJKK住宅を活用してい
くことや居住支援法人との連携などについても具体的な検討を進めていく。

要配慮者が利用しやすい住宅の長寿命化に向けて、専担部門（技術管理部）が牽引役となり、ISO55001認証取得の事前準備（アセット
マネジメントシステムマニュアル策定、運用、内部監査）を着実に実施し、計画を前倒して取組を進めた。

子育て世帯や高齢者が安心して暮らせる環境の創出に向けて、既存住宅に見守りサービスを導入していくために提供事業者２社を選定
し、４団地で実証実験を実施した。自動運転車両による移動支援の実証実験は、準備走行中の事故発生等により延期となっており、再開
に向けて関係者と協議・調整を進めている。子育て支援住宅の認定取得では、2022年度竣工予定の大蔵で設計認定の取得など取組を進
めたほか、高齢者施設等の整備では小金井本町で高齢者施設の運営事業者と開設に向けた協議を進めるとともに大蔵用地を高齢者・障害
者施設の事業用地として活用する方針を決定した。

要配慮者向けの居場所づくりでは、2021年度から新たに配置したコミュニティ活動を支援する専門スタッフJKK住まいるアシスタントが
地元自治体や入居者等に積極的にアプローチし、イベント等の開催に向けて精力的に取り組み、入居者や地域の方々のコミュニティ活動
に対するニーズも旺盛であったため、11件の新規コミュニティ活動を創出し、2021年度計画５件を大きく上回る結果となった。

地域コミュニ
ティ拠点の整
備・居場所づく
り

○地元自治体やNPO、民間企業等と
連携したコミュニティ拠点の整備、
居住者と連携した居場所づくりの推
進
○コミュニティ活動を支援する専門
スタッフ（JKK住まいるアシスタン
ト）配置（２名）
⇒新規コミュニティ活動11件（大学
１件、拠点１件、住まいる９件）

〇今後も大学連携による学生と居住者の
交流を支援し、団地内コミュニティ活性
化の更なる促進を図る。
　空き店舗を活用したコミュニティ拠点
の整備において、ワークショップ開催等
による地域ニーズを踏まえた拠点の整備
に向けて、適宜運営事業者の支援を行
う。
〇JKK住まいるアシスタントの配置によ
り新規コミュニティ活動やイベントの開
催につながったことから、2022年度以
降、段階的に増員し、取組を推進してい
く。
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団体名：

戦略 2

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

○テレワーク環境の導入
（既存５団地）
○宅配ボックスの設置
（既存５団地）

○2020年度にWi-Fi導入した４団地で実施した
利用者アンケートの結果を踏まえて導入住宅
を選定し、2021年度はテレワーク等の利用が
見込めるファミリー世帯が多い住宅や、近隣
大学との連携協定を締結した住宅等、計画を
上回る既存９団地に導入した。
○簡易な発注方法を試行的に導入すること
で、宅配ボックス設置住宅の拡大を図り、計
画を上回る既存９団地に設置した。

○シニア向け住宅
・建設工事着工
・シニア向け住宅の見守
りサービス事業者の選定
※既存住宅へのセンサー
方式を活用した見守り
サービスの導入

○小金井本町の建替えについて、埋蔵文化財
試掘調査の影響により遅れが生じており、現
在は実施設計を進めている。また、シニア向
け住宅の見守りサービス事業者公募におい
て、見守り機器の性能、サービス提供スキー
ム、価格等の総合的な観点から事業者を選定
した。

○ペット等共生住宅の建
設に向けた課題抽出・仕
様検討
○禁煙住宅の建設工事着
工
○その他先駆的モデル事
業の検討
○先駆的モデル実施に係
るニーズの把握

○実施対象住宅を(仮称)C用賀馬事公苑に選定
し、設備仕様や管理ルール等に係る基本方針
を決定した。
○C大蔵の杜(１期)の２棟/全５棟を禁煙住棟
に設定した。
○C大蔵の杜(１期)にて、専有部への手洗い自
動水栓や玄関扉抗ウイルス仕様等や、コミュ
ニティサロンへの手洗い自動水栓や抗ウイル
ス仕様の壁床仕上げ材等の導入を決定した。
　(仮称)C祖師谷(１期)、(仮称)C赤堤にて、
ZEH-M orientedの水準を満たす仕様等のモデ
ル導入を決定した。

○小笠原村における新た
な住まいモデルの基本設
計・実施設計
○住宅管理に向けた地元
との調整

○都と村と連携を図り、事業を推進した。ま
た、住宅の設計においては、立地条件、特殊
な自然環境を踏まえた仕様、設備の導入を図
り、基本設計・実施設計を実施した。
○村民限定の募集枠の設定や管理業務の委託
などについて、リモート会議により小笠原村
との協議を進めている。

○先駆的事業の効果測定
○インターネット配信
サービスの活用・効果検
証
○メディア戦略の検討・
構築

○2020年度にWi-Fi導入した４団地にて、更な
る利用促進や今後の対象住宅の拡大を図るた
め、居住者アンケートを実施した。見守り
サービス実証実験のモニターの７割を超える
方から「安心感がある」との回答があるな
ど、有効性を確認した。
○先駆的な取組など全24件のプレスリリース
を実施した結果、新聞や雑誌への掲載実績延
べ20件となり、効果的な情報発信を実施し
た。
○新規ロゴ・新キャラクター等を決定し、新
たに構築した公社ブランドを社内外へ発信す
るため、各種ツールの検討を推進した。

多様化するニー
ズへの対応

○ペット等共生住宅の建設に向けた
設備やルール作りの検討
○禁煙住宅の建設工事中
○その他先駆的モデル事業の検討
・ウイルス対策・非接触設備
・ZEH-M oriented基準に適合する仕
様
○ウイルス対策・非接触設備の商品
調査や市場ニーズの把握のため、建
材・設備メーカーへヒアリング実施

○基本方針に基づく管理体制等の詳
細検討を実施していく。
○2022年度竣工住宅のC大蔵の杜(１
期)にて、禁煙住棟を整備する。その
他事業中の新築住宅において、整備
が可能な住宅への検討を進めてい
く。
○ウイルス対策・非接触設備を2022
年度竣工住宅(C大蔵の杜(１期)、(仮
称)C興野町)へ導入する。その他事業
中の新築住宅においても導入に向け
て方針決定する。
○モデル住宅２住宅の設計業務に着
手する。

行政連携による
ＪＫＫ初の島
しょ部における
住宅供給

○小笠原住宅の基本設計・実施設計
の実施
○募集方法や管理方法について地元
との調整

〇都と村と連携を図り、事業を推進
する。
　入札不調に伴い工事費、工期等の
見直しを行い、再起工を実施する。
〇今後、募集方法及び管理方法（申
請業務・清掃業務・修繕業務）決定
に向けて調整を行う。

賃貸住宅市場へ
の波及

〇既存住宅のコミュニティサロンへ
のWi-Fi導入に関する居住者アン
ケートを実施
　見守りサービス実証実験のモニ
ターへのアンケート及びヒアリング
を実施
○インターネット配信サービス
（PRTIMES）を活用したプレスリ
リース24件実施（PV数47,665、転載
サイト474件）
○新たな公社ブランドの構築

○テレワーク環境の整備について、
アンケート結果による効果検証を行
い、整備拡大を推進する。
　見守りサービスについて、2022年
度の本格実施に向けて各事業者と協
定を締結するとともに、プレスリ
リースや入居者への広報に取り組ん
でいく。
○引き続き、先駆的な取組などのプ
レスリリース行い、継続的な情報発
信を実施する。
○今後、社内外に向け、各種ツール
（動画、冊子等）を活用した、公社
ブランドの発信を行う。

団体自己評価

新しい日常に対応した取組として、テレワーク環境の整備や宅配ボックスの設置ともに計画を上回ることができた。
テレワーク環境の整備については、2020年度に導入した住宅で実施した利用者アンケートの結果を踏まえ、テレワーク利用が見込める
ファミリー世帯が多い住宅やコミュニティ活動が見込める近隣大学との連携協定を締結した住宅などに導入することで整備拡大を図っ
た。また、宅配ボックスの設置については、簡易な発注方法を試行的に導入し、設置住宅の拡大を図った。
2022年度以降について、テレワーク環境の整備では、利用が見込める住宅への設置に向けた導入計画の策定、宅配ボックスの設置で
は、簡易な発注方法の本格実施等による導入拡大等、スピード感を持って、取組を拡大していく。

新たなニーズへの対応として、JKKシニア住宅、ペット等共生住宅、禁煙住宅、小笠原住宅の建設に向けて、設計や基本方針の策定を進
めるなど、着実に取組を進めることができた。また、専有部やコミュニティサロンの一部に抗ウイルス仕様の採用やカーボンニュートラ
ルの推進のため、一層の高断熱や省エネルギーを実現するZEH-M Orientedの検討といった新たな取組を進めることができた。

公社事業・地域社会貢献等の情報発信をインターネット配信サービス（PRTIMES）を活用して、効果的な情報発信を行うことができた。
また、新たな公社ブランドを構築（ロゴ、タグライン等）するとともに、社内外の公社ブランドの醸成に向けた、各種情報発信ツール
（動画、冊子等）の検討を行った。今後、公社事業・地域社会貢献等の情報発信を引き続き効果的な情報発信を行うとともに、公社ブラ
ンド構築に向けた各種情報発信ツールを活用した情報発信を行う。

新しい日常に対
応した取組の推
進

○テレワーク環境の導入（既存９団
地）
　（13団地／194団地　導入率
７％）
○宅配ボックス設置（既存９団地）
　（53団地／135団地　設置率
39％）

○2024年度完了を目途として、対象
団地（残り181団地）のコミュニティ
サロンにWi-Fiを導入する計画を策定
し、取組を加速していく。
○2025年度完了を目途として、2022
年度以降は年間５団地から年間20団
地に宅配ボックスの設置ペースを加
速していく。

超高齢社会への
対応

○シニア向け住宅
・建設工事実施設計中
・シニア向け住宅の見守りサービス
事業者の選定

○小金井本町の建替えに向けた実施
設計及び工事発注を行っていく。ま
た、シニア向け住宅の募集・管理・
サービスなど、運営方法全般にかか
る調整を図っていく。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

東京都住宅供給公社

新たな都政課題等に貢献するJKK住宅の供給

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
新しい日常に対応した住環境の整備
（延45団地以上）

【目標②】
先駆的事業の実施による新たなニーズへ
の対応（新しいタイプの住宅供給や新た
な領域へのチャレンジを５団地以上実施
し、効果的な広報戦略により賃貸住宅市
場への波及を図る）

①新しい日常に対応した住環境の整備を延べ18団地に実施した。テレワーク環境
の整備、宅配ボックスの設置ともに2021年度目標を上回った。宅配ボックス設置
では、新たな発注方法を採用することで設置拡大することができた。

②禁煙住宅、シニア住宅、小笠原住宅の整備やペット等共生住宅の検討を進める
とともに、新たに抗ウイルス仕様の導入検討を行うなど新たなニーズへの対応に
向けた取組を推進した。また、インターネット配信サービスによるプレスリリー
スを実施し、効果的な情報発信を行うことができた。

経営改革目標
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団体名：

戦略 3

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

○「お客様の声改善会
議」の継続実施
　（対応・情報共有50
件）
○お客さまの声等を踏ま
えた都への政策提案（５
件）
⇒都営住宅管理サービス
の総合的な満足度53％以
上

○「お客様の声改善会議」を継続して実施
し、「お客様の声」の内容を分類・検証した
うえで、改善方針を検討し、必要なものにつ
いて速やかに実施した。
○お客さまサービス向上のため、申込みから
入居までの期間短縮や入居者広報など、都の
政策に資する提案等を行った。
⇒2020年度包括外部監査で満足度やアンケー
ト項目等について意見が出され、2021年度ア
ンケートでは項目等見直しを行った。その影
響で例年と比較して満足度が大幅に減少し
た。

○共益費事業による自治
会支援の拡大（新規申込
50団地）
○団地集会所を活用した
居住者向けイベントの開
催（新規開催10団地）
○自治会向け広報紙の発
行（２回）

○申込み検討中の自治会等からの問合せに対
して、各自治会等の状況に即した回答やアド
バイスを行い、団地内の合意形成を支援する
など、申込みの促進を図った。
○区市の福祉機関等からの問合せに対応し、
事業者の意向を踏まえた自治会対応を行うな
ど、都と連携して実施に向けた調整を図っ
た。しかし、新型コロナウイルス感染症拡大
の影響により、開催できた団地は５件となっ
た。
○広報紙「すまいのきずな」を発行し、新し
い日常における自衛消防訓練方法や共益費徴
収事業の紹介などについて情報提供を行っ
た。

○募集オンライン化に向
けた都のシステム構築へ
の協力・社内体制構築、
オンライン化開始
○チャットボットを活用
した問合せ対応開始
○都が進める入居者から
の申請受付のオンライン
化への協力

○都の検討会議に参画し、当社のノウハウを
活かした機能提案を行うなど、都と連携して
システム構築に取り組んだ。また、オンライ
ン申請利用者向けのコールセンターを新たに
設置し、お客様サービスの更なる向上を図っ
た。
○都では2026年度の都営住宅管理総合システ
ム再構築に向け、業務の抜本的な見直し・最
適化（BPR）を2022年度に予定している。これ
に伴う業務分析等をスムーズに行えるよう、
都の各業務所管課と連携し、業務フローの精
査・作成やシステムを利用した内部事務の整
理等を実施した。

○RPA、AI-OCR等導入の
実効性と費用対効果の検
証
○業務フローの見直しに
よる業務改善や業務の再
構築を実施
○申請における提出書類
の簡素化

○業務プロセス分析の中でRPA等の自動化によ
る業務の実効性や人的ミスの軽減、費用対効
果を検証しRPAの導入を決定した。2022年２月
にRPAの導入及び運用支援の業務委託契約を締
結した。
○自動化の先行ケースとして都営住宅等の共
益費徴収事業に係る共益費改定データの作成
についてRPA化を完了し、業務フローの見直し
を行った。
○入居審査のスピーディー化や必要書類の削
減等を図るため、資格要件や収入証明書類の
簡素化などを検討し、都に対しその有効性や
実効性の説明・提案を行った。

DXによるお客さ
まサービスの向
上

○募集オンライン化に向け、都の
検討会議への参画、利用者向け
コールセンターの設置などに取り
組み、2022年２月の毎月募集から
運用開始
○チャットボットを活用した問合
せ対応を開始（2021年３月に前倒
しで導入）
○都営住宅管理総合システムの再
構築に向けた業務の整理を実施

○オンライン申請の課題や効果を整理・
分析し、定期募集等への対象拡大に向
け、都と連携して取り組んでいく。
○再構築に当たっては、実務に精通した
当社のノウハウが必要不可欠になると認
識している。そのため、新システムの要
件定義に向けた業務分析や入居者からの
申請受付のオンライン化の検討に都と連
携して取り組んでいく。

RPAの導入等に
よる業務の効率
化とお客さま
サービスの改善

○RPA、AI-OCRの実効性と費用対効
果を検証し、導入
○IT技術を活用した業務の自動化
や業務フローの見直しによる業務
改善に着手
　RPAによる業務の自動化を実施
（１業務）
○募集審査書類の簡素化に向けた
都への提案（提案５件、施行開始
４件）

○申請書類や出力帳票の確認及び審査の
自動化を目指し、AI-OCRの精度の検証に
取り組む。
○RPA化により自動化が望める業務のRPA
化を迅速に進める。合わせて業務フロー
の見直しを行うとともに、執行体制の見
直しを含めた更なる業務の効率化を図っ
ていく。
○募集審査書類に限らず、都営住宅の各
種申請について、お客さまサービスの向
上を図るため提出書類の簡素化を検討
し、都に提案していく。

団体自己評価

都営住宅管理サービスの総合的な満足度は45.5％となり、2021年度計画53％以上を下回った。満足度の内訳は、「満足等」45.5％、「普
通」42.3％、「不満等」12.2％となっている。「不満等」の意見として「態度・対応が悪い」などの職員の接遇面の意見のほか、居住者
の騒音やペット問題等の相隣関係の苦情も増えている。このうち接遇面の不満などは真摯に受け止めるべき意見のため、速やかに全職員
に周知徹底するとともに、研修等を強化するなどサービスの改善に努めていく。具体的には、職員向け接遇研修を強化するほか、新たに
窓口センター職員を対象として電話応対に特化した研修やメールで回答する場合のマナーについての研修など実践的かつ効果的な研修を
導入し、職場におけるOJTにより研修効果の早期発現を図り、お客さまサービスの改善に努めていく。
なお、例年と比較して「満足等」の割合が低下した原因は、アンケート方法の見直しが影響したものと考えている。

都営住宅募集オンライン化対応は予定どおり2021年度に導入した。当社は、都の検討会議に参画しユーザー側の画面構築に協力したほ
か、運用面ではオンライン申請利用者向けのコールセンターの開設、申請利用者の入口となるJKKホームページの改修など都と連携しな
がら準備を進め、2022年度２月にオンラインによる申込受付を開始した。利用状況は好調であり、募集事務の効率化にも繋がっている。

都営住宅管理業務の効率化に向けて、業務プロセスの分析、自動化する業務の精査、RPA導入の費用対効果の検証を行ったほか、先行事
例として都営住宅等の共益費徴収事業に係る共益費改定データ作成のRPA化を完了させた。

郵送物の誤発送など事故が発生した。再発防止・事故防止に向けて、指導育成において職員一人一人の危機意識を高めていくとともに、
組織一丸となって内部統制の強化に取り組んでいく。

お客さまの声を
踏まえた業務改
善及び東京都へ
の政策提案

○「お客様の声改善会議」の継続
実施（対応・情報共有65件）
○お客さまの声等を踏まえた都へ
の政策提案（提案６件、採用３
件）
⇒都営住宅管理サービスの総合的
な満足度45.5％

○引き続き「お客様の声改善会議」を継
続し、情報共有及び最適なサービスのあ
り方検討を全社的に行い、サービス向上
を図っていく。
○更なるサービス向上に向けて、引き続
き、当社のノウハウを活かし、都の政策
に資する提案を行っていく。
○スピーディーに満足度を高めていくた
めに、接遇研修等の取組を強化してい
く。
○アンケートの実施方法等を改善すると
ともに、今後の目標の立て方等について
も見直しを検討していく。

高齢者対応、自
治会支援の強化

○共益費事業の新規申込60団地
○団地集会所を活用した居住者向
けイベントの開催に向けた自治会
調整等（19団地）
　イベントの開催（新規開催５団
地）
○自治会向け広報紙の発行（２
回）

○申込みを妨げている要因等の把握を
行った上で制度の改善検討を行い、都と
連携して更なる申込みの促進を図ってい
く。
○新型コロナウイルス感染症の情勢を見
極めながら、当社が区市の福祉機関等や
自治会とのつなぎ役となり、都と連携し
て実施に向けた調整を図っていく。
○自治会活動における課題や入居者の
ニーズ把握に努め、自治会活動の一助と
なる情報を提供していく。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

東京都住宅供給公社

都営住宅管理等における業務改善とお客さまサービスの向上

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
都営住宅管理サービスの総合的な満足
度（55%以上）

【目標②】
都営住宅募集オンライン化対応
（2021年度完了）

【目標③】
業務効率化・お客さまサービス改善の
ための管理業務改革プロジェクト
（2022年度完了）

①都営住宅管理サービスの総合的な満足度は45.5％となり、2021年度計画53％以上
を下回った。2021年度からアンケートの回答項目等を変更しており、この変更が満
足度の割合に影響したものと考えている。

②都営住宅募集オンライン化対応は、計画どおり2021年度内に導入した。システム
構築やオンライン申請利用者向けのコールセンター設置など、都と連携して準備を
進め、2022年２月からサービスを開始した。

③RPAの導入を決定し、業務フローの見直し・業務の自動化に着手した。
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団体名：

戦略 4

実績
(2021年度末時点)及び

要因分析

2021年度計画 要因分析

○ガバナンス強化のため
の組織改正と業務フロー
の検証
○内部統制方針・規程、
管理ツールの策定、試行
実施
○BCP（地震編・風水害
編・感染症編）の見直し

○更なるガバナンス強化に向けて監査室、内部統
制評価担当、外部理事の活用等について検討を進
めた。
○ガバナンス強化に係る各種規程等を策定した。
(令和４年４月１日施行)また、リスク評価シー
ト、業務フロー等の内部統制の管理ツールを策定
した。内部統制の管理ツールを用いた自己点検を
試行実施し、その結果についてサンプリング
チェックを一部実施した。
○震災編・風水害編について見直しを推進し、感
染症編については、新型コロナの動向を見据え、
改定内容の検討を進めた。

○財務系システム開発完
了・運用開始
○建設営繕系システム開
発中
○居住者管理系システム
開発に係る業者選定

○システム稼働後の運用及び業務の効率化が図れ
るよう、要件再確認を進めている。
○基本設計が完了し、より迅速にシステム開発に
よるDX対応を図れる積算機能について、契約準備
を進めることができた。
○オンラインによる入居申込を受け持つインター
ネット募集機能については、DX対応により入居希
望者の利便性が向上することから、先行してシス
テム開発を進めている。

○JKK住宅利用率の向上
に向けた空家リニューア
ルの推進（50戸以上）
○建替え
○東京都借入金の着実な
償還

○新設した専門担当部署において、集中的な住戸
リニューアル実施による業務の効率化、和室の洋
室化等の簡易リニューアルの推進により102戸が竣
工した。
○的確な工事監理、魅力ある商品企画、コストバ
ランス調整、地元自治体等との個別事案の調整等
を行いながら建替事業を推進した。
○９月に発行したソーシャルボンドを原資とし
て、都有利子借入金92億円の繰上償還を実施し
た。また、一般賃貸住宅の高い利用率を背景に、
安定した収益・キャッシュフローを確保し、３月
に83億円の繰上償還を実施した。

○女性職員の意見交換会
やキャリアアップに向け
た研修の実施・検証
○意欲と能力のある再雇
用社員の雇用上限年齢引
き上げについて制度策定
○福祉的人材の新規登
用・育成

○キャリアアップに向けた研修を実施し、キャリ
アに対する考え方への見識を深めた。また、昇任
予定の女性職員を中心とした意見交換会を実施
し、キャリアアップに伴う不安の払拭や仕事への
意欲を高めることができた。
○再雇用社員の雇用上限年齢を最長70歳に引き上
げ、有為な人財を活用する仕組みづくりに取り組
んだ。制度策定では、労使協議を重ね、国の指針
等を踏まえ対象者基準を策定した。
○2021年度から２名を配置し、新たなコミュニ
ティ活動創出を進めた。2022年度からの増員２名
を採用した。

業務を効率的に行
うための業務シス
テム改善

〇財務系システムの最終テスト、要件
再確認
〇建設営繕系システム開発中（基本設
計の完了）
　積算機能の先行開発に向け、契約手
法の検討（請負・準委任）や仕様の検
討（既存システムとの一時連携）を実
施
〇居住者管理系システム（インター
ネット募集機能）開発中

2022年度から新設した新組織を中心とし
て、組織全体で業務改革を推進していく。
また、システム開発において、DX対応の観
点から業務分析を行い、改善方針を検討す
る。
○より一層の効率化が図れるよう、要件の
洗い出し完了後、システム開発を進めてい
く。
○積算機能について2022年度に契約締結の
うえシステム開発に着手する。
○インターネット募集機能について2022年
度中にシステム開発を完了しリリース予
定。

収益力の強化と負
債の圧縮

○空家リニューアルの推進
（102戸竣工）
○９団地の建替事業を推進
・４団地工事中、３団地実施設計、１
団地基本設計、１団地設計者選定
○東京都借入金の償還182億円

○引き続き、JKK住宅利用率向上に向けて
空家リニューアルを推進していく。
○引き続き、的確な工事監理、魅力ある商
品企画、コストバランス調整、地元自治体
等との個別事案についての調整等を行いな
がら建替事業を推進していく。
○引き続き、年間家賃収入の向上や利用率
及び家賃収納率を高水準に維持し、償還原
資となる事業活動によるキャッシュフロー
の確保に取り組むことで、東京都借入金を
着実に償還する。

多様なマンパワー
の活用

○女性職員による意見交換会とキャリ
アアップ研修を実施
○再雇用社員の雇用上限年齢を、最長
70歳に引き上げる制度を策定
○2021年４月１日付でJKK住まいるア
シスタント２名を配置、2022年４月１
日付で増員２名を採用

〇2022年度も同様の取組を継続すること
で、女性職員のキャリアを支援していく。
また、職員が働きやすい職場づくりのた
め、職場環境や制度整備に向けた検討を
行っていく。
○労使協議に基づく対象者基準に沿って、
制度を適切に運用していく。
○今後も、JKK住まいるアシスタントの増
員を予定している。

団体自己評価

公共政策的事業指標に資する取組について、新たな入居支援制度として「長期居住高齢者向け住みかえ制度」（６月）及び「近居サポート割」（10
月）を開始するほか、既存住宅へのセンサー方式を活用した見守りサービスの実証実験を行うなど、取組を拡大することができた。

ガバナンス強化について、令和４年度政策連携団体職員配置計画において、監査室、内部統制評価担当を配置するなど組織体制の強化を図ることがで
きた。また、ガバナンス基本方針など関連規定を策定したほか、内部統制管理ツールを策定するなど内部統制の本格運用に向けて取組を進めることが
できた。今後、各種ルールに基づいた、内部統制の適切な運用を推進する。

財務指標について、売上高経常利益率は目標を上回り、自己資本比率においても昨年度比で0.8ポイント上昇するなど安定した財務状況を維持できて
いる。また、東京都借入金についても、早期償還計画に基づき着実な償還が実施できている。

多様な人材登用について、2021年４月１日付で女性係長５名が昇進し、女性の登用を進めることができた。また、キャリアアップ研修や女性職員の意
見交換会を実施するなど、キャリアアップに伴う不安の払拭や仕事への意欲の向上に努めることができた。さらに、再雇用職員の雇用上限年齢を最長
70歳に引き上げる制度を制定し、有為な人財を活用する仕組みづくりに取り組むことができた。

内部統制の構築・
運用

○ガバナンス強化に向けた新組織等の
検討
○ガバナンス強化に係る各種規程等お
よび内部統制管理ツールの策定、試行
実施
○BCP（震災編・風水害編・感染症編）
の見直しを推進

○新設した監査室、内部統制評価担当によ
りガバナンス強化を図っていく。
○ガバナンス強化に係る各種規程に基づ
き、内部統制に係る基本方針や実施計画を
策定し、内部統制の本格運用に向けて推進
する。（内部統制の推進、評価、報告等
）
○震災編・風水害編について、新設部署の
業務内容等を踏まえ、内容を更新するとと
もに、引き続き、感染症編の見直しを推進
する。

少子高齢社会、防
災、コロナ対策な
ど公共政策的取組
の推進

公共政策に資する主な取
組（戦略１・２より再
掲）
○民間企業等と連携した
見守りサービスの導入
○シニア向け住宅の建設
工事着工
○高齢者施設等を整備・
運営する事業者との協
議・調整
○建替えや既存住宅にお
けるテレワーク環境の導
入

○４団地で実証実験を行い、見守りサービスと安
否確認対応に係る課題を抽出し、検証した。
○小金井本町の建替えに向けた実施設計を進め、
シニア向け住宅の見守りサービスの事業者を選定
した。
○小金井本町にて運営事業者と契約を締結した。
大蔵にて、新たに福祉インフラ事業用地としての
活用を決定し、事業者決定に向けて審査を進めて
いる。
○テレワーク環境の試行導入として、テレワーク
やオンライン授業、コミュニティ活動等の利用が
見込める住宅を選定し、令和４年２月より運用を
開始した。

〇全JKK住宅の希望者を対象とした本格実
施へ移行する。
○小金井本町の建替えに向けた実施設計及
び工事発注を行っていく。また、シニア向
け住宅の運営方法全般にかかる調整を図っ
ていく。
〇小金井本町では、開設に向けた運営事業
者等との協議・調整を行う。大蔵では、事
業者決定に向けて、適切に審査を進めてい
く。
○テレワーク環境の導入に関する計画を策
定する。

○既存住宅への見守りサービス導入に
向けた実証実験を実施、本格実施に向
けた課題検証及び事業者との協定締結
に係る協議
○シニア向け住宅の建設工事にかかる
実施設計
○高齢者施設等を整備・運営する事業
者との協議・調整
○テレワーク環境の導入（既存９団
地）

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

東京都住宅供給公社

社会貢献の最大化と自立的経営の両立

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
公共政策的事業指標の拡大
（毎期前年度以上）
【目標②】
ガバナンス強化（内部統制本格運用）
【目標③】
財務指標（売上高経常利益率12％以
上、自己資本比率40％以上）
【目標④】
多様な人材登用による組織体制の強化
（新規女性管理職・係長10名以上、高
齢者登用制度創設）

①子育て世帯、高齢者等を対象とした新たな入居支援制度を開始するなど公共政策
的事業指標に資する取組を拡大した。

②ガバナンス基本方針、リスク管理規程など関連規程等を策定したほか、内部統制
管理ツールを策定し自己点検するなど内部統制（PDCAサイクル）の実施に向けた検
討を進めた。
③2021年度決算では、売上高経常利益率13.21％、自己資本比率37.54％となった。

④2021年度に女性職員５名を任用した。また、再雇用社員の雇用上限年齢を引き上
げる制度を策定した。
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団体名： 東京都住宅供給公社

2021年度計画 2021年度実績 要因分析 対応方針

①公社の規程等に基づく対応可能な手続に
ついては、全件規程等を改正
②デジタル化による多様な手続への移行を
推進

①事業者等に対し紙様式による手続を定めてい
る規程等を改正（全１件）
②事業者等の申請についてメール申請を認める
などデジタル化を進めている。（19件の手続を
デジタル化）

①事業者等の申請書類について、書式変更や押印欄の
廃止などを実施するとともに、紙での提出を求める手
続方法を変更した。
②事業者等の申請については、押印を廃止したことで
紙で原本（紙）を提出する必要性が薄れたことから、
専用システムを開発することなくメール対応を開始す
ることができた。
居住者の各種申請や入居時の審査については、契約に
関わる内容であり本人確認を要するため、今後のシス
テム開発において行うこととし、必要な機能の洗い出
しを実施している。

引き続き、デジタル化による多様な手続への移
行を推進する。

①お客様（入居者・事業者等）からの申
請・届出等は、原則押印廃止
※実印や契約印など本人確認が必要な押印
は、デジタル化の方向性を整理
②対外的に発出する通知等については、公
印省略（押印廃止）とする。
③社内申請手続については、デジタル化等
により原則、押印廃止とする。電子決裁に
ついては、導入に向けて検討を推進

①押印廃止可能手続数120件/120件　廃止済
②対外的に発出する通知等については公印省略
済（押印廃止済）
③社内申請手続について書類申請から電子申請
へ切替済
　電子決裁についてはシステム開発事業者と契
約（9月）、要件定義実施中

①押印廃止可能な手続について、様式を改訂するなど
押印廃止した。
②相手方から押印要望がないものについては公印を省
略している。
③ホームページ掲載や名刺作成依頼等の社内申請手続
について、電子申請ツールを導入しはんこレスを推進
している。

引き続き、お客様からの申請、届出の原則押印
廃止、通知等への公印省略（押印廃止）、社内
申請手続の原則押印廃止をしていく。
起案決裁について、電子決裁の導入に向けて進
めていく。

原則、FAXの使用を禁止
※聴覚に障がいがある方などFAXによる問
合せが必要な場合を除く

FAX送信件数約2,700件（2021年４月）から実績
０件
（PC-FAX導入により送受信ともに電子化）

FAX送付から電子メール等への切替えを推進したが、
一部の金融機関、工事店等については、電子メールや
他の連絡手段への切替えを要請したが相手方の事情に
より実現できなかった。
このため、2022年２月からPC-FAXを導入したことで、
FAXの送受信ともに電子化となった。

引き続き、原則、FAXの使用を禁止する。

住宅家賃の支払いについて、さらなる口座
振替の促進に取組む
敷金など初期費用等について、クレジット
カード決済の検討に着手
社内手続では少額の備品購入等について
キャッシュレスの検討を推進

口座振替未登録の新規入居者へのダイレクト
メール等により、住宅家賃の口座振替を促進
敷金など初期費用等について、クレジットカー
ド決済を検討
少額の備品購入等についてキャッシュレス精算
へ移行

新規入居後２か月目、４か月目に口座振替未登録者に
ダイレクトメールを発送するほか、居住者向け広報紙
への定期的な記事掲載を行い、口座振替利用率は
92.57％まで上昇した。（前年同月比0.4ポイント）
クレジットカード、電子マネー、QRコードに対応した
多機能端末の調査、事業者ヒアリング、費用試算等を
実施した。

職員による立替払いについて、精算方法を「小口現
金」から「振込」に切替え、キャッシュレス化を実現
した。

引き続き、住宅家賃の口座振替を促進する。
公社住宅の敷金など初期費用等について、クレ
ジットカード決済を導入する。

①ホームページの各ページにおいてチャッ
トボットを導入
②対面（窓口対応）から非対面（郵送）へ
の切替えを推進

①ホームページの各ページにチャットボットを
導入、ホームページにメール問合せフォームを
設置
②入居者向け広報紙において郵送申請や申請書
類のWebダウンロードを案内するなど、対面か
ら非対面への切替えを推進

2021年３月に公社HPの各ページにチャットボットを導
入した。月平均で約8,000件の利用があり、お客様の
利便性の向上に寄与している。また、賃貸住宅情報HP
では、有人チャットを本格実施し、更なるお客様の利
便性の向上に寄与している。
公社HPにメールフォームによるお問合せ対応を開始
し、非対面による対応を拡充した。

ホームページの各ページにおいてチャットボッ
トを拡充していく。
対面（窓口対応）から非対面（郵送）への切替
えを推進していく。

引き続き、不要な印刷・コピーの禁止、ペー
パーレス会議、ペーパレス研修等の紙削減を社
内全体で徹底するとともに、電子決裁の導入な
ど紙削減に向けた更なる取組を推進する。
入居者への郵送書類や会計伝票、契約関係書類
など業務上削減が困難なものについては、業務
改革・DX（システム改修、お客様への通知方法
の再構築など）の実現により削減を図ってい
く。

共通戦略

取組事項

手続の
デジタル化

タッチレス

キャッシュレス

はんこレス

FAXレス

団体自己評価

手続のデジタル化については、事業者からの申請書類について書式変更や押印欄を廃止するなど行い、メール対応を開始することができた。

はんこレスについては、押印廃止可能な手続を計画どおり廃止を進めることができ、通知等の公印の省略や社内申請手続を電子申請に切り替えるなどはんこレスを着実
に推進できた。

FAXレスについて、PC-FAXを導入することでFAXの送受信の電子化することができ、FAXレスの取組みを着実に推進できた。

ペーパーレスについては、不要なコピーや印刷の禁止、ペーパーレス会議の徹底など職員一人一人の工夫や努力により一定程度を削減することが出来たが、結果として
は約30％削減（519万枚削減）となり目標未達となった。
入居者等への各種郵送書類、工事・契約関連書類、会計伝票、起案文書など、業務の実情や構造上、削減困難な書類が多く、これらを削減していくためには、業務改
革・DXの実現が必要不可欠であることが明らかになった。
2022年度から新設した業務改革推進課を中心に組織全体で業務改革・DXを推進し、更なる紙削減を図っていく。

キャッシュレスについては、住宅家賃の口座振替を促進するほか、社内手続の少額の備品購入等についてキャッシュレス化を図るなど着実に推進できた。

タッチレスについては、チャットボットの公社全HPに導入することで、お客様サービスの向上を図ることができた。

テレワークについては、新たにテレワーク対応パソコンを導入するなど、テレワークが可能な環境の整備を進めることができた。しかし、導入できたテレワーク用PCの
台数が少ないことや一律配備の影響もあり、テレワークの実施率は低調となった。今後、更なるテレワーク環境の整備を推進する。

テレワ―ク

企画部門や総務部門など業務に支障が無い
部門を中心にテレワークができる環境の整
備・拡大を進めるとともに、テレワーク月
間を設け、テレワーク可能な職員について
は月40％※実施する。
さらに、テレワークに馴染まない業務の抜
本的な見直しを推進
※「実施件数／当月の勤務日数／テレワー
ク勤務可能な職員数」により算出

テレワーク対応パソコン100台の導入（６
月）、PCを用いたテレワークの試行実施（６月
から９月）により、テレワークができる環境の
整備・拡大を推進
テレワーク対応パソコン100台の追加導入（12
月）
テレワーク月間実施（２月14日から３月11日）
　テレワーク実施率：21.3％
　「実施件数：809件/当月の勤務日数：19日/
テレワーク可能な職員数：200人」

セキュリティの確保を絶対条件としてテレワーク対応
パソコン（以下「PC」）の検討を進め、2021年６月に
PCを100台導入した。多くの職員がテレワークを体験
できるように各職場にPCを１台を配付し、全社的にテ
レワークを試行した。試行後の職場アンケートにおい
てPCの追加希望が複数あったため、2021年12月に追加
で100台導入した。現在、200台のPCを用いて各職場で
テレワークを実施している。テレワーク月間（２月14
日から３月11日）におけるテレワーク実施率としては
21.3％であった。PCの台数が限られているため職員が
順番で利用しており、受け渡し期間（１日）が発生す
る。なお、こうした事情を踏まえ「当月の勤務日数」
を半減して実施率を算出すると42.6％となる。

新型コロナウイルス感染拡大時等における都・
国等からのテレワーク実施要請に、都庁グルー
プの一員として、適切に対応していく。

ペーパーレス

コピー用紙の購入量を50％削減（2016年
度比）する
＜コピー用紙購入量＞
　2016年度実績：約1,619万枚
　2021年度目標：約810万枚

コピー用紙購入量　1,100万枚

不要な印刷・コピーの禁止、ペーパーレス会議・ペー
パレス研修、紙資料からPDFデータ等への移行など、
社内全体で紙削減に取り組んだ。また、電子申請ツー
ルを導入し、社内申請手続のペーパーレス化を進めた
ほか、事業者等への通知・案内文など大量に紙を使用
していたものは、ホームページやyoutubeを最大限活
用し、紙削減を図った。こうした取組を推進すること
により、一定程度の削減は実現したが、入居者等への
郵送書類や会計伝票、工事・契約関係書類などはデジ
タル化や電子化が現状では困難なため、更なる削減策
を検討している状況である。
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【団体概要】

常勤役員数

常勤職員数

※令和4年7月1日より産業労働局が共管局となった。

所在地 東京都墨田区江東橋4-26-5　東京トラフィック錦糸町ビル　8階 電話番号 03-3644-2189

基本財産
/資本金等

356百万円
都出資等割合
/都持株比率

100.0%
設立
年月日

昭和37年5月14日

設立
目的

　地球温暖化防止活動の推進、省資源化と資源の循環利用の促進等、環境に係る事業を通じて、快適な都市環境の向上に貢献

し、もって環境負荷の少ない都市東京の実現に寄与することを目的とする。

主

な

事

業

（１）環境に係る調査研究及び技術開発等に関する事業

（２）環境に係る広報、普及啓発及び支援等に関する事業

（３）地球温暖化防止活動の支援等に関する事業

（４）自然環境の保全等に関する事業

（５）資源の循環利用に関する事業

（６）廃棄物の適正処理及び処理技術の支援等に関する事業

（７）その他、公益目的事業の推進に資するために必要な事業

組

織

団体名 公益財団法人東京都環境公社

代表者 理事長　　髙﨑　秀之 所管局
環境局

産業労働局（※）

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

12人

75人都派遣職員数

都退職者数

対前年度比

85.7%

2人 1人 2人 200.0%

311人 315人 328人 104.1%

18人 14人

95.8%71人 68人

【財務情報】　　　　
公益財団法人東京都環境公社

（単位：千円）

令和元年度 令和２年度 令和３年度
対前年度
差引増減額

対前年度比
（％）

主な増減理由

当期経常増減額 155,656 467,945 64,375 ▲ 403,570 13.8%

経常収益 6,575,657 7,347,409 9,992,903 2,645,494 136.0%

3,100 3,736 1,070 ▲ 2,666 28.6%

2,714 2,515 1,228 ▲ 1,287 48.8%

6,414,626 7,223,444 9,877,815 2,654,371 136.7%

155,216 117,714 112,790 ▲ 4,924 95.8%

経常費用 6,416,840 6,877,528 9,927,372 3,049,844 144.3%

6,392,723 6,854,122 9,903,963 3,049,841 144.5%

24,117 23,405 23,409 4 100.0%

当期経常外増減額 ▲ 6,887 ▲ 2,631 ▲ 28,865 ▲ 26,234 －

経常外収益 1,385 3,474 128 ▲ 3,346 3.7%

経常外費用 8,272 6,105 28,993 22,888 474.9%

法人税等 320 320 320 0 100.0%

当期一般正味財産増減額 148,449 464,994 35,190 ▲ 429,804 7.6%

当期指定正味財産増減額 ▲ 55 ▲ 2,137 ▲ 156 1,981 －

正味財産期末残高 4,434,796 4,897,653 4,932,687 35,034 100.7%

資産合計 59,240,661 61,339,883 62,834,660 1,494,777 102.4%

流動資産 3,283,454 3,926,897 4,800,692 873,795 122.3%

固定資産 55,957,207 57,412,986 58,033,968 620,982 101.1%

358,017 356,072 356,081 9 100.0%

負債合計 54,805,865 56,442,230 57,901,973 1,459,743 102.6%

流動負債 979,019 1,177,793 2,333,260 1,155,467 198.1%

固定負債 53,826,846 55,264,437 55,568,713 304,276 100.6%

正味財産合計 4,434,796 4,897,653 4,932,687 35,034 100.7%

指定正味財産 358,373 356,236 356,081 ▲ 155 100.0%

一般正味財産 4,076,423 4,541,416 4,576,606 35,190 100.8%

貸

借

対

照

表

（流動資産）
・暑さ対策事業に係る事業収入の一時的な留保による現
金預金の増
・地球温暖化防止活動事業等における事業未収金の増
・令和２年度に調達した暑さ対策グッズを利活用したこ
とによる貯蔵品の減

（固定資産）
・預り基金積立資産の増加による増
・粗大ごみ申告受付事業整理積立金の設置による増

（流動負債）
・事業の拡大に伴い増加した委託料等、事業未払金の増

（固定負債）
・預り基金の増加による増

基本財産

区分

正

味

財

産

増

減

計

算

書

（当期経常増減額）
・東京2020大会の延期に伴い、暑さ対策事業において令
和２年度に調達した暑さ対策グッズなどの費用が令和３
年度に費用化されたため

（経常収益）
・東京2020大会に係る暑さ対策事業の実施のほか、新規
事業及び業務拡大等による事業収益の増
・受取地方公共団体補助金等の減少によるその他収益の
減

（経常費用）
・事業の拡大等に伴う委託料の増
・新型コロナ感染防止対策の強化に向けた執務室の増床
に伴う賃借料の増

（経常外費用）
・新型コロナ感染防止対策の強化に向けた本社のフロア
移転に伴う建物付属設備除却損の増

基本財産運用益

特定資産運用益

事業収益

その他収益

事業費

管理費

76



団体名： (公財)東京都環境公社

　経営改革プランに掲げた目標のうち、戦略１「エネルギーの脱炭素化」では、助成金に係る電子申請導入につ
いて、計画を大幅に上回るペースで取組を進め利便性を高めたほか、積極的な広報活動によりZEVの普及に取り
組み、助成金の活用につなげている。戦略３「レジリエントな東京に向けた気候変動適応への貢献」では、研究
機関との連携や気候変動に関する調査研究の取組について、2023年度の到達目標に向け大きく前進させ、共通戦
略による「５つのレス」等の取組も進めている。その他の戦略においても、環境配慮行動への変容を促す都民・
事業者等へのアプローチ手法の構築など、経営改革に向けた新たな取組を進め、資源循環型社会への転換に資す
る取組についても、一部でコロナ禍の影響等が見られたものの着実に前進させている。
　以上のように、助成金の電子申請導入や気候変動に関する研究活動などをスピード感を持って実施し、都民・
事業者等の行動変容に向けた先駆的な取組を進めているなど、総じて団体として高い成果を上げている。
　引き続き、各種事業を積極的に推進していくとともに、エネルギーの脱炭素化に係る更なる取組の発展や、都
の環境施策等への貢献が一層図られることを期待する。

A

一次評価（所管局評価）

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けつつも一定の成果を挙げ、各経営課題に対して戦略的に取組を前進させており、概ね目
標を達成し、都の環境行政の執行に貢献したと評価する。
特に、助成事業へのデジタル導入をスピーディに進め、都の掲げるDX推進に積極的に取組んだ。また、組織再編による体制強化
や、気候変動適応センター及び東京サーキュラーエコノミー推進センターの新設に向けて都と密に連携を図るとともに、都民・事
業者の環境配慮行動に繋げる取組を推進するなど、都庁グループの一員として適切に対応した。

①エネルギーの脱炭素化
CO２排出実質ゼロにむけて展開する助成金事業について、電子申請システム導入率の目標値を大幅に上回り、助成金申請の利便性
を向上させるとともに、事務の効率化も実現し、都が全庁を挙げて推進するデジタル導入を通じたQOL、QOSの向上に貢献したとい
える。今後、助成事業の利用者の更なる拡大や、部門別の脱炭素化に寄与する取組を、局と連携して推進することを求める。

②サステナブルな資源循環型社会への転換
コロナ拡大の影響で一部目標に届かなかったが、食品ロス事業をオンラインに切替え、専門家によるより訴求効果の高い普及啓発
を行った点を評価する。さらに、粗大ごみの受付事業の拠点分散化により、コロナ禍における社会インフラ事業の継続的かつ安定
的な執行体制の確保、危機管理体制の強化を図った点を評価する。今後は、新設したサーキュラーエコノミー推進センターにて、
実効性の高い取組を積極的に展開することを求める。

③レジリエントな東京に向けた気候変動適応への貢献
気候変動適応センターを開設し、これまで分野ごと各主体ごとに行われていた気候変動適応に関する情報収集・発信体制を集約・
強化した点、区市町村の適応計画策定支援を実施した点など、気候変動による都民生活や自然環境へのリスク回避・軽減に向けた
取組を円滑に開始した点を評価する。センターの運営状況や、各種支援の効果等については、継続的な検証が必要である。また、
各所との連携・研究体制強化を生かし、気候変動適応に係る研究の更なる推進と研究成果の公社事業への還元を期待する。

④環境配慮行動への変容を促すアプローチ手法等の構築・展開
公社ユーザーの特性に応じた広報の実施、民間企業等との連携広報の展開等、行動変容を促すアプローチ手法等の構築・展開を積
極的に進めた。また、新たに複数の団体と協定を結び、行動変容に向け各団体の知見を活かし、今後多角的にアプローチできるよ
う連携を強化したと言える。今後は、策定したサステナビリティチャレンジによる事業の分野間連携を深め、行動変容に向けた具
体的取組の一層のレベルアップを図ることを求める。

あわせて、コロナの状況やエネルギー需給ひっ迫回避に向けたHTT施策に資する事業の一層の推進など都の政策動向等も見据えな
がら、環境課題を先取りしたより一層の取組推進を期待したい。

最終評価
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団体名：

戦略 1

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・既に導入したシステム
の改修等により、電子申
請導入率を30％に向上
・AI-OCR・RPA等により、
審査業務の一部をデジタ
ル化

・新たに16事業において電子申請システム
やメールなどの電子申請による受付を開始
したことにより、導入率が向上した。
・他の事業と比較し申請件数が多いZEV普
及促進事業の審査業務において、手書きの
申請書類をAI-OCRにてデータ化し、データ
ベースに自動で入力するためのRPAを構築
し試行的に実施した。

・チャットボット、Webセ
ミナーの開催など、多様
な広報啓発手法を展開
・これまで不十分であっ
た家庭向けの広報物を充
実
・10以上の団体等と連携
してZEV普及活動を実施

・チャットボット構築やWEBセミナー開催
のほか、WEB広告、新聞広告への掲載など
ZEVの広報活動を展開した。
・ポータルサイトを構築し、ZEVに特化し
分かりやすく紹介した。また、WEBイベン
トでは、主婦に人気が高い著名人のインタ
ビューや子供向けクイズを掲載するなど、
家庭向けコンテンツを充実させた。
・新型コロナ感染拡大の影響によりイベン
トの開催が見送られる中、5社（東京駐車
協会、ライジング出版、ギフティ、
aidea、KINTO）と連携しZEVの認知度向上
を図る取組を実施した。

・新たな生活様式を踏ま
えた省エネの提案
・オンライン診断等の検
討、実施に向けた都への
提案

・2021年度より実施している都の換気設備
に対する助成事業の活用促進を踏まえた省
エネ診断事業を展開した。（感染症対策と
省エネの両立につながる省エネ提案）
・オンライン診断について、診断先事業者
や診断実施者等にヒアリングを行い、より
効率的かつ効果的な実施方法を取りまとめ
た。

(公財)東京都環境公社

エネルギーの脱炭素化

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
◆助成金電子申請導入率を事業数ベース
で原則100％に向上
※効果が見込めない事業を除く

【目標②】
◆クール・ネット東京と連携してZEVの普
及活動を実施する外部団体等を30以上に
拡大

【目標③】
◆新たな省エネ診断手法の提案・実施

・助成金事業の電子申請導入は、新たに16事業において電子申請等を導入し導入
率84%（21件/25件）に向上させ、導入済のシステムは利便性向上のための改修を
実施した。
・ZEVの普及広報では、ターゲットを選定し効果的な広報を実施し、ポータルサ
イト構築やWEBイベントを開催するなど家庭向けの広報の充実も図った。
・省エネルギー診断では、感染症対策と省エネの両立に向け診断時間の短縮や換
気設備の省エネ対策の見直しを図ったことで、2020年度と比較し申込者が約100
件増加した。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

助成金事業の利
便性向上

・電子申請の導入推進により、利便
性向上という利用者ニーズに応え、
審査のスピード化を図ることによ
り、都民・事業者による省エネ推進
や再エネ利用の拡大を促進
➢電子申請導入率を84%（21件/25
件）に向上
　※効果が見込めない4事業を除く
➢ZEV導入促進事業の審査業務にお
いてAI-OCR・RPAを導入

・2023年度の到達目標を前倒しし、2022
年度導入率100％とするとともに、異な
る電子申請システム（WEBフォーム）の
統一化や各助成事業間でのデータ連携に
向けた検討を進め、更なる利便性の向上
に繋げる。

団体自己評価

2021年度計画に掲げた事項については概ね達成しており、エネルギーの脱炭素化の実現に向けた取組を着実に推進した。

■助成金事業の利便性向上
・電子申請の導入については、申請書類の簡素化を図るなど申請者の利便性を考慮しながら電子申請システムの構築を実施した。また、
申請件数など助成事業の特性やシステム構築に伴う費用対効果を踏まえ電子申請方法を選定した。
・助成金事業の審査業務におけるAI-OCRの導入では、AI-OCRを効果的に活用するため申請書類の様式を変更するなど読み取り率の向上
を図った。また、RPAの導入では、職員の技術向上を図るため研修会に参加し、職員自らRPAの構築できるスキルの習得に努めた。

■ZEVの普及
・多様な手法を活用した広報においては、これまでの申請者の情報を活用し年齢層や居住地などZEVに興味のあるターゲットを設定し、
広報媒体や広告内容を選定することにより、効果的な広報活動を実施した。
・ZEVに特化したポータルサイトの構築では、動画やロゴを作成するなど、より理解しやすいデザインを構築した。また、WEBイベント
では、著名人のインタビュー記事を掲載し、著名人のSNSでも情報発信を行うなど、これまで接点のない都民に気候変動対策等について
訴求することができた。
・ZEV普及活動の団体等との連携では、５社と連携し、雑誌広告やTwitter、イベントなど多様な広報媒体を活用しZEVに関する普及啓発
を実施した。なお、団体数については新型コロナの影響により、目標には及ばなかった。

■コロナ禍での省エネ対策強化
・省エネルギー診断では、換気設備の運用方法の見直しなど即時性の高い提案を実施するとともに、都の補助事業の活用について周知
し、より効率的な換気設備導入促進を図った。

■今後の方針について
本戦略については、都が定める業務部門、家庭部門、運輸部門などのエネルギー削減目標に対する実績や、今後都が策定予定の環境基本
計画の内容や都が定める各部門の削減目標等を踏まえ、所管局と協議し、強化・推進すべき取組を整理していく。

ZEVの普及

・助成利用者拡大により自動車の脱
炭素化を推進（交付決定件数4,538
件）
・ZEVの普及に向け、導入メリット
を伝える広報を実施
　➢WEBセミナーなど多様な手法を
活用し広報を展開
　➢WEBイベントでの主婦・子供向
けコンテンツの充実化
　➢５社と協定を締結し、ZEVの認
知度向上に向けた取組を実施

・ZEV普及に向けた機運を醸成するため
各事業の利用者に即した広報・啓発活動
を実施するなど、助成事業の積極的な活
用を促すとともに、広報・啓発活動の実
効性の検証・取組強化を図り、ZEV導入
に係る助成事業の更なる利用拡大に繋げ
る。

コロナ禍での省
エネ対策強化

・換気設備に対する省エネ提案を実
施し、業務・産業用部門における
CO2排出量削減を推進（91件）
・コロナ禍における省エネ診断業務
の利用拡大に向け、オンラインによ
る診断手法を都に提案
　➢効率的に実施するため事前情報
収集の強化
　➢現地診断と同レベルの診断実施
に向けて、過去データ等公社の蓄積
を活用

・既存の換気設備の有効活用や、より効
率的な設備導入の提案など、新たな生活
様式を踏まえた省エネの提案を展開す
る。
・オンライン診断の具体的実施方法につ
いて更なる効率的な手法の検討を行うた
め、試行的にオンライン診断を実施する
など、課題等を把握し解決に向けた取組
を行う。
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団体名：

戦略 2

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・３Rアドバイスによるリ
サイクル改善の取組事業
者数40件
（廃プラスチック対策に
係る知見を活用した情報
発信、講習会等の普及強
化により、３R・適正処理
を促進）

・コロナ禍による感染拡大防止のため、訪
問を敬遠する事業者が多く見られ、アドバ
イスの件数が伸び悩んだ。また、訪問先の
選定が、都と区市町村との調整により決定
されることから各自治体の動向にも大きく
左右されたが、人材育成やアンケート調査
を踏まえアドバイス内容の充実化など取組
強化を図った。

・食品ロス環境学習プロ
グラムの構築・試行／実
施世帯数100件
（食ロスアプリを活用し
た環境学習等プログラム
の構築とデータの集約）

・食ロスの実態や各企業や学生団体の取組
状況を共有するなど、自分ごととして捉え
ていただく講座として実施した。（オンラ
イン参加138名）
・食品ロスは、ジェンダーギャップの視点
から、主婦だけでなく家族みんなで担って
いく必要など、今後の暮らしのあり方を踏
まえた食ロス対策の講義を実施した。（オ
ンライン参加73名）
・食ロス対策の優良事例を参考に、出前授
業などを想定した食品ロス環境学習プログ
ラムを構築した。

・分散管理方式による受
付センターの運営
・コロナ対応BCP計画の検
討・策定、ルールの試行

・粗大ごみ申告受付事業は、仮に感染者が
発生、複数の濃厚接触者が特定された場合
において、他の拠点で受付が行えるよう３
か所の分散管理方式とすることで、継続的
かつ安定的な事業執行体制を確保し、危機
管理体制を強化した。
・コロナ対応BCPの策定に当たっては、業
務毎にリスク及び事業継続の評価を実施
し、感染者発生時の人員配置及び具体的な
対応を示した。策定後は、環境事業部内及
び安全衛生委員会で周知し、計画に沿った
試行を実施している。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

(公財)東京都環境公社

サステナブルな資源循環型社会への転換

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
◆３Rアドバイスによるリサイクルの改善
実施事業者120件

【目標②】
◆研究所等これまでの知見やノウハウを
活用した家庭及び外食における食品ロス
削減の促進

【目標③】
◆リスク管理体制の再構築、運用

・３Rアドバイスや食品ロス対策は、新型コロナ感染拡大の影響を受け、事業機
会が失われ、目標達成に至らなかったが工夫を凝らしながら取組を推進した。３
Rアドバイスでは、これまでの現場訪問での知見を活用し、マニュアル作成やア
ドバイザーの人材育成に努めるなど現場力の向上を図った。また、食品ロス対策
では、専門家等を通じたオンライン方式での発信に切り替えることにより訴求力
を高め、普及を図った。今後は、資源のサプライチェーンに視点を当て、好事例
の情報発信、都民・事業者からの相談・マッチングなど取組を強化していく。
・社会基盤を支える事業体制の強化は、コロナ対応として分散型センター運営の
整備や事業継続計画（BCP）の策定により成果が出ている。今後、災害時にも対
応しうる人材の育成にも焦点を当て、廃棄物処理機能の維持に貢献していく。

事業者向けプラ
スチック対策の
強化

・都内の事業用大規模建築物を対象
として、事業系廃棄物の３R促進に
つながるアドバイスを実施。（12
件）
・排出事業者等に対する３R促進の
ための講習会を、区市町村が実施す
る廃棄物管理責任者講習会の場を活
用して３回実施。（10/28、１/24、
１/31）

・サーキュラーエコノミー推進センター
を開設し、廃プラ対策の先進的取組を社
会に展開していく。
・３Rアドバイス事業においては、好事
例の紹介などを通じて多様なアプローチ
を実践し、事業者の３Rを後押ししてい
く。
・ボトルtoボトルリサイクルへの助言
や、地域のエコイベント等でのリユース
容器の導入など、相談・マッチング事業
を展開していく。

食品ロス対策の
普及強化

・専修大学との共催による食ロス自
分ごと化イベントの実施（９/11）
・料理研究家を講師に「食品ロスと
私たちの暮らしのSDGs」の講座を開
催（12/５）
・食品ロスに関する環境学習プログ
ラムを制作

・サーキュラーエコノミー推進センター
の取組を通じて、食ロス削減の行動変容
に繋げていく。
・民間企業が保有する食品の活用先の紹
介など食品ロス削減等の新たな仕組み作
りを目指した相談・マッチング事業を実
施するほか、地域の多様な主体が取り組
む食ロス削減の行動変容事業を支援する
などの取組を行う。
・小学校向けに食品ロス環境学習プログ
ラムを活用した出前授業を展開する。
（戦略４で実施）

コロナ禍でのリ
スク管理体制強
化

・神田、錦糸町、仙台の３か所に粗
大ごみ受付センターを開設し、感染
によるリスク分散を踏まえた運営体
制を強化（９/20、全95席整備）
・中央防波堤埋立処分場にかかる業
務及び浄化槽検査業務等、社会基盤
を支える事業について、コロナ対応
BCPを策定（10月完了）

・廃棄物処理をはじめとした環境全般に
関わる技術知識、ノウハウの共有など、
社会基盤を支える技術系職員に関わる人
材育成プランを策定する。
・災害時の緊急時においては、事業現場
における自律的・機動的対応に加え、関
連部署間における有機的な連携など適応
力の高い組織体制を整備していく。

団体自己評価

2021年度計画に掲げた事項については、新型コロナの感染拡大の影響に伴い目標に達しない事項があったが、代替手段を講じながらサ
ステナブルな資源循環型社会への転換に向けた取組を推進した。

■事業者向けプラスチック対策の強化
・３Rアドバイスの実績については、コロナ禍の影響等により、当初の計画には及ばなかったが、これまでの現場訪問での知見を活用
し、マニュアル作成やアドバイザーの人材育成に努めるなど現場力の向上を図った。
・また、過年度にアドバイスを実施した事業所に対し、取組状況や意識変化等をアンケート調査し、具体的な好事例の収集などアドバイ
ス内容の充実に取り組んできた。さらに、事業者が直接公社に申込可能とするなどより利用しやすい方法に見直しを行った。

■食品ロス対策の普及強化
・当初予定では、区市町村と連携し、アプリを通じた食品ロスの記録づけを、対面方式により直接家庭等にアプローチしていくこととし
ていたが、新型コロナの影響により、オンライン方式に切替を余儀なくされた。オンラインでは、専門家等を通じた発信が訴求効果を高
めることを踏まえ、食品ロスアプリを通じた普及啓発の展開に代え、食品ロスを自分ごと化するオンラインイベントを実施し食品ロス対
策の普及を図るとともに、小学校における出前授業実施に向けて食品ロスに特化した環境学習プログラムを制作した。

■コロナ禍でのリスク管理体制強化
・粗大ごみ申告受付事業は、仮に感染者が発生、複数の濃厚接触者が特定された場合において、他の拠点で受付が行えるよう３か所の分
散管理方式とし、受付体制の整備や情報共有による各拠点の業務内容の平準化にも取り組んだ。
・コロナ対応BCPの策定に当たっては、業務毎にリスク及び事業継続の評価を実施し、感染者発生時の人員配置及び具体的な対応を示し
た。
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団体名：

戦略 3

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・気候変動適応センター
の開設準備と設置後の運
営
・区市町村支援の仕組み
づくり
・HP等により気候変動適
応に関する情報を発信

・開設準備として、８月に開設先行の近隣
県（長野、神奈川、千葉、埼玉）に対し取
組や課題などについてヒアリングを実施し
たほか、国環研定例会に毎回参加し、近隣
県以外の情報を積極的に収集した。
・江戸川区気候変動適応計画策定有識者会
議に委員を送り計画策定に向けた助言と支
援を実施した。
・気候変動適応に関する区市町村支援に向
けた支援ニーズ把握のため、アンケート調
査を実施した。
・情報発信に重要なHPは、一般に理解し易
い構成となるようイラスト等を多用した。

・新たな研究態勢の構築
 (自主研究の募集に際し
て、プロジェクトリー
ダーを設置するなど、既
存の研究分野を横断した
調査研究を実施する態勢
を創出）

・ポスター掲示や個別対応などにより広く
所内に呼び掛けた。
・「気候変動に伴う東京湾流域圏の水温変
化の実態把握と水質・水塊構造に及ぼす影
響解析」など６課題が立案され、すべての
研究が気候変動やSDGsに密接に関係するも
のの、公開研究発表会などの外部発信の場
で一層の理解が進むよう、この６研究に総
括タイトルを設定した。
・６研究は「所内審査会」や外部委員によ
る「自主研究アドバイザリーボード」の審
査を経た上で本社より必要な予算が措置さ
れた。

・他の研究機関との連携
（2021年から2023年まで
の３年間で３件の気候変
動対策に繋がる連携・協
働を目指す。そのために
は、学会等への積極的な
参加を促し人的交流を深
めながら、幅広い活動を
進めていく。）

・同大学法人との包括連携協定では、これ
まで以上に密接な連携・協働の下で調査・
研究を進めることが期待でき、双方がメ
リットを享受できる。
・都市におけるヒートアイランド暑熱リス
クにおける多角的な研究体制の構築につな
がった。
・そのほかにも継続して多方面に呼び掛け
たところ、21年度末までに新たに２件（東
京都市大学、東京大学）の連携・協働が構
築できた。また、学会等にも積極的に参加
して人脈を形成し新たな連携を図る。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

(公財)東京都環境公社

レジリエントな東京に向けた気候変動適応への貢献

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
◆適応センターの開設・運営
◆区市町村支援の仕組みづくりと支援の
実施
◆ＨＰ等により知見等を区市町村をはじ
め都民等に広く発信（随時）

【目標②】
◆横断的・総合的な調査研究の推進（プ
ロジェクト研究１件）

【目標③】
◆気候変動対策に繋がる他の研究機関と
の連携（３件）

・気候変動適応センターは１/４に業務を開始。HPにはイラスト等を使用するな
ど気候変動の理解が進むよう工夫した。
・分野横断的な調査研究は、プロジェクトリーダー等の態勢を組み各科に呼び掛
けたことで、気候変動に関連する６研究を立案。2022年度から取組を開始した。
・他機関との連携は、国立研究開発法人建築研究所の外、22年度研究として東京
都市大（自主研究）、東大（科研費）との連携・協働を成立（累計３件）させ
た。また、東京都公立大学法人と包括協定を締結し連携に向け協議を開始した。

気候変動適応に
関する情報収集
や発信機能の強
化

・開設準備等（局及び公社）協議会
開催（９回）
・国環研地域気候変動適応センター
定例会参加（６回）
・江戸川区気候変動適応計画策定有
識者会議参加（３回）
・都内区市町村気候変動適応計画策
定状況等アンケート調査実施
・研究所ニュース№38に開設特集掲
載
・１/４センターを開設するととも
にHPを公開し、気候変動適応に関す
る情報を発信（～３/31閲覧実績
3,652件）

・国環研や周辺県等の気候変動適応セン
ターとの連携や、国環研の情報発信基盤
の「気候変動適応情報プラットフォーム
（A-PLAT）」等の活用により、積極的な
情報収集を行う。
・江戸川区の取組を支援するほか、都内
区市町村の気候変動適応に関する支援
ニーズを把握し、セミナー内容に反映さ
せるなど、支援内容の充実を図る。
・研究所ニュースNo.40（６/30号）への
活動報告掲載をはじめ、定期的に情報発
信を行う。

分野横断的な調
査研究の推進

・プロジェクトリーダー等を定め所
内横断的な研究態勢を創出
・「持続可能でレジリエントな都市
構築に資する気候変動対策に関する
研究」との総括タイトル下に分野横
断的な課題別６研究を選定
・22年度予算要求により６研究に公
社財源約1,900万円を措置

・プロジェクトリーダー等を中心にして
当該６研究の進行管理を着実に実施す
る。
・プロジェクト研究の進捗状況を中間報
告として取りまとめ、研究所ニュースや
当所HPなどを活用して適切な時期に発信
する。
・分野横断的研究では、例えば、マイク
ロプラスチックに関する研究などは水環
境チームと資源循環チームの連携・相互
支援が期待できることから、改めて他の
研究チーム間の連携・協働を模索してい
く。

他の研究機関等
との連携・協働
の強化

・東京都公立大学法人と包括連携協
定を締結（７/16）、同協定により
都立大学（竹川研究室）と研究課題
を協議（11/17）
・建築研究所（代表研究者）と連携
が成立し、21年度より共同研究を実
施（当所は分担研究者）
・22年度の連携に向けた協議におい
て新たに２大学と連携・協働が成立

・都立大学との協議では連携可能な課題
を検討して当所に提案することで合意。
・22年度に新たに、東京都市大学と「都
市緑地におけるみどりの多様な効果によ
る社会的便益の研究」、東京大学と「物
質間ネクサスの統合的分析・評価モデル
の開発と食品・プラスチックネクサスへ
の適用」について連携予定。

団体自己評価

2021年度計画に掲げた事項を全て達成しており、気候変動適応の促進に向けた取組を着実に進めた。

■気候変動適応に関する情報収集・発信機能の強化
・気候変動適応センターの開設に当たっては、関係者による月一回の連絡協議（作業目標の設定と進行管理等）を開催し、適切な事務ス
ケジュール管理を行い計画どおりに組織を立ち上げた。
・区市町村支援については、江戸川区気候変適応計画策定有識者会議に委員を送り助言・支援を行った。都内区市町村の気候変動への取
組状況はそれぞれであることから、各自治体の状況やニーズに応じた支援を実施していく。
・気候変動適応に関する情報発信については、Webサイトの開設準備を着実に実施し、１/４のセンター開設・業務開始に合わせ、情報
発信を開始することができた。閲覧数は、５月11日4,574回となっており順調に伸びている（２回の更新を実施済み）。R２世論調査に
よると気候変動適応に関する認知度は低いことから、研究所ニュースやHPの活用のほか、区市町村の環境フェア等に積極的に参加するな
ど、区市町村との連携により情報発信を強化していく。

■分野横断的な調査研究の推進
・これまでの単一の課題を深掘りするほか、気候変動は様々な要因が複雑に関係することから所内の連携を重要視し分野横断を意識して
進めてきた。結果として、気候変動に関連するプロジェクト研究として６課題の自主研究が立案できた。2年間でこれらの研究に成果を
出し、更に深化させる後継研究に繋げていく。

■他の研究機関との連携
・都立大とは協定締結以前から「東京における温暖化ゲリラ豪雨等局地的極端現象の実態解明」等の課題で連携を進めてきており、引き
続き連携・協働に向けて取り組む。
・３年間の目標である連携３件は２年目で達成した。今後はこれらの研究を深化させながら、更なる連携の上積みや外部資金獲得ができ
るよう努力を継続する。
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団体名：

戦略 4

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・公社リソースの洗い出
しと必要な情報の精査や
収集手段の検討
・ニーズ・環境配慮行動
への誘導手段等の情報収
集・分析・検討

・CNTにおいて、ターゲット別（年齢別）
の広報展開、インフルエンサーによる普及
のほか、WEBイベントの実施など広報コン
テンツを充実させた。
・CNTの試行的取組を各事業で展開するた
め、具体的な方針を示した。
（１）行動変容ステージや年代別等に応じ
たアプローチの実施／動画やSNS等を活用
した魅力的な情報発信とコンテンツの充実
／各事業分野ユーザーへの他分野の情報提
供
（２）脱炭素化に取り組む企業・団体との
協働／公社リソースを活用したフォーラム
やコンソーシアムなど共同事業の実施

・多様なチャネルを活用
した効果的な情報発信
・体験価値向上に向けた
スイソミルの水素エネマ
ネ設備の導入、ICTを活用
した展示改修

・リフォームやDIYを行う家庭をターゲッ
トとし、日本DIY・ホームセンター協会と
連携し、商材ごとの省エネ対策を紹介した
動画の配信のほか、省エネ対策のチラシ配
架など省エネ商材の販売促進と家庭の省エ
ネ対策の普及啓発を実施した。
・展示物について最新の水素社会の動向を
踏まえた内容に更新するほか、水素聖火
トーチなどを活用し、東京2020大会におけ
る水素利活用の姿をスイソミルから発信す
るなど大会レガシーを体験できる情報発信
拠点に刷新した。

・多様な主体と連携した
各事業・プログラムの推
進
・他団体とのパートナー
シップの形成（他団体と
の連携事業の検討・試
行）

・多様な主体と連携して行動変容に繋がる
取組を推進すべく、まずは公社自身の行動
変容を図り、公社の強みを活かしながら持
続可能性を追求していく取組について全社
を挙げて企画・検討を進めた。
・暑さ対策グッズの活用促進や資源の循環
利用の定着に向けた相互連携を図るほか、
ZEVの普及や気候変動適応に係る調査研究
の推進に向けて他団体と連携協定を締結し
た。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

(公財)東京都環境公社

環境配慮行動への変容を促すアプローチ手法等の構築・展開

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
◆環境配慮行動への行動変容に向けた実
効性の高いアプローチ手法等の構築と実
践

・CNTユーザーの特性に応じた広報展開など試行的取組を踏まえ、公社全体の環
境配慮行動の取組方針を決定。また、省エネ商材の販売促進と省エネ対策の普及
を目的として民間企業等と連携し情報発信を実施したほか、スイソミルでは訴求
力の更なる向上に向け施設改修方針を決定し、環科研等と連携し段階的に改修を
実施していく。
・持続可能性を追求する取組「Sustainability Challenge」を策定し、多様な
主体とパートナーシップを構築し都民・事業者の行動変容に繋げる基盤を固め
た。

行動変容に向け
た具体的なアプ
ローチ方法等の
構築

・CNTユーザーに年齢別の広報を実
施するなど特性に応じたアプローチ
を試行的に展開（R３.６～）
・上記試行を踏まえ、公社全体の環
境配慮行動の定着に向けた取組の方
向性を決定（R３.９経営会議）
（目標１）各事業分野に存在する
ユーザーの特性に応じたアプローチ
の実践
（目標２）他団体との連携・共創を
軸にアプローチ経路の多角化

・資源循環分野を中心に取組を強化し、
東京サーキュラーエコノミー推進セン
ターを拠点として廃プラ対策や食ロス対
策の先進的取組のマッチングを実施する
ほか、シンポジウムを開催し好事例や成
果等を広く共有するなど行動変容に向け
た具体的アプローチを公社全事業で展開
していく。
・「隗より始めよ」の意識のもと、職員
一人ひとりが実践する環境配慮行動につ
いて、取組事例を広く共有し環境配慮に
繋がる取組の浸透・促進を図る。

環境配慮行動を
喚起する事業の
展開

・民間企業と連携した省エネ対策の
広報を展開（R３.８～）
・水素エネルギーの最近の社会的動
向や将来像など踏まえたスイソミル
の施設改修の方針(方針①：水素社
会実装に向けた社会的な取組等の情
報を発信、方針②：再エネ由来CO2
フリー水素の利活用を見える化）の
もと、展示改修を段階的に実施

・環境配慮行動を促す広報戦略を定め、
幅広い環境分野で事業を展開する公社の
強みを活かした横断的な広報活動を推進
し、「伝える広報」から「伝わる広報」
への転換を図っていく。
・環境科学研究所と連携した再エネ由来
水素蓄電システムの導入など水素社会を
より身近に感じていただく普及施設を目
指し施設改修を実施する。

他団体とのパー
トナーシップの
形成

・公社における持続可能な社会の実
現に向けた取組「Sustainability
Challenge」（６分野９テーマ）を
策定（R４.３）
・ソーシャルスポーツイニシアティ
ブと連携協定を締結（12/10）する
ほか、エネルギーの脱炭素化（戦略
１）関連で５団体、気候変動適応
（戦略３）関連で１団体と協定締結

・「Sustainability Challenge」の取組
を通じて他団体等との連携・パートナー
シップを構築し、都民・事業者の行動変
容に繋げていくほか、次世代を担う子供
たちへの取組を一層強化し、食品ロス対
策や水素エネルギーなど既存のコンテン
ツを活かした出前授業を展開するほか、
自然分野やサーキュラーエコノミーなど
新たな事業分野のコンテンツ制作に取り
組んでいく。

団体自己評価

2021年度は、2022年度以降のアプローチ手法の展開に向けた取組の方向性を決定するなど基盤構築を進めた。

■行動変容に向けた具体的アプローチ手法等の構築
・CNTユーザーに年齢別等に応じた広報を実施するなど環境配慮行動に繋がる試行的取組を踏まえ、資源循環分野を中心に各事業分野の
ユーザー特性に応じたアプローチを実践・拡充していくほか、多様な主体との連携を軸にアプローチ経路の多角化を図るなど、今後実践
するアプローチ手法の方向性を公社全体の取組方針として定め、取組を推進した。

■環境配慮行動を喚起する事業の展開
・他団体との連携を通じてリフォームやDIYを行う家庭をターゲットとした省エネ対策に係る普及啓発を実施した。
・スイソミルでは訴求力の更なる向上に向けて施設改修方針を決定し、最新動向を踏まえた展示内容更新や東京2020大会における水素
利活用の姿の情報発信など段階的に改修を実施し、体験価値向上を図った。

■他団体とのパートナーシップの形成
・暑さ対策グッズの利活用促進や資源の循環利用の定着に向けた相互連携のほか、ZEVの認知度向上に向けた取組や気候変動対策に繋が
る研究など多様な主体との連携を推進した。
・公社の持つ現場力と専門性を活かして持続可能性を追求する取組「Sustainability Challenge」を策定し、各分野で多様な主体と連
携・パートナーシップを構築し、都民・事業者等の行動変容に繋げていくこととしたほか、環境学習分野を今後の公社事業の柱の一つに
据え、持続可能な社会づくりの担い手を育成していく方向性を示した。

経営改革目標
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団体名： (公財)東京都環境公社

2021年度計画 2021年度実績 要因分析 対応方針

①公社の規程等に基づく対応可能な手続に
ついては、全件規程等を改正

①対象手続に係る規程・要綱を2021年８月までに改
正完了
改正した規程・要綱の数…３（対応可能な規程・要
綱３件）

①東京都の対応を参考に、対象手続のフロー見直しや
効果等を検討のうえ、必要な規程・要綱の改正を計画
どおり実施した。

2023年度までに対都民・事業者等を対象とし
た手続のうち、ほぼ全てのデジタル化を行
う。2022年度は「次世代タクシーの普及促進
事業（3,250件）」「充電設備導入促進事業
（1,000件）」「地産地消型再エネ増強プロ
ジェクト（115件）」をはじめとした手続の
デジタル化を行うとともに、2023年度の目標
達成に向けた準備等を実施。
※括弧書きは年間想定手続件数

①公社の規程等に基づく対応可能な手続に
ついては、全件規程等を改正

①対象手続に係る規程・要綱を2021年８月までに改
正完了
改正した規程・要綱の数…３（対応可能な規程・要
綱３件）

①東京都の対応を参考に、対象手続のフロー見直しや
効果等を検討のうえ、必要な規程・要綱の改正を計画
どおり実施した。

公社の規程等に基づく押印は引き続き廃止す
るとともに、所管局の規程等に基づく「浄化
槽の検査事務」「東京都地球温暖化対策ビジ
ネス事業者登録・紹介制度」や「優良性基準
適合認定制度における審査事務（産業廃棄物
処理業者）」をはじめとした手続等につい
て、一層の押印廃止を所管局と連携して実
施。

①本社（管理部門）の2021年度のFAX送受
信件数を原則として98％削減（2019年度
比）
②事業委託元に対し、FAXレス化に向けた
協力を引き続き要請
③受信について設定可能な手続はすべて電
子化して対応する。

①本社（管理部門）の2021年度のFAX送受信件数の上
限７件（2019年度比98％削減）のところ、送受信件
数実績０件
②メールへの移行等FAXレスに向けた協力要請を継続
して実施
③受信設定が可能な機器について2021年４月までに
全て電子化済み。

①関係機関や契約発注先などにFAXレスの協力要請を行
うとともに、本社管理部門のFAX送信のメール移行を徹
底した。また、ホームページや事業案内などに掲載し
ていたFAX番号を可能な限り非表示とした。
②事業委託元の事情により対応が難しいところもある
が、引き続きFAXレス化の推進に向け要請を継続して行
く。
③各事業所等のFAX機器の状況調査を実施し、受信未設
定の機器については速やかに電子化設定を実施した。

引き続き、本社（管理部門）のFAXの送信
数・受信数の削減△98％（2019年度比）を継
続

①引き続き、浄化槽設置者の意向を踏まえ
ながら口座振替を進めていくとともに、利
便性を向上させるためQRコード等の対応も
検討していく。
②全ての事業所（計８ヶ所）に金融口座を
設け、経理係から各事業所への金銭授受
は、口座振替を原則とする（2022年２月
末）。また、少額の備品購入は、クレジッ
トカードやデビットカードによる購入を原
則とする。（2022年２月末）

①浄化槽検査担当者及びキャッシュレス機器取扱い
事業者と意見交換を行い検討をすすめ、2022年４月
から電子マネーやコード決済の導入を可能にした。
②全ての事業所（計８ヶ所）に、経理係から各事業
所への金銭授受を行う金融口座を設け、口座振込み
を原則とした。また、少額備品の購入は、デビット
カードによる購入を原則とした。

①事業の運営状況を踏まえながら、都民の支払方法の
選択肢を増やすなど、利便性向上に努めるよう検討を
進めた。口座振替対象者へのバーコード機能の付与な
ど決済方法を拡充検討するとともに、今年度末には現
金徴収を対象としてキャッシュレス化を試行した。
②全ての事業所（計８ヶ所）に対して、経理係からの
金銭授受を行う金融口座を早期に設けるとともに、少
額備品の購入は、デビットカードによる購入を原則と
した。

①今後も、浄化槽設置者の状況などを踏まえ
ながら、利便性の向上に向けた支払い方法の
検討を深化させていく。
②経理係と金銭授受を行う金融口座の利用を
徹底するとともに、少額備品はデビットカー
ドにより購入するルールの運用を継続してい
く。

テレワーク可能な職員については月40％※
実施（2021年７月対象）
※「実施件数／当月の勤務日数／テレワー
ク勤務可能な職員数」により算出

テレワーク可能な職員（ライフラインの維持・窓口
業務等従事職員を除外）における2021年７月のテレ
ワーク実施率　55.5％
※実施件数844／当月(７月)の勤務日数20／テレワー
ク勤務可能な職員数76
=55.5(%)※小数点第二位以下四捨五入

2021年７月を公社における「テレワーク推進月間」と
定め、全社的に更なるテレワークの実施を目指して取
組を図った。
なお、７月以降においてもテレワーク可能な職員につ
いては、引き続きテレワークの推進を実施するよう周
知し、更なる定着化に向け取り組んでいる。

新型コロナウイルス感染拡大時等における
都・国等からのテレワーク実施要請へ、都庁
グループの一員として、適切に対応する。

共通戦略

取組事項

手続の
デジタル化

ペーパーレス

①事務所におけるタブレット端末の整備・
活用を順次実施し、ペーパーレス化を推進
　本社（管理部門）の2021年度のコピー用
紙総使用量を40％削減（2019年度比）
②ペーパーレス化の推進に向け、事業委託
元と引き続き調整
③内部管理事務にワークフローシステム
（仮称）を導入

①本社（管理部門）の2021年度のコピー用紙総使用
量の上限 176,000枚（2019年度比40％削減）のとこ
ろ、使用量実績 162,094枚（計画比 92％）
②事業委託元等へ業務報告書や資料等の電子化など
ペーパーレス化に向け要請を継続して実施
③ワークフローシステム導入後、業務フロー・様式
等を再検討の上、事務負担軽減を考慮したシステム
を構築し、12月には説明会、１月から３月には試行
実施を全社的に行い、2022年４月からの稼働・運用
開始に向けた準備を完了した。

①公社全体会議等内部会議におけるタブレット端末の
活用やセミナー・説明会のWEB開催に併せた資料の電子
配信などペーパーレス化の推進を図った。また、公社
全体会議で毎月の紙使用量を共有し、ペーパーレス
化・紙使用抑制について意識の醸成を図った。
②事業委託元の事情により対応が難しいところもある
が、引き続きペーパーレス化の推進に向け要請を継続
して行く。
③ワークフローシステムの導入に当たってはペーパー
レス化とともに、DXの観点から業務内容の見直しによ
る効率化、テレワークでも業務に支障が生じないス
ピーディな意思決定や業務プロセスの可視化などを念
頭にシステム選定・構築を進めてきた。また、公社全
体で2022年４月からの稼働・運用開始の準備が完了す
るよう、試行実施期間中に事業所毎の個別説明会を実
施した。

本社（管理部門）のコピー用紙の使用量を引
き続き削減し、７月までに2019年度同月比
60％削減する。

団体自己評価

全ての取組事項で目標を達成し、公社におけるデジタル化や５つのレス等を推進させた。

■手続のデジタル化

・取組事項を進めるにあたり、必要な規程・要綱の改正を2021年８月に完了するなど、迅速に対応し、手続のデジタル化等を促進させた。

■はんこレス

・対象手続に係る規程・要綱について計画どおり改正した。

■FAXレス

・FAX送受信数は、本社（管理部門）の2021年度のFAX送受信件数の上限７件（2019年度比98％削減）のところ、送受信件数実績０件で目標を達成した。

■ペーパーレス

・内部管理事務におけるワークフローシステムの導入にあたっては、業務フロー・様式等を再検討し、事務負担軽減を考慮したシステムを構築したほか、2022年４月から運用を開

始し、ペーパーレスの促進やテレワークの推進に繋げている。

■キャッシュレス

・浄化槽検査事業において、キャッシュレス機器取扱い事業者との検討を計画的に進め、電子マネーやコード決済を2022年４月より導入可能としたことで、キャッシュレス化を着

実に推進した。

・全ての事業所（計８ヶ所）に、経理係から各事業所への金銭授受を行う金融口座を設け、口座振込みを原則とした。また、少額備品の購入は、デビットカードによる購入を原則

とした。

■タッチレス

・2020年度リアルで開催した講習会やコロナの影響により開催できなかったイベント等についてZoomやYouTube等を活用し、オンラインで開催した。

・タッチレスの視点を踏まえて、水素社会の実現に向けたインフォメーション動画を制作し施設入口で放映するなど水素エネルギーへの理解促進に向けて訴求力の向上に努めた。

■テレワーク

・2021年７月を公社における「テレワーク推進月間」と定め、全社的に更なるテレワークの実施を目指して取組を図ること等により、経営改革プランにおける2021年度の到達目標

を達成することができた。７月以降においてもテレワーク可能な職員については、引き続きテレワークの推進を実施するよう周知し、更なる定着化に向け取り組んでいる。

テレワ―ク

キャッシュレス

はんこレス

FAXレス

タッチレス

①オフラインで実施するイベントについて
も、オンラインでの開催が可能なものから
試行・効果検証を行う。
②スイソミルへの非接触型展示の導入
（2021年度末）

①2020年度リアルで開催した講習会やコロナの影響
により開催できなかったイベント等をオンラインで
開催した。
○産業廃棄物処理業者向け講習会や講座、研修会の
ほか、各種説明会など、YouTubeやZoomなどを活用し
て開催した。
○イベント等では、スイソミル夏休みイベントのほ
か、SDGs週間ワークショップをオンラインで開催し
た。
②スイソミル来館者向けプロモーション映像の４か
国語（日・英・中・韓）対応を７/14から開始したほ
か、東京スイソミルの施設改修の方向性を決定し
た。

①コロナの影響を踏まえ講習会のほか、これまでリア
ルで開催していた説明会などもオンラインで開催し、
従前以上の参加者の増加につなげた。また、産業廃棄
物管理責任者講習会ではE-learning方式を使うなど、
新たな試みに取り組んでいる。
②スイソミルでは、国内のみだけでなくメディアなど
外国からの来館者に向けて、４ヵ国語（日・英・中・
韓）で対応したプロモーション映像を製作するととも
に、スイソミルの施設改修にあたっては、デジタル技
術を活用し感染症対策と体験価値向上の両立を図るこ
とを方針の一つに組み入れた。（施設改修の実施2022
年度）

スイソミルにおいて、非接触の視点も踏まえ
た施設改修を継続していく。
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【団体概要】

常勤役員数

常勤職員数

常勤役員数

常勤職員数

52人 100.0%

設立
年月日

平成14年3月1日

公
益
財
団
法
人

東
京
都
福
祉
保
健
財
団

14人

令和３年度 対前年度比

1人

176人 104.1%

1人

令和２年度

1人

26人

1人 50.0%

3人

令和２年度

60.0%

139人 143人

都退職者数 5人 4人

都派遣職員数 40人 38人

1人

設立
目的

組

織

公

益

財

団

法

人

東
京
都
福
祉
保
健

財

団

年度 令和元年度

都派遣職員数 15人

公

益

財

団

法

人

城

北

労

働

・

福

祉

セ

ン

タ

ー

年度 令和元年度

都退職者数 1人

1人

27人

　福祉保健医療を担う人材の育成、利用者のサービス選択の支援及び福祉保健システムの適正な運営の支援等に関する事業を

行い、もって都民の福祉保健医療の向上と都民本位の開かれた福祉保健医療の実現に寄与することを目的とする。

主

な

事

業

（１）福祉保健医療人材の育成に関する事業

（２）福祉保健医療に関する相談及び情報提供並びに福祉サービス評価に関する事業

（３）ＮＰＯ法人及び社会福祉法人等に対する支援事業

（４）日雇労働者に対する無料職業紹介等の就労支援に関する事業

（５）日雇労働者に対する生活総合相談等の生活向上に関する支援事業

（６）行政職員等研修及び行政機関支援に関する事業

団体名 公益財団法人東京都福祉保健財団

代表者 所管局 福祉保健局

所在地 電話番号 03-3344-8511

基本財産
/資本金等

501百万円

理事長　真田　正義

　　東京都新宿区西新宿2-7-1

60.1%
都出資等割合
/都持株比率

【財務情報】　　　　
公益財団法人東京都福祉保健財団

（単位：千円）

令和元年度 令和２年度 令和３年度
対前年度

差引増減額
対前年度比

（％）
主な増減理由

当期経常増減額 ▲ 67,396 ▲ 163,989 ▲ 70,279 93,710 －

経常収益 2,898,488 4,879,083 5,566,810 687,727 114.1%

3,337 1,829 1,697 ▲ 132 92.8%

712 32 30 ▲ 2 93.8%

183,881 127,211 167,637 40,426 131.8%

2,710,558 4,750,011 5,397,446 647,435 113.6%

経常費用 2,965,884 5,043,072 5,637,089 594,017 111.8%

2,419,370 4,838,017 5,421,728 583,711 112.1%

460,495 205,055 215,362 10,307 105.0%

当期経常外増減額 － 6,836 ▲ 78,729 ▲ 85,565 －

経常外収益 － 112,429 34,283 ▲ 78,146 30.5%

経常外費用 － 105,593 113,013 7,420 107.0%

法人税等 － － － 0 －

当期一般正味財産増減額 ▲ 67,396 ▲ 157,152 ▲ 149,008 8,144 －

当期指定正味財産増減額 42,613 1,530,662 ▲ 37,709 ▲ 1,568,371 －

正味財産期末残高 2,480,009 3,853,519 3,666,801 ▲ 186,718 95.2%

資産合計 5,491,150 5,874,560 12,558,664 6,684,104 213.8%

流動資産 1,224,634 1,883,399 2,835,628 952,229 150.6%

固定資産 4,266,516 3,991,161 9,723,036 5,731,875 243.6%

500,000 500,000 501,000 1,000 100.2%

負債合計 3,011,141 2,021,042 8,891,863 6,870,821 440.0%

流動負債 1,103,360 1,721,061 2,792,817 1,071,756 162.3%

固定負債 1,907,781 299,981 6,099,046 5,799,065 2033.1%

正味財産合計 2,480,009 3,853,519 3,666,801 ▲ 186,718 95.2%

指定正味財産 1,341,428 2,872,090 2,834,381 ▲ 37,709 98.7%

一般正味財産 1,138,581 981,429 832,421 ▲ 149,008 84.8%

貸

借

対

照

表

（流動資産及び流動負債）
・助成規模拡充や新規事業、既存事業における未払金と
それに対応する現金預金の増のため

（固定資産及び固定負債）
・新規事業である東京都出産応援事業の基金を資産並び
にそれに対応する負債として受け入れたことによる増の
ため

（一般正味財産）
・福祉施設経営改善特別融資事業に係る償還金の都への
納付による減のため
・欠損補てん金引当金取崩益の返還による減のため

基本財産

区分

正

味

財

産

増

減

計

算

書

（事業収益）
・ケアマネ実務研修の実績増による研修等受講料増のため

（その他収益）
・新規事業分・規模拡大事業分の補助金・委託金増のため

（事業費）
・経常収益の増要因による増のため
・子供が輝く東京・応援事業の助成件数減による助成額減の
ため

（管理費）
・職員定数増配置による給料増のため
・西新宿事務所の増床による賃借料増のため

〈経常外収益〉
・合併に伴う城北労働・福祉センター分の固定資産の増のた
め
・前年度に経常外収益に計上していた欠損補てん金引当金取
崩益を、東京都に返還したことによる減のため

（当期指定正味財産増減額）
・前年度に子供が輝く東京預り基金を負債から指定正味財産
に振替えたことによる減のため
・西新宿事務所の増床による保証金の増額のため
・子供が輝く東京基金の当年度助成分の取崩しによる減のた
め
・固定資産の減価償却による減のため

基本財産運用益

特定資産運用益

事業収益

その他収益

事業費

管理費
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【財務情報】　　　

公益財団法人城北労働・福祉センター
（単位：千円）

令和元年度 令和２年度 令和３年度
対前年度

差引増減額
対前年度比

（％）
主な増減理由

当期経常増減額 － －

経常収益 356,501 351,984

0 0

－ －

－ －

356,501 351,984

経常費用 356,501 351,984

312,499 307,836

44,002 44,148

当期経常外増減額 － －

経常外収益 0 1

経常外費用 0 1

法人税等 － －

当期一般正味財産増減額 － －

当期指定正味財産増減額 ▲ 2,970 ▲ 634

正味財産期末残高 39,493 38,859

資産合計 99,827 101,568

流動資産 40,965 42,183

固定資産 58,862 59,385

1,000 1,000

負債合計 60,334 62,709

流動負債 40,965 42,183

固定負債 19,369 20,525

正味財産合計 39,493 38,859

指定正味財産 39,493 38,859

一般正味財産 － －

※　(公財)東京都福祉保健財団と(公財)城北労働・福祉センターとが統合し、令和３年４月から業務を開始

貸

借

対

照

表

基本財産

区分

正

味

財

産

増

減

計

算

書

基本財産運用益

特定資産運用益

事業収益

その他収益

事業費

管理費
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団体名： （公財）東京都福祉保健財団

B

　経営改革プランに掲げた目標のうち、戦略３「都民への福祉保健医療サービスに関する総合的な情報提供の充
実」では、全ての人が外出に必要な情報を得るためのポータルサイト「とうきょうユニバーサルデザインナビ」
の充実を図り、アクセス数が大幅に向上するなど、取組を大きく前進させた。戦略４「山谷地域に居住する日雇
労働者に対する支援」では、高齢者に適した民間の求人を積極的に開拓し、計画を上回る求人紹介件数を確保し
たほか、コロナ禍や熱中症等により計画に比してニーズが高まった宿泊等による応急援護を行った。共通戦略に
よる「５つのレス」等の取組も進めており、その他の戦略においても、コロナ禍の影響により計画を下回る取組
があったものの、オンラインを活用した幅広い福祉人材の育成に係る研修の実施や、（社福）東京都社会福祉事
業団との連携による次世代介護機器に係る情報発信など着実に取り組み、総じて団体として一定の成果を上げて
いる。
　引き続き、各種事業を積極的に推進していくとともに、オンラインの特性を踏まえた研修内容の充実を図るこ
とを期待する。

＜戦略１　福祉保健医療サービスを支える専門的な人材育成の充実＞
　人材育成研修については、多様化・複雑化するニーズに対応できるよう、外部委員を含めた会議体での検討や、講師等関係者と
の協議を通じて研修内容のブラッシュアップを行うなど、福祉保健各分野において必要とされる人材の育成に取り組んだ。また、
コロナ禍を踏まえ、個々の研修の内容や専門性を十分に考慮した上で、従来の業務フローを見直しながら、ライブ配信等の非接触
型と集合型とのハイブリットで実施するなど柔軟な体制が図られている。さらに、研修事業共通の受付システムの導入準備を進め
るなど、利用者の利便性向上にも積極的に取り組んでいる。

＜戦略２　福祉保健医療サービスを提供する事業者への支援強化＞
　介護現場における生産性向上に資する各種補助制度と普及啓発セミナーを連動させるとともに、次世代介護機器については、従
来の体験型に併せてオンラインによる展示会を開催したことにより、補助制度の活用促進につなげることができた。また、東京都
社会福祉事業団を支援し、同団体が運営する施設への次世代介護支援機器の導入や働きやすい福祉の職場宣言の実施を実現したこ
とは、政策連携団体との連携に向けた積極的な取組として評価できる。

＜戦略３　都民への福祉保健医療サービスに関する総合的な情報提供の充実＞
　とうきょうユニバーサルデザインナビについては最新情報への更新に努め、誰もが利用しやすいよう区市町村ホームページ等へ
のリンク掲載依頼を働きかけた結果、アクセス数は計画の1.5倍近くを達成した。また、働きやすい福祉の職場宣言事業では、宣言
した事業所から実際に求人応募につながったという声が届くなど、福祉分野における人材確保に着実に成果をあげている。

＜戦略４　山谷地域に居住する日雇労働者に対する支援＞
　コロナ禍や熱中症対策で高齢者特別就労が一部休止したことを受け、民間の求人紹介件数の確保や宿泊援護枠を拡大するなど、
利用者に対する必要な支援が実施されている。

＜戦略５　社会・経済環境の変化に的確に対応する組織構築・強化＞
　城北労働・福祉センターとの合併により組織が大きくなる中、電子決裁システムの導入準備を進め業務の効率化を図ったほか、
固有職員の年齢構成の偏りを是正するため経験者採用制度を導入した。

＜共通戦略＞
　研修事業共通の受付システムの構築や電子決裁システムの導入等、利用者の利便性向上と事務の効率化という両方の側面から組
織横断的にデジタル化を推進している。

　以上のことから福祉保健財団はすべての戦略において成果を上げていることを評価する。引き続き、都の福祉保健施策の一翼を
担うパートナーとして、東京の福祉保健医療の向上に寄与できるよう取組を推進してもらいたい。

一次評価（所管局評価）

最終評価
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団体名：

戦略 1

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・介護支援専門員実務研
修　養成数1,666人
・介護保険制度改正への
対応
・地域包括支援センター
職員研修（初任者）（現
任者）受講者数800人
・新たに講師養成研修を
検討・構築・実施

コロナ禍においても受講機会と研修の質を
確保できるよう努めた。介護支援専門員実
務研修は、コロナ感染対策のため、集合型
研修は会場定員を１/２に縮小しつつも、最
大限の受講規模を確保した。また、多数の
講師陣と試行実証を重ね、オンライン研修
を段階的に実施した。
地域包括支援センター職員研修は、初任者
研修は全面オンライン、演習を含む現任者
研修はオンラインと集合型のハイブリッド
で、講師養成研修は新たに構築したカリ
キュラムによりオンラインで実施した。

・子育て支援委員研修
（地域保育研修）
　コース数　34コース
　受講者数　2.660人

2021年度からオンライン研修を検討・構築
し、原則オンラインクラス（科目により集
合型あり）での研修を実施している。しか
し、都民を対象とする本研修では、ネット
ワーク環境の確保が困難な都民がいるた
め、集合型クラスも準備し、都民の希望に
応じた受講環境を整備している。集合型ク
ラスにおいては、コロナ感染対策のため会
場定員の１/２で実施したため、受講決定者
数は計画値を下回った。

・自立相談支援事業従事
者研修　受講者数 280人
・（仮）ひきこもりに係
る支援者研修
　初年度の研修の着実な
実施
　受講者数 200人

自立相談支援事業従事者研修は、受講者や
大半の講師が自治体の自立相談支援機関職
員のため、コロナ禍では相談・給付業務に
依然として多忙であった。この状況下に
あってもオンラインを活用しながら柔軟な
対応を行ったことで一定数の参加を得るこ
とができた。
2021年度新規のひきこもりに係る支援者等
育成研修等事業は、従来の規模を維持でき
るよう、講師や関係団体と調整の上オンラ
インで実施し、計画値を上回る受講者数と
なった。

・障害者虐待防止・権利
擁護研修
　受講者数 1,285人
・強度行動障害支援者養
成研修
　受講者 1,500人

両研修とも大規模且つニーズの高い研修で
あるため、コロナ禍でも事業の停滞を招か
ないよう、研修運営委員会でカリキュラム
を調整し、全面オンラインで実施した。強
度行動障害支援者養成研修の実践研修にお
いては、多数のグループに分けた上での演
習を中心としたカリキュラムとしており、
オンラインでは講師確保（日数及び人数）
に制約があるため、定員規模を縮小して実
施した。

・都への提案、調整
・実施に向けて児童相談
所等へのニーズ調査
・財団実施体制の検討

都との協議段階において、令和４年度から
人材確保策の一環として研修施設を開設
し、令和５年度以降に児童相談所職員等の
研修受講者拡大を図ることとされているこ
とが判明したため、戦略間の整理を行っ
た。
戦略１においては、研修実施をオンライン
化したことによる研修手法の検証に加え、
受講者の利便性向上に資するため、研修受
付をオンライン化するためのシステムを組
織横断的に導入調整した。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

（公財）東京都福祉保健財団

福祉保健医療サービスを支える専門的な人材育成の充実

３年後
（2023年度）の

到達目標

【都の施策を確実に実施する取組】
①高齢分野、保育分野、障害分野、生活
福祉分野において必要な人材を都の計画
に応じて育成している。
【自主的に領域を拡大する取組】
②今後、東京都で喫緊に必要となる人材
育成事業について、財団において実施し
ている。

各分野の専門人材の育成については、都の施策動向を見据えながら2022年度以降
の事業展開の検討を行うなど、都の喫緊の課題である福祉人材対策への取組を継続
して進めた。
また、各種研修等の実施にあたっては、オンラインやオンデマンド媒体を積極的に
導入・活用し、長期化しているコロナ禍においても都の施策や都民、事業者等の
ニーズへの対応に努めた。
さらに、研修実施のオンライン化のみではなく、受講者の利便性向上策として、
「オンライン受付システム」を導入し、財団共通基盤整備を行った。

地域包括ケアシ
ステムに資する
人材の養成研修
を実施

・介護支援専門員実務研修
　養成数　1,463人
　制度改正に係る別冊テキストの作
成及び配布
　オンライン研修の段階的実施
・地域包括支援センター職員研修
　受講者数　574人
・講師養成研修
　受講者数144人（応募347人）
　※研修運営委員会でカリキュラム
検討

引き続き受講機会と研修の質の確保を図
るとともに、オンライン研修をより円滑
に運営できるよう、効果的な実施方法の
検討を行っていく。介護支援専門員実務
研修は、全日程オンラインコースを2021
年度より計画より前倒しで開始している
が、オンライン研修に対応できない受講
者向けに集合型コースを併せて実施す
る。地域包括支援センター職員研修はオ
ンライン研修を中心に、必要に応じて集
合型を組み合わせて行っていく。

生活困窮者やひ
きこもりに対す
る支援者等の育
成研修を実施

・自立相談支援事業従事者研修
　受講者数　144人（主任、相談新
任・現任、就労、の各支援員研修を
実施済み）
・ひきこもりに係る支援者等育成研
修等事業
　受講者数　269人

自立相談支援事業従事者研修は、現場の
繁閑状況に左右される要素は大きいが、
状況に配慮しつつ、受講しやすく、かつ
魅力ある研修内容を構築していく。
ひきこもりに係る支援者向け研修は、
2021年度に蓄積した研修ノウハウ、講師
との関係を活かして、さらなる内容の充
実を図る。特に鍵となる講師は都内や近
県に限定せず、全国的な視野で検討し選
定していく。

子育て支援員の
養成研修を実施

・子育て支援員研修（地域保育研
修）
　コース数　34コース
　申込者数　2,681人
　受講決定者数　2,370人
　研修修了者数　1,780人

コロナ禍においても都民に受講機会を提
供し、子育て支援員を養成して待機児童
の解消等に貢献するため、引き続きオン
ライン、集合型の両方のコースを準備
し、内容の充実を図っていく。直接保育
所を訪問する見学実習がコロナ禍で中止
となった場合も、代替講義等を検討し、
受講修了できるよう支援していく。

団体自己評価

〇人材育成研修の実施について
　個別取り組み事項で定めたいずれの研修も、コロナ禍において感染症対策を万全に講じつつ、東京都の計画達成に向けてオンライン化
などにより受講機会の確保に努めたほか、研修効果（質）の確保、デジタルデバイド対応の観点から、柔軟な実施体制（非接触型（ライ
ブ配信、オンデマンド配信、eラーニング等）・集合型・ハイブリッド型）を検討し、育成する人材に応じて最適な方法で実施し、併せ
てカリキュラム内容の検討や講師調整をきめ細かく対応したことで、都における必要な人材育成を着実に推進できたと考える。

〇オンライン等の非接触型研修の推進と分析・検証
　Web会議システム、動画配信（YouTube等）、eラーニング等による、ライブ、オンデマンド配信を活用した研修実施について、事務フ
ローやオペレーションの見直しを着実に進め、専門人材の育成に求められる研修効果（質）と育成する人材に対して最適な手法を有識者
や、専門性を有するファシリテーター、講師及び関係機関と連携して検討・実施したことで、質の高い研修を実施することができたと考
える。
　また、研修のオンライン化に伴い、研修講師や受講者にアンケートを実施し、今後の研修効果（質）の検証・分析の一助となる情報を
把握することができている。
　さらに、オンライン化が困難な演習等についても、Web会議システムを活用して実施した。

〇オンライン受付システムの構築・導入
　「オンライン受付システム」の導入・構築については、財団全体で取り組む上で、各事業における研修対象者（事業者）によって必要
となる情報が異なるため、主に研修事業等の部署全体に対し組織横断的にヒアリングを実施したほか、外部のアドバイザーや他団体実績
を参考に導入調整を行ったことで、希望する全ての研修事業について、2022年度から試行検証ができるよう導入を行うことができたと
考える。

障害者虐待防
止・権利擁護、
強度行動障害支
援者の育成研修
を実施

・障害者虐待防止・権利擁護研修
　受講決定　1,294人　1,112人修了
（応募3,027人）
・強度行動障害支援者養成研修
　受講決定　1,220人　1,139人修了
（応募2,963人）

両研修の応募者数に見られるとおり非常
に高い研修ニーズがある。虐待防止・権
利擁護研修は都が事業所における虐待を
防止するため受講を推奨しており、強度
行動障害支援者養成研修は事業所の加算
の取得にも関わる。両研修とも定員増を
図れるよう研修の運営、実施方法を研修
運営委員会において検討し、定数増と
なっても質を落とさないよう工夫してい
く。

【自主的に領域
を拡大する取
組】児童相談所
職員等を育成す
る研修実施を検
討

都との協議結果に基づき、本事項で
ある「自主的に領域を拡大する取
組」を第Ⅱ期経営改革プラン改訂版
において、戦略５へ再編。
本事項では新たに、オンライン等の
非接触型研修の推進と、財団研修事
業共通のオンライン受付システムの
構築・導入を設定した。

戦略５「社会・経済環境の変化に的確に
対応する組織構築・強化」において、都
との連携強化及び区市町村・他団体との
連携を設定し、引き続き都及び児童相談
所等と、研修内容や実施体制について検
討する。
戦略１においては、育成する人材に応じ
た適切な研修実施と分析・検証を行う
（非接触・集合型・ハイブリッド型等）
また、オンライン受付システムの試行導
入による利用者アンケートや、本格導入
に向けた課題整理等を行う。
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団体名：

戦略 2

2021年度計画 要因分析

・東京都社会福祉事業団に
対する次世代介護機器・
ICTの見学・体験等を通し
た情報提供
・東京都社会福祉事業団へ
の働きやすい福祉の職場宣
言に向けた支援

・機器展示コーナー等において、情報提供・交換を
行っており、同団体の次世代介護機器導入に向けた政
策連携団体間の連携を図っている。
・働きやすい福祉の職場宣言について、2020年度及び
2021年度にかけて個別支援を行い、きめ細かいサポー
トを行ったことで、同団体の宣言につながった。

・助成戸数　2,598戸
　高齢分野　2,344戸
　障害分野　254戸

介護分野：継続宿舎は計画1,493戸に対し、前年度実績
との乖離347戸、異動による対象外や宿舎からの退去に
よる減が91戸となった。新規宿舎は計画851戸に対し、
申請は1,050戸と計画を上回ったが、入居希望なし、コ
ロナによる外国籍職員の入国不可等の理由により実績
は計画未達となった。
障害分野：令和３年度の要件緩和の効果により、計画
254戸に対して申請は286戸と計画を上回ったが、入居
希望者なし、法人内調整のため次年度申請に変更等の
理由により実績は計画未達となった。

・専門家を活用した成果連
動型助成に関する事業効果
検証の実施及び次年度から
の事業実施に向けた再構築

過去の採択団体、審査委員、類似助成団体へのヒアリ
ング結果を踏まえ、専門家を活用した事業検証を行
い、子供や家庭を支えるための事業を行うNPO法人等が
より一層活用しやすい助成制度に再構築をした。
各規程等の改正を行い、財団ホームページにて公募説
明動画を掲載（新型コロナウイルス感染拡大防止の観
点から説明会は中止）、コンサル業者との協働による
研修会、個別相談を実施し、26事業者からの応募があ
り、審査会を経て１事業者が採択された（2022年４月
１日より事業開始）。

・受託件数
　高齢分野　400件
　障害分野　120件、サー
ビス拡大の検討

実地指導同行の日程調整は介護分野で289件、障害分野
で142件実施したが、コロナの影響による実地指導の見
合わせ等により、計画値を下回った。特に高齢分野で
の見合わせが多かった。両分野とも検査時間や検査会
場の変更、Webによるヒアリングの実施等、各区市の感
染症対策に臨機応変に対応し、区市の意向に沿った実
地指導同行を実施した。なお、障害分野では区市の要
望を踏まえ、新たに共同生活援助にかかる受託を開始
し、23件の同行実績であった。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

（公財）東京都福祉保健財団

福祉保健医療サービスを提供する事業者への支援強化

３年後
（2023年度）の

到達目標

①財団の支援が介護ロボット等の補助金申
請を行う事業者に対して、より効果を高め
ている。
②東京都社会福祉事業団へのICT等導入促
進及び財団事業の活用により同団体の取組
を発信している。
③職員宿舎借り上げ支援が充実している。
④子供や家庭を支えるための事業をより効
果的に再構築し、ニーズに即した支援を
行っている。
⑤区市ニーズに応じた同行支援が実施でき
ている。

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

介護現場における生産性の向上に資する事業への再構築については、都の計画を踏まえた
普及啓発事業に再構築を行い、事業者に対しては都の各種補助制度と普及啓発を効果的に
連動させた事業展開を図った。
財団が実施する事業者に対する助成事業については、事業者ニーズを把握しながら過年度
の事業検証を行うなど、各助成事業の見直しや充実に努めている。
区市町村ニーズに応じた同行支援については、長期化しているコロナ禍での区市町村の実
地指導動向を把握しながら柔軟に調整のうえ受託した。

財団内事業コラボ
レーションによる
他の政策連携団体
との協働

・次世代介護機器・デジタルについて、
これまでの東京都社会福祉事業団に対す
る情報提供や体験等が、2021年度におい
ても同団体の機器導入における施設間共
有や導入の具体化に寄与した。
・同団体の働きやすい福祉の職場宣言に
向けたサポートを行うことで宣言に繋
げ、HP「ふくむすび」に公表した。

・機器展示コーナー等はオンライン化を開始
しているため、継続して同団体へ見学・体験
等の情報提供を実施していく。
・2022年度以降は、宣言事業としてセミナー
等での事例紹介に向けて支援・連携してい
く。

介護現場における
生産性向上に向け
た普及啓発及び補
助制度の活用促進

・現行の次世代介護機器の
活用支援事業と介護職員
キャリパス導入促進事業に
ICT活用促進事業等を加え
て事業再構築
・各種セミナー等開催　10
種
・機器展示コーナーの運営
（オンラインを駆使した非
接触型による介護ロボット
等の情報提供を検討・実
施、その他コンテンツの情
報収集及び導入可能性の検
討）

・既存事業の統合・拡充・再構築を図り
ながら、介護事業所の生産性向上に向け
た補助制度と普及啓発を効果的に連動さ
せた新規事業を構築
・各種セミナー等開催　10種
・オンラインを併用した体験展示コー
ナー（見学・体験・相談）の運営を行
い、オンライン展示会も企画・実施し
た。

事業間に連動性を持たせ、且つ介護事業所の生産性向
上を図るための各種補助制度と普及啓発も連動させた
新規事業の構築を行った。各種セミナーは、オンライ
ンやハイブリット型などを効果的に活用したことに
よって計画どおりに実施でき、財団の普及啓発が事業
所の補助制度活用に繋がった。
体験展示コーナーは、コロナ禍においても一層の活用
を促進するために、ZOOMを使ったオンラインの活用手
法を構築し、それによりオンライン展示会も実施し
た。事業再構築に伴い普及啓発を強化し、認知度の向
上を図った。

・補助制度と普及啓発の事業との一体性を訴
求するため、各種補助金周知との連携を強化
する等、より一層、事業間の連動性を発揮す
る。
・各種セミナー等については、介護事業所の
生産性向上に資する内容とするため、今年度
の実施内容を検証し、都とも調整を行いなが
ら実施内容のブラッシュアップを図る。
・機器展示コーナーはオンラインを併用し、
更なる認知度の向上による活用促進を図るた
め、周知内容や方法の工夫をしていく。

介護サービス事業
所への職員宿舎借
り上げに対する助
成

・助成戸数
　1,545戸
　高齢分野　1,388戸
  （継続1,055戸、新規333戸）
　障害分野　　157戸
  （事業拡充により全て新規扱い）
　
（申請数）
　2,419戸  高齢分野　2,133戸
　　　　　 障害分野　　286戸

2022年度より助成対象事業所が拡大（新たな
災害時対応要件事業所及び災害対応要件なし
事業所）となり、更なる事業拡充に至った。
事業の変更内容が正しく伝わることに留意
し、事業拡充について周知徹底を図り、助成
戸数実績増に努める。また、都と調整のう
え、法人の事務軽減に繋がるような様式及び
提出書類の見直しを実施する。大幅な助成戸
数の増に対応し、適正な助成事務を円滑に実
施できるよう、審査体制を整える。

事業効果の検証を
踏まえた助成制度
の実施

専門家を活用した事業検証に基づく事業
再構築及び2022年度公募（名称を「実績
連動型助成」に変更）を行った。
・応募事業者　　　　　 26事業者
・書類審査通過事業者　 ３事業者
・採択事業者　　　　 　１事業者

◆実績連動型助成応募事業者への支援
・制度理解のための説明会、個別質問の実施
・コンサル業者との協働による制度理解のた
めの研修会の実施、個別相談の充実
◆採択事業者への支援
・実績連動型助成における成果指標達成に向
けた伴走支援の実施

区市の動向把握及
び受託サービス拡
大の検討

・受託件数
　高齢分野　203件（10区24市１町）
　障害分野　101件（７区９市）

両分野とも、引き続きコロナの影響を受ける
ことが見込まれるため、区市と日程調整や実
施内容の調整等の連絡・調整を通じて区市の
意向の把握に努め、区市ごとの体制や手法に
沿った柔軟な対応を行っていく。
なお、区市の同行依頼が集中する時期にも着
実に対応できるよう、新規採用非常勤職員を
含め、調査員の育成に尽力していく。

団体自己評価

〇介護現場における生産性向上に資する事業として再構築した結果、各種補助制度と普及啓発策であるセミナーを連動させるとともに、各種セミナー
等はオンライン、ハイブリッド型などを柔軟かつ効果的に展開したことで、事業所の補助制度活用に着実に繋げたことで機器の導入が進み、生産性向
上の一助とすることができたと考える。

〇東京都社会福祉事業団における次世代介護機器導入において、情報提供等を行うことで機器の導入が進み、機器の認知度向上や普及を図ることがで
きた。また、政策連携団体であり都内に多くの施設をもつ同団体が宣言したことにより事業の認知度の向上につなげることができた。

〇職員宿舎借り上げ助成事業では、助成要件である区市町村からの福祉避難所指定を受けられない場合や、入居調整の難航、コロナ禍における入国制
限等で外国籍職員の採用不可等の理由により実績は計画を下回ったが、介護・障害分野ともに申請ベースでは計画並み又は以上となり、事業ニーズに
対し普及広報や制度説明を丁寧に行ったほか、申請に係る相談などにもきめ細かく対応することで、借り上げ宿舎整備が進み、一定程度の人材確保・
定着の推進に寄与できたと考える。

〇事業効果の検証を踏まえた助成制度（子供が輝く東京・応援事業）は、対象となるNPO法人等がより一層制度を活用しやすいよう助成制度を再構築
したほか、公募にあたり説明動画掲載や研修会を実施し制度周知に努めたことで、事業応募につながったものと考える。

〇区市の動向把握及び受託サービス拡大の検討は、指定市町村事務受託法人事業（介護及び障害分野）の実地指導同行について、区市の意向に柔軟に
対応しながら事業実施したほか、障害分野では受託サービスを拡大し、区市町村ニーズに対応する同行支援ができた。それにより区市による積極的な
実地指導の実施につながり、両分野のサービスの質の確保・向上ができたと考える。
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団体名：

戦略 3

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・サイト内容の充実（新
規コンテンツの検討、区
市町村や民間事業者等の
取組を促進する情報発
信、ユーザーアンケート
結果を踏まえたサイト運
営）
・既存掲載情報の最新化
（メンテナンス）
・民間事業者や区市町村
の掲載促進

東京2020大会競技会場及び宿泊施設を中心
に施設情報を追加するとともに、視聴覚障
害者に向けた映画鑑賞を補助する無料アプ
リなど民間事業者の取組を掲載し、情報の
充実を図った。また、日々リンク切れや掲
載内容を確認し、エラーや変更の都度更新
作業を行い、情報の最新化に努めた。更
に、東京都と連携しながら区市町村ホーム
ページへのリンク掲載を依頼し、当サイト
への入口を増やした。また、新規掲載にあ
たって、より見やすく情報発信できるよ
う、相手方ホームページの改修を働きかけ
た。

・事業者支援コーディ
ネーターの派遣　50事業
所
・働きやすい職場づくり
に向けたセミナー開催

事業者支援コーディネーター派遣につい
て、計画値どおり50法人を確保し支援を実
施するとともに、前年度の派遣先も含めて
宣言申請に向けたサポートを強化しなが
ら、宣言申請の増加に繋げることができ
た。また、働きやすい職場づくりに向けた
セミナーとして、未宣言法人向けセミナー
及び宣言済み法人向けセミナーを開催し、
事例紹介や法人同士の情報共有を通じて、
未宣言法人の宣言申請促進や宣言済み法人
の維持・確保に努めた。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

（公財）東京都福祉保健財団

都民への福祉保健医療サービスに関する総合的な情報提供の充実

３年後
（2023年度）の

到達目標

①ユニバーサルデザイン情報を充実さ
せ、高齢者、障害者など誰もが外出時に
必要な情報を提供できている。
②働きやすい福祉の職場宣言を公表する
事業所を増やし、求職者と事業所のミス
マッチを防いだ福祉人材の確保・定着が
進められている。

都内のユニバーサルデザイン情報の発信については、「とうきょうユニバーサル
デザインナビ」の運営を、ユーザーアンケートを踏まえながら内容の充実を図る
とともに、既存掲載情報のメンテナンスを行い、常に最新の情報を収集・発信
し、高齢者や障害者などの外出時に必要な情報を提供している。
働きやすい福祉の職場の情報発信に向けては、「働きやすい福祉の職場ガイドラ
イン」を踏まえた職場づくりを促進するための新たなセミナーを実施し、働きや
すい福祉の職場宣言を行う事業所の増に繋げた。

とうきょうユニ
バーサルデザイ
ンナビの運営

・サイト内容の充実
　情報掲載施設数：1,788件（うち
新規掲載：119件）
   新規コンテンツ２件（「文化セ
ンター・コミュニティーセンター
等」と「温浴施設」）を追加
・既存掲載情報の最新化を維持
・区市町村HPへのリンク掲載：35区
市町村

既存情報の最新化を図りながら、ユニ
バーサルデザインに関する情報を公開し
ているWebサイトを収集し、掲載情報の
拡充を行うとともに、ユーザーアンケー
トを踏まえたサイト運営を図る。最新情
報を保持するため、ソフトウェアによる
チェックや目視によるサイト巡回により
情報の変更や追加、削除等の必要性を迅
速に把握し更新作業を行う。引き続き東
京都と連携し、区市町村へリンク掲載の
協力を仰ぎ、当サイトへの入口を増や
す。

働きやすい福祉
の職場の情報発
信に向けた事業
者支援

・事業者支援コーディネーター派遣
50法人・事業所
・働きやすい職場づくりに向けたセ
ミナー開催
　未宣言法人向けセミナー　参加
81法人
　宣言済み法人向けセミナー　参加
29法人

・事業者支援コーディネーター派遣は、
さらに宣言申請に向けたサポートを強化
し、宣言に繋げていく。
・未宣言法人向けセミナーは、前年度１
回の開催を２回に拡充することで、より
多くの受講生を確保し、事業者支援コー
ディネーター派遣及び新規申請に繋げ
る。また、宣言済み法人向けセミナーで
は、宣言の活用事例を共有し、その内容
を開催後に公表するなど、「働きやすい
福祉の職場」の情報発信を強化する。

団体自己評価

〇とうきょうユニバーサルデザインナビの運営については、東京2020オリンピック・パラリンピックの開催に合わせ、掲載情報の充実
と拡充と併せて、最新情報の保持を行ったことで、誰もが外出時に必要な情報を提供できるサイトをレガシーを意識しながら運営するこ
とができたと考える。
　なお、トップページアクセス数は、計画42,000件に対し実績63,834件と、計画を大きく上回る情報提供ができたと考える。

〇働きやすい福祉の職場の情報発信に向けた事業者支援については、コーディネーター派遣により宣言申請に向けたサポート強化を行
い、宣言申請増加につなげた。
　また、セミナーは具体的な事例紹介及び法人同士の情報共有をオンラインと集合型のハイブリッド形式で柔軟に行ったことで、未宣言
法人の申請促進及び宣言済み法人の維持確保につながり、その結果情報が充実したほか、宣言済み法人からは宣言情報をみて求人応募に
つながった事例が上がっており、人材確保の一助となる取り組みができたと考える。

○セミナー等の開催にあたってはアンケートを実施し、セミナー受講者の要望や意見を開催の都度分析している。アンケート内容は次年
度以降の事業企画やセミナー内容の検討に活用し、セミナー自体の効果検証に活かしている。
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団体名：

戦略 4

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・民間紹介 1,500件
（うち高齢者に適した紹
介　900件）

・民間紹介件数については、これまでの求
人開拓の効果として求人規模が確保される
とともに、特に下半期においては、経済全
体のコロナ禍からの回復基調もあり昨年度
を上回る求人数で推移したことから、計画
数を上回った。
・高齢者に適した紹介件数についても、計
画を上回っている。

・利用者一人あたりのア
ウトリーチ回数 ８回

・新型コロナウイルス感染症予防対策のた
め、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措
置期間中はアウトリーチを中断し、10月か
ら再開したが、センター周辺で見かける利
用者に対し距離を保ちつつ面談するなど、
限られた方法及び対象者に対してのみ実施
したことから、計画数を若干下回った。

・宿泊援護　延300件
・給食援護　延250件
新型コロナウイルス感染
症など社会状況等の変化
に応じて擁護枠を拡大す
るなど柔軟に対応する。

・宿泊援護については、８月は特別就労対
策の休止と猛暑の影響から宿泊を求める利
用者が増加した。下半期は、冬季、例年よ
り寒かったことから、宿泊を求める者が多
く推移。年間では計画数を大きく上回っ
た。
・給食援護については、外部環境の影響は
見られず、利用者の減少に伴う実績減に加
え、給食援護を特に多く利用する高齢の利
用者数名が、生活保護への移行・死亡など
により、援護利用の対象外となったことに
より、大幅な増加はなく、ほぼ計画数どお
りとなっている。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

（公財）東京都福祉保健財団

山谷地域に居住する日雇労働者に対する支援

３年後
（2023年度）の

到達目標

①民間の求人開拓等により、安定的かつ
高齢者に適した求人が確保されている。
・民間紹介のうち高齢者に適した紹介
65％以上
②アウトリーチ等により利用者の生活安
定が図られている。
・利用者の生活安定確保　30人／３年間
③利用者の状況や社会経済状況等の変化
に応じた適切な応急擁護が実施されてい
る。

これまでの求人開拓の効果、経済全体のコロナ禍からの回復基調等により、民間
紹介件数は計画を上回った。
アウトリーチに関しては、感染症対策により対面が困難な場合もあること、何度
も会える利用者と会えない利用者とのばらつきがあること、内容的にも窓口での
相談に近いものから安否確認程度までと様々であるこから、目標の設定方法を見
直すこととした。
応急援護については、新型コロナウイルス感染症の影響による利用者増や、夏季
の熱中症対策による援護枠の拡大等、社会経済状況に応じた対応を行った。

求人の開拓・確
保

・民間紹介　1,776件
（うち高齢者に適した紹介1,105
件）

引き続き、高齢者に適した求人開拓を
行っていく。

アウトリーチの
実施

・利用者一人あたりのアウトリーチ
回数　7.1回

アウトリーチの実施方法を見直すととも
に、年間目標をこれまでの一人当たり回
数から年間の回数とする。また、感染防
止対策を徹底しながら、簡易宿所での調
査及びアウトリーチを再開し、利用者に
対する効果的な支援を可能とするよう見
直し実施する。併せて相談担当職員の財
団実施研修参加による相談スキル向上を
行っていく。

応急援護の実施

・宿泊援護　延425件
・給食援護　延247件
利用者の状況に柔軟に対応するた
め、８月には熱中症予防の観点から
宿泊援護枠を拡大した。

新型コロナウイルス感染症の影響、夏季
の熱中症予防、高齢者特別就労の規模減
など利用者を取り巻く環境の変化に応じ
て、援護枠の拡大など必要な対応に努め
ていく。

団体自己評価

〇引き続くコロナ禍においても、民間紹介件数の維持向上を図り、特に下半期については経済全体が回復基調でもあったことから、労働
者に安定的に求人を確保することができた。高齢者に適した紹介についても、計画を上回る件数を確保することができた。

〇コロナ禍でのアウトリーチは特に配慮を要し、限られた対象者への実施となったが、これまで以上に丁寧に利用者の状況の聴き取り及
び助言を行ったことで、生活安定に向けた支援を実施することができた。

〇応急援護については、コロナ禍影響や熱中症対策による高齢者特別就労の中止などの影響でニーズが高まったが、社会経済状況の変化
を注視して柔軟に対応することで、結果として計画を上回る利用者支援を行うことができた。
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団体名：

戦略 5

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・文書及び財務・会計に
係る電子決裁システムの
導入に向けて仕様検討・
調整・予算要求
・2022年度運用開始に向
けた規程整備や職員周知

法人合併及び団体事業増に伴い、紙による
意思決定等がこれまで以上に増加する要因
がある中では、「はんこレス」「ペーパレ
ス」の推進とともに、勤務場所にとらわれ
ない迅速な意思決定・業務効率の向上を可
能とする電子決裁システムの導入が不可欠
である。電子決裁システム導入に向け、事
務スキーム及び現行の紙による意思決定事
項の洗い出し等を行い、必要な要件等を整
理して予算要求を行った。また年度末にか
け、仕様書の精査を進め、システム導入が
実務レベルで機能するよう調整した。

・経験者採用制度の導
入・活用

経験者採用について、多様な経歴を有する
人材を募集するため、団体ホームページや
求人広告サイト等を活用し、131名の応募
があった。人員要求査定状況や年度末の欠
員状況を踏まえて、２月に採用者(６名)を
決定した。また、人材育成計画(2020年度
改定）を踏まえ、採用後５年目職員を対象
とした新たな研修を実施（12月）するな
ど、若手職員の人材育成にも継続的に取り
組んだ。

・過年度の成果や蓄積し
たノウハウ・情報を活か
した事業検討・実施・次
年度事業の検討

「魅力ある福祉の職場づくり研修等事業」
として事業計画に位置づけ、団体内で組織
横断的なPTを結成したことから時宜に応じ
たテーマを設定できたとともに、実施方法
をカリキュラムや講師との調整を踏まえな
がらオンラインと集合型を併用して実施し
ているため、計画値に近い申込み及び参加
実績となっている。次年度の事業検討につ
いては、新たに高齢分野に絞り込み、介護
現場の課題と照らし合わせた分析や発案も
できている。

・交流先区市の検討・調
整
・区市町村ニーズ調査の
実施に向けた都の担当と
の調整
・医療関係団体等との連
携に向けた調整

区市町村へのアプローチ方法について年度
当初から都と調整・連携を図ったことによ
り、スムーズに区市町村福祉所管の部長会
及び課長会への団体概要説明並びに趣旨説
明を行うことができたとともに、区市町村
の同意を得ることができた。更に、ニーズ
調査アンケートに向けた項目を検討・策定
し、全区市町村福祉所管に対するアンケー
トを計画を前倒しして実施することができ
た。

団体自己評価

〇2021年４月の城北労働・福祉センターとの合併に伴う各種規程整備、システムの統一化等を通して、財団全体としての内部統制及び
ガバナンスの強化を図った。合併後は、山谷地域の日雇労働者の生活の安定化に資する取組を円滑に実施した。（戦略４のとおり。）

〇文書及び財務・会計に係る電子決裁システムについて、導入及び運用予算を獲得したほか、機能要件調整を行ったことで2022年度末
の導入に向けた準備が円滑にできたと考える。

〇固有職員年齢構成の偏在化是正に向けた採用制度の見直しについては、経験者採用制度を導入し、必要となる人材確保を行うととも
に、既存職員にも人材育成計画をもとに採用年次ごとに研修を実施するなど、団体の安定した継続運営に向けた人材育成ができたと考え
る。

〇財団保有の経営資源を活用した自主事業の展開については、これまで蓄積してきたノウハウを活かし、財団独自研修を実施し、申し込
み事業所が計画値を上回るなど、ニーズに即した研修の企画・実施ができたと考える。

〇区市及び他団体との連携については、早期に東京都と綿密に連携し、区市町村関係会議への制度説明を行ったほか、ニーズ調査となる
アンケートも前倒しして実施するなど、連携体制の充実に向け調整することができたと考える。

区市及び他団体
との連携

・財団事業や交流に係る区市町村の
ニーズ把握を行うための調査の実施
に向けた都との調整・連携及び区市
町村福祉所管会議への趣旨説明並び
に財団事業への要望、外部委託の可
能性のある福祉施設等に係るニーズ
調査アンケートを前倒しで実施し
た。
・他団体連携は医療関係団体だけで
なく、連携可能な団体の情報収集に
努めた。

今後は財団の自主事業展開に向け、プロ
ジェクトチームにおいてアンケート内容
の分析、検証を行うほか、必要に応じて
区市町村ヒアリングや追加アンケートを
実施するなど、連携を強化していく。
さらに、財団と区市及び他団体との連携
についての支援策や実施方法等について
具体化を図る。

固有職員年齢構
成の偏在化是正
に向けた採用制
度の見直し

・固有職員年齢構成の偏在を是正す
るため、経験者採用制度を導入し、
経験者を６名採用した。

引き続き固有職員の年齢構成の偏在化是
正に向け、経験者採用制度を活用して人
材確保を行う。
また、人材育成計画を踏まえた研修を幅
広く展開し、若手職員及び経験者採用職
員の人材育成に継続的に取り組んでい
く。

財団保有の経営
資源を活かした
自主事業の展開

・都内福祉サービス提供事業者を対
象とした法人運営サポート研修の企
画立案・募集・実施（申込21事業
所、参加20事業所）
・保育施設園長を対象とした保護者
対応力ブラッシュアップ研修を企画
立案・募集したが、コロナ禍のため
中止
・団体の経営資源である調査結果や
アンケート結果等の活用・分析に基
づく事業発案

財団が保有する経営資源を活用した自主
事業を展開していくため、次年度におい
ても事業検討結果を踏まえた自主事業を
PTを結成して継承していく。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

文書及び財務・
会計に係る電子
決裁システムの
導入

・文書及び財務・会計に係る電子決
裁システムの導入に向け、必要な要
件等を整理し予算要求した結果、要
求が認められた。

電子決裁システムの円滑な導入に向け、
システム調達に係る要件定義や、適正な
業者選定を行う。
2022年度内の運用が可能となるよう業者
等と密に連携して導入調整を行うほか、
必要に応じて職員へヒアリングするな
ど、運用実態に沿って開発できるよう進
行管理していく。

（公財）東京都福祉保健財団

社会・経済環境の変化に的確に対応する組織構築・強化

３年後
（2023年度）の

到達目標

①職場環境整備が進み業務効率の向上を
図れている。
②将来の安定した団体運営に向けた人材
を確保している。
③財団独自研修等を毎年度１から２事業
展開している。
④組織力強化に向けた人材育成や福祉
ニーズを把握できる制度構築を図ってい
る。
⑤局及び都の関係団体との新たな連携体
制の構築を図っている。

内部管理に関する業務効率化に向けた検討を進めているとともに、2021年度から
合併した城北労働・福祉センターとの事務の一本化も段階的に進めた。
また、安定した団体運営に向けた人材確保・育成にあたっては、「職員人材育成
方針」の改訂・職員周知を行うとともに、経験者採用制度を導入し、団体の課題
に応じた対策を講じた。
福祉ニーズに応じた自主事業の検討・実施や新たな区市町村支援の模索等の財団
自らが事業拡大を図る取組についても、経営資源の活用や都との連携を図りなが
ら着実に推進した。
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団体名： （公財）東京都福祉保健財団

2021年度計画 2021年度実績 要因分析 対応方針

財団の規程等に基づく対応可能
な手続については、全件規程等
を改正

該当する規程等は存在せず、一部
の事業で補助金申請や研修受付に
係るシステム（デジタル化）を導
入
・オンライン受付システムの導入
　15研修事業

主に研修事業における受付等手続き
に係るオンライン化の検討を進め
た。2021年度は一部の研修事業が
各々に既存のパッケージシステムを
活用して手続きのオンライン化を進
めたが、受講者の利便性向上や省力
化・経費縮減化を図るため、財団独
自の研修事業共通オンラインシステ
ムを構築し、2022年度からの研修事
業での試験稼働準備を行った。

2023年度末までに対都民・事業者
等を対象とした研修事業等の受付
の70％以上をデジタル化する。
2022年度において、財団独自の研
修事業共通の受付システムの試行
実施を進めるほか、状況に応じて
他のシステムや手法においてデジ
タル化を行うとともに、年度末ま
での目標達成に向けた準備等を実
施する。
また、改革プランについても経営
目標・戦略①を改訂し、本システ
ムの展開を組織横断的に検証して
いく。

財団の規程等に基づく対応可能
な手続については、全件規程等
を改正

対応可能な手続きの規程等を全て
改正
（４手続き）

概ね計画どおりに規程等を改正して
いるが、改正可能な規程を有する施
設をワクチン接種会場として貸出し
たことにより、本来業務における手
続の発生の減少に伴い、既存書類の
使用量が鈍化したため、当初予定時
期より改正が遅れたが、2021年度末
に廃止した。

対都民・事業者を対象とした押印
については、法令等で規定のある
もの等を除き廃止済み。
電子決裁システムの導入により、
内部手続きにおける押印を原則と
して廃止。

管理部門において、デジタル
ツール等の活用により、FAXの送
信数・受信数の98％削減

管理部門において、デジタルツー
ルの活用により段階的に削減
・４-11月平均65％削減
・（７月）電子化ツール導入後
７-11月平均93％削減
・（７月）電子化ツール及び（９
月）新たなバンキングシステム導
入後　９-３月平均99％削減
・（３月時点）100％削減
・（年間平均）76％削減
　※2021年度実績2,599件/2019年
度実績11,000件の76％

年度当初からFAX使用の削減意識は
あったものの、取引銀行とのバンキ
ングに課題があったことや、FAXの
回線を複写機に接続し、複写機から
PC端末にデータ保存する機能を活用
するための業者との調整に時間を要
したため、４-６月は大幅な削減が
できなかった。７月から複写機の機
能を活用することが可能となり、大
幅な削減ができたとともに、同時に
検討を進めていた新たなバンキング
システムを９月から導入したことに
より、導入以降からは目標の削減率
に達することができた。

管理部門において、デジタルツー
ル等の活用により、FAXの送信
数・受信数の98％削減目標を引き
続き設定し、取組みを継続する。

管理部門において、コピー用紙
の使用量を2020年度比で30％削
減する。
（対象期間：2020年10月と2021
年10月との比較）

管理部門において、74％削減
（2020年10月35千枚　/　2021年
10月９千枚）

２事業増及び城北労働・福祉セン
ターとの合併などにより職員数は40
名増しており、管理部門の管理スパ
ンが拡大しているため、第１四半期
においては使用量が多かったもの
の、管理部門職員の意識と職員間の
注意喚起によって目標を達成した。

引き続き管理部門において、コ
ピー用紙の使用量を2020年度比で
55％以上削減する。
（対象期間：2020年10月と2022年
10月とを比較）

財団の規程等に基づき施設利用
料を徴収する都民利用施設
（ウェルネスエイジ）につい
て、キャッシュレス化に対応す
る。

決済プラットフォームの選定及び
申請を完了し、令和４年３月から
キャッシュレス対応済み

既に導入している他団体へのヒアリ
ングやウェルネスエイジの施設利用
料における現状を整理し、キャッ
シュレスシステムの導入にあたって
必要となる機能・条件を確認すると
ともに、複数システムを比較の上、
導入する決済プラットフォームの選
定を行った。各審査の完了及び関連
機器の調達が出来次第、キャッシュ
レス化に対応できる見込みである。

都民利用施設（ウェルネスエイ
ジ）については、キャッシュレス
対応済み。

・相談業務において、オンライ
ン相談ができる体制整備を行
い、相談方法の選択肢を広げ
る。
・研修や説明会等において、座
学のみのものは原則オンライン
化とする。
・実習やグループワーク等を伴
う研修等は、その実施効果を低
下させないオンライン手法を検
討する。

・相談業務について、来所や電
話・メールと並行してZoomによる
オンライン対応を導入
・座学のみの研修について、ｅ
ラーニングによる非接触型研修を
実施
・研修効果を維持・向上させるた
め、研修カリキュラムや講師の意
向等に応じて、集合型とオンライ
ンを組み合わせたハイブリット型
などの柔軟な手法による研修実施

相談業務や座学のみの研修のオンラ
イン・オンデマンドによる非接触型
の対応は、2021年度早期に対応を
図った。

相談業務や座学のみの研修のオン
ライン・オンデマンドによる非接
触型の対応を継続する。

テレワーク可能な職員について
は月40％（※）実施
算出式：4,356件／242日（年）
／45人
※「実施件数／年間勤務日数／
テレワーク可能な職員数」によ
り算出

４-11月平均で月18％実施
【達成率内訳】
　1,317件/163日/45人≒18％

コロナ感染拡大がピークだった８月
の実施率27％を境として、研修実施
の繫忙期を迎える９月以降は実施率
が下降している。研修のオンライン
化は進んでいるものの、研修事務局
を担う財団は、受講者からの問い合
わせ、講師との調整、受講者確認、
オンライン環境にない受講者の対応
などで出勤せざるを得ない状況もあ
る。

新型コロナウイルス感染拡大時等
における都・国等からのテレワー
ク実施要請に対して、都庁グルー
プの一員として適切に対応する。

団体自己評価

〇対都民向けに、主に研修事業における利用者の利便性や省力化・経費縮減を目的にオンライン受付システムを導入するなど、
既存の業務フローも見直しながら、組織横断的にデジタル化を推進することができた。

〇電子決裁システムについては、効率的・効果的なシステム導入を行うための機能要件整理を行い、構築経費についての予算確
保を行ったことで、2022年度の導入を円滑に進めるための準備を行うことができた。

〇５レスの取組については、各項目到達目標に対して確実に削減を行い、目標を達成した。

キャッシュレス

タッチレス

テレワ―ク

はんこレス

FAXレス

ペーパーレス

共通戦略

取組事項

手続の
デジタル化
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【団体概要】

常勤役員数

常勤職員数

所在地 東京都世田谷区上北沢2-1-6 電話番号 03-5316-3100

基本財産
/資本金等

300百万円
都出資等割合
/都持株比率

100.0%
設立
年月日

平成11年4月1日

団体名 公益財団法人東京都医学総合研究所

代表者 理事長　田中　啓二 所管局 福祉保健局

設立
目的

　神経系及びその疾患等に関する研究、精神障害の本態、成因、予防及び治療法等に関する研究及びがん、感染症をはじめとす
る未解明の重要疾患の制御等に関する研究を総合的に行うことにより、医学の振興を図り、その研究成果を普及することによ
り、都民の医療と福祉の向上に寄与することを目的とする。

主

な

事

業

（１）重要疾患の原因解明、予防、診断や治療方法の開発に係るプロジェクト研究及び特別研究

（２）国、地方自治体、大学及び民間企業等との共同研究及び受託研究

（３）講演会、シンポジウム及びセミナー等の開催による研究成果の普及

（４）大学及び研究機関等との連携、交流

（５）産業界等との連携

（６）研究成果の特許取得及び実用化

（７）その他この法人の目的を達成するために必要な事業

組

織

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

7人

41人

対前年度比

116.7%

1人 1人 1人 100.0%

185人 188人 187人 99.5%

都派遣職員数

都退職者数 7人 6人

82.1%39人 32人

【財務情報】　　　　

公益財団法人東京都医学総合研究所
（単位：千円）

令和元年度 令和２年度 令和３年度
対前年度
差引増減額

対前年度比
（％）

主な増減理由

当期経常増減額 ▲ 32,529 ▲ 47,161 ▲ 39,539 7,622 －

経常収益 3,922,223 4,366,085 4,254,214 ▲ 111,871 97.4%

1,491 1,491 1,303 ▲ 188 87.4%

－ － － 0 －

584,216 544,087 599,578 55,491 110.2%

3,336,516 3,820,507 3,653,333 ▲ 167,174 95.6%

経常費用 3,954,752 4,413,246 4,293,753 ▲ 119,493 97.3%

3,748,645 4,202,357 4,039,725 ▲ 162,632 96.1%

206,107 210,889 254,027 43,138 120.5%

当期経常外増減額 36,790 50,725 46,412 ▲ 4,313 91.5%

経常外収益 39,987 65,740 68,394 2,654 104.0%

経常外費用 3,197 15,015 21,981 6,966 146.4%

法人税等 － － － 0 －

当期一般正味財産増減額 4,261 3,564 6,873 3,309 192.8%

当期指定正味財産増減額 1,653 5,179 ▲ 260 ▲ 5,439 －

正味財産期末残高 964,214 972,957 979,570 6,613 100.7%

資産合計 2,326,074 2,420,288 2,514,911 94,623 103.9%

流動資産 782,873 854,927 932,362 77,435 109.1%

固定資産 1,543,201 1,565,360 1,582,550 17,190 101.1%

300,000 300,000 300,000 0 100.0%

負債合計 1,361,860 1,447,331 1,535,341 88,010 106.1%

流動負債 957,989 1,036,246 1,105,607 69,361 106.7%

固定負債 403,871 411,084 429,734 18,650 104.5%

正味財産合計 964,214 972,957 979,570 6,613 100.7%

指定正味財産 333,062 338,241 337,981 ▲ 260 99.9%

一般正味財産 631,152 634,716 641,589 6,873 101.1%

貸

借

対

照

表

（流動資産）
　・未払金の増、退職給付引当金の計上額増等
　　による現金預金の増

（固定資産）
　・産学連携等研究推進積立資産(特定資産)の増
　・退職給付引当資産の増
　・器具備品(特定資産)の減

（流動負債）
　・未払金の増
　・都補助金返還金の減
　・民間財団助成金預り金の増

（固定負債）
　・退職給付引当金の増
　・リース債務の減

基本財産

区分

正

味

財

産

増

減

計

算

書

（事業収益）
　・産学連携等研究収益の増

（その他収益）
　・受取東京都補助金の減

（事業費）
　・特別研究費の減
　・光熱水料費の増

（経常外収益）
　・器具備品等に係る寄付物品の受入の増
　
（経常外費用）
　・器具備品に係るその他固定資産寄贈額の増
　・不用特許整理による特許権除却損の減

基本財産運用益

特定資産運用益

事業収益

その他収益

事業費

管理費
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団体名： (公財)東京都医学総合研究所

最終評価

A

　経営改革プランに掲げた目標のうち、戦略１「新型コロナウイルス等予防ワクチンの開発と情報発信」では、
都民の関心が高いワクチンに係る情報を科学的根拠に基づいた平易な表現により積極的に情報発信し、HPのアク
セス数が約100万件に増加したほか、将来も視野に入れた新型コロナウイルスワクチン開発を国立感染症研究所
等との連携により進めている。戦略２の「都の福祉保健課題の解決に向けた研究の推進」では、夜間滞留人口
データを用いた新規感染者の予測等を行い、滞留人口データは都や国においても感染症対策の指標として活用さ
れるなどの成果を上げた。共通戦略による「５つのレス」等の取組も総体として着実に進め、その他の取組にお
いても、認知症ケアプログラムの普及展開や都立病院との連携研究等を着実に実施しており、加えて、ワクチン
の抗体保有に関する研究成果の都への報告も行った。
　以上のように、滞留人口データの解析やワクチン抗体保有研究等を通じて、都の感染症対策に大きく貢献する
など、総じて団体として高い成果を上げている。
　引き続き、各種事業を積極的に推進していくとともに、高い専門性による都施策への更なる貢献や、研究等の
主要な取組成果をより広く周知することを期待する。

一次評価（所管局評価）

＜戦略１　新型コロナウイルス等予防ワクチンの開発と情報発信＞
　東京都の新型コロナウイルス感染症対策として、ワクチン開発に関する研究やコロナに関する信頼性の高い情報を発信をするな
ど、研究機関として、着実に取り組んでいる。
　ワクチン開発については、動物モデルによる安全性の評価や変異株に対する効果の確認等、臨床試験に向けた準備を進めてい
る。情報発信については、コロナに関する様々な情報があふれる中、都民の関心が高いテーマについて海外の論文を翻訳してホー
ムページに掲載するなど、科学的根拠に基づいた情報の提供に努め、アクセス件数の増加につながっている。また、オンラインで
開催した都民講座についても、参加者から高い満足度を得ることができた。
　
＜戦略２　都の福祉保健課題の解決に向けた研究の推進＞
　科学的根拠に基づいた施策の立案・実施に向けて、研究機関として都と連携して取り組んでいる。特に感染症対策における人流
研究については、都のiCDCとの連携により感染拡大予測のための重要なデータとしてモニタリング会議で報告されたほか、厚労省
アドバイザリーボードにおいてもモニタリング指標として活用され、感染症対策に欠かせない指標として確立された。認知症ケア
プログラムについては、オンライン受講体制を確立して人材の養成に努め、都内35区市町村で利用されている。児童虐待の予防支
援プログラムについては、都及びモデル自治体と連携し、新たな支援モデルの効果検証のためのデータ収集を行い、妊娠期からの
予防的支援の実現に向けて着実に取組を進めている。
　
＜戦略３　都立病院等とのさらなる連携強化と実用化に向けた支援の実施＞
　都立病院等への積極的なアプローチにより、病院側の着想や技術をもとに研究所が支援するような連携研究を開始できたことは
評価できる。
　知的財産に関する連携については、コロナ禍にあって病院関係者との対面によるコミュニケーションが一時困難となる中でも、
Web会議システムを活用し、知的財産の権利化や企業との共同研究の支援を順調に進めることができた。都立病院等の独法化の動き
がある中でも、研究所として支援できることは着実に実施しており、引き続き、独法における規程や体制の整備について、必要な
支援を行っていくことを期待する。

＜コロナ対応に伴う取組＞
　研究所の資源を活用して継続的に行っている抗体保有に関する研究結果は、都民に対するワクチン接種の推進という都の重要施
策における科学的根拠となり、都の施策の推進に大きく貢献した。iCDCや都立病院等と連携したこのような取組は、医学研のプレ
ゼンスを高めることにもつながるものと評価できる。

＜共通戦略＞
　５つのレスについて着実に取り組み、特にFAXレス・ペーパーレスについては数値目標をほぼ達成することができた。また、イベ
ント等について積極的にオンライン化に取り組んだ。

　以上のことから、全ての戦略について成果を上げたことを評価するとともに、都が直面する新型コロナウイルス対策という大き
な課題に対して、研究機関として都政に貢献していることは大きな成果と言える。引き続き各戦略を着実に推進していくととも
に、がんや認知症等の研究や、それらの基盤となる基礎研究をより一層推進し、都民の生命と健康を守る国内トップレベルの医学
総合研究所として、研究成果を都民・社会へ還元することを期待したい。
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団体名：

戦略 1

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

企業が実施する少人数の
患者を対象とした第I/II
相の臨床試験（最適な用
法・用量を確認し、ワク
チンの有効性と安全性を
調査する）を行うための
治験薬を使用して、実験
動物を用いたワクチン防
御効果・安全性の評価を
行う。

研究に際し、AMED（国立研究開発法人日本
医療研究開発機構）から資金提供を受ける
とともに、都から特別研究費が配分されて
いることが基盤となって、計画どおりに研
究を進めることができている。

ワクチン開発や関連研究
について、「都民講座」
やHP、SNS、広報誌「都医
学研NEWS」などを通じて
紹介するとともに、都民
の関心に応えたテーマ設
定を行う。

Twitterについては、研究成果をよりわか
りやすい形で都民に伝えるためのSNS等の
活用として、意識的に行っている。また、
ツイートの内容を的確に反映したハッシュ
タグを付すことで、都民が医学研のフォロ
ワーになっていなくとも、新型コロナウイ
ルスに関する情報が得られるように工夫し
ている。

常に世界中の最新の研究
成果を発信できるよう、
医学研が選定した論文を
日本語に翻訳し、分かり
やすくHPで紹介する。

研究を支える基盤技術のサービス提供とよ
り新しい基盤技術の開発研究を主な業務と
している「基盤技術支援センター」の職員
が中心となって、世界各国で行われている
新型コロナウイルスに関する研究を注目し
つつ、都民の疑問や関心に応えられるよ
う、情報発信に努めた結果が反映されてい
る。

団体自己評価

・医学研では、ゲノム、タンパク質などの基礎研究を基盤として、抗体を用いる遺伝子治療、iPS細胞を用いた細胞治療など多様な研究
を複合的に組み合わせ、東京都民が直面する健康問題に対処するという研究を行なっている。医学研のワクチン開発研究は、今後勃発す
る可能性のある新興ウイルスへの対応の際に、医学研の特色を生かした独自のワクチン開発や治療法開発を進めるため、重要な意義を有
する。
　新型コロナウイルス感染症のパンデミックを契機として、感染症有事発生前からのワクチン研究開発・生産体制を強化することの必要
性が認識されるようになる中、医学研では、都や国の支援を受けて、国立感染症研究所等との共同研究により、これまでに確立したワク
チン開発技術を用いて、現在流行している新型コロナウイルスだけではなく、今後新たなコロナウイルスが発生した場合にも即座に対応
可能なワクチンの開発を行い、臨床試験につなげることを目指している。
　現在、現行ウイルスに対する研究については、動物モデルによる安全性や変異株に対する評価が終了するなど着実に進んでいる。

・コロナに対する情報発信は、既存の取組に加え、子どもでも理解できるようイラストを使うなど情報発信に努めており、公式サイトに
都民の関心が高い新型コロナウイルスに関する最新情報を掲載した。その結果、前年度と比較して1.24倍のアクセス増となった。コロ
ナに対する都民の関心が高い中、都民の目線に立ったわかりやすい広報に取り組んだ成果である。
　また、都民講座では、オンライン開催が中心となったものの、アンケート調査の結果、89％以上の参加者が内容に満足していると回答
した。このことから、オンライン開催も新たな開催方法として評価できる。

・海外向けのプレスについては、研究成果を公式サイトのみならず、外部の媒体も利用して発信した。引き続き、研究所の知名度向上の
ため、海外広報を積極的に行っていく。

「都民講座」や
HP、SNS等を通
じ、研究内容や
成果を紹介

パンフレットと都医学研NEWSに「都
医学研の新型コロナウイルスへの取
り組み」を掲載するとともに、都民
講座（2021/10/21）では、「病原体
の感染のしくみ -新型コロナウイル
スとクラミジアを例に-」と題して
開催した。また、Twitterを使い、
95件のツイートを行った。

都医学研NEWSやHP等の各種媒体を通じ
て、当研究所の研究内容や成果を紹介し
ていく。特に、都内主要繫華街における
滞留人口（人流データ）モニタリングに
ついては、新聞等にも取り上げられるな
ど、都民の関心も高いことから、定期的
に更新していく。

世界中の最新の
研究成果につい
て積極的かつ分
かりやすく情報
発信

ワクチン接種後の抗体価の衰退と３
回目のブースター接種」（2021/11/
２）や「新型コロナウイルスワクチ
ンのデルタ株(B.１.617.２)に対す
る有効性」（2021/８/10）など、研
究所HPに一般向け・研究者向けに、
合計56件掲載した。

公式サイトのアクセス増を踏まえ、引き
続き新型コロナウイルス関連の記事を掲
載していく。特に2022年３月より、一般
向け・研究者向けばかりではなく、子ど
もでも新型コロナウイルスに関して知識
が得られるように、「けんた君の教え
て！ざわこ先生」と題したページを作成
した。従来の情報発信に加えて、このコ
ンテンツも充実させていく。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

新型及び汎用型
コロナウイルス
ワクチンの開発
を推進

動物モデルでの予防効果および安全
性評価を行った。
特に、ファイザー社製やモデルナ社
製など現行ワクチンに抵抗性を示す
変異株、現在の流行株（具体的に
は、初期流行株、ベータ変異株、デ
ルタ変異株）に対する発症予防効果
をマウスモデルで確認し、いずれの
ウイルス株に対しても、100％の生
存率を示した。

引き続きAMED（国立研究開発法人日本医
療研究開発機構）の研究開発事業への応
募など研究費の獲得に務めるとともに、
パートナー企業の社内事情による共同研
究契約の解除を受け、新たなパートナー
企業の選定を進めていく。

(公財)東京都医学総合研究所

新型コロナウイルス等予防ワクチンの開発と情報発信

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
汎用型コロナウイルスワクチンについて
は、基礎研究を確実に進めるとともに、
現行ウイルスを対象とした臨床試験に着
手する。

【目標②】
学術的な裏付けをもった最新の情報を広
報誌やHP等を通じて都民に提供してい
る。また、コロナ関連研究についても、
「都民講座」を開催して研究成果を都民
に提供する。

コロナについては、新たな変異株が出現するなど、未だ収束を見通すことができ
ない。そうした中、将来出現することが予想される新たなウイルスに対応する汎
用型ワクチンの開発研究は、動物モデルによる安全性や変異株に対する評価など
順調に進んでいる。また、コロナに対する情報発信は、既存の取組に加え、都民
の目線に立ったわかりやすい広報に努め、公式サイトのアクセス数が、前年度の
795,719件から1.24倍の990,472件となるなど、３年後（2023年度）の到達目標に
向けて、順調に進んでいる。
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団体名：

戦略 2

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

研修のオンライン化を進
め、全都普及を推進する
とともに、全国普及に向
けた研修体制等の検討・
準備を行う。また、介護
関連事業団体と連携した
普及啓発を行う。

年度当初から、フォローアップ研修の回数
を増やすことや、オンラインシステムのグ
ループワーク機能を活用した議論の活発化
を図るなど、オンライン研修の効果をより
高めるための検討を重ねてきた。また、定
期的にインストラクターと研修の改善につ
いて意見交換を実施し、その都度、修正を
行ってきたことが、実践能力を高めている
と考えている。

ハイリスクな人流・滞留
に対する介入策につい
て、具体化を図るため、
さまざまなデータの蓄積
と分析を行い、感染拡大
の予測精度の向上を図
る。

携帯電話のGPSデータに着目し、毎日、機
械学習によって分類するデータシステムを
構築したことで、レジャー目的の夜間滞留
人口を正確に抽出することが可能となっ
た。こうした精度の高い滞留人口データは
感染予測に貢献し、都のみならず、厚労省
アドバイザリーボード会議などでもモニタ
リング指標として活用された。

モデル事業の実施案（支
援モデルのプロトコール
作成）、効果の検証方法
について検討を行う。

妊娠期からの予防的支援を実現するために
は、母子保健・子ども家庭支援センターが
分断されることなく、協働体制を確立する
ことが不可欠である。しかし、自治体に
よって基盤整備の進捗に差が生じている。
新たな支援モデルの定着を図るためには、
各自治体の状況に応じた背景要因を分析
し、求められる対応を明確化することが必
要と考えている。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

(公財)東京都医学総合研究所

都の福祉保健課題の解決に向けた研究の推進

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
認知症ケアプログラムが全国展開し、認
知症の人の行動・心理症状の改善に寄与
する。

【目標②】
都民の行動自粛等のための定量的な判断
材料を提供し、感染抑止に貢献する。

【目標③】
支援が必要な家庭に対する効果的な支援
策が検証され、モデル事業参加の自治体
にノウハウが蓄積される。

「認知症ケアプログラム」「人流データを活用した流行予測モデル」「予防的支
援モデル」、いずれも関係者との議論や綿密な打ち合わせ、データ収集・解析技
術をもって、都の福祉保健課題と向き合い、３年後（2023年度）の到達目標に向
けて、順調に進んでいる。

都・厚生労働省
と連携した認知
症ケアプログラ
ムの普及、展開

研修受講者がケアプログラムを介護
現場で確実に実践できるようにする
ため、eラーニング実施後、２回の
フォローアップ研修をオンラインで
受講できる体制を構築し、アドミニ
ストレーターを都内で216名養成、
35区市町村まで利用が拡大した。ま
た、全国普及に向けた国のモデル事
業にも協力し、142名が養成され
た。

オンライン化によってより多くの自治体
や事業者が参加しやすい研修環境を整え
ることができている。今後は、アドミニ
ストレータの養成をさらにすすめるとと
もに、研修を担当するインストラクター
の養成もさらにすすめ、広域な普及体制
の確立を目指す。

人流データ分析
に基づく感染抑
止策の検討と提
言

都内主要繁華街におけるレジャー目
的の夜間滞留人口を抽出する仕組み
を構築し、その時系列データを用い
た新規感染者数の予測システムを構
築した。このシステムによる分析結
果を都のモニタリング会議で毎回、
報告をした。また、第５波以降に
は、ワクチン未接種・未完了者のハ
イリスク滞留人口を可視化する仕組
みも構築した。

社会活動と感染対策の両立を図るために
は、メリハリのきいた対策が必要にな
る。よりハイリスクなスポットを絞り込
むための分析方法の開発が求められる。
また、ハイリスクな滞留人口だけでな
く、ワクチン接種や自然感染による抗体
保有率などを加味したうえで感染拡大リ
スクを推計する仕組みの構築を目指す。

団体自己評価

・「認知症ケアプログラム」「人流データを活用した流行予測モデル」「予防的支援モデル」、いずれも関係者との議論や綿密な打ち合
わせ、データ収集・解析技術をもって、都の福祉保健課題と向き合っており、３年後（2023年度）の到達目標に向けて、順調に進んで
いると捉えている。
・フォローアップ研修のオンライン受講体制も構築し、全都普及をすすめるとともに全国普及に向けた国のモデル事業への協力を行うな
ど、目標達成に向けた取組を着実に実施した。

・精度の高い滞留人口データは感染予測に貢献し、都のみならず、厚労省アドバイザリーボード会議などでもモニタリング指標として活
用されるなど、都の喫緊の福祉保健課題である新型コロナ対策に大きく貢献した。

・支援モデルの設計・具体化を進め、その実現に不可欠な母子保健・子ども家庭支援センターの協働体制確立に向けた基盤整備に取り組
むとともに、新たな支援モデルの効果を科学的に検証するための比較対照群データ収集を開始するなど、科学的裏付けをもった効果的支
援策提言に向けた取組を着実に進めている。

児童虐待の予防
的支援法に関す
る研究、開発

都モデル事業の具体的な支援モデル
の設計を進めるため、各自治体と打
合せを重ね実施案を作成するととも
に、その実現に不可欠な母子保健・
子ども家庭支援センターの協働体制
確立に向け、各自治体に応じた基盤
整備方策などを提示した。また、支
援モデルの科学的効果検証に必要な
比較対照群100名の基礎データを収
集した。

自治体における母子保健・子ども家庭支
援センターの協働体制を強化するための
組織的取り組みを支援するとともに、予
防的支援を担う人材の育成プログラムの
開発をする。また、チームによる支援体
制を確立するためのシステムを構築す
る。そのうえで新たな支援サービスを開
始し、その効果を科学的に検証する。
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団体名：

戦略 3

実績
(2021年度末時点)及

び要因分析

2021年度計画 要因分析

分室のある駒込病院を端緒
として、ゲノム医学研究セ
ンターの具体的な取り組み
を紹介するとともに、病院
側のニーズ把握に努め、臨
床研究を提案する。

過去に議論されたものの具体的な連携に至っ
ていなかったテーマについて、掘り起こしを
行い、研究の域に高めたことが実績につな
がった。また、「都立病院・公社病院等との
連携研究セミナー」（2021/５/26）や、医学
研の広報誌などでセンターの紹介を行ったこ
とが、今回の実績につながっただけでなく、
今後の病院連携のきっかけづくりになったと
考えている。

検証を踏まえ、より効果的
な制度を運用するととも
に、「TMEDフォーラム」や
「駒込・医学研リサーチカ
ンファレンス」など、オン
ラインで開催し、広く制度
のユーザーである医師等が
参加できるようにする。

新型コロナウイルス感染症の状況から、従来
どおりのフォーラムやカンファレンスの開催
は難しい状況にある。一方で、オンラインで
の試みは、多くの病院の医師が参加できると
いう点や関心のあるテーマについてのみ視聴
できるというメリットもあると考えており、
都立病院等と研究所との接点づくりの方法と
して引き続き、開催していくことが効果的と
考えている。

医学研でのこれまでの経験
を踏まえ、地方独立行政法
人における知的財産関連規
程策定上のポイントを示
し、病院経営本部や公社事
務局の同規程案策定を支援
する。

病院経営本部からの要請により、独法化後に
改めて、地方独立行政法人と体制強化も含
め、知的財産の基盤となる規定整備など支援
のあり方について、協議することになった。

既単独出願案件について
は、ライセンス活動を実施
し、実用化に向けた活動を
推進する。新型コロナウイ
ルス感染症の終息状況や、
病院の独法化の進捗を見極
めつつ、新規発明の開示が
あれば、特許出願の対応を
行う。

コロナ禍で都立・公社病院とも多忙を極めて
いたため、病院関係者と十分なコミュニケー
ションが図れない状況が続いた。啓発活動も
ままならず、その影響が新規の発明の開示や
相談に顕著に表れることとなった。
しかし、昨年度に出願した案件や発明相談を
受けた案件については、Web会議システムを
活用し、外国出願を実現するとともに、企業
とのライセンス交渉も推進することができ、
実用化への可能性が広がったと考えている。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

(公財)東京都医学総合研究所

都立病院等とのさらなる連携強化と実用化に向けた支援の実施

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
ゲノム・遺伝子解析技術を用いた臨床研究の
実績が増える。

【目標②】
制度の検証や取組の評価を通じて、より効果
的な運用が図られ、その結果、論文や学会発
表等が行われる。

【目標③】
独法化後も見据えながら、都立病院等に対す
る知的財産に係る支援を実施し、特許出願な
どを行う。

医学研では、ゲノム解析や研究費の支援、知的財産の権利化等を通して、都立・公社
病院との連携強化に努めている。このうち、知的財産の権利化等については、病院側
からの相談件数が増えてきており、医学研・病院の双方で体制の強化が必要となって
きている。このため、協議を進めてきたが、改めて、2022年７月の地方独立行政法人
への移行後に検討することになっている。

ゲノム・遺伝子
解析を用いる臨
床研究の構築と
推進

医学研が設けている「都立病院等連携
研究」の枠組みを活用し、都立駒込病
院血液内科と新たな共同研究を開始し
た。また、次の研究へと発展する可能
性を秘めた「臨床現場における研究
シーズの発掘」では腫瘍内科、病理科
と議論を重ね、新たに連携して行うこ
ととなった。

引き続き、医学研が設けている「都立病院
等連携研究」の枠組みを活用した共同研究
を推進・遂行する。さらに、この枠を超え
た共同研究へとテーマを発展させることを
狙う。また、分室のある駒込病院以外でも
病院側のニーズ把握に努め、臨床研究を提
案する。

都立病院等との
連携研究の充実

「都立病院・公社病院等との連携研究
セミナー」（2021/５/26及び2022/３
/10）をオンラインで開催した。ま
た、「臨床現場における研究シーズの
発掘」では11月に都立駒込病院の腫瘍
内科と病理科から申請があり、いずれ
も採択した。

・研究シーズの発掘について随時申込受付
とし、新規課題を研究発表等に発展させて
いく。
・採択案件については、研究発表会等を活
用して研究成果を発表するなど、リサーチ
マインドを持った医師等が制度の利用を検
討できるよう、働きかけを行う。

団体自己評価

・新規に設置されたゲノム医学研究センターへの認知を一定水準で獲得し、臨床研究に関する具体的なテーマを議論する素地を得ることができ
た。医学研が戦略的に設けた制度を効果的に活用することで、共同研究を開始した。

・臨床業務の中で生じた疑問を解決するため、医師が気軽に申し込める「臨床現場における研究シーズの発掘」と発展形である「共同研究制
度」、二つの制度を2021年度から本格実施して進め、様々な機会を捉えて制度の周知を図ってきた。その結果、病院及び研究所が相互に広く関
与し、病院側の着想や技術をもとに研究所が支援するような連携研究が実施されている。

・二つの制度を本格実施として継続し、制度のさらなる普及や理解を進めるため、医師個人に対する取組だけでなく、病院組織に対する働きかけ
も行うなど、様々な機会を捉えて「個人」と「組織」、双方に働きかけを行っていく必要がある。

・これまでの都立病院・公社病院の知的財産の活用及び産学連携活動の支援を通じて、医療サービス以外の形でも都民への還元をすることができ
ることを、都立病院・病院経営本部と公社病院・公社事務局に実例をもって示すことができ、理解を得ることができた。
今後は、東京都立病院機構と調整の上、適切なサポートを行うことができるよう準備を行っていく。

地方独立行政法
人における知的
財産関連規程の
策定等を支援

2022年７月の独法化が決定し、年度当
初から、病院経営本部には独法化を見
据えた今後の支援（知財関連規程の策
定も含む）について、協議を進めてき
た。しかし、病院経営本部より、改め
て、独法化前後に相談をお願いすると
のことで、具体的な検討は2022年度以
降に延期となった。

これまでの支援を通じて、実用化の観点か
ら知的財産関連規程の整備が必要であるこ
とについては、病院経営本部及び公社事務
局の理解は得られている。
今後は、病院経営本部（又は東京都立病院
機構）から知的財産関連規程に係る策定支
援の依頼を受けた場合に備え、直ちに対応
できる準備を整え随時対応していく。

病院職員の発明
等の知的財産の
権利化及びその
実用化を推進

昨年度出願した案件（点滴ライト）の
外国出願(PCT出願)を行った他、新規
の特許出願を３件（水晶体防護器具、
腫瘍サンプラー、甲状腺防護器具）
行った。これらについてマーケティン
グを行い、興味を持った企業とはライ
センス交渉を実施した。民間企業との
各種産学公連携関連の交渉や契約を
行った案件数は20件である。

発明や知的財産権の取り扱いについては、
東京都立病院機構設立後に検討することと
なっている。なお、既に着手している案件
に対しては病院経営本部あるいは公社事務
局においての対応が可能な範囲での支援
（知的財産権の権利化及び出願した知的財
産権のライセンス活動）を継続する方針で
ある。
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団体名：

新たな取組として
設定した理由

2021年度計画 2021年度実績 要因分析 対応方針

(公財)東京都医学総合研究所

個別取組事項

コロナ対応に伴う取組

団体自己評価

新型コロナウイルスワクチンに係る抗体保有に関する研究の成果として、ファイザー社製mRNAワクチン２回接種終了後７ヶ月の抗体価
が大きく減衰していることを新型コロナウイルス感染症モニタリング会議（第70回）で報告し、新型コロナウイルスの感染を防ぐため
には、今後追加接種（３回目接種）を進めていくことが重要であり、特に高齢者の追加接種の必要性は高いということが確認されるな
ど、都の感染症対策の検討に、研究所が有する機器や分析・評価技術を活かすことができたと考えている。

新型コロナウ
イルス感染症
対策の検討に
寄与する

2020年度に都の特別研究と
して、都立病院・（公財）
東京都保健医療公社14病院
の協力を得て、外来受診者
の検査終了後の余剰検体
（延べ23,234人の検体）を
用いて、新型コロナウイル
スの抗体を測定し、東京都
における疫学的性質を明ら
かにした。
この経験から、研究所が有
する機器や分析・評価技術
を積極的に活用すること
で、都の感染症対策に寄与
できると評価した。

研究所の資源を活用し、そ
の研究成果をもって、都の
新型コロナウイルス感染症
対策に寄与する。

都からの依頼に基づき、
「新型コロナウイルスワク
チンに係る抗体保有に関す
る研究に係る協定書」を都
との間で交わし、研究成果
について2021年11月19日に
報道発表を行うとともに、
11月25日開催の新型コロナ
ウイルス感染症モニタリン
グ会議（第70回）で報告を
行った。

協定に基づき実施した抗体保
有に関する研究では、ファイ
ザー社製mRNAワクチン２回接
種終了後7ヶ月程度経過し、
同意を得られた都立病院関係
者、主に20才代から70才代ま
での1,139人の検体を用いて
測定した結果、抗体価が大き
く減衰していることが確認さ
れるなど、都の感染症対策の
検討に、研究所が有する機器
や分析・評価技術を活かすこ
とができたと考えている。

新型コロナウイルスは新たな
変異株が出現するなど、未だ
収束を見通すことができない
状況にある。
引き続き「新型コロナウイル
スワクチンに係る抗体保有に
関する研究」等の施策に必要
な研究を実施し、その研究成
果をもって、都の新型コロナ
ウイルス感染症対策に寄与し
ていく。
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団体名： (公財)東京都医学総合研究所

2021年度計画 2021年度実績 要因分析 対応方針

原則としてオンラインで完結でき
るよう、2020年度末までを目途に
関係規程等を改正し、2021年度以
降、ホームページ等を活用した手
続を整備する。ただし、寄付金等
申込手続でPC等未所持の個人につ
いては、書面手続を可とする。ま
た、税額控除の証明書である寄付
金等の受領書は押印の定めがある
ことから、国の動向を踏まえて対
応する。なお、相手方に不利益と
なり得る内容を含む通知や感謝状
は見直し対象外とする。

現在、デジタル化への取組に着手
しており、見直し対象である規程
の一部の改正を進めている。

手続のデジタル化のためには、手
続き書類のはんこレスを進める
か、もしくはタイムスタンプ認証
機能をもつシステム導入の必要が
あり、前者は関係規程（文書管理
要綱および各手続根拠規程）の改
正により、後者は電子決裁・文書
管理システムを導入する予定で検
討している。

対都民・事業者を対象とした手続
については（契約手続関係等を除
き）、既に手続の70％以上がデジ
タル化済みであるが、更なる利便
性・効率性向上に向け、2023年度
までの取組を進めていく。

原則としてはんこレス化ができる
よう、2020年度末までを目途に関
係規程等を改正する。ただし、税
額控除の証明書である寄付金等の
受領書については、国の動向を踏
まえて対応する。なお、相手方に
不利益となり得る内容を含む通知
や感謝状は見直し対象外とする。

見直し対象である規程の一部の改
正は、2021年度末の理事会で承認
を受けた（評議員選定委員会規
則）。
　また、2021年６月に契約締結し
て以降、はんこレス等を目指した
業務改善及びテレワークを可能と
するためのコンサル委託業務を進
めた。

対応可能な手続き等３件中、３件
のはんこレス化を実施

2021年度は情報収集を行いなが
ら、改正案の準備に着手した。
その後は、関係規程（文書管理要
綱）の見直しについて、電子決裁
システムの導入やテレワーク環境
整備と並行して進める必要がある
ことから、当初の予定を変更し、
システム導入計画（2022年度予算
要求事項）を軸に2022年度中の改
正を目指している。

対都民・事業者を対象とした押印
については、法令等で規程のある
もの等を除き廃止済みである。
　内部手続きの押印についても団
体自らが定める規程等に基づく押
印は、電子決裁システムを試行的
に導入する2022年度末までに、試
行対象業務の範囲内で廃止する。
　その他の内部手続きについて
も、試行後の検証結果で対応困難
となったものを除き、押印を廃止
していく。

ＦＡＸ送受信に代わりメールでの
対応ができるよう、連絡相手先と
の調整を順次行っていく。
（実施率：100％）

連絡相手先へ協力を依頼しながら
メールでの送受信に徐々に移行し
ている。

2021年度実績1,414件/2019年度実
績2,750件の51.4％となり、
48.6％の削減

電子化対応できない相手先が一定
数存在することが要因となってい
る。

今後も電子化への協力が得られた
ものから順次ＦＡＸを廃止し、
2019年度実績における該当部署に
おいて、引き続き、FAXの送信
数・受信数の削減△98％を継続す
る。

ペーパーレスを進めるため、Web会
議システムを活用し、所内説明会
や研修会、各種委員会その他配布
資料等に係るコピー用紙総使用量
の40％ の削減（2019年度比）を目
指す。

所内外の会議でWeb開催が可能なも
の及び所内説明会・研修会につい
て、オンライン配信により資料の
ペーパーレス化を図った。

2021年度実績20千枚/2019年度実績
127千枚の15.7％

会議・説明会資料のペーパーレス
化については予定どおり進み、削
減目標は達成した。今後も所内申
請手続き（旅費・休暇、契約締結
依頼）等につき、システム導入に
よりペーパーレスを一層推進して
いく予定である。

コピー用紙の使用量を引き続き削
減し、電子決裁システムの試行導
入に伴う対象業務について、2023
年２月までに2021年度同月比40％
の削減を目指す。

① 夏のセミナー参加費：会場受付
での電子決済方法（クレジット
カード、電子マネー、QRコード）
について検討していく。
 ② 特許実施許諾料等（ライセン
ス料等）：特定の製薬企業等との
契約に基づくものであり、他の物
品購入契約等と同様、引き続き口
座振込を決済手段とする。

夏のセミナーについては今年度は
開催を中止した。
特許実施許諾料等の2021年度実績
は76件。

都内外における新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大状況を踏ま
え、開催を中止した。

2022年度は夏のセミナーを２テー
マで開催することとなった。この
際、参加費については、事前に指
定口座に振り込ませることとし
た。

テレワークシステムについて2021
年度末を目途に試行導入を進めて
おり、在宅勤務が可能な業務を担
当する職員においての実施率を
40％とする。
※「実施件数/当月の勤務日数/テ
レワーク勤務可能な職員数」によ
り算出

在宅勤務が可能な業務が一部の部
署に限られており、年度末時点で
実施率は30％であるが、テレワー
ク環境整備（PCのリモートアクセ
ス設定）の試行段階として事務局
を対象に進めている。

実施件数：30日/当月の勤務日数：
20日/テレワーク勤務可能な職員数
（モデル試行職場）：５名

テレワーク勤務を研究所全体で可
能とするための、セキュリティ対
策や服務基準等に係る規程を見直
す必要があり、また、今後の各種
業務用システムの導入試行及びシ
ステム間連携に向けた調整を検討
している。

新型コロナウイルス感染症の感染
拡大時等における都・国等からの
テレワーク実施要請に対し、都庁
グループの一員として、研究業務
の遂行に支障が生じない範囲にお
いて、適切に対応していく。

テレワ―ク

ペーパーレス

キャッシュレス

はんこレス

FAXレス

今後もイベントの開催趣旨を踏ま
え、可能なものはすべてオンライ
ンで開催していく。

タッチレス

①オンライン開催と対面式開催と
の混合で実施するもの〔都医学研
都民講座（年８回）〕
②原則としてオンライン開催する
もの（ただし、研究者間の交流促
進の観点から一部については対面
式開催とする）〔都医学研セミ
ナー（年42回）、都医学研シンポ
ジウム（年１回）〕
③対面式開催するもの〔国際シン
ポジウム（年２回）、サイエンス
カフェ（年３回）、夏のセミナー
（年１回）、高校生フォーラム
（年１回）、連携大学院説明会
（年１回）〕

①都医学研都民講座は８回すべて
オンライン開催であった。
②都医学研セミナーは２回ハイブ
リッドにて開催したが、それ以外
はオンライン開催であった。
③国際シンポジウムは延期、夏の
セミナーと高校生フォーラムは中
止、８月、12月及び３月開催のサ
イエンスカフェ、８月開催の都医
学研シンポジウム及び５月開催の
連携大学院説明会はオンライン開
催であった。

普及等事業の効果を踏まえてオン
ライン開催の可・不可を検討し、
可能なものはすべてタッチレスを
達成している。

団体自己評価

外的な制約（FAXレスなど）も一部あったが、ペーパーレスなどすぐにでも対応可能な改革については、直ちに着手し、着実な成
果を得てきた。
　今後、業務のシステム化等により、弛まず「５つのレス」を推進していくが、一方で、コロナ禍の後には都民向け講演会など
に対し、対面形式による開催再開を望む声が都民などからあがってくる可能性もある。その際には、一方通行で邁進するだけで
なく、広く都民ニーズにも対応していきたい。
　また、各項目のレス化自体が目的化しないよう、その先にある業務の効率化、事業継続性、感染防止対策などを見失わずに、
実効性のある改革を適時的確、かつ柔軟性をもって対処していくこととする。

共通戦略

取組事項

手続の
デジタル化
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【団体概要】

常勤役員数

常勤職員数

設立
目的

  創意工夫をこらした多様な福祉サービスを利用者の意向を尊重しながら提供することにより、利用者が個人の尊厳を保持しつ
つ、心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じて自立した日常生活を地域社会において営むことができるよう支
援することを目的として各種社会福祉事業を行う。

主

な

事

業

　都立施設（児童養護・障害）10施設の施設経営及び自主運営施設（障害）２施設の施設経営

　※都立施設 …（児童養護）石神井学園、小山児童学園、船形学園、八街学園、勝山学園、片瀬学園

　　　　　　 　（障害）七生福祉園、東村山福祉園、千葉福祉園、八王子福祉園

　※自主運営施設 … 日野療護園、希望の郷　東村山

組

織

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

7人

305人都派遣職員数

都退職者数

対前年度比

100.0%

1人

所在地 東京都新宿区大久保3-10-1-201 電話番号 03-5291-3600

基本財産
/資本金等

10百万円
都出資等割合
/都持株比率

100.0%
設立
年月日

平成10年6月1日

団体名 社会福祉法人東京都社会福祉事業団

代表者 理事長　山岸　徳男 所管局 福祉保健局

1人 1人 100.0%

1,077人 1,054人 1,053人 99.9%

6人 7人

91.5%283人 259人

社会福祉法人東京都社会福祉事業団　
（単位：千円）　

令和元年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度
対前年度
差引増減額

対前年度比
（％）

主な増減理由

経常増減差額 ▲ 4,612 ▲ 4,612 253,494 297,777 44,283 117.5%

サービス活動増減差額 275,763 275,763 248,943 320,997 72,054 128.9%

サービス活動収益計 9,580,081 9,580,081 10,109,488 10,058,490 ▲ 50,998 99.5%

事業収益 9,579,453 9,579,453 10,108,800 10,056,644 ▲ 52,156 99.5%

その他 627 627 688 1,846 1,158 268.3%

サービス活動費用計 9,304,318 9,304,318 9,860,545 9,737,493 ▲ 123,052 98.8%

人件費 5,683,064 5,683,064 6,261,394 6,031,085 ▲ 230,309 96.3%

事業費 1,547,617 1,547,617 1,536,754 1,509,498 ▲ 27,256 98.2%

事務費 2,002,931 2,002,931 1,983,324 2,124,968 141,644 107.1%

その他 70,706 70,706 79,073 71,942 ▲ 7,131 91.0%

サービス活動外増減差額 ▲ 280,374 ▲ 280,374 4,551 ▲ 23,220 ▲ 27,771 －

サービス活動外収益計 71,000 71,000 65,334 82,767 17,433 126.7%

サービス活動外費用計 351,374 351,374 60,783 105,987 45,204 174.4%

特別増減差額 ▲ 14 ▲ 14 ▲ 267 ▲ 326 ▲ 59 －

特別収益計 － － － 514,140 514,140 －

特別費用計 14 14 267 514,466 514,199 192683.9%

当期活動増減差額 ▲ 4,625 ▲ 4,625 253,227 297,451 44,224 117.5%

前期繰越活動増減差額 931,481 931,481 798,653 1,033,759 235,106 129.4%

当期末繰越活動増減差額 926,855 926,855 1,051,879 1,331,209 279,330 126.6%

基本金取崩額 － － － － 0 －

その他の積立金取崩額 921,604 921,604 118,036 441,388 323,352 373.9%

その他の積立金積立額 1,049,806 1,049,806 136,157 187,235 51,078 137.5%

次期繰越活動増減差額 798,653 798,653 1,033,759 1,585,362 551,603 153.4%

資産合計 12,052,550 12,052,550 11,341,168 12,413,723 1,072,555 109.5%

流動資産 2,789,126 2,789,126 2,063,158 2,879,672 816,514 139.6%

固定資産 9,263,424 9,263,424 9,278,010 9,534,051 256,041 102.8%

うち基本財産 2,916,747 2,916,747 2,796,270 2,675,792 ▲ 120,478 95.7%

負債合計 3,216,796 3,216,796 2,371,128 2,750,884 379,756 116.0%

流動負債 2,251,490 2,251,490 1,389,197 1,797,371 408,174 129.4%

固定負債 965,306 965,306 981,932 953,513 ▲ 28,419 97.1%

純資産合計 8,835,754 8,835,754 8,970,040 9,662,839 692,799 107.7%

うち基本金 10,000 10,000 10,000 10,000 0 100.0%

区　分

事

業

活

動

計

算

書

（サービス活動収益）
・障害福祉サービス事業収益の増
・指定管理料収益の減
・経常経費補助金収益の増
・経常経費寄附金収益の減

（サービス活動費用）
・超勤実績減等による人件費の減
・外食経費減等による事業費の減
・ウィルス対策サーバー導入等による事務費の増

（サービス活動外収益）
・建設仮勘定計上に伴うその他収益の増

（サービス活動外費用）
・支払利息の減
・利用者等外給食費支出の減
・コロナ罹患児養育事業の委託費用の増

（特別収益）
・モデル事業及び民間移譲施設整備費補助金の増

（特別費用）
・固定資産売却損・処分損の増
・モデル事業及び民間移譲施設整備費補助金の増

繰
越
活
動
増
減

貸

借

対

照

表

（資産の部）
・現金預金の増
・減価償却等による有形・無形固定資産の減
・指定管理施設繰越特定預金積立予定額の増
・退職給付引当資産の増
・民間移譲施設整備費補助金等事業未収金の増

（負債の部）
・事業未払金の増
・法定福利費の職員預り金等の増
・設備資金借入金の減
・退職給付引当金・賞与引当金の増

（純資産の部）
・その他の積立金の減
・次期繰越活動増減差額の増
・国庫補助金等特別積立金の増

【財務情報】
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団体名： (社福)東京都社会福祉事業団

最終評価

B

　経営改革プランに掲げた目標のうち、戦略１「利用者・児童の権利擁護を第一とした支援の実現」では、重大
事故防止に向け組織的に取り組み、外部専門員の知見を活用するとともに、夜間巡回、施設内防犯カメラの設置
等のほか「福祉のしごとの悩み相談窓口」の設置や虐待防止マネージャーの配置について、計画を前倒して実施
するなど取組を大きく前進させた。共通戦略による「５つのレス」等の取組も総体として着実に進め、その他の
戦略においても、技術ノウハウの継承に資する固有正規職員の在職年数が延伸したほか、児童養護施設における
退所後の児童へのアフターフォローの充実、人材の確保・定着に向けた各種取組、自主運営施設における収支改
善等を着実に実施した。加えて、保護者等がコロナに罹患した際の療育困難児の受入れ、コロナ禍の中でもサー
ビス継続を図るための取組を行うなど、総じて団体として一定の成果を上げている。
　引き続き、各種事業の積極的な推進や、職員の一層の定着に向けた対応策の検討を期待するほか、重大事故ゼ
ロを継続するために必要な取組については、経営改革プラン2022年度改訂版で掲げた内容に限らず精力的に進め
ていくべきである。

一次評価（所管局評価）

＜戦略１　利用者・児童の権利擁護を第一とした支援の実現＞
　利用者・児童の権利擁護・虐待防止を最重要課題に掲げ、団体として「重大事故ゼロ運動」を展開し、施設間の取組事例の共有
や意見交換等を行い、本部と各施設が連携して対策を立案するとともに、各施設の特性に応じた様々な取組を実施している。
　また、新たに施設以外での職員相談窓口を開設するとともに、義務化に先立って虐待防止マネージャーを配置したほか、外部専
門家の更なる活用を図るなど、取組を強化している。
　このような、重大事故を二度と起こさないとする強い意志と徹底した取組は、高く評価できる。
＜戦略２　蓄積してきた支援技術を生かした高度なケアの提供＞
　管理監督者向け研修の実施や専門性の高い固有職員の登用、喀痰吸引・強度行動障害支援者養成研修等の積極的な受講、また離
職防止等の取組による平均在職年数の伸長等により、専門的支援の提供体制の維持・強化に努めている。
　児童養護施設では、自立に向けた多様な支援や退所後のアフターフォローに取り組むとともに、特に支援の難しい児童を受け入
れるモデル事業を実施するなど、都立施設としての役割を果たしている。
　他団体や大学等と協働し、次世代機器の活用事例を発信するなど、蓄積した支援技術等の普及に努めている。
＜戦略３　地域の福祉向上への貢献、地域との連携の強化＞
　施設の改築に当たっては、地域ニーズを踏まえるとともに、地域福祉サービスの充実に向け検討を行うなど、丁寧かつ着実に進
めている。
　各施設においては、地域との関係性を大切にするとともに、地域で生活する障害者や子育て世帯等を支援するため、多様な事業
を実施している。
＜戦略４　社会福祉法人としての運営基盤の強化＞
　福祉業界全体で人材不足が深刻化している中、採用試験の回数増や選考方法の拡充、人事・給与制度の見直し、宿舎借上げ事業
等の実施、「働きやすい福祉の職場宣言」の公表など、新たに多くの取組を展開し、人材の確保・定着に努力している。また、シ
ステム化をさらに進め、事務の効率化と職員の負担軽減に取り組んでいる。
　自主運営施設の経営については、新たな加算の取得やランニングコストの低減等に努め、収入増を図った。
＜コロナ対応に伴う取組＞
　重症化リスクの高い重度・最重度を受け入れる障害者施設２か所でＰＣＲ検査機器を導入し、施設内で速やかに検査を行える体
制を確保した。また、児童養護施設において、保護者が感染し濃厚接触者となった児童の受入れ事業を実施した。
　感染者発生時には、支援体制が厳しくなる中、拡大防止に努めながらサービスの提供を継続させたことは、職員の使命感のみな
らず、組織的なマネジメント力の発揮によるものと高く評価する。
＜共通戦略＞
　必要な規程の改正、デジタル化等によるコピー用紙使用量の削減など、５つのレスの取組やテレワークを積極的に実施し、目標
を達成している。

　以上のことから、３年後の到達目標に向け、全ての戦略において積極的に取り組み、成果を上げていることを高く評価する。支
援困難者を多く抱えるセーフティネットを担う都立施設を運営する、高い専門性を発揮するプロフェッショナル集団として、一層
の福祉の向上に貢献することを期待している。
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団体名：

戦略 1

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・事業団虐待等防止委員
会での各施設の取組の共
有、検証
・各施設での虐待防止委
員会・リスクマネジメン
ト委員会等の実施、結果
の反映
・コンプライアンス委員
会の実施、意見の反映
・障害施設での虐待防止
マネージャーの設置検討

・事業団全体の委員会で共通認識を図り、それを
各園の委員会の検討に反映させる仕組み。事業団
全体での虐待防止の取組の底上げを行いながら、
さらに各施設ごとにその特性に応じた取組を行う
ことで、虐待防止体制の充実・強化を図る。
・コンプライアンス委員には弁護士等外部専門家
も委員におり、外部の視点が反映されている。
・虐待防止マネージャーは、令和４年度から各事
業所単位での設置が義務化されることを受け、可
能な施設から前倒しした。

・虐待防止研修（e-ラー
ニング型総論研修）の受
講
・研修の電子化移行に向
けた調整
・虐待等防止研修教材の
開発・活用
・事業団コンプライアン
ス研修及び局研修を継続
実施

・研修をe-ラーニング化し、受講環境を整備し
た。これにより、ペーパレスや事務の効率化につ
ながった。
・集合型の研修はリモート会議システムを活用す
ることで、コロナ禍以前と同様のグループワーク
を実施
・虐待事例集はファシリテーター用のマニュアル
を添付し、園での活用が行い易いように工夫

・福祉サービス第三者評
価の受審・改善
・利用者・児童が意見を
伝えやすい取組の実施
（意見箱の設置・活用
等）
・利用者満足度調査の実
施・活用

・コロナ禍のため、評価機関と手法を調整し、オ
ンラインや書面での調査など工夫して実施。結果
は早期に見直しに反映
・意見箱等で収集した意見を運営に反映、または
参考にしている。
・調査結果は、イベントの企画や施設の修繕等の
施策に反映させる他、Q&Aや手紙でフィードバック
している。

・各施設における第三者
委員への相談会の実施

・コロナ禍により、一部施設では当初計画してい
た第三者委員の訪問相談を一時的に中止せざるを
えなかったが、感染防止対策を徹底した後、再開
した。
・児童が第三者委員に相談しやすくするために、
児童たちとの行事に参加してもらうことなどを企
画

団体自己評価

戦略１については、コロナの影響により制限せざるを得なかった取組を除き、すべて計画どおり実施し、全職員に対し虐待防止の意識の浸透
を図った。一部取組は前倒して実施した。

・虐待防止体制については、各種委員会での検討を進め、事業団全体で取組の共有等を行い底上げを図るとともに、施設ごとの特性に応じた
取組を加えることで、虐待防止体制の充実・強化を図った。さらに、2022年度から義務化される障害施設での虐待防止マネージャーの設置を
２施設で前倒し設置し、2022年度の全施設での円滑な設置につなげた。

・抜本的対策として実施してきた「重大事故ゼロ運動」等に加え、外部専門家等のスーパーバイザーが支援現場に助言する仕組みの拡充、管
理監督者による夜間巡回やすべての施設で敷地内カメラを設置し現場のチェック体制を強化するなど、事件・事故を起こさないための仕組み
を強化した。また、職員が施設職員以外に相談できる窓口を前倒し設置した。

・虐待防止やコンプライアンス研修は、新たにeラーニングやリモート会議システムを活用して受講環境を整備し実施した。さらに、各施設
での研修向けに全施設へ配布している「虐待事例集」にファシリテーター用マニュアルを作成する等の工夫を行った。

・不注意や支援力不足に起因した事故・不適切な支援については、発生時に対象者への適切なケアとともに迅速な調査と原因分析を行い、当
該職員への指導と全施設での再発防止策を実施した。なお、こうした事故に係る処分については、懲戒審査委員会の審議を経るなど適切に実
施しているが、懲戒処分に該当するものはなかった。

・利用者や児童からの要望等は、意見箱や利用者満足度調査等を活用し運営へ反映するほか、Q＆A等でフィードバックしている。第三者委員
の訪問相談はコロナ禍により計画どおり実施できなかったが、感染対策を徹底し再開している。

利用者・児童から
の要望等への適切
な対応

・福祉サービス第三者評価の受審、結
果を改善に反映
・意見箱の設置に加えて、園長宛の封
筒を窓口に置くなど、意見を伝える手
段を多様化
・利用者満足度調査を実施し、支援の
見直しや施策に反映
・具体的には、テニスコートの改修、
娯楽用途のタブレット端末の導入等
を、要望に応じて行った。

・引き続き、個人の権利擁護及び福祉サー
ビスへの満足度を高めるため、意見箱や利
用者満足度調査などを活用し、要望や課題
の把握に努めて、対応していく。

第三者委員への相
談環境の整備

・各施設における第三者委員への相談
会の実施（計84回）

・今後も、利用者や児童が施設に対する意
見や苦情を伝えやすくするため、第三者委
員による定期的な相談を実施し、苦情に対
する迅速な対応、サービスへの反映に取り
組んでいく。
・全施設で、計画通り第三者委員の訪問相
談を実施していく。

虐待防止研修の拡
充

・虐待防止研修総論とコンプライアン
ス研修(局と事業団)は悉皆・eラーニン
グで実施
・虐待防止研修の障害・児童養護別職
員向け、管理監督者向けとコンプライ
アンス研修応用を集合型で３年に一回
の悉皆で実施
・資料配布や受講管理もシステム上で
実施
・虐待事例集を作成し、全施設へ教材
等として配布

・虐待防止研修及びコンプライアンス研修
を継続実施
・チーフ等職員向け研修のカリキュラムを
変更し、中核職員マネジメント力向上研修
として、虐待の兆候を察知するノウハウや
指導力強化に向けたノウハウを付与するな
ど、さらなる研修の充実を図る。

抜本的対策の着実
な実施

・「抜本的対策」の本格
実施
（例）
　外部専門家スーパーバ
イズの拡充
　支援現場への管理監督
者の積極的関与・状況把
握
　事例集配布・全職員ア
ンケートによる意見交換
会
　夜間の事故防止体制の
強化

・各施設で重大事故ゼロ運動（研修、
意見交換等）を実施
・スーパーバイザーとして、外部の専
門家である医師、弁護士、福祉専門職
を活用
・管理監督者の夜間巡回と声掛けの実
施
・過去の虐待事例の事例集配布
・全施設で敷地内カメラの新設又は増
設
・「福祉のしごとの悩み相談窓口」を
一年前倒しして開設

・施設ごとの課題や特性に応じた重大事故ゼロ運
動を実施
・複数の施設巡回を行うスーパーバイザーとして
施設特性に合わせた現場経験豊富な都OBなどを確
保し、外部の視点を取り込むとともに、そのノウ
ハウを活かした助言を受けた。
・夜間の声掛けにより事故防止と職員のモチベー
ションアップを図った。
・事例集配布により、職員の虐待に対する意識向
上を図った。
・カメラの設置は支援現場の質の向上にも寄与
・相談窓口は相談しやすいよう施設以外(事務局)
に設置

・「抜本的対策」に加え、権利擁護・事故
防止の意識を高める新たな取組（職員一人
ひとりの取組を実施、訪問相談員の設置、
外部専門家による施設コンサルテーション
の導入）や適正な採用及び人事管理を実施
し、虐待等重大事故防止に向けた対策を着
実に実施していく。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

虐待防止体制の充
実・強化

・事業団虐待等防止委員会を4回開催
し、各施設の取組の共有、不適切な支
援事例の周知、事故対応に関する意見
交換などを実施
・各施設で虐待防止委員会、リスクマ
ネジメント委員会を開催
・コンプライアンス委員会を２回開催
し、委員から事故防止対策への助言を
得た。
・２施設で虐待防止マネージャーを先
行設置

・虐待等防止委員会等を継続的に開催し、
虐待等重大事故防止に向けた各施設の取組
の共有や更なる課題への対応等について検
討し、取組の充実を図る。
・障害全施設で虐待防止マネージャーを設
置する。

(社福)東京都社会福祉事業団

利用者・児童の権利擁護を第一とした支援の実現

３年後
（2023年度）の

到達目標

①特別な支援が必要な利用者・児童を
受け入れる中で、全職員が権利擁護の
意義を認識し、利用者本位のサービ
ス・児童に寄り添った支援を提供して
いる。
②懲戒処分に該当するような重大事故
を発生させないため、虐待防止への意
識や取組が職員に浸透している。
③利用者等の意見や苦情を受け止める
体制や方策が整っている。

・虐待等防止委員会等各種委員会による情報共有や意見交換等、抜本的対策の実施
など、多様な取組の強化により、全職員の権利擁護の意義の認識を深め、利用者本
位のサービスを提供するよう体制の整備を進めた。
・重大事故ゼロ運動による虐待防止等に向けた意識改革や抜本的対策で、虐待防止
を認識するよう推進した。
・利用者や児童が意見等を伝えやすい環境整備として、意見箱の設置や第三者委員
等による定期的な相談を実施し、要望や苦情に迅速に対応した。また、利用者満足
度調査を実施しサービスに反映した。
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団体名：

戦略 2

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・喀痰吸引等研修…新規
で７人受講
・強度行動障害支援者養
成研修…新規で40人受講
・管理監督者としての
スーパーバイズ力向上研
修
・「福祉マイスター制
度」（仮称）の制度設計

・喀痰吸引等研修は、施設内での調整を綿密に行
い、計画数を超える人数の受講を達成
・強度行動障害支援者養成研修は63人が申し込ん
だが、半数程度が抽選に外れたため2022年度に向
け都及び研修実施団体に要望した。
・グループリーダー就任時研修の未受講者を管理
監督者向けのスーパーバイズ力研修でフォロー
・専門性の高い固有職員の登用は現行任用制度で
の対応を優先し、福祉マイスター制度は当面休止

・資格取得支援の拡充…
３年間で46人が制度活用
・福祉専門職加算Ⅰ取得
（生活支援員のうち社会
福祉士等が35％）に不足
する社会福祉士等の資格
取得促進を図る。

・資格取得支援制度を広く周知し、多くの職員が
活用するよう促した。
・職員のプレゼンテーション方式を活用し、防災
士資格を取得した者が出た。

・NPO等との連携による
職場体験や学習支援…児
童の進路決定率100％
・自立訓練や学力向上を
図る取組
・アフターケア専用LINE
アカウントの開設の検討
・自立支援ニュースの
バージョンアップ

・児童の退所後の選択肢を広げる就労支援や進学
支援等の取組を増やすとともに、効果的な内容に
なるよう取り組んだ。
・LINEの導入には、退所児童側の視点で、電話や
メールよりも連絡が取りやすく、学園への連絡に
対するハードルを下げる狙いがある。
・自立支援ニュースには、自活している卒業生イ
ンタビューを掲載するなど、児童の自活訓練に役
立つ情報を掲載する他、掲示場所の拡大やバック
ナンバーの作成等も実施

・事業の検証・課題把握
とそれを踏まえたモデル
事業の総括

・都などの関係機関と連携して課題の整理等に取
組中

・講師依頼への積極的な
対応（講師派遣回数14
回）
・実習生の積極的な受入
れ（実習受入人数、延
5402人）
・ICTや次世代介護機器
の導入事例の公表及び見
学の受入れ実施（東京都
福祉保健財団との連携）

・各学校からの要請に応じ積極的に講師を派遣
・事前にPCR検査を実施するなど感染症対策を万全
にとり、実習生を積極的に受入
・(株)東京交通会館、多摩都市モノレール(株)、
近隣大学と協働して分身ロボットを活用した障害
者の接客業務を実施し、プレス等で積極的に発信
・導入事例の公表方法としてホームページを活用

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

(社福)東京都社会福祉事業団

蓄積してきた支援技術を生かした高度なケアの提供

３年後
（2023年度）の

到達目標

①蓄積してきた支援技術を継承した若
手職員が中堅職員へと育っている。
・固有正規職員（福祉職）平均在職年
数…7.3年以上
②専門的なケアに必要な知識・技術を
習得している。
③専門性を活かし、利用者・児童の特
性や状況に応じた支援を提供してい
る。
④他団体への支援技術・ICT等の普及を
行っている。

・固有正規職員（福祉職）平均在職年数：7.6年（2022年３月31日時点・対前年で
0.3年伸長）
・専門的な技術習得のための研修機会の確保や資格取得支援制度の拡大を行い、専
門性の高い職員の育成を進め、役立てている。
・退所児童との連絡体制の整備などを行い、児童にさらに寄り添った支援を行っ
た。
・感染症対策を取り講師派遣や実習生の受入を積極的に行った。また、分身ロボッ
トを活用した障害者の接客業務モデル等の活用事例を発信するなど、先駆的な取組
や、他団体の参考となる事例を発信した。

専門的なケアが提
供できる体制の充
実

・喀痰吸引等研修　９人受講
・強度行動障害支援者養成研修　31人
受講
・グループリーダー就任時研修（スー
パーバイズ力研修）　６人受講
・管理監督者向けのスーパーバイズ力
研修　27人受講
・ベテラン退職者の支援スキルの継承
方法として、事業団通信（事業団職員
向けの冊子）で退職者メッセージを発
信

・施設の特性に応じて蓄積した支援技術や
ノウハウを研修等を通じて若手職員に確実
に継承するなど、法人全体で専門的ケアを
提供する体制を構築する。
・強度行動障害支援者養成研修の十分な人
数の受講を可能とするよう都や研修実施団
体との協議を継続

自己啓発支援制度
の拡充

・資格取得支援制度を15人(社会福祉士
６人、介護福祉士３人、精神保健福祉
士１人、公認心理師２人、その他３
人）が活用
・７人が新たに福祉職専門職加算Ⅰ取
得に係る資格を取得
・再チャレンジや対象資格を職員のプ
レゼンテーションで追加できる仕組み
などの拡充した制度を周知し、利用者
が拡大

・事業団通信を活用し、制度利用者の声を
広く届けて、制度の活用を促す。
・研修担当者に対して説明を行い、各施設
での周知を活性化させる。
・実施期間ごとに全職員に周知していく。
・プレゼンテーション方式による自己啓発
支援の具体例を示し周知するなど、制度利
用を促す工夫をしていく。

児童養護施設の児
童の選択肢を広げ
る支援の実施

・NPOやボランティアによる学習支援
・職場体験66回、園内学習会524回、
全通塾希望者支援、進路決定率100％
・進学に向け、奨学金や進学資金管理
等の情報提供・相談会実施
・LINEアカウントを開設し、退所児童
との連絡手段としての活用を開始
・自立支援ニュースの充実及び活用促
進

・児童が希望する進路が実現できるよう、
学習支援、自活訓練、就労支援等を継続し
ていく。
・退所児童との連絡手段としてLINEの活用
を継続することで、こまやかなアフターケ
アができるよう努める。
・自立支援ニュースはさらなる紙面の工夫
を進めるとともに、アフターケアの一環と
しても効果のある卒業生インタビューを継
続していく。

連携型専門ケア機
能モデル事業の検
証と充実

・原籍施設へ復帰した児童へのアフ
ターケアを実施（月１回程度の電話連
絡、年間３回程度の訪問）
・事業の活用を促すため、児相担当者
向けの見学会を年２回実施
・今後の在り方について、都や地元市
などの関係機関と検討を行った。

・モデル事業の検証と課題把握を引き続き
行い、総括を行っていく。

先進的取組等で蓄
積してきた支援技
術・ICT等を他団
体へ普及

・講師派遣回数　21回
・実習生の受入人数　延4204人
・障害者支援施設デジタル技術等活用
支援モデル事業により導入した分身ロ
ボット活用事例をプレス発信
・眠りスキャン等職員の負担軽減につ
ながる導入事例を事業団ホームページ
に掲載
・コロナ禍により見学は未実施

・研修や学校等への講師派遣や実習受入れ
を積極的に行う。
・他の政策連携団体との協働等を含め機器
の活用を進めるとともに、先進的取組等の
発信を行う。

団体自己評価

戦略2については、コロナの影響により制限せざるを得なかった取組等を除き、すべて計画どおり実施した。一部取組は前倒して実施した。

・喀痰吸引等研修は、施設内で講師を確保し勤務等を調整したことで、計画を超える人数の職員が受講することができ、喀痰吸引を伴う医療的支援を
要する利用者を確実に受入れた。また、強度行動障害支援者養成研修は研修実施機関による定員超過のため、目標人数に達していないが、受講した職
員が職場において支援技術を他の職員に広めるなど、専門的ケアの体制整備を図った。

・自己啓発支援制度については、資格取得支援制度の利用を促進した結果、資格取得者が増え支援技術の向上につながっている。さらに、新制度を活
用して、職員が自ら施設運営に寄与する資格であることをプレゼンテーションし、防災士の資格を取得した。

・退所する児童への自立に向けた多様な支援を行い、進路決定率100%(進学13名、就職22名、グループホーム入所１名)とすることができた。
　また、退所した児童への継続的なアフターケアを行い、不安になったり困ったときの連絡手段としてLINEを開設するなどいつでも相談に乗る体制と
し、退所児童の安定した生活を支援した。

・コロナ禍のため、緊急事態宣言中は実習依頼元の学校から中止の連絡があったり、園でも施設内への入室を制限していたが、解除後は感染症対策を
徹底したうえで、可能な限り講師派遣や実習受入を行った。

・連携型専門ケア機能モデル事業を実施し、課題の整理等に取り組んだ。

・導入機器の活用について、他の政策連携団体や大学等との協働による取組を実施しプレス発表するなど、先駆的な取組を行った。また、眠りスキャ
ンなど職員の負担軽減に効果がある機器を他の団体の参考としていただけるよう活用事例としてホームページ等で発信した。

102



団体名：

戦略 3

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・本設施設への移行
（2023年度を予定）に向
け、地域の障害児向けの
新たな通所サービスを検
討（内部調整）

・PTを作り機動的に活動したことや地元・
周辺市との意見交換により、具体的な検討
が進んだ。

・実施設計、建築工事に
着工・施工
・環境に関する認証制度
を取得できるよう設計会
社と検討

・設計会社、施工会社、日野療護園、事務
局の４者で密に連携を取り、設計等の準備
を進めた。特に、環境評価については、設
計会社との調整を重ね、より高評価が得ら
れるよう、仕様を工夫した。
・また、事前に住民説明会を行い、住民の
意見を十分踏まえるよう工事業者と調整し
て、遅延なく円滑に工事を進めている。

・通所・短期入所等の拡
充後の定員規模、人員配
置体制、日中活動内容、
送迎体制、送迎エリア、
相談支援事業の規模など
を検討

・日野療護園、事務局、設計会社との間
で、通所・短期入所の拡充に向けた丁寧な
協議を重ね、齟齬が生じないようにしてい
る。
・通所・短期入所の開所前に利用者を確保
できるよう、地元・周辺市を中心に関係機
関に開設の周知を行ってる。

・地域イベントへの参加
や園内行事への地域住民
の参加機会の確保
・福祉避難所として機能
させるため、地元市との
連絡会等の実施

・コロナ禍により参集型の行事は開催でき
なかったが、地域との関係性を継続させる
ため、機関誌の送付やホームページでの発
信のほか、オンラインのシステムの活用に
より、地域との連携を継続した。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

(社福)東京都社会福祉事業団

地域の福祉向上への貢献、地域との連携の強化

３年後
（2023年度）の

到達目標

①東村山福祉園は、改築後の施設で運営
しており、地域の障害児の支援が充実し
ている。
②日野療護園は、計画どおり改築され、
地域の障害者の支援を拡充している。
③地域が求める役割（地域交流スペース
の提供、学校役員や自治会役員を担う、
地域行事への職員動員・物品貸出など）
を担い、地域との協働が進んでいる。

・東村山福祉園の改築後の地域福祉サービスの充実に向けた検討を行った。
・日野療護園の施設整備については、環境に配慮した設計とし、計画どおり着実
に実施している。
・日野療護園の移転後の事業エリアの変更、通所・短期入所の拡充など、確実な
施設運営の実施に向けた検討・調整を行った。
・コロナ禍であっても、オンラインの活用などの工夫をし、地域との連携・協働
を絶やさずに継続している。

東村山福祉園の
改築に伴う通所
の充実に向けた
検討

・地域の障害児向けの新たな通所
サービスの検討ＰＴを開催（３回）
・通所サービスを実施している他の
事業所への見学を実施するととも
に、地元・周辺市や関係機関への聞
き取りなど地域ニーズを調査するな
ど実施内容について検討

・検討結果を踏まえ、都及び地元・周辺
市と調整していく。

日野療護園の改
築の円滑な実施

・実施設計を終え、建築工事に着工
し、予定どおり基礎躯体工事の約
20%を完了
・環境面で高評価を得られるように
仕様を設計し、東京都建築物環境計
画書制度においては16項目中11又は
12項目で最高評価を取得でき、
CASBEEでは最高ランクの総合評価S
を取得できる見込み

・2023年２月の竣工に向け、設計会社、
施工会社、日野療護園、事務局の４者で
協力して事業を進めていく。
・同時に、2023年５月の新施設開設に向
けて各種委託契約や備品の購入などを行
う。

団体自己評価

戦略3については、コロナの影響により制限せざるを得なかった取組を除き、すべて計画どおり実施した。

・東村山福祉園の改築後に提供するサービスについて、ＰＴを設置し、内容や体制等を集中的に検討したほか、地元・周辺市等への聞き
取りなど地域ニーズを踏まえた検討を進めた。

・日野療護園の改築については、地元市への説明や住民説明会などを複数回、丁寧に行い、周辺住民との良好な関係を築いた。設計に
は、周辺住民の意見も反映させるなど、地元からの要望に迅速に対応し、順調に工事を進めた。また、設計会社と繰り返し調整を行い、
省エネ仕様とすることで、運営開始後の経費削減への効果を高めることができ、認証制度でも環境に関する高い評価を取得できる見込み
である。

・移転先地域への貢献ができるよう、通所・短期入所の規模拡大に向けて着実に準備を進めている。開設後の利用促進に向けて、地元・
周辺市の関係機関等へ訪問し、広く周知を行った。

・地域との連携はコロナ禍によりイベント開催等が従来のように行えない状況が生じたが、その中でも地域の連絡会へのオンラインでの
参加等、地域との関係性を絶やさないようにするための取組を行った。

・地域の福祉向上への貢献については、各施設において地域の実情やニーズに応じて、地域で生活する障害者や子育て世帯等を支援する
ため、相談事業や子育て家庭を対象としたショートスティ、障害児日中一時支援事業など多様な事業を行った。

日野療護園移転
改築に伴う通
所・短期入所の
拡充に向けた検
討

・地元・周辺市や関係機関への聞き
取りなど地域ニーズを調査し、通
所・短期入所の規模を検討
・設計に、通所・短期入所の利用を
反映
・通所・短期入所の利用者を確保す
るための広報を実施

・2023年５月の開所に向けて、通所・短
期入所等の定員規模拡充後の人員配置体
制、日中活動内容、送迎体制、送迎エリ
ア、相談支援事業の規模などを検討し、
都に対して職員定数増の人員要求及び関
係機関への変更手続きの準備を行う。
・通所・短期入所等の利用者確保に向け
た地域関係機関への周知を行う。

地域との連携・
協働

・地域イベント及び住民参加の園行
事は感染症予防のため未開催
・福祉避難所の開設に係る協定を新
たに１施設締結し、締結施設は6施
設となった。２施設で毎月１回防災
無線の応答テストの実施、１施設で
地元市との合同総合防災訓練を実
施、各園で、地元市の連絡会等に参
加

・新型コロナウイルスの感染状況を踏ま
え、利用者の安全を最優先にしつつ、地
域との関係性を継続できるようなイベン
トのあり方を検討する。
・福祉避難所として機能させるための地
域との連携を進めていく。
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団体名：

戦略 4

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・固有職員の管理監督者層
の計画的な育成・ポスト配
置
・昇給制度の見直し、各
寮・棟のチーフ等に職務手
当を支給及び更なる給与制
度見直しの検討（コンサル
活用等）
・宿舎借上げ事業及び奨学
金返済事業の実施
・他団体への派遣研修の実
施

・本人の能力等に応じ、管理監督職選考の受験を積極
的に勧奨
・コンサルを活用して民間法人の給与水準との比較を
行い、各園職員が参加する委員会を経て、都のセーフ
ティネットを担う団体としての処遇を実現
・奨学金返済支援制度の実施要綱を作成し周知、対象
者に支給
・固有職員の育成につながる都への相互派遣研修を引
き続き実施

・「働きやすい職場宣言事
業」の申請・公表
・育児中の職員の遅番勤務
を支援する制度の構築検討
・職員・家族の都合に応じ
た「留学等休職制度」（仮
称）や「配偶者同行休業制
度」（仮称）の導入検討
・職員のための相談体制の
充実

・東京都福祉保健財団と連携し、全施設で取り組む。
ガイドライン100％達成法人であることを事業団ホーム
ページでアピール
・育児中の職員の遅番勤務を支援する制度等は他の制
度とのバランスに配慮して検討
・職員が相談しやすいように「福祉のしごとの悩み相
談窓口」を事務局内に設置し周知
・職員のメンタルヘルス向上に向け、新たにメンタル
ヘルス研修の導入を検討

・人事システムや管理事務
等のシステムの運用
・統合した業務用端末、基
本ソフトウェア、グループ
ウェアの導入に向けた検討
・2020年度までの研修履歴
のシステム入力・整理
・次世代介護機器等導入事
例の事業団内共有の仕組を
構築

・システムの運用を、事務局での試行を経て着実に実
施
・東京都福祉保健財団から機器情報を得て、導入機器
選定の参考とした。
・次世代機器の導入・活用情報は、多様な媒体を活用
し共有化

・自主運営施設２施設にお
ける更なる収入増（加算の
取得等）、経費削減の取組
により、計画的に施設整備
経費等を積み立てる。

・給付費については、2021年４月の国報酬改定により新設さ
れた該当する加算のすべてを取得した。
・毎月、財務状況をモニタリングしながら経営状況を分析し
現場職員にも伝えることで、職員の経営的視点の醸成を図る
とともに、ランニングコストの低減に取り組んだ。
・コロナ禍の影響により、短期入所や通所サービスの利用を
制限したが、サービスを必要とする利用者の受入れを継続す
ることで、減収を抑制

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

(社福)東京都社会福祉事業団

社会福祉法人としての運営基盤の強化

３年後
（2023年度）の

到達目標

①安定的な運営が可能な人材の確保・育成
ができている。
・固有正規職員（福祉職）離職率
11.9%(2020年度)を維持
・管理監督者の固有職員割合40％
②働きやすい職場環境が整備されると共
に、職員の負担軽減が図られている。
③自主運営施設で必要な積立が計画的に行
われている。

・多様な採用PR活動や応募・選考方法の拡充、学校や学生等への丁寧なアプローチなど
様々な活動を積極的に展開し、人材を確保した。採用数は前年度を上回った。
・給与制度や昇任制度の見直し等により離職率を目標以下とした。管理監督者の固有職員
割合は40％を超えた。
・職員が相談しやすい体制整備、育児等個別事情に配慮する制度の検討など環境整備を進
めた。
・ICT化で職員の負担軽減を進めた。
・加算取得等の財源確保に努め、計画通り積み立ている。

職員確保・定着に
向けた人事・給与
制度等の適切な運
用・見直し

・管理監督者層の46.0％に固有職員登用
（2022年４月１日時点4.2%改善）
・年度当初から昇給抑制を緩和。職務手
当153人支給。大幅な給与見直しを実施
・福祉職新規採用109人
・宿舎借上げ実績５件
・奨学金返済支援実績77人
・都への相互派遣研修１人

・昇任選考の受験促進及び固有職員管理監督
者層の計画的な育成・ポスト配置
・見直し後の給与制度を積極的に発信
・宿舎借上げ事業及び奨学金返済事業の継
続・拡充
・他団体への派遣研修の継続的実施
・職員満足度アンケートは、他団体の情報も
参考に設計し、実施
・離職原因の詳細な分析を実施し、新たな対
応を検討

様々な人材の確保
のための採用活動
及び採用制度の拡
充

・学校訪問、採用説明会、
内定者交流会等の継続、充
実
・学校推薦制度、実習生等
特別制度の拡充
・児童養護施設における児
童指導員の育成
・アクティブシニアの積極
的活用
・キャリア採用、再採用制
度の実施

・学校訪問等84校、説明会24回、内定式4
回、内定者交流会2回、イベント出展22
回、施設見学会48回
・推薦校との連携強化15人採用
・実習生等特別制度の見直し、対象者の
継続的ケア11人採用
・児童指導員育成枠で1人採用
・無資格者、学生バイト、シルバー人材
を活用
・キャリア採用4人、一般通年採用3人

・Web等を併用した学校訪問や採用説明会、各種イベン
ト出展を積極的に実施し、応募増に寄与
・内定者交流会に加え内定式を実施するとともに配属
先のマッチングを図り、採用辞退を防止
・学校推薦の更なる活用に向け、推薦校を個別訪問し
関係を構築
・実習生等特別制度の基準を緩和し推薦を増やすとと
もに、推薦者に対する学習会への勧誘など継続的なア
プローチを実施し、応募につなげた。
・現場の補助的業務を切り分け、学生バイトやシル
バー人材などを積極的に活用
・新たな募集・選考の実施で応募が増

・学校訪問、採用説明会、内定者交流会等の
継続、充実
・学校推薦、実習生等特別制度の検証、対象
校拡大の検討
・地方からの採用拡大の検討・実施
・児童養護施設における児童指導員の育成枠
を含む無資格者採用の効果検証
・キャリア採用、再採用等の更なる推進
・引き続き多様な働き方を可能とする人材の
活用を図っていく。

ライフ・ワーク・
バランスの推進、
働きやすい職場環
境づくり

・全施設で「働きやすい福祉の職場宣言
事業」を申請し、ガイドライン100％の達
成状況をホームページで公表
・育児中の職員の遅番勤務の支援制度の
構築検討
・留学等休職制度や配偶者同行休業制度
の導入検討
・ハラスメントやメンタルヘルスの相談
窓口に加え、「福祉のしごとの悩み相談
窓口」を設置

・「働きやすい福祉の職場宣言」事業所であ
ることのPR、採用活動での活用
・遅番勤務を支援する制度の創設
・留学等休職制度、配偶者同行休業制度の創
設
・職員のための相談体制の周知・活用の促
進、継続的実施
・メンタルヘルス研修の実施
・職員のエンゲージメント向上につながるサ
ンクスカードの普及

ICT環境の整備・強
化及び次世代介護
機器の導入

・人事、勤怠、旅費のシステムを本格導
入
・研修受講履歴をシステムで管理するな
ど、事務を効率化
・ICT推進本部を設置し、端末の統一等に
向けた情報を収集し共有
・新たにネック型インカムを導入。機器
の導入・活用情報は部門長会等で共有す
る他、事業団通信やホームページで職員
に直接周知

・法人全体での端末統一に向け、調達方法や
使用ソフトウェアについて、さらなる情報収
集、学習会を行い、選定し導入する。
・東京都福祉保健財団とも連携し、職員の負
担軽減や事故防止等に向けた次世代介護機器
の導入やICT化を引き続き進めていく。

自主財源の確保

・日野療護園（対2020年度決算比）
事業活動収入5,676千円（1.0％）の増
事業活動支出29,559千円（5.6%）の減
・希望の郷東村山（対2020年度決算比）
事業活動収入8,492千円（0.9％）の増
事業活動支出6,072千円（0.8%）の減

・自主運営施設において、引き続き、加算の取得
や、効率的な施設運営によるコストダウンなど、
収支内容の精査により、継続して安定した施設運
営を目指していく。
・自主財源確保の一助となる事業団賛助会制度の
見直しを検討し、運用する。

団体自己評価

戦略４については、すべて計画どおり実施した。

・これまでの採用活動を拡充するとともに、新たにキャリア採用等を開始したことで、採用数を前年度以上に伸ばした。採用活動にあたっては、多くの学生等が
事業団に関心を持てるよう、丁寧な情報提供を行うとともに、学校等との信頼関係を構築した。採用した職員からは、安心して応募できた等の声が届けられ、次
の採用に向けた好循環が起きている。

・2022年4月から人事・給与制度等の大幅な見直しを行い、政策連携団体として公的な役割をより一層果たしていくための道筋をつけた。新たな人事・給与制度
を職員に積極的に発信するとともに、職級に応じた基本的役割や到達目標等を明確にしモチベーションアップを図った。こうした取組等により離職率を目標値以
下とした。

・離職理由の職級・年齢・勤続年数別の分析を行った。2022年度は分析結果を参考に一層の離職防止対策に取り組む。

・「働きやすい福祉の職場宣言」に取り組み、ガイドライン100％達成を公表するほか、「福祉のしごとの悩み相談窓口」等の様々な相談窓口があることを周知
し、働きやすい職場環境を構築するとともに留学等休職制度の導入に向けた検討も開始した。

・人事システム等、ICT化の推進により、各種申請や管理がシステムで行えるようになり、事務の効率化など職員の負担軽減を図れた。また、眠りスキャンなど
これまで導入した機器の活用の定着や、新たにネック型インカムを導入したことで、職員の負担軽減や利用者事故防止、日中活動の拡大等の効果を得た。

・自主運営施設における収入増、経費削減に取り組み、2021年の国報酬改定により新設された常勤看護職員等配置加算等を取得した。また、毎月、財務状況をモ
ニタリングしながら経営状況を分析し現場職員に伝えることで、職員の経営的視点の醸成を図るとともに、ランニングコストの低減に取り組んだ。
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団体名：

新たな取組として
設定した理由

2021年度計画 2021年度実績 要因分析 対応方針

・感染対策支援チームによる
具体的な助言指導を受け、感
染予防対策を見直すことによ
り、園内での更なる感染を防
止できた。【例】PPEの正しい
脱ぎ方、足カバーの使用中
止、鍵の使用の見直し、廃棄
物の処理方法等々
・全施設長が出席する経営者
会議で事例を共有すること
で、他施設においても具体的
な感染予防対策を講じること
が可能となり、事業団全体で
の感染予防対策の強化につな
がった。

・感染対策支援チームの
指導で学んだことを活か
し、引き続き感染対策を
行う。
・必要に応じて、別施設
での感染対策支援チーム
の派遣依頼や、研修の受
講等、感染対策に関する
最新の情報を手に入れ、
事業団内で共有してい
く。

・協定期間の終了によ
り、令和４年３月31日を
もって、事業を終了し
た。

養育困難児童の受
入事業の実施

都内の児童を養育してい
る保護者等が新型コロナ
ウイルス感染症に罹患
し、入院治療等が必要と
なった場合に、養育困難
な児童の増加が見込まれ
るため。

小山児童学園における
養育困難児童の受入事
業の実施

・11月に東京都と事業団とで養
育困難児童の受入事業実施に関
する協定を締結
・12月より事業開始
　【実績】８名、延85日の受入

・新型コロナウイルス感染拡
大に伴い、児童相談所の一時
保護所で濃厚接触者に該当す
る養育困難児童を受入れるこ
とが困難な状況になったこと
から、都と事業団で協定を結
び新たな事業を開始した。

(社福)東京都社会福祉事業団

個別取組事項

コロナ対応に伴う取組

団体自己評価

・マスクや消毒等の基本的な感染防止対策の徹底、会議及び研修等のオンライン開催、職員の感染が疑われる場合の報告
基準及び服務上の取扱いの整理、緊急事態宣言期間中等の面会・外泊・外出の制限等の他、重症化リスクの高い障害者の
重度・最重度施設にPCR検査機器を導入し施設独自のPCR検査を実施した。また、感染発生時には施設を上げて感染拡大防
止に取り組むとともに、感染対策支援チームの派遣を依頼し、具体的対策の助言指導を受けるなど、事業団全体で感染症
対策に取り組んだ。

・濃厚接触者に該当する養育困難児童の受入れを実施することで、子育て家庭の新型コロナウイルス感染症対策に貢献し
た。

迅速な検査対応を
とれる体制の構築

感染疑いのある職員・利
用者が出た際に、保健所
の対応を待たずに迅速に
PCR検査をできる体制を
整備することで、施設内
での感染のリスクを下げ
るとともに、感染疑い発
生時の対応の負担を軽減
するため。

一部施設でのPCR検査
機器の試験的導入

・診療所併設施設のうち重症化
のリスクが高い障害者の重度・
最重度施設でPCR検査機器「ID-
Now」を導入
【検査実績】
　八王子福祉園　395件
　東村山福祉園　107件

・ID-Nowを導入することによ
り、利用者等が体調不良に
なった際に、施設内で、１検
体15分での検査が可能となっ
た。
・児童が学校で熱発し帰宅し
た際にも、速やかに検査を行
うことで、施設や学校の対応
方針を早い段階で決定でき、
職員の心身の負担軽減につな
がっている。
・短期入所利用者の入所時に
ID-Nowを用いて検査を行うこ
とで利用者の負担軽減、施設
側の不安軽減につながってい
る。

・導入施設においては、
引き続き検査機器を活用
し、感染拡大防止に努め
る。
・他の診療所併設施設に
おいては、感染状況や、
今後の国や都の感染対策
の動向を踏まえ、導入の
必要性を検討していく。

感染予防対策の見
直し・強化

事業団施設内で職員及び
利用者のコロナ陽性者が
出たことから、施設にお
ける感染予防及び感染拡
大を防止するため。

・陽性者が複数名同時
発生した施設に対する
東京都感染対策支援
チームの派遣依頼
・感染予防対策の見直
し
・他施設との情報共有

・陽性者が複数名同時発生した
以下の４施設において東京都感
染対策支援チーム派遣を依頼
し、助言指導を受けた。
　６月　東村山福祉園
　８月　七生福祉園
　　　  石神井学園
　１月　希望の郷　東村山
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団体名： (社福)東京都社会福祉事業団

2021年度計画 2021年度実績 要因分析 対応方針

団体の規程等に基づく対応可能
な手続については、全件規程等
を改正

・規程等については、該当するも
のがないため、改正不要
・採用選考のWEB応募を可能とする
等、対応可能な手続きについては
２件を除き、デジタル化を進め
た。

事業団全体の規程及び各施設で定め
る要綱等について、デジタル化を妨
げる記載があるものを確認したとこ
ろ該当するものはなかった。

引き続き、手続のデジタル化を進
めていく。

団体の規程等に基づく対応可能
な手続については、全件規程等
を改正

該当する規程等10件全て、12月末
までに改正済み

都の取組状況や顧問弁護士の助言を
基に方針を決定し、対象規程等の確
認を行い、規程等の改正を進めた。

文書管理システム等のデジタル
ツールを導入し、内部手続きの更
なる押印廃止を推進していく。

デジタルツール等の活用によ
り、FAXの送信数・受信数の
98％削減（本部のみ対象）
※先方の指示による送受信除く

本部のFAX送受信は、４月に42件
あったが、５月以降は０件で推移

・先方の指定のない場合にはFAXは
使用禁止とする取扱いを徹底
・５月にFAXの設定を、PDFデータで
受信するように変更

引き続き、取組を継続する。

コピー用紙の使用量を2020年度
比で30％削減する（本部のみ対
象）

本部のコピー用紙使用実績は、27
万枚であり、昨年度の使用実績で
ある56.6万枚と比較して約52％の
減

・内部での情報共有は、可能な限り
データでの授受とした。
・大型モニターの導入、端末の持参
などにより、会議での紙資料の配布
を削減
・内部検討用資料等の印刷には、裏
紙を使用

引き続き、データでの閲覧・授受
を推し進め、ペーパーレス化を推
進していく。

団体の規程等に基づく手数料の
徴収については、全施設にて
キャッシュレス化に対応する

・本部では、一部現金でしか対応
できない場合（印紙・郵券の購入
等）を除き、講師等への謝礼や業
者への支払には口座振込で対応
・施設ではネットスーパー等を積
極的に活用

・研修講師等への謝礼は全て口座振
込とし、業者への支払いも継続的に
口座振込とした。
・日用品や文房具等の購入はネット
での購入を基本とし、仮払や小口精
算の機会を減らすことで現金への接
触頻度を削減
・積極的にネットスーパー等活用し
ている事例を法人全体で共有し、利
用を促進

電子マネーやクレジットカード等
の利用も併せ、より一層現取組を
推進していく。

・保護者会や採用説明会等にお
いて、対面式とオンライン対応
を併用して実施する
・受験生の利便性を高めるた
め、５回実施する採用選考と同
じ回数以上、オンライン説明会
を実施する

・保護者会は、保護者との関係で
対応可能な施設において、対面式
とオンライン対応を併用する形式
で実施
・採用説明会も、対面式とオンラ
イン対応を併用して実施（Web方式
20回、参集方式４回）
・事務局主催の研修は、全てオン
ラインで実施

・保護者会は、感染状況が落ち着い
てきた中で、併用式で実施し、来園
できない保護者の参加につながっ
た。
・研修は、オンライン環境の整備と
職員の理解が進んだため、全てオン
ラインで実施

・保護者会や採用説明会等におい
て、引き続き、オンラインを活用
した取組を実施していく。
・新任職員研修など、参集するこ
とで得られる効果が大きいものに
ついては参集方式とするなど、内
容に応じて柔軟に対応していく。

本部のテレワーク可能な職員に
ついては、月40％実施（2021年
８月対象）
※「実施件数/当月の勤務日数/
テレワーク勤務可能な職員数」
により算出

本部事務局のテレワーク実施率は
月40.1％（2021年８月実績）

『実施件数150件、勤務日数379
日、勤務可能な職員数21人
「(各職員の)実施件数/(各職員の)
当月の勤務日数＝実施割合※
※実施割合の合計＝841.7％
841.7％/職員数21人＝40.1％「実
施件数/当月の勤務日数/テレワー
ク勤務可能な職員数」』

恒常的にテレワークを推進している
が、特にテレワークを推進する目標
期間を設け、８月に集中的に実施

会議や打ち合わせをリモートで実
施するなど環境整備を進め、通年
でのテレワークを推進していく。

タッチレス

テレワ―ク

ペーパーレス

キャッシュレス

団体自己評価

・規程類の整備及びFAXレスへの対応は全て完了した。

・はんこレスについては、規程面での対応は完了した。今後、文書管理システム等のデジタルツールの導入により、更なる押印
廃止を推進していく。

・ペーパーレスについては、大型モニターの導入や端末の活用などデジタル化を進め、目標を大きく上回る、2020年度比で50％
以上の削減を達成した。
　引き続き、取組を進め、紙使用量の削減を進めていく。

・キャッシュレスについては、口座振込で対応できるものは、全て口座振込とした。
　引き続き、電子マネーなどの新しい技術を活用するなど、より一層取組を進めていく。

・タッチレスについては、保護者会や採用説明会などをオンライン化し、目標を上回る実績を達成した。
　また、対面式によるメリットが多い場合には対面式で行うなど、双方のメリットを生かし、オンラインでの方式を活用した。

・テレワークについては、目標の８月度40％以上を達成した。
　引き続き、積極的な活用を促していく。

はんこレス

FAXレス

共通戦略

取組事項

手続の
デジタル化
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【団体概要】

常勤役員数

常勤職員数

対前年度比

123.1%

2人 2人 3人 150.0%

2,874人 2,918人 2,844人 97.5%

10人 13人

78.0%100人 78人

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

16人

118人都派遣職員数

都退職者数

団体名 公益財団法人東京都保健医療公社

※令和４年７月１日より地方独立行政法人東京都立病院機構へ移行
※常勤役員数及び常勤職員数は各年度８月１日現在、それ以外の情報は令和４年６月30日現在のものである。

基本財産
/資本金

513百万円
都出資等割合
/都持株比率

97.4%
設立
年月日

昭和63年6月1日

設立
目的

　地域医療のシステム化を推進し、包括的・合理的な医療提供体制の確立を図るため、地域医療に関する調査・研究を行うととも

に、住民が必要とする保健医療サービスの提供等を行い、住民の医療と福祉の向上に寄与することを目的とする。

主

な

事

業

（１）開放型病院の設置及び運営

（２）地域医療に関する調査研究及びその成果の普及

（３）地域医療情報の収集及び提供

（４）がん検診に関する事業

（５）保健医療福祉に関する事業

（６）その他公社の目的達成に必要な事業

組

織

【財務情報】　　　　

公益財団法人東京都保健医療公社
（単位：千円）

令和元年度 令和２年度 令和３年度
対前年度
差引増減額

対前年度比
（％）

主な増減理由

当期経常増減額 ▲ 1,218,500 14,967,115 14,546,040 ▲ 421,075 97.2%

経常収益 56,376,850 72,124,592 74,549,569 2,424,977 103.4%

5,231 4,432 3,944 ▲ 488 89.0%

－ － － 0 －

46,344,673 42,841,412 43,208,979 367,567 100.9%

10,026,945 29,278,749 31,336,645 2,057,896 107.0%

経常費用 57,595,350 57,157,477 60,003,528 2,846,051 105.0%

57,542,240 57,090,088 59,915,322 2,825,234 104.9%

53,110 67,389 88,207 20,818 130.9%

当期経常外増減額 ▲ 420 19,591 5,652 ▲ 13,939 28.8%

経常外収益 951 20,624 7,087 ▲ 13,537 34.4%

経常外費用 1,371 1,033 1,435 402 138.9%

法人税等 － － － 0 －

当期一般正味財産増減額 ▲ 1,218,921 14,986,706 14,551,692 ▲ 435,014 97.1%

当期指定正味財産増減額 ▲ 43,432 1,736,436 79,768 ▲ 1,656,668 4.6%

正味財産期末残高 1,554,140 18,277,282 32,908,743 14,631,461 180.1%

資産合計 20,158,744 40,075,286 57,654,728 17,579,442 143.9%

流動資産 10,680,792 26,128,782 27,652,986 1,524,204 105.8%

固定資産 9,477,952 13,946,504 30,001,741 16,055,237 215.1%

513,102 513,189 513,194 5 100.0%

負債合計 18,604,604 21,798,004 24,745,985 2,947,981 113.5%

流動負債 8,061,868 10,823,619 12,997,970 2,174,351 120.1%

固定負債 10,542,737 10,974,386 11,748,015 773,629 107.0%

正味財産合計 1,554,140 18,277,282 32,908,743 14,631,461 180.1%

指定正味財産 6,614,149 8,350,584 8,430,353 79,769 101.0%

一般正味財産 ▲ 5,060,009 9,926,698 24,478,390 14,551,692 246.6%

貸

借

対

照

表

（固定資産）
・令和2年度剰余金の地域医療確保事業会計特別目的積
立資産への積立
・什器備品の購入増

（流動負債）
・医薬品、固定資産の購入等に対する未払金の増

基本財産

区分

正

味

財

産

増

減

計

算

書

（その他収益）
・医療提供体制緊急整備事業等による新型コロナウイル
ス感染症関係補助金や運営費補助金の受入による受取補
助金等の増

（事業費）
・コロナ対応等による職員手当の増
・コロナ治療薬の使用による薬品費の増
・地方独立行政法人移行準備にかかる委託費の増
・薬品費や委託費等の増による租税公課の増
・什器備品購入増による減価償却費の増

基本財産運用益

特定資産運用益

事業収益

その他収益

事業費

管理費
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団体名： (公財)東京都保健医療公社

A

最終評価

　経営改革プランに掲げた目標のうち、新型コロナウイルス感染症への対応においては、他の医療機関での受入
れが困難である合併症等を有する患者を積極的に受け入れたほか、コロナ後遺症相談窓口の設置・対応、宿泊療
養施設や都の新型コロナウイルス感染症専用医療施設、ワクチン接種会場への多数の医療従事者派遣、病院救急
車による新型コロナウイルス感染者搬送などを行い、都の感染症対策へ大きく貢献した。共通戦略による「５つ
のレス」等の取組も総体として着実に進め、その他の取組においても、コロナへの対応を最優先とすること等に
より計画を下回った事項があるものの、後発医薬品シェアの拡大、特定行為に係る看護師育成等は計画を上回る
実績を達成したほか、スケールメリットを生かしたコスト削減等の幅広い取組を着実に進めている。
　以上のように、コロナへの対応を最優先事項として、公社を挙げて対応し、都の感染症対策へ大きく貢献した
ことを評価する。

一次評価（所管局評価）

 公社病院では、最大1,000床のコロナ病床を確保し、他の医療機関で対応が困難な認知症や精神疾患等の合併症患者を積極的に受
け入れている。
 戦略①及び②については、コロナ対応を最優先にした結果、医業収支比率は、目標値80.4％に対して79.9％と目標を下回った。
一方、公社では、後発医薬品シェアを目標を上回る95.3％まで拡大するとともに、放射線機器保守委託の一括契約等スケールメ
リットを生かした契約手法の導入により、収支改善に向けた費用削減についても最大限に取り組み、一定の効果をあげた。
　戦略③では、一定の診療行為ができる特定行為に係る看護師について新たに５名が研修を修了するなど、専門人材の確保・育成
を進めた。
　戦略④から⑥については、コロナ患者への対応を最優先としつつも、各病院において救急隊との意見交換や消防署訪問を行うと
ともに、総合診療医の配置を４病院に拡大する等、積極的に救急受入体制の確保に取り組んだ。また、地域の医療機関との機能補
完に着目したアライアンス連携を新たに多摩北部医療センターで実施し、地域医療機関との連携強化を行った。引き続き新型コロ
ナウイルス感染症の流行状況に配慮しつつ、地域包括ケアシステムの構築に向けた着実な取組の実施を期待する。
　これらの取組に加え、コロナ後遺症相談窓口を設置して患者への支援を充実させるとともに、ワクチン接種会場への職員派遣を
行うなど、地域のコロナ対策の推進にも大きく貢献した。さらに、病院においてマイナンバーカードを利用したオンライン資格確
認やQRコード決済を導入するなど、デジタルトランスフォーメーションを推進した。
　所管局としては、引き続き、公社のコロナ患者の受入れ体制の整備やアフターコロナに向けた経営改善について支援するととも
に、地方独立行政法人への円滑な移行を連携して進めていく。
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団体名：

戦略 1

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・放射線機器保守委託及
び環境負荷の低い電力供
給の一括契約の検討
・目標を購入価格の全国
相対評価割合に変更し、
効果的な価格交渉を実施
・検査科直営化に伴う検
査試験薬の一括購入を拡
充
・後発医薬品の導入促進
によりシェアを93.0％に
拡大

・放射線機器・画像管理システム保守委託
について一括契約を実施し、定価から約
3,500万円削減
・2019年度からの電力契約の包括契約によ
り、従来契約より約7,400万円削減
・ベンチマークシステムを活用し、全国平
均より高額な医薬品目の交渉を実施
・東部地域病院と大久保病院の検査科直営
化に伴い、検査試験薬の共同購入を実施
・公社推奨医薬品を選定する等、後発医薬
品等の利用・導入を促進

・ツールを活用した経営
情報の共有を推進
・病院運営に有益な情報
の共有を推進

・経営改善を目的に、公社共通のグループ
ウェアを利用して、事務局で実施した公社
全病院における診療科別の経営指標比較や
分析を各病院と共有
・各病院の経営情報をはじめ、コロナ禍に
おける効率的・効果的な経営の取組を事務
局主催の会議を通じて各病院へ展開

・研修評価を踏まえた、
研修内容の精査、改善の
実施

・2020年度は新型コロナの影響で各種研修
や講演会の実施を見送ったため、2021年度
は研修や講演会をWEBで実施するよう改善
した。
・病院経営をテーマとした講演会の開催を
都立病院と合同で令和４年１月と２月に
行った。
・引き続き、東京都が主催する看護職員や
各コメディカル職員などの職種に応じた研
修への参加を支援した。

・地方独立行政法人への
移行に向けた準備
・キャッシュレス、タッ
チレス等のDXの推進
・東京2020大会への医療
スタッフ派遣の調整・実
施
・外国人患者受入の推進
・整備計画等に沿って、
省エネルギー機器の導入
を拡大

・地方独立行政法人制度のメリットを最大
限に活用し、機動的に医療現場や患者、都
民のニーズに応えられるよう、運営体制や
各種制度の検討を進めた。
・QRコード決済を荏原病院以外の５病院・
所に導入
・東京2020大会へ医療従事者を延べ797人
派遣し、コロナ禍の大会運営に協力
・公社全病院で多言語による診療案内や、
異文化・宗教に配慮した対応などを行い、
延べ2,861人受入れ
・LED化について、多摩南部地域病院で工
事計画を策定するとともに、荏原病院では
工事着工した。

・新型コロナウイルス感
染症患者の受入病床の確
保や診療体制の整備を継
続実施
・東京都の要請に応じた
派遣協力の実施

・公社全病院で都立病院や民間病院との連
携や役割分担の下、積極的に患者を受け入
れ、民間医療機関では対応が困難な患者に
も対応し、公社全病院において10,737人の
新入院患者（延入院患者99,131人）受入れ
た。
・都が確保した宿泊療養施設３施設に、医
師や看護師を165名派遣した。

団体自己評価

○地域医療確保事業会計医業収支比率
2021年度実績：79.9％

・経営改善のため、電気料金の包括契約等のスケールメリットを生かした契約手法の導入や医薬品の共同購入の推進などに取り組んだこ
とでコスト削減を図るとともに、集患の取組を行い外来患者数は増加した。また、2021年度は新型コロナウイルス感染症への対応を最
優先とし、一般診療を制限して最大1,000床の病床を確保し、延べ99,131人の新型コロナウイルス感染症入院患者を受入れた。感染症指
定医療機関である荏原病院、豊島病院は、東京都はもとより全国でも屈指の入院患者受入医療機関となり（荏原病院：延べ24,657人、
豊島病院：延べ24,464人）、他の４病院についても、民間医療機関で受入れが困難な患者（透析、精神、妊婦、小児、高齢者、外国人
など）を積極的に受け入れた。一方、一般患者の減により入院患者数は全病院で大幅に減少するとともに、新型コロナ対応に伴う人件費
や委託料が増加した。このため、2021年度の地域医療確保事業会計医業収支比率は79.9％となった。

○後発医薬品シェア
2021年度実績：95.3％

・後発医薬品シェアについては、共同購入や医薬品フォーミュラリーの導入等により、2021年度目標値の93％を超える95.3％となり、
後発医薬品の導入促進と医薬品購入品目の標準化に取り組んだ成果が表れた。

都施策協力に向
けた企画力の強
化

・都立病院と一体となった地方独立
行政法人設立に向けた準備の推進
・QRコード決済を５病院・所に導入
・東京2020大会へ医療従事者を延べ
797人派遣
・外国人患者を延べ2,861人受入れ
・LED化について、多摩南部地域病
院で工事計画を策定するとともに、
荏原病院では工事着工した。

―

都施策への貢献

・コロナ患者を公社全病院におい
て、10,737人の新入院患者を受入れ
・都が確保した宿泊療養施設へ医療
従事者を165名派遣

―

経営ノウハウの
蓄積に向けた仕
組みの構築

・公社共通のグループウェアを利用
した経営情報の共有を実施
・病院運営に有益な病院独自の取組
を、各会議体を通じて公社全体へ展
開

―

人材育成の推進

・コロナの流行状況を踏まえた公社
主催の研修会の実施（14研修）
・経営講演会を２回開催
・東京都が主催する職種ごとの研修
への参加（39研修）

―

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

スケールメリッ
ト等を生かした
契約手法の導入

・2022年度の放射線関連保守委託に
ついて保守点検内容を見直し約
3,500万円削減
・電力契約の包括契約により約
7,400万円削減
・高額医薬品目の交渉を実施し、予
定数量ベースで約450万円削減
・検査科直営化に伴い、320品目の
検査試験薬について共同購入を実施
・後発医薬品シェアを95.3％に拡大

―

(公財)東京都保健医療公社

スケールメリット等を生かした経営

2021年度の
到達目標

【目標①】新型コロナウイルス感染症へ
の積極的な対応と一般診療との両立を図
り、新入院患者を確保するとともにコス
ト削減に努め、経営の効率化や経営改善
を実施（医業収支比率:84.0％）

【目標②】後発医薬品の導入促進と医薬
品購入品目の標準化（後発医薬品数量
シェア：93.0％）

・経営改善のため経費縮減や集患対策に取り組んだが、新型コロナウイルス感染
症への対応を優先した結果、新入院患者数の減少や新型コロナ対応に伴う人件費
や委託料が増加したこと等により、地域医療確保事業会計医業収支比率は2021年
度累計で79.9％となった（新型コロナウイルス関係謝金等を除いた比率
73.3％）。
・後発医薬品の導入促進と医薬品購入品目の標準化を進め、後発医薬品の数量
シェアは95.3％となり、目標を達成した。
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団体名：

戦略 2

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・本制度を活用して採用
した医師を効果的に活用

・2021年度に定数要求が認められた医師６
名の活用を図り、収入の確保に貢献した。

・会議体の機能強化など
による経営改善に向けた
経営企画機能の強化
・経営目標管理につい
て、必要に応じて改善
・経営改善に向けた病院
支援策の検討・実施

・事務局主催の全体会議で経営目標の進捗
管理や各病院独自の経営上の取組について
共有し、経営改善の取組を推進
・新型コロナ対応に伴う通常医療への影響
を考慮した上で、コロナ禍の通常医療・コ
ロナ医療の提供状況を踏まえた現実的な経
営目標を設定し、事務局と病院との意見交
換会等において経営管理を実施
・毎週開催している公社事務局経営企画PT
にて各病院の経営状況を分析するととも
に、改善策を幹部職員に報告し、病院と調
整の上、経営改善を推進

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

(公財)東京都保健医療公社

より効率的な運営のあり方の検討・実施

2021年度の
到達目標

【目標①】経営改善に向けた効果的な経
営管理体制の整備・運用

【目標②】新型コロナウイルス感染症患
者を受け入れながら経営効率化の取組に
より収支改善に努める（地域医療確保事
業会計経常収支比率：97.2％）

・新型コロナウイルス感染症の流行状況を踏まえた経営目標の設定など、柔軟な
経営管理を行った。
・経営改善のため、経費縮減や集患対策に取り組んだが、新型コロナウイルス感
染症への対応を優先した結果、新入院患者数の減少や新型コロナ対応に伴う人件
費や委託料が増加したこと等により、医業収支が悪化した。しかし、新型コロナ
ウイルス関係補助金の交付により、2021年度地域医療確保事業会計経常収支比率
は125.0％となった（新型コロナウイルス関係補助金等を除いた比率81.4％）

柔軟な人員の運
用

・診療報酬改定等に即応可能な医師
の人員管理手法により採用した医師
６名の活用を図った

―

経営管理の体制
整備

・事務局主催の全体会議で経営目標
の進捗管理や各病院独自の経営上の
取組について共有を実施し、経営改
善の取組を推進
・新型コロナの影響を踏まえた経営
目標を設定し、実態にあった経営管
理を実施
・毎週開催している公社事務局経営
企画PTにて、各病院の経営状況を分
析し、改善策を検討した上で、病院
に働き掛けた。

―

団体自己評価

○地域医療確保事業会計経常収支比率
2021年度実績：125.0％

・経営管理体制の整備として、新たな経営目標やSWOT目標による進捗管理を行い、新型コロナウイルス感染症の流行状況を踏まえなが
ら効果的な経営管理に取り組んだ。

・経常収支比率については、新型コロナウイルス感染症への対応により収入が減少したが、新型コロナウイルス関係補助金等が交付され
たことにより、資金収支は140億円の黒字となり、2021年度実績は125.0％となった。2022年度以降も、引き続き新型コロナウイルス感
染症の流行状況に臨機応変に対応しながら、都施策に協力しつつ、収入確保や経費縮減を実施する。
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団体名：

戦略 3

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・新規派遣受講者を派遣
（２名以上）
・新たな分野の特定行為
実施手順等の作成

・新たに５名（感染管理、術中麻酔管理、
摂食・嚥下障害看護、精神神経薬剤投与
（２名））が特定行為研修を修了した。
・看護師でPTを立ち上げ、公社病院共通の
特定行為実施手順等を作成

・研修計画に基づく効果
的な研修の実施と実施状
況を通じた改善
・医事業務の育成体制強
化
・地方独立行政法人への
移行を見据えた経営意識
を醸成させる取組の検
討・実施

・専門性向上のための研修体系を充実さ
せ、事務職員の育成を推進
・先行して直営化した病院の職員を講師と
し、現場の実務的な視点を取り入れた研修
を実施
・病院経営に必要となるDPC等のデータ解
析スキル習得に向けた大学院派遣研修につ
いて１名派遣
・各病院の職員で構成される経営分析調査
分科会を３回開催し、分析調査・研究を通
じて職員のデータ分析力向上を図った。
・地方独立行政法人への移行を見据えて、
経営に携わる事務職員の能力が向上するよ
うなキャリアパスやラダー制度を検討

・管理職の育成実施状況
に応じた取組の改善の検
討・実施
・職種の特性に応じた資
格取得支援や自己啓発支
援及び必要に応じた改善
の実施

・社外研修生とともに行う外部研修への参
加を引き続き行うことで、管理職候補者と
して求められる能力の向上を推進
・現場のニーズを踏まえた資格を新たに３
項目追加し、126種類の資格について取得
支援を行い、31名が新たに資格を取得し
た。

・医師事務作業補助者及
び看護助手を確保すると
ともにガイドラインに基
づく各病院での人材育成
や更なる活用の推進
・テレワークやオフピー
ク通勤等の推進

・病院勤務医及び看護師の負担軽減・処遇
に資する計画を年度ごとに策定し、医師事
務作業補助者および看護補助者について、
人員体制を強化し、コロナ病棟へ配属する
など、医師・看護師の負担軽減を実施
・公社事務局では、コロナ対応で出勤対応
が必要となることも多かったが、テレワー
ク勤務が可能な職員を増やしており、テレ
ワークの推進に取組み、また、ラッシュ時
間帯を避けるオフピーク通勤を実施

・オンラインを活用した
採用面接等の取組を推進

・新型コロナ感染防止や遠方の方の応募促
進の観点からWebで動画を配信する就職説
明会を５回開催したほか、採用選考の一部
をオンライン面接で実施した。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

(公財)東京都保健医療公社

専門性を高め、地域に貢献できる人材の育成、活用

2021年度の
到達目標

【目標①】特定行為に係る看護師につい
て、2021年度末までに新たに２名を派遣
し、計画的に受講修了者を増加

【目標②】病院運営に必要なデータ分析
スキル習得に向け、大学院派遣研修に事
務職員１名の派遣を継続

【目標③】多様な働き方の実現や新型コ
ロナの感染リスクを軽減するため、公社
事務局において週２回以上のテレワーク
を推進

・特定行為に係る看護師については、新たに５名が特定行為研修を修了した。
・大学院派遣研修に１名派遣し、経営分析調査分科会を開催して習得したスキル
を共有した。
・公社事務局においてテレワーク勤務が可能な職員を増やしてテレワークの取組
に取り組んだ。

特定行為に係る
看護師の育成

・特定行為研修を５名受講済
・看護師でPTを立ち上げ、公社病院
共通の特定行為実施手順等を作成

―

事務職員の経営
スキルの向上

・事務職員研修の実施（11回）
・診療報酬算定業務の直営化に向
け、各病院で実技研修を実施
・大学院派遣研修（１名派遣）や経
営分析調査分科会（３回開催）を通
じて事務職員の経営分析能力を養成
・地方独立行政法人への移行を見据
えて、経営に携わる事務職員の能力
が向上するようなキャリアパスやラ
ダー制度を検討

―

固有職員の管理
職の育成及び資
格取得支援や自
己啓発支援の実
施

・課長補佐研修を４回実施
・資格取得支援において新たに３項
目追加するとともに、31名が新たに
資格を取得

―

医師・看護師の
負担軽減及び多
様な働き方を可
能とする環境の
整備

・医師事務作業補助者および看護補
助者について、人員体制を強化し、
コロナ病棟へ配属するなど、医師・
看護師の負担軽減を実施
・テレワークやオフピーク通勤を実
施

―

オンラインでの
採用活動による
新型コロナの感
染リスクの軽減

・コロナ禍での採用活動として、動
画配信による就職説明会やオンライ
ン採用面接を実施

―

団体自己評価

・特定行為に係る看護師の研修について、2021年度は新たに５名が研修を修了したことで、年度末時点で６病院にそれぞれ１名以上の
研修修了した看護師が在籍することとなった。引き続き、専門人材の確保・育成を進めていく。
・病院経営に必要となるDPC等のデータ解析スキル習得に向けた大学院派遣研修に１名派遣した。また、各病院の職員で構成される経営
分析調査分科会を３回開催し、職員のデータ分析力向上を図った。
・公社事務局においてコロナ対応で東京都と協力・連携して業務に当たる中、テレワークへの取組も推進しており、目標には届かなかっ
たが、今後も引き続き取り組みを推進していく。そのほか、ラッシュ時間帯を避けるオフピーク通勤を実施することで、新型コロナの感
染リスクを軽減するだけでなく、多様な働き方の実現に取り組んだ。

111



団体名：

戦略 4

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・退院支援カンファレン
スや定期的な意見交換会
の実施や研修の開催
・地域のニーズに合わせ
た認定看護師等による指
導等の取組を実施

・入院患者に対して、地域の在宅医や介護
関係者との積極的な「顔の見える連携」を
推進し、合同での退院支援カンファレンス
を実施し、公社全病院合計で退院時共同指
導料２算定207件、介護指導料算定345件の
算定実績となった。また、地域のニーズに
応じた認定看護師等コンサルテーション等
の技術支援を書面開催も含め公社全病院合
計で141回実施し、在宅移行支援を進めた。
・６病院にある看護専門外来の実績を踏ま
えながら認定看護師等による効果的な指
導・相談を実施した。

・遠隔画像診断ツールを
導入し、夜間等でも院内
の専門医が外部から円滑
に診断ができる取組を進
め、救急受入体制を強化
・病院救急車の活用の推
進
・総合診療能力を有した
医師等の専門職の配置を
検討

・救急隊との意見交換や消防署訪問を通じ
たニーズ把握を行うとともに、円滑な救急
受入体制の構築を図ったが、コロナ感染拡
大の影響によりコロナ診療を最優先に対応
した結果、救急依頼を断らざるを得ない状
況もあり、救急応需率は51.2％となった。
・コロナ陽性者等の自宅から病院への搬送
や、退院する際の自宅への搬送に活用し
た。
・総合診療医が配置されている多摩南部地
域病院、大久保病院、多摩北部医療セン
ター、荏原病院にて総合診療医を活用し、
救急受入体制の強化に努めた。

・病棟看護師の退院前・
退院後訪問への参加の継
続的な実施
・認定看護師による訪問
看護ステーション向けセ
ミナーの開催及び更なる
充実に向けた内容精査
・在宅看護交流会等の実
施及び更なる充実に向け
た内容精査

・新型コロナウイルス感染症の対応を行い
つつ、各病院にて退院前や退院後訪問への
参加を促進した。
・コロナの影響により開催回数が減少した
が、可能な限り認定看護師による訪問看護
ステーション・医療従事者向けセミナーや
出張研修を実施することで、地域のニーズ
に応じた技術支援を実施した。
・コロナ流行下においても地域の関係者が
参加しやすいように在宅看護交流会をWEBで
実施した。また豊島病院では、アンケート
を実施してニーズを把握し、交流会等の
テーマを選定するなど、内容の充実に務め
た。

・在宅医等に対する講演
会・勉強会の実施
・認定看護師による研修
等の実施
・情報共有のための連絡
会等の継続的な実施
・地域の在宅医療関係者
との会議等への参加
・介護施設等のスタッフ
に対する研修の実施

・在宅緩和ケアについて病院と在宅の医療
介護スタッフが意見交換等を行う交流研
修・症例検討会を開催した。
・感染症認定看護師が高齢者施設や医療機
関へ出向き、コロナの感染予防策の指導や

 訓練を実施した。
・交流研修・症例検討会内で連絡会を開催
し、双方の現状・ニーズを理解しあうこと
ができ、円滑な在宅移行支援の実現に寄与
した。
・介護施設等のスタッフに対して認定看護
師による出張研修会の開催を通じ、地域の
在宅医療関係者とのネットワーク構築を
図った。

・新たな２病院におい
て、患者支援センターを
強化・充実させ、地域の
状況に合わせた対応を実
施
・栄養管理分野での地域
連携の取組に関する、病
院間での交流研修の実施
・栄養食事指導の取組強
化を通じた地域全体での
栄養指導体制の構築

・新たに充実・強化を図った２病院におい
て入退院支援加算実績が増加した。
・コロナ対応を最優先としつつ、可能な限
り入退院等の患者支援を行い、東部地域病
院では11,831件、荏原病院では23,041件の
相談に対応した。
・栄養管理分野での地域連携の取組を共有
するための地域医療機関との交流会を実施
した。
・在宅医療・介護スタッフへの技術支援と
して講習会を開催するとともに各病院の
ホームページで資料を掲載し、技術の共有
を図った。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

(公財)東京都保健医療公社

「地域包括ケアシステム支援モデル事業」の実施

2021年度の
到達目標

【目標①】急性期病院として公社が有す
る知識等を地域にフィードバックし、在
宅移行支援を行うとともに、在宅療養患
者の急性増悪時には円滑に受入れを行う
体制を６病院で整備
（介護支援等連携指導料：1,100件）

・これまで培ってきた医療連携のノウハウを活用し地域の医療機関や介護施設と
の連携を進め、介護支援等連携指導料の算定件数は2018、2019年度徐々に件数を
増やしてきたが、2021年度は新型コロナウイルス感染症による患者減少の影響に
より、345件となった。

入院前・早期か
ら退院を視野に
入れた在宅移行
支援の推進

・退院支援カンファレンスの実施
（退院時共同指導料２算定207件、
介護指導料算定345件）及び研修・
講演会等の技術支援の実施（公社全
病院計141回）
・地域のニーズに合わせた認定看護
師等による指導等の取組を実施

―

急性増悪時の積
極的な受入れを
含めた救急体制
の整備

・公社全病院の救急応需率51.2％
・多摩南部地域病院、荏原病院、豊
島病院で導入している病院救急車を
コロナ患者の搬送に活用（74件）
・総合診療医の配置（４病院）等、
柔軟な人員配置による救急受入体制
整備の実施

―

訪問看護師との
切れ目のない連
携の構築

・病棟看護師の退院前・退院後訪問
を継続的に実施（退院前訪問100
件、退院後訪問19件）
・訪問看護ステーション向けセミ
ナー（６回）や認定看護師による交
流会等の実施（16回）
・在宅看護交流会の実施（３回）

―

在宅医や介護施
設等への支援及
び支援のための
ネットワーク構
築

・地域との交流研修・症例検討会の
実施（76回）
・認定看護師の出張研修の実施（17
回）
・連絡会の開催を通じた情報交換の
実施（７回）
・介護施設等のスタッフに対する研
修会の企画、開催（７回）

―

患者支援セン
ターの充実強化
及び栄養管理分
野での協力・連
携

・入退院支援加算算定実績：東部地
域病院663件、荏原病院1,650件
・相談件数：東部地域病院11,831
件、荏原病院23,041件
・地域の栄養関連研究会との交流会
を実施（11回）
・在宅医療・介護スタッフに対し、
栄養評価手法等の技術支援講習会の
開催（５回）

―

団体自己評価

○介護支援等連携指導料算定
2021年度実績：345件

・地域包括ケアシステムの構築に貢献するため、コンサルテーションの実施や認定看護師による研修会の開催や指導・相談のほか、在宅
への移行支援を行った。一方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、新入院患者数が2020年度対比で1,475人減少したことに伴
い、介護支援等連携指導料算定実績は345件（2020年度対比△132件）となった。引き続き、新型コロナウイルス感染症の流行状況に配
慮しつつ、これまで培ってきた医療連携のノウハウを活用して、介護等の保健・福祉を含めた連携を進めていく。
・救急隊との意見交換や消防署訪問を通じたニーズ把握を行うとともに、円滑な救急受入体制の構築を図った。一方で、新型コロナウイ
ルス感染症患者への対応を最優先とした結果、救急応需率は51.2％となった。
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団体名：

戦略 5

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・アライアンス連携の導
入拡大の検討

・地域の医療機関と継続的・安定的な医療
機能の相互連携を行うため、豊島病院が連
携を結んでいる６医療機関に加え、新たに
多摩北部医療センターにて、１医療機関と
連携締結した。
・多摩北部医療センターでは、新型コロナ
対応にあたり発熱外来がひっ迫した際は連
携病院に検査等の協力を依頼し、新型コロ
ナ陽性が確定した際は多摩北部医療セン
ターで受け入れるなど、緊密な連携を行っ
た。

・新型コロナウイルス感
染症の流行状況を踏まえ
た医師派遣の検討、合同
カンファレンス・合同研
修の実施、人事交流の促
進
・都立病院と一体となっ
た地方独立行政法人への
移行に向けた準備の推進

・都立病院のコロナ専用医療施設に、公社
全病院から医師や看護師を201名派遣し
た。
・事務職員及びコメディカル職員につい
て、都職員と公社での実務研修員の相互受
け入れを実施し、双方の組織が有する長所
の共有を図った。
・地方独立行政法人制度のメリットを最大
限に活用し、機動的に医療現場や患者、都
民のニーズに応えられるよう、運営体制や
各種制度について検討を進めた。

・CCUネットワークなどの
疾病別地域医療ネット
ワークに参加

・各公社病院が提供する特色ある医療や重
点医療との整合性を踏まえ、CCUネット
ワークや周産期連携、精神科夜間休日診療
事業といったネットワークに参画し、常時
もしくは輪番制で病床を確保して患者を受
け入れるなど、ネットワークの取組に貢献
している。

・共同診療、高額医療機
器の共同利用について、
インターネット予約シス
テムの運用方法を案内す
るなど、積極的なPRを実
施し、利用の推進を図
る。

・共同利用に関する冊子等について各病院
ごとの特長・強みが明確になるよう内容を
見直したほか、放射線科技師長による連携
医療機関への訪問を実施し、共同利用につ
いてPRを行った。

・他医療機関の要望に
合った講演会・勉強会の
継続開催
・院外採用薬の使用動向
分析に基づき、保険薬局
と連携し、品目を整理
・地域フォーミュラリー
の実現に向けた連携強化

・コロナの流行下においても、公社全病院
において、地域の要望に合った薬剤師会と
の勉強会や情報交換会、意見交換会等を実
施し、より安全で継続した薬物療法の提供
に努めた。
・薬品使用動向の分析として、院外採用薬
の調査を行い、不要な薬品について整理を
したほか、採用薬をホームページ等を通し
て公表するなど、薬品使用動向について地
域の関係機関と共有を図った。
・コロナの影響で地域での検討が一時中断
している。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

(公財)東京都保健医療公社

医療連携の更なる推進

2021年度の
到達目標

【目標①】急性期病院として、「地域完
結型」医療の実現に向け、高度急性期や
回復期、慢性期の医療機関や地域の診療
所等と連携を推進するとともに、都立病
院との協働体制に基づく質の高い医療提
供体制を構築する（紹介患者数：55,014
人、逆紹介患者数：58,830人）

・これまで、地域医療機関との連携強化に取り組み、紹介・逆紹介患者数の増加
に努めてきたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、2021年度は紹介患者
数45,990人、逆紹介患者数53,066人と実績が大きく減少した。

アライアンス連
携の検討・実施

・新たに多摩北部医療センターに
て、１医療機関と連携締結した。

―

都立病院との連
携強化

・都立病院のコロナ専用医療施設へ
医療従事者を201名派遣
・都立病院との人事交流の実施
・都立病院と一体となった地方独立
行政法人への移行に向けた準備の推
進

―

疾病別地域医療
ネットワークの
推進

・CCUネットワークなどの疾病別地
域医療ネットワークに参加

―

共同診療、高額
医療機器の共同
利用の推進

・公社全病院において共同利用に関
する冊子やリーフレットの内容を見
直し、共同利用促進に向けた取組を
実施（高額医療機器共同利用実績：
7,782件）

―

薬薬連携の強化

・地域医療機関や薬剤師会との講習
会等の開催（公社全病院計78回）
・院外採用薬品を地域の保険薬局へ
情報提供
・地域フォーミュラリーの実現に向
けた検討はコロナの影響により中断
中

―

団体自己評価

○紹介患者数
2021年度実績：45,990人

○逆紹介患者数
2021年度実績：53,066人

・「地域完結型」医療の実現に向け、地域医療ネットワークへの参画や共同診療の実施などのほか、従前から実施する医療機関への訪問
や地域向けの公開講座の開催等の地道な取組を実施したが、新型コロナウイルス流行の影響により、2021年度の紹介患者数は45,990人
（2020年度対比△298人）、逆紹介患者数は53,066人（2020年度対比△1,214人）となり、前年度より実績が減少した。引き続き、新型
コロナウイルス感染症の流行状況に配慮しつつ、地域医療機関との連携強化に取り組み、紹介・逆紹介を推進していく。
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団体名：

戦略 6

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・遠隔画像診断ツールを
導入し、夜間等でも院内
の専門医が外部から円滑
に診断ができる取組を進
め、救急受入体制を強化
・病院救急車の活用の推
進
・総合診療能力を有した
医師等の専門職の配置を
検討

・救急隊との意見交換や消防署訪問を通じ
たニーズ把握を行うとともに、円滑な救急
受入体制の構築を図ったが、コロナ感染拡
大の影響によりコロナ診療を最優先に対応
した結果、救急依頼を断らざるを得ない状
況もあり、救急応需率は51.2％となった。
・コロナ陽性者等の自宅から病院への搬送
や、退院する際の自宅への搬送に活用し
た。
・総合診療医が配置されている多摩南部地
域病院、大久保病院、多摩北部医療セン
ター、荏原病院にて総合診療医を活用し、
救急受入体制の強化に努めた。

・臨床指標の公開による
積極的な情報発信
・医療の質に係る指標
（QI）の公表

・公社全病院にて2020年度臨床指標（クリ
ニカルインディケーター）をホームページ
上に公開した。
・独法化後における公社病院でのQI導入に
ついて、都立病院で実施した手順を参考
に、院内で効果的に指標を導入する手順や
体制を検討した。

・様々な広告媒体を活用
し、効果的な広報の実施
・地方独立行政法人への
移行に関する情報発信の
実施

・これまでの医療機関や患者向けの広報誌
に加え、勤務医や開業医向けの広告媒体に
病院の特色等を掲載する準備を進めた。
・「公社の事業実績」をホームページへ公
開し、病院の特徴や地域貢献の実績といっ
た情報のPRを行った。
・地方独立行政法人への移行準備に関する
情報を、多くの都民の皆様に広くご理解い
ただくために、広報誌「公益財団法人東京
都保健医療公社だより」を発行した。
・コロナの情報を各病院のホームページに
掲載し、安心して来院していただける体制
が整備されていることを情報発信した。

・効果的な運営協議会の
開催
・アンケート結果に基づ
く、ニーズを踏まえた病
院運営の実施

・コロナの流行下であるため、感染拡大防
止の観点から書面開催も行うなど柔軟に対
応し、全公社病院で運営協議会を開催し
た。
・地域医療機関に対するアンケート調査結
果を踏まえ、予約待ち日数の短縮やWEB研
修、講演会を実施する等、地域のニーズに
応じた改善を実施した。

・地域の要望等を踏まえ
たデータの提供・共有の
推進
・地域の要望等を踏ま
え、研修・勉強会等を通
じた情報のフィードバッ
クの推進
・東部地域病院における
東京総合医療ネットワー
ク参画への調整を実施

・薬剤科において、医薬品の適正使用をは
じめとした取組及びデータを提供する等、
地域医療機関の事業に活用できる情報の共
有を図った。また、近隣病院や地域薬剤師
会の要望を受け、新型コロナワクチンの調
製に関する講習会を行った。
・東部地域病院において、地域医療ネット
ワークシステムを導入し、システムを連携
する医療機関の確保など、東京総合医療
ネットワーク参画へ向けた取り組みについ
て検討を行った。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

(公財)東京都保健医療公社

地域の医療ニーズに的確に対応する仕組みの構築

2021年度の
到達目標

【目標①】地域に必要な医療を提供して
いくため、患者ニーズや医療ニーズの把
握に努め、連携医との連携強化の取組を
通じた紹介患者数の増加や救急搬送患者
の積極的な受入れ等により、新入院患者
数を増加
（新入院患者数：47,688人、病床利用
率：69.6%）

・これまで患者獲得に向けた医療機関訪問や地域医療ネットワークの推進を通じ
て地域医療機関との連携強化を行うとともに、積極的な救急患者受入に取り組ん
できたところであるが、2021年度も引き続き新型コロナウイルス感染症への対応
を優先した結果、新入院患者数は37,707人と実績が前年比で減少し、病床利用率
は48.6％にとどまった。

急性増悪時の積
極的な受入れを
含めた救急体制
の整備【再掲】

・公社全病院の救急応需率51.2％
・多摩南部地域病院、荏原病院、豊
島病院で導入している病院救急車を
コロナ患者の搬送に活用（74件）
・総合診療医の配置（４病院）等、
柔軟な人員配置による救急受入体制
整備の実施

―

臨床指標及び医
療の質に係る指
標（QI）の公表

・各病院及び公社全体における臨床
指標の公開
・独法化後における公社病院でのQI
導入手順の検討実施

―

情報発信の強化

・広告媒体を利用した診療科の紹介
や特色等の掲載を検討
・公社の取組をPRする「公社の事業
実績」の作成
・広報誌「公益財団法人東京都保健
医療公社だより」の作成
・新型コロナウイルス感染症の情報
発信

―

運営協議会及び
地域医療に関す
る調査研究の充
実

・各公社病院において２回、がん検
診センターにおいて１回、運営協議
会を開催
・地域の医療機関に対してのアン
ケート調査の結果を参考に、改善を
実施

―

地域への情報の
フィードバック

・地域の要望等を踏まえたデータの
提供・共有の推進
・東部地域病院において、東京総合
医療ネットワーク参画へ向けて地域
医療ネットワークシステムを導入し
た。

―

団体自己評価

○新入院患者数
2021年度実績：37,707人

○病床利用率
2021年度実績：48.6％

・運営協議会や地域医療構想調整会議等での地域からの公社病院への要望に対し、多摩南部地域病院及び荏原病院、ならびに豊島病院に
おける病院救急車の運用による円滑な救急受入体制の構築など、地域ニーズの把握・対応に取り組んだ。一方、新型コロナウイルス感染
症患者への対応を最優先とした結果、救急応需率は51.2％となり、新入院患者数は37,707人（2020年度対比△1,475人）、病床利用率は
48.6％（2020年度対比△6.7pt）となった。引き続き、患者獲得に向けた医療機関訪問や救急隊訪問に一層力を入れて取り組み、地域の
ニーズの把握に努めるほか、病院救急車の活用をはじめとした救急受入体制の充実や、地域医療ネットワークの推進を通じた地域医療機
関との連携強化などを行い、さらなる新入院患者の獲得に取り組んでいく。
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団体名：

新たな取組として
設定した理由

2021年度計画 2021年度実績 要因分析 対応方針

・コロナの治療や療養終了
後も、呼吸の苦しさや味
覚・嗅覚の異常などの症状
がある方からの受診や医療
に関する相談に対応するた
め

・コロナ後遺症相談窓口の
設置

・コロナ後遺症相談窓口を
４病院に設置し、延べ2,014
人に対応

・東部地域病院、多摩南部地
域病院、大久保病院、多摩北
部医療センターにおいて、コ
ロナ後遺症相談窓口を設置
し、具体的な症状や体調に関
する相談や症状に応じた受診
についてのアドバイスなど延
べ2,014人に行った。

―

・コロナを予防するための
取組への支援

・区市のコロナワクチン接
種事業の推進

・都や区市の設置するワク
チン接種会場にコロナワク
チン接種のための職員を、
延べ4,559名派遣
・府中市の接種事業を受託
し、がん検診センターで延
べ6,256人にワクチンを接種

・都や区市町村のワクチン接
種事業に協力するため、公社
から医師、看護師職員を延べ
4,559名派遣した。
・がん検診センターにおい
て、府中市のワクチン接種事
業を受託し、接種専用予約電
話の設置や、受診者と接種者
のゾーニングを分けるなどを
行い、延べ6,256人にワクチ
ン接種を実施した。

―

団体自己評価

・コロナの治療や療養終了後も、呼吸の苦しさや味覚・嗅覚の異常などの症状がある方からの受診や医療に関する相談への対
応として、コロナ後遺症相談窓口を設置を行った。また、コロナワクチン接種事業に協力し、都や区市の設置するワクチン接
種会場に職員派遣を行うなど、都や区市町村と連携しながら東京都の医療政策を支えた。
・2020年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症への対応を最優先とし、一般診療を制限して最大1,000床の病床を確保し、
延べ99,131人の新型コロナウイルス感染症入院患者を受入れた。感染症指定医療機関である荏原病院、豊島病院は、東京都は
もとより全国でも屈指の入院患者受入医療機関となった（荏原病院：延べ24,657人、豊島病院：延べ24,464人）。他の４病院
についても、民間医療機関で受入れが困難な患者（透析、精神、妊婦、小児、高齢者、外国人など）を積極的に受け入れた。
・多摩北部医療センターでは、第６波の際、クラスターが発生した７つの高齢者施設に対し、医師・感染症認定看護師等によ
り構成されるチームを派遣（32回）し、入院が必要な患者のトリアージ（145人中44人入院）、中和抗体薬の投与（104回）を
行うとともに、同施設内のゾーニング・感染対策指導等を実施し、感染拡大防止に取り組んだ。
・引き続き、公社６病院で病床を確保し、患者等を積極的に受け入れていく。

コロナに係る
相談体制の充
実

コロナに係る
区市町村事業
への協力

(公財)東京都保健医療公社

個別取組事項

コロナ対応に伴う取組
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団体名： (公財)東京都保健医療公社

2021年度計画 2021年度実績 要因分析 対応方針

・公社の状況等を踏まえつつ、
独法化に向けて取組を推進する
ための検討を行い、対応可能な
手続については、規程・要綱等

を改正する。

・全病院・所において、窓口で患
者の資格情報等をオンラインで確
認する設備を導入した。
・豊島病院で電子署名の導入につ
いて検討を行った。

・要綱の改正を行い、窓口でマイナ
ンバーカードや健康保険証を利用し
て患者の資格情報等を確認するオン
ライン資格確認の設備を導入した。
・電子署名に関しては、導入に向け
て具体的な課題の洗い出しなどの検
討を豊島病院で進めた。

―

・入札契約手続における見積
書、納品書、完了届などへの押
印を不要とする取組を実施し、
対応可能な手続については、規
程・要綱等を改正する。

・入札契約手続のはんこレスにつ
いて４月から実施

・入札契約手続における見積書、納
品書、完了届などへの押印を不要と
する取組を４月から実施している。

―

・公社事務局においては、電子
データでやり取りを行ってお
り、使用件数０件の取り組みを
継続していく。

・公社事務局のFAXの使用件数は０
件

・電子データでのやり取りにより、
FAXレスの取組を継続している。

―

・公社事務局においては、タブ
レット端末等の活用により、対
応可能な会議資料のコピー用紙
の使用量を2017年度比で50％減
少させる。

・コピー用紙の使用量は2021年度
実績15,577枚、2017年度実績
74,995枚の20.8％となり、79.2％
の削減

・タブレット等の活用を推進するこ
とで会議資料の作成部数を減少さ
せ、目標を達成した。

―

・QRコード決済については2021
年度までに全病院に導入する。
また、現在契約しているクレ
ジットカード会社による前払い
決済や、会計時の混雑を避ける
ために、会計窓口に寄らなくて
も診療費を支払えるサービスを
独法化を踏まえて検討する。

・QRコード決済を５病院・所に導
入
・前払い決済や後払い決済につい
ては、都立病院の効果検証を踏ま
えて導入を検討

・QRコード決済については、東部地
域病院、多摩南部地域病院、大久保
病院、多摩北部医療センター、豊島
病院、がん検診センターに導入し
た。荏原病院も2022年６月までに導
入を予定している。
・会計窓口に寄らなくても診療費を
支払えるサービス（後払い決済）に
ついて、都立病院１病院で先行導入
を予定しており、公社においても都
立の導入結果を踏まえて積極的に導
入を検討する。

―

・患者と医療相談員とのオンラ
イン相談を実施する。

・４病院において、オンライン相
談の運用を開始

・多摩南部地域病院において、療養
上の相談や医療費の相談等を、患者
や家族が医療相談員にオンラインで
相談できる運用を12月より開始。多
摩南部地域病院の運用を他公社病院
に共有する等により、荏原病院、多
摩北部医療センター、豊島病院でも
運用を開始。

―

・独法化後は東京都本体、公営
企業等と同等の「実施機関」の
扱いになる。それを見据え、
2021年度、公社事務局ではテレ
ワークを推進するために、職場
と同等の環境で業務が行える端
末を調達し、東京都の目標と同
じ40％（週２回）以上の実施を
目指す。
※「実施件数／当月の勤務日数
／テレワーク勤務可能な職員
数」により算出

・テレワーク端末を増加させ、テ
レワーク勤務可能な職員数を増加
させたため、公社事務局職員のテ
レワーク実施率は14.5％であっ
た。
「実施件数1,421件/年間のテレ
ワーク可能な勤務日数239日/テレ
ワーク勤務可能な職員数41名」

・職場と同等の環境で業務が行える
テレワーク用端末を増加させ、テレ
ワーク勤務可能な職員を増加させる
など取組を進めてきた。コロナ対応
で出勤が必要となる場面も多く、目
標には至らなかったが、コロナの感
染拡大防止の点からも引き続きテレ
ワークを推進していく。

―

ペーパーレス

キャッシュレス

はんこレス

FAXレス

共通戦略

取組事項

手続の
デジタル化

団体自己評価

・DX、５つのレスの推進に向けて全病院・所、公社事務局で様々な取組を進めた。
・QRコード決済については、５病院・所で導入しており、キャッシュレスの取組を進めた。引き続き荏原病院への導入を進めて
いく。
・コロナ禍において、患者や家族との相談機会を適切に確保するため、医療相談員とのオンライン相談を４病院で開始した。
（残り病院は確認する。）
・コロナの感染拡大防止のため公社事務局ではテレワークを推進しており、コロナ対応が求められる中で実施率は14.5%だった
が、今後も引き続き取組を進めていく。

タッチレス

テレワ―ク
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【団体概要】

常勤役員数

常勤職員数

年度

3人 3人 3人

都派遣職員数

都退職者数 2人 2人

100.0%39人 39人

1人

40人

50.0%

組

織

対前年度比（％）

100.0%

295人 294人 302人 102.7%

令和元年度 令和２年度 令和３年度

団体名 公益財団法人東京都中小企業振興公社

代表者 理事長　目黒　克昭 所管局 産業労働局

設立
目的

 都内中小企業の経営基盤の強化に関する事業を総合的に実施することにより、中小企業の経営の安定と発展に貢献し、もって

地域経済の振興に寄与することを目的とする。

主

な

事

業

所在地 東京都千代田区神田佐久間町1-9 電話番号 03-3251-7886

基本財産
/資本金等

557百万円
都出資等割合
/都持株比率

50.2%
設立
年月日

昭和41年7月29日

（１１）企業人材育成事業
（１２）企業福利厚生支援事業
（１３）地域産業情報収集・提供等事業
（１４）地域産業振興事業
（１５）産業貿易センター事業
（１６）施設運営管理事業
（１７）共済事業

（１）総合支援事業
（２）マーケティング支援事業
（３）創業支援事業
（４）経営革新等支援事業
（５）事業承継・再生支援事業
（６）下請企業等振興事業
（７）中小企業受注拡大プロジェクト事業
（８）知的財産活用支援事業
（９）国際化支援事業
（１０）助成金事業

【財務情報】　　　　
公益財団法人東京都中小企業振興公社

（単位：千円）

令和元年度 令和２年度 令和３年度
対前年度
差引増減額

対前年度比
（％）

主な増減理由

当期経常増減額 36,205 ▲ 64,024 ▲ 67,372 ▲ 3,348 －

経常収益 16,629,412 25,243,106 28,209,288 2,966,182 111.8%

1,767 146 145 ▲ 1 99.3%

1,406 419 178 ▲ 241 42.5%

683,418 657,067 806,649 149,582 122.8%

15,942,822 24,585,475 27,402,316 2,816,841 111.5%

経常費用 16,593,208 25,307,131 28,276,660 2,969,529 111.7%

16,363,876 25,079,162 28,062,124 2,982,962 111.9%

229,332 227,968 214,536 ▲ 13,432 94.1%

当期経常外増減額 － 0 36,349 36,349 －

経常外収益 － 748 37,836 37,088 5058.3%

経常外費用 － 748 1,487 739 198.8%

法人税等 － － － 0 －

当期一般正味財産増減額 36,205 ▲ 64,024 ▲ 31,023 33,001 －

当期指定正味財産増減額 141,778 230,798 ▲ 139,600 ▲ 370,398 －

正味財産期末残高 4,923,637 5,090,411 4,919,788 ▲ 170,623 96.6%

資産合計 36,860,615 50,204,808 59,325,360 9,120,552 118.2%

流動資産 31,460,917 44,500,995 53,622,575 9,121,580 120.5%

固定資産 5,399,698 5,703,813 5,702,785 ▲ 1,028 100.0%

556,580 556,580 556,580 0 100.0%

負債合計 31,936,977 45,114,397 54,405,572 9,291,175 120.6%

流動負債 30,996,863 44,186,068 53,381,031 9,194,963 120.8%

固定負債 940,115 928,330 1,024,541 96,211 110.4%

正味財産合計 4,923,637 5,090,411 4,919,788 ▲ 170,623 96.6%

指定正味財産 1,666,716 1,897,513 1,757,913 ▲ 139,600 92.6%

一般正味財産 3,256,922 3,192,898 3,161,875 ▲ 31,023 99.0%

貸

借

対

照

表

（流動資産）
・コロナ感染症及びウクライナ情勢に係る緊急対策関連
事業等の基金資産等の増

（流動負債）
・上記の基金資産の増に対応した見返負債の計上

（指定正味財産）
・固定資産の減価償却相当分を拠出したことによる減

基本財産

区分

正

味

財

産

増

減

計

算

書

（事業収益）
・令和2年9月開業の産業貿易センター浜松町館の通年営
業による利用料収益の増

（その他収益）
・コロナ感染症及びウクライナ情勢に係る緊急対策関連
事業等の受取基金等の増

（事業費）
・支払助成金の増
・委託費の増

基本財産運用益

特定資産運用益

事業収益

その他収益

事業費

管理費
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団体名： (公財)東京都中小企業振興公社

A

　経営改革プランに掲げた目標のうち、戦略３「中小企業の経営基盤を強化する総合的支援の実施」では、感染
症対策に係る助成金申請対応、業務転換支援をはじめとした幅広い中小企業支援策に尽力したほか、イノベー
ション多摩支援事業における大企業とのマッチング件数や知財戦略策定企業数等は高い実績を上げた。戦略４
「「未来の東京」に向けた強い中小企業をつくる重点支援の実施」では、2023年度の到達目標を上回る創業プラ
ンコンサルティング修了件数を達成したほか、スタートアップ向けイベントや、デジタル技術等による生産性向
上に向けたハンズオン支援等に精力的に取り組んだ。共通戦略による「５つのレス」等の取組も総体として着実
に進め、戦略１「生産性の高い事業実施体制構築と効果的な情報発信」では、目標を上回る利用者満足度やプレ
ス等の掲載記事数を達成するとともに助成金の電子申請導入など、取組を大きく前進させている。
　以上のように、感染症対策をはじめとした中小企業への幅広い支援策を積極的に実施しており、総じて団体と
して高い成果を上げている。
　引き続き、各種事業を積極的に推進していくとともに、各取組の効果について中小企業の特性等に応じたKPI
の検討などを通じ、中小企業支援の取組を一層発展させることを期待する。

一次評価（所管局評価）

○３カ年計画の初年度において、到達目標の達成に向けた各戦略を着実に推進した。
○感染拡大防止と両立する社会経済活動の継続に向けて、幅広い中小企業支援策を積極果断に講じた点を特に高く評価する。

戦略①生産性の高い事業実施体制構築と効果的な情報発信
　良質で多様な支援サービスを提供し、公社を利用した中小企業の満足度を引き続き高い水準に維持するとともに、助成金事業で
は電子申請を導入するなどサービスのさらなるオンライン化を促進し、利用者の利便性を向上させた。また、公社事業の認知度向
上に向けて広報アドバイザーを設置し、プッシュ型広報の取組を強化したことで、SNSや新聞等の媒体における公社に関連した記
事掲載数を飛躍的に増加させた。

戦略②中小企業の持続的成長を支える公社職員の育成強化
　職員に必要な能力やその習得方法等をまとめたガイドラインを策定するとともに、自己啓発支援にデジタル関連資格を追加し個
別職員のキャリア支援内容を充実させるなど、中小企業支援の現場を担う公社職員の育成強化に向けた取組を着実に推進した。
　
戦略③中小企業の経営基盤を強化する総合的支援の実施
　到達目標に掲げた新たな製品・サービスの事業化及び販路拡大した企業数や知財戦略策定企業数について、計画初年度で目標値
に大きく近付く実績を上げるなど、中小企業の経営基盤を強化する支援をスピード感を持って実行した。また、感染症対策助成や
業態転換支援など中小企業がコロナを乗り込える為に必要となる支援についても継続して実施し、アフターコロナを見据えた中小
企業支援の取組を着実に推進した。

戦略④「未来の東京」に向けた強い中小企業を作る重点支援の実施
　創業プランコンサルティング修了件数については、計画初年度で到達目標を大きく上回る顕著な実績を上げ、未来の東京の担い
手を輩出するための裾野を押し広げる取組を着実に推進した。また、都内中小企業の稼ぐ力を伸ばすための販路開拓、生産性の向
上、中核人材の育成といった重点支援分野における取組についても一定の成果を上げた。

共通戦略
　助成事業における電子申請の導入、公社内における電子決済システムの稼働など手続きのデジタル化、５つのレス等の推進に向
けた取組を着実に実施した。

最終評価
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団体名： (公財)東京都中小企業振興公社

戦略 1

実績
(2021年度末時点)及

び要因分析

2021年度計画 要因分析

○利用者満足度調査の継続
実施（事業別認知度の分
析）
○公社CS向上委員会による
サービス改善の継続実施
○業種ごとに利用企業の経
営者インタビューの実施
○下請企業巡回・商店街巡
回等の見直し検討

○利用者満足度調査で不満足の意見が多かっ
た内容（助成金申請手続きの分かりにくさ
等）に対して順次改善
〇新規事業や既存事業の改善に必要な現場の
声を収集する場として利用者インタビューを
検討
〇各巡回等をマーケティングの機会として一
層活用し、デジタルツールによる職員間の情
報共有を効率的に行う仕組みが必要であり、
今後は実際の運用や見直しについて公社内WG
で検討

○公社PCのモバイル化、電
子決裁システム等の運用開
始
○電子申請の更なる検討
（助成金申請の電子化の拡
大）
○オンライン相談の拡充
（知財相談など）
○チャットボットによる情
報提供の強化

〇電子申請の電磁的記録について、助成金手
続上及び文書管理上の取扱いを規定するた
め、文書管理要綱や助成金交付等事務処理基
準を改正
〇セキュリティの確保や機密情報への取扱い
について検討し、2023年度の電子申請化完了
に向け、準備を実施
〇オンライン相談実施体制構築に向け、シス
テムの仕様書作成及び契約手続を実施
〇公社に寄せられる質問を回答データベース
としたチャットボットを作成し、利用者の利
便性を向上

○効果的な目標への見直
し・管理（アウトプット＋
アウトカム（成果目標）
へ）
○研究開発に係る助成金利
用企業の事業化を促進する
ため、公的機関の支援メ
ニューを組み合わせて、重
点的にサポートするプロ
ジェクトを試行で実施

○事業間の連携度合いを明らかにするKPIを
設定し、ユニット全体でのPDCAサイクルを循
環
○研究開発助成事業活用後にどのような支援
が必要か、企業にヒアリングを行い、ニーズ
を拾い上げて、今後の事業の見直し等に活用

○外部専門家による、担当
職員向け研修の本格実施
○プッシュ型広報の更なる
強化（メールマガジン・SNS
等の見直し、新たにリス
ティング広告の試行）
○HPの見直し検討（より見
やすい構成の検討）
○他の支援機関との広報連
携の強化

〇SNS広報の基礎知識、公的機関の広報で気
を付けるべきポイントなどの講義や、実際の
事業を題材とした専門家による実践演習を実
施
〇情報発信する媒体に応じ、ターゲットの注
意を引きつけられるよう、専門家にアドバイ
スを頂きながら掲載内容を工夫
〇公社実施事業の増加に伴い、利用者の見や
すさの観点からHP見直しが必要であるため、
トップページのレイアウト変更を実施

事業PDCAサイク
ルの徹底

○事業を「創業」「海外販路」等のユ
ニットに分類し、事業分野別のKPIを
設定
○研究開発に係る助成金利用企業19社
を訪問し、助成金活用後の状況と事業
化に向けた進捗を確認するとともに、
個々の課題に応じた支援事業を紹介

○ユニット別による目標管理を実施
〇訪問企業から聞き取ったニーズを類型化
し、他企業にも活用できる個別支援ツール
を作成

団体自己評価

〇2021年度の利用者満足度調査結果によると、全体としての満足度はおおよそ93％であり、一定程度の評価を維持することができた。

〇コロナ禍で企業と直接会って話を聞く機会は少なかったものの、CS向上委員会で利用者意見や苦情・要望等を共有・改善策を検討することがで
きた。

〇端末のモバイル化や、文書管理システムの稼働により、公社内全部署において、業務のデジタル化が一気に進んだ。

〇外部専門家のノウハウ活用により、職員の情報発信力向上を図り、公社事業のPRを積極的に行った。

戦略的広報体制
の確立

〇広報アドバイザーを設置し、当該専
門家を講師に、広報実務に関わる職員
等を対象にした研修等を月１回実施
〇Twitterの更新頻度を上げるととも
に、投稿内容については専門家からの
フィードバックを踏まえ発信
〇３月に公社HPのトップページを改修
〇産技研とTwitterのフォロー等によ
る相互の情報発信

○専門家による個別相談会を継続し職員の
情報発信力を向上
○Twitterでは公社事業紹介に加えて、支
援企業の成果事例など中小企業に役立つ情
報も掲載しSNSを活用した広報を強化
○公社HPの個別ページについても見直しを
検討

中小企業ニーズ
の把握体制の強
化

〇利用者満足度調査を２月に実施
〇利用者の要望を踏まえ、助成金募集
要項のビジュアル化や、初心者向けチ
ラシを作成し、公社HPで公開
〇公社事業を利用する企業経営者への
グループインタビューを実施
〇公社内WGを立ち上げ、下請企業巡
回、商店街巡回、中長期支援の担当等
で課題を踏まえた対応策を検討

○利用者満足度調査を継続実施
○CS向上委員会に広報戦略の機能を拡充し
たうえで新たに「CS・広報会議」を設置
し、CSと広報施策を一体的に実施
○公社内の利用者意見を集約・共有するシ
ステム・体制の検討（中小企業や大企業、
研究機関等から情報を収集・共有・分析）
○デジタルツールを積極的に活用した新し
い企業巡回を開始

公社業務の更な
るデジタル化

〇端末のモバイル化により会議等のオ
ンライン化やペーパレス化を推進
〇文書管理システム稼働により全部署
で電子決裁を開始
〇感染症対策助成事業で電子申請開
始、約1.1万件の申請
○知財相談について、2022年１月から
オンライン相談を開始（229件）
〇チャットボットによる支援情報の提
供を開始

○会議等の配布資料はデータ化し職員が持
参した端末で閲覧することでペーパーレス
化の推進を継続
〇Jグランツを活用することを基本とし
て、順次、電子申請を導入する助成事業を
拡大
○オンライン相談の利便性向上に向けた取
組を継続
〇総合相談窓口の相談内容等を分析し、回
答データベースを拡充し、情報提供の精度
を向上

生産性の高い事業実施体制構築と効果的な情報発信

3年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
・2023年度末まで利用者満足度90％以上を
維持
（R元：93.5％、H30：88.5％、H29：
91.9％）

【目標②】
・2023年度末までに新聞等の媒体に取り上
げられた記事数を120件
（R元：86件、H30：97件、H29：102件⇒３
か年平均95件×20％増）

○利用者満足度調査を継続的に実施。2021年度は92.6％が満足と評価
○新聞や公的機関のSNS等の媒体への掲載記事数は、プレスやSNSでの積極的な発信に
加えて、助成事業の開発製品をメディアに紹介する機会を新たに設けることなどによ
り、140件であった。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針
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団体名： (公財)東京都中小企業振興公社

戦略 2

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

○中小企業支援やデジタ
ルの知識付与も含め、
「人材育成基本方針」を
見直し（関連資格の取得
支援の強化等）
○対象職員別の研修体系
の見直し・メンター制度
等の検討、若手職員の職
場交流の実施
○公社自主事業提案制度
の継続実施、評価発表制
度の検討

○職員の中小企業支援に係る能力やデジタ
ル能力の向上を推進するため、何を・どの
ように学べば良いかの指針の策定や、資格
取得支援の対象となるデジタル関係資格の
範囲を拡大
○社会情勢を踏まえつつ、モチベーション
向上につながる人材育成を行うため、職員
が業務の都合に合わせて効率的に学べる環
境を整備。また、職員の離職防止の観点か
ら、上司以外に気軽に相談できる仕組みを
検討
〇職員の政策立案能力の機会を確保するた
め、職員提案制度を継続

○事業担当の枠を超え、
期間を定めず個別企業を
総合的に担当する中長期
支援の見直し
○下請企業巡回・商店街
巡回等の見直し検討[再
掲]

○現場感覚に基づいた支援を実施するため
に、各職員が公社全体の事業を理解すると
ともに、支援企業の現状をリアルタイムに
把握するため、これまでの成果と課題を整
理
〇各巡回等をマーケティングの機会として
一層活用し、デジタルツールによる職員間
の情報共有を効率的に行う仕組みが必要で
あり、今後は実際の運用や見直しについて
公社内WGで検討

○コンプライアンス研修
の強化（管理職・監督
職・一般職・委嘱者向け
研修の実施）
○自己監査の強化（職員
への個別ヒアリングの実
施等）
○自己監査に加え、外部
の専門家によるチェック
体制の構築・試行（お客
さま対応・ITセキュリ
ティ等）

〇利害関係者との接し方をテーマに研修を
実施し、コンプライアンスに対する意識を
徹底
〇職場環境や情報管理に関して各課事業担
当者との意見交換を行うとともに、所属長
に対して当該内容をフィードバック
〇クレームや事故の過去事例を組織的な視
点で要因分析し、更なる防止策を検討

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

中小企業の持続的成長を支える公社職員の育成強化

3年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
・2023年度末までに職員の中小企業支援
に関する資格保有割合を70％
（R元：固有職員189人中延べ113人・
59.8％、重複なし82人・43.4％）

○職員の資格取得費助成の利用等により資格取得者が増加し、2021年度の中小企
業支援に関する資格保有割合は54.3%（重複なし）であった。

中小企業支援力
を中心とした職
員の能力向上

○職員に必要な能力や習得方法等を
まとめたガイドラインを策定。自己
啓発支援に、デジタル関連資格を追
加
○オンデマンド型研修やメンター制
度の2022年度導入に向け制度設計。
新入職員研修において職場交流を実
施
○自主事業の職員提案を募集（24事
業）。2021年度終了後に事業報告を
実施

〇デジタル人材の育成強化等の検討・実
施
〇自己啓発支援制度の見直し（外部機関
の研修・対象資格の改廃など）
〇オンデマンド型研修の効果検証・見直
し
〇メンター制度の構築・導入
〇職場交流の効果検証・見直し
〇公社自主事業提案制度の継続実施、評
価発表制度の実施

中小企業支援力
の実証機会の確
保

○中長期支援の個別の成果事例や支
援企業のニーズ、行動制限下におけ
る支援方法の工夫等の有益な情報や
課題を抽出・整理し、全担当職員と
共有
○公社内WGを立ち上げ、下請企業巡
回、商店街巡回、中長期支援の担当
等で課題を踏まえた対応策を検討

○中長期支援の仕組みの延長線上に、公
社コンシェルジュ制度の構築・運用を検
討（中小企業へ適切な事業紹介を実施で
きる職員の育成等）
○デジタルツールを積極的に活用した新
しい企業巡回を開始

組織内コンプラ
イアンス等の更
なる強化

〇全職層を対象としたコンプライア
ンス研修を実施
〇自己検査実施時に各課職員への個
別ヒアリングを実施
〇外部専門家を交えたクレーム・事
故防止検討PTにて、現状の取組等を
共有し、更なる対策を検討

〇強化した自己監査の継続（職員への個
別ヒアリングの実施等）及び見直し
〇外部専門家によるチェックを継続、公
社の仕組みについて必要な見直しを実施

団体自己評価

〇職員の人材育成について、モチベーションの向上に資する体制づくりに取り組んだ。

〇コロナ禍を契機に、急速に進展するデジタル化に対し、自己啓発支援の対象にデジタル関連資格を追加するなど、職員一人ひとりの能
力向上を後押しした。公社職員として求める人材像を設定し、各事業において必要とされる能力・資格を提示しつつ、社会情勢の変化に
対応してまいりたい。

〇今後は、公社コンシェルジュ制度の構築や、新しい企業巡回の取組を通じて、現場感覚に基づいた判断ができる職員の育成に取り組ん
でいく。

120



団体名： (公財)東京都中小企業振興公社

戦略 3

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

○新しい生活様式に対応
した新サービス創出の支
援を実施（人材支援・資
金支援）
○生産性向上へ向けた支
援の充実（DX推進との連
携）
○新しい日常や業態転換
等に向け、都と連携した
新型コロナ対策の継続
（助成金等）

〇コロナ禍で「新しい日常」へ対応するた
めに新たなサービス開発を目指す中小企業
に対して、普及啓発及び事業化に向けた支
援を展開
〇先進的な取組事例やデジタル化に取り組
む企業のニーズをもとに支援内容を検討
〇事業の本格的な稼働再開を検討する都内
飲食事業者のニーズが高いことから、事業
拡大を検討。外部の民間事業者等を活用
し、継続的な事業実施体制を整備

○オンラインによる相
談、セミナーの体制構築
と実施
○知財センターの３支援
室（城東・城南・多摩）
での専門家（弁護士・弁
理士）によるオンライン
相談の開始
○スタートアップ企業等
を対象とする集中ハンズ
オン支援の検討

〇知的財産の制度内容等の知識や中小企業
による特許情報活用等に関するノウハウを
提供し、知的財産に係る普及啓発を展開
〇オンライン相談実施体制を構築
〇都の「知的財産戦略のあり方に関する検
討会」に公社もオブザーバー参加し、都に
施策を提案

○中小企業の強靭化に向
け、民間事業者と連携し
たM&Aによる第三者承継の
更なる推進
○金融機関からの案件紹
介の充実
○経営・技術基盤向上に
向けて、企業間の緩やか
な連携により、経営統合
や事業連携を目指すグ
ループ化事業を試行

〇セミナーや巡回等の事業承継普及啓発活
動で後継者不在先へM＆A取組を促すと共
に、利用希望先や支援先に対して専任アド
バイザーによるフォローを実施
○公社に対して金融機関から事業提携の協
力ニーズが拡大する中で、各種イベントや
定期訪問を通じて金融機関との接点を持
ち、金融機関からの紹介件数を確保
〇都内全域及び周辺地域といった広域での
連携を強化したいとの事業者の声を踏まえ
て、事業スキームを検討

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

中小企業の経営基盤を強化する総合的支援の実施

3年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
・2023年度末までに新たな製品・サービ
スの事業化及び販路拡大した企業数を600
件
（R元：新製品の開発・販路拡大542件×
10％増）

【目標②】
・2023年度末までに知財戦略策定企業数
を累計150社
（R元：累計89社）

○「新しい日常」に対応したサービス展開に取り組む事業者へのハンズオン支援
や、開放特許等の技術シーズを持つ大企業と中小企業とのマッチングなどを着実
に実施し、2021年度末時点の新たな製品・サービスの事業化・販路拡大した企業
数は498件であった。
○相談、助言等を継続的に行うとともに、必要に応じて専門家を派遣して多面的
に支援を行い、2021年度末時点の知財戦略策定企業数は累計で計124社であっ
た。

産業のサービス
化に対応した支
援の充実

〇「新しい日常」対応型サービス創
出支援事業を開始し、企業へのハン
ズオン支援等を実施（24件）
〇デジタル技術を活用した新たな
サービス等の展開を支援する事業を
検討
〇飲食事業者向けに経営基盤強化を
支援する事業で、専門家を派遣する
とともに、経費を助成（採択304
件）。業態転換支援を約2,400件申
請受付

〇「新しい日常」対応型サービス創出支
援事業を継続実施し、普及啓発及び事業
化を支援（ハンズオン支援と資金支援）
〇デジタル化に取組む企業のニーズを確
認し、先進的な事例企業を紹介するワー
クショップを開催
〇業態転換支援を継続実施

経営革新等に向
けた支援の充実

○中小企業のネットワー
ク構築及びイノベーショ
ン創出支援の継続（多摩
ものづくりコミュニティ
等）
○デザイン経営支援、
SDGs経営支援の継続
○都と連携した新型コロ
ナ対策の継続
○成長産業分野参入に向
けた支援策強化に向けた
検討

〇大手企業開発部門等から技術ニーズを集
め、きめ細かく中小企業とのマッチングを
支援
○大企業への技術提案等を希望する中小企
業に対し、課題抽出やマッチングなどを行
い、高度な技術力を持つコミュニティづく
りを支援
〇企業とデザイナーの交流の場を創出、
SDGs先進事例等の情報提供や各企業に合っ
たアドバイスを実施
〇全社を挙げた応援体制や電子申請対応等
により、継続的な事業実施体制を整備
〇中小企業の関心の高いゼロエミッション
等の先端技術ニーズとのマッチングや製品
開発支援等のメニューを構築

〇イノベーション多摩支援事業にお
ける大企業とのマッチング（488
件）
〇多摩ものづくりコミュニティ組成
支援数（９件）
〇デザイン経営スクール、SDGs普及
啓発セミナー、ハンズオン支援を実
施
〇感染症対策に係る助成金約3.1万
件申請受付
〇脱炭素など新市場に対応した事業
を予算化

〇脱炭素等成長分野への参入を支援する
ことを目的とし、新たに多摩イノベー
ション総合支援事業を実施
〇コミュニティと大手企業とのマッチン
グ等を引き続き支援
〇セミナー参加企業に対し、ハンズオン
支援を紹介し、積極的な利用を促進
〇感染症対策サポート助成事業を継続実
施
〇新たにゼロエミッション推進に向けた
事業転換推進事業を実施

企業ステージに
応じた知財の戦
略的活用の更な
る促進

〇オンラインによる知財関連セミ
ナーを実施
〇知財相談について、2022年１月よ
りオンライン相談を開始
〇スタートアップ知財支援事業に関
する事業を予算化

○連携先の拡充による知財支援事業の普
及啓発促進（関係団体、金融機関等）
○オンラインによる相談、セミナーの充
実
〇スタートアップ知財支援事業の円滑な
実施

企業再編、承
継、再生に係る
支援の強化

〇中小企業と国内譲受（買い手）事
業者とのM&Aマッチング支援を実施
（36社）
〇事業承継・再生支援事業では、新
規相談979件のうち、金融機関紹介
による相談案件を53件受付
〇ものづくり集積で活躍する中小企
業間の連携支援に向けて、募集ター
ゲットを選定

〇M&Aマッチング支援の利用促進に向け
て、第三者承継に興味を持つ企業への巡
回の強化、オンライン広告の実施、専任
アドバイザーによるフォロー等を実施
〇紹介案件の増加に向けて、包括業務協
定を締結している金融機関等に対する事
業説明や勉強会を継続的に実施するとと
もに、新たにメガバンクや地方銀行等へ
のアプローチを実施
○自主パイロット事業にて、産業集積を
跨る中小企業間連携を試行

団体自己評価

〇大企業とのマッチングにおいて、中小企業が不利にならないよう、双方のニーズや技術を熟知するコーディネータが間に入り、伴走支
援する取組を引き続き実施していく。また、所有特許や設計図面の著作権等も含め、マッチングにおける知財支援を引き続き強化してい
く。

〇中小企業の関心の高いゼロエミッション推進に向けた事業を都に提案し、予算化するなど、ニーズを踏まえた支援策の強化を図った。

〇「新しい日常」に対応するため、中小企業に普及啓発及び事業化に向けた支援等を実施した。また、飲食事業者向けの経営基盤強化支
援などの事業を実施するなど、新型コロナウイルス感染拡大に係る緊急対策を、都と連携のもと継続して取り組んだ。

〇知財戦略を促進するため、対面でのやりとりが難しくなった状況下であっても、オンラインを積極的に活用し、セミナーや相談業務を
実施した。
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団体名： (公財)東京都中小企業振興公社

戦略 4

実績
(2021年度末時点)及

び要因分析

2021年度計画 要因分析

○スタートアップ支援事業
の実施（行政課題解決
型）、区部及び多摩地域の
TOKYO創業ステーション間の
連携強化
○事業可能性評価の継続
（ハンズオン支援の実施）
○企業成長に向けた資金調
達・出口戦略を試行で実施
（金融・投資・育成機関等
との連携等）

〇女性、学生などのターゲット別イベント、
プランコンサルティング等を通じてニーズに
対応した総合的な支援を展開。国や都道府県
等の行政機関職員にメンターとして協力を得
てイベントを実施
〇金融機関や公社他部署との連携を通じて事
業PRを継続的に行うことで、成長性の高い案
件を確保
〇ベンチャー企業のニーズが高いVC等からの
資金調達に関して、資本政策や投資契約に関
する知識やノウハウを提供

○リアル・オンライン併用
による国内外の商談・マッ
チング支援を推進
○スタジオ活用やバーチャ
ル展示会等への対応力強化
を支援
○現地拠点（タイ・インド
ネシア・ベトナム）活用に
よる海外展開の集中支援

〇個別マッチングや商談に向けた準備及び
フォローに必要なノウハウを提供。企業の情
報発信力の向上が課題
○オンライン展示会での効果的な営業展開に
向けて、動画制作やデータ活用方法等のノウ
ハウ共有等のハンズオン支援を実施
〇タイ事務所やサポートデスクが、現地の
マーケット動向等の最新情報を収集するとと
もに、現地中小企業支援機関との連携を強化
○緊急事態宣言等を受けて展示室利用キャン
セルが発生。予約ベースではコロナ前と同水
準

○中小企業のデジタルトラ
ンスフォーメーション
（DX）推進に向けた総合的
支援の開始（ICT・IoT・
AI・ロボット・５Ｇ・デー
タ利活用）
○一体的支援に向けた公社
の組織体制変更

〇ハンズオン支援を受けシステム導入等を行
う事業者向け助成金について、利用者からの
要望を踏まえて、規模の拡充を検討
○大企業と比較してデジタル化が進んでいな
い、かつ、導入に足踏みしている状況を踏ま
え、事業活動のデジタル化に向けた第一歩と
なるような助成金を構築

○中小企業のデジタルトラ
ンスフォーメーション
（DX）推進に向けた総合的
支援との連携（人材育成）
○経営者を支える人材育成
の継続
○人材確保に関する他の機
関との連携（しごと財団な
ど）

〇企業としての方針・戦略を決定する経営人
材及びデジタル技術導入に向けた具体的業務
を行う実務者の育成支援を実施
〇講座・ワークショップ・個別支援という３
ステップのカリキュラムを通じ、講座で得た
知識を現場で生かす実践力を備える経営人材
を育成
〇都（雇用就業部）及びしごと財団と連携
し、人材確保・育成の課題を明確にする診断
ツールを作成。これを活用して専門家が企業
を訪問、企業の課題をヒアリングした上で、
企業にあった支援事業を提案

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

「未来の東京」に向けた強い中小企業をつくる重点支援の実施

3年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
・2023年度末までに創業のプランコンサル
ティング修了件数を400件
（R元：261件、H30：126件、H29：99件⇒区
部・多摩地域で掘り起こし）

【目標②】
・2023年度末までに重点支援事業について
利用企業の目標達成度を70％
（H30：64.3％、H29：65.1％）

〇担任のプランコンサルタントがビジネスプランの作成を継続的に支援し、2021年度
末の創業プランコンサルティング修了件数は530件であった。
〇重点支援事業利用企業の2021年度目標達成度は35.9％（利用者満足度調査）。支援
企業の公社全体に対する満足度は高い（戦略①）ものの、コロナ禍による渡航制限な
ど外部環境の更なる悪化により、「目的達成」まで至らなかった可能性があると分析
している。

きめ細かい創業
支援の展開

〇創業支援拠点での起業支援、行政と
の協働を目指すスタートアップ向けイ
ベント(147回)を実施
〇事業可能性評価委員会では27社を評
価。公社事業の紹介等、企業課題にあ
わせたハンズオン支援を実施
〇VC等からの資金調達を検討している
ベンチャー企業向けエクイティファイ
ナンス・カレッジを開催（11社）

〇行政機関職員のメンター参加を継続して
促し、メンタリングや交流等、スタート
アップに資するイベントを実施
〇丸の内と多摩拠点で連携し、計画的に広
報やイベントを実施することでより一層の
集客力向上と効果的な創業支援を実施
〇金融機関の連携先を拡大することで、事
業の認知度向上に努め、成長性の高い案件
を確保
〇公社他事業と連携しPRを強化すること
で、VCと資金調達を望む企業の参加を確保

リアル・バー
チャルを舞台と
した販路開拓支
援の強化

〇リアル・オンライン両面で売込候補
企業や商社等とマッチング。デジタル
マーケティングに係るセミナー開催
〇オンライン展示会出展等の営業活動
に係るハンズオン支援（55件）
〇現地ビジネスの経営相談、ローカル
企業とマッチング
○産業貿易センターではハイブリッド
イベント対応の設備工事を実施

○商談・マッチングに向けた情報発信力を
強化するため、英語版WEBページやPRツー
ルなどの作成を支援
○オンライン展示会の活用方法に係るセミ
ナーを開催するとともに、専門家派遣の利
用を促進
○タイ事務所においては、経済活動の回復
にあわせて、商談先開拓や関係機関との連
携強化等によりマッチング率を向上

デジタル技術等
による生産性向
上へ向けた支援
の強化

〇巡回員による普及啓発、相談対応、
専任アドバイザーによる現地調査・ハ
ンズオン支援、助成金などを総合的に
実施（現地調査131件、助成金採択180
件）
〇中小企業のデジタルツール導入に係
る助成事業を構築し、予算化
〇生産性向上・デジタル活用支援業務
を総合支援課に移管し、一体的な支援
体制を構築

〇引き続き、デジタル技術導入支援を総合
的に実施
○デジタル技術活用推進助成金の採択予定
数拡充（20件→50件）
〇中小企業デジタルツール導入促進支援事
業（助成金）を実施（採択予定数：500
件）

中小企業のデジ
タル化や経営者
を支える中核人
材育成

〇デジタル化推進に関する人材育成面
での支援として、ロボットやIoT導入
のノウハウを学ぶ講座を開催
〇経営者を支える次世代リーダーを育
成「経営人財NEXT20」を開講(参加40
社)
〇中小企業に対して人材課題に関する
アンケートを実施し、専門家の訪問に
より課題に合った公的支援メニューを
紹介

〇引き続き、中小企業のデジタル化支援を
実施する実務者の育成講座を実施
〇受講生個別の成長から企業力強化へ波及
効果を高めるため、経営者を支える「経営
人材」育成の骨太化を検討
〇新たにwebを活用したアプローチを加え
ることで、採用・定着・育成など人材課題
を持つ中小企業に広くリーチし、課題に合
わせた支援メニューを紹介

団体自己評価

〇創業支援事業や販路開拓支援事業等により、ハンズオン支援やマッチング支援を行うことで、中小企業の事業創出を支援した。

〇公社内における生産性向上・デジタル活用支援業務を集約させることで、より体系的に実施することができた。

〇今後もデジタル技術を活用し、リアルとバーチャルの両面から支援を強化するとともに、中小企業のデジタル化を推進していく。
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団体名： (公財)東京都中小企業振興公社

2021年度計画 2021年度実績 要因分析 対応方針

○対応可能な手続については、
全件規程等を改正
○さらに、複数の助成金につい
て、2021年度の申請から、これ
までの持参や郵便での申請方法
に電子申請を加え、デジタル化
を推進していく。※2023年度
に、電子申請対応の完了（助成
金）

○対応可能な手続について、順次
デジタル化を実施（７件中７件）
○一部の助成金申請について、Ｊ
グランツで電子申請での受付を開
始。また、感染症対策助成事業に
おいて電子申請システムを構築
し、受付（約1.1万件）

〇電子申請の電磁的記録について、
助成金手続上及び文書管理上の取扱
いを規定するため、文書管理要綱や
助成金交付等事務処理基準を改正

○2023年度までに対都民・事業者
等を対象とした手続きのうち、
70%以上（補助金に係る手続は
100％）のデジタル化を行う。な
お、補助金に係る手続について
は、Ｊグランツを活用することを
基本とする
2022年度は、採用に係る応募書類
の電子申請化、創業助成事業申請
手続、市場開拓助成事業申請手続
をはじめとした手続のデジタル化
を行うとともに、2023年度の目標
達成に向けた準備等を実施

○対応可能な手続については、
全件規程等を改正
○さらに、助成金申請につい
て、押印の代替手法を試行で実
施する。
○電子決裁システムの運用を開
始している。

〇対応可能な手続11件中、11件の
はんこレス化を実施
○一部の助成金申請について、Ｊ
グランツで電子申請での受付を開
始。また、感染症対策助成事業に
おいては新たに独自の電子申請シ
ステムを構築し、受付（約1.1万
件）
○11月より電子決裁システムを稼
働し、全部署で電子決裁を実施

〇文書管理要綱を改正し、押印の代
替方法について規定を追加
〇各課ではんこレス対応可能の事務
手続きを洗い出し、手続きの簡略化
を検討
〇電子決裁システムが本格稼働し、
各課からの実務上の課題を拾い上げ
て適宜改善

○助成金の電子申請導入により、
はんこレスを一層推進
〇対応可能な手続の原則全件廃止
に向けて検討
〇電子決裁システムの安定稼働及
び運用方法の確立

○対応可能なものについては、
FAXレス100％を継続

○FAXレス100％を継続 〇公社内で紙の使用抑制を周知徹底 ○FAXレス100％を継続

○コピー用紙の使用量を2020年
度比で30％削減（新型コロナの
緊急対策関連を除く）
○具体的には、事務業務での
ペーパーレスを推進（電子決裁
システム等の導入）するほか、
セミナーや助成金説明会等をリ
アルとオンラインで実施し、コ
ピー用紙総使用量を減少させ
る。

〇コピー用紙の使用量を、2020年
度比42％削減（新型コロナの緊急
対策関連を除く）
※2021年度目標4,080千枚
（2021年度実績3,391千枚/2020年
度実績5,828千枚）

〇公社内で紙の使用抑制を周知徹底
し、セミナー等のオンライン化や各
種会議のペーパレス化を推進

○2022年度末までに、コピー用紙
の使用量を2020年度比で55％削減
（新型コロナの緊急対策関連を除
く）

○都民利用施設については、全
施設対応
○さらに、京浜島施設での新た
な決済手段を試行で実施する。

○都民利用施設は、４施設中、４
施設対応済み
○京浜島施設で３月にQRコード決
済（PayPay）を導入

〇新たな決済手段の導入に向け、設
置端末のコスト面や利便性等を比較
検討

○都民利用施設は、全施設対応済
み

○引き続き、オンラインで実施
○さらに、知財相談について、
知財センターの３支援室（城
東・城南・多摩）での専門家
（弁護士・弁理士）相談の体制
を構築していく。

○総合相談は、引き続きオンライ
ンで実施
○知財相談は、専門家との相談体
制を構築し、1月よりオンライン相
談を開始

〇オンライン相談実施体制構築に向
け、システムの仕様書作成及び契約
手続を実施

〇オンライン配信や事後閲覧な
ど、説明会・講演会等イベントに
おける非接触・非対面対応の取組
を拡大するとともに、オンライン
相談の利便性向上に向けた取組を
継続

○公社PCをモバイル化し、テレ
ワーク環境を整備する。
○緊急対策の助成金事業など、
在宅勤務の実施に馴染まない業
務に従事する職員が大部分を占
めるため、新型コロナ感染症の
状況を踏まえ、随時テレワーク
業務の可否を検討していく。

〇公社PCをモバイル化するととも
に、規定類を整備し、テレワーク
実施体制を構築
〇在宅による業務実施が可能な部
署等において、随時テレワークを
実施（テレワーク実施率9.5％
（2021年８月））
（実施延べ件数748件/当月の実勤
務日数7,878日）※テレワーク可能
な職員数467人
〇公社内の会議をオンラインで実
施

〇在宅勤務の訓練を各所属で実施し
て課題の洗い出しを行うとともに、
テレワークでの作業環境（遠隔での
共有サーバへのアクセス等）を改善

〇在宅による業務実施が可能な部
署等において、随時テレワークを
実施
〇オンライン会議の継続
〇新型コロナウイルス感染拡大時
等における都・国等からのテレ
ワーク実施要請へ、都庁グループ
の一員として、事業の執行状況も
踏まえつつ適切に対応

手続の
デジタル化

団体自己評価

○一部の助成金申請について、Ｊグランツで電子申請での受付を開始した。また、感染症対策助成事業において新たに独自の電

子申請システムを構築し、約1.1万件受付するなど、公社利用者の利便性が向上した。

○公社内においても、電子決裁システムが本格稼働したことを契機に、各職員のはんこレス・ペーパーレスの取組が着実に浸透

した。

○タッチレスについては、オンライン相談の体制が構築されたことを踏まえ、今後は更なる利便性向上に向けて検討していく。

はんこレス

FAXレス

共通戦略

取組事項

タッチレス

テレワ―ク

ペーパーレス

キャッシュレス
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【団体概要】

常勤役員数

常勤職員数

対前年度比

50.0%

1人 1人 1人 100.0%

150人 157人 181人 115.3%

2人 2人

104.0%25人 26人

団体名 公益財団法人東京しごと財団

代表者 理事長　中澤　基行 所管局 産業労働局

所在地 東京都千代田区飯田橋3-10-3　東京しごとセンター8階 電話番号 03-5211-2310

基本財産
/資本金等

495百万円
都出資等割合
/都持株比率

50.7%
設立
年月日

昭和50年10月25日

設立
目的

　働く意欲を持つ都民のために、その経験や能力を生かした雇用・就業を支援するとともに、東京の産業の振興に必要な人材の

育成を図り、もって豊かな職業生活の実現と活力ある地域社会づくりに寄与する。

主

な

事

業

（１）「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和46年法律第68号）」に規定されるシルバー人材センター事業な

　　　ど高年齢者のいきがいの充実及び社会参加の促進を図るために必要な事業

（２）雇用・就業に関する相談、講習、能力開発等の事業及び女性・高年齢者・障害者等の就業に関する個別支援事業

（３）事業主に対する人材の確保・育成及び雇用環境の整備等の支援に関する事業

（４）損害保険の代理業

（５）その他、この財団の目的を達成するために必要な事業

組

織

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

1人

26人都派遣職員数

都退職者数

【財務情報】　　　　
公益財団法人東京しごと財団

（単位：千円）

令和元年度 令和２年度 令和３年度
対前年度
差引増減額

対前年度比
（％）

主な増減理由

当期経常増減額 ▲ 1,046 ▲ 11,149 9,864 21,013 －

経常収益 6,894,858 9,237,347 12,638,160 3,400,813 136.8%

5,074 5,014 3,959 ▲ 1,055 79.0%

1,329 808 786 ▲ 22 97.3%

4,613,210 5,057,615 6,104,939 1,047,324 120.7%

2,275,244 4,173,909 6,528,476 2,354,567 156.4%

経常費用 6,895,903 9,248,496 12,628,296 3,379,800 136.5%

6,865,002 9,225,877 12,606,184 3,380,307 136.6%

30,901 22,619 22,113 ▲ 506 97.8%

当期経常外増減額 0 0 0 0 －

経常外収益 － － － 0 －

経常外費用 0 0 0 0 －

法人税等 2,793 1,710 3,969 2,259 232.1%

当期一般正味財産増減額 ▲ 3,839 ▲ 12,859 5,895 18,754 －

当期指定正味財産増減額 13,588 ▲ 15,363 32 15,395 －

正味財産期末残高 551,459 523,237 529,164 5,927 101.1%

資産合計 11,101,454 30,085,955 21,173,888 ▲ 8,912,067 70.4%

流動資産 10,196,027 29,016,417 19,965,244 ▲ 9,051,173 68.8%

固定資産 905,427 1,069,538 1,208,644 139,106 113.0%

495,253 495,294 495,326 32 100.0%

負債合計 10,549,995 29,562,718 20,644,725 ▲ 8,917,993 69.8%

流動負債 10,175,541 29,139,202 19,989,604 ▲ 9,149,598 68.6%

固定負債 374,454 423,517 655,121 231,604 154.7%

正味財産合計 551,459 523,237 529,164 5,927 101.1%

指定正味財産 510,657 495,294 495,326 32 100.0%

一般正味財産 40,801 27,942 33,838 5,896 121.1%

貸

借

対

照

表

（流動資産）
・事業継続緊急対策（テレワーク）事業等、基金事業終
了に伴う東京都への基金返還による減のため

（流動負債）
・事業継続緊急対策（テレワーク）事業等、基金事業終
了に伴う東京都への基金返還（前受金及び預り交付金の
減）のため

（固定負債）
・しごとセンタービル大規模改修に係る仮事務所移転に
伴う敷金発生による増のため

基本財産

区分

正

味

財

産

増

減

計

算

書

（事業収益）
・シルバー人材センター労働者等派遣事業実施によるシ
ルバー派遣事業収益の増のため
・しごとセンター等受託事業収益の増のため

（その他収益）
・基金事業収益の増のため

（事業費）
・シルバー人材センター労働者等派遣事業、しごとセン
ター運営費の事業拡大に伴う増のため
・雇用創出・安定化支援事業、テレワーク定着トライア
ル緊急支援事業、新型コロナウイルス感染症緊急対策に
係る雇用環境整備促進事業等の新規事業開始に伴う増の
ため

基本財産運用益

特定資産運用益

事業収益

その他収益

事業費

管理費
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団体名： (公財)東京しごと財団

A

　経営改革プランに掲げた目標のうち、戦略１「コロナ禍の情勢を踏まえた雇用緊急対策」では、計画を下回る
支援対象者数となったものの、当初の計画には無かった「成長産業分野キャリア形成支援事業」、「デジタル人
材確保・就職促進事業」へ機動的に取り組んだほか、戦略２「ポスト・コロナを見据えた企業の人材確保支援や
労働環境整備」では、「新しい日常」の定着に向け、電子申請の導入により利便性向上を図った中小企業等への
テレワーク環境整備の助成や、育休取得応援に係る助成は計画を上回る支給決定を行うなど、都と連携を図りな
がら時勢に即した雇用対策・支援等に貢献した。共通戦略による「５つのレス」等の取組も進め、その他の戦略
においても、コロナ禍の影響等により一部で計画を下回ったものの、ソーシャルファーム認証事業者への支援
や、専門サポートコーナーにおける支援件数は計画を上回るなど、就労困難者への支援を着実に進めた。
　以上のように、都と連携した雇用緊急対策に尽力したほか、企業のテレワークや育児休業の取得推進に貢献す
るなど、総じて団体として高い成果を上げている。
　引き続き、各種事業を積極的に推進していくとともに、各種支援事業を通じた取組効果のKPIの検討などを通
じ、女性・高齢者・障害者等をはじめとした働く意欲のある都民の就労に繋がる取組の一層の発展に寄与するこ
とを期待する。

最終評価

一次評価（所管局評価）

○コロナ禍による様々な影響について、時機を捉えながら要因を分析し、計画達成に向けて各戦略の個別取組事項を着実に推進す
るとともに、ポストコロナを視野にデジタル人材確保・就職促進事業を新たに開始するなど、都と密接に連携を図りながら、施策
実現に向けて取り組んだ点を特に高く評価する。

戦略１　コロナ禍の情勢を踏まえた雇用緊急対策
 対面による支援が行動制限により行えなかったことや企業の支援需要が大幅に低下した等の理由から目標に及ばない部分があった
ものの、受入可能な企業の新たな開拓や支援策の広報強化による企業需要の掘り起こし等、目標達成に向けた改善策を講じ、着実
に事業推進を図った。加えて、都の補正事業である「成長産業分野キャリア形成支援事業」や「デジタル人材確保・就職促進事
業」等の緊急支援事業を受託し、都と密接に連携を図りながら、機動的に取り組み成果を挙げた。

戦略２　ポスト・コロナを見据えた企業の人材確保支援や労働環境整備
　コロナ禍により人材確保を喫緊の課題とする企業が減少する中で、広報を強化することにより人材確保に関するコンサルティン
グを着実に実施した。さらに、企業のテレワーク環境の整備や男性従業員の育児休業取得促進の取組を支援する助成金の支給につ
いて、電子申請を導入するなど利便性の向上を図り、「新しい日常」の定着･促進に向けて取り組んだ。また、企業登録制度の整備
について実施方法を決定する等、着実に準備を進めた。

戦略３　就労に困難を抱える方や地域の事情に応じた就労支援
　就労に困難を抱える方を支援するため、ソーシャルファームの認証事業所に対する相談やコンサルティング等を、都と連携して
着実に取り組むとともに、就労困難者に対し、しごとセンターの「専門サポートコーナー」において、個々の状況に応じた手厚い
支援を実施した。また、障害者を初めて雇用する企業に対し、伴走型支援の事業を開始する等、地域の事情や個人の状況に応じた
支援を実施した。
　
戦略４　しごと財団の政策提言力強化
　現場の知見を活かした事業提案に向け、予算要求過程における意見交換を実施した。また、企画提案力を組織的に高めるため
に、昇任基準の要件緩和を図るように人事制度の見直しを行うとともに、雇用就業分野等に強みを持つ団体と人事交流を実施し、
雇用就業分野のプロフェッショナル組織として、都への政策提言力を強化する取組を推進した。

共通戦略　手続のデジタル化・５つのレスの推進・テレワーク
　Ｊグランツの導入や、５つのレスの推進の一環としてQRコード決済を導入する等、手続のデジタル化やテレワーク推進に向けた
環境整備を、都庁グループの一員として着実に取組を実施した。
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団体名：

戦略 1

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・労働者派遣のスキーム
を活用し、2,500人の雇用
を創出
・マッチング等によるプ
ログラムを実施（24回・
1,200人）

・コロナ禍での行動制限や感染者の発生に
より、求職者・企業とも派遣就労や派遣受
入に対して予定変更が生じるケースがあ
り、ブレーキがかかった。利用者と派遣先
企業とのニーズのミスマッチにより、派遣
先の決定で計画を下回った。
・マッチング等によるプログラムについ
て、感染拡大防止の観点から会場定員を削
減し運営につとめたことで集客に制約が生
じた。

・成長分野や人手不足業
界などを中心に５つの業
界を選定、計10回の講習
を実施し、200人を支援

・ITや介護といった成長産業分野は応募が
定員を上回る一方で、建設や水道設備と
いったハード系の業界は応募が定員を大幅
に下回り、業界によって応募状況に差が生
じたため計画値を下回った。

・オンラインセミナーや
オンライン企業説明会な
ど、サービスメニューを
拡充させるとともに非正
規対策支援プログラムの
実施により、若年層8,000
人を支援

・サービスのオンライン化を推進した結
果、前年度実績（5,577人）を大きく上回
る利用者を確保することができたものの、
引き続きコロナ禍の影響を受け、計画を下
回った。
（オンライン利用登録：
  2020年度　763人
　2021年度　1,703人）

団体自己評価

【目標①】
・計画は達成できなかったが、年度の後半は実績のペースが上がっており、2022年度は進捗が更に加速するよう取り組んでいく。具体
的には、セミナーやキャリアカウンセリング等により、利用者が新たな職にトライアルする意識を高めることも含め、総合的に就職を後
押ししていく。
・マッチングプログラムは引き続き、求職者の希望に合った求人開拓やプログラム運営を行いつつ、満足度の高いプログラムとなるよう
改善を進めていく。
　
【目標②】
・受講者数は計画に届かなかったものの、プログラムに参加することにより業界で働くイメージが醸成され、就職に結びつきやすいとい
う点が本事業のメリットである。一方で、建設業などは受講生の確保が課題であるが、長年ハローワーク等においても人材確保の支援を
続けている業界であり、担い手を増やす取組が必要である。そのため、公的事業として連携し、求職者と業界とを結びつけられるよう、
目標達成に向けて引き続き取り組んでいく。

【目標③】
・当初の計画には及ばなかったものの、オンライン利用登録が普及するなど、一定の成果を上げることができた。今後も様々な取組を行
い、若年層への訴求効果を高めていく。

業界団体との連
携プログラムの
実施

・５つの業界を選定、計９回の講習
を実施し、136人を支援し、71人が
就職

・業界の追加選定や定員の見直しを行う
とともに、業界団体と連携した事業案内
やWeb広告等を実施するなど広報を強化
し、より多くの受講者を確保する。
・業界の仕事の内容や、キャリア形成、
就業条件などを受講生に情報提供するこ
とで、業界で働くイメージをより具体化
させ、就職へ結びつけていく。

オンライン就職
支援・各種支援
プログラム拡充
による支援の展
開

・オンライン企業説明会などオンラ
インサービスメニューを拡充し、若
年者早期就職支援事業など非正規対
策支援プログラムを実施したことに
より、若年層の新規登録者7,015人
を支援し、3,515人が就職

・オンライン専用サイトの拡充、非正規
対策支援プログラムのオンライン化の推
進、ビジネススキルや就活知識を付与す
る新規セミナーの実施等により、若年層
の利用増進を図る。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

雇用創出・マッ
チング等による
早期再就職支援

・労働者派遣のスキームを活用し、
派遣就労により2,019人の雇用を創
出し、601人が就職（うち正社員就
職418人）
・マッチング等（カウンセリング、
セミナー、合同就職面接会）による
プログラムを実施（24回・1,163
人）し、55人が就職

・利用者ニーズを踏まえた求人開拓への
注力や、派遣先企業ごとに求める人材像
の丁寧な把握などにより、円滑な派遣就
業に結びつける。
・会場定員を考慮しつつ、開催前のリマ
インド連絡や、キャンセルが発生した場
合の繰上げ等により、多くの方が参加で
きるように取り組む。

(公財)東京しごと財団

コロナ禍の情勢を踏まえた雇用緊急対策

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
コロナ禍等による離職者の再就職を、労
働者派遣を活用した雇用創出や新たな
マッチング機会の提供等により実現
（5,000人）

【目標②】
業界団体と連携し、人手不足業界への再
就職を支援（600人）

【目標③】
第二の就職氷河期世代を作らないため、
学生や若年者への支援を強化（24,000
人）

【目標①】労働者派遣のスキームを活用し、派遣就労により2,019人の雇用を創
出した。マッチング等によるプログラムを実施し、1,163人が参加した。

【目標②】業界団体から成長産業や人手不足分野などを中心に、５つの業界を選
定し、計９回の講習を実施し、136人を支援した。

【目標③】オンラインサービスメニューを拡充し、非正規対策支援プログラムを
実施したこと等により、若年層の新規登録者7,015人を支援した。
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団体名：

戦略 2

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

兼業・副業人材活用アド
バイザーや専門・中核人
材採用アドバイザーを配
置し、コロナ禍における
人材確保に関する幅広い
ニーズに対応したコンサ
ルティングを実施（330
社）

コロナの影響による経営状況の悪化に伴
い、人材確保を喫緊の課題とする企業が減
少し、コンサルティングの需要が落ち込ん
だ。
一方、緊急事態宣言解除後は、DM発送企業
へのテレアポを実施する等、個別周知を
行った結果、コンサルティングを開始した
企業が、４月から10月までの平均は16社／
月だったが、11月から３月までの平均は32
社／月と実績が上向いた。

中堅・中小企業のテレ
ワーク環境基盤の整備に
かかる経費の一部を助成
（2,000件）

コロナの影響により企業のテレワーク導入
に対する意識が高まり、支給決定件数は当
初想定した2,000件を上回る結果となっ
た。

男性従業員の育児休業取
得推進に取り組み、職場
環境の改善を図った企業
に対し、奨励金を支給
（400件）

車内広告やポスティング、WEB広告等の実
施により、事業の周知が進んできたことか
ら、支給決定件数は、当初想定した400件
を大幅に上回った。

システムの構築に向け、
他団体等の実態調査を実
施し、必要となる経費に
ついて検討・予算要求

十分なセキュリティが担保され、コストを
抑えつつ早期に実施が可能であることが確
認できたため、配信サービスを活用。

テレワークの定
着支援

中堅・中小企業のテレワーク環境基
盤の整備にかかる経費の一部を助成
・支給決定：2,448件

引き続き、中堅・中小企業のテレワーク
環境基盤の整備にかかる支援を行うとと
もに、テレワークに馴染まない業務・業
種であることを理由にテレワークを導入
していない企業に対する支援を行い、テ
レワークのさらなる普及と定着を図る。

男性従業員の育
児休業取得促進

働くパパママ育休取得応援奨励金
「働くパパコース」
・支給決定：702件

引き続き効果的な広報を実施し、女性の
活躍推進等に向け、企業における男性従
業員の育児休業の取得推進・職場環境の
改善を促進していく。

企業登録制度の
整備

他団体に対しヒアリングを行い、シ
ステムの構築ではなく配信サービス
の活用を決定
財団の企業向け支援事業の情報を提
供するため、同サービスの体験版の
試行や、本格導入に向けた準備を実
施

サーバーやセキュリティ等のシステム環
境整備を行うとともに、運用規約の策定
や配信先企業の確保、効果的な情報発信
方法の検討を行う。

団体自己評価

【目標①】
計画には到達しなかったが、HPからの申込・問合せフォーム登録者へ連絡しコンサルティングにつなげる等、新たな取組を行うことによ
り、年度後半の実績を向上させることができた。引き続き、同様の取組を実施するとともに、新たな広報展開を検討し、事業の認知度を
高めていく。

【目標②】
・テレワークの定着支援について、コロナ禍で高まった企業のテレワーク導入のニーズに対応するため、提出書類の簡素化や電子申請の
導入など、申請方法の利便性向上を図り、迅速かつ効率的な業務運営を行うことができた。
・事業開始当初より継続的に広報を実施し、事業の認知度向上に努めたことで、男性従業員の育児休業取得を更に推進することができ
た。今後も効果的な広報を継続して実施していく。

【目標③】
他団体への情報収集や情報配信サービスの試行により、具体的な配信方法や課題等を把握し、着実に準備を進めることができた。本格導
入に向けて、システム環境の整備、配信先企業の確保や関係機関と連携した掲載情報の収集を進めていく。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

多様な人材活用
に関するコンサ
ルティング

人材確保に関するコンサルティング
の実施
・実施企業：272社

ディスプレイ広告やSNSを活用し、企業
の目に触れる機会を作りだすとともに、
引き続きDM発送企業に対してテレアポに
よる直接広報を実施し、コンサルティン
グ申込企業の獲得を目指す。加えて、財
団と協定を締結している金融機関等を通
じて、支援が必要な企業に対し、事業に
関する情報を届けられるようにする。

(公財)東京しごと財団

ポスト・コロナを見据えた企業の人材確保支援や労働環境整備

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
コロナ禍による中小企業の実情・課題に
応じた採用力支援や人材活用に関するコ
ンサルティングを実施（990社）

【目標②】
・テレワークの導入や定着を支援（6,000
件）
・男性従業員の育児休業取得を支援
（1,200件）

【目標③】
財団が実施する企業向け支援に関する広
報を強化（400社）

【目標①】コロナによる経営状況の悪化に伴い、人材確保に関するコンサルティ
ングの需要が落ち込む中、計画の約８割に当たる272社に対してコンサルティン
グを実施した。
　
【目標②】テレワーク助成金について、計画を上回る2,448件の支給決定を行っ
た。男性従業員の育児休業取得促進のための奨励金について、702件の支給決定
を行った。

【目標③】他団体にヒアリングを行い、安価であり十分なセキュリティも担保さ
れる配信サービスの活用を決定し、次年度の本格導入に向けて準備を進めた。
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団体名：

戦略 3

2021年度計画 要因分析

2020年度の認証ソーシャ
ルファーム10社に対する
支援に加え、2021年の認
証ソーシャルファームを
10社支援（計20社）

・都が認証した事業所に対して、定期的な電話や
面談を通じ丁寧なニーズの把握に努め、きめ細か
な対応を行った。
・海外の事業者とオンラインで中継し、現地の実
情を伝えてもらうセミナーを開催するなど、魅力
的なセミナーの開催に努めた。

専門サポートコーナーで
年間120人の方の就労困
難者を支援

就労支援機関等に対するリーフレット配布、アド
バイザーの個別訪問による広報活動等により、専
門サポートコーナーへの新規訪問者を着実に増や
し、目標を達成することができた。

女性向けリーフレットの
作成などにより、シル
バー人材センターにおけ
る女性会員400人増

・女性限定の広報活動や入会説明会等により、
4,302人の新規入会につなげた一方で、コロナ禍を
背景に例年を大幅に上回る4,219人が退会し、83人
の増にとどまった。
・希望する仕事がないため退会する方もおり、女
性会員のニーズにあった就業先を更に確保する必
要がある。

・初めて障害者を雇用す
る企業に対する伴走型支
援の実施（60社）
・中小企業等に対する障
害者のテレワーク導入に
係る経費の助成や、これ
まで対象としていなかっ
た短時間の職場体験実習
に対する助成を実施

・感染症拡大の影響等により、中小企業の採用意
欲が落ち込み、実績が伸び悩んだ。障害者雇用に
関する相談会の開催等により、引き続き、中小企
業の開拓が必要である。
・障害者テレワーク導入支援については、新規事
業のため、事業内容の周知徹底を図った。
・短時間の職場体験実習については、勤務開始時
に長時間勤務が困難な精神障害者などには有効で
あるが、企業からの申請実績は低調となった。

・女性しごと応援テラス
多摩ブランチにおける支
援メニューの充実
・全年齢層を支援対象と
した新拠点開設に当たっ
ての都・国・市町村等関
係機関との連絡・調整

・12月を除いて、コロナ禍の影響を受けた時期の
開催は、定員を下回った。
・2022年度の新拠点開設に向け、特に都や立川市
との連絡・調整を密に行い、着実に準備を進め
た。

シルバー人材セン
ターでの就業開拓
及び女性会員増

女性会員数　83人増
（2021年3月末時点：28,880人
　2022年3月末時点：28,963人）

・退会者を減らすため、女性が就業しやす
い就業先の開拓を更に進め、就業機会を拡
大する。
・新規入会促進は、引き続きチラシ配布等
の効果的な広報活動を展開していくととも
に、新規女性会員を増加させたシルバー人
材センターのノウハウを他センターへ共有
し、女性会員増に努める。

中小企業等に対す
る障害者雇用支援
の拡充

・初めて障害者を雇用する中小企業39
社に対する伴走型支援を開始
・当初想定していた支援社数10社への
障害者テレワーク導入支援を開始
・短時間の職場体験実習をメニューに
加え、１社に対し助成金を支給

・関係機関との連携や財団の他事業との連
携により、効果的なPRと支援企業の開拓を
行っていく。
・テレワーク導入支援を開始した10社につ
いて、企業や障害者のニーズを踏まえなが
ら支援を継続する。
・国では週20時間未満の短時間勤務者を法
定雇用率の算定対象とする方向であり、今
後の支援ニーズの広がりが期待されるた
め、事業の効果的なPRに取り組んでいく。

多摩地域における
新拠点開設及び支
援拡充

・「子育て応援！企業交流会」を４回
実施（７月、８月、12月、２月）し、
16企業に対し、52人（定員60人）が参
加し、19人が就職
・全年齢層を支援対象とした新拠点開
設に当たっての都・国・市町村等関係
機関との連絡・調整を実施

・引き続き「子育て応援！企業交流会」を
開催するとともに、女性再就職支援プログ
ラムを地元自治体のニーズに応じた形で実
施していくことにより、様々な状況下で就
職を目指す女性に向け、支援の充実を図っ
ていく。
・より一層都・立川市等関係機関との連
絡・調整をきめ細かく実施し、2022年度内
に予定されている新拠点の開設及び新規事
業開始に向け準備を進める。

団体自己評価

【目標①】
・計画を上回る支援を実施するなど、着実な支援を行った。また、創設を検討する事業者に向け、セミナー実施やHP開設等による普及啓発を強化し、
社会的な認知度向上につながった。
・就労困難な事由を抱える多くの利用者に対して、チーム体制によるきめ細やかな支援が行うことができた。

【目標②】
女性が働きやすい就業先の開拓や女性限定の広報等の効果により、新規入会者数は前年度を上回ることができたが、例年を大幅に上回る退会者が発生
し、計画には到達しなかった。今後は、既存会員のニーズに応えられる就業先の開拓に努めるとともに、新規入会者数の拡大に向け取り組む。

【目標③】
・企業等への支援開始数は計画未達であったが、支援企業等においては、新たに雇用した障害者数が前年度を上回るなどの好要素もあり、引き続き、
広報活動に努めつつ、効果的な事業運営を行っていく。
・障害者テレワークの導入については、目標の支援社数10社を達成することができた。今後は障害者の状況に応じた企業支援を適時適切に行ってい
く。
・短時間の職場体験実習については、事業広報により利用促進を図っていく。

【目標④】
・コロナ禍の状況に敏感な層を対象としているため、年間通しての参加者数は計画を下回ったが、開催地域に根差した広報を実施し、事業周知と参加
促進に努めた結果、「子育て応援！企業交流会」の参加率は87％に達した。今後も子育て中の女性等に対する多摩地域における就業支援を着実に実施
していく。
・都・立川市を中心に、密接に連携して連絡・調整し、2022年度の新拠点開設に向け着実に準備を進めることができた。

ソーシャルファー
ムの創設を支援

・2020年度に都が認証した28事業所に
対し、事業運営に関する相談を行うと
ともに、16事業所に対しては補助金交
付決定。希望する４事業所に対し経営
等コンサルティングを実施
・2021年度の認証ソーシャルファーム
を募集し、23事業所が応募。都が決定
した予備認証12事業所のうち10事業所
に交付決定

・現在支援中の事業所の自律的経営に向け
て支援を継続して行うとともに、2022年度
の都の認証状況に応じ、新たに支援を実施
していく。

就労困難者支援窓
口での就労支援

専門サポートコーナーの
支援決定者　137人
就職者　　　97人

・引き続き、就労困難者の状況に応じたき
め細やかな支援を実施する。
・2022年度の支援目標180人の達成に向け
て、更なる認知度向上施策を進める。
・ソーシャルファーム支援と一層連携する
など、就労困難者にとって最適な就労の形
を見つけられるよう、事業展開を工夫して
いく。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

(公財)東京しごと財団

就労に困難を抱える方や地域の事情に応じた就労支援

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
・ソーシャルファームの創設を支援
・就労困難者支援を充実（360人）

【目標②】
シルバー人材センターでの女性向け就
業開拓と女性会員を獲得

【目標③】
障害者を雇用する企業への支援を充実

【目標④】
令和４年度に立川市へ移転するしごと
センター多摩の機能を拡充

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

【目標①】都が認証したソーシャルファーム（計40事業所）に対し、着実に支援を
実施し、計画を達成した。
　　　　　就労困難者の支援窓口で、計画を超える137人の利用者へきめ細やかな就
労支援を行った。

【目標②】女性会員400人増に向け広報を強化したが、83人の増にとどまった。

【目標③】初めて障害者を雇用する中小企業39社に対する伴走型支援を開始した。
障害者テレワーク導入支援は計画の10社を達成した。

【目標④】企業交流会に52人が参加した。新拠点開設に向け着実に準備を進めた。
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団体名：

戦略 4

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・都に対し事業提案に係
る意見交換のトライアル
を実施
・トライアルを踏まえ、
予算要求までの正式プロ
セスの検討
・当年度の提案結果の考
察、次年度に向けた提案
内容の検討

財団内の議論により事業の改善能力を高め
つつ、都との意見交換の実施を予算要求過
程に位置付けたことで、活発な意見交換が
行われた。

・昇任基準の検討
・財団内での意見交換及
び調整
・職員の昇任に関する細
目の改正
・職員への周知・説明

東京都の昇任基準や財団の採用者の状況を
踏まえ、主任職及び係長職の昇任基準の要
件緩和を行った。

・人事交流実施候補の選
定及び打診
・協定締結
・次年度人事交流計画を
相手方と調整
・次年度人事交流対象職
員の選定

調整にあたり、お互いの派遣先での業務内
容やそこから得られる経験等を具体に説
明・意見交換することで、理解が深まり、
合意に至った。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

(公財)東京しごと財団

しごと財団の政策提言力強化

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
機動的な事業執行体制と都への政策提言
力を強化（事業提案３件）

【目標②】
財団での職歴は浅いが、能力･意欲のある
職員が活躍できる人事制度の見直し（３
名の輩出）

【目標③】
雇用就業分野等に強みを持つ公的団体や
民間企業との人事交流を実施（派遣・受
け入れ合わせて４名以上）

【目標①】都との意見交換の実施を予算要求過程に位置付けたことで、活発な意
見交換が行われた。

【目標②】東京都の昇任基準や財団の採用者の状況を踏まえ、主任職及び係長職
への昇任について、職務経験年数要件を短縮する改正を実施した。

【目標③】雇用就業分野等に強みを持つ団体と、派遣による双方のメリットを理
解したうえで、人事交流の実施について合意した。

予算要求過程に
おける事業提案
を実施

財団内において、定例的に現状の事
業改善策等について議論するととも
に、予算要求過程における都との意
見交換のトライアルを実施し、その
内容を踏まえ、予算要求までのプロ
セスと提案内容を検討

都の雇用環境においても現れている副
業・兼業など働き方の変化も踏まえ、支
援が必要な課題について、都との協議や
事業提案に関する勉強会、若手向け研修
会を実施し、財団の特徴や現場の知見を
活かした改善・新規の提案を行う。

昇任に係る年数
要件の見直し及
び新要件による
選考実施

財団内での意見交換を実施し、主任
職及び係長職への昇任について、職
務経験年数要件を短縮する改正を実
施

制度改正を職員に周知し、より多くの受
験者を確保しつつ、中途採用で年次の浅
い職員も含め、意欲・能力のある職員の
早期昇任を実現する。

人事交流の実施

雇用就業分野等に強みを持つ団体等
から、人事交流実施先を選定し、選
定した民間企業と調整のうえ、規程
整備や対象職員の選定など、必要な
事務手続を実施

引き続き、相手方と情報交換を行い、今
年度の人事交流の実施状況を把握しつ
つ、その状況を踏まえ、業務内容や対象
職員の選定など、次年度の人事交流計画
について、調整を進めていく。

団体自己評価

【目標①】
事業提案に向け、より議論を進めるため、都との協議の機会を増やし、現場の知見を活かした改善・新規の提案につなげていく。

【目標②】
財団での職歴は浅いが、意欲・能力のある職員が早期に昇任できるよう制度改正を実施することができた。今後、財団での職歴にかかわ
らず有能な職員が合格者となるよう、新基準に基づく昇任選考を適切に実施していく。

【目標③】
雇用就業分野等に強みを持つ団体を選定し、双方にとって有意義な人事交流先を確保することができた。今後、職員の視野拡大につなげ
るよう、具体に人事交流を実施していく。
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団体名：

新たな取組として
設定した理由

2021年度計画 2021年度実績 要因分析 対応方針

・申込みが、計画の倍以上で
ある延べ781人であったにも
かかわらず、当日不参加が著
しく多く、計画の約70％の参
加者数となった。

次回開催に向け、参加求職者
の確保に努めるとともに、当
日不参加を抑えられるよう
に、イベント当日に向けた期
待感の醸成に取り組んでい
く。

(公財)東京しごと財団

個別取組事項

コロナ対応に伴う取組

団体自己評価

【成長産業分野キャリア形成支援事業】
多岐にわたる訓練を用意し、幅広い求職者が参加できる事業内容としたこと、事業広報活動に加え、新聞等の各メディアに取
り上げられたこともあり、300人の訓練を開始することができた。

【デジタル人材確保・就職促進事業】
・感染症対策のため、業界研究セミナーや参加企業の紹介は動画での提供とし、イベント当日は面接会に特化した運営とした
影響もあり、当日不参加が著しく多かった。
・申込者に対する直前連絡等の取組は実施したが、イベントへの参加意欲の向上に課題が残った。

成長産業分野
キャリア形成
支援事業

コロナ禍で多くの雇止めが
発生した非正規雇用労働者
等にキャリア形成の機会を
提供するとともに、就職支
援を一体的に行うことで、
雇用の安定化と成長産業分
野等への人材シフトを促進
するため。

訓練開始者：300人
訓練開始者：300人
就職者：74人

・デジタルコース（ITプログ
ラミング・ネットワークエン
ジニア・Webデザイン）、資
格取得コース（医療事務・経
理事務・MOS）の計６科目
と、多様なコース設定とし
た。
・499人からの申込みがあ
り、選考を経て300人の訓練
を開始

2022年度は1,000人の訓練開
始を目標とし、科目や事業広
報の一層の充実を図ってい
く。
また、訓練終了後も就職決定
までの支援を適切に行ってい
く。

デジタル人材
確保・就職促
進事業

コロナ禍における離職者の
再就職支援や人手不足の業
界における人材の確保に向
けた緊急のマッチングイベ
ントを開催し、中小企業の
DXの加速を雇用就業の面か
ら後押しするため

参加求職者計：360人
参加企業計：60社

参加求職者計：256人
参加企業計：62社
就職者計：22人

130



団体名： (公財)東京しごと財団

2021年度計画 2021年度実績 要因分析 対応方針

対応可能な手続については、全
件規程等を改正

対応可能な６事業について、全て
規程等を改正し、Ｊグランツ補助
金システムを導入

財団における手続のデジタル化のた
め、申請や届け出等の手続内容の見
直しを行い、規程を改正した。

引き続きＪグランツ補助金システ
ムの導入を推進し、手続のデジタ
ル化を進めていく。

対応可能な手続については、全
件規程等を改正

対応可能な８手続について、全て
規程を改正

財団におけるはんこレスを推進する
ため、申請や届け出等の手続内容の
見直しを行い、規程を改正した。

団体自らが定める規定等に基づく
押印は引き続き廃止するととも
に、より一層の押印廃止を所管局
と連携して実施する。

デジタルツール等の活用によ
り、FAXの送信数・受信数を
98％削減とする。

FAX送信数・受信数　2020年度比
90％削減
※2021年度目標120件
（2021年度実績583件/2020年度実
績6,007件）

財団内においてFAXの電子化が６月
に完了。７月以降はFAX送受信を全
て電子化している。

FAX送受信の電子化を継続し、送
受信数を100％削減する。

紙の使用量が最も多い事業課を
対象に、以下の取組によりコ
ピー用紙の使用量を2020年度比
で30％削減する。
・超過勤務・休暇の申請・承認
手続のシステム化による紙処理
の削減
・会議室へのLAN配線整備による
ペーパーレス会議の推進
・一部助成金手続の電子化、助
成金審査手続の更なる効率化

紙の使用量が最も多い事業課にお
けるコピー用紙の使用量　2020年
度比　71％削減
※2021年度目標1,407千枚
（2021年度実績575千枚/2020年度
実績2,010千枚）

以下の取組により、コピー用紙の使
用量を大幅に削減した。
・４月から超過勤務・休暇の申請・
承認手続をシステム化
・ペーパーレス会議の推進
・一部の助成金手続の電子化

引き続き、電子決裁システムの導
入や助成金手続の電子化を推進
し、コピー用紙の使用量を削減す
る。

文書開示に係る手数料の支払に
ついては、スマホのQRコード決
済の導入をする。

QRコード決済を導入
利用しやすく、導入が簡便でランニ
ングコストがかからない決済方法を
検討し導入につなげた。

４月から運営を開始する「TOKYO
シェアオフィス墨田」について、
キャッシュレス決済を導入する。

相談業務、説明会については、
専用の道具を用いる講習等を除
き、必要に応じて対面の手段を
残しつつ、オンライン対応す
る。

10種類の相談業務および30種類の
セミナー・説明会（計40種類）に
ついて、オンライン対応を実施

Web会議システムツール等を活用す
ることにより財団全体でタッチレス
化を推進し、オンラインでの相談業
務、説明会・セミナーを行った。ま
た、事業のオンライン化について、
利用者に積極的に周知した。

引き続き、相談業務、説明会につ
いては、専用の道具を用いる講習
等を除き、必要に応じて対面の手
段を残しつつ、オンライン対応を
継続する。

2021年度に実施予定のテレワー
ク強化月間において、Web会議導
入・利用拡大、テレワーク勤務
推奨等を行い、テレワーク可能
な職員のテレワーク実施率を
40％とする。
（算出方法：実施件数／当月の
勤務日数／テレワーク勤務可能
な職員数）

2021年度実施したテレワーク強化
月間における、テレワーク可能な
職員のテレワーク実施率45％
（実施件数919件／当月の勤務日数
20日／テレワーク勤務可能な職員
数103人）

テレワーク推進のため手続の簡素化
やハード面での環境整備を行った。
また、テレワーク強化月間を設定
し、集中的に取り組んだ。

新型コロナウイルス感染拡大時等
における都・国等からのテレワー
ク実施要請へ、都庁グループの一
員として、適切に対応していく。

はんこレス

FAXレス

共通戦略

取組事項

手続の
デジタル化

タッチレス

テレワ―ク

ペーパーレス

キャッシュレス

団体自己評価

【手続のデジタル化】

事業者を対象とする助成金事業等６事業について、事業者の利便性の向上につなげるため、Ｊグランツの導入を行い、目標を達

成することができた。今後は新たな助成金事業等についても、手続のデジタル化を進めていく。

【５つのレス】

FAXレスについては電子化の完了が予定より遅れ、目標は達成できなかったが、他の４項目については、着実に取組を実施し、目

標を達成することができた。

【テレワーク】

職員向けのアンケート調査により抽出された課題に対応する中で、様々な取組を行った結果、職員の意識改革やテレワークを実

施するための環境整備が進み、目標を達成することができた。
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【団体概要】

常勤役員数

常勤職員数

都派遣職員数

都退職者数 3人 5人

89.3%131人 117人

100.0%

176人 181人 177人 97.8%

設立
目的

　東京都内において、農林水産業の担い手の確保・育成、経営基盤の強化、森林整備、試験研究の推進と成果の還元、農林水産

資源の拡大などを通じて、食と緑に関する都民生活の向上に貢献するとともに、環境と調和する農林水産業の振興を図ることを

目的とする。

主

な

事

業

（１）農業の担い手の確保・育成、経営基盤の強化に向けた支援など農業の振興に関すること

（２）分収林など森林整備、森林循環の促進、林業経営の支援など林業の振興に関すること

（３）緑の募金及び緑化の推進に関すること

（４）環境と調和した農林水産業の振興に関すること

（５）農林水産業についての都民等への情報提供、普及啓発に関すること

（６）農林水産業に関する調査・試験研究及び成果還元、並びに農林水産資源の拡大に関すること

（７）その他この法人の目的を達成するために必要な事業

組

織

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

4人

135人

対前年度比

80.0%

2人 2人 2人

団体名 公益財団法人東京都農林水産振興財団

代表者 理事長　岩瀨　和春 所管局 産業労働局

所在地 東京都立川市富士見町3-8-1 電話番号 042-528-0505

基本財産
/資本金等

1,187百万円
都出資等割合
/都持株比率

64.4%
設立
年月日

平成3年3月1日

【財務情報】　　　

公益財団法人東京都農林水産振興財団
（単位：千円）

令和元年度 令和２年度 令和３年度
対前年度
差引増減額

対前年度比
（％）

主な増減理由

当期経常増減額 ▲ 11,038 ▲ 65,474 9,210 74,684 －

経常収益 3,250,293 3,842,050 3,746,798 ▲ 95,252 97.5%

6,187 6,185 6,155 ▲ 30 99.5%

5,659 3,215 3,118 ▲ 97 97.0%

229,885 230,199 286,728 56,529 124.6%

3,008,561 3,602,452 3,450,797 ▲ 151,655 95.8%

経常費用 3,261,330 3,907,524 3,737,588 ▲ 169,936 95.7%

3,065,712 3,660,216 3,474,870 ▲ 185,346 94.9%

195,618 247,308 262,718 15,410 106.2%

当期経常外増減額 486 － 3,472 3,472 －

経常外収益 486 46,872 125,377 78,505 267.5%

経常外費用 － 46,872 121,905 75,033 260.1%

法人税等 － － － 0 －

当期一般正味財産増減額 ▲ 10,552 ▲ 65,474 12,682 78,156 －

当期指定正味財産増減額 494,375 2,287,338 615,493 ▲ 1,671,845 26.9%

正味財産期末残高 7,321,615 9,543,478 10,171,654 628,176 106.6%

資産合計 8,527,140 10,869,953 11,548,159 678,206 106.2%

流動資産 803,216 966,457 1,073,548 107,091 111.1%

固定資産 7,723,924 9,903,496 10,474,612 571,116 105.8%

1,187,480 1,187,480 1,187,480 0 100.0%

負債合計 1,205,525 1,326,475 1,376,506 50,031 103.8%

流動負債 638,366 837,392 923,782 86,390 110.3%

固定負債 567,159 489,083 452,724 ▲ 36,359 92.6%

正味財産合計 7,321,615 9,543,478 10,171,654 628,176 106.6%

指定正味財産 6,986,956 9,274,293 9,889,786 615,493 106.6%

一般正味財産 334,659 269,185 281,867 12,682 104.7%

貸

借

対

照

表

（固定資産）
・生産緑地買取・活用支援基金の増
・花粉の少ない森づくり基金の減
・認証取得支援基金の減

（流動負債）
・未払金の増
・1年以内返済予定長期借入金の減

（固定負債）
・長期借入金の減
・リース債務の減

（指定正味財産）
・東京都出捐金の増

基本財産

区分

正

味

財

産

増

減

計

算

書

（事業収益）
・森林循環促進事業収益の増（木材売払収入）

（その他収益）
・受取東京都補助金の増
・東京都事業受託収益の減
・受取基金の減
・伐採・搬出技術者育成事業の増
・共存共栄による国産材の魅力発信事業の減

（事業費）
・林業労働力確保支援センター事業の増
・情報提供・普及啓発事業の減
・チャレンジ農業支援事業の減
・苗木生産供給事業の増
・農林総合研究センター事業の減
・青梅畜産センター事業の増
・奥多摩さかな養殖センター事業の増

（管理費）
・IT関連・セキュリティ強化経費の増

（当期指定正味財産増減額）
・生産緑地買取・活用支援基金の増
・花粉の少ない森づくり基金の減
・認証取得支援基金の減

基本財産運用益

特定資産運用益

事業収益

その他収益

事業費

管理費
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団体名： (公財)東京都農林水産振興財団

最終評価

B

　経営改革プランに掲げた目標のうち、戦略１「担い手の確保・育成と力強い農業経営の展開」では、援農ボラ
ンティア事業において専用webサイトをリニューアルし、都民・受入農家間のマッチング機能を強化したほか、
コロナ禍においても計画を上回る受入農家数を確保した。また、戦略４「多様なセクターとの連携による先進的
研究開発の推進」では、研究開発プラットフォームにおける企業・大学等との積極的な連携により、計画を大幅
に上回る研究提案が企業等から行われ、東京型農作業スケジュール管理アプリ及び直売所の見える化アプリの開
発を実施するなど、デジタルを活用した具体的な成果が表れている。共通戦略による「５つのレス」等の取組も
進め、その他の各戦略においても、コロナ禍の影響等により、一部で計画を下回る取組が見られたものの、トウ
キョウＸの流通体制拡大や、多摩産材の利用拡大に係る計画を上回る積極的なPRや補助事業の交付決定、東京の
農林水産ファンの獲得を行っており、総じて団体として一定の成果を上げている。
　引き続き、各種事業を積極的に推進していくとともに、農業・林業・畜産各分野に対する人材確保・生産性・
付加価値向上に資する取組の更なる発展を期待する。

一次評価（所管局評価）

〇2023年度の到達目標の達成に向けて、各戦略の個別取組事項を着実に実施している。
〇都民や事業者の現場ニーズの把握に努め、多くの改善を図りながら幅広い分野で事業を展開しており、研究部門においては大学
や民間企業との連携を図り、先進技術研究開発や東京農業のスマート化を推進し、新技術を開発・リリースするなど確実に成果を
挙げている点を高く評価する。

戦略①　担い手の確保・育成と力強い農業経営の展開
　多様な分野の専門家等を新規開拓し支援範囲を拡大することで、農業経営の多角化や新たな販路開拓等、農家の要望・ニーズに
対応したサポートを実施している。東京農業アカデミー八王子研修農場では、就農希望地のJAや地権者との調整などきめ細かな支
援や経営的視点の研修を行い、就農希望の第１期修了生４名（１名は都合により辞退）の都内での就農を実現させた。また、第２
期生５名を計画通り受け入れ、基本栽培技術を中心に研修を行った。援農ボランティア事業では、専用WEBサイトに自動マッチン
グ機能を導入し、ボランティア登録・派遣業務の簡便化と迅速なサービス提供のDXを実現し、受入農家の労働力確保に貢献してい
る。

戦略②　高度な林業技術者の育成と多摩産材の利用拡大
　東京トレーニングフォレストを計画通り開設し、５名の技術者を確保した。また、次年度の受講者５名も確保し、高度な林業技
術者の育成を図っている。木材利用については、補助事業周知に努め、計画値を上回る14施設での木材利用に繋げ多摩産材の普及
PRに寄与している。木材利用に関する情報発信は、引き続きコロナ禍の状況を踏まえ、Webを活用したオンラインセミナーも開催
することで、施設への来場者5,715名のほか、１万人以上の参加者に情報提供した。

戦略③　トウキョウXの生産拡大と流通体制の強化
　新施設でのバイオセキュリティ体制を構築し、旧施設から新施設への円滑な移転を完了させ、新たな生産計画に基づく生産を開
始した。流通面では、従来の１社による流通体制を改善し、新たな２社を加えた複数の流通体制を構築し、増産に向けたさらなる
流通改革の目途を立てた。

戦略④　多様なセクターとの連携による先進的研究開発の推進
　稼ぐ農業の実現に向け、企業等と連携し、ICTやAI等を活用した技術開発に着手している。研究開発プラットフォームでは、目
標数40件を大幅に超える85件の研究提案があり、企業等と共同で先進的研究開発６件を開始し、２件の研究成果を挙げるなどス
マート農業研究の成果を挙げている。共同研究で研究成果は、発表会等を実会場とオンライン配信のハイブリッド化で広く情報発
信するとともに、技術相談にはスマホビデオ通話を活用するなどデジタル化を進めている。

戦略⑤　固有職員を中心とした人材育成と経営企画機能の強化
　研修計画を策定し、異業種間交流研修や長期派遣研修等を実施し、財団運営を担う人材の育成を強化しており、財団の中核とな
る係長級職員の育成では、前歴加算制度の運用により人材確保に努めている。企画提案については、都施策の改善に資するよう所
管部署と綿密な調整のもと、丁寧に説明を行うことが望ましい。

共通戦略
　対応可能な手続は全件規程等を改正し、手続のデジタル化を効率的に進めている。５つのレスについては、規程の改正等や新た
な事務システムの導入を図り、目標値を達成している。テレワークは、財団のモバイル環境を整備し一層推進していく。
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団体名： (公財)東京都農林水産振興財団

戦略 1

実績
(2021年度末時点)及

び要因分析

2021年度計画 要因分析

〇専門家と販路開拓ナビ
ゲータの新規開拓
〇Eコマース導入ノウハウ等
の提供（セミナー開催等）
〇専門家派遣農家数 80件
〇販路開拓ナビゲータ派遣
農家数 30件
〇助成事業 45件
（取組支援事例をHP等で発
信、一層の活用促進を図
る）

○幅広いニーズに応えるため、多様な分野の
専門家等を新規開拓し、支援範囲を拡大
○ハイブリッド開催でWEB視聴を可能にし、
参加数は前年比1.8倍に増加
○経営、流通、情報等各分野の専門家50名を
登録・派遣、農家の課題解決に適切に対応
○都内百貨店で「都産都消フェア」４回、八
丈島特産「八丈フルーツレモン」スイーツ
フェア１回開催。東京産品の販売機会を創出
し、販路開拓に貢献
○各農家に対し専門家派遣と助成事業の双方
利用を視野に入れた取組を支援、事例紹介動
画をHP発信

〇第１期生・２期生（計10
名）の研修実施
〇第１期生の就農に向けた
取組を強化
（就農地の探索・選定、利
用調整等）
〇就農に向けた支援の実
施、運用

〇研修の進捗や農作物の生育状況、天候、社
会情勢等を総合的に勘案し、その時期に必要
な研修を柔軟に組み替えながら実施した。
〇日頃より研修生に対して、独自の農地探索
活動が重要であることを周知するほか、農場
職員が自治体、農業委員会、JA職員及び地権
者と良好な関係を築き、頻繁に情報交換を
行ってきた。
〇地域の有力農家等とのパイプを繋げると共
に、研修生自らも積極的に地域の情報収集や
制度活用等に取り組む方針としてきた。

〇新規の受入農家6件（累計
37件）
〇受入環境整備支援事業
５件
〇派遣件数1,500件
〇効率的なマッチングシス
テムの検討・導入

○関係機関と連携し都内農家を掘り起こし、
新規10件を含む受入農家51件を確保
○コロナ活動休止期間の影響で年間稼働日数
が半減し派遣件数は計画を下回ったが、新規
登録者数は前年度比1.6倍に伸び（R2:555名
→R3：893名）、平均派遣件数は７件/日と好
調。
〇迅速なサービス提供への要望を踏まえ自動
マッチングシステムを導入し、ボランティア
需要増加とDXを一体で実現。都民・受入農家
の双方の利便性向上に寄与。

担い手の確保・育成と力強い農業経営の展開

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
財団事業を活用した新たな経営展開の取組支
援事例　累計330件（派遣農家数）

【目標②】
八王子研修農場修了生の着実な就農  100％

【目標③】
東京広域援農ボランティア事業
・受入農家数　50件
　（６～７件増／年度）
・派遣件数　2,000件

〇新たな販路確保を求める農家の要望・ニーズに的確に対応し、６次産業化や新たな
販売形態の導入による収益性の高い農業経営の展開等、計112件の取組を支援した。
〇研修計画に基づく研修実施や施設整備など着実な農場運営と就農支援を行い、第１
期修了生４名が都内で新規就農を果たした。
〇援農ボランティア受入農家数は51件に増加し、1,293件派遣した。専用WEBサイトに
自動マッチング機能を導入してボランティア登録・派遣業務の簡便化と迅速なサービ
ス提供を実現、受入農家の労働力確保に貢献。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

チャレンジ農業
支援センターの
販路開拓・拡大
支援の強化

○Webマーケティング等の専門家３人
新規登録、ホテル・レストラン部門販
路開拓ナビゲータ１人新規委嘱
○セミナー２回、120名参加（内オン
ライン81名）
○新たな経営展開の取組支援　専門家
派遣85件、販路開拓ナビゲータ派遣27
件（成約数26事例)、計112件
○助成事業 47件（支援事例動画発信
２件）

〇従来の専門家派遣及び助成事業の枠組み
を一層強化し、都内農家の経営改善や販路
支援の取組を支援。2022年度は世界情勢の
変化による燃料・資材価格の高騰等に対応
し、農業者収益向上緊急対策を実施する。
〇人口減少と高齢化が進む島しょ地域にお
いて、第一次産業の下支えによる地域の活
性化が課題。島しょ農業担当専門官を配置
し、関係機関と連携して島しょ農業の活性
化を図るとともに、各種施策の効果的な活
用を推進する。

東京農業アカデ
ミー研修生の就
農に向けた支援
の充実

〇研修生10名に対し2021年度研修計画
に基づく研修カリキュラム（講義、演
習及び実習等）を着実に実施
〇第１期修了生４名（自己都合で１名
途中退所）都内で新規就農を果たした
（100%目標達成）
〇研修カリキュラムのほか、就農希望
地の現地調整や地権者、区市町との情
報交換、国の交付金事務などの支援を
行った

〇新たに農業への参入を希望する者に就農
に必要な技術の習得など的確に指導し、都
内での就農を促進。また、天候や社会情勢
等の変化に柔軟に対応し、就農に役立つ講
義等を適宜研修カリキュラムに反映させて
いく。
〇引き続き、日頃より研修生、職員、農業
関係機関、指導農業士等とのコミュニケー
ションを密に図り、研修生が円滑に就農地
を見い出せるよう調整に努めていく。

援農ボランティ
ア制度の効果的
な実施

○新規受入農家数10件（累計51件）
○受入環境整備支援事業　４件
　農家からの利用相談６件、うち４件
導入（２件辞退）
○派遣件数　1,293件（３年後の到達
目標に対する達成率64.7%）
○援農ボランティアWEBサイト改修、
登録申込から派遣調整・決定まで自動
マッチング機能を構築　12月運用開始

○積極的な事業周知と取組事例の発信、受
入環境整備支援事業の活用促進等、受入農
家の確保・拡大を図る
〇財団調査では登録者の２割は将来的に就
農を目指していると回答。多様な担い手を
育成し農業分野の人材確保に繋げていくた
め、援農ボランティアの心構えや作業手順
の習得など研修の充実を図り、継続的な活
動参加と資質向上を目指す。

団体自己評価

〇チャレンジ農業支援事業
・新たな販路確保を求める農家の要望・ニーズに的確に対応し、農業経営の多角化・改善に向けた取組や新たな販路開拓を積極的にサポートし
た。
・専門家派遣では、利用者の９割が「効果があった」とした一方で、農産物の売上向上の有無では「効果が少ない」が６％程度見られた。多様な
販路を確保するため、ホテル・レストラン飲食業界に精通した販路開拓ナビゲータを新規委嘱し、支援範囲を拡大した。
・今後は、農家の満足度や売上の変化等調査して取組内容を精査し、求められる成果や新たに取るべき指標の検討・設定など事業の効果検証を行
い、更なる支援強化に繋げる。

〇東京農業アカデミー
・2020年度開所後、初の修了生４名を輩出し、都内で新規就農を実現した。研修では栽培技術指導だけでなく、荷造りから直売（販売実習）や
飲食店・流通業者への販売、マルシェ出店、都庁食堂への食材提供など消費ニーズに合わせた商品化や価格決定、接客、PR手法など経営的視点か
らアドバイスを行い、就農地域で活躍できる農家となるべく様々な視点からプロ農家の育成を図った。
・農地探索では、研修生が希望する地域で就農できるよう綿密に現地との調整を行うなど、きめ細かな支援を行った。

〇援農ボランティア
・自動マッチングシステム導入により、ボランティア登録・派遣業務の簡便化と迅速なサービス提供等のDXを実現し、円滑な事業運営を推進し
た。
・コロナ感染拡大による援農ボランティア活動休止の状況下においても、都民の「農業」への関心は高く、援農ボランティア新規登録者数は大き
く増加した。こうした需要増加に応えるため、都内農家への事業周知・PRを積極的に行い、受入農家の開拓に努めている。
・援農ボランティアは、年齢層20～50代を中心に幅広く、都内外から参加があり、受入農家の労働力確保と農業経営の維持・拡大の一助となっ
ている。

134



団体名：

戦略 2

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

〇東京トレーニングフォ
レストでの高度技術者の
育成　５名(林業事業体へ
の説明と参加の働きかけ)
〇他県からの新規参入
1社(３名程度)

〇東京トレーニングフォレスト
林業経営体への訪問等を通じて積極的に事
業周知を図り、2021年度及び2022年度の受
講者５名を確保し、伐採搬出技術者の増員
を図っている。
〇他県からの新規参入
2020年度に参入した事業体は定着している
が、2021年度は、2019年の台風19号被害に
よる林道通行止めが長引き、主伐事業の新
規発注が限られたため、他県からの新規参
入はなかった。

〇ドローンによるシカ被
害状況調査、監視
140ha
　（植栽管理地面積700ha
の20%・シカの目撃区域の
植栽地優先）
〇シカ防護柵の設置と恒
常的な維持管理　50ha
（新植地及び植栽被害
地）

○ドローンによるシカ被害状況調査、監視
　植栽管理地におけるドローン調査を計画
的に実施して現地情報と画像撮影及びオル
ソフォト作成を行い、被害状況を把握する
データの収集を図った。
○シカ防護柵の設置と恒常的な維持管理
　新たに人員を配置し、植栽管理地の調
査・設計及び林業事業体の繁忙期（植栽・
下刈）を避けた工期の設定により、円滑に
シカ防護柵を設置するとともに、ドローン
を活用し定期的に柵の状態を確認し、維持
管理に努め、シカによる植栽木への被害の
軽減を図った。

〇木材利用施設の拡大に
向けた補助事業　10件(事
業者向けの効果的なPRの
実施)
〇普及PR
・ＭＯＣＴＩＯＮの活用
(来場者：年間７千人、セ
ミナー：５回)
・多摩産材住宅の普及(
家造りセミナー２回、WEB
発信)

〇木材利用の拡大に向けた補助事業
新聞、雑誌への広告掲載に加え、建築士会
や建設業団体への情報提供により事業周知
を進め、事業申請の拡大を図り、14件の交
付決定を行った。
〇普及PR
ＭＯＣＴＩＯＮについては、新型コロナ感
染症対策として約３か月閉鎖した影響もあ
り来場者は、計画より少ない5,715名に留
まった。一方、コロナ対策の一環としてセ
ミナー等をWebで配信し、多くの参加者を
得ることができた。

(公財)東京都農林水産振興財団

高度な林業技術者の育成と多摩産材の利用拡大

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
不足する伐採搬出技術者の50％確保(25
名）

【目標②】
ドローンによる被害監視とシカ柵設置に
よる森林被害の解消
・被害状況調査　420ha（５か年で全管理
地700ha達成）
・シカ防護柵設置　150ha

【目標③】
PR効果の高い多摩産材利用施設の導入・
設置支援　30施設

〇新たに東京トレーニングフォレストを開設し、５名の伐採搬出技術者を確保で
きた。
〇計画どおりシカ被害地の調査140ha及びシカ防護柵55haを実施し、植栽木の被
害軽減
〇木材利用補助では、事業周知に努め、14施設での木材利用に繋げた。ＭＯＣＴ
ＩＯＮの来場者は、コロナの影響で5,714名に留まったが、セミナーのWeb配信を
開始し１万名以上の視聴を確保した。
〇多摩産材供給量は、ウッドショックの対応として主伐事業での木材供給に努
め、2020年度より５％増の24,878㎥

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

伐採搬出技術者
の確保育成

〇東京トレーニングフォレスト
　・2021年５月10日に開講
　・2021年度受講修了者　　５名
　・2022年度受講申込者　　５名
〇他県からの新規参入
　・０社

〇東京トレーニングフォレスト
研修生や研修生を派遣する事業体の声を
基に、カリュキュラム内容の改善を進
め、研修効果の向上を図っていく。
〇他県からの新規参入
花粉対策室で実施している主伐事業とも
連携し、伐採搬出事業の発注量や時期等
について、他県事業体の新規参入に向け
た条件整備を進めていく。

シカ被害対策

○ドローンによるシカ被害状況調
査、監視　　140ha

○シカ防護柵の設置と恒常的な維持
管理　55ha

○ドローンによるシカ被害状況調査、監
視
　ドローンの飛行経路の計画データを植
栽管理地毎に設定し、効率化を図ってい
くとともに、現地情報と併せて担当者等
が利用しやすいデータベース化を図って
いく。
○シカ防護柵の設置と恒常的な維持管理
　円滑な設置とともに、地元市町村と連
携してシカ防護柵の恒常的な維持管理を
図っていく。

多摩産材の利用
拡大

〇木材利用の拡大に向けた補助事業
　・交付決定　　14件
〇普及PR
　・ＭＯＣＴＩＯＮの活用
　　(来場者5,714名、
　　セミナー８回実施）
　・多摩産材住宅の普及
　　(家造りセミナー２回実施）
　・オンラインセミナー動画視聴
　　11,704回

〇木材利用の拡大に向けた補助事業
2022年度から中大規模木造施設への建設
費補助事業も新たに開始することから、
既存事業も含め一体的なPRに努め、事業
申請の拡大を図る。
〇普及PR
セミナー内容の充実に加え、Facebookや
Twitter等を活用した事業PRを進め、来
場者やオンラインセミナー受講者の拡大
を図っていく。また、新たにオフィス木
質化ガイドを作成し、オフィスでの木材
利用の拡大を図っていく。

団体自己評価

〇伐採搬出技術者の育成確保
東京トレーニングフォレストを計画通り開設し、５名の技術者を確保できた。2021年度の他県からの新規参入は無かったが、2020年度
に新規参入した事業者は着実に定着しており、伐採搬出の拡大に寄与している。2021年度は、ウッドショックの影響により全国的な木
材不足となったが、多摩産材供給量については、昨年度と比較して５％増の24,878㎥とすることができ、一定の成果を上げている。今
後は、多摩の森林の森林循環に必要な年間36,000㎥の伐採搬出に向け、伐採搬出技術者の確保育成に努めるとともに、作業の効率化を
図るため高性能林業機械の導入促進を図っていく。

〇シカ被害対策
ドローンによるシカ被害状況調査、監視は、植栽管理地140haにおいて、シカの目撃区域及び除伐作業時期前の現場を中心にドローンに
よる撮影及び画像のオルソフォトを作成、被害箇所の確認及び管理に必要な画像情報の整備を開始した。シカ防護柵は、新植地を中心に
55ha実施し、以前に設置した柵とともに維持管理を実施している。

〇多摩産材の利用拡大
都民へのPR効果が高い14件の商業施設や施設の外構等に多摩産材をはじめとした国産材利用を進めることができ、多摩産材の普及PRに
寄与できたと考えている。今後も、補助事業を活用し、木材の良さを都民に伝え、多摩産材の利用拡大を図っていく。
また、ＭＯＣＴＩＯＮについては、コロナの影響で施設の閉鎖等が有り、来場者が計画数より少ない5,714名に留まったが、コロナ対策
としてWebを活用したオンラインセミナーを開催し、１万人以上の参加者を得ることができ、多摩産材の利用拡大に向けた情報提供がで
きたと考えている。今後は、FacebookやTwitter等を活用したPRやセミナー内容の充実により、来場者やセミナー参加者の拡大を図って
いく。
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団体名： (公財)東京都農林水産振興財団

戦略 3

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

〇新施設における生産計
画の策定
〇新施設を活用し衛生管
理の徹底等により種豚の
供給能力を拡大

〇新施設では、高度な衛生を確保するた
め、青梅庁舎バイオセキュリティ委員会で
新旧豚舎間での職員の移動等のルールを事
前に設定した。また、旧豚舎から新施設へ
の動物の移動については、検疫期間を設
け、清浄性の確認を経て実施した（９月移
動完了）。

〇試験飼育　１件
〇新規生産者開拓に向け
た働きかけ（５件）
〇技術指導　28回
生産者の繁殖成績や格付
けのデータ提供等、生産
者指導体制の強化

〇試験飼育農家１件について、技術指導等
サポートを５回実施した。
〇CSF（豚熱）やコロナの影響で新規生産
者開拓が難しい中でも農家への働きかけを
行っただけでなく、「養豚情報８月号」に
募集記事を掲載した。
〇感染拡大防止を徹底することで、既存農
家12件に対し、年２回ずつの技術指導を予
定通り実施した。

〇生産計画の策定（2022
年度予算に反映）
〇現状の流通体制の課題
整理と改善・拡大策を検
討し、予算化
〇新施設の紹介など事業
PR動画の作成・配信

〇2020年度に実施したマーケティング調査
報告を具現化するための流通調査を実施
し、複数流通体制の構築を図った。
〇新施設の紹介動画など財団HP、SNS等で
畜産に関する情報を積極的に発信した。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

トウキョウＸの生産拡大と流通体制の強化

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
新施設における確実な衛生管理等の実施
と種豚の生産・配付数の増大

【目標②】
都内及び都外の新規生産者の確保と技術
指導体制の強化
・試験飼育　累計２件
・本格飼育　累計２件

【目標③】
流通体制の改善策の検討、実施によりト
ウキョウX流通量を拡大し、都民の豊かな
食生活に貢献

〇新施設におけるバイオセキュリティの体制を整備するとともに、都が作成した
増頭に係る生産計画に沿った種豚生産を開始した。今後は、計画に基づき、着実
に規模を拡大していく。
〇都内及び都外の新規生産者の確保に向け、試験飼育１件を実施した。
〇生産者組合と流通事業者等との調整により、2021年度において、これまでの
１社体制から３社体制へ、複数の流通ルートが構築された。

新施設における
トウキョウＸ種
豚の供給能力の
向上

〇新施設への円滑な移転を行い、新
たな生産計画に基づく生産開始
〇新施設でのバイオセキュリティ体
制を整備し、トウキョウX増産体制
を構築した。
〇種豚供給能力の向上を図り、農家
要望に基づく種豚供給を行った。

〇新たな生産計画に基づき、種豚の生
産・配付の規模を拡大し、農家の要望に
基づく種豚供給を行っていく。

トウキョウX生
産者の新規開拓
と生産者指導体
制の強化

〇試験飼育　１件
〇新規生産者開拓に向けた働きかけ
４件
〇生産者への技術指導　24回

〇既存農家に対する取組として、従前の
技術指導に加え、トウキョウXの原種豚
増頭への働きかけを強化する。
〇新規生産者開拓に向け、これまでにコ
ンタクトを取った農家に継続して説明し
ていくとともに、トウキョウX関係の会
合の場や業界紙への募集掲載などで積極
的な呼びかけを行う。

市場動向の把握
とトウキョウX
の流通改善・拡
大策の検討、実
施

〇新施設における生産計画に基づく
生産開始
〇従来の１社による流通体制を改善
し、新たな２社を加えた複数の流通
体制を構築するとともに、生産組合
が主体となって取り組む流通改革を
都に提案した。
〇東京の畜産振興に資する事業PR動
画コンテンツ等の作成・配信（５
回）、取材対応（７回）

〇流通体制の環境が整備されたことを踏
まえ、生産組合が主体となった流通改革
の取組を支援していく。また、流通体制
の複数化により品質の確保のための工夫
が必要となるため、枝肉の肉質に係る理
化学分析を新たに行うとともに、小売店
におけるDNA検査を着実に実施する。
〇動画配信や財団イベント等により、ト
ウキョウXの認知度向上を図っていく。

団体自己評価

○旧施設から、衛生面での対策が向上し、生産規模が増加した新施設への移転を計画どおり完了させたことで、遅滞なく、安定した新た
な生産計画に基づく種豚供給が可能となっている。

〇生産者や流通業者との度重なる意見交換や調整に参加し、増産後の販路確保に向けた複数の流通ルート開拓による新たな体制が構築さ
れ、増産に向けたさらなる流通改革の目途を立てることができた。今後は、生産組合が主体となって取り組む流通改革を全面的に支援す
るほか、既存農家指導を着実に進めながら原種豚増頭の働きかけを行うとともに、新規生産者開拓の一層の取組強化を図り、トウキョウ
Xの生産量の拡大に努める。

〇トウキョウXの紹介や新施設でのトウキョウXの分娩の様子など、東京の畜産振興に資するPR動画コンテンツ等を作成し、財団HP、SNS
等で積極的に発信することで、東京の畜産に対する都民への認知度向上を図った。また、時事通信や都内TV制作会社の取材に積極的に協
力し、トウキョウXの認知度向上に貢献した。今後も引き続き、東京畜産物の認知度を高めるための情報発信を積極的に行い、畜産振興
に寄与していく。
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団体名： (公財)東京都農林水産振興財団

戦略 4

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

〇研究開発グループの
コーディネートと運営
〇プラットフォーム会員
との情報交換：50回
〇Web講演会・勉強会・交
流会等：４回（会員の要
望等を踏まえテーマを設
定し開催）
〇企業等から新たな研究
提案：40件

〇現場ニーズと企業等の技術情報をマッチ
ングし、企画運営会議等で関係機関と十分
に調整を図り、研究開発グループを形成
〇会員専用Webサイトより積極的に情報発
信。イノベーション創出に繋がる貴重な研
究情報など企業等との情報交換を実施
〇Web講演会は会員から高評価。若手生産
者との交流会やイベントへの共同出展で会
員生産者・企業等との連携を強化
〇環境制御技術など85件の研究開発提案を
踏まえ、共同研究開発６テーマを選定。大
学、企業等と連携し先進的技術開発を推進

〇イチゴ用進化型システ
ムの研究開発
〇ローカル５Ｇのトマト
栽培遠隔支援システム実
証試験
〇東京型スマート農業研
究開発：６件（ニーズ調
査と企業等からの研究提
案を踏まえ新規設定）
〇「活用モデル」の提
示：２件

〇生産現場から要望の多いイチゴ用の環境
制御ハウスを整備、栽培システムの有効性
を実証。
〇ローカル５Ｇを活用した高精細画像通信
により、20km離れた農林総合研究センター
から効率的な技術支援を実現
〇「ソーラーエネルギー利用システムの開
発」等の先進的研究開発を推進
〇多品目栽培に対応した農作業管理アプリ
は、農作業を大幅に効率化でき、実用性が
高いことを確認。積極的なPRにより利用者
数2.3万人超え。直売所の見える化アプリ
は、予備調査において新たなビジネスモデ
ルとして高評価。

〇オンライン成果発表
会・セミナー等の開催
率：100%
〇研究成果の動画配信：
２件（イチゴ新品種の栽
培方法等映像化効果の高
いもの）
〇デジタルによる技術相
談体制の構築・実施

〇コロナ禍から戻りつつある状況を踏ま
え、オンラインと実会場のハイブリッド方
式でも成果発表会・セミナー等も開催。デ
ジタル化を積極的に推進し、来場者に加
え、動画視聴653件獲得
〇研究成果や技術マニュアルはわかりやす
さに重点を置き、創意工夫して動画を制作
し配信するなど、新たな広報手段により情
報発信力を強化
〇東京農林水産フェアWEBサイトで技術相
談コーナーを設置し、Q&Aを展開、新たな
試みであるスマホビデオ通話によりリアル
タイムの画像から病害虫や生育障害などの
要因判断を実現

研究成果の公
表、技術相談等
のデジタル化

〇「研究成果発表会」などオンライ
ン化100%
〇研究成果である「少花粉ヒノキに
おける種子生産手法」及び「東京お
ひさまベリーの栽培方法」を動画配
信
〇技術マニュアルを動画配信（11
件）及び相談窓口を設置、スマホビ
デオ通話を活用した遠隔による技術
相談体制を構築・実施（デジタル化
19.5%）

〇コロナの感染状況を踏まえ、オンライ
ンと実会場のハイブリッド方式を基本と
して成果発表会・セミナーを開催してい
く。
〇研究成果や技術マニュアルの動画化を
推進し、生産者や都民に伝わる広報を実
現する。
〇WEBサイトにおける技術相談コーナー
のさらなる拡充、スマホビデオ通話によ
る遠隔技術相談の実施により、技術相談
等のデジタル化をさらに強化する。

団体自己評価

〇研究開発プラットフォームにおいては、民間企業や大学・生産者など目標数100件を大きく上回る167件の多彩な会員が参画し、これ
ら会員から目標数40件を大幅に超える85件の研究提案を受けた。これら多くの提案に基づき、すでに２件の研究成果を上げるなど、プ
ラットフォームは東京型スマート農業研究開発の基盤として大きな役割を果たしている。
〇ローカル５Ｇのトマト栽培遠隔支援システムは、技術指導者が現地に赴くことなく迅速かつ的確な遠隔での農作業支援ができ、栽培未
経験者でも失敗のない栽培を可能とする東京農業の担い手確保や稼ぐ農業支援の画期的な技術開発となった。多品目栽培に対応した農作
業管理アプリは、作業や資材等が多岐に渡る東京農業の多品目生産の効率化に大きく貢献し、農業DX時代の新たな技術支援モデルとな
る。直売所の様子をリアルタイムで見られるアプリにおいても、都市のメリットを活かした販売戦略を組み入れた経営モデルであり、地
産地消によるSDGsに貢献するものである。
〇オンラインと実会場のハイブリッド方式で成果発表会・セミナー等を開催することにより、オンラインでの動画視聴が実質増となり成
果の普及拡大につながった。また、動画を一定期間公開することにより、時間を選ばず視聴できるなど、閲覧者へのサービス向上につな
がった。研究成果や技術マニュアルの動画化により、生産者や都民に分かりやすい成果の普及方法として、新しい広報手段となった。新
たに導入したスマホビデオ通話により、リアルタイムで画像や動画による技術支援が可能となり、これまでの技術支援より高度かつ正確
な支援へとつながる。これら、研究成果の公表、技術相談等のデジタル化は、生産者や都民、行政・普及機関に対し、単に研究成果の普
及を拡大するだけではなく、視覚的にわかりやすい広報、技術支援の高度化・精度の向上など、DXによる質の高いサービスの提供とな
る。
〇研究成果の生産者導入実績や導入後の効果などについて、農業改良普及部門とも連携しながら定量的なアウトカムの評価指標を模索
し、より具体的な目標設定を検討していく。

企業等との連携
体制による技術
や英知の結集

〇プラットフォーム会員数：167件
（2020年度比24件増）、研究開発グ
ループの形成：6件
〇企業等の技術シーズや研究推進な
どに関する情報交換：65回
〇Web講演会４回、若手生産者との
交流会１回、アグリビジネス創出
フェア出展１回：計６回
〇大学、企業等からの新たな研究提
案：85件

〇スタートアップを始めとする民間企業
や大学、生産者など多様な会員からの研
究提案や情報交換から、民間視点の技術
シーズや発想を研究開発に活用する。
〇研究提案数が３年間の目標である100
件に近づき、これら予定より早くいただ
いた多くの研究提案に基づき、早期に研
究開発を実施していく。

東京型スマート
農業技術の研究
開発の推進

〇独自開発した栽培システムの実証
試験を実施
〇NTTと共同で遠隔栽培支援を実現
（6/25プレス発表・記者会見）
〇企業等とオリジナリティーある共
同研究開発：６件
〇「東京型農作業スケジュール管理
アプリ」ならびに「直売所をリアル
タイムで見られるアプリ」開発
（8/26,3/17プレス発表）

〇これまでに独自開発した栽培システム
をさらに改良・進化させながら、行政、
普及機関と連携し、現地での実証試験を
進め、さらなる普及を推進していく。
〇東京型スマート農業研究開発を一層推
進し、農業DX時代の新たな技術支援モデ
ルとして、東京農業のイノベーション創
出に貢献する。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

多様なセクターとの連携による先進的研究開発の推進

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
・東京型スマート農業の研究開発に活用
できる、企業等からの新たな研究提案
累計100件

【目標②】
・東京型スマート農業の研究開発成果を
生産者の技術導入指針となる「活用モデ
ル」として提示　累計10件

【目標③】
・リモートやWebサイトを活用した、技術
相談等のデジタル化　50%

〇多様なセクターで構成するプラットフォーム会員との活発な情報交換や85件に
及ぶ新たな研究提案などにより、民間の先端的技術や独創的発想を取り入れた東
京型スマート農業技術開発を実施
〇ローカル５Ｇを活用したトマト栽培の遠隔支援や、現場ニーズと企業等の技術
シーズのマッチングにより開発した栽培管理アプリなど活用モデルを２件提示
し、東京農業のイノベーション創出に貢献
〇研究成果の公表や技術相談・技術支援等におけるデジタル化の導入により、情
報発信DX化の推進ならびに情報発信力を強化
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団体名： (公財)東京都農林水産振興財団

戦略 5

2021年度計画 要因分析

〇研修実施計画の策定
〇体験研修への参加（新任
100％）
　異業種交流研修への参加
２名
〇自己啓発支援制度の運用
（申込者10名）
〇都庁への長期派遣研修
１名

〇研修実施計画に基づき、着実に実施。異業
種交流研修では、民間企業の問題解決力、企
画力、コスト意識等を学ぶとともに、人的
ネットワークを構築
〇自己啓発支援制度では、ITや金融系試験、
土壌医検定など職員のスキルアップと財団の
発展に資する取組を助成制度により支援
〇都庁への長期派遣研修では、国・関係機関
との連絡調整、コロナ感染症対策等を担当。
農林水産行政の知見・ノウハウ、企画調整力
を習得

〇前歴加算制度の評価、見
直し
〇主任級及び昇任者を対象
としたマネジメント研修の
実施
〇係長試験の実施、登用
（研修等を通じ職員の意識
醸成を図り、受験率を向
上）

〇前歴加算対象者　主任試験２名、係長試験
３名
〇係長試験については、受験率向上を目指し
研修等によりキャリアアップ意識の醸成を
図っているが、本人申込制のため、固有係長
の不在、未経験なことへの不安などを背景に
自らの手があがりにくい状況

〇農林水産振興に関する提
案　５件
〇職員提案制度の運用と見
直し
都民・事業者ニーズや職員
意見をもとに現場力を活か
した実効性の高い施策を提
案・実行して、新たな課題
や行政需要に的確に対応

〇2022年度予算要求では、現場の課題や目指
すべき方向性を踏まえ、民間と連携した東京
産食材魅力発信や就農準備期における実戦型
研修農場の創設など、５件８項目の施策を都
に提案
〇職員提案制度の実施により、職員の意欲・
アイデアを事業に反映させ、都民サービス向
上や業務改善を行う機運を醸成
〇交通会館マルシェ開催時に、街頭での消費
者意識・購買行動に関する調査を実施。東京
産食材の認知向上と消費行動に繋がるニーズ
の把握や分析を実施

〇HPやSNSによる情報発信
（更新100回）
〇オンラインとリアルイベ
ントによる魅力発信　２回
〇財団ファンクラブ設置 、
会員数800名
〇農林水産に関する調査の
設計、実施

〇コロナ禍でもより多くの方に事業周知する
ため、セミナー、事業説明会などは原則オン
ラインと動画配信を併用して開催。HPやSNS
での発信頻度を高めたほか、民間プレスも活
用するなど積極的な広報を展開
〇オンラインで実施した東京農林水産フェア
で培ったノウハウを食育フェアで活用するこ
とを通じ、東京農林水産業の魅力を発信
〇東京農林水産ファンクラブ公式HPを開設
し、ファンイベントやマルシェでの東京産品
の販売、応援サポーター企業（15社）との連
携企画など実施

財団・都施策の
充実に資する企
画提案

〇農林水産振興に関する施策提案　５
件８項目（７月）
〇職員提案制度の実施　申請18件/選
定6件（６-９月）
〇マーケティング調査
・交通会館マルシェ街頭調査の実施
（11月～３月）
・消費者調査、農業生産者調査、商品
モニター調査の実施（12～３月）

〇都への提案により事業化された施策の着
実な実施を支援するとともに、社会構造の
変化等を踏まえた農林水産振興に関する提
案を行う。
〇職員提案制度の着実な運用により、都民
サービス向上や業務改善を図る。
〇マーケティング調査結果を踏まえ、「稼
ぐ農業」のための仮説設定に基づく検証を
行うとともに、調査結果を新たな施策の提
案に結びつける。

東京の農林水産
ファン層の獲
得・拡大

〇HPやSNSによる情報発信（Twitter更
新267回）
〇東京農林水産フェア（10-12月）、
食育フェア（1月）
〇東京農林水産ファンクラブ設置（7
月）会員数2,309名
〇農林水産に関する調査の設計、実施
（個別取組事項「財団・都施策の充実
に資する企画提案」に記載のとおり）

〇TwitterやLINE等、多様な発信ツールの
活用により、東京の農林水産業に関心のあ
る年齢層や所得層をターゲットとして意識
した情報発信を行う

〇ファンクラブのさらなる活用やサポー
ター企業との連携を図り、東京農林水産の
魅力を積極的に発信する

団体自己評価

○研修内容によって、オンラインと集合型のハイブリットやe₋ラーニングの活用等受講の機会を多く設定したことや、時代に合った内容の充実や
選択の幅の拡大により、参加が促進され、職員の経験値や視野・知見が確保され、財団の組織力の向上に貢献した。

○前歴加算制度の着実な運用により、財団の中核となる人材が担保されたとともに、マネジメント研修により自身のキャリアビジョンが明確化さ
れ、将来の財団経営を担う基幹的人材の育成が図られた。

〇都、関係機関等との連携のもと、農林水産振興に関する現場の課題や目指すべき方向性を的確にとらえた事業提案を行い、新たな事業の展開に
結び付けた。

〇職員提案制度やマーケティング調査など新たな方策を講じて、情報や知識・ノウハウを組織的に蓄積・活用する仕組みを構築した。これらの取
組を継続的に行い、PDCAサイクルを組織に浸透させることで、経営企画機能の強化を図り、財団及び都施策の充実に寄与していく。

〇コロナ禍を背景とした、消費者や生産者等の新たなニーズの把握を行い、次年度の取組の方向性の決定に活かした。
　また、広報戦略に基づき、「伝える広報」から「伝わる広報」への転換と、組織横断的・一体的な情報発信により、効果的な広報展開を図って
いる。
　引き続き、消費者の意識や行動の変化を喚起する効果的な広報に努め、東京の農林水産の魅力や情報発信を行うとともに、財団に期待される
ニーズを的確に捉え、柔軟かつ機動的な事業の展開を目指していく。

固有職員を中心
とした研修・
キャリア支援の
実施

〇2021年度研修実施計画　３月公表
〇体験研修への参加　新任者100％受
講（参加者48名）
　異業種交流研修への参加者　固有２
名
〇自己啓発支援　申込者10名
〇都庁への長期派遣研修　固有職員１
名派遣

○研修実施計画については、社会情勢や財
団事業の変化を踏まえた内容に見直し、適
時・適切な研修を実施していく
○体験研修は、専門性や現場を学ぶ研修と
して対象事業の範囲を広げて開催。異業種
交流研修は、参加者が得た知識や経験を職
場全体で共有し、事業へ還元することを目
指し、報告会の参加対象者の枠を広げて開
催する
○自己啓発支援制度においては、資格取得
者や受講者の声を適宜紹介するなどして、
積極的な活用を促す

係長級職員の育
成と登用

〇前歴加算制度の着実な運用
〇主任級及び昇任者対象マネジメント
研修　参加者11名
〇係長試験未実施（研修等によりキャ
リアアップを支援したものの申込者な
し）

○前歴加算制度を着実に運用するととも
に、係長試験については、都や他団体の状
況等を参考に、本人申込制から所属長推薦
制に制度を転換する。あわせて、所属長と
の面接などの機会を活用して個々人の状況
に応じたキャリアアップを支援していく

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

固有職員を中心とした人材育成と経営企画機能の強化

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
・農林業体験研修実施（新任者100％）
・外部機関との異業種交流研修実施（固有６
名）
・自己啓発への積極的支援（申込者30名）
・都庁長期派遣研修実施　３名

【目標②】
固有職員の係長登用 ２名

【目標③】
施策提案 15件

【目標④】
東京の農林水産ファン獲得 1200名

実績
(2021年度末時点)及

び要因分析

〇固有職員人材育成では、策定した研修計画に基づき、研修を着実に実施（異業種間
交流研修に２名参加、長期派遣研修に１名派遣）した。
〇東京農林水産ファンクラブを立上げ、マーケティング調査等を通じて、社会情勢の
変化やニーズを的確に捉え、新たな施策を展開していくための基盤を整備した。応援
サポーターとの連携企画（農産物直売ECサイトに都内生産者特集ページ制作等）の実
施など、東京の農林水産業を益々盛り上げ、東京ブランドの認知向上や消費拡大、生
産者支援に繋げた。
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団体名： (公財)東京都農林水産振興財団

2021年度計画 2021年度実績 要因分析 対応方針

・対応可能な手続については、全件規程
等を改正
・旅費や休暇申請等の内部管理事務を電
子化し、迅速な意思決定及び業務効率化
を図る
・2021年４月から契約方式は原則電子契
約とし、本格的な運用開始（実施率
40％）

・対応可能な手続、29件中29件対応
・旅費、勤怠管理等、内部管理事務を電子化
・電子契約の本格実施（実施率51.1％、
139/272件）

・押印の定めのある都民・事業者等からの申請・届出等
手続や対外的に発出する通知等について、対象業務29件
全ての規程改正を行い、押印を廃止。
・旅費・少額前渡金の事務処理をシステム化（2021年４
月本格稼働）。超勤・休暇申請等の勤怠管理をシステム
化して、紙と押印による事務手続を廃止（12月運用開
始）。文書管理システムの導入に向けて、2022年度にシ
ステム構築予定。
・ビジネスチャンスナビを活用した電子契約について、
目標40％を達成。

・公募型東京農林水産魅力発信事業（新
規）など補助金に係る手続等について、J
グランツを活用した手続のデジタル化によ
り押印を廃止。一層の押印廃止を産業労働
局と連携して実施
・文書管理システムを導入し、文書事務の
電子化により迅速な意思決定及び業務効率
化を図る。
・電子契約の実施（実施率50％）

・デジタルツール等の活用によるFAXの
送信数・受信数の98％削減（立川庁舎管
理課）
・引き続きFAX利用の事業者等に対し
て、電子メール等の活用を協力要請
（事業部門及び農総研においては、デジ
タルデバイドへの配慮からFAX完全廃止
は困難、併用も視野）

・FAX送受信数98.8％削減（立川庁舎管理課）
※2021年度目標157件
　（2021年度実績91件/2020年度実績7,848件）
・ダイレクトFAX機能をPC設定し、FAX送受信の
電子化を徹底（紙による送受信を廃止）

・事業者等に都方針を周知し、電子メール等への移行を
協力要請した。また、複合機管理サービスで財団各庁舎
におけるFAX送受信数やダイレクトFAX機能の使用状況を
毎月確認し、紙によるうっかり送信の防止に努めた。
・相手先が高齢でデジタルに不慣れな場合などについて
は、PCを用いたダイレクトFAX機能を設定してデジタル
通信を可能とし、紙使用量を削減した。

・デジタルツール等の活用により、引き続
きFAXの送信数・受信数の削減98％を継続
（立川庁舎管理課）
・引き続きFAX利用の事業者等に対して、
電子メール等の活用を協力要請

・コピー用紙の使用量を2019年度比で
40％削減（立川庁舎管理課）
・財団事務処理規則の一部改正により、
事案決定方式を署名又は押印による方式
から、電子決定方式に変更（2020年12
月）
・グループウェア・サイボウズのワーク
フロー機能を活用して簡易的な電子決裁
を導入（電子決定率10％）

・コピー用紙の使用量78.4％削減（立川庁舎管
理課）
※2021年度目標111千枚
　（2021年度実績40千枚/2020年度実績186千
枚）
・簡易的な電子決裁フォームの運用、電子決定
率14.7％
・文書管理システムの本格導入に向けて予算要
求を実施

・会議は紙資料の配布を廃止し、デジタル共有を原則と
した。コロナ禍でリモート会議の機会が増え、資料の印
刷や配布等の事務作業が軽減され、紙使用量の削減に寄
与
・グループウェア・サイボウズのワークフロー機能を活
用して、簡易的な電子決裁フォームを作成し運用開始。
情報処理に関する許可申請、少額前渡金現金出納簿、薬
品管理報告等、定型業務のペーパーレスを実現。
・2022年度に文書管理システムのシステム構築予定。

・コピー用紙の使用量を2019年度比で70％
削減（立川庁舎管理課）
・文書管理システムの導入について、2022
年度設計開発・試行、2023年度から本格運
用開始予定、電子決裁を一層推進

各職場の勤務状況に応じて、テレワーク
の活用促進とモバイル環境整備を推進
・立川庁舎Wi-Fi環境整備（無線LAN設備
設置工事）、館内のモバイルワークを実
現
・遠隔会議（TV会議）システムの導入
・2021年度テレワーク実施率  目標40％
（※算出方法　実施件数／当月の勤務日
数／テレワーク勤務可能な職員数）

・立川庁舎（全館）Wi-Fi環境整備（無線LAN設
備）（３月から運用開始）
・遠隔会議（TV会議）システム（３月から運用
開始）
・テレワーク実施率   38.1％
　「延べテレワーク実施件数：4,286件」÷
「延べ勤務日数：11,250日」×100
　対象職員（月平均）：52名

・立川庁舎の全体に無線LAN設備（Wi-Fi環境）を導入
（現行：正面玄関ロビー１か所）。財団内のDX化の更な
る推進と来訪者の利便性を向上
・遠隔会議（TV会議）システムを立川庁舎ほか６拠点に
導入設置し、遠隔地間業務の円滑化と効率的なリモート
会議等の運営を実施した。
・コロナの影響や社会情勢の変化を見据えながら、財団
のモバイル環境を整備してテレワークを一層推進。

・新型コロナウイルス感染拡大時等におけ
る都・国等からのテレワーク実施要請に対
して適切に対応
・各職場の勤務状況に応じて、モバイル環
境を活用したテレワークを推進

はんこレス

FAXレス

共通戦略

取組事項

手続の
デジタル化

・対応可能な手続については、全件規程
等を改正
・補助事業の電子申請手続などＪグラン
ツ補助金システムの活用
・2021年度内に堆肥受付WEBシステム稼
働開始
・2021年度内に援農ボランティアのマッ
チング・アプリ稼働開始

・財団HPを活用したオンライン申請の導入（２
件中２件）
・Jグランツを活用した補助金事業（電子申請
手続）（３件中３件）
・堆肥受付WEBシステムの構築及び運用開始
（４月）
・援農ボランティア事業の自動マッチングシス
テム導入（12月）

・「研究開発プラットフォーム入会申込」、「ヒナ販売
予約受付」など都民、事業者からの申請・届出等の手続
について、規程等を制定/改正してオンライン申請でき
る仕組みを構築
・Jグランツ補助金システムを活用した電子申請手続を
新たに農家認証/森林認証の２事業で整備し、行政手続
に係る事業者等の負担を軽減（内訳：林業労働力確保支
援センター林業労働力総合対策事業費助成１件、農林水
産物認証取得支援事業（農家認証１件/森林認証１
件））
・堆肥販売の予約受付システムを構築し、WEB申込割合
76.5%となり（611/799件）、都民の利便性向上と業務効
率化に寄与
・援農ボランティア専用サイトを改修し自動マッチング
システムを実装、12月運用開始。ボランティア・農家双
方の利便性・サービス向上に寄与

・2023年度までに対都民・事業者等を対象
とした手続のうち、70％以上（補助金に係
る手続については100％）のデジタル化を
行う。
2022年度は、公募型東京農林水産魅力発信
事業の補助金申請（R４新規：３件程
度）、青年農業者等育成センターにおける
就農相談の利用申請（R２：本所177件）、
林業労働力確保支援センターにおける林業
就労相談の利用申請（R２：27件）をはじ
めとした手続のデジタル化を行うととも
に、2023年度の目標達成に向けた準備等を
実施
・対応可能な補助金に係る手続について
は、Ｊグランツ補助金申請システムを積極
的に活用

団体自己評価

・各課事業の専用サイトの改修、予約システムの構築、Jグランツ補助金システムを活用するなど、手続のデジタル化を効率的に進め、都民、事業者からの申請・届出等の

手続に係る負担を軽減し、都民の利便性向上に寄与した。

・旅費、勤怠管理等の内部事務の電子化について計画的に取り組み、押印、紙資料の削減を推進し、業務効率化を図った。文書管理システムについては、2022年度にシス

テム構築に着手し、より一層の５レスを推進していく。

・堆肥センター、花粉の少ない森づくり運動、緑の募金（一部）ではキャッシュレス化を開始し、業務効率化に寄与した。

・コロナ禍でのイベントや、セミナーの開催方法を検討し、webと実会場でのハイブリッド方式を基本とし、推進した。東京農林水産フェアでは、web上で事前予約制のイ

ベントやオンライン料理教室などオンラインの特性を活かした企画を効果的に実施し、期間中に閲覧者数を増やした。また、財団事業PRのため、農試120周年/旧畜試100

周年の記念事業として、デジタルアーカイブを制作し、新宿駅デジタルサイネージへ掲出した。

・立川庁舎に無線LAN設備（Wi-Fi環境）の整備、遠隔会議（TV会議）システムの導入及び設置を行い、財団内のDX化の更なる推進と効率的なリモート会議等の運営をサ

ポートした。コロナの影響や社会情勢の変化を見据えながら、更なるモバイル環境を整備し、テレワークを一層推進していく。

テレワ―ク

ペーパーレス

タッチレス

・オンラインセミナー、オンライン成果
発表会等の開催
・デジタルによる技術相談体制の構築・
実施（農総研）
・動画コンテンツの制作・配信による財
団事業の紹介PR

・コロナ禍でのイベント開催方法の検討・実施
　東京農林水産フェア（10/25～12/28）、農総
研オンライン成果発表会（７月、３月）、都
GAPオンライン商談会（11月）、MOCTIONセミ
ナー等
・技術相談コーナーの試行設置と相談体制の整
備（農総研）
・財団HP内に各事業PR動画を集約した「動画コ
レクション」を開設（10,472PV獲得）、「懐か
しの試験場」デジタルアーカイブの制作（２月
公開）

・コロナ禍でのイベント開催で得た知見やノウハウを財
団全体で継承した。東京農林水産フェアはオンラインと
リアルイベントのハイブリッド方式で開催。WEB上で事
前予約制のイベントやオンライン料理教室の開催など
WEBの特性を活かした企画を実施し、22,321PV獲得。農
総研オンライン成果発表会は実会場とWEBのハイブリッ
ド方式で実施（７月、３月）
・農林水産フェアのWEBサイトで試行的に農総研の技術
相談コーナーを設置し、Q&Aを展開。年度内に常設の質
問コーナーを財団HPに開設し、相談体制を整備
・財団事業PRのため、財団HP内に「動画コレクション」
を新設し、各事業で制作した紹介動画を配信。旧農業試
験場120周年/旧畜産試験場100周年の記念事業として、
都民等から古い写真を公募し、「懐かしの試験場」デジ
タルアーカイブを制作した。

・オンラインセミナー、オンライン成果発
表会等の開催
・デジタルによる技術相談の実施（農総
研）
・動画コンテンツの制作・配信による財団
事業の紹介PR

キャッシュレス

・「緑の募金」のキャッシュレス化導入
調整（PayPay）
・少額前渡金の現金決済など、クレジッ
トカードによる新たな決済手段の導入検
討
・堆肥、ヒナ販売（現金取扱）のキャッ
シュレス化検討

・「緑の募金」一部キャッシュレス化
・少額前渡金の事務手続を電子化（４月から運
用開始）
・堆肥センター「元気堆肥の有償配布」キャッ
シュレス化（７月）、花粉の少ない森づくり運
動「花粉募金」キャッシュレス化（11月）

・「緑の募金」のキャッシュレス化は、導入費用や手数
料等の観点から、国土緑化推進機構の主導のもと引き続
き検討中。
・少額前渡金の事務手続を見直し、事案決定から債権者
への支払まで一気通貫で処理できる仕組みを構築し、業
務効率化に寄与。クレジットカードによる新たな決済手
段の導入は引き続き検討事項とする。
・堆肥センターにおける堆肥の有償配布については、新
たな決済手段としてクレジットカード、電子マネー、QR
コード決済を導入（キャッシュレス化率17,3％、92/532
件）。ヒナ販売は導入検討中。花粉の少ない森づくり運
動「花粉募金」についてクレジットカード決済の運用開
始（11月）、PayPay導入（１月）

・ヒナ販売（現金取扱）のキャッシュレス
化の検討
・高速道路料金のETCカードによる支払
等、新たな決済手段の導入を検討
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【団体概要】

常勤役員数

常勤職員数

団体名 公益財団法人東京観光財団

代表者 理事長　金子　眞吾 所管局 産業労働局

所在地 東京都新宿区山吹町346-6　日新ビル6階 電話番号 03-5579-2680

基本財産
/資本金等

301百万円
都出資等割合
/都持株比率

0.0%
設立
年月日

平成15年10月15日

設立
目的

　東京都民の英知によって育まれた産業や技術と東京都が有する歴史的文化的に価値ある資源等を活用して、東京都における魅
力ある観光と国際的なコンベンションの振興を図り、もって、本邦の産業と経済を活性化させるとともに、国民文化の向上と国
際相互理解の増進に寄与することを目的とする。

主

な

事

業

（１）東京都をはじめ本邦への来訪者とコンベンションの誘致に関する事業

（２）東京都内の観光振興に関する事業

（３）観光情報の発信に関する事業

（４）旅券申請に関する事業

（５）物品販売に関する事業

（６）賛助会員に関する事業

組

織

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 対前年度比

4人 4人 4人 100.0%

130人 130人 129人 99.2%

都派遣職員数 22人 17人 18人 105.9%

都退職者数 0人 0人 0人 -

【財務情報】　　　

公益財団法人東京観光財団
（単位：千円）

令和元年度 令和２年度 令和３年度
対前年度
差引増減額

対前年度比
（％）

主な増減理由

当期経常増減額 34,117 ▲ 55,619 ▲ 3,749 51,870 －

経常収益 8,981,037 5,997,551 6,969,687 972,136 116.2%

1,592 1,592 1,592 0 100.0%

1,436 1,419 1,412 ▲ 7 99.5%

113,233 3,434,874 3,620,686 185,812 105.4%

8,864,776 2,559,666 3,345,996 786,330 130.7%

経常費用 8,946,920 6,053,170 6,973,436 920,266 115.2%

8,938,236 6,051,072 6,970,897 919,825 115.2%

8,684 2,097 2,539 442 121.1%

当期経常外増減額 ▲ 21,236 ▲ 440 － 440 －

経常外収益 － 136 － ▲ 136 －

経常外費用 21,236 576 － ▲ 576 －

法人税等 2,025 1,953 1,978 25 101.3%

当期一般正味財産増減額 10,856 ▲ 58,012 ▲ 5,727 52,285 －

当期指定正味財産増減額 63,925 ▲ 81,981 ▲ 74,629 7,352 －

正味財産期末残高 2,146,832 2,006,839 1,926,483 ▲ 80,356 96.0%

資産合計 21,003,606 23,482,075 23,837,255 355,180 101.5%

流動資産 5,809,264 4,590,897 5,095,013 504,116 111.0%

固定資産 15,194,341 18,891,178 18,742,242 ▲ 148,936 99.2%

300,500 300,500 300,500 0 100.0%

負債合計 18,856,774 21,475,235 21,910,772 435,537 102.0%

流動負債 5,644,734 4,499,334 5,003,243 503,909 111.2%

固定負債 13,212,040 16,975,902 16,907,529 ▲ 68,373 99.6%

正味財産合計 2,146,832 2,006,839 1,926,483 ▲ 80,356 96.0%

指定正味財産 1,094,548 1,012,567 937,938 ▲ 74,629 92.6%

一般正味財産 1,052,283 994,272 988,545 ▲ 5,727 99.4%

貸

借

対

照

表

（流動資産）
・出捐金事業に係る未収金の増のため
（固定資産）
・インフラ整備支援資産、広域的観光案内拠点等整備支
援資産及びｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ事業資産の減のため
（流動負債）
・東京都受託事業などの支払のための未払金の増のため
（固定負債）
・インフラ整備支援資金預り補助金、広域的観光案内拠
点等整備資金預り補助金及びｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ事業預り補助金の
減のため
（指定正味財産）
・サイネージ設置資金の減のため

基本財産

区分

正

味

財

産

増

減

計

算

書

（事業収益）
・東京都受託事業収益の増のため

（その他収益）
・観光財団管理運営補助金及び助成金等の増のため

（事業費）
・物件費の観光事業費及び地域振興事業費の増のため

基本財産運用益

特定資産運用益

事業収益

その他収益

事業費

管理費
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団体名： (公財)東京観光財団

A

　経営改革プランに掲げた目標のうち、戦略１「東京の観光推進機関としての企画機能・専門性の強化」では、
経営改革に向けた取組として、研修や外部との連携による研究等を通じた専門性の向上を図るとともに、計画を
上回る都への企画提案を行い、その多くが都事業へ反映されるなど都の観光施策の充実に貢献した。戦略５「国
際会議、報奨旅行等誘致件数の拡大」では、コロナ禍の中、少数ながらも国際会議を誘致したほか、オンライン
プロモーションを通じた商談件数や、各種Webサイトのアクセス数、MICE人材育成講座の受講者数は計画を大き
く上回るなど、積極的な取組を実施した。共通戦略による「５つのレス」等の取組も進め、その他の戦略におい
ても、一部でコロナ禍の影響が見られるものの、民間事業者の商談機会の提供、オンラインセミナーによる情報
提供、観光資源の開発に向けた支援など、観光事業者への支援を幅広く実施した。
　以上のように、団体の専門性に基づく都への積極的な企画提案や、ポスト・コロナを見据えたプロモーション
の実施など、総じて団体として高い成果を上げている。
　引き続き、各種事業を積極的に推進していくとともに、各取組を通じて創出が期待される旅行者数等の具体的
なKPIの検討などを通じ、都内観光事業者の活性化やインバウンド確保につながる取組を一層発展させることを
期待する。

一次評価（所管局評価）

○新たな計画の初年度として、到達目標の達成に向け経営課題の解決に資する各戦略を着実に推進した。
○都内の観光経済の復活に向け、コロナ禍で厳しい経営状況におかれた観光事業者の多様なニーズを汲み取り適切な支援を行っ
た。
○新型コロナウイルス感染症の拡大やこれに伴う観光需要の低下など様々な制約がありながらも、国内外とのネットワークや現場
ノウハウを活用した事業の実施、政策実現に向けた都との連携等を着実に推進するとともに、創意工夫を重ね一定の成果を挙げた
点を高く評価する。

戦略①東京の観光推進機関としての企画機能・専門性の強化
　観光のトレンドに関する調査研究やアドバイザリー会議における議論、専門性向上研修による職員の能力向上などを通じ、組織
としての企画機能・専門性の強化を図った。

戦略②観光関連事業者への支援の強化
　コロナ禍において厳しい経営環境にある観光関連事業者を支援するため、ビジネスマッチングイベントを通じ商談機会を提供す
るとともに、オンラインセミナーなどにより事業者ニーズに対応した情報提供を行った。また、さらなる支援強化を図るため、観
光関連事業者向けの相談窓口の設置に向けた準備に取り組んでいる。

戦略③地域の観光振興のための取組強化
　観光協会等のコロナ禍における支援ニーズの変化を調査・把握し、「社会的課題の解決」の視点を取り入れた10件の観光資源の
開発を支援した。また、各団体の事例よりベストプラクティス10件を抽出し、財団HP等を活用して共有することで、観光資源の発
掘・磨き上げを促進するための情報提供を行った。

戦略④外国人旅行者誘致のためのプロモーション効果の最大化
　新型コロナウイルス感染症等の影響により、海外への積極的なプロモーションが困難な中、ターゲットやテーマを絞るなどの創
意工夫により、東京への関心を維持し感染症収束後の訪都に繋がるプロモーションを実施し、SNSフォロワー数は前年度比1.3万人
増加した。また、重要15市場においては、訪都有望層が東京のプロモーションに接触した割合は市場平均で33％となり、過年度を
上回った。

戦略⑤国際会議、報奨旅行等誘致件数の拡大
　新型コロナウイルス感染症の影響により、MICE誘致活動に大きな制約がある中で、国際会議誘致を７件実施した。また、オンラ
インプロモーションや人材育成、デジタル化への対応などポストコロナを見据えた取組を着実かつ効果的に実施した。

共通戦略
組織内の業務フローの見直しや職員間でのディスカッション等を通じた意識付けにより十分な成果を挙げているとともに、次年度
以降に向けた更なる取組強化の準備を行っている点を評価する。

最終評価
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団体名：

戦略 1

実績
(2021年度末時点)及び

要因分析

2021年度計画 要因分析

○財団・都施策の充実に
資する企画提案を実施
（5件）
○提案結果の検証及び
2022年度の提案内容の検
討

○コロナ禍により、多くの事業で規模縮小や中止
等の対応を余儀なくされる中で、コロナ禍からの
早期回復やデジタル化の加速等について検討を行
い、年次計画を上回る数の事業を提案するに至っ
た。
○提案に当たっては、賛助会員や観光協会へのア
ンケートに基づき、業界や現場が直面する課題を
拾い上げるとともに、観光産業に関する調査分析
や民間事業者等との共同研究を通じて、ポストコ
ロナを見据えた内容としたことで、多くの提案が
事業に反映される結果となった。

○企画提案等を踏まえ、
中期経営計画を策定・公
表

○計画策定に向けて、財団内に各部署の職員から
なる策定委員会及び作業部会を設け、定期的な意
見交換を行い、計画的に策定手続きを進めた。
○策定過程に各部署の職員が関わることで、職員
が共有すべき価値観・理念の一層の定着・具体化
を図った。
○外部有識者からなるアドバイザリー会議におけ
る意見を踏まえ、観光産業の世界的な動向及び新
たなトレンドを踏まえた内容とした。

○デジタルマーケティン
グ等をテーマに民間事業
者や都内観光協会との共
同研究3件の実施
○研究成果をカンファレ
ンス（年1回）で発表

○「アフターコロナのDMOの役割について」及び
「海外メディアジャーナリストの視点から振り返
る東京2020大会」での論考は、専門性を活かした
対外的発信として財団のプレゼンス向上に寄与す
るとともに、今後の企画機能の発揮におけるヒン
トになるものであった。
○「観光施設におけるMEO対策の効果検証」は、ト
レンドを掴んだ実用的なテーマで、広く事業者等
に役立つ論考となった。

○在京外国人や国内有識
者によるアドバイザリー
会議を年2回開催
○カンファレンス（年1
回）にて公開議論の実施

○財団が策定する「中期経営計画」に対する助言
や、観光産業における今後の予測・世界的な傾
向・新たなトレンドに関する意見交換を目的に、
観光分野識者とのアドバイザリー会議を、2021年9
月と2022年1月に2回実施した。
○外部委員については、5つの分野（①DMO、②都
心地域、③多摩・島しょ地域、④DX、⑤ビジネス
イベンツ）から選定し、多角的な視点から意見集
約を行った。

○デジタルマーケティン
グやDXの活用など観光の
新たな課題をテーマとし
た専門性向上研修を6回
実施
○マーケティングや観光
関連資格など専門性向上
に資する検定・資格試験
の受験料を財団職員に補
助する仕組みを導入

○専門性向上研修を所管する総務課がテーマを定
め、主任・主事級から構成されるPTが中心となっ
て具体的な研修企画及び当日の運営を実施するこ
とで、事業を担う職員のニーズに合った研修を実
施した。
○専門性向上に資する検定・資格試験の受験料等
を補助する仕組みにおいて補助対象とする検定・
資格試験の選定に当たっては、財団内各課への照
会及び管理職による審査を実施した。

(公財)東京観光財団

東京の観光推進機関としての企画機能・専門性の強化

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
財団・都施策の充実に資する企画提案
数　30件

【目標②】
共同研究・アドバイザリー会議の議論
をテーマとしたカンファレンスへの参
加者・視聴者数　600名

【目標③】
専門性向上に資する検定・資格試験合
格者数　90名

○財団・都施策の充実に資する企画提案数：17件
・コロナ禍に関連する取組等、年次計画を上回る数の事業を提案するに至った。
○カンファレンスへの参加者・視聴者数：224名
・共同研究の成果発信の場としてカンファレンスを2回実施した。（第1回：2022年3
月1日 参加実績119名、第2回：2022年3月9日 参加実績105名）
○専門性向上に資する検定・試験合格者数：6名
・検定・資格試験の受験料等を財団職員に補助する仕組みを8月に導入し、該当資格
等について職員へ周知を実施した。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

企画提案の実施

○財団が都からの受託等により実施し
ている事業の改善・充実及び都の2022
年度施策の充実に資する企画提案を実
施した。（17件）
○企画提案を実施した17件のうち、
「次世代型MICEの推進」「SDGsスタ
ディツアーの支援」等、12件程度が事
業内容に反映された。

○2021年度に策定した中期経営計画の進行
管理（PDCAのうちのA（改善/Act））の一
環に企画提案を位置づけ、財団内で組織的
に検討する体制を整備する。
○中期経営計画に掲げるコロナ禍からの回
復と成長に向けた6つの柱（「観光経済の
復活に向けた事業者支援と国内外における
プロモーションの推進」等）を推進するた
めに、新規事業の提案や既存事業の改善提
案を検討し、都へ企画提案を引き続き実施
していく。

中期経営計画の策
定及び進捗管理

○財団内に策定委員会及び作業部会を
設けて策定手続きを進めるとともに、
外部有識者からなるアドバイザリー会
議での助言等も踏まえ、中期経営計画
を策定・公表した。

○中期経営計画に掲げた方向性の実現及び
成果指標の達成に向けて、財団内に新たな
組織体を設け、適切に進行管理を行う体制
を整える。
○進行管理の方法について、前年度レ
ビューや中間レビューの導入、各部署によ
る月次報告等を実施し、定期的にチェック
する機会を設定することで、PDCAサイクル
を機能させる。

共同研究の実施

○民間事業者等と連携し、東京の観光
に関する課題について、共同研究を3件
実施した。
①アフターコロナのDMOの役割について
②海外メディアジャーナリストの視点
から振り返る東京2020大会
③観光施設におけるMEO対策の効果検証
○調査成果の発信の場として、カン
ファレンスを2回開催した。

○観光に係る多様な主体にとって有意義な
知見となりうる研究テーマを設定し、民間
事業者等との共同研究を引き続き実施す
る。
○研究成果をカンファレンスで発表するこ
とで、知見を広く共有し、財団のプレゼン
スを向上させる。
○情報を広くリーチさせるため、財団サイ
トのほかPR媒体を活用した広報を実施す
る。

団体自己評価

○「東京」の観光施策について、コロナ禍からの早期回復やポストコロナを見据えた取組、共同研究から得られた知見、アドバイザリー会議
の議論等をもとに、都へ政策の方向性や具体的な取組の提案を実施することができた。

○中期経営計画の策定に向け、財団職員が一体となって意見交換を行い、外部有識者からの助言等も踏まえ、組織内外の知見を集約し、今後
の財団の目指すべき方向性を示す中期経営計画を策定することができた。

○最新の観光トレンドを踏まえた研究テーマに関する調査研究を行い、カンファレンスを通じて多様な事業者に得られた成果や知見を共有・
発信することができた。カンファレンスの聴講者アンケートでは、「新たなデータから観光戦略を理解できた」「今後の事業運営の参考とし
たい」等の意見があり、事業者等の課題認識や事業展開の一助となることができた。また、次年度以降の連携希望があるなど、民間事業者等
との新たな関係構築に繋がり、財団のプレゼンス向上に寄与した。

○アドバイザリー会議では、中期経営計画の策定を議題として、幅広く意見交換を行った。有識者からの「持続可能な観光に焦点を当てるべ
き」「社会情勢に応じて柔軟に見直すことが重要」等の助言を踏まえ、持続可能な観光都市・ビジネスイベンツ開催都市の実現及び前年度レ
ビューによる柔軟な進行管理の実施等の内容を計画に取り入れることができた。

○計画のとおり、研修を実施した。また、単に総務課が研修を実施するのではなく、各部の職員からなるPTがテーマに沿って研修内容を企画
し運営する仕組みを構築したことで、現場に近い職員のニーズやレベルに即した研修の企画・運営を実現し、能力開発を行うことができた。
さらには、PTの職員自らが財団理念に掲げる「プロフェッショナル」に求められる知識等について考える機会を創出したことから、財団理念
の浸透促進にもつなげることができた。

観光に係る諸課題
を議論するアドバ
イザリー会議の開
催

○「中期経営計画」に対する助言や、
観光産業に関する諸課題の意見交換を
目的に、有識者とのアドバイザリー会
議を2回実施した。

○東京の観光振興に関する諸課題を議論を
する場として、ポストコロナを見据えた都
施策への企画提案や中期経営計画に基づく
財団内の事業展開等について、外部有識者
等から広く意見を収集する。

専門性向上のため
の能力開発

○多摩地域の観光振興、観光における
危機管理、デジタルマーケティング、
SDGsをテーマに、専門性向上研修を6
回実施した。（各回70名以上、延べ
496名受講）
○専門性向上に資する検定・資格試験
の受験料等を財団職員に補助する仕組
みを導入した。

○共同研究等で得られた知見や時勢の要求
を踏まえて研修テーマを設定し、財団職員
の専門性向上に資する研修を実施する。
○引き続き、マーケティングや観光関連資
格など専門性向上に資する検定・資格試験
の受験料等を補助することで受験を勧奨す
る。また、制度活用に向けて、制度や対象
資格について周知を徹底するとともに、対
象資格の追加等を検討し、積極的な活用を
促進する。

経営改革目標
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団体名：

戦略 2

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

○新たな経営課題や事業
者ニーズに対応したテー
マでTCVBミーティングを
開催し、先進事例等を情
報共有
　TCVBミーティング　10
回実施
○TCVBミーティング参加
者へのアンケートを実施

○参加者へのアンケートの結果を踏まえ、
コロナ禍における企業支援情報、観光復活
に向けた取組や先進事例等、関心の高い
テーマを設定することで、賛助会員の参加
を促進した。
○TCVBミーティングのオンライン実施のた
めのソフトウェアを見直すことで、参加者
及び財団スタッフの利便性向上を図り、集
客を促進した。
〇オンラインのアーカイブ視聴を可能にし
たことから、参加者・視聴者数は目標の各
回100名を大幅に超える結果となった。

○他団体とも連携しなが
ら、賛助会員と民間事業
者を対象としたビジネス
マッチングイベントをリ
アル又はオンラインで4回
実施

○緊急事態宣言の長期化により観光業界が
停滞し、商談気運がないことから商談会実
施が遅れたため、年3回の実施に留まっ
た。
〇第四半期にはGO TOトラベル再開もにら
み、機を捉えて2回実施する等、柔軟に対
応した。
〇都内中小旅行会社との商談機会を望む賛
助会員ニーズを汲み取り、東京都旅行業協
会と連携し商談会を実施することができ
た。

○賛助会員向けアンケー
トの実施
○アンケート結果を踏ま
え、TCVBミーティング等
での会員企業によるPR機
会の提供など新サービス
の実施　3件

〇賛助会員向けアンケート調査により、新
型コロナウイルス感染症の影響及びニーズ
を把握し、都への企画提案に反映させると
ともに、新たな賛助会員サービスを実施し
た。
〇リアル交流が難しい時期に、ウェブイベ
ントシステムを活用してオンライン商談会
を実施。不慣れな参加者に対して事前フォ
ローも行い、好評を得た。
〇国内旅行気運が高まってきた春休みに合
わせて、賛助会員のPR機会創出のために大
阪の旅行博に参加。財団自ら賛助会員施設
のPRを行った。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

(公財)東京観光財団

観光関連事業者への支援の強化

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
・2023年度末までにTCVBミーティング参
加者・視聴者数
　3,000名（年10回、各回100名）

【目標②】
・2023年度末までに民間事業者同士の商
談機会の提供件数
　600件（年4回、各回50件）

【目標③】
・2023年度末までの新規賛助会員獲得数
　120社・団体

○TCVBミーティングを合計10回実施し、その延べ参加者・視聴者数は1,475名
（各回平均約147名）であった。
○民間事業者同士の商談機会の提供を目的に、ビジネス交流会を合計3回実施
し、その延べ参加者数は89社、商談数は257件（各回平均約85件）であった。
○2021年度は、新規29社/団体の新たな賛助会員を獲得した。
・コロナ禍においてもオンラインにてセミナーや商談会（一部リアル実施）を開
催する等、賛助会員とのネットワークを継続させた。

TCVBミーティン
グにおける情報
発信

〇オンラインによるTCVBミーティン
グを10回実施（延べ参加者・視聴者
数1,475名。各回平均約147名）
〇TCVBミーティング参加者へのアン
ケートを実施

〇賛助会員に向けた有益なサービスの一
環として、引き続きニーズを踏まえた旬
なテーマでのTCVBミーティングの開催を
行う。
〇新型コロナウイルスの感染状況を踏ま
えつつ、リアル開催等も適宜取り組み、
ミーティングを通じた会員同士の交流も
復活させる。
〇リアル開催の場合もアーカイブで動画
視聴ができるよう環境を整える等、引き
続き賛助会員へのサービス向上を図る。

民間事業者同士
の商談機会の提
供

〇会員同士の商談会をオンラインで
1回、他団体（東京都旅行業協会）
と連携してオンライン・リアル各1
回、計3回実施
（延べ参加者数89社、商談数257
件）

〇観光経済の復活にむけては、これから
も事業者同士の交流・商談機会を増やし
ていく必要がある。
〇今後も賛助会員同士の新たな関係の構
築を生んでいく環境を財団自らが率先し
て準備することが不可欠であり、他団体
とも連携しながら賛助会員のニーズに寄
り添った商談会を実施していく。

賛助会員向け新
サービスの提供

〇以下3つの新サービスを賛助会員
に対して提供
①賛助会員のCM動画をTCVBミーティ
ングで配信（計16社）
②賛助会員同士のオンライン商談会
を実施
③日本観光ショーケースin大阪への
参加

〇引き続き賛助会員アンケートを実施
し、会員ニーズの把握に努める。
〇また、事業者との接点が多い財団職員
からも意見を募り、賛助会員同士の視察
ツアーの実施等、実現性の高いサービス
を検討し、会員のエンゲージメント向上
に努める。
〇事業者に望まれるサービスを新たに創
出し提供することで、非会員事業者の加
入に対する動機向上を図っていく。

団体自己評価

〇コロナ禍における企業支援情報、ポストコロナに向けた取組や先進事例等、テーマに工夫を凝らしながらミーティングを実施すること
で、観光産業が停滞している中、賛助会員に対して当財団への関心の引き留めに繋がり、また一助となった。

〇国内旅行に焦点を絞った商談会や、普段東京の中小旅行会社と接点のない観光施設等（賛助会員）と東京の観光施設等とあまり接点の
ない旅行会社同士の商談会実施は時代のニーズに合致しており、今後のビジネス創出に繋がった。

〇アンケート結果では、賛助会員サービスで最も要望が高いのが「業界情報の提供」で、次に「ネットワーキング」となっている。ミー
ティングと商談会を実施することで、賛助会員の期待に応えることができた。

○また、コロナ禍で観光産業全体が大打撃を受けている中で、本アンケートでは、財団に期待する分野として、「海外旅行者誘致」「地
域の観光振興」を求める回答が多く、海外及び国内からの誘客促進への期待が現れる結果となった。一方、業種別・規模別で分析する
と、旅行業や宿泊業また小規模の事業者ほど売上は減少傾向にあり、資金及び人手不足が事業運営上の課題となっていることも判明し
た。本アンケート結果と併せ、観光庁・民間機関の調査レポート等を踏まえ各種施策を検討し、コロナ禍で影響を受けている観光関連事
業者向けの支援をより一層強化するため「観光産業振興部」を新設するなど、調査結果を有効に活用することができた。

〇コロナ禍が続き、観光業界には引き続き厳しい年度であり、事業者の経営も厳しかった、また、多くのことがオンライン化してしま
い、新規会員候補との接点も少なくなってしまった。そのような中、数少ないながらも接点を持つことが出来た非会員事業者とは積極的
にコミュニケーションを図り、結果として目標に対して約七割の新規会員加入に繋げることができた。
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団体名：

戦略 3

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

○引き続き、「地域支援
窓口」により、観光関連
団体等の支援ニーズを把
握し、多面的・継続的な
支援策を提案
〇SDGsへの貢献やDXによ
る利便性の向上など、
「社会的課題の解決」の
視点を取り入れた10件の
観光資源の開発を重点的
に支援

〇「地域支援窓口」の体制を強化し、担当
職員がオンラインツールも活用しながら、
観光関連団体等への継続的な訪問や観光関
連団体等が主催するイベントや会議への参
加などにより、それぞれのニーズを把握し
ている。
〇これまでに把握した支援ニーズとして、
地域の「文化」を守る・育むという「社会
的課題の解決」の視点を取り入れた新たな
観光コンテンツ開発への要望があったた
め、「日本文化を活用した観光振興事業」
による支援を実施するなど、10件の観光資
源の開発へとつなげた。

〇地域住民の理解促進に
つながる観光地経営の推
進をはじめとする先進的
な取組を進める都外の地
域を多面的、継続的に分
析することで、ベストプ
ラクティスを10件発信

〇「地域支援窓口」職員による観光関連団
体への訪問調査等により、多様な主体と連
携し、地域住民の理解・協力を得ながら観
光資源を磨き上げ、魅力発信を行った事例
等、他団体への参考事例となり得る10件の
ベストプラクティスを抽出した。
〇コーポレートサイトへの掲載や観光関連
団体等への情報発信を行い、ベストプラク
ティスの共有を図った。

〇既存事例の継続支援に
加えて、当該年度におけ
る重点支援テーマ1分野を
設定して、観光事業者、
企業、教育機関とのネッ
トワーク構築と連携・協
働を強化

〇MaaSの実証実験実施にあたっては、鉄
道、バス、ケーブルカーなど複数の交通機
関の協力によるフリーパスの発売、乗換の
横断検索機能の提供などに加えて、自治
体、観光協会など、多様な関係機関と協議
会を開催するなど、連携体制を強化するこ
とで、エリア内の課題解決について議論す
ることができた。
〇コロナ禍のなか、オンラインも併用する
ことで、観光協会等と連携・協働を強化し
た。

○旅行者の多様な関心・
志向に対応し、東京観光
の新しさや意外性を想起
させるテーマ性のあるプ
ロモーションを展開
〇1都3県を中心とする近
隣県と連携し、東京2020
大会のレガシーを活用し
たPRを実施

〇新型コロナウイルス感染症の感染拡大に
伴い、事業実施時期を延期した。
〇記事出稿にあたっては、国内旅行者の多
様な関心・志向や新しい旅行スタイルの動
きを踏まえたテーマを選定し、12月から1
月にかけて国内トラベル誌等4誌のweb版に
記事を掲載した。
〇東京2020大会のレガシーを活用した参加
型イベントについては、新型コロナウイル
スの影響によりリアル開催を断念したが、
近隣県と連携し、オンライン上で謎解きを
しながら大会会場周辺を巡るイベントを、
12月21日から2月28日まで実施した。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

(公財)東京観光財団

地域の観光振興のための取組強化

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
・「新たな旅行スタイル」「『社会的課
題の解決』に貢献する観光」に係る地域
資源の発掘・磨き上げ
　2023年度末までに30件

【目標②】
・「新たな旅行スタイル」「『社会的課
題の解決』に貢献する観光」に係るベス
トプラクティスの検証・地域への情報発
信
　2023年度末までに30件

〇「社会的課題の解決」の視点を取り入れた観光資源の開発：10件
・「地域支援窓口」の体制を強化し、担当職員がオンラインツールも活用しなが
ら、観光関連団体等への継続的な訪問や会議への参加などにより、それぞれの
ニーズを把握している。
○ベストプラクティスの発信：10件
・課職員による観光関連団体への訪問調査等により、観光資源を磨き上げ、魅力
発信を行った他団体の事例を取り上げ、関連団体等と情報を共有した。

観光団体等向け
ワンストップ総
合窓口の設置・
運用

〇「地域支援窓口」により、観光関
連団体等の支援ニーズを把握
〇「社会的課題の解決」の視点を取
り入れた10件の観光資源の開発を支
援

○引き続き、SDGsへの貢献やDXによる利
便性の向上など、「社会的課題の解決」
の視点を取り入れて、事業の提案・推進
を図っていく。

ベストプラク
ティスを多面的
に分析し、地域
と共有

〇10件のベストプラクティスを抽出
し、コーポレートサイトへの掲載及
び観光関連団体等への情報発信によ
り共有
〇「東京都内観光協会交流サロン」
等にてベストプラクティスを共有

○他地域の先進事例を学ぶことは大切で
あり、引き続き、ベストプラクティスの
発信をしていく。

多様な主体との
連携・協働

〇2021年度における重点支援テーマ
として、交通分野における連携を設
定し、青梅市内において公共交通事
業者各社と連携したMaaSの実証実験
を実施し、連携を強化
〇コロナ禍のなか、オンラインも併
用し、観光協会等と連携・協働を強
化

〇今後、対象エリアを拡大した実証実験
を予定しており、引き続き、連携体制を
強化していく。
○新型コロナウイルスの感染状況にもよ
るが、引き続き、オンラインも併用する
ことで、観光協会など各団体とのネット
ワーク強化や連携・協働の強化を図って
いく。

国内旅行者向け
のプロモーショ
ン展開

〇国内トラベル誌等4誌に記事出稿
〇近隣県と連携し、東京2020大会関
連施設周辺の観光スポット等を周遊
する参加型のオンラインイベントを
実施

〇インバウンド回復までの間、日本全国
からの誘客を促すプロモーションを展開
し、都内観光需要の早期回復を図る。
〇東京来訪者の特性や東京が持つ多様性
を活かしたプロモーション（トラベル誌
等へ特定のテーマに沿った記事広告の出
稿）を実施する。
〇東京2020大会会場のある近隣県や東日
本大震災被災県と連携し、大会関連施設
周辺等の新たな観光資源を発信する取組
（スタンプラリー等の旅行者参加型イベ
ント）を実施する。

団体自己評価

○2021年度は2020年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響により中止・延期を余儀なくされる取組が多数発生した。
しかしながら、コロナ禍における支援ニーズの変化を把握し、事業支援の方法を考えることで、「社会的課題の解決」の視点を取り入れ
た10件の観光資源の開発を支援することが出来た。

○ワンストップで対応できる「地域支援窓口」において、継続的に各団体との意見交換等を行うことで、ニーズの把握と変化への対応を
進めることができた。

〇感染拡大を防ぎながら、ランニングや魅力発信を行いたいというニーズの高まりに対し、オンラインを活用した新たな取り組みを支援
するとともに、コロナ収束後を視野に入れた観光資源の開発を進めた。

〇課職員による観光関連団体等への訪問調査により、他団体の参考となるベストプラクティス10件/年を抽出し、「東京都内観光協会交
流サロン」や財団HPを活用して共有することで、観光資源の発掘・磨き上げを促進するための情報提供を進めることができた。

〇国内トラベル誌等への記事出稿や東京2020大会のレガシーを活用した参加型イベントにおいて、新型コロナウイルス感染症の感染拡
大により、当初予定通りの事業は実施できなかったが、実施時期の調整や実施方法の工夫を図りながら東京の魅力を発信し、旅行者の関
心のつなぎとめに寄与することができた。
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団体名：

戦略 4

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

感染症の影響が残る中、
訪都を希求する内容を中
心に各SNSの特徴を活かし
た発信を行い、東京の観
光関連情報を継続的に収
集する層の増加に努め
る。
SNSフォロワー数　15万人
増

◆SNS全体としては2020年度末から13,092
人の微増に留まり、目標を下回った。

○TokyoTokyo個別の取組：253,020人（＋
27,139人）
コロナ禍においても毎日の投稿と広告キャ
ンペーンを実施しながら関心を繋ぎ止める
ことで、フォロワー数の拡大を図れた。
○GoTokyo個別の取組：961,225人（△
14,047人）
投稿は継続したものの、昨年度から引き続
き、コロナ禍でのキャンペーン及び広告配
信が実施できず自然減となった。

感染症の影響が残る中、
各市場の状況・特性を踏
まえつつ、プロモーショ
ンを実施。別途海外市場
動向調査で測定している
訪都意欲のある有望層が
プロモーションに接触し
た割合を2019年並みに回
復させる。

◆15市場全体として、2019年度実績30％を
上回った。

○日本および各国の感染状況と渡航制限を
注視しながらプロモーションを実施した。
各国で開催されているオンライン旅行博・
商談会でのPR、東京観光レップによる需要
の早期回復が見込める有望層に対するブラ
ンドPRなど、市場の特性に応じたプロモー
ションを確実に実施することが出来た。
〇世界の注目が集まる東京2020大会の機会
を活用し、記事広告掲出、CM放映等を実施
することで東京への興味関心の維持・向上
を図った。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

(公財)東京観光財団

外国人旅行者誘致のためのプロモーション効果の最大化

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
意欲的に東京の情報を収集する層の獲
得：
2023年度末までにSNSフォロワー数総計45
万人増
（15万人×3年）

【目標②】
観光レップが設置されている重要15市場
における、訪都意欲のある有望層が東京
の実施するプロモーションに接触した割
合：
2023年度末までに市場平均32%

○SNSフォロワー数は前年実績から13,092人増加し1,214,245人となったが、2021
年度計画である15万人増に対しては大きく下回った。新型コロナウイルス感染症
拡大と渡航制限による旅行意欲の減退が大きな要因となっている。
○重要15市場において市場分析とターゲティングを行いプロモーションを実施し
た結果、訪都有望層が東京の実施したプロモーションに接触した割合は市場平均
で33％となり、2019年30％、2020年31％を超える結果となった。

団体自己評価

〇世界的な新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受け、2021年度においても訪都を積極的に促すプロモーションは実施できず、結
果としてSNSフォロワー数は微増となった。海外渡航が出来ず旅行需要が減退する状況下においても、安心安全な東京の情報や各市場の
状況に合わせたコンテンツを継続的に発信することで東京への関心を繋ぎ止めることができた。
〇海外プロモーション全般においては、需要の早期回復が見込める訪都有望層に対してタイミングを逸することなく実施することで、着
実に「旅行地としての東京」を訴求することができた。今後も市場の特性と抽出したターゲットに応じて効果的な手法で訪都意欲の向上
に努める。

SNSの特徴を活
かしたデジタル
マーケティング
の実施

○SNSフォロワー数：13,092人増
（1,214,245人）

〇外国人観光目的の入国制限が徐々に緩
和されていく状況下において、SNSマー
ケティングによるコンテンツの最適化
と、広告キャンペーンを実施すること
で、東京の観光関連情報を継続的に収集
する層の増加により一層努める。

各市場特性に基
づいたプロモー
ションの実施

○訪都意欲のある有望層が東京の実
施するプロモーションに接触した割
合：15市場平均33％

〇各国の感染状況・渡航制限や、他国の
プロモーション動向を注視しつつ、タイ
ミングを逸することなく訪都意欲の向上
を図るプロモーションを市場別に戦略的
に実施することにより、早期回復が見込
める訪都有望層がプロモーションに接触
した割合を更に向上させる。
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団体名：

戦略 5

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

○海外ネットワークの活
用及びターゲットの絞り
込み等を行い主催者・プ
ランナーへのアプローチ
を実施
商談件数：275件（250件
（2020年度想定）×1.1）
（海外・国内トレード
ショー、ファムトリッ
プ、ウェビナー、主催者
との商談等）

○新型コロナウイルスの影響により、未だ
リアルでのファムトリップや訪問営業等が
できないことから、海外の主催者等を対象
としたオンラインプロモーションを積極的
に実施し、計画件数を超える実績を残し
た。
○国際会議（ICCA）のデータベースを活用
する等、誘致可能性がある国際会議を調査
し、オンライン商談会へ参加する等、国内
外で広く誘致活動を展開した。
○デジタルツール（動画、デジタルパンフ
レット等）を用い、MICE都市・東京の魅力
や安全安心な開催等をアピールし、主催者
等の興味を喚起した。

○定期的なコンテンツの
アップデート及び電子
ニュースレター配信や広
告掲載等によるウェブサ
イトへの誘導
アクセス件数（合計）：
291,000件
（BET：160,000件、TUV：
120,000件、
　MICE Hubs：11,000件）

○新型コロナウイルスの影響により、情報
収集方法として、ウェブサイトの活用がよ
り活発になった他、以下の対策を講じたこ
とにより、全般的に計画件数を超えるアク
セス数を達成した。

－BET：定期的な情報更新や電子ニュース
レター配信からウェブサイトへ誘引
－TUV：360度動画等の掲載内容の充実、定
期的な情報更新、海外メディアへの広告掲
載によるウェブサイトへの誘引、ユニーク
べニューショーケースと連動した周知
－MICE Hubs：デザインや掲載情報の更新
をする等、ウェブサイトへ誘引

○講座内容のブラッシュ
アップと共に、プレスリ
リースやMICE関連事業者
に対する声掛け等を実施
受講者数：150名

○新型コロナウイルスの影響により、グ
ローバルMICE人材育成講座の基礎編・実践
編をオンラインで実施した。
○従来のMICE関連事業者向け講座に加え、
新たに「MICE概論」講座を開設し、学生に
対する声掛け等も行った結果、計画件数を
超える受講者数を得た。
○全講座のプレスリリース実施や都内MICE
関連事業者に声掛けを行い集客に努めた。
○オンラインでライブ配信し、基礎編はオ
ンデマンド配信も行うことで、多くの受講
者にウィズ・ポストコロナ時代のMICE全般
について学ぶ機会を提供した。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

(公財)東京観光財団

国際会議、報奨旅行等誘致件数の拡大

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
・2023年度末までに、財団が支援した国
際会議（C）、報奨旅行等（MI）の誘致成
功件数:75件

○財団が支援した国際会議（C）、報奨旅行等（MI）の誘致成功件数：7件
・国際会議（C）：新型コロナウイルス感染症の影響により、開催都市選定の決
定時期を延期する案件が多く、未だ少数の成功件数（7件）に止まっている。
・報奨旅行等（MI）：新型コロナウイルス感染症の影響により海外との自由な往
来ができない状況下では、支援予定の案件は引き続き延期又は中止となり、新規
案件も発生しなかった。

主催者・プラン
ナーへのプロ
モーション強化

商談件数：432件
（新型コロナウイルス感染症の影響
により、全商談をオンラインにて実
施）

○新型コロナウイルスの収束状況を注視
しつつ、海外渡航の再開に合わせ、対面
での商談会参加にシフトしていく。
○ハイブリッド会議の開催都市としてDX
対応が可能な開催環境を備えている点
や、国際会議主催者等の関心が高いSDGs
に配慮した都市である点等、主催者ニー
ズに合ったPRを進めていく。
○商談を契機として、海外の主催者等に
対してファムトリップへの参加や視察を
促し、実際の案件誘致の成果につなげて
いく。

ウェブサイトへ
のアクセス数増
加

アクセス件数（合計）：828,871件
（BET：180,205件、TUV：634,056
件、MICE Hubs：14,610件）

○各サイトにて、国内外の主催者等ニー
ズや業界最新トレンドに対応した情報発
信を継続する。

－BET：オンラインサイトビジット掲載
やハイブリッド開催事例等の情報更新
－TUV：ユニークべニュー掲載施設数の
増加、会場使用イメージの追加掲載、主
催者等が実際のMICE開催を想像可能なコ
ンテンツを充実
－MICE Hubs：拠点におけるMICE開催事
例の追加、バナー広告の掲載、拠点PR動
画制作等を実施

人材育成の高度
化

受講者数：223名
（新型コロナウイルス感染症の影響
により、全講座をオンラインにて実
施）

○海外講師との質疑応答や参加者同士で
のディスカッションによる効果が高い実
践編については、新型コロナウイルスの
収束状況を見ながら、対面開催を目指し
ていく。
○2021年度の結果を踏まえた講座内容の
ブラッシュアップと共に、プレスリリー
スや都内MICE関連事業者等に対する声掛
け等を継続する。
○受講者の利便性を鑑み、基礎編につい
ては、オンデマンド配信を継続し、受講
者の増加及び満足度の向上を図ってい
く。

団体自己評価

○新型コロナウイルス感染症の影響により、主催者やプランナー等にアプローチするための商談会やセミナー等は全てオンラインになっ
たものの、デジタルツール（動画、デジタルパンフレット等）の整備やオンラインプラットフォームの採用等素早く対応したことで、国
内外の主催者やプランナーに対する効率的なプロモーションを実施することができた。

○各ウェブサイトにおいて、定期的かつ継続的な内容更新により、高いアクセス数を達成することができた。特にTUVは、海外メディア
への広告掲載や、オンライン開催したユニークべニューショーケースと連動した情報発信により、対計画件数比で528%という非常に高
いアクセス件数を獲得することができた。

○「MICE概論」講座の新設により、従来の都内MICE関連事業者だけでなく、経験年数の浅い事業者や学生の参加を得ることができ、将
来的な業界の裾野を広げる取組ができた。また、ライブ配信に加え、オンデマンド配信を提供することで、より多くの受講者を得ること
ができた他、繰り返し視聴による学びの深耕にも役立ててもらうことができた。

【個別取組事項と3年後到達目標達成との繋がり】
MICE開催にあたっては、開催都市としての認知獲得から商談等のセールス活動に繋ぎ、誘致を実現していく必要がある。併せて、施設
や人材等の受入環境整備も重要となる。
　・魅力的なウェブサイトを構築しアクセス数が増えることで、東京への興味を惹きつけ認知の拡大に繋がる。
　・商談で主催者等との接点を多く持つことで、見込案件の情報収集や各種支援策のPRを行うなど、具体的な誘致に繋げることができ
る。
　・MICEに関わる幅広い事業者、世界で通用する専門人材を育成し、MICE開催都市としてのプレゼンスを向上させる。
個別取組事項及び各種支援事業を通じて、誘致獲得に向けたサイクルを機能させ、誘致件数の拡大に努めていく。
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団体名： (公財)東京観光財団

2021年度計画 2021年度実績 要因分析 対応方針

押印廃止に係る財団内ルールを策定する
とともに、押印の定めのある手続のうち
団体の規程等の改正により対応が可能な
ものについては、2021年度末までに全
件、規程等を改正する。また、代替措置
の整備に向け、システム導入の試行を行
う。

○要綱等の改正により57件の様式から押印廃
止（当初計画（38件）比150％）

○9月1日付で財団全体に係る文書事務規程改正を行
い、決定事案の施行時に押印がなくても文書を発出
できるようにしたため、各種様式を定める要綱等の
改正が可能となった。

〇ワークフローシステム（電子起案・決定シス
テム）の導入・拡張により、起案及び社内手続
きにおけるすべての手続のはんこレスを目指
す。
○2022年度は補助金事業の申請受付手続きにつ
いて、Jグランツ等を活用し一層の押印廃止を
実施

機器の設定変更による受信の電子化を推
進するとともに、引き続き、パソコン等
機器を使用できない事業者等を除き、積
極的にメールを使用することにより、
2021年度のFAX送受信件数を98％減少さ
せる（2019年度比・送信相手先がFAX受
信以外不可のものを除く。）。

○7月までに送受信を完全に電子化した。

○7月までに電子化設定が完了したため、8月以降の
送受信枚数は0枚となっている。
・FAXを受信した際に紙で出力せずファイルサーバー
へデータを蓄積するための作業：5月18日に実施済
・複合機のモニターパネルからＦＡＸ送信ボタンを
削除：7月29日実施済
○7月末時点までの実績：合計179枚（2019年度総数
2,130枚）

〇引き続き、FAXの送信数・受信数の削減△
100％を継続

新たに電子契約や起案等の電子化を導入
するなど内部業務手続上のペーパーレス
を推進させることにより、2021年度のコ
ピー用紙総使用量を40％減少させる
（2019年度比）。

○2021年度紙使用量　合計752千枚
　2019年度比　57.8％
（2019年度総数　1,300千枚）

○各職員への意識付けのため、各課の課会等でペー
パーレスに向けて各職員で何ができるのか議論して
もらい、それをまとめたワークシートを9月下旬と11
月下旬に総務課で集約した。
〇部長会、課長会及び企画審査会をデジタル化し、
ペーパーレスを徹底した。

○コピー用紙の使用量を引き続き削減し、2019
年度比60％減（観光事業部）

・シティガイド検定受験対策セミナーの
受講料は、オンライン上での申込みのた
め、全件クレジットカード払いで対応す
る。
・広告掲載費等については、クレジット
カード、電子マネー及びQRコードでの支
払いができるよう、関係規程等の改正や
機器等の導入を行う。

○シティガイド検定対策セミナーの受講料
は、クレジットカード払いのほか、コンビニ
納付の手段を併存させることとした。
○広告掲載費等については、全件口座振替で
対応することとした。

○シティガイド検定対策セミナーの受講料は、クレ
ジットカードを所持できない受講者が存在すること
が判明したため、コンビニ納付の手段を併存させる
こととした。なお、収納代行を委託するため財団が
直接現金を扱うことはない。
○広告掲載費等については、規程を改正せずとも、
キャッシュレス対応ができると確認ができた。現
在、全件口座振替で対応済みであり、また、他の決
済手法について需要がないため、費用対効果の観点
から、現時点での機器の導入は見合わせている。

〇キャッシュを扱っていた事業（シティガイド
検定の受講料支払、広告掲載費の支払）につい
ては既に対応済み。

原則、全ての説明会等をオンラインで実
施する。

○財団職員への各種ガイダンス（庶務ガイダ
ンス（4回）、新任研修（4回）、実務研修
（4回）等）を、集合形式ではなくオンライン
で実施した。
○プロポーザル方式契約における企画審査会
を、原則としてオンラインで実施した。
○TCVBミーティング（10回）は、すべてオン
ラインで実施した。ビジネス交流会はオンラ
イン（2回）及びリアル（1回）で開催した。

○財団職員への各種ガイダンスをオンライン実施と
することで、テレワークの促進にもつながった。
○財団職員への各種ガイダンス、プロポーザル方式
契約における企画審査会、TCVBミーティング等をオ
ンライン実施とすることは、コロナ禍での接触機会
の削減にもつながった。
○ビジネス交流会第2回:1月18日（火）は、賛助会員
のニーズを踏まえ、感染症対策を万全にしつつリア
ル開催で実施した。

〇各種財団内研修・企画審査会等を開催する場
合には、原則オンラインとする。
〇賛助会員等を対象とするセミナー・商談会に
ついてはオンラインを基本とするが、ニーズに
応じて、ハイブリッド開催、リアル開催のどれ
が最も効果的か検討し実施する。

現在運用で行っているテレワークに係る
申請手続の簡素化や半日単位のテレワー
ク実施等について規程改正を行うなど、
よりテレワークを活用しやすい環境を整
備することで更なる定着を図る。テレ
ワーク可能な職員による実施率50％※
（2021年9月対象）
※「実施件数／当月の勤務日数／テレ
ワーク勤務可能な職員数」により算出

○2021年4月に在宅勤務型テレワーク要綱を
改訂し、半日のテレワークを許可するととも
に、様式を簡略化した。
○勤怠システムを5月に更新し、より申請のし
やすい仕様にした。
○2021年9月実施率　48.6％
（算出方法：財団全体月間テレワーク実施回
数1,107回／
実施可能職員数114人／勤務日数20日間）

○新型コロナウイルス感染症対策関係の業務が追加
された部署や、仕事の性質上、テレワークが難しい
部署があった。
○ワークフローシステムを導入することにより、全
体的なテレワーク実施率を底上げする。

〇多様な働き方の実現に資するため、積極的に
活用する。
〇新型コロナウイルス感染拡大時等における
都・国等からのテレワーク実施要請へ、政策連
携団体として、適切に対応する。

タッチレス

テレワ―ク

ペーパーレス

キャッシュレス

団体自己評価

〇手続のデジタル化
・2021年度においては、内部決裁手続のデジタル化を実現させるワークフローシステム（電子起案・決定システム）の導入に向けての準備に注力し、計画的に文
書規程等の改正やシステム構築を行った。
・その結果、2022年度開始時に財団内全部署においてワークフローシステム（電子起案・決定システム）が実装され内部決裁手続のデジタル化が大きく進展し
た。
・2022年度は、補助金申請の電子化に注力し、まず2022年度に申請受付手続について、受付手続の電子化を行うとともに、2023年度の目標達成に向け計画的に準
備を行う。

〇はんこレス
・2021年度は財団全体に係る文書事務規程改正を実施し、多くの手続において押印不要とすることで、当初計画以上に「はんこレス」を実現した。
・「〇手続のデジタル化」に記載のとおり、ワークフローシステム（電子起案・決定システム）の導入により内部手続のデジタル化、はんこレスが大きく進展し
たため、2022年度は、補助金申請の電子化に注力し、まず2022年度に申請受付手続について、受付手続の電子化を行うとともに、2023年度の目標達成に向け計画
的に準備を行う。

〇FAXレス
・設定変更に時間を要してしまったが、7月中に設定変更が完了し、以降FAXの使用枚数を0とすることができた。
・2022年度以降は、FAXの送信数・受信数0を継続する。

〇ペーパーレス
・2021年度を通じて、各会議の運営方法をペーパーレスを前提に実施するよう変更するとともに、各職員に対し紙を使用しない仕事の進め方を考えることを促す
取組を実施した。その結果、目標を達成することができた。
・2022年度以降は組織改正及び職員数の増があるため単純に2019年度総数と比較できないため、比較的組織改正の影響のない部署の数値を測定数値とするが、
2021年度までの成果を基に財団全体での取組も継続していく。

〇キャッシュレス
・すでに現金で対応している事業はほぼ存在していない。

〇タッチレス
・社内外の説明会等については、オンラインで実施することにより効率化が図られスムーズな移行ができたため原則オンライン開催が実現している。
・一方、賛助会員交流会等の「交流」を目的にしているものについては参加者等からリアル開催（対面での実施）への要望も根強いため、一律オンライン開催を
継続するのではなく、感染症対策を前提に開催方式については最も効果的なものを検討して実施していく必要があると認識している。

〇テレワーク
・2021年度は要綱改正や勤怠システムの更新により、制度面を中心にテレワークを実施しやすい環境が整えられた。更に2022年度はワークフローシステム（電子
起案・決定システム）の実装により業務面でもテレワークを実施しやすい環境となることが見込まれる。
・一方で、コロナ対策関係業務による業務量の増や電話連絡の必要性といった理由によりテレワークが難しいという部署もみられた。よりテレワークを実施しや
すい環境へ向けて検討していく。

はんこレス

FAXレス

共通戦略

取組事項

手続の
デジタル化

当財団の規程等の改正によりデジタル化
の対応が可能な手続等については、2021
年度末までに全件、規程等を改正する。
また、2021年度末までにシステム導入の
試行を行う。

○9月1日付で決定事案の施行時に押印を必須
としていた文書事務規程を改正
○内部決裁手続をデジタル化するワークフ
ローシステムの導入に向け更に文書事務規程
等を改正（2件）
〇ワークフローシステムの導入については計
画のとおり、2022年2月より総務部総務課に
て試行導入（起案件数84件）、2022年4月1日
より全部署で導入
〇2023年度の補助金100％デジタル化に向け
て滞在型旅行（ロングステイ）推進事業助成
金事業など計5事業の申請受付手続についてJ
グランツを導入

○計画のとおり2022年2月にワークフローシステムを
試行導入し、2022年度から本格稼働が実現してい
る。

〇2023年度までに事業者等を対象とした補助金
手続について100％デジタル化を行う。2022年
度は、全ての補助金の受付手続（25件程度）の
電子化を行い、2023年度の目標達成に向けた準
備等を実施
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【団体概要】

常勤役員数

常勤職員数

所在地 東京都台東区池之端2-9-7　池之端日殖ビル７階 電話番号 03-3828-2143

基本財産
/資本金等

600百万円
都出資等割合
/都持株比率

7.5%
設立
年月日

昭和23年11月1日

設立
目的

　動物園及び水族園の事業の発展振興を図り、動物とその生息環境について知識を広め、人と動物の共存に貢献すること

主

な

事

業

（１）飼育展示、野生生物保全等の東京都立動物園及び水族園における管理運営

（２）動物及び動物園に関する教育普及・情報発信・支援協力・調査研究

（３）動物及び動物園等に関する国並びに地方公共団体からの受託

（４）動物園付帯事業の経営

組

織

団体名 公益財団法人東京動物園協会

代表者 理事長　今村　保雄 所管局 建設局

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

4人

103人都派遣職員数

都退職者数

対前年度比

100.0%

3人 3人 3人 100.0%

338人 342人 345人 100.9%

5人 4人

100.0%97人 97人

【財務情報】　　　

公益財団法人東京動物園協会
（単位：千円）

令和元年度 令和２年度 令和３年度
対前年度
差引増減額

対前年度比
（％）

主な増減理由

当期経常増減額 ▲ 158,118 ▲ 566,589 ▲ 414,434 152,155 －

経常収益 9,164,277 7,677,177 7,818,561 141,384 101.8%

6,158 5,960 5,997 37 100.6%

5 3 2 ▲ 1 66.7%

3,041,413 1,440,663 1,243,559 ▲ 197,104 86.3%

6,116,702 6,230,551 6,569,003 338,452 105.4%

経常費用 9,323,125 8,238,586 8,226,665 ▲ 11,921 99.9%

9,013,190 7,933,577 7,951,784 18,207 100.2%

309,935 305,008 274,881 ▲ 30,127 90.1%

当期経常外増減額 28,149 ▲ 27,547 ▲ 29,347 ▲ 1,800 －

経常外収益 28,514 4,706 13 ▲ 4,693 0.3%

経常外費用 365 32,254 29,360 ▲ 2,894 91.0%

法人税等 12,392 ▲ 7,788 4,658 12,446 －

当期一般正味財産増減額 ▲ 142,361 ▲ 586,348 ▲ 448,439 137,909 －

当期指定正味財産増減額 51,663 10,871 7,048 ▲ 3,823 64.8%

正味財産期末残高 2,226,277 1,650,800 1,209,408 ▲ 441,392 73.3%

資産合計 3,356,042 3,095,668 2,885,188 ▲ 210,480 93.2%

流動資産 1,332,047 1,415,214 1,305,599 ▲ 109,615 92.3%

固定資産 2,023,994 1,680,454 1,579,589 ▲ 100,865 94.0%

600,000 600,000 600,000 0 100.0%

負債合計 1,129,764 1,444,868 1,675,780 230,912 116.0%

流動負債 1,103,224 1,260,485 1,547,205 286,720 122.7%

固定負債 26,540 184,384 128,575 ▲ 55,809 69.7%

正味財産合計 2,226,277 1,650,800 1,209,408 ▲ 441,392 73.3%

指定正味財産 221,901 232,772 239,819 7,047 103.0%

一般正味財産 2,004,376 1,418,028 969,589 ▲ 448,439 68.4%

貸

借

対

照

表

（流動資産）
・現金預金減による減

（固定資産）
・既存資産の減価償却による減

（流動負債）
・未払金増による増

（指定正味財産）
・ジャイアントパンダ保護サポート基金の残高増による
増

基本財産

区分

正

味

財

産

増

減

計

算

書

（事業収益）
・休園及び入園制限による販売収益減

（その他収益）
・指定管理事業規模増等による指定管理料増

（事業費）
・委託費等増による増

（管理費）
・本社経費縮減による減

（正味財産期末残高）
・収益事業業績低迷による減

基本財産運用益

特定資産運用益

事業収益

その他収益

事業費

管理費
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団体名： (公財)東京動物園協会

B

　経営改革プランに掲げた目標のうち、戦略５「利用者サービスの質の向上」では、AIカメラを活用した「上野
動物園混雑マップ」や園の見どころを取得できるデジタルマップの公開、オンライン・QRコード決済による
キャッシュレス導入等、デジタルを活用した利用者サービスに資する取組を大きく前進させた。戦略１「固有公
益事業の継続的推進のための収益構造の改善」では、コロナ禍による臨時休園や入場制限等の影響により赤字決
算となったものの、駅・百貨店等も通じた商品販売は計画を上回る商品売上を達成したほか、通販の試行、人件
費の圧縮等、収支改善の取組を進めた。共通戦略による「５つのレス」等の取組も総体として着実に進め、その
他の戦略においても、一部で計画に及ばなかったものの、多様な教育プログラムをオンラインにより実施するな
ど着実に取組を進めており、総じて団体として一定の成果を上げている。
　引き続き、各種事業を積極的に推進していくとともに、収支改善を図りつつ、協会の有する学術的な知見も活
用した情報発信の充実等を図ることを期待する。

一次評価（所管局評価）

・政策連携団体活用戦略に掲げる「高度な飼育繁殖技術や国内外とのネットワークを活用し、持続可能な社会の実現や東京の魅力
向上に貢献する団体」に資する取組が着実に行われ、コロナ禍により積極的に集客を図ることができない状況においても「３年後
の到達目標」の達成に向けた取組を大きく前進させた。

具体的には、
・戦略①「固有公益事業の継続的推進のための収支構造の改善」では、新型コロナウイルスの影響を受け、収益事業の売上高は
2020年度をさらに12.9％下回る結果となり、2021年度は収益事業会計の公益事業会計への繰入は行えなかった。新型コロナウイル
ス感染拡大防止のための、合計４カ月以上にわたる長期休園と、再開園後の大幅な入場制限により、収益事業の売上高は2021年度
に引き続き大幅減収となったが、交通事業者や百貨店との交渉を進め、駅や百貨店等の新たな園外出店（27件）により約５千万円
を売り上げた。また、協会通販サイトでのジャイアントパンダ双子誕生記念商品等の販売に加え、オンラインショッピング「アマ
ゾン」での試行販売により約９百万円を売り上げた。さらに、アルバイト雇用抑制と嘱託員退職不補充等により、人件費を対前年
度比約30％を削減した。園外販売で年次計画を大幅に上回る売上をあげたほか、人件費圧縮に努めるなど、固有公益事業の継続的
推進のための収支構造の改善に向けた取組が進捗し、大きく前進した。

・戦略②「野生生物保全の一層の推進」では、多摩動物公園野生生物保全センターの機能強化に向けて、センターが担うべき目
標、体制や活動内容について検討した。また、東京動物園協会野生生物保全基金を活用した保全活動について助成対象を岐阜大学
のテーマ（希少鳥類）に決定し、３か年の保全活動計画を策定した上で計画的に調査研究を進め、動物園での繁殖に繋がる研究成
果を得ることができた。さらに都の新トキ舎計画への提言、繁殖した小笠原陸産貝類の公開など、野生生物保全の一層の推進に向
けた取組が着実に進捗した。

・戦略③「飼育展示の一層の充実」では、第２次都立動物園マスタープランに則り、上野、多摩、井の頭については飼育展示計画
案を作成し、リニューアルを予定している葛西については飼育展示計画基本方針案を作成した。また、日本動物園水族園協会への
協力、国際会議へのオンラインでの参加により、国内外の動物園・水族館とのネットワークを一層強化することで、飼育展示の一
層の充実を図る取組が着実に進捗した。

・戦略④「教育普及活動の一層の推進」では、教育普及センターが中心となり、各園を横断してオンライン技術や情報を共有し、
充実したオンラインプログラムを作成・発信した。
コロナ禍で臨時休園や感染対策を求められるなか、通常の教育プログラムの実施手法や内容を変更するなど、教育普及活動の一層
の推進に向けた取組が着実に進捗した。
なお、講演会や動画配信など、オンラインによる保全教育・環境教育に各園、取り組んだ一方、評価検証については未達であっ
た。評価検証を急ぎ進めるとともに、
それにより得られる知見等を参加者数や理解度の向上に資するよう活用することで、動物園としての啓発活動を推進していくこと
が重要である。

・戦略⑤「利用者サービスの質の向上」では、入場券のオンライン決済を４園に導入し、多摩、葛西、井の頭の３園に入場券のQR
コード決済を導入した。また、キャリア事業者と連携した５Ｇのモデル事業として、AIカメラを活用した「上野動物園混雑マッ
プ」を公開するなど、コロナ禍にあっても最新技術等を活用した利用者サービスの質の向上を図る取組が進捗し、大きく前進し
た。

・共通戦略については、概ね目標を達成した。

最終評価
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団体名：

戦略 1

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

○ネット販売チャネルの
調査・検討・試行
○園外での販売チャネル
（イベントや委託販売）
について調査・検討・試
行
○園外売上：30,000千円
○園内のケータリング
カー展開など外部事業者
の活用

・通信販売の新たなチャネルとして、アマ
ゾンでの試行販売を実施。発送等の人件費
をかけずに大量の注文に応じることができ
たが、手数料は割高となることが判明し
た。
・鉄道会社や百貨店への積極的な働きかけ
により、休園期間中にも多数の外部販売を
実施したが、開園しながら職員を動員する
ことは困難。
・キッチンカーの展開により、入場制限に
よる一部店舗の休止中もサービス低下は限
定的であった。

○有料ガイド、映像コン
テンツの有料化など新規
の収益確保策の検討・調
整
○新規事業の企画・試行

・パンダファンに人気の高い「シャンシャ
ン」を対象とした商品開発を行った。
・在庫・スペースを要せず、ネット上に公
開している写真のうちから好きなカットを
選び作成するカスタムフォトブックの販売
システムを構築した。

○売上目標：2,107,000千
円
○人件費の圧縮（アルバ
イト職員の削減や固有職
員の退職不補充等によ
り、収益事業部門の人件
費対前年度比△104百万
円）

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため
の、合計４カ月以上にわたる長期休園と、
再開園後の大幅な入場制限により、収益事
業の売上高は、同じく臨時休園等で大幅減
収となった2020年度をさらに12.9％下回る
結果となった。
・入場制限に伴う売上減に対応するため、
一部店舗を休止し、アルバイト雇用を抑制
するとともに、職員及び嘱託員退職不補充
等により、人件費を前年度比△32.4％削減
した。

団体自己評価

・2020年度に引き続き、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、東京都の指示により２度に渡る合計４カ月以上の長期の臨時休園
を行ったことや、６月の再開園時から当面の間は各園2,000人／日の厳格な入場制限を行なったことにより、４園合計の年間入園者数は
169万人に留まった。

・臨時休園や入場制限中の収益減を少しでもカバーするために、交通事業者や百貨店との交渉を積極的に進め、駅や百貨店の催事場等に
多くのポップアップショップ等を展開し、外部販売において５千万円以上の売上を上げることができた。

・通信販売においては、当協会通販サイト「Tokyo Zoo Shop」において、ジャイアントパンダ双子誕生記念商品等を多く販売した他、
新たな通販チャネルとしてアマゾンでの試行販売を実施し、９百万円近くの売上を上げることができた。また「Tokyo Zoo Shop」は、
よりユーザビリティを向上させるため、2022年４月のリニューアルに向けた準備を行った。

・ジャイアントパンダ「シャンシャン」の成長記録映像をまとめたDVDの発売や、ネット上に公開した多数の写真のうちから好きなカッ
トを選んで作成するカスタムフォトブックの販売に向けたシステム構築など、当協会制作広報室が撮影・記録した映像コンテンツを活用
した新たな商品展開に向けて、試行を進めることができた。

・入場制限による入園者数の大幅減の中、収支状況を改善するため、一部の店舗を休止し、アルバイト雇用を抑制するとともに、嘱託員
の退職に伴う補充を行わないことなどにより、人件費の大幅削減を図った。この結果、売上高は2020年度を下回ったものの、赤字幅は
圧縮することができた。（2020年度：△546,817千円→2021年度：△329,262千円）

有料ガイド、映
像コンテンツの
有料化など新規
収益確保策の検
討

・映像コンテンツ活用商品として、
①「上野動物園公式シャンシャン
ムービー」DVDを３月に発売、②
「上野動物園公式シャンシャンカス
タムフォトブック」のオンデマンド
販売システムを構築（シャンシャン
返還時期の延期にともない、発売は
2022年度へ延期）

・DVD及びカスタムフォトブックの販売
状況を踏まえ、映像コンテンツを活用し
た更なる事業展開を検討する。

収益事業の固定
費（人件費）の
圧縮

・収益事業売上実績：1,149,325千
円（対前年比△170,860千円）
・収益事業人件費：481,301千円
（対前年比△231,089千円）※うち
固定的経費である職員・嘱託員の人
件費を△108,439千円削減

・入園者数の回復状況に応じ、順次、休
止店舗を再開する。また、再開にあたっ
ては、人件費他の経費抑制の観点から、
最少人数での店舗運営が可能となるよ
う、メニューの絞り込みや作業工程の少
ないメニュー構成等の検討を実施する。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

商品販売チャネ
ルの強化

・アマゾンでの試行販売実績：６ア
イテム、1,153点、8,814千円（利益
額2,633千円）
・園外出店・委託販売等27件実施、
売上50,161千円（利益額8,109千
円）
・一部フードショップの休止にとも
ない、外部委託によるキッチンカー
を上野・多摩で展開
・通信販売サイトのリニューアル準
備を実施

・アマゾンにおける試行販売結果を検証
し、ネット販売におけるより有効な手法
について、検討・実施する。
・園内の店舗の再開状況を踏まえ、外部
での委託販売や、閑散期における外部出
店を実施する。

(公財)東京動物園協会

固有公益事業の継続的推進のための収支構造の改善

３年後
（2023年度）の

到達目標

①2023年度決算において黒字を確保し、
公益事業会計に10百万円の繰入れを実施

収益事業会計は赤字決算のため公益事業会計への通常の繰入れは行わず、GP保護
基金への協賛金収入およびドネーション商品売上高の一部のみ実施
目標①：商品販売チャネルの強化として、アマゾン試行販売と園外出店等27件を
実施
目標②：有料映像コンテンツとしてDVDやデジタルカスタムフォトブックの制作
を実施
目標③：臨時休園と入場制限により収益事業売上高は大幅減となったため、来園
者減対応として一部店舗を休止し、アルバイト雇用抑制や嘱託員退職不補充等の
対策により人件費を大幅に削減
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団体名：

戦略 2

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・第２次都立動物園マス
タープランに課題として
挙げられている「野生生
物保全センターを中心と
した調査・研究のコー
ディネイト」を推進する
ため、組織や所掌業務の
検討を行う。

野生生物保全センターでは第２次都立動物
園マスタープランに基づく飼育展示計画や
教育普及計画の取りまとめを行っている
が、その他にも遺伝資源の公正な活用の仕
方や、国内外の配偶子バンク等との協力体
制等、様々な視点に基づく検討が必要であ
る。

・公益財団としての独自
の保全事業を推進するた
めに、設定したテーマで
保全活動を行うパート
ナーとなる対象者を決定
し、固有事業としての保
全活動を開始する。
・３か年の保全活動計画
を策定。実績評価を行
い、年度末に第１次報告
書を作成する。

・３か年の継続した調査研究を計画的に進
めることで、飼育下の希少種繁殖に関する
データを収集・解析することができた。
・協会とパートナーがそれぞれの役割分担
のもと、連携を実施することにより、ライ
チョウとハシビロコウに関する飼育条件や
生態・生理の関係等、動物園での繁殖に繋
がる研究成果を得ることができた。

・ズーストック種124種の
計画推進ハンドブックに
ついて、作成・更新計画
を作成する。
・トキや小笠原陸産貝類
の普及啓発のため、一般
公開に向け取り組む。

・計画推進ハンドブックは飼育展示分科会
で進捗確認を実施することによって計画通
り実施することができた。
・トキ舎設計に係る要件等について提言に
あたっては、他施設の事例や多摩での飼育
経験を活用した。
・アナカタマイマイは多摩（６月）と葛西
（７月）、カタマイマイは井の頭（11月）
で公開を開始した。

第二次ズース
トック計画に基
づく希少種の繁
殖の推進

・ズーストック計画（都立動物園等
が進める飼育種保全計画）の対象種
について32種の計画推進ハンドブッ
クを作成した（124種の内62種完
了）。
・トキ公開に向けて都が進める新ト
キ舎計画に協力するとともに、環境
省トキ野生復帰検討会において動物
園の視点から提言を行った。また、
繁殖した小笠原産貝類を公開した。

・各園が連携して、2023年度にズース
トック種124種のハンドブックを完成さ
せる。
・ 都への情報提供や環境省との調整を
行い、都が進めるトキ舎実施計画に協力
するとともに、環境省へのトキ公開許可
申請を円滑に進める。

団体自己評価

・野生生物保全センターの業務と機能について、現状の分析や過去成果と課題を抽出・整理した。また、保全活動を取り巻く状況につい
て国内外の情報を収集した。検討は各園飼育展示課長等を中心として実施し、センターの機能強化に向けた方向性について討議した。飼
育展示計画や教育普及計画のみならず、遺伝資源の取扱や国内外の配偶子バンク等との協力体制等、取り入れるべき課題も明らかとなっ
た。

・野生生物保全基金については新たに設置した「東京動物園協会保全パートナー部門」に基づく助成を実施し、協会の定める独自テーマ
に基づき、法人独自の保全活動を開始することができた。ライチョウとハシビロコウについて性ホルモン含量を測定し、飼育条件（照明
時間または日長、気温）や産卵日等との関連を比較した。これらの結果を通じて、繁殖に適した飼育環境条件を明らかにすることができ
た。

・保全パートナーは学会発表や日本動物園水族館協会の関係者会議での報告、一般向けの学術雑誌での論文発表や講演会を通して活動の
成果や意義などを発表し、協会の保全活動に関する情報発信を実施し、本基金の意義をPRした。

・第二次ズーストック計画に基づく希少種124種の繁殖推進について、新たに32種計画推進ハンドブックを通り作成した（62種について
作成が完了した）。また、多摩動物公園でのトキの公開に向けて、東京都や環境省の検討に加わり、協力を実施した。環境省の保護増殖
事業の一環として、アナカタマイマイ（多摩・葛西）とカタマイマイ（井の頭）の公開を開始した。

・以上の施策を通じて、野生生物保全の一層の推進に向けて着実に取組みを進めた。

野生生物保全セ
ンターの機能強
化による保全事
業の新たな展開

野生生物保全センターについて、各
園飼育展示課長を中心とした会議に
より、センターの所掌業務や主要方
針、保全活動に関する国内外の現
状、過去の取組や成果、課題等につ
いて整理し、センターの機能強化に
向けて、センターが担うべき目標、
体制や活動内容、今後の予定につい
て検討を進めた。

・2021年度の検討を踏まえ、人員要求に
向け、必要となる人材、組織体制等、詳
細についての検討・準備を進める。
・調査・研究のスキームを確定するた
め、都立動物園を取り巻く国内外の状況
についてさらなる情報収集をおこない、
テーマ選定とスケジュール作成に向けて
取り組む。

野生生物保全基
金を活用した独
自の保全活動の
展開

東京動物園協会保全パートナー部門
の助成対象を岐阜大学の「希少鳥類
における域外保全の推進にむけた繁
殖生理生態の解明──ライチョウと
ハシビロコウを中心に」と決定し、
３か年の保全活動計画を策定。性ホ
ルモンの測定や飼育条件の関連等に
ついて研究を進めた。今年度の活動
実績を基に年度末に第１次報告書を
作成した。

・計画に沿って２年目の研究調査を実行
する。ライチョウでは性ホルモン濃度の
動態と採取した卵資料の卵殻厚や結晶構
造の分析から、卵質を上げることで孵化
率や生育率の向上を目指す。
・飼育下での繁殖が世界で僅か数例のハ
シビロコウについて、生理・生態の解明
や飼育環境を生息地に近づけるなど、繁
殖に専念できる環境作りを目指す。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

(公財)東京動物園協会

野生生物保全の一層の推進

３年後
（2023年度）の

到達目標

①野生生物保全センターがより充実した
機能を備え、協会主体の調査研究活動を
開始する（３件以上）。
②協会独自の保全テーマにより保全活動
を実施し、希少種の繁殖等の成果に繋げ
る。
③評価検証の結果を踏まえ、計画的な希
少種の繁殖を推進するとともに、飼育す
るズーストック種全ての計画推進ハンド
ブックを作成する。

目標①：野生生物保全センターの成果や課題について整理・分析し、人材や組織
体制等に関する検討を実施した。
目標②：協会が設定した保全テーマで活動するパートナーを決定し、固有事業と
しての保全活動を開始した。
目標③：ズーストック種の計画推進ハンドブック作成を計画通り進め、32種につ
いて新規作成した。また、都や環境省が進める希少種に関わる事業に積極的に協
力した。
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団体名：

戦略 3

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・第２次都立動物園マス
タープランに則り、各園
の基本方針（全体方針）
をもとに飼育展示計画・
基本方針を策定する。

作成にあたっては、保全、繁殖、展示効
果、普及啓発、動物福祉、飼育継続性な
ど、幅広い視点を考慮し、各展示エリアの
特徴を活かすとともに、総務部と各園の連
携を図りながら、第２次都立動物園マス
タープランに則った計画案を作成・提案し
た。

・日本動物園水族館協会
を通じた国内ネットワー
クの強化。
・国際会議へのweb等によ
る積極参加により、海外
ネットワークを強化。
・国内血統登録種のZIMS
による国際標準登録に協
力。

・2021年度の国際会議は全てオンライン開
催となったが、飼育担当者はウェブを介し
て国際会議に参加することにより、国際的
なネットワークを強化することができた。
・４園ともに国際動物園情報管理システム
（ZIMS）や日本動物園水族館協会に定期的
に個体データを登録・提供し、情報の共有
によって希少種の繁殖計画推進に貢献し
た。

・飼育系職員に動物福祉
に関する研修を受講させ
る。
・日本動物園水族館協会
が作成したチェックシー
トを活用し、動物福祉に
関する自己評価を実施す
る。

・動物福祉自己学習については、日本動物
園水族館協会が利用する、国際NGOが開発
した基礎プログラムを採用したが、さらに
専門的な内容を希望する声もあった。
・エンリッチメント導入に向けて上野動物
園の飼育研究会等で事例発表や討議を行
い、開発されたエンリッチメントハンド
ブックを全園で共有し、動物福祉向上への
取組を開始した。今後、積極的な登録や各
園での活用等、さらなる深化が必要であ
る。

動物福祉の推進

・動物福祉に関するオンラインプロ
グラムを活用し、飼育系職員対象の
自己学習を実施した。
・上野動物園発案のエンリッチメン
トハンドブックをグループウェアで
共有して活用する取組を開始した。
・日本動物園水族館協会が作成する
チェックシートは年度内に完成され
なかったため、自己評価は2022年度
に実施予定。

・動物福祉自己学習プログラムについ
て、動物園としての専門的な視点から応
用的内容について調査を行う。
・エンリッチメントハンドブックに事例
を追加して内容の充実を図り、様々な動
物種におけるエンリッチメント導入に役
立てる。
・動物福祉向上のために、日本動物園水
族館協会が2022年度に発表するチェック
シートを活用し、自己評価を実施する。

団体自己評価

・第２次都立動物園マスタープランに基づく飼育展示計画の策定は、各園の基本方針に則り、動物種選定シートを用いて多様な視点（保
全・繁殖、展示効果、普及啓発、動物福祉、飼育継続性等）から展示種を選定して作成し、東京都に提出した。

・日本動物園水族館協会の保全事業には、協会職員が各種担当者として協力し、繁殖計画の調整や血統管理事務を計画通り実施し、協会
としての貢献を果たした。国際会議にはオンラインでの参加となったが、積極的に会議に参加し、動物園や水族館とのネットワークの強
化に努めた。

・動物福祉の推進については、飼育系職員への動物福祉に関する自己学習を実施するとともに、エンリッチメントハンドブックを協会内
グループウェアで情報共有し、活用する取組を開始した。

・動物福祉に関する自己評価については、日本動物園水族館協会が2022年度に発表するチェックシートを活用して実施する。

第２次都立動物
園マスタープラ
ンに基づく飼育
展示計画の策定

各園の基本方針とともに、上野、多
摩、井の頭における飼育展示計画
（飼育動物種に関する計画）の案を
作成した。葛西臨海水族園について
は基本方針案を作成した（葛西の飼
育展示計画については、都が今後進
めるリニューアルプランに沿って作
成予定）。

第２次都立動物園マスタープランが目指
す動物園を実現するために、中長期的な
視点から、保全、繁殖、展示効果、普及
啓発、動物福祉、飼育継続性など、さま
ざまな角度から動物種を選定し、各エリ
アの計画案について引き続き東京都と調
整を図る。

国内外動物園・
水族館とのネッ
トワークの一層
の強化

・日本動物園水族館協会の計画管理
者や専門技術員として協会職員が繁
殖計画の調整や血統管理事務を実施
した。
・世界動物園水族館協会や東南アジ
ア動物園水族館協会の会議、大型類
人猿ワークショップに19名の職員が
参加した。
・国際動物園情報管理システム
（ZIMS）を活用し、飼育個体情報の
登録を実施した。

・日本動物園水族館協会を通じた国内
ネットワークの連携を活かし、希少種の
域外保全事業を継続して実施する。
・国際会議へ積極的に参加するととも
に、Web等を活用した交流を推進し、海
外ネットワークを強化する。
・国際動物園情報管理システム（ZIMS）
による国際標準登録を継続して実施す
る。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

(公財)東京動物園協会

飼育展示の一層の充実

３年後
（2023年度）の

到達目標

①各園毎の飼育展示計画を策定し、計画
に沿った飼育展示を行う。
②日本動物園水族館協会のJCP（動物収集
計画）における希少種の計画管理者等と
して、域外保全のネットワークを強化す
る。
③動物福祉ポリシーを策定した上で、動
物福祉の自己評価を行い、必要な施設改
善等の実施を図る。

目標①：各園の基本方針を基に上野、多摩、井の頭について保全や繁殖、展示効
果、普及啓発、動物福祉、飼育展示継続性等の視点から飼育展示計画案を作成し
た。
目標②：日本動物園水族館協会の保全事業に協力。国際会議はオンライン参加を
通じて海外ネットワークの強化に努めた。国際的な動物情報登録システムへの登
録を進めた。
目標③：動物福祉のオンライン自己学習を飼育職員を対象に実施した。動物福祉
自己評価は日本動物園水族館協会によるチェックシートが未完成であったため、
2022年度に実施する。
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団体名：

戦略 4

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・オンラインプログラム
実施計画の策定。コンテ
ンツ作成技術等の研修の
開催。年度プログラムの
実施(試行)。

・各種講演会や開園記念ライブ配信、幼
児・小学生向け体験型プログラム、学校団
体向け遠隔授業、教員対象セミナー、特設
展のバーチャルツアー配信、友の会会員向
けプログラム等、様々なオンライン手法を
取り入れ、プログラムを実施した。
・各園、職員のオンライン技術の向上やノ
ウハウの蓄積により、より魅力的なプログ
ラムを提供することができた。
・参加者側の慣れも見られ、チャット等を
利用した質疑応答が活発になり、オンライ
ンではあるが双方向性の高いプログラムを
実施できた。

・ラベル統一への各園の
問題点の検証と共有。
ワーキンググループを置
き完了までのプロセスの
計画策定。現行の普及啓
発ラベルの評価検証。

・種ラベルは園によって種名と亜種名を併
記している場合と亜種名のみを示している
場合もあり、ワーキンググループで表記の
統一の方向性を決定した。
・分類や学名の変更がサインに反映され
ず、同じ生物が園により違う表記になって
いたこともあった。
・種ラベルの情報の元になっているアニマ
ルインベントリー（飼育種リスト）も同様
に各園でフォーマットが異なっている。動
物名や学名等の情報に関する典拠資料は決
められているが、例外として資料とは別の
情報が採用され、その根拠があいまいに
なっている種もある。

・現行解説等の評価検
証。保全教育・環境教育
の研修。ワーキンググ
ループによる推進計画策
定。

・コロナ禍で対面企画の多くが中止となっ
たが、オンラインによる講演会や解説プロ
グラム及び解説動画の他、特設展や園内サ
インによる保全教育や環境教育を各園で充
実させた。
・野生生物の普及啓発や保全教育のために
開設した東京Zoovie YouTubeチャンネルで
は動画の充実を図り、ズーストック種等を
職員が解説する「とっておきトーク」37点
を追加。葛西では都レッドリスト種を紹介
する「東京の生き物たちの今」をシリーズ
配信した。
・以上の取組は概ね好評だったが、評価検
証を進める必要がある。

地球環境保全に
関する普及啓発
活動の推進

・過去３年間に実施したガイドや講
演、展示解説等、保全教育・環境教
育に係るプログラムを抽出し、整理
を進めた。
・保全教育・環境教育プログラムに
ついて、都立動物園マスタープラン
の20の取組、SDGsの各目標に沿って
整理した。
・保全教育・環境教育につながる教
育普及計画を策定した。

・保全教育・環境教育に係るプログラム
の抽出結果にもとづき、再開する対面で
の教育プログラムを含め、今後評価検証
を実施する。
・ポストコロナ、ウィズコロナ時代に
合った実施形式の保全教育プログラムの
強化を進める。
・都立動物園の保全教育・環境教育のプ
ログラムとSDGsにおける17の目標との関
係性を整理したうえで、今後都立動物園
が取り組むべき啓発活動について推進計
画を策定する。

団体自己評価

・各種講演会や開園記念ライブ配信、幼児・小学生向け体験型プログラム、学校団体向け遠隔授業、教員対象セミナー、特設展のバー
チャルツアー配信、友の会会員向けプログラム等、様々な手法を取り入れ、オンラインプログラムに取り組んだ。上野開園140周年記念
講演会（最大時810名）、葛西ペンギン講演会（310名）などオンラインのメリットである大人数を対象にしたプログラムや、オンライ
ンでも対話や体験を重視した教員対象セミナー（12回開催、153名）など、オンラインの特徴を生かす工夫に取り組んだ。

・各園で行ったオンラインプログラムを分類しデータベース化することで、翌年度以降のプログラム実施計画策定の基礎資料とすること
ができた。

・４園全体でオンライン技術の向上を図れるよう、園を横断して情報や技術を共有するツールや機会を設けたことで、全体的にオンライ
ンプログラムの質が上がった。

・各園の「種ラベル」と「情報ラベル」の現状把握をすすめた。「種ラベル」については園間の相違点を明らかにし、情報の統一に向け
ての方向性を確認した。「種ラベル」の統一作業の技術的な検討を始めた。

・「情報ラベル」は園全体の現状把握を継続し、エリアごとの改修を各園で進めた。井の頭自然文化園水生物館では改修後にサインの利
用状況調査を実施した。

・飼育種リストであるアニマルインベントリーの情報について、統一化に向けて、課題を抽出した。

・「水辺の保全講演会」や「小笠原世界自然遺産登録10周年記念講演会」等、各園が連携した講演会、ズーストック種や東京都レッドリ
スト掲載種を紹介する動画シリーズの配信等、オンラインによる保全教育・環境教育プログラムの実施例を充実させた。2021年より葛
西は全プログラムで保全に関連したメッセージを発信する「いきもののミカタ」プロジェクトを開始した。

オンライン等に
よる教育活動／
情報発信の強化

・４半期に一度開催する教育普及分
科会において教育普及センターが各
園のオンラインプログラム実施予定
と状況を把握し、各園が計画を実施
した。
・コンテンツ作成技術の向上を図る
ため、社内グループウェアで情報を
共有した。また、オンラインプログ
ラムを実施する園に他園の職員が出
張し、ノウハウを学ぶ機会を設け
た。

・事例の整理分類に基づき、オンライン
と対面、それぞれの利点を考慮し、オン
ラインを効果的に取り入れた教育活動を
推進する。
・オンラインプログラムを円滑に行う上
で必要となる機材等について園間で情報
共有を図り、機材の扱い方についても学
ぶ機会を設け、より質の高いプログラム
実施の体制を整える。
・オンラインの強味を活かし、参加者の
満足度3.5以上（４段階評価）を目指
す。

教育普及のため
の展示解説ツー
ルの充実

・動物展示の前に設置し、動物名・
学名・分布等を示す「種ラベル」は
各園の方針で作成されており、表記
や内容が統一されていない。現状を
整理し、統一の方向性を検討した。
・展示種を詳しく紹介する「情報ラ
ベル」についても現況を把握するた
めに、昨年度の上野動物園に続き、
多摩動物公園の調査を開始した。

・各園が種ラベルに載せる情報のうち、
４園で統一する項目の細部を決定する。
・現状のサインの素材や制作過程を整理
し、修正可能な園内エリアや特定の種か
ら種ラベルの表記の統一作業に着手す
る。
・アニマルインベントリーの情報を園間
ですり合わせ、今後の修正方法を検討す
る。
・引き続き各園の詳細なサインの現況調
査や利用状況のヒアリングを実施し、課
題を洗い出す。今後、評価や改修のケー
ススタディに取り組む。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

(公財)東京動物園協会

教育普及活動の一層の推進

３年後
（2023年度）の

到達目標

①内容の充実したオンラインによるプロ
グラムを作成・発信し、参加者の満足度
3.5以上（４段階評価）を目指す。
②種ラベルの統一化を実施するととも
に、保全・環境教育を強化し、来園者の
理解度を向上させる。
③来園者に環境を守るための行動を促す
コンテンツの強化を図り、参加者数や理
解度の前年度比向上を目指す。

コロナ禍で臨時休園や感染対策を求められるなか、通常の教育プログラムの実施
手法や内容を変更し、教育普及活動を推進した。
目標①：対象やテーマに沿って様々な方法を用い、生物の魅力を伝え学びを提供
するために、オンラインの強みを生かした多様なプログラムを実施した。
目標②：来園者への情報提供の基本である種ラベルについて４園の現状を調査
し、課題を洗い出し、種ラベルとして適切な記載内容の方向性を決めた。
目標③：講演会や動画配信など、オンラインによる保全教育・環境教育に各園、
取り組んだ。
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団体名：

戦略 5

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・４園での入場券のオン
ライン決済を導入する。
・需要に合わせたキャッ
シュレス決済拡充の検
討。

・オンラインチケットについては昨年度か
ら継続して都と調整しながら準備を進め、
2020東京大会開催前の７月に導入。
・QRコード決済については、上野動物園に
先行導入した際のノウハウを多摩、葛西、
井の頭の３園に水平展開し、多摩・葛西は
6月、井の頭は７月に導入。
・電子マネー決済については、上野、多
摩、葛西において３月下旬の再開園時に運
用を開始。
・キャッシュレス決済による入場券購入は
上野で総額約１億４千５百万円に対して約
９千百万円と60%を超え、利用増への対応
を進める必要がある。

・2020年度に策定した事
業計画に基づき、５G等を
活用した実証実験を進め
るなど、新たな来園者
サービスを実施する。

・上野動物園混雑マップについてはキャリ
ア事業者と連携しながら準備を進め、ウィ
ズコロナを見据えたサービスとして再開園
時に導入。
・リアルタイムな混雑情報の発信について
は、繁忙期にはSNS等、他の手段も活用し
て来園者サービスを補った。
・動物を画像認識し、解説情報を提供する
スマートフォン用アプリケーションの試作
品を開発し、利用者による効果検証を実
施、それに基づいて次年度以降の計画案を
作成。

・前年度の準備に基づき
新たな施策を実施すると
ともに、外部有識者の意
見を取り入れながら新た
なターゲットを設定し、
サービス向上策の準備を
進める。

・飼育、事務、営業、施設等の職種の職員
で構成される「サービス向上委員会」で
は、参加者同士の対等な議論の土壌作りを
進め、自由な発想のもと、多様な施策の検
討を進めることができた。
・動物園の魅力やサービス向上と事業への
理解醸成に向けて、サービス向上委員会で
各園の特性に応じたリピーターを新規ター
ゲットに設定して検討を行った。

外部の知見を活
用したサービス
向上のための新
たな取組

・若手職員を中心とした「サービス
向上委員会」では外部の知見も活用
し、以下の取組を実施した。
・タッチレスで動物園の見どころを
取得できるデジタルマップを公開。
統一感をもったインスタグラム運用
のための体制構築。入園時の消毒
マットに動物園らしいデザインを導
入。各園の特性に応じた新規ター
ゲットの設定等。

・各園の特性に応じたリピーター向けの
施策を継続検討し、次年度に向けてター
ゲット施策の全体像を作成する。

団体自己評価

・キャッシュレス・タッチレスの推進については、臨時休園によるスケジュール変更も生じたが、入場料のオンライン決済、QRコード決
済、電子マネー決済（交通系IC決済）を計画どおり、年度内に導入した。

・5G等の新たな技術を活用したサービスの展開については、コロナ禍にあっても来園者に資するサービスとして、上野動物園混雑マップ
の公開、及び都から受託した情報発信事業実証実験実施業務委託を円滑に実施した。

・外部の知見を活用したサービス向上のための新たな取組については、デジタルマップやインスタグラムの活用などDXを取り入れ、コロ
ナ禍にも配慮した施策を実施するとともに、動物園リピーターを新規ターゲットとして想定した検討を進めた。

・以上のとおり全ての個別取組事項において計画どおり実施し、コロナ禍に配慮しながら利用者サービスの質をはかることができた。

キャッシュレ
ス・タッチレス
の推進

・オンライン決済（オンラインチ
ケット）を４園に導入した。
・多摩、葛西、井の頭の３園にQR
コード決済を導入した（上野は2020
年度に導入済）。
・上野、多摩、葛西において券売機
に電子マネー決済（交通系IC決済）
を導入した（井の頭は券売機無
し）。

・需要動向に合わせて、キャッシュレス
決済手法の拡充を検討する。
・訪日外国人向けのオンラインチケット
サービス「THE TOKYO PASS」の導入を進
めるほか、キャッシュレス・タッチレス
を推進するためのさらなる施策について
調査を行う。

５G等の新たな
技術を活用した
サービスの展開

・キャリア事業者と連携した５Ｇ置
局のモデル事業として、AIカメラを
活用した上野動物園混雑マップを６
月４日に公式ホームページで公開し
た。
・都立動物園における５Ｇ等の先端
技術を活用した情報発信事業実証実
験実施業務委託を都より受託し、そ
の結果を都に報告した。

・上野動物園混雑マップについては混雑
表示箇所の追加をキャリア事業者と連携
して進めるとともに、他園での展開を検
討する。
・先端技術を活用したアプリケーション
の導入に向けて都と調整を進める。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

(公財)東京動物園協会

利用者サービスの質の向上

３年後
（2023年度）の

到達目標

①４園でのオンライン決済の導入及び全
ての入場門での各種キャッシュレス決済
導入完了。
②５G等の新技術を活用した利用者サービ
スや多様な事業部門での活用を検討し、
新たな施策を３件以上開始する。
③外部有識者の知見も取入れ、魅力向上
のための利用者サービスを毎年１件新た
に展開する。

目標①：オンライン決済入場券を計画通り４園に導入。QRコード決済を上野に引
き続き３園に導入。電子マネー決済（交通系IC決済）を導入。
目標②：AIカメラを活用した上野動物園混雑マップを公開。都から受託した５G
等を活用した情報発信事業としてスマートフォンアプリを試作し効果検証を実
施。
目標③：動物園の見どころを取得できるデジタルマップを公開。若手職員を中心
とした「サービス向上委員会」より、インスタグラム運用体制構築、入園時消毒
マット制作設置。また、新規ターゲット設定検討を実施。
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団体名： (公財)東京動物園協会

2021年度計画 2021年度実績 要因分析 対応方針

団体の規程等の改正により対応が可能
な手続等については、2021年度末まで
に規程等の改正を進め手続のデジタル
化を推進する。

協会内のどのような業務をデジタル化の
対象とするかについて各部署において洗
い出しを実施した。
これにより、現在、紙により申請を行っ
ている出張申請や休暇申請等の各種申請
手続、また、都民と協働する協会固有事
業として、ジャイアントパンダ保護サ
ポート基金、動物園サポーターについて
デジタル化を検討していくこととした。
※対応可能な手続３件を抽出。

デジタル化の対象となる業務の洗い出しの結
果、協会内の起案書類、各種申請書類等及び都
民との協働事業・基金事業の手続のデジタル化
の検討を進めていく。

引き続き、起案書類、協会内の各種申請書
類等の手続及び都民との協働事業・基金事
業のデジタル化の検討を進めていく。協会
内のデジタル化の実施にあたっては、多額
の費用がかかることが想定されるため、都
庁と調整しながら実施する。

団体の規程等の改正により対応が可能
な手続等については、2021年度末まで
に規程等の改正を進めはんこレス化を
推進する。

対応可能な手続１件中、１件のはんこレ
ス化を達成。
当該案件（多くの取引先とやりとりして
いる新商品開発関係書類）において年間
450件はんこレスを実施。

新商品開発書類については事業者と調整を行
い、関係書類のはんこレス化を完了させた。

引き続きはんこレスの取組を推進していく
が、今後は協会内部の休暇関係、福利厚生
関係、情報資産の取扱いに関する押印廃止
に取り組んでいく。

送信相手先都合により対応できないも
のを除き、原則社内からのFAX送信は禁
止とする。また、取引先等と調整を図
り、2021年度のFAX送受信件数を減少
させるとともに、受信の電子化を徹底
し、2021年度のFAX送受信件数を98％
減少させる（2019年度比)。

2021年度末までに、本社・各園ともにFAX
の電子メール化が完了した。
※2021年度目標600件
（2021年度実績7,502件/2019年度実績
30,000件）

相手がFAXで送付した場合であっても、メール
でPDFになって届き、また、動物園から注文等
のPDF添付メールを送信すると、相手方ではFAX
で受け取れるような電子FAXシステムの導入が
完了したことによる。

2021年度末までに、本社・各園ともにFAXの
電子メール化が完了した。

Web会議の更なる推進や、印刷時の２
アップ（１枚の紙に２枚分を印刷）の
推進などにより、本社において2021年
度のコピー用紙総使用量を40%減少させ
るとともに、全社では10%減少させる
（2019年度比）。

2021年度を通じ、2019年度（75.6万枚）
比40％減の目標値（45.4万枚）をさらに
21％上回る削減量（実績値35.9万枚）と
なっている。

総務部、各園ともに多くの会議をオンライン開
催にすることや両面印刷の徹底等により、ペー
パーレス化に取り組んだ効果による。

引き続きコピー用紙の使用量の削減に協会
全体で取り組んでいく。

テレワーク困難職場以外の職員は引き
続きテレワークを実施する（実施率
40％）。
※「実施件数／当月の勤務日数／テレ
ワーク勤務可能な職員数」により算出

全職員に対し可能な限りテレワークを実
施するよう働きかけてきたが、「飼育現
場や売店・レストランなどのテレワーク
困難職場（411名）」以外の職員（51名）
のテレワーク実施率は約20％となってい
る（年間ベース、延べ勤務日の概数
11,500日、延べテレワーク実施日の概数
2,400日）。

様々な機会を捉えテレワーク推進に努めてきた
が、飼育現場や売店・レストラン等以外の職場
についても各園における外部対応等が一定程度
必要となるため、テレワークの実施率は約20％
に留まっている。引き続き可能な限りのテレ
ワーク推進に努めていく。

全職員に対し、更なるテレワークの推進を
要請し、引き続き可能な限りのテレワーク
推進に努めていく。

テレワ―ク

ペーパーレス

はんこレス

FAXレス

共通戦略

取組事項

手続の
デジタル化

団体自己評価

・手続のデジタル化やペーパーレス、FAXレスなどの５つのレスについては、業務の効率化や来園者サービスの向上を推進に向け、これまで協会を上げ
て取り組んできた。

・令和３年度については、本社・各園ともにFAXの電子メール化を完了させ、FAXレスを実施するとともに、４園全てでオンラインチケットを導入し、来
園当日に入場券購入のために並ぶことなく、密を避けてスムーズに入園できるようにするなど来園者の利便性向上を図った。

・引き続き、本社と各園が連携を図りながら、手続のデジタル化や５つのレスの推進に向け取り組んでいく。

・キャッシュレス化への取組については計画を着実に進め、入場券のQRコード決済と電子マネー（交通系IC決済）の導入、および東京動物園協会野生生
物保全基金のオンライン寄付拡充を図った。今後もキャッシュレス技術と需要について引き続き調査・検討を進め、システムの改善による利便性の向上
と多様な寄付手段の活用に取り組む。

・タッチレスの取組として相談業務は感染状況に応じた電話受付を実施した。オンラインプログラムはTwitterやYouTube、Instagramなど、様々なICT媒
体を活用し、コロナ禍にあっても多くの方々に情報をお届けし、多様な教育普及活動を展開した。今後の効果検証によりさらなる改善を図る。

・テレワークについては、様々な機会を捉え推進に努めてきたが、飼育現場や売店・レストラン等以外の職場についても各園における外部対応等が一定
程度必要となるため、テレワークの実施率は約20％に留まる結果となっている。今後も全職員に対し、更なるテレワークの推進を要請し、可能な限りの
テレワーク推進に努めていく。

タッチレス

・相談業務については、引き続き現状
を維持していく。
・講習会等については、非接触型での
開催が可能なものについては引き続き
実施し、それ以外のものについては試
行・効果検証を行う。

・相談業務は現在、従来の対面方式と電
話受付を継続している。
・講習会等を含めたイベント等について
は、新型コロナウイルス感染症の状況を
見極めながら、非対面式のオンラインプ
ログラムを実施した。今後、効果検証を
行う。

・相談業務窓口は感染症対策のために一時閉鎖
したが、現在、来園者に対する対面方式と電話
受付を再開し、継続している。
・イベント等の非対面式対応として次のような
オンラインプログラムを実施した：教員対象セ
ミナー（12回開催、153名）、葛西の開園記念
ライブ配信（最大時283名）、井の頭開園記念
ライブ配信（最大時497名）、友の会の日オン
ライン（305組）、各園主催のオンライン講演
会、学校のための遠隔授業、特設展のバーチャ
ルツアー配信、等。
・今後事例を整理・分析して効果検証を行い、
オンラインプログラムの効果的な実施を図る。

・相談業務については、新型コロナウイル
ス感染症の状況を見極めながら、動物園と
しての問い合わせ対応を引き続き継続して
いく。
・実施したオンラインプログラムの事例を
整理・分析し、感染症状況への対応として
のみならず、より効果的な教育普及活動を
実施する。

キャッシュレス
キャッシュレス対応を継続して実施す
る。

・４園中、４園でオンライン決済（オン
ラインチケット）を導入した。
・多摩、葛西、井の頭の３園にQRコード
決済を導入した（上野は2020年度導入
済）。
・上野、多摩、葛西において券売機に電
子マネー決済（交通系IC決済）を導入し
た（井の頭は券売機無し）。
・東京動物園協会野生生物保全基金のオ
ンライン寄付は一昨年度導入したクレ
ジットカード決済に加え、本年度はスマ
ホアプリによる寄付を導入した。

・オンライン決済（オンラインチケット）およ
び、入園券購入時のQRコード決済、電子マネー
決済（交通系IC決済）を導入することにより、
コロナ禍におけるチケット購入のための対面の
やりとり、現金の取り扱い頻度を下げ、利便性
の向上に資するとともに、感染症対策としての
施策を推進した。
・東京動物園協会野生生物保全基金における寄
付手続のキャッシュレス化導入により、2021年
度におけるオンライン寄付金額は892,695円と
なった。

・キャッシュレス決済の需要動向に合わせ
て、決済手法の拡充を引き続き調査・検討
する。
・保全活動推進のための財源確保を目的と
して多様な寄付手段の活用を図る。
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【団体概要】

常勤役員数

常勤職員数

団体名 公益財団法人東京都公園協会

代表者 理事長　佐藤　伸朗 所管局 建設局

所在地 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1　東京都健康プラザハイジア9・10F 電話番号 03-3232-3011

基本財産
/資本金等

345百万円
都出資等割合
/都持株比率

14.5%
設立
年月日

昭和29年2月25日

設立
目的

　この法人は、東京のまちを花と緑で豊かにするとともに、公園と水辺を安全で快適に保ち、時代に先駆けた魅力の創出に挑戦

し、人々が安らぎとゆとり、生きる喜びを感じられる場を提供することを目的とする

主

な

事

業

１．都市緑化及び公園緑地等に関する普及啓発、利用促進及び防災機能の強化

２．東京都都市緑化基金の造成、管理及び運用

３．河川（土砂災害防止事業を含む）及び水辺環境に関する普及啓発、利用促進（観光振興に資する事業を含む）、施設管理及び

防災機能の強化

４．都立公園・庭園、霊園等における売店、駐車場等の管理運営

組

織

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 対前年度比

106.5%

3人 3人 3人 100.0%

611人 610人 615人 100.8%

都派遣職員数 55人 54人 53人 98.1%

都退職者数 36人 31人 33人

【財務情報】　　　　

公益財団法人東京都公園協会
（単位：千円）

令和元年度 令和２年度 令和３年度
対前年度
差引増減額

対前年度比
（％）

主な増減理由

当期経常増減額 492,902 ▲ 997,899 ▲ 125,565 872,334 －

経常収益 16,612,357 14,087,386 14,261,621 174,235 101.2%

2,247 2,248 2,249 1 100.0%

35,651 33,046 30,094 ▲ 2,952 91.1%

16,553,508 14,034,595 14,213,940 179,345 101.3%

20,951 17,497 15,338 ▲ 2,159 87.7%

経常費用 16,119,455 15,085,285 14,387,185 ▲ 698,100 95.4%

16,089,802 15,055,120 14,357,413 ▲ 697,707 95.4%

29,653 30,165 29,773 ▲ 392 98.7%

当期経常外増減額 ▲ 5,847 137,169 164,727 27,558 120.1%

経常外収益 -             138,259 209,383 71,124 151.4%

経常外費用 5,847 1,090 44,657 43,567 4097.0%

法人税等 49,486 ▲ 59,476 ▲ 16,290 43,186 －

当期一般正味財産増減額 437,569 ▲ 801,254 55,452 856,706 －

当期指定正味財産増減額 16,675 12,543 7,704 ▲ 4,839 61.4%

正味財産期末残高 7,729,908 6,941,197 7,004,353 63,156 100.9%

資産合計 11,011,398 10,591,209 10,538,478 ▲ 52,731 99.5%

流動資産 6,148,764 5,833,278 5,824,250 ▲ 9,028 99.8%

固定資産 4,862,634 4,757,931 4,714,228 ▲ 43,703 99.1%

344,638 344,642 344,646 4 100.0%

負債合計 3,281,490 3,650,011 3,534,125 ▲ 115,886 96.8%

流動負債 2,885,710 3,179,904 3,059,381 ▲ 120,523 96.2%

固定負債 395,780 470,108 474,744 4,636 101.0%

正味財産合計 7,729,908 6,941,197 7,004,353 63,156 100.9%

指定正味財産 2,919,993 2,932,536 2,940,240 7,704 100.3%

一般正味財産 4,809,915 4,008,661 4,064,114 55,453 101.4%

貸

借

対

照

表

（流動資産）
・都から入金される「前年度コロナ感染症拡大に起因する損
害等に係る経費の支払い」の未収金の増のため
・前年度より未払金が減ったこと等による年度末現金預金
の減のため

（固定資産）
・各種固定資産減価償却による減のため

（流動負債）
・前年度発生した庭園キャッシュレス設備投資分の未払金
の減のため

（固定負債）
・雇用調整助成金返納が５ヶ年となったことによる長期未払
金の増のため
・退職給付引当金の減のため

基本財産

区分

正

味

財

産

増

減

計

算

書

（事業収益）
・前年度に比べコロナの影響が小さかったことによる公園収
益事業収益の増のため
・前年度増額予算分の指定管理料の減のため

（事業費）
・前年度行ったブロック塀補修や庭園キャッシュレス設備の
導入が今年度は無かったことによる指定管理委託費の減の
ため

（経常外収益）
・「前年度コロナ感染症拡大に起因する損害等に係る経費
の支払い」に係る受取コロナ休業補償金の増のため

（経常外費用）
・東京労働局の誤算出に伴う前年度雇用調整助成金につい
ての返納があったことによる増のため

基本財産運用益

特定資産運用益

事業収益

その他収益

事業費

管理費
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団体名： (公財)東京都公園協会

B

　経営改革プランに掲げた目標のうち、戦略1「ニーズに応える公園運営」では、多様な団体と連携したイベン
ト等の積極的な開催、公園案内アプリにてウォークラリー等3密を回避したイベント配信、公園のサービス向上
に向けた具体的な事業案の策定のほか、公園への都民評価に係る指標としての「居心地の良さ指標」の設定を行
うなど、経営改革に向けた新たな取組を進めている。共通戦略による「5つのレス」等の取組も進め、その他の
戦略においても、イベント自粛等の影響もあるもののICT環境整備を行い超過勤務を大きく縮減したほか、新し
い日常に対応した収益事業として計画を上回るケータリング出店、収益・魅力向上に資する公園施設の新設・リ
ニューアルに向けた都との具体的協議を行っているなど、取組を着実に進めており、総じて団体として一定の成
果を上げている。
　引き続き、各種事業を積極的に推進していくとともに、収支改善の取組を継続しつつ、デジタル技術及び「居
心地の良さ指標」を活用した公園の魅力向上に資する取組を進めることを期待する。

最終評価

一次評価（所管局評価）

・政策連携団体活用戦略に掲げる「都のパートナーとして利用者に望まれる公園づくりを担うとともに、河川の安全・安心を確保
し、魅力向上に貢献する団体」に資する取組が着実に行われ、「３年後の到達目標」の達成に向けた取組を大きく推進させた。

具体的には、
・戦略①「ニーズに応える公園運営」では、各公園の「ニーズとポテンシャルの分析」に基づき、主要10公園で行う3つの具体的
改革案（占用許可等制限緩和、ドッグラン事業、スポーツ事業）をまとめた。また、７公園において協議会による地域の課題解決
につなげるイベント等を実施し、7公園において地域との交流を促す取組を進め、特に代々木と府中の森では2022年度の協議会発
足に発展させることで、地域と一体となったマネジメントを推進した。さらに、公園に対する都民の評価を測る調査を実施し、公
園協会独自の「居心地の良さ指数」を設定し、公園の魅力向上の取組を評価する仕組みを設計するなど、都民のニーズの変化を的
確に捉えた公園運営に係る取組について、都民の評価を図る新たな評価指標の設定と向上という3年後の目標達成に向け、着実に
進捗した。

・戦略②「さらなるDXの推進による組織力の向上」では、コロナの影響に伴う正味財産の減少等により、システム系の改修につい
ては未達となった。一方で、文書管理システムの導入により電子決裁率98%を達成、またスマートフォン導入により発災時や緊急
時の一斉連絡、各種アプリ等の活用などが可能となり、業務の効率化を推進した。また、DX推進に向け2021年にサーバーを最新ク
ラウド基盤へ移行し、コストを削減した。さらに、広報係を設置し、広報戦略を策定する等、デジタルツールを活用した広報の強
化を図った。イベント自粛や収益施設休業等の影響がある一方、超過勤務時間の約33%減（2019年度比較）を達成し、さらなるDX
の推進による組織力向上のための取組が着実に進捗した。DXの推進は、サービス水準や業務効率化の観点から重要であるため、3
年後の目標達成に向け、更に加速して対応できるよう期待する。

・戦略③「財政基盤の安定化と公益事業の継続的推進のための収益事業展開」では、2021年度は新型コロナウィルスの感染状況拡
大の影響により、経常利益が見込めなかった。しかし、次年度以降の収益事業改善に向けての取組を進め、代々木公園オリンピッ
ク記念宿舎跡地や潮風北エリアの活用についての都への提案、公募によるカフェ（日比谷・上野　計3店舗）の事業者決定等、収
益施設の新設に向け都と調整を行った。また、井の頭公園売店リニューアル計画の立案、葛西臨海公園売店リニューアルの実施設
計の完了により、収益向上に向けた取組を前進させた。さらに、イベント時など集客に併せたケータリング出店数の拡大（2019年
度比約140％）、テイクアウト商品の開発等、魅力的な収益事業の展開に向けた取組を行った。新規事業展開などによる収益向上
と既存の運営方法の見直しにより、財政基盤の安定化と公益事業の継続的推進のための収益事業展開の取組が着実に進捗した。

・共通戦略については、概ね目標を達成した。
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団体名：

戦略 1

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・地域社会の向上に貢献
するために、多様な主体
と協働し、公園長公園や
協議会を立ち上げた公園
を中心に地域のニーズや
課題解決について計画、
実施
・公園長公園等において
地域との交流や出会いを
促す取組を実施

・日比谷においては『日比谷の街の活性化
や魅力向上』という課題に対し、公園と周
辺地域の未来について意見交換を行った。
その他、砧、葛西、小金井、木場、浮間、
城北中央で、課題解決に向けて着実に前進
した
・小山内裏において、「いきいき交流の集
い」（地元11団体と地域住民1,210人参加）
を参加者主体で実施した。その他、青山、
代々木、汐入、神代、府中の森、高井戸に
おいて、地域との交流や出会いを促進する
催しを実施した

・右記アプリを使用し、3
密を避けながら楽しめる
ウォークラリー（葛西臨
海）、防災啓発のための
ウォークラリー（防災公
園グループ）を実施
・他公園への横展開や新
規取組の検討（ワーキン
グプレイス設置や歴史探
訪アプリ制作等）

・「TOKYO PARKS PLAY」（利用者数約3.6万
人）
イベント連携、健康増進、防災意識向上な
ど様々なコンテンツにより、好きな時に楽
しめるセルフガイド型の公園利用を促進
・横展開、新規取組
①ドローン動画視聴数（Twitter）神代「春
バラ」1.7万回、旧古河「秋バラ等」2.6万
回、浜離宮「庭散歩」1.4万回
④「わんだふるマナーキャンペーン」
犬と散歩する際のマナー向上のための取組
として、LINEを利用する参加方法を導入し
た（2か月間で約1,000人が参加）

・調査の実施、評価指標
の設定

・来園頻度7段階、利用の多様性19項目、快
適性18項目、満足度5段階の要素を用いて、
協会独自に偏差値による居心地の良さ指数
の算出方法を考案
・算出方法については、統計学の有識者に
意見聴取
・算出した居心地の良さ指数（例）
日比谷 59…頻度44、多様性56、快適性62、
満足度59

団体自己評価

各個別取組事項の推進により、ニーズの変化を捉えながら、公園の魅力を向上させる取組を前進させた。
◆公園利用の変化を見据えた都への公園の改革案の提言
ニーズ・ポテンシャル分析を元に、公園をより魅力的にする改革案について検討し、占用許可制限の緩和、ドッグラン、ストリートスポーツの3
つのアイデアに絞り、民間事業者へのヒアリングや事例研究を経て、提言案作成が進んだ。
◆地域と一体となったマネジメントの推進
・7公園において協議会による地域の課題解決の取組を着実に推進した。
①日比谷：近隣企業18社参加の「パークミーティング」
②葛西：地元と共催「SDGs啓発イベント」
③小金井：近隣13団体と連携「コスモスまつり」
④木場：NPO法人等との連携「こどものにわ事業」推進
⑤浮間：近隣10団体と「コミュニティーガーデン」整備
⑥城北中央：ボランティア等4団体連携のイベント実施
⑦砧：福祉団体や近隣町会等と連携したインクルーシブ遊具広場運営
・7公園で地域との交流を促す取組を進め、代々木と府中の森では2022年度の協議会発足に発展
①小山内裏：地元11団体との地域住民の活動の場づくり
②青山：近隣保育園等3団体との「トイレ魅力UPプロジェクト」
③代々木：スポーツ事業者等4団体との「青空フィットネス」
④汐入：地元こども園やボランティアとの「ハーブガーデンづくり」
⑤神代：地元団体との「森の地図スタンプラリー」
⑥府中の森：福祉団体等10団体とのインクルーシブ遊具広場イベント
⑦高井戸：公園利用者との「青空会議」
◆「新しい日常」における新たな使い方の提供
「TOKYO PARKS PLAY」により密にならない楽しみ方を提供した。
◆公園に対する都民の評価を測る調査の設計・実施
独自の「居心地の良さ指数」を設定し、公園の魅力向上の取組を評価することができるようになった。

公園に対する都
民の評価を測る
調査の設計・実
施

・ニーズ・ポテンシャル分析
①2020年度調査結果の分析を実施
（調査対象20公園）
②2021年度ニーズ調査を実施
・評価指標の設定
①公園ごとに「居心地の良さ」を表
す指標を設定
②指標をもとに「居心地の良さ」調
査を実施し、公園ごとに指数を算出
（調査対象20公園）

・算出した「居心地の良さ」指数の年
度比較を実施し、利用者ニーズに応え
る公園運営ができているかどうかを検
証する
・分析結果を公園運営の取組に活か
し、誰もが快適に過ごせるように適切
な管理やおもてなしを行い、翌年度の
「居心地の良さ指数」の向上を図る

地域と一体と
なったマネジメ
ントの推進

・7公園でイベント等を実施
①近隣企業18社と「日比谷パーク
ミーティング」
②近隣13団体と小金井「コスモスま
つり」
③近隣10団体と浮間「チーム
UkiUki」等全７公園
・7公園で地域との交流を促す取組
実施
 スポーツ事業者等と協力し代々木
「青空フィットネスイベント」等全
7公園

・葛西において「SDGsを理解し行動を
促す」をテーマに、地元と協力してイ
ベントを開催するなど、2021年度の7
公園に新たに代々木、府中の森を加え
9公園で地域の課題解決のための活動
を実施予定
・青山において、パークミーティング
参加者を近隣の学校関係者や自治体ま
で拡大し、環境改善に対する取組を実
施する。その他、新たに光が丘等4公
園を加え、全11公園で地域の交流を促
す取組を引き続き実施予定

「新しい日常」
における新たな
使い方の提供

・当協会公式アプリ「TOKYO PARKS
PLAY」
防災ウォークラリー、日比谷公園歴
史ミステリーなど通算8本のコンテ
ンツをリリース
・横展開、新規取組
①ドローン撮影・公開②「ワーキン
グプレイス」設置③9庭園他「カメ
ラカウンター」導入④民間事業者と
「わんだふるマナーキャンペーン」
18公園で実施

・「TOKYO PARKS PLAY」アプリのアン
ケート調査による効果測定を行いクオ
リティを向上させる
・横展開、新規取組
①撮影済みドローン動画の有効活用
②「ワーキングプレイス」継続して効
果検証
④「わんだふるマナーキャンペーン」
集合イベントを砧等11公園で企画し更
なる発展に繋げる

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

公園利用の変化
を見据えた都へ
の公園の改革案
提言

・引き続き事業スキームの検討を進め
提言を実施
①②③規制緩和が必要な条例・規則の
抽出
②③費用対効果の検証及び誘致する企
業、資金調達方法の検討
③スケ－トボード施設設置にあたり、
安全管理及び近隣住環境への配慮につ
いて、有識者の意見を踏まえた検討
・2022年度に都へ提言を行い、2023年
度実現に向けて具体的に調整

・既存の規制緩和エリア拡大などの検討を
行った
①占用許可制限の緩和
庭園など一部にしか許可されていないユ
ニークベニューの対象を一般公園まで拡
大、楽市楽座で常設の地産マルシェの占用
許可、葛西臨海公園中央園路での占用許可
②ドックラン有料化
ドッグラン事業者5団体へヒアリング行い、
候補公園の選定（代々木、駒沢）
事業スキームの構築、事業案をまとめた
③スポーツ事業
パートナー事業者の開拓や占用方法を検討
（駒沢、光が丘、葛西、舎人、水元、秋留
台）

・10公園で行う3つの具体的改革案
をまとめた
①占用許可等制限の緩和：ユニーク
ベニュー等、候補公園ごとの事業ス
キーム検討
②ドッグラン事業：利用登録の有料
化による施設運営とサービスの向上
を検討
③スポーツ事業：全41公園を対象に
スケ－トボード施設設置候補公園を
調査し、駒沢等6公園について検討

・ニーズとポテンシャル
の分析に基づき、規制緩
和による賑わい創出や、
雨や暑さを避ける休憩所
やキッズスペースの設置
といったサービス向上に
ついて、主要10公園を中
心に具体的改革案を検討

(公財)東京都公園協会

ニーズに応える公園運営

3年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
・新規来園者の掘起しやリピーターの拡
充など公園の利用促進を引き続き図って
いくとともに、ニーズが更に多様化する
新しい日常下において、2021年度に公園
の分類毎に都民の評価を測る新たな評価
指標の設定を行い、2023年度に向け、向
上させていくことを目標とする。

・タイプ別に20公園のニーズ調査を実施し、コロナで変化したニーズを踏まえた
東京都への改革案提言を行うため、課題抽出及び関連企業へのヒアリングを行っ
た
・地域の課題解決のための協議会等を開催した。また、協議会等の整っていない
地域においては、交流を促すためのイベントを開催した
・TOKYO PARKS PLAYやLINEアプリを利用した新たな公園の使い方を提供した
・公園の評価指標として新たに「居心地の良さ指数」を設定した
以上の取組によりニーズに応える公園運営を前進させた

経営改革目標
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団体名：

戦略 2

実績
(2021年度末時点)及

び要因分析

2021年度計画 要因分析

・文書管理システムの完全
稼働（電子決裁率95％）
・文書管理システムと台帳
管理システムを連携実現
・文書管理システムと人事
システム、POSシステム及び
財務会計システムとの連携
に向けた調整

・文書管理システムの導入により決裁のため
の現場から本社への出張が不要となり、業務
効率化が進んだ
・コロナの影響に伴う正味財産の減少及び電
子帳簿保存法等への対応のため、財務会計シ
ステムを除きシステム系の改修を延期

・DXの推進に向けた新規
サーバの導入
・社内ネットワークの改善
によるテレワーク環境の改
善
・リモート会議やテレワー
ク等を円滑に行うためのPC
のバージョンアップ（230/
全760台）を実施
・スマートフォン300台を導
入

・サーバー移行によりデータセンター使用料
を165万円（△12.7％）削減
・無線LAN環境拡充により、社内会議や打ち
合わせ等、PCを持ち歩くことでペーパーレス
化を促進
・スマホを導入したことにより、固定電話の
利用頻度を下げ、お客様からの電話が繋がり
やすくなるとともに、社内間の情報共有が速
やかに行えるようになった

・積極的広報展開のための
組織体制の確立及び広報戦
略の策定
・動画配信に関する社内
ルールの策定

広報戦略策定（2022～2024年度の3か年計
画）
・新たな広報体制の整備、広報力強化、認知
度向上によるブランド確立を目指す広報戦略
を策定し、活動内容を決定
・動画配信に関する社内ルール策定
・動画作成から配信までスムーズな運用を行
うために、動画配信に関するガイドラインを
策定し、作成意図並びに禁止事項等を明確化
した

・建設局3団体による情報交
換会の設置
・デジタル化推進等に係る
情報交換会の実施（年2回）

・3団体間で事業や組織体制の違いを超え
て、デジタル化やお客様サービス向上等に関
する情報交換を行った
・当協会のホームページ「公園へ行こう」の
利便性が向上した
・戦略１で取り組んだ神代植物公園のドロー
ン映像を放映し、閉園期間中も最盛期のバラ
園をお楽しみいただけた
・東京動物園協会と連携することができた

デジタルツール
を活用した広報
の強化・サービ
スの拡充

・「お客様係」を廃止し、新たに「広
報係」を設置
・「広報体制の整備」「広報力の強
化」「認知度向上」「わかりやすいHP
の構築」を柱とした広報戦略を策定
・動画配信に関する社内ルールを策定

広報戦略策定
・広報力強化や認知度向上に向け、メディ
アとの関係構築、情報発信ツールの有効活
用等を推進。なお、事業に関する広報と協
会の認知度向上については、切り分けて対
策を講じる
動画配信に関する社内ルール策定
・動画配信をとりまく社会状況を注視し、
必要に応じて改定していく

他団体との情報
交換会の設置、
開催（事務・事
業全般）

・情報交換会を9月、11月に開催し、
利用者サービス向上に向け連携するこ
とを確認
・当協会ホームページ「公園へ行こ
う」に東京都道路整備保全公社の近隣
駐車場と満空情報をリンク
・新宿西口広場のデジタルサイネージ
に当協会の映像を放映
・東動協と連携し上野公園売店でパン
ダのぬいぐるみなど商品30種を販売

・デジタル化推進やお客様サービス向上に
向けた情報交換を引き続き行う
・各団体のホームページでの連携につい
て、引き続き協議する

団体自己評価

個別取組事項の推進により組織力を向上させた
◆ICT基盤の強化に向けたシステム連携の整備
文書管理システムの完全稼働については達成
コロナの影響に伴う正味財産の減少により、文書管理と台帳管理のシステム連携を延期することとしたが、2022年1月からの電子帳簿保存法施行
及び2023年10月からの適格請求書等保存方式適用があるため、IT業界の製品対応状況を踏まえながら新たな財務会計システムについては開発を
実施する。
◆業務効率化に向けたIT環境・通信ツールの改善・強化
文書管理システムによる電子決裁の導入やPC更新による処理速度向上により、業務効率化を進める事が出来た。また、無線LAN環境の拡充により
社内会議にPCの持ち込みが可能となり、会議中に補足情報の提供やペーパーレスの推進を図ることができた。さらに、スマホ導入により、発災時
の被害状況画像や緊急連絡の一括送信が可能となったほか、3D地形アプリ、動画編集アプリなどの活用が可能となり、業務の効率化が図れた。
◆デジタルツールを活用した広報の強化・サービスの拡充
従前の広報体制を見直し、新たな広報戦略を策定したことでブランド確立に向け一歩前進した。これにより、職員一人ひとりが広報を意識し、同
じ目標に向かって戦略的に広報活動を行なうための道しるべができた。
◆他団体との情報交換会の設置、開催
道路整備保全公社との連携により、公園の近隣駐車場の満空情報を利用者に提供することができた。

ICT基盤の強化に
向けたシステム
連携の整備

・2021年4月、完全稼働、電子決裁率
98％実現
・文書管理システムと台帳管理システ
ムの連携延期
・システム連携の最適化に向けて、文
書・人事・POS・財務会計でデータ連
携について検討

・財務会計システムについては、2022年1
月からの電子帳簿保存法施行及び2023年10
月からの適格請求書等保存方式（消費税イ
ンボイス制度）適用の詳細、IT業界の製品
対応を待ってシステム開発を実施する

業務効率化に向
けたIT環境・通
信ツールの改
善・強化

・2021年10月にサーバーを最新クラウ
ド基盤へ移行
・無線LAN環境を拡充（160台接続可）
・PC全760台中2021年4月に230台をス
ペックが強化されたものに更新。更に
導入計画を前倒しし2022年3月に210台
を更新
・スマホ300台導入により、固定電話
回線のお客様利用優先化

・2022年度もリース期限を前倒し、220台
PCの更新を図る
・2023年3月霊園課のサーバー移行を実施
予定

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

(公財)東京都公園協会

さらなるDXの推進による組織力の向上

3年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
・2023年度の超過勤務時間8％減
＊2019年度比12,000時間減

【目標②】
・文書管理システムを中心として、台帳管
理、人事、POS、財務会計の主要4システム
を連携させる。

【目標③】
・公園緑地とそれに関係する多様な情報・
サービスを連結させた利便性の高いホーム
ページへの改修

目標①イベント自粛や収益施設休業等の影響がある一方、電子決裁や高スペックパソ
コンの導入による業務効率化等が貢献し、超過勤務時間が2019年度比較32.5％減
（44,688時間減）を達成
目標②コロナの影響に伴う正味財産の減少及び、電子インボイスに対するIT業界の製
品対応にあわせ、システム連携について再検討し、スケジュールを変更
目標③新たな広報戦略を策定するとともに、利便性の高いHPの制作に向けて建設局3団
体と意見交換を実施し、当協会ホームページに近隣駐車場と満空情報をリンク

159



団体名：

戦略 3

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・新規収益事業の提案を
国及び都と調整
・民間の飲食店事業者を
公募
・民間事業者による施設
設計

代々木公園
・オリンピック宿舎に隣接する見本園の活
用を含めて提案した
潮風公園
・常設売店にBBQ売店の機能を付加して仮
設運営することを承諾された
・2024年度BBQ売店本設置については都と
調整中
・カフェ3店舗（日比谷、上野2店舗）

・ニーズ・ポテンシャル
の分析に基づき、都民
サービス向上と収益向上
を狙いリニューアル計画
を立案

・井の頭公園ボート売店及び葛西臨海公園
売店以外は、コロナの影響に伴う正味財産
の減少により、財政安定化の目途が立つま
でリニューアル計画は延期

・イベント時など集客に
併せてケータリング出店
数を拡大（120%）
・BBQサイト数拡充、ナイ
ター利用について都に提
案
・コロナによって高まっ
た屋外での飲食やテイク
アウト等のニーズに応え
る新たな事業展開を検討

・ケータリングの出店計画を見直し、計画
を上回る成果を出すことができた
・BBQ場閉鎖4～9月、10月30日～利用人数1
サイト4名上限、12月～6名上限で再開され
たが、採算が合わない状況であった。ま
た、1月21日～3月末まで再閉鎖となった
・「東京やきもち」は13日間で約300万円
を売り上げた
・ファイヤーグリル2公園（舎人、小金
井）で貸し出し11月～1月で144台

・EV充電器を設置（2公園
15基）
・キャッシュレス機器を
設置（2駐車場2台）
・駐車場におけるフリー
Wi-Fiの設置（2駐車場）
・Webによる駐車場満空情
報の配信（2駐車場）

・EV充電器…環境局の計画変更及び世界的
な半導体供給不足により先送り
・キャッシュレス…潮風第一駐車場閉鎖中
のため先送り
・フリーWi-Fi …半導体供給不足による部
品欠品のため先送り
・Webによる満空情報…第二駐車場2022年2
月より配信開始、第一駐車場は閉鎖中のた
め先送り

新しい日常にお
ける魅力的な収
益事業展開

・ケータリング出店
1,669台→2,261台、対2019年度比
136％達成
・BBQサイトはコロナ禍により提案
を見合わせた
・新規商品として「東京やきもち」
の開発、3月19日より10店舗で販売
キャンペーン実施
・新サービスとして冬場のBBQ場で
焚火が気軽に楽しめるファイヤーグ
リルの貸出を実施

・ケータリング出店・販売状況を分析
し、各公園の客層や特徴に合わせた出店
を図る
・コロナによるバーベキュー広場利用禁
止・縮小が解除されるタイミングで、
BBQサイト拡充及びナイター利用につい
て、都へ新規提案ができるよう準備を進
める

未来を見据えた
サービス向上の
ための収益事業
展開

・EV充電器…設置先送り
・キャッシュレス…潮風第二駐車場
設置
・フリーWi-Fi…設置先送り
・Webによる満空情報…潮風第二駐
車場配信

・EV充電器…9公園67基について2022年
度契約締結、施工予定
・キャッシュレス…第一駐車場2022年5
月設置
・フリーWi-Fi…部品納品後設置予定
・Webによる満空情報…第一駐車場2022
年5月より配信

団体自己評価

コロナ禍及び半導体供給不足により事業が進められない状況の中、経費節減とサービス向上に努め、目標達成に向け前進する事ができ
た。
◆収益施設の新設による事業領域の拡大
代々木公園オリンピック記念宿舎跡地を活用して、代々木公園利用者が公園で過ごす時間が多様なものとなり、その収益が公益還元され
るスキームについて都へ提案し調整を重ねた。
潮風公園北エリアの活用については、雨天時もBBQを楽しんでいただける設備や、優雅にアウトドアを楽しめるグランピング設備の設置
等を都へ提案し協議を開始した。
上野恩賜公園及び日比谷公園の民間飲食店は、2022年度の開業に向けて公募により事業者を決定した。
◆施設のリニューアル及び新たな業務形態の展開による収益向上
「和モダン」をコンセプトに、20～40代のファミリーやカップルをターゲットにした店舗・商品を立案し、都によるボート桟橋工事に
併せてリニューアルが実施出来るよう準備した。
◆新しい日常における魅力的な収益事業展開
ケータリング出店数は、出店計画を見直しイベントに拠らず柔軟に対応することで、当初の目標を大きく上回って達成した。
BBQサイトの拡充は、コロナ禍で都への提案を見合わせた。
冬季でもBBQサイトで焚火を楽しんでいただけるよう、ファイヤーグリルの貸し出しを実施し、利用者へのサービス向上に取り組んだ。

収益施設の新設
による事業領域
の拡大

・代々木公園オリンピック記念宿舎
を活用した便益施設の創出を都に提
案
　①事業者と意見交換を実施
　②都と公益還元や見本園の利活用
について打合せ
・潮風北エリアを活用した施設の創
出を都に提案
　①BBQ売店活用について都と打合
せ
・カフェ3店舗を公募により事業者
決定（計画2店舗）

・代々木公園オリンピック記念宿舎
2022年度設計、2023年度工事・開業
・潮風公園北エリアBBQ
2022年度設計、2023年度工事、2024年度
開業
・上野恩賜公園カフェ運営
1店舗継続運営、1店舗工事開始、2022年
度中開業
・日比谷公園1店舗5月30日開業

施設のリニュー
アル及び新たな
業務形態の展開
による収益向上

・井の頭公園ボート売店リニューア
ル計画
「和モダン」をコンセプトに立案
都によるボート桟橋工事とのスケ
ジュール調整
売店建物屋上活用について都と調整
中
・葛西臨海公園売店リニューアル実
施設計完了

・井の頭ボート売店
2022年度は設計を進める
都のスケジュール変更に伴い開業時期が
1年延期となる
・葛西臨海公園売店
2022年12月工事開始、2023年3月開業予
定

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

(公財)東京都公園協会

財政基盤の安定化と公益事業の継続的推進のための収益事業展開

3年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
・新規事業の展開などによる収益向上と
既存の運営方法の見直しによる収支構造
の改善を図り、2023年度までに経常利益
三ヵ年合計10億円を目標とする。

緊急事態宣言等に伴う店舗閉鎖期間やイベント中止、商品販売制限などにより収
益は減少したが、コスト縮減など費用の圧縮により若干の利益（113,526円）を
計上できた。
2021年度280百万→0百万、次年度以降の収益向上に向け引き続き努力を重ねる。
2022年度330百万→400百万見込
2023年度390百万→600百万見込
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団体名： (公財)東京都公園協会

2021年度計画 2021年度実績 要因分析 対応方針

①協会規定等の改定により、デジタ
ル化の対応が可能な手続等について
は全件規程正を行う。

①なし

①調査の結果、全17件のうちデジタル化に
あたり協会規定の改定が必要な手続は「東
京都都市緑化基金助成金交付要綱」1件の
みであった。
規定の改定が不必要な16件については、
2022年3月までにデジタル化を実施済
2022年6月に開催する「東京都都市緑化基
金運用委員会」において協会規定を改正し
デジタル化の予定

・2023年度までに対都民等を対象とした
手続のうち70％以上のデジタル化を行
う。
・2022年度は、低公害低燃費駐車料割引
カード申請（約10,000件/年）、イベン
ト申込（約5,000件/年）、東京都緑化基
金助成金申請（約100件/年）の3件につ
いてデジタル化を行う。
・2023年度は70％の目標達成に向け残り
の手続をデジタル化する。

FAX送受信について、ペーパレスFAX
等の機能の導入を検討し、送信相手
先都合により対応できないものを除
き、2019年度のFAX送受信件数から
98%減少させる。(本社・2021年10月
対象・例外除く）

2021年10月に2019年度比で送受信数
98％減を達成
（約8,000件→約160件）

・事前に全社の各所管にFAX送受信状況の
調査を行い、使用状況と送受信先を確認。
電子メールへの切り替え、FAX機の廃止も
併せて推進

引き続き、FAXの送信数・受信数の削減
を継続していく（本社。例外を除く）

コピー用紙：2017年度比▲50％
使用枚数上限の目標3,388千枚（2017
年度使用枚数6,777千枚の▲50％）に
対し、実績3,307千枚で達成

・文書管理システムの導入（4月）、FAXレ
スの推進（10月～）、はんこレスによる押
印書類のデジタル化（4月～）等に取り組
みペーパーレスについて目標を達成

コピー用紙の使用量を引き続き削減し、
2023年3月までに本社において2018年度
同月比65％削減する。（例外を除く）
※（参考）2018年度本社年間使用枚数
2,481千枚

①発券機を導入するスペースのない
発着場においても、Airペイ等の導
入の検討を行う。
②全ての売店・飲食店及び駐車場
キャッシュレス化（全売店・飲食店
店舗及び観光バス専用と閉鎖中の駐
車場を除く全駐車場）についてはす
べてのキャッシュレス化を完了
③オンライン募金(Jcoin Pay)導入
完了

①水上バスの有人発着場（発券機の
あった両国・二天門に加えて竹芝・お
台場・葛西）5箇所すべてにキャッ
シュレス決済用端末（Airペイ）を導
入
②全ての売店・飲食店及び駐車場につ
いてはキャッシュレス化を完了済（観
光バス専用と閉鎖中の駐車場を除く）
③オンライン募金（Jcoin Pay）導入
完了済

キャッシュレス支払いに対する利用者ニー
ズに応え、金銭事故の発生リスクを低減

都の施策の対象となった都民利用施設に
ついては全施設対応済み

テレワーク可能な職員については月
40％※(実施対象時期は業務に応じ
て設定)
※「実施件数／当月の勤務日数／テ
レワーク勤務可能な職員数」により
算出

49％達成
※テレワーク推進強化期間（10日）を
対象
【456件/10日間/93人】

8月10日～8月23日（土日を除く）をテレ
ワーク推進強化期間に定め、全職員709名
中（2021年4月1日）現場職員を除く本社
185人のうち、テレワークが可能な対象者
93人、通算930日に対して、80人が延べ456
日のテレワークを実施し、目標を超えて達
成

新型コロナウィルス感染症拡大時等にお
ける都・国からのテレワーク実施要請
へ、都庁グループの一員として適切に対
応する

団体自己評価

5つのレス、テレワークのすべてにおいて目標を達成した
手続のデジタル化については、本年6月に目標を達成する見込みである
◆はんこレス
規定改定を行い、廃止できない例外を除き全て廃止する事ができた
◆FAXレス
送受信の98％減により、送信ミスによるリスクが軽減するとともに経費の削減ができた
◆キャッシュレス
庭園、植物園、スポーツ施設、水上バス、売店、飲食店、駐車場について、すべての箇所でキャッシュレス化したことにより、利用者の利便性
を高めることができた
◆テレワーク
インターネット環境の整備やPC更新を推進し、目標を大きく上回るテレワークを実施できた

テレワ―ク

ペーパーレス

キャッシュレス

タッチレス
有料ウェブ講座非接触型オンライン
プログラム開催の本格実施

緑と水の市民カレッジ12講座
バードウォッチング入門1月～4月、12
月～３月、樹木医と学ぼう！樹木点検
初級編1月～4月、江戸大名庭園のみど
ころと庭園技法（小石川）3月～9月、
ハスを楽しむ7月～9月、樹木医と学ぼ
う9月～3月、江戸大名庭園のみどころ
と庭園技法（六義）10月～3月、植物
園フォーラム10月、フラワーギフト11
月～３月、小石川後楽園の歴史と概要
2月、葉脈標本をつくろう！2月、江戸
の人たちが育てた桜草3月、東京都の
海上公園3月、園芸療法2月

集合リスクを回避しながら好きな時間に楽
しめる講座を複数提供し約300人が受講

・都立霊園使用者募集抽選会のオンライ
ン配信を継続して実施
・チャットボットによる霊園案内を継続
して実施
・東京都都市緑化基金のオンライン募金
を継続して実施

FAXレス

共通戦略

取組事項

手続の
デジタル化

はんこレス

①押印の定めのある手続について、
内容について見直しを行い、改正が
可能なものについては全規程改正を
行う。
②2021年4月からは試行運用の結果
を元に、財務会計システム等他シス
テムとのシステム連携に向けての調
整を完了させる。

①下記の押印を廃止できないもの（約
100件）を除き押印を廃止した
（ア）法令に定めがあるもの（イ）都
や区などの対外的な様式（ウ）都との
協定書等（エ）押印廃止によりコンプ
ライアンス確保が困難になるもの
（オ）表彰状
評議員選定委員会事務処理要領など、
押印の廃止にあたり規程改定を要する
ものは改定済
②システム連携については、当面、情
報収集に努める

①対外的に押印を求めていたものについて
は規程改定を行い、内部申請や簡易決裁に
ついては文書管理システム等を活用しては
んこレス化（要綱改正が可能な総数3件の
うち3件達成「監事監査規程」「評議員選
定委員会事務処理要領」「内部通報制度に
係る窓口の設置及び事務に関する要領」）
②コロナの影響に伴う正味財産の減少によ
り、財政安定化の目途が立つまで財務会計
システムを除き、システム系の改修を延期
財務会計システムについては、2022年1月
からの電子帳簿保存法施行及び2023年10月
からの適格請求書等保存方式（消費税イン
ボイス制度）適用の詳細、IT業界の製品対
応を待ってシステム開発を実施する

・当協会の規定等に基づく手続について
は、全て押印を廃止した。
・所管局の規定等に基づく手続について
は、一層の押印廃止を所管局と連携して
実施
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【団体概要】

常勤役員数

常勤職員数 455人 102.9%

都派遣職員数 31人 26人 24人 92.3%

都退職者数 149人 138人 126人 91.3%

設立
目的

　安全快適な道路環境の創出と駐車対策の推進等を通じて都市再生及び都市機能の維持増進に貢献する。

主

な

事

業

（１） 道路及び公有地に関する整備、施設管理及び普及啓発

（２） 駐車場に関する利用促進及び普及啓発

（３） 防災対応、道路環境の改善等、東京都等の道路行政の補完に資する事業

（４） その他この法人の目的を達成するために必要な事業

（５） 上記事業の推進に資するために行う収益事業等

組

織

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 対前年度比

3人 3人 3人 100.0%

442人 442人

所在地 東京都新宿区西新宿2-7-1　小田急第一生命ビル20階 電話番号 03-5381-3361

基本財産
/資本金等

500百万円
都出資等割合
/都持株比率

0.2%
設立
年月日

昭和35年3月19日

団体名 公益財団法人東京都道路整備保全公社

代表者 理事長　三浦　隆 所管局 建設局

【財務情報】　　

公益財団法人東京都道路整備保全公社
（単位：千円）

令和元年度 令和２年度 令和３年度
対前年度
差引増減額

対前年度比
（％）

主な増減理由

当期経常増減額 292,551 ▲ 334,824 ▲ 133,497 201,327 －

経常収益 13,558,548 14,386,768 11,097,479 ▲ 3,289,289 77.1%

52 56 315 259 562.5%

893 594 1,275 681 214.6%

13,552,417 14,382,914 11,092,798 ▲ 3,290,116 77.1%

5,186 3,204 3,092 ▲ 112 96.5%

経常費用 13,265,997 14,721,592 11,230,976 ▲ 3,490,616 76.3%

13,219,195 14,664,985 11,182,531 ▲ 3,482,454 76.3%

46,802 56,607 48,446 ▲ 8,161 85.6%

当期経常外増減額 27,372 58,886 ▲ 13,450 ▲ 72,336 －

経常外収益 31,727 62,310 9,148 ▲ 53,162 14.7%

経常外費用 4,354 3,424 22,598 19,174 660.0%

法人税等 133,173 898 19,962 19,064 2222.9%

当期一般正味財産増減額 186,750 ▲ 276,835 ▲ 166,909 109,926 －

当期指定正味財産増減額 － ▲ 100 － 100 －

正味財産期末残高 10,067,645 9,790,710 9,623,801 ▲ 166,909 98.3%

資産合計 18,619,979 17,492,938 22,617,140 5,124,202 129.3%

流動資産 12,617,495 11,320,761 16,395,064 5,074,303 144.8%

固定資産 6,002,484 6,172,176 6,222,076 49,900 100.8%

500,000 500,000 500,000 0 100.0%

負債合計 8,552,334 7,702,227 12,993,339 5,291,112 168.7%

流動負債 7,752,964 6,840,029 12,038,027 5,197,998 176.0%

固定負債 799,370 862,198 955,312 93,114 110.8%

正味財産合計 10,067,645 9,790,710 9,623,801 ▲ 166,909 98.3%

指定正味財産 1,100 1,000 1,000 0 100.0%

一般正味財産 10,066,545 9,789,710 9,622,801 ▲ 166,909 98.3%

（流動資産）
・用地取得事業委託料の仮受金増に伴う、普通預金の増
・工事等前払金の増

（流動負債）
・用地取得事業受託料の仮受金の増
・無電柱化事業の前受金の増

（経常収益）
・無電柱化事業の受注業者に支払う前払金の会計処理変
更に伴う収入の減
・周辺道路等整備事業の受託料収入の減

（経常費用）
・無電柱化事業の受注業者に支払う前払金の会計処理変
更に伴う費用の減
・周辺道路等整備事業の工事費の減

貸

借

対

照

表

基本財産

区分

正

味

財

産

増

減

計

算

書

基本財産運用益

特定資産運用益

事業収益

その他収益

事業費

管理費
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団体名： (公財)東京都道路整備保全公社

B

最終評価

　経営改革プランに掲げた目標のうち、戦略2「都の政策と連携した駐車場事業の推進」では、ゼロエミッション東
京の実現に向けた運営する駐車場へのZEV用充電設備、違法路上駐車対策として設置するオートバイ駐車スペース、
キャッシュレス機器等について、計画を上回る設置を行うなど取組を大きく前進させた。共通戦略による「5つのレ
ス」等の取組も総体として着実に進め、その他の戦略においても、無電柱化について区部受託分では計画を下回っ
たものの、多摩地区では計画を上回る形で着手したほか、渋滞解消に資する立川東大和線の用地取得を受託するな
ど、都の道路事業への貢献を着実に果たすとともに、職員の用地補償業務管理士等の資格取得者数は計画を上回る
など、団体の専門性向上に向けた取組を進めており、総じて団体として一定の成果を上げている。
　引き続き、各種事業を積極的に推進していくとともに、団体の専門性を活用しながら防災・道路環境の整備を一
層進めて行くことを期待する。

一次評価（所管局評価）

・政策連携団体活用戦略に掲げる「都庁グループの一員として、無電柱化事業、道路用地取得、重要な道路施設の管理等の専門性を強化し、
東京の道路行政を支える団体」に資する取組が着実に行われ、「3年後の到達目標」の達成に向けた取組を大きく前進させた。

具体的には、
・戦略①「道路事業の着実な実施による都への貢献」では、区部の受託箇所においては契約不調などにより新規事業着手路線の計画が一部未
達となったが、多摩部の受託箇所においては計画（6㎞）を上回る10.1kmの無電柱化に事業着手し、公社のノウハウを活用して都の無電柱化事
業のパートナーとして都の事業執行を支援した。また、2022年からの新規路線（立川3・3・30（立川東大和線））の用地取得受託に向けて都
と協議を進めるとともに、受託済みの困難路線（東武東上線連続立体交差事業）について公社のノウハウを活用した計画的な用地取得に向け
ての事前調査を実施したことにより、道路事業の着実な実施による都への貢献が3年後の目標達成に向けて着実に進捗した。

・戦略②「都の政策と連携した駐車場事業の推進」では、「ゼロエミッション東京」の実現に向け、ZEV用充電設備について計画（10基）を上
回る10場11基を設置した。また、オートバイの違法路上駐車対策として、駐車場が不足している地域を中心に積極的な新規駐車場の開場や既
存駐車場のデッドスペース活用などにより、計画（10台）を大きく上回る8場61台分オートバイ駐車場を設置した。さらに、利用者の利便性向
上に向けキャッシュレス機器の設置を積極的に進め、計画（5場）を上回る9場で導入し、うち4場についてはQRコード決済対応を実現したこと
により、都の政策と連携した駐車場事業の推進の取組が進捗し、大きく前進した。今後も都の整備方針を踏まえ、都の政策と連携した駐車場
事業の推進に期待する。

・戦略③「専門家集団形成に向けた職員の確保・育成」では、転職潜在層への効果的なアプローチ（ダイレクトリクルーティング）、通年採
用、Web会社説明会の実施等により採用活動を充実させ、土木技術職員の2名採用（2021年度）及び2名内定（2022年4月採用）を実現した。ま
た、嘱託職員から固有職員への計画的な振替、電気技術職員（固有1名）の都への派遣研修の開始などにより、ノウハウ継承に向けた体制整備
が効果的に進捗した。さらに、資格取得研修を実施し、計画を上回る合格者（用地補償業務管理士：7名、土木施工管理技士：7名）を輩出す
るなど、専門家集団形成に向けた職員の確保・育成の取組が着実に進捗した。

・共通戦略については、概ね目標を達成した。
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団体名： (公財)東京都道路整備保全公社

戦略 1

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・区部新規事業着手路線3
箇所（4㎞）
・多摩地域新規事業着手
路線2箇所（6㎞）
・無電柱化の加速化のた
め、都と多摩地域の施工
体制強化に向けた調整を
実施

・区部においては、契約不調などの影響で
新規事業着手路線2箇所に留まった。な
お、残る1箇所は、2022年4月に事業着手予
定である。
・多摩地域における受託件数の増加、工事
の本格化に対応するため、必要な組織・人
員体制を2022年度調整人員要求に反映し
た。
・受発注者間で取り交わす施工計画書・材
料承諾書などの「工事関係書類」の電子
データ化による共有により、事務処理の迅
速化を図った。

・詳細設計から施工まで
一貫した受託に向けた調
整を実施
・都との人事交流の実施
について調整

・詳細設計から工事施工（施工監理）まで
を一貫して公社が受託することで効率的な
事業執行を図ることができる。

・都との協議による取得
路線やマンション用地取
得の受託
・特に困難度の高い路線
について
　・ボトルネックとなる
  課題抽出に向け、認可
  前に用地アセスメント
 （事前調査）を実施
　・課題を踏まえ、都、
  関係事業者、公社によ
  り取得方針を決定

・多摩地域の骨格幹線道路である立川東大
和線の整備は、渋滞解消等の高い事業効果
が期待される。
・東武東上本線（大山駅付近）連続立体交
差事業における、計画的な用地取得には、
権利関係、高低差、残地の有無など用地取
得上の問題点や課題の把握が必要である。
・2021年11月から2022年2月末まで実施し
た追加調査の結果も踏まえて、2022年8月
（用地補償説明会）までに取得方針を決定
予定である。

施工マネジメン
トの強化（多摩
地域の施工体制
整備）

・区部新規事業着手路線2箇所（2.6
㎞）
・多摩地域新規事業着手路線2箇所
（10.1㎞）
・公社多摩支所に「多摩工事担当課
長」の設置を決定
・土木工事の情報共有システムの運
用開始

・2021年度に実施したアンケート結果
（多数の建設コンサルタントが発注時期
を上半期に希望）を踏まえ、発注時期の
前倒しなど発注方法を工夫し、着実に新
規路線に着手していく。
・多摩地域の執行体制については、2名
の管理職による設計・施工を分けたマネ
ジメント体制の強化により、無電柱化事
業を加速化していく。

団体自己評価

・無電柱化については、多摩地域では計画を達成したが、区部では1箇所未着手となった。なお、当該箇所は、2022年4月に着手予定で
ある。また、多摩地域の執行体制を強化するとともに、土木工事の情報共有システムの運用により、事業の効率的な執行を図った。

・橋梁長寿命化については、詳細設計の受託と都との相互人事交流についての協議を進めた。

・多摩の南北道路5路線のうち、最後の路線となる立川東大和線の新規受託が決定するとともに、困難度の高い東武東上本線（大山駅付
近）連続立体交差事業において、計画的な用地取得に向けて事前調査を行った。

・以上のとおり、無電柱化の推進、幹線道路ネットワークの構築など道路事業の推進に取り組み、2021年度目標を達成した。

橋梁長寿命化事
業に係る詳細設
計の受託に向け
た検討

・詳細設計の受託及び相互人事交流
について、都と3回協議を実施

・引き続き、都とスケジュール及び課題
等の整理を含め、協議していく。

新たな手法によ
る困難路線の用
地取得開始及び
課題解決策の提
言

・多摩地域の骨格幹線道路である立
川東大和線の2022年度新規受託が決
定
・東武東上本線（大山駅付近）連続
立体交差事業について、計画的な用
地取得に向け必要な事前調査を実施
・都と公社間で事前調査の結果を共
有

・引き続き、新規路線やマンション用地
取得の受託に向け都と協議する。
・立川東大和線、東武東上本線（大山駅
付近）の用地折衝に向けて用地説明会等
の準備を開始する。

道路事業の着実な実施による都への貢献

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
延べ30kmの無電柱化事業の着手

【目標②】
橋梁長寿命化事業の施工に加え、詳細設
計の受託検討

【目標③】
都からの用地取得の受託拡大
（特に困難度の高い路線については、新
たな手法を取り入れ、用地取得を開始）

・【目標①】については、都の「無電柱化加速化戦略」を踏まえ、目標に対して
12.7kmの事業に着手した。また、今後、工事が本格化する多摩地域での執行体制
強化に向けて、組織・調整人員を要求した。
・【目標②】については、橋梁長寿命化の詳細設計受託に向けて都と協議をし
た。
・【目標③】については、多摩地域の骨格幹線道路である立川東大和線の新規受
託が決定した。東武東上本線（大山駅付近）連続立体交差事業において、必要な
事前調査を行った。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針
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団体名： (公財)東京都道路整備保全公社

戦略 2

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・対象駐車場について、
EV用充電設備の設置ス
ペースの調査を実施し、
新たに10基を設置

・ZEV用充電設備の設置に向け、条件整
理、設置スペース・機器調査を行い、2023
年度までの実施計画を策定した。
・実施計画に基づき、場内での設置場所や
設置基数の検討を行うとともに、適切な進
行管理のもと2021年度計画を上回る11基を
設置した。

・既設駐車場のデットス
ペースの調査や新規の事
業用地開発等を行い、新
たに10台のオートバイス
ペースを設置

・既存駐車場のデッドスペース調査に加
え、新規開場、休止再開場に際し、オート
バイ駐車スペース設置を積極的に検討し取
り組んだ結果、2021年度計画を大きく上回
る8場61台分を設置した。

・対象駐車場の利用状況
調査を実施し、優先順位
を定め、キャッシュレス
対応機器を新たに5場導入
・多様な決済手段に対応
した機器の検討

・キャッシュレス機器の導入に向け、条件
整理、機器調査を行い、2023年度までの実
施計画を策定した。
・実施計画に基づき、キャッシュレス機器
の選定、メーカーとの調整、設置工事等の
適切な進行管理のもと2021年度計画を上回
る9場で導入した。

多様な決済手段
に対応した
キャッシュレス
機器の調査検
討・導入

・キャッシュレス機器9場導入
　（熊野前A、塩浜二丁目、上原一
  丁目、大久保、天王洲、日本橋
  箱崎町、矢口陸橋、立石六丁目、
  寛永寺橋A・B）
・上記のうち、多様な決済手段とし
てQRコード決済対応の機器を４場で
導入
　（上原一丁目、大久保、天王洲、
　日本橋箱崎町）

・引き続き、実施計画に基づき対象駐車
場へのキャッシュレス対応機器の設置を
進めていくとともに、駐車場の立地や駐
車場利用者のセグメントなどの分析を踏
まえ、多様な決済手段の導入を図ってい
く。

団体自己評価

・ZEV用充電設備の設置については、新規駐車場の開場に合わせて充電設備を整備するとともに、既設駐車場での充電器設置スペースの
工夫により、2021年度計画を上回る11基を設置し、ゼロエミッション東京に掲げるZEVの普及促進に寄与することができた。

・オートバイ駐車スペースの設置については、民間事業者が参入しずらく依然として都内では駐車場が不足している状況である。このた
め、オートバイ駐車スペースの拡充に向け、駐車ニーズの把握により、積極的な新規駐車場の開場や既存駐車場のデッドスペースを活用
し、2021年度計画を大きく上回る8場61台分を設置した。

・キャッシュレス機器の導入については、新規開場の駐車場のほかに駐車需要が見込める収容台数が10台以上の既設駐車場に積極的に設
置を進め、2021年度計画を上回る9場で導入し、都が推進する「キャッシュレス」や「タッチレス」を図り、新型コロナウイルス感染症
拡大による社会的な需要にも対応した。

・以上のとおり、いずれの取組事項も計画を上回り、2021年度目標を達成した。

脱ガソリン社会
の実現に向けた
ZEV用充電設備
の設置拡充

・ZEV用充電設備10場11基設置
　【内訳】
　　200V充電スタンド8場9基
　　（上原一丁目、寛永寺橋、
　　月島、池袋六ツ又、都庁前駅、
　　西麻布、霞町、新京橋
　　（2基））
　　200Vコンセント2場2基
　　（今井橋、立石六丁目）

・引き続き、実施計画に基づき対象駐車
場へのZEV用充電設備の設置を進めてい
くとともに、ZEVの普及状況や充電設備
の利用状況などを注視していく。
・加えて、定期制駐車場へのZEV用充電
設備の設置に向けた、ニーズの把握や設
置方法の調査・検討を進めていく。

効果的なオート
バイ駐車スペー
スの拡充

・オートバイ駐車スペース8場61台
分設置
（奥戸、練馬中央陸橋UD、熊野前、
寛永寺橋、上原一丁目、練馬北町陸
橋、新月陸橋、都庁前駅）

・引き続き、新規開場や休止再開場に合
わせたオートバイ駐車スペースの設置を
行っていく。
・また、既設駐車場の利用状況を踏ま
え、オートバイ駐車スペースへの形態変
更の可否についても検討していく。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

都の政策と連携した駐車場事業の推進

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
都の重要施策に貢献する先駆的な駐車対
策の推進
（ZEV用充電設備は、原則、収容台数10台
以上の時間制駐車場に100%導入）

【目標②】
キャッシュレス化の推進による利用者の
利便性向上の実現
（キャッシュレス精算機器は、原則、収
容台数10台以上の時間制駐車場に100%導
入）

・【目標①】については、ZEV用充電設備を11基設置した（2021年度末76％導入
済）。
・【目標②】については、キャッシュレス精算機器を9場で導入した（2021年度
末49％導入済）。
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団体名： (公財)東京都道路整備保全公社

戦略 3

実績
(2021年度末時点)及

び要因分析

2021年度計画 要因分析

・採用体制強化に向け都と
調整を実施
・採用動画（会社・業務紹
介）の作成･活用〔経験者、
新卒〕
・ダイレクトリクルーティ
ングの試行〔経験者〕
・学校訪問、インターン
シップ等の実施〔新卒〕

・通年採用や採用・選考活動のWeb化等に対
応するため、2022年度調整人員要求に反映し
た。
・公社の概要や業務内容等を紹介する採用向
け動画を作成、HPで公表し採用活動の充実を
図った。
・ダイレクトリクルーティングは、転職潜在
層への効果的なアプローチにより2名採用、2
名内定に繋げた。
・コロナの感染状況を踏まえ、オンラインも
活用しながら学校訪問・会社説明会を実施、
対面によるインターンシップを夏季１回（3
日間）・冬季5回（各1日間）実施した。

・育成研修システム等の活
用により、技術・ノウハウ
の継承を図り、固有職員（5
名）の振替を実施
・振替計画に基づき2022年
度の固有振替（4名）につい
て調整
・次期振替計画（2023～
2027年度の5ヵ年）の検討

・2021年度は5名の振替を実施。橋梁長寿命
化等に係る建設課長を固有職員へ振り替える
とともに、無電柱化・用地取得に係る測量業
務など技術・ノウハウの継承に向けた体制整
備を実施した。
・都からの事業量等を踏まえた結果、2022年
度は振替計画どおり4名（土木3名、事務1
名）の振替を2022年調整人員要求に反映し
た。

・固有職員の都への派遣研
修を継続実施（土木技術職
員1名、用地取得事務従事職
員2名、電気技術職員1名
（新規））
・都との人事交流の実施に
ついて調整【再掲】

・無電柱化の事業化に向けた計画策定・各種
調整、用地の収用手続・審査業務に精通した
職員の育成を目的として、固有3名を継続し
て派遣した。
・加えて、道路管理者としての幅広い実務を
通じた道路施設管理の技術力向上、ノウハウ
習得による職員育成を図るため、電気技術職
員の派遣研修を2021年度から開始した。

・用地補償業務管理士の資
格取得研修の継続実施（７
名受講、2名合格）
・土木施工管理技士の資格
取得研修の新規実施
（9名受講、3名合格）

・職員の能力向上に向け、資格取得のための
研修を行うなど支援を行った。

・建設局3団体による情報交
換会の設置
・採用、デジタル化推進等
に係る情報交換会の実施
（年2回）
・業界団体との意見交換の
実施

・職員の確保・育成、離職防止などのため、
各団体が講じている対策や、工夫している点
等について意見交換を行った。
・デジタル化について、他団体での導入・取
組事例を参考にし、今後導入予定の文書管理
システムの仕様、機能要件に反映した。

固有職員の都へ
の派遣研修の継
続及び人事交流
の検討

・土木技術職員（固有1名）及び用地
取得事務従事職員（固有2名）の計3名
の都（建設局道路管理部・用地部）へ
の派遣研修を継続実施
・2021年度から新たに電気技術職員
（固有1名）の都（建設局道路管理
部）への派遣研修を開始

・引き続き、固有職員の都への派遣研修を
継続し、専門知識の習得等による育成を図
るとともに、団体としての技術力・ノウハ
ウ・創意工夫を発揮した事業遂行機能の強
化に繋げていく。

用地補償業務管
理士、土木施工
管理技士の資格
取得の推進

・用地補償業務管理士試験について、
延べ13名研修受講、7名合格
　（７部門全てにおいて１名以上の資
格保有者の輩出を達成）
・土木施工管理技士試験について、23
名研修受講、7名合格

・用地は、補償業務管理士の資格取得研修
を継続実施し、用地取得のスキル向上を
図っていく。また、総合補償士の資格取得
に向けた研修実施を検討していく。

・土木は、土木施工管理技士の資格取得研
修を継続実施し、土木技術力の向上を図っ
ていく。

他団体との情報
交換会の設置、
開催（事務・事
業全般）

・建設局3団体情報交換会を設置（9
月）し、2回の開催（9月、11月）によ
り採用活動やデジタル化の取組状況等
の情報共有・意見交換を実施
・採用活動に関する個別の情報交換を
実施（1月）

・2022年度以降も情報交換会を継続してい
く。
・デジタル化の取組など他団体での導入事
例を参考にするため、現場調査などの開催
を検討していく。

団体自己評価

・採用体制強化及び採用活動の充実については、2022年度から採用担当係長を配置することにより都と調整のうえ決定し、採用活動の量・質の
向上を図るための体制を構築した。また、新たな取組であるダイレクトリクルーティングによって採用活動の幅を広げ、土木技術職員の2名採用
（2021年度）及び2名内定（2022年4月採用）を実現した。

・嘱託から固有への振替については、振替計画に基づいて都と調整を図りながら計画に沿って着実に実施した。

・都への派遣研修については、土木技術職員（固有1名）及び用地取得事務従事職員（固有2名）の継続実施と併せて、新たに電気技術職員（固有
1名）の派遣研修を実現した。

・用地補償業務管理士（合格7名）、土木施工管理技士（合格7名）の資格取得については、資格取得に向けたフォローアップにより2021年度計
画を大きく上回る合格者を輩出した。
　特に用地補償業務管理士の合格者数については、2021年度において3年後の到達目標を初年度で達成した。

・他団体との情報交換会の設置、開催については、デジタル化や採用活動の状況などをテーマに3回の情報交換を実施し、文書管理システムの構
築に向けた仕様や機能要件など、他団体の取組を効果的に取り入れた。

・以上のとおり、専門家集団形成に向けた職員の確保・育成に積極的に取り組み、2021年度目標を達成した。

採用体制強化及
び採用活動充実

・「採用担当係長」の設置を決定
・公社紹介動画を作成し、活用開始
（3月）
・ダイレクトリクルーティングを実施
し、土木技術職員を2名採用、2022年4
月採用の2名を内定
・学校訪問6回、会社説明会5回、イン
ターンシップ6回（計19名参加）を実
施

・採用担当係長を中心に通年採用やWebを
活用した会社説明会、採用選考などを検討
し、事業実施に必要な職員数を確保してい
く。
・効果的な取組であるダイレクトリクルー
ティングや学校訪問・会社説明会・イン
ターンシップはさらなる改善・拡充を図る
とともに、応募者増と入社後のミスマッチ
防止等を図るため公社紹介動画を積極的に
活用していく。

嘱託から固有へ
の計画的な振替
の継続実施（用
地・土木）

・2021年度は5名の固有振替を実施
（土木5名）
・2022年度の固有振替（4名）を決定
・次期振替計画（2023～2027年度の
5ヵ年）案を策定

・無電柱化、用地取得事業の着実な執行を
図るため、高齢職員の退職等に伴う技術・
ノウハウの継承を計画的に行う必要があ
り、次期振替計画を策定し都と調整のうえ
固有職員への振替を継続していく。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

専門家集団形成に向けた職員の確保・育成

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
固有職員（事務・土木・電気職）の確保策の
強化による必要人員数の充足

【目標②】
専門家（スペシャリスト）の育成に向けた技
術継承及び資格取得の促進
（補償業務管理士：延べ5名合格、7部門全て
において1名以上の資格保有者を輩出）
（土木施工管理技士：延べ10名合格）

・【目標①】については、採用担当係長の設置による体制強化を図るとともに、ダイ
レクトリクルーティングにより土木技術職員を2名採用し、2022年度の採用内定2名を
確保。また、応募者増と入社後のミスマッチ防止等を目的に公社紹介動画を作成
・【目標②】については、用地補償業務管理士に7名合格（目標5名）。また、土木施
工管理技士に7名合格（目標10名）
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団体名： (公財)東京都道路整備保全公社

2021年度計画 2021年度実績 要因分析 対応方針

・押印の定めがある手続のうち団体の
規程等の改正により対応が可能な手続
等については、2021年度末までに規程
等の改正を完了させる。

・押印の定めがある手続のうち、団体の
規程等の改正により対応可能な手続11件
中、11件の規程改正を完了しはんこレス
化を実施した。
　（土木材料試験の申込、カーシェアリ
ング事業者の駐車場申込、行政情報掲出
の申込、駐車場定期契約に係る各種手続
書類等）

・コンプライアンス推進月間（2021年8
月）に合わせて、対外的な手続において押
印廃止が可能な規程類を全社的に調査し
た。

・引き続き、駐車場定期契約に係る手続
や内部手続の押印廃止に取り組んで行
く。

・原則社内からのFAX送信は禁止とす
る。
・受信に関しても関係各所にFAX以外の
利用協力を求めるとともに、受信の電
子化を徹底し、2021年度のFAX送受信
件数を98%減少させる。（2019年度
比）

・FAX送受信数は、基準年度（2019年度
26,700件）比で約77％減少した。
※なお、2月度及び3月度のFAX送受信数
は、約98％減少を達成した。

・FAX受信については、受信の電子化とし
て複合機の設定変更を2021年度5月以降、
順次主要拠点（本社、出先事務所）で実施
し着実な削減につながった。
・また、FAX送信については、送信先の事
業者等に電子メールへの連絡手段変更を図
るとともに、一部事業者からのFAX送信要
望に対して、主要拠点（本社、出先事務
所）にてPC_FAXの導入をすることで、送信
数削減を図った。

・引き続き、FAXの送受信数の削減を継
続していく。

Web会議システムの活用の更なる推進
や、印刷に本人認証が必要なICカード
認証プリンターの導入で、無駄な印刷
を極力排除する。これらの取組を行
い、本社総務部における2021年11月の
コピー用紙総使用量を40%減少（2019
年11月比）させるとともに、全社では
年間15%減少（2019年度比）させる。

・本社総務部における2021年11月のコ
ピー用紙総使用量は、基準年度（2019年
度47,000枚）比で約51％減少した。
・全社における年間のコピー用紙総使用
量は、基準年度（2019年度3,503,000
枚）比で約33％減少した。

・社内打合せや会議において、デジタル
ツール（小型PCの持ち寄り、Web会議シス
テム等）の活用を徹底し、資料の印刷を可
能な限り抑制した。
・資料の印刷が必要な場合も、誤印刷防止
のためプリンターにICカード認証設定を
2021年9月までに主要拠点（本社、出先事
務所）で完了したことにより、用紙使用量
の削減を図った。

・引き続き、コピー用紙使用量の削減を
継続していく。

公社駐車場におけるキャッシュレス化
の推進については、戦略２を参照

・戦略２を参照 ・戦略２を参照 ・戦略２を参照

講習会等における非接触型での開催が
可能なものから試行する。

・講習会等において、以下の6項目でオン
ライン等で開催した。
①用地取得に係る「無料相談窓口」（4月
～10月・2月：各1回）
②自治体職員を対象とした「道路メンテ
ナンス講習会」（7月、12月）
③「夢のみち」事業2021（8月）
④ボランティア団体の活動紹介等「夢の
みちフォーラム」（9月）
⑤自治体の用地担当職員を対象とした
「用地取得講習会」（10月）
⑥工事受注者を対象とした「工事事故防
止安全講習会」（11月）

・デジタルツール （Zoom、Teams等のWeb
会議システム）が活用できるよう社内の環
境整備を行うとともに、デジタルツールの
利活用により、講習会、説明会、イベント
等をオンラインで開催し非接触型での対応
を促進した。

・講習会等で非接触型での開催が可能な
ものについて、継続実施していく。

モバイルWi-fiの追加導入、小型PCの
導入等により、2021年11月のテレワー
ク実施率※は40%とする。
※「実施件数／当月の勤務日数／テレ
ワーク勤務可能な職員数」により算出

・2021年11月におけるテレワーク実施率
は21.9％となった。
※「実施件数（1,410件）÷（当月の勤務
日数（18.5日）×テレワーク勤務可能な
職員数（347人））」

・2021年7月までにモバイルWi-fi・小型PC
を300台ずつ導入。テレワークの実施環境
を整備するとともに、社内掲示板等を通じ
た「テレワーク推進期間」などの普及啓発
活動を実施した。
・24時間のローテーション職場である道路
施設や駐車場の現場管理については、業務
執行上テレワークの実施が難しく実施率が
伸びなかった。

・引き続き、業務執行上に支障がなく実
施可能な部署にてテレワークを推奨して
いく。

共通戦略

取組事項

団体自己評価

（手続のデジタル化）
全社的なデジタル化を推進すべく2021年6月にデジタル推進等プロジェクトチームを設置して主要業務の棚卸しを実施。工事情報システムの試行導入、
材料検査の遠隔臨場の試行運用など可能なものからデジタル化を実施した。
（はんこレス）
・全社的な規程類の調査結果を踏まえて、押印廃止が可能なものから対応した。また、駐車場定期契約に係る手続や内部管理手続について、押印廃止に
向けた検討を行った。
（FAXレス）
受信の電子化や電子メールへの連絡手段変更を行うとともにPC_FAXの導入など積極的に送受信の削減を図り、２月及び3月度の削減率は約98％（基準年
度2019年度比）となり概ね目標を達成した。
（ペーパーレス）
デジタルツール（小型PCの持ち寄り、Web会議システム等）を活用することで印刷を抑制するとともに、プリンターにICカード認証設定を採用し誤印刷
防止を図ることで用紙使用量の大幅な削減を実現した。
（キャッシュレス）
戦略２を参照
（タッチレス）
デジタルツールを活用し講習会、説明会、イベント 等でオンライン（非接触型）にて開催した。
（テレワーク）
実施に必要な環境（モバイルWi-fi・小型PC）や社内ルール等を整備するとともに、職員に対して社内掲示板等を活用した普及啓発を行うなど目標達成
に向けた取組を推進した。
（総括）
以上のとおり、2021年度末の到達目標に対して、FAXレス及びテレワークは未達であったが、手続のデジタル化、はんこレス、ペーパーレス、キャッ
シュレスについては到達目標を達成しており、総合的には概ね目標を達成できた。

手続の
デジタル化

・PT設置により、事務事業の高度化・
効率化に向け、全社的にデジタル化を
推進する。
・対応が可能な手続等について、デジ
タル化を推進することで、オンライン
で完結できるシステム等の整備を完了
させる。

・デジタル化による全社的な業務改善を
推進し、事務事業の効率化を図ることを
目的としてデジタル化推進等プロジェク
トチームを2021年6月に設置し検討を開始
した。
・社外との手続等について、工事情報共
有システムの試行導入、コミュニケー
ションツール（Teams）の導入、各種講習
会等のオンライン開催、工事における材
料検査に係る遠隔臨場の試行運用などの
デジタル化を推進した。
・文書管理システム（電子決定システ
ム）の構築を開始した（3月）。
(総数5件のうち、2021年度末時点で4件完
了し、残る1件は2022年度内に完了予定)

・事務事業のデジタル化に向け、主要業務
における工程の棚卸しを実施し、各業務に
おいてデジタル化の現状把握や今後デジタ
ル化を検討していく項目を抽出した。
・社内業務のデジタル化を推進すべく2021
年度にデジタル化に向けた専任のICT担当
職員を配置し関係各所と連携を行うこと
で、各業務におけるデジタル化を推進し
た。

・2022年度からデジタル化推進担当課長
及びデジタル化推進係を新設し、各部と
の調整を図りながら積極的に事務事業の
デジタル化支援を行うことにより、全社
的なデジタル化を更に加速していく。
・また、文書管理システムの構築や電子
署名システムの導入検討など、全社的な
事務の利便性・効率性向上に資するデジ
タル化の推進を図っていく。

はんこレス

FAXレス

タッチレス

テレワ―ク

ペーパーレス

キャッシュレス
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【団体概要】

常勤役員数

常勤職員数

対前年度比

71.4%

1人 1人 1人 100.0%

8人 46人 54人 117.4%

0人 7人

120.0%15人 18人

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

5人

8人都派遣職員数

都退職者数

団体名 公益財団法人東京学校支援機構

代表者 理事長　坂東　眞理子 所管局 教育庁

　都内公立学校を多角的に支援する事業を実施することにより、教職員の負担軽減と教育の質の向上を図り、もって東京の教育の
振興に寄与する。

（１）学校教育の支援に関する事業（職業紹介事業である人材バンク事業を含む。）

（２）教職員に対する支援事業

（３）学校における事務及び施設の管理に関する事業

（４）埋蔵文化財の調査研究、保存、公開活用及び知識の普及に関する事業を行うための検討

（５）その他この法人の目的を達成するために必要な事業

所在地 東京都新宿区西新宿8-1-2 ＰＭＯ西新宿7階 電話番号 03-5989-1601

基本財産
/資本金等

190百万円
都出資等割合
/都持株比率

100.0%
設立
年月日

令和元年7月1日

設立
目的

主

な

事

業

組

織

【財務情報】　　　

公益財団法人東京学校支援機構
（単位：千円）

令和元年度 令和２年度 令和３年度
対前年度
差引増減額

対前年度比
（％）

主な増減理由

当期経常増減額 124,403 18,793 33,549 14,756 178.5%

経常収益 254,593 1,761,233 2,405,440 644,207 136.6%

1 66 80 14 121.2%

－ － － 0 －

－ 1,410,169 2,013,861 603,692 142.8%

254,592 350,997 391,499 40,502 111.5%

経常費用 130,191 1,742,439 2,371,890 629,451 136.1%

82,641 1,648,721 2,296,688 647,967 139.3%

47,550 93,719 75,202 ▲ 18,517 80.2%

当期経常外増減額 － － － 0 －

経常外収益 － － － 0 －

経常外費用 － － － 0 －

－ － － 0 －

当期一般正味財産増減額 124,403 18,793 33,549 14,756 178.5%

当期指定正味財産増減額 190,000 － － 0 －

正味財産期末残高 314,403 333,196 366,745 33,549 110.1%

資産合計 520,280 1,632,914 5,811,145 4,178,231 355.9%

流動資産 205,879 1,299,802 1,083,158 ▲ 216,644 83.3%

固定資産 314,401 333,112 4,727,987 4,394,875 1419.3%

190,000 190,000 190,000 0 100.0%

負債合計 205,878 1,299,718 5,444,400 4,144,682 418.9%

流動負債 205,878 1,299,718 1,092,974 ▲ 206,744 84.1%

固定負債 － － 4,351,426 4,351,426 －

正味財産合計 314,403 333,196 366,745 33,549 110.1%

指定正味財産 190,000 190,000 190,000 0 100.0%

一般正味財産 124,403 143,196 176,745 33,549 123.4%

貸

借

対

照

表

（流動資産）
・都立学校施設維持管理事業の未払件数減による現金預
金の減のため

（固定資産）
・空調設置支援事業受託に伴う資金増による固定資産増
のため

（流動負債）
・都立学校施設維持管理事業の工事代金支払いに伴う未
払金の減のため

（固定負債）
・空調設置支援事業に係る出捐金の増のため

基本財産

区分

正

味

財

産

増

減

計

算

書

（事業収益）
・教育施策充実化支援事業、国際交流コンシェルジュ事
業、空調設置支援事業、学校事務集約事業開始等に伴う
受託事業増のため

（事業費）
・各事業の職員数確保に伴う人件費、都立学校施設維持
管理事業の拡大及び新規事業受託のため

（管理費）
・事業拡大に伴い管理部門から事業部門への従事変更等
による人件費減のため

基本財産運用益

特定資産運用益

事業収益

その他収益

事業費

管理費

法人税等
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団体名： (公財)東京学校支援機構

B

　経営改革プランに掲げた目標のうち、戦略３「学校事務の集約化・効率化」では、都立学校施設維持管理業務
にて修繕工事の迅速な対応を図るため、学校施設図面のデータベース化を計画を上回るペースにて迅速に進めた
ほか、都立学校一人１台端末購入費補助業務について新たに受託した。戦略１「外部人材の確保と提供」では、
「TEPRO Supporter Bank事業」の積極的な周知・広報活動を展開し、計画には及ばなかったものの１万人を超え
る登録サポーターを確保し、求人・マッチング・採用者数の増加を図ったほか、企業・大学と連携した学校での
ICT活用支援など、学校現場の支援に向けた取組を進めている。共通戦略による「５つのレス」等の取組も進
め、その他の戦略においても、一部でコロナ禍による影響が見られたものの、着実に取組を進めており、総じて
団体として一定の成果を上げている。
　引き続き、各種事業を積極的に推進していくとともに、企業や他の政策連携団体等との連携を図りながら、教
員の負担軽減に資する取組を積極的に進めることを期待する。

最終評価

一次評価（所管局評価）

　経営改革プランの到達目標を達成するため、意欲的に取り組んだものと評価する。なお、一部については、新型コロナウイルス
の感染拡大に伴い、計画通りに進捗しなかったものもあるが、多くの事項について、着実に進展している。

【戦略１：外部人材の確保と提供】
　戦略１については、TEPRO Supporter Bank事業を通じ、多くの人材を学校へ紹介した結果、紹介数・採用者数で前年度を上回る
成果を残している。学校からの求人を増やすため、学校への訪問等による取組事例の周知を行うとともに、企業・大学と連携した
ICTサポート事業を通じて学校でのICT活用を積極的に支援するなど、新たな教育課題への対応を都教育庁と連携して取り組んでお
り、利用した学校から高い評価を得ている。一方、本事業を利用していない公立学校が多くあることから、事業のPRや学校へのサ
ポートの強化、学校のニーズにあった専門性のあるサポーターの確保に積極的に取り組んでいただきたい。
【戦略２：学校教育活動への高度かつ専門的支援】
　戦略２については、学校法律相談デスク事業を実施し、学校からの相談に適切に対応できている。また、本事業で得られたノウ
ハウを研修やメールマガジンを通じて学校管理職へ提供し、学校の課題解決能力の向上や教職員の負担軽減につながっている。国
際交流事業については、コロナ禍にあって様々な制約があるなか、オンラインによる交流活動の促進やオンライン説明会を実施す
るなど、教育活動が促進されるよう創意工夫に努めている。今後も教育サポート機能の更なる強化・充実に期待する。
【戦略３：学校事務の集約化・効率化】
　戦略３については、都立学校維持管理業務を適切に実施し、効果的・効率的に工事を実施することができている。図面のデータ
ベース化の取組を進めるとともに石綿対応について、法令を遵守し、引き続き適切に対応いただきたい。学校事務の集約について
は、就学支援金業務のモデル実施により得られたノウハウを生かし、今年度からの都立学校一人１台端末購入費補助業務の受託に
つなげるなど事業内容や規模を着実に拡大させており、学校事務の負担軽減に貢献している。今後も都教育庁と連携しながら学校
における共通事務の集約に向け、DXの活用も見据えながら取り組むことを期待する。
【戦略４：多角的な事業展開を可能とする強固で柔軟な組織体制の強化・推進】
　戦略４については、組織の運営体制を盤石にするため、公益財団法人への移行、優秀な人材の確保、職員研修、テレワークの推
進や時差出勤等の働きやすい職場づくり等に着実に取り組んでいる。引き続き、専門人材を確保するためのPR活動や固有職員の昇
任制度の構築を進め、意欲・能力のある職員を採用・育成できる組織基盤づくりに取り組んでいただきたい。
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団体名： (公財)東京学校支援機構

戦略 1

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・各種広報活動の展開
・シンポジウムの開催
・人材確保に向けた、大
学、企業・団体等との連携
協議会（事例紹介、人材確
保策の検討等）の開催
・区市町村の地域学校協働
本部・人材バンクとの連携
（サポーター登録：11,000
人）

・都民等向けチラシ、Web、電車内広告等を通じた広報
により、毎月100名程度の個人登録があった。
・一方、例年どおり、学生の卒業、就職等に伴う登録
者の減少があり、差引きのサポーター合計数は大幅な
増加に至らなかった。
・校長会等への訪問を通じ、学校が安心して任せられ
る人材を、いかにして確保するかが課題であることを
把握している。
・こうした状況の下、自治体広報誌への情報掲載依
頼、地域の施設へのチラシ配布等の展開により、特定
地域をターゲットとしたサポーターを着実に増やして
きた。

・学校への好事例ヒアリン
グ調査の実施
・学校における外部人材活
用の推進（サポーター活動
事例ファイルや人材バンク
ニュースの発行、座談会の
実施等）
・学校における外部人材活
用促進検討会の開催（事業
の在り方、学校や教育委員
会への提案等を検討）

・具体的な活動事例紹介が求人掲載促進につながるた
め、取材を行ったサポーター活動について、関係者の
声と合わせ様々な媒体を通じてPRした。
・都教育委員会及び当機構所管部署の担当者等から成
る外部人材活用検討会において、学校からの意見聴取
やデータ分析、課題の抽出等を行った。
・その中で、自治体毎のサポーター数の比較による登
録者増に向けた取組強化や、土日の活動を希望するサ
ポーターと社会教育関連事業とのマッチングの推進
等、事業改善に向けた取組の方向性を見定めることが
できた。

・検討会も踏まえ、ICTを
活用した学習を支援するた
めの人材の確保、国際交流
コンシェルジュと連携した
外国語学習等の専門的人材
の確保、学生・企業等の力
を活用した支援などモデル
事例を創出
・オンラインによる外部人
材活用事例の周知と学校で
の活用促進

・緊急事態宣言等に伴い、学校によるICT支援団体の受
入れが９月～12月に限定される中、自治体とのきめ細
かな調整により、多様なレベルの支援活動やオンライ
ン研修の実施など、学校のニーズに応じて柔軟に対応
した。
・オンラインによる支援モデル事業は、留学生による
放課後の英語指導実施等、多様なテーマで実施可能な
ことが確認できた。
・他方、フィットネスクラブを展開する企業による体
力づくりのオンラインコンテンツでは技術的な課題が
あり、トレーナーがモデル校で専門分野の直接指導に
当たった。

・登録前研修・面談や登録
者スキルアップ研修の充実
（オンライン等の活用促
進）
・優秀事例の紹介などサ
ポーターのインセンティブ
となる取組の実施

・サポーターの質の確保のため、学校活動未経験者に
ついては、全員に登録者前研修・面談を実施して活動
の留意点を伝えるとともに、サポーターの活動ニーズ
について聞き取りを行った。
・オンライン研修では、対象者を特別支援教育と部活
動に絞り込んで実施し、具体的な事例を題材としたグ
ループ活動等により、効果的な研修とすることができ
た。
・オンデマンド研修については、約半年間の公開で多
くのサポーターから視聴が得られたため、時間・場所
に制約されない有効な手法であることが確認された。

外部人材を活用し
た成功事例の創
出・普及と人材の
活用促進

・学校への好事例取材による新規活動紹
介 20件
・人材バンクニュース(学校向け)発行 ６
回
・地域人材、企業人への期待に関する座
談会実施 10月
・外部人材活用検討会(データ分析、学校
との意見交換、事業の在り方検討等)の実
施 ９回

・ニュースレターの作成やシンポジウムに加
え、新たに学校向け人材バンク活用促進研修
会を活用し好事例を普及する。
・検討会では、学校の求人に対してサポー
ターの応募が少ない分野のミスマッチ解消に
向け、都教委と連携した新たな教育課題への
対応等をテーマに、具体的な方策を協議して
いく。
・土日にサポーターを活用している事例を学
校に紹介するとともに、社会教育事業や青少
年教育事業等で活動できるよう働きかけてい
く。

新たな教育課題に
対応した人材の確
保と活用促進

・教育庁との連携によるICTサポート事業
を18団体・大学とともに展開、13自治体
で243名が47の小中学校で468回活動
・オンラインによる支援モデル事業とし
て留学生による放課後英会話の実施、運
動部活動の基礎トレーニングコンテンツ
の作成
・企業と連携したフィットネスクラブの
施設利用、トレーナーの派遣

・ICTサポート事業は昨年度のノウハウを生か
し、希望する自治体とのマッチングを継続し
て行っていく。
・外国語活動、プログラミング教育、高等学
校の探究学習等への対応として、人材バンク
には分野別に個人・団体の多様な登録人材が
確保されていることを学校に周知していく。
・登録団体による有効な活動プログラムの
パッケージ化と学校への紹介を進めるなど、
先進的なモデル事業の展開により新たな求人
ニーズの開拓を行う。

登録者がやりがい
をもって活動する
ための仕組みの構
築

・学校活動未経験者（全員）に対する登
録前研修・面談の実施（1,125人）
・登録者研修　オンライン研修２回(特別
支援75名、部活動51名)
・オンデマンド研修２回　コミュニケー
ションスキル1,002回視聴、スポーツマン
シップ633回視聴
・ホームページにてサポーター活動事例
を紹介（９件）

・昨年度の聞き取りを踏まえ、登録前研修等
に有効なオンラインコンテンツの蓄積を図
る。
・引き続きオンラインを活用するとともに、
特別支援教育等、学校のニーズが高い分野の
研修内容を充実させ、登録者スキルアップ研
修を実施していく。
・オンデマンドによる研修コンテンツや優秀
事例の紹介動画を増やし、より一層サポー
ターの活動意識、意欲を高めていく。

団体自己評価

・学生や社会人、高齢者等多様な世代・職業の人材をサポーターとして、１万人を越えるサポーターを確保し着実に登録数を増やしている。
・緊急事態宣言等、学校が外部人材の活用を控えたり、サポーターが活動を自粛したりする状況が続いたが、マッチング(5,436件)の促進に
より2020年度に比べ多くの求人(2020年度2,592人→2021年度2,913人)の情報掲載があり、採用者については2020年度の634人から2021年度に
は1,001人と伸ばすことができた。
・教育委員会からの求人については、ハローワーク等と同様、人材確保の一手段として認知されるようになってきている。
・学校アンケートでは「丁寧に対応いただいている」「信頼できる人材を迅速に紹介してもらえる」等、コーディネーター業務に対する高い
評価の声が寄せられた。
・一方で「人材バンクをまだ利用していない」という声も多く、活用している学校は都内公立校の４分の１程度にとどまっていることから、
教育委員会等と連携した求人ニーズの開発等、より一層学校へのPRを通じて認知度を上げ、当バンクの更なる活用の促進、登録サポーターの
活躍の場の拡充が求められる。
・また、外部人材の確保に当たり、学校は予算の関係から無償ボランティアを希望することが多い。地域の方々の無償ボランティアに頼るこ
とには自ずと限界があるため、教員の働き方改革と教育の質の向上を図り確実に学校を支援する観点から、教育委員会や学校が有期労働・
パートタイム、有償ボランティアのための予算を確保する必要性について理解を広げていくことが重要である。
・加えて、新たな支援ニーズに対し、他の政策連携団体を始めとする様々な団体との連携が求められる。
・このような課題認識の下に、上記対応方針に掲げた取組を進めることにより、一層学校にとって必要とされる人材バンクの運営を実現して
いく。

広報活動の展開や
大学・企業等との
連携による登録者
の拡大

・チラシ配布 60,030枚、交通広告掲載
14路線
・自治体等広報掲載 ５件
・オンラインシンポジウムの配信 12月
・登録団体連携協議会開催(26団体31名参
加)
・地域コーディネーターとの連携 ３自治
体

サポーター登録10,071人(個人5,676、115
団体4,395)

・従来の広報活動に加え大学、企業・団体等
との連携協議会を開催し、新たな活動機会を
創出・発信していく。
・新たな登録者獲得のため、新規の大学への
PRやSNSの利用を進める。
・区市町村の地域学校協働活動コーディネー
ターとの定期的な連携を通じ、地域に根差し
信頼ある人材の発掘に努める。
・地域や分野にターゲットを絞った公共施設
への広報紙配布等により、学校のニーズに適
合したサポーターをより確実に確保する。

学校と登録者との
マッチングサポー
トの強化

・学校へのアプローチを強
化し、学校ニーズに応じた
マッチングを推進
・教育委員会・学校との連
絡会等を通じ、事例等を周
知し活用を促進
・学校へのニーズと満足度
調査の実施と業務改善
（求人3,000人、マッチン
グ3,000～6,000件）

・学校ニーズに応じた情報提供、スカウ
トメールによるサポーターマッチングに
より応募・採用を促進
・教育委員会、校長会等訪問による活動
事例紹介　84回
・学校アンケート(サポーター活動に対す
る満足度) 91.7%

求人掲載 2,913人、マッチング 5,436、
採用 1,001人

・コロナの影響により、新規サポーター活動を差し控
える学校があった。
・また、ボランティアの形態(有償・無償)や地域性、
特別支援等の専門性により、ニーズに対するサポー
ター数が不足する状況も一部で見られた。
・こうした中、各教育委員会への活用促進依頼や学校
へのシステム操作説明訪問等を通じ、求人を拡大し
た。
・更に、コーディネーターが、学校へのサポーター情
報の提供、登録者へのスカウトメール送信、各自治体
の校長会等における活用事例のPR等を積極的に行い、
マッチングを促進した。

・重点地区を設定した上で、予算や専門性に
応じた求人の拡大とサポーターの募集を強化
する。
・また、学校ヒアリングなど新たなニーズを
先取りするようなリサーチと、グッドプラク
ティスの紹介等を通じ、マッチングの分野を
開拓していく。
・都教委が予算化する外部人材活用策等と協
働し、人材バンクの有益性や魅力を広めてい
く。
・学校への満足度調査の活用や外部研修の受
講等により、コーディネーターのスキルアッ
プを図る。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

外部人材の確保と提供

3年後
（2023年度）の

到達目標

【目標➀】学校のニーズに応じた人材を紹
介し、教員の負担軽減に寄与
　※求人:4,000人
　※マッチング:4,000～8,000人
　※学校満足度：80％
【目標➁】多様な人材を確保し、登録者の
専門性の発揮等により教育の質の向上に寄
与
　※人材登録：15,000人
　※モデル事例の創出

①緊急事態宣言発出等、コロナにより、学校・サポーター双方において求人・支援活動へ
の影響を受けたが、機構コーディネーターによる積極的なマッチング（5,436件）や活動事
例の紹介を行った結果、一定の求人数（2,913人）を得ることができた。
②通常の広告活動のほか、登録の少ない地域に対して自治体広報誌を通じたPRや施設への
チラシ配布等を集中的に行い、１ケ月当たりの個人サポーター登録数が約100人程度着実に
増加するなど、多様なサポーター（10,071人）を確保することができた。
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団体名： (公財)東京学校支援機構

戦略 2

実績
(2021年度末時点)及

び要因分析

2021年度計画 要因分析

・直接弁護士に相談できる
運営を維持するために、５
名程度の専門相談員（弁護
士）の確保と輪番従事を継
続
・相談事例を蓄積し、より
正確・迅速に対応

・相談件数は前年(88件)と比較して横ばいで
あったが、2021年度の新規利用学校数は50校
であり、学校への認知・浸透は進んでいるも
のと考えている。
・相談内容については、法的見解を求められ
るケースに留まらず、学校経営に関する相談
が増えている。

・情報連絡会（年３回）の
実施
・専門相談員（弁護士）打
合せ（年２回）の実施
・管理職向け事例説明会等
の実施

・積極的な相談や活用を促進するため、集合
形式で専門相談員(弁護士)意見交換会及び教
育庁関係部署による情報連絡会等で協議を
行った結果、専門相談員が学校特有の経営上
の課題をより深く理解し一層学校に寄り添っ
た助言が行えるようになるなど、相談対応の
改善につながった。個人情報の取扱いに特段
の配慮を要する対面での意見交換会はコロナ
禍の影響により１回の実施となった。
・事業で蓄積されたノウハウを専門相談員
(弁護士)から直接学校へ提供する機会として
講義・演習を実施し、参加者から高評価を得
た。

・「学校法律相談デスク通
信」年４回発行
・相談事例集の作成・配布
（年度末）
・データベースの整理

・相談事例の作成・配布は、個人情報の詳細
な記載が困難であることに加え、積極的な相
談・活用の促進を図るためには、専門相談員
（弁護士）に直接触れる機会を創出すること
が効果的であることから、西部学校経営支援
センター支所副校長連絡会において講義・講
習を実施した。
・アンケート調査では「事例に基づいた講義
内容で分かりやすかった」、「今後の対応の
参考になった」等の声とともに、「理解しや
すい」が94 %と高評価を得た。2022年度以降
も、この講義・演習を他の機会に展開してい
く。

・オンラインも活用し、学
校向けのコンシェルジュ活
用説明会を実施
・パンフレットや動画など
で効果的に広報を展開
・オリパラ教育の世界とも
だちプロジェクト等と連動
しオリパラ開催を契機に学
校に周知・活用を促進

・コロナ禍においても安全に国際交流を推進
し、実効性のある事業として広く普及を図る
ため、本庁関係部署と密に連携をとり、区市
町村教育委員会への周知やオンラインによる
教員向け説明会等の実施、交流を希望する学
校への各国大使館の資料配布などの工夫によ
り、積極的に大使館との交流をコーディネー
トしてきた。

・ICTを活用したオンライン
による交流活動の推進
・都教委や海外教育省の政
策的意図を汲み、行政的観
点から調整
・教育プログラムに関する
学校の意向確認、意向を反
映した教育プログラムの調
整

・2020年度292件の実績と比較して、世界的
なコロナ禍の中でも着実に実績を伸ばすこと
ができた。
・コロナ禍において、対面での交流が難しい
状況の中、安全・確実に国際交流を推進する
という趣旨のもと、カード・ギフト交換だけ
ではなく、ビデオチャット・ビデオ録画ツー
ル等のICTツールを活用したオンライン交流
を積極的に提案し、マッチングを推進した。

事例及びデータ
の情報提供を実
施

・「学校法律相談デスク通信」を５回
メール配信（６月・９月・11月・12
月・１月）
・相談事例集掲載事例の収集
・相談案件をデータベースに整理し、
相談対応時に活用
・専門相談員(弁護士）による管理職
研修を１回実施（11月、西部学校経営
支援センター支所副校長連絡会）【再
掲】

・学校の積極的な相談・活用を促進するた
め、蓄積した相談事例を基に、教育庁関係
部署を通した学校への広報活動を行う。
・データベースに整理した相談案件につい
て、個人情報保護に配慮しながら、ICTを
利用した相談対応や、専門相談員（弁護
士）による研修において教材に使用するな
ど、効果的な活用方法を検討する。
・アンケートを通じ、新たな支援ニーズの
吸い上げを図っていく。

国際事業を活用
するよう学校に
働きかけ

・「国際交流コンシェルジュ通信」を
３回メール配信（９月・11月・１月）
・都教委と連携し都内公立学校向けに
周知チラシ配布(９月)
・区市町村の教育委員会にDM送付(11
月)
・10月以降は教員向けオンライン説明
会を毎月（６回）実施
・SNSで世界ともだちプロジェクト等
の取組を発信 （11月～３月）

 ・教員（国際交流担当教員・副校長等）
を対象に、オンライン等による学校向けの
事業活用説明会を実施するとともに、校長
会、副校長会はもとより、英語科教員を対
象とした研修等においても、効果的な取組
事例を紹介する。
・SNS・HP・DMを通じ、好事例等を積極的
に配信することで、本事業の利用が、教員
の負担軽減に直結することをアピールして
いく。

教育効果の高い
交流内容へ改善
するよう学校、
都教委等との調
整

・海外の学校とのマッチング支援対応
数325件
・生徒同士のビデオチャット（77件）
・東京観光財団との共催による説明会
（２月）、特別支援学校と海外の学校
との交流（22件）、ベトナム大使館と
都立高校教員との意見交換（11月）
・都立中等教育学校とハノイ市とのオ
ンライン交流（企画及び運営の支援）

・ICTを活用したオンラインによる交流活
動の促進を図るとともに、海外の新規交流
先の開拓の推進を加速させ、学校のニーズ
を踏まえた最適な交流先とのマッチングを
支援していく。
・校種（幼・小・中・高・特支）ごとに、
簡易で教育効果の高い取組内容について具
体的に提案し、オリパラ教育のレガシーの
１つとして各校に国際交流が定着するよ
う、各校を丁寧に支援していく。

団体自己評価

・「学校法律相談デスク」事業については、専門相談員(弁護士）とTEPRO相談員の連携強化により、「予防法学」的見地から助言するととも
に、緊急事態宣言下における適切なテレワーク対応や、迅速かつ的確な回答により、相談を受けた学校からは高評価を得た（アンケート調査によ
る満足度：88.9％）。学校管理職への周知活動を積極的に行ったことにより、学校の認知度も非常に高い（アンケート調査による認知度：
98.6%）。今後は、学校にとって一層身近で相談しやすい窓口としての理解が進むよう、教育庁関係部署と緊密に連携して専門相談員による説明
機会を増やすなど、広報・普及活動を積極的に展開し、学校による活用の促進を図っていく。
・「教育施策充実化支援」については、新型コロナウイルス感染症拡大に伴って東京都教育委員会から求められた運営計画の修正に対し、関係機
関と緊密に連携・調整を行い、オンライン交流の推進やオンライン説明会の実施等、コロナ禍においても実施可能な計画を迅速に構築した上で、
これを確実に実施することができた。今後は、感染症対策を踏まえた「新しい日常」の下、ICTを活用した交流内容等を企画・立案するととも
に、事業の活用促進に向けて学校へ働きかけることなどにより、東京都教育委員会や学校の負担軽減を通じ、教育活動の更なる充実に貢献する。

専門相談員の機
構事務室での業
務従事体制を確
保

・５名の専門相談員（弁護士）が週３
回、空白が生じないよう輪番で従事
し、学校からの相談に適切・迅速に対
応
　　相談対応件数：91件
　　利用学校数：65校（うち複数回利
用：15校）
・オンライン相談の環境構築に向けた
テストを実施

・専門相談員(弁護士５名)とTEPRO相談員
（２名）の連携を更に緊密にし、引き続き
「予防法学」的見地から助言していく。ま
た、学校からの要望を踏まえ、学校経営上
の課題(教員間のハラスメント等)を含めよ
り幅広い相談に対応することで学校の満足
度を高め、事業への信頼を確かなものにし
ていく。
・利便性向上のため、専門相談員（弁護
士）に対する専用端末の支給等テレワーク
環境を整備し、オンライン相談を試行す
る。

相談案件の概要
を関係部署で共
有し組織的な対
応を促進

・総務課、法務監察課、学校経営支援
センター、教育相談センター等関係部
署による「情報連絡会」を学期毎に３
回実施（７月・11月・２月）
・専門相談員（弁護士）による「意見
交換会」１回実施（11月）
・専門相談員(弁護士）による管理職
研修を１回実施（11月、西部学校経営
支援センター支所副校長連絡会）

・ 学校経営支援センター、相談セン
ター、都教育委員会等との情報連絡会や専
門相談員（弁護士）との意見交換会の開催
を通じ、日頃から互いの意思疎通を円滑に
行えるようにするなど、運営体制の充実を
図っていく。
・学校の課題解決力向上や、教職員の負担
軽減が図られるよう、学校経営支援セン
ターや教職員研修センターと連携し、専門
相談員(弁護士)による具体的な事例を想定
した管理職向け説明会の規模を拡大して実
施する。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

学校教育活動への高度かつ専門的支援

3年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】全都立学校を対象に法律相談を実
施し、相談に適切・迅速に対応
　※相談対応件数：年間250件
　※満足度80%
【目標②】都内公立学校の実情や特色に合っ
た国際交流の実施を支援
　※３年間で延べ約2,000件のマッチングを
支援
（注）コロナ感染症の世界的流行により海外
交流希望の減少の恐れあり

①学校法律相談デスクは、コロナ禍におけるオンライン授業等の新たな教育活動への
取組や、対面交流の制限に伴う日常的な懸案事項の発生機会減少等の影響により、想
定した相談件数には届かなかった。一方、テレワークを活用し、学校からの相談に適
切・迅速に対応したことにより、相談を受けた校長に対するアンケート調査では、満
足度が88.9％であった。
②国際交流事業については、コロナ禍の影響によりマッチング件数は伸び悩んだが、
オンラインを活用した交流活動の促進等を通じ、着実に実績を伸ばした。
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団体名： (公財)東京学校支援機構

戦略 3

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・修繕発注業務と並行し
て学校実査を行い、修繕
工事に必要な学校施設図
面の選定や写真を収集
・図面のデータベース化
については外部委託し成
果物を業務に活用（対象
245施設の１／２程度）

・都立学校対象校及び学校経営支援セン
ターに対し、事前に保有図面の調査を実施
し、保有状況（紙図面、データ図面）等を
確認し、本年度はすでにデータ化されてい
る、建築、電気、機械、土木分野の必要図
面を収集し、学校ごとにデータベース化し
た。

・登録工事店の募集や説
明会において、R４.４月
から監督庁への事前報告
の必要な工事に、飛散レ
ベル３の石綿含有建材が
追加される点やシステム
で報告する点を周知
・また、事前報告は、R
５.10月から有資格者に限
定される点を周知し資格
取得を促す。

・登録工事店376社全社に対し2021年４月
からの石綿含有建材の施工関係法令の改正
内容を資料配布し、そのうち、2021年度新
規登録工事店33社には悉皆で説開会を実施
した。
・また、システム改修を実施し、工事店が
発注書を印刷する際に、石綿事前調査報告
書も同時に印刷されるように改修するとと
もに、発注時にも周知を図りチェック体制
を強化している。

・都立高校５校で、高等
学校等就学支援金の申請
受付業務にかかるモデル
事業を実施
・モデル事業の成果を踏
まえ、申請受付の受託に
かかる事業スキームを構
築

・モデル事業の確実な実施に向け、業務マ
ニュアルの整備や外部人材を活用した体制
の整備、進行管理方法の確立など、事前準
備を着実に行った。
・モデル事業の分析・検証を踏まえ、不備
書類の保護者への返却・再提出に係る業務
についても学校を介さず直接機構側で行う
など、学校の負担軽減に向けた事務スキー
ムの改善提案を行った。
・新規業務について、モデル事業で得られ
たノウハウを生かし、受託体制の検討を
行った。

共通事務受託体
制の整備

・モデル校５校の業務を遅滞なく履
行するとともに、申請受付業務の集
約に関するノウハウを集積
・モデル事業で明らかになった課題
を分析し、2022年度以降の事務ス
キームの改善提案を行うとともに、
機構内の体制を整備
・2022年度新規業務（都立高校一人
１台端末購入費補助業務）につい
て、検討の結果、受託を決定

・2022年度は就学支援金業務に係るモデ
ル校を24校に拡充して実践研究を行い、
本格実施に向けて、都に対し更なる業務
改善提案を行う。
・また、2022年度新規受託業務を通じて
全校規模の受託ノウハウを集積し、都の
施策推進に即して多様なニーズに対応で
きる体制を整備する。

団体自己評価

・図面データの収集については、学校や学校経営支援センターの協力を得て図面の保有状況の事前調査を実施し、既にデータ化されてい
る図面については、内容を確認のうえ学校ごとにデータベース化を完了し、迅速で的確な修繕工事の施工に活用している。
・石綿含有建材に対する施工上の対応については、登録工事店へ関係法令の改正内容を随時迅速に周知し、新規登録工事店には説明会を
実施し指導を行うとともに、発注時に事前調査結果報告制度について再度説明し、報告書を施工前にメールで送信してもらいチェックを
徹底することで、法令に則った安全・安心な修繕工事を実施している。
・高等学校等就学支援金の申請受付業務に係るモデル事業を確実に履行することで、モデル校における当該業務に係る処理時間を削減
し、事務負担の軽減を図った。さらに、学校における働き方改革を一層推進するため、モデル事業の分析・検証を踏まえて都への業務改
善提案を行い、事務処理フローの改善に結びつけた。

学校施設の実査
及び図面等の
データベース化

・小口・緊急修繕対象校241校のう
ち、約２／３にあたる160校につい
て、学校施設図面のデータベース化
を完了

・図面がデータ化されていない学校等も
まだ80校ほどあるため、2022年度は、修
繕工事で必要な図面を選定し委託等によ
りデータ化を行い、データベース化を図
る。

工事店への石綿
対応の研修や指
導により、事前
報告を実施

・登録工事店376社全社に対し、石
綿含有建材の施工関係法令の改正内
容及び今後の事前調査の有資格者制
度を100％周知
・石綿事前調査が必要な修繕工事で
の事前調査実施率100％

・2022年４月より工事金額100万円以上
の修繕工事については、石綿事前調査結
果をシステムにより環境省及び厚生労働
省に報告する制度が開始されたことか
ら、施工の度に確実に登録工事店に周知
を図る。
・また、2022年度の登録工事店契約を７
月に締結するに当たり、登録工事店全社
に、再度、石綿含有建材の施工関係法令
の改正内容を周知するとともに、新規登
録工事店には悉皆で説開会を実施し徹底
する。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

学校事務の集約化・効率化

3年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】全校の実査や図面等のデータ
ベース化により、迅速で的確な修繕工事
を実施

【目標②】工事店に石綿対応の研修や指
導等を行い、事前報告の必要な工事につ
いて漏れなく実施

【目標③】就学支援金事務等の都立学校
における共通事務の受託に向けた業務執
行体制の構築

①図面のデータベース化については、対象校等に図面保有状況の調査を実施し、
2021年度は160校分をデータベース化した。
②石綿対策の徹底については、登録工事店への通知や説明会に加え、発注書と同
時に報告書が印刷されるシステム改修等を行い事前調査を徹底した。
③共通事務受託体制の整備については、就学支援金申請受付業務のモデル事業を
受託して業務ノウハウの集積と事務スキームの改善提案を行い、2022年度以降の
事業拡大に向けた体制整備を推進した。
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団体名： (公財)東京学校支援機構

戦略 4

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・公益財団法人への移行
手続き（10月下旬申請）
・事業拡大を見据えた組
織体制・制度の見直し・
整備
・電子決裁システム及び
制度検討

・2022年４月の公益認定に向けた着実な進行管理
を実施し、役員等への説明や議論を十分に行うと
ともに、所管行政庁との綿密な調整を行い、理事
会・評議員会での承認を経て公益認定申請書を提
出し認定を受けた。
・テレワーク対応拡充のため、電子決裁システム
について様々な角度から検討を行った結果、年度
末での契約となったが、計画したスケジュールの
とおり導入の準備を進めることができた。

・採用説明会の開催やオ
ンライン面接等の検討
・SNS等で職場の様子な
ど、機構で働く魅力を発
信
・固有職員の定着・キャ
リア形成に向けた制度構
築
・資格取得支援制度の活
用促進
・研修の充実（機構内研
修、外部委託研修など）

・オンライン採用説明会において職員の生の声を
伝えたり、職員の仕事の様子をSNSで紹介するな
ど、機構で働く魅力を発信することができ、採用
につながった。
・技術職員に関しては複数回募集を行い、確保に
努めた。
・オンデマンドでの研修や、外部委託によるオン
ラインの研修などを実施することにより、テレ
ワークを推進する中でも研修を充実させることが
できた。

・柔軟な働き方（勤務時
間、兼業）により優秀な
人材の確保が見込まれる
職種の検討と制度構築
・テレワーク関連ツール
（携帯電話、PC関連機
器）整備
・希望する職員が週２日
以上テレワーク実施

・４月からのVPN導入により、自宅等からサーバー
へアクセスできる環境が整備されたことにより、
テレワークの実施がスムーズになった。
・ポケットWi-Fiを一部導入し、学校訪問等で業務
用PCを利用して、サイトや動画の投影を行うこと
ができ、より効果的に業務を実施することができ
た。

・事業紹介記事などHPコ
ンテンツの充実
・SNSでの発信強化
・機構PR動画の作成
・インターネット調査に
よる効果測定

・コロナ禍においても効果的なPRができるよう、
SNSやウェブサイトによる情報発信を積極的に行っ
た。
・機構の魅力をより伝えられるよう、ターゲット
を明確化した上で、動画の作成に力を入れた。
・都民1,000人を対象としたインターネット調査の
結果、認知度は約１割となった。20代では15.5%と
なり若年層が高い傾向があることから、HPコンテ
ンツ充実やSNS発信の効果があったと考える。一方
で、50代（5.5％）、60代（６％）が低い傾向に
あった。

柔軟な働き方を推
進する制度・環境
構築とテレワーク
の推進

・柔軟な働き方（勤務時間、兼業）に
関する情報収集及び検討を実施。制度
は未構築
・テレワーク関連ツール（携帯電話、
共有サーバーへのVPN接続）整備
・コロナ対策も兼ねて出勤割合を定
め、概ね週２～３日のテレワークを実
施

・柔軟な働き方（勤務時間、兼業）につい
ては事業規模の拡大に合わせて導入可能性
を検討する。
・全職員が週２日以上テレワークできる環
境を整備するため、はんこレス、内部決
裁、勤怠管理の手続き等、規程とシステム
の整備を行い、機構としてパフォーマンス
維持向上を図っていく。

様々な媒体・広報
物を活用した積極
的なPRの実施

・東京都国際交流コンシェルジュ事業
のページを新設
・音声読み上げ機能などアクセシビリ
ティ向上の機能を搭載
・HPと連動したSNS発信（Twitter・
Facebook合計117回）
・PR動画を３本作成
・「TEPRO Supporter Bank」について
聞いたことがあるとした人の割合
9.7％

・都教委とも連携し、SNSを積極的に活用
した効果的なPR活動を行い、更なる認知度
の向上を図る。
・50代、60代にも情報がより届くよう、イ
ンターネット調査の結果にもとづいた広報
戦略を検討する。
・学校・教育委員会への認知度を向上させ
るツールとして、作成した動画を活用し、
PR活動を行っていく。

団体自己評価

・経営改革プランに定めた目標を達成するため、機構全体で目標を共有し、事業の進捗管理を行い、概ね目標を達成することができた。
・これまでの求人活動に加え、オンラインによる採用説明会やPR動画の作成、SNS発信回数を増やすなど、複数のアプローチ方法を活用した
採用募集を行い、専門人材を採用することができた。
・正規職員登用制度を実施し、優秀な人材を固有職員として採用することができた。今後はキャリア形成のため昇任制度を含めた具体的な人
事・給与の制度構築を行っていく。
・資格取得支援制度を構築し年２回募集を行い、職員の職務能力をタイムリーに向上させるため、資格取得支援を実施した。今後は、制度の
活用促進に向けて資格の追加や職員周知等を行っていく。
・機構全職員が理解すべき規程やルールの研修を、入職時やTeamsオンライン会議、外部機関のコンプライアンス研修によりきめ細かく行
い、採用１年目から機構職員としての自覚を持って職務に取り組むよう促すことができた。また、専門知識の習得として技術職員の石綿作業
主任者技能講習や、タイムマネジメントなど外部機関が実施する研修を行い、職員の職務能力向上を図った。研修受講率は100％となり、職
場ルールや基本的スキルの習得促進につながった。
・VPN導入により、テレワークの実施がスムーズになった。今後は、はんこレス、内部決裁の電子化、勤怠管理の手続き等、規程とシステム
の整備を行い、職場と同じように業務を行うことのできる環境を整備していく。
・これまでの広報活動により都民に対し１割程度の認知度を得ることができた。今後は、認知度が低い層や学校活動に興味がある層など、
ターゲットに沿った広報を行う。
・利用場面やターゲットを明確にし、PR効果の高い動画を作成することができた。今後は他の広報ツールとも組み合わせ、動画を活用したPR
活動を行っていく。

公益財団法人への
移行及び事業拡大
を見据えた組織体
制の構築

・公益認定申請書を所管行政庁へ提出
（11月）、東京都公益等審議会におい
て審議（１月）。2022年度より公益法
人化
・公益法人移行に伴う財務体制の検
討、2023年度以降の事業拡大に向けた
組織体制や制度を検討し、併せて必要
な人員要求等を実施
・電子決裁システム導入に向け委託契
約等を締結（３月）

・2022年４月より公益財団法人として事業
を実施し、公益法人として求められる財務
諸表の作成等について、的確に実施する。
・2023年度の事業拡大を見据え、組織体制
や規程類等の整備を行う。
・電子決裁システムについては、運用に合
わせたシステムのカスタマイズや規程類の
整備を行い、10月頃までに機構全体での実
施を目指す。

採用活動及び職員
研修の拡充

・オンライン採用説明会実施（10月・
参加４名、採用１名）
・昇任制度の情報収集を実施。制度は
未構築
・資格取得支援活用促進のため募集を
２回実施（５・12月）
・研修の充実（情報セキュリティ、文
書事務、ハラスメント防止、外部委託
等によるコンプライアンス、若手職員
向け実務研修、石綿作業主任者技能講
習等）

・オンライン採用説明会やHP等での動画配
信を充実させ、職員の声や仕事の様子を発
信し、確保が課題の技術職員採用につなげ
ていく。
・固有職員のキャリア形成に向けた昇任制
度の具体的な制度構築を行う。
・全職員共通ルールである服務・情報セ
キュリティ・文書等の機構内研修と、専門
知識習得やスキルアップのためのオンデマ
ンドや外部委託による研修を実施し、基本
と専門知識の両方の習得により職員の職務
の質の向上を図る。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

多角的な事業展開を可能とする強固で柔軟な組織体制の強化・推進

3年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】公益財団法人化及び内部決
裁電子化
　※電子決裁率原則100％
【目標②】優秀な人材の確保・育成
　※研修満足度80%
【目標③】アフターコロナ時代の新た
な働き方を実践
　※テレワーク実施週３日以上
【目標④】学校現場や都民等が、学校
課題解決の一手段として各事業を認知

①2022年度からの公益法人化に向けて、理事会・評議員会の承認を経て申請を行
い、公益認定を受けることができた。電子決裁システム導入に向け検討している。
②オンライン採用説明会などによる発信や正規職員登用制度の実施により優秀な人
材を確保した。また、オンラインを活用し、出勤抑制の中でも研修を充実させるこ
とができた。
③テレワーク関連ツールを整備し、週１～４日のテレワークを実施した。
➃HPコンテンツの充実化やSNSの発信強化を行い、機構の事業等について積極的にPR
を行った。
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団体名： (公財)東京学校支援機構

2021年度計画 2021年度実績 要因分析 対応方針

契約関係書類など対外的な文書
を除き、2021年度末までに対応
が可能な手続等については全件
規程等を改正し、デジタル化を
実施する。

・契約関係書類など対外的な文書
を除き、対応が可能なものについ
ては、全件規程等を改正し、デジ
タル化を実施済。

・デジタル化が可能な手続数・通知
等の種類数：６件
・上記のうちデジタル化が完了した
手続数・通知等の種類数：６件

契約手続き関係等を除き、すでに
対応可能な手続の全件がデジタル
化済みである。今後、対都民・事
業者を対象とした受付手続につい
て、さらなる利便性・効率性向上
に向け、2023年度までの取組を検
討する。

押印の定めがある手続のうち団
体の規程等の改正により対応が
可能な手続等については、2021
年度末までに全件、規程等を改
正するとともに代替措置を整備
する。

・はんこレス化が完了した手続・
通知等の種類
　目標に対する進捗率　100％（６
件）

・規程等の改正により対応可能な手
続きについて、順次見直しを行い、
はんこレス化の目標を達成した。
・対応可能な手続等について全件は
んこレスとなったため、代替措置整
備は不要となった。

対都民・事業者を対象とした押印
については、法令等で規定のある
もの等を除き廃止済みである。
内部手続の押印についても、事案
決定（契約・支払関係除く）及び
人事給与関係手続においてシステ
ムを導入し、法令等で規定のある
ものを除き、押印を廃止する。

FAX送受信を100％削減する
（Web非対応工事店を除く。）。
また、Web非対応工事店とのFAX
対応についても電子化により
ペーパーレスとする。

・７月からFAXの送受信をシステム
上で行う仕組みを導入し（FAXの電
子化）、原則として紙でのFAX送受
信を禁止。
・周知徹底を図り、12月以降、紙
によるFAX送受信の件数０件（４月
～11月計　41件）。

・FAXの電子化により、受信時の自
動排紙がなくなり、メールでの受信
確認を行うこととした。
・メールやポスター等でFAX利用を
見直すよう働きかけることにより、
FAXからメールなどFAX以外のツール
の利用へ移行する業務があった
（Web非対応工事店などを除
く。）。

引き続き、紙によるFAX送受信０
件を継続する（Web非対応工事店
などを除く。）。

ー ― ― ―

テレワーク可能な職員について
は月40％実施※（2021年９月対
象）
※「実施件数／当月の勤務日数
／テレワーク勤務可能な職員
数」により算出

2021年９月（集計対象月）　テレ
ワーク46％実施
「実施件数／当月の勤務日数／テ
レワーク勤務可能な職員数」
＝608件／21.4日※／61人
※非常勤含む全職員の平均日数

・テレワークに係る環境（携帯電
話、共有サーバーへのアクセス）整
備が進み、週２日以上のテレワーク
を実施できる職員が増加した。

携帯電話の配備や、PCによるクラ
ウド型IP電話サービスの活用な
ど、テレワーク環境整備をさらに
進め、感染症拡大により職員が職
場に出勤できない際などにも業務
が継続できるよう、テレワークを
推進する。
・新型コロナウイルス感染拡大時
等における都・国等からのテレ
ワーク実施要請へ、都庁グループ
の一員として、適切に対応する。

団体自己評価

・対応可能な手続について計画的に規定等の改正を行うことで、はんこレスの目標を達成した。
・FAXレス及びペーパーレスについては、各種ツールの導入に加えて、職員への徹底により、職員の行動が大きく変わった結果、
12月以降の紙によるFAX送受信が０件となった。
・電話やオンラインを活用しタッチレスを徹底することに加え、参加者の利便性向上のため研修等のオンデマンド配信にも取り
組んだ。
・テレワークに係る環境整備を進め、週２日以上のテレワークを実施できる職員が増加した結果、集計対象月の９月には実施率

が46％となり、目標達成となった。今後も継続してテレワークを実施していく。

テレワ―ク

キャッシュレス

はんこレス

FAXレス

引き続きペーパーレスの取り組み
を徹底し、2022年度の目標は年間
の総使用量を2019年度比60％削減
とする。

タッチレス

引き続き、面談・研修・イベン
トについては電話やオンライン
を活用し、タッチレスを徹底す
る。さらに、研修内容を後日閲
覧可能とするなど、参加者の利
便性の向上を図る。

・TEPRO Supporter Bank登録前研
修・面談１回（電話）
・TEPRO Supporter Bank登録者研
修　４回（Zoom、YouTubeで実施。
後日視聴可能）
・TEPRO Supporter Bankシンポジ
ウム　１回（オンデマンド配信）
・（学校法律相談デスク）学校か
らの相談　１回（相談件数91件。
電話・メールで実施）
・（都立学校施設維持管理業務）
令和３年度登録工事店説明会　１
回（業務用システムでの資料提供
等により対面実施回数減）

・電話やオンラインを活用し、面
談・研修・イベントについてタッチ
レスを徹底した。
・YouTubeで研修内容を後日閲覧可
能とすることにより、参加者の利便
性向上を図った。

引き続き、面談・研修・イベント
については電話やオンラインを活
用し、タッチレスを徹底する。さ
らに、研修内容を後日閲覧可能と
するなど、参加者の利便性の向上
を図る。

共通戦略

取組事項

手続の
デジタル化

ペーパーレス

職場ルールを徹底するととも
に、外部との打合せでも紙資料
を使用しないなど、ペーパーレ
スをさらに推進し、コピー用紙
総使用量を50％削減する(2019
年度比)。

・2019年度比50%に対し、2019年度
の稼働月数（９か月）及び職員定
数（2019年度13名、2021年度63
名）を考慮し補正した値を、2021
年度の年総計目標枚数とした。
・2021年度年総計目標枚数：872千
枚＝270千枚（2019年度実績）×
50％（削減率）×12月/９月（稼働
月換算）×63名（2021年度職員定
数）÷13名（2019年度職員定数）
・2021年度使用量418千枚/2019年
度872千枚×２＝24％
　削減率100％-24％＝76％
・2019年度比約24％（約76％削
減）となり目標達成

・機構全体でペーパーレス化の取組
を行うという職場ルールを周知・徹
底した。
・各個人業務では個人用モニターや
PDFソフト等を導入し、また会議・
打合せでは資料をPDF化しタブレッ
トで共有するなど、ペーパレス化を
推進した。
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【団体概要】

常勤役員数

常勤職員数

対前年度比

102.8%

3人 3人 3人 100.0%

66人 66人 67人 101.5%

36人 36人

100.0%14人 14人

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

37人

14人都派遣職員数

都退職者数

団体名 公益財団法人東京防災救急協会

代表者 理事長 髙橋　淳 所管局 東京消防庁

　安心して暮らせる社会の実現を目指して、防災・救急業務関係者の育成並びに都民の防災・救急に関する意識と行動力の向上に
関する事業を進め、都民の生命、身体及び財産を災害等から保護するとともに、地震等の災害による被害を軽減し、もって社会公
共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

（１）防火管理者、危険物取扱者等の防災業務関係者を育成するための事業

（２）防災思想の普及及び防災行動力向上のための事業

（３）火災を予防し、地震等の災害による被害を軽減するための事業

（４）応急手当及び救急についての普及啓発に関する事業

（５）救急車の適正利用等の救急需要対策に関する事業

（６）その他この法人の目的を達成するために必要な事業

所在地 東京都千代田区麹町1-12　東京消防庁麹町合同庁舎4階 電話番号 03-3556-3700

基本財産
/資本金等

　1,040百万円
都出資等割合
/都持株比率

16.3%
設立
年月日

昭和48年10月1日

設立
目的

主

な

事

業

組

織

【財務情報】　　　

公益財団法人東京防災救急協会
（単位：千円）

令和元年度 令和２年度 令和３年度
対前年度
差引増減額

対前年度比
（％）

主な増減理由

当期経常増減額 60,035 ▲ 98,937 55,017 153,954 －

経常収益 2,348,409 2,278,244 2,375,494 97,250 104.3%

10,658 10,658 10,657 ▲ 1 100.0%

55 52 13 ▲ 39 25.0%

2,293,849 2,242,552 2,347,613 105,061 104.7%

43,846 24,981 17,211 ▲ 7,770 68.9%

経常費用 2,288,373 2,377,181 2,320,477 ▲ 56,704 97.6%

2,216,191 2,313,116 2,264,616 ▲ 48,500 97.9%

72,183 64,064 55,861 ▲ 8,203 87.2%

当期経常外増減額 ▲ 307 ▲ 21,969 ▲ 1,119 20,850 －

経常外収益 8,210 － － 0 －

経常外費用 8,517 21,969 1,119 ▲ 20,850 5.1%

法人税等 39,069 13,347 31,492 18,145 235.9%

当期一般正味財産増減額 20,659 ▲ 134,253 22,406 156,659 －

当期指定正味財産増減額 ▲ 8,833 ▲ 3,858 ▲ 41 3,817 －

正味財産期末残高 2,329,392 2,191,281 2,213,645 22,364 101.0%

資産合計 2,580,571 2,505,595 2,530,942 25,347 101.0%

流動資産 1,073,912 1,012,005 1,043,712 31,707 103.1%

固定資産 1,506,659 1,493,590 1,487,230 ▲ 6,360 99.6%

1,040,000 1,040,000 1,040,000 0 100.0%

負債合計 251,179 314,314 317,297 2,983 100.9%

流動負債 175,184 245,423 241,752 ▲ 3,671 98.5%

固定負債 75,996 68,891 75,544 6,653 109.7%

正味財産合計 2,329,392 2,191,281 2,213,645 22,364 101.0%

指定正味財産 492,899 489,041 489,000 ▲ 41 100.0%

一般正味財産 1,836,493 1,702,240 1,724,645 22,405 101.3%

貸

借

対

照

表

（流動資産）
・収益増による現金預金の増のため。

（固定資産）
・ソフトウェア等の減価償却のため。

（流動負債）
・年度を跨いだ業者への支払処理額減による未払金の減
のため。

（固定負債）
・退職給付引当金の増のため。

基本財産

区分

正

味

財

産

増

減

計

算

書

（事業収益）
・各種講習のコロナ禍による定員制限の段階的緩和によ
る受講者数増加に伴う受講料収益の増及び講習テキスト
収益の増のため。

（その他収益）
・東京マラソンチャリティ寄附金等の減のため。

（事業費）
・令和２年度からの非常勤職員への賞与支給開始による
引当金の一時的な増及び期末手当の年間支給率引下げ等
のため。

（管理費）
・常勤役員の交代に伴う役員報酬の差異のため。

（経常外費用）
・講習テキストの在庫図書廃棄損の減のため。

基本財産運用益

特定資産運用益

事業収益

その他収益

事業費

管理費
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団体名： (公財)東京防災救急協会

最終評価

　経営改革プランに掲げた目標のうち、戦略１「進め！予防講習デジタルプロジェクト！～講習におけるデジタ
ル化の推進～」では、危険物取扱者試験受験準備講習会等のオンライン化及び電子申請・電子決済を計画に対し
て早期に実現したほか、他の講習への拡大に向けた所管局との協議を行うなど取組を大きく前進させている。共
通戦略による「５つのレス」等の取組も進め、その他の戦略においても、消防博物館収蔵品のアプリを通じた公
開や、施設バーチャルツアーのHP掲載、救命講習機材の充実等、迅速に取り組んでいる。加えて、乳幼児の応急
手当講習会をコロナ禍においても継続を図るべくオンラインで実施したほか、新型コロナウイルス感染者搬送等
のための都内保健所に対する民間救急事業者の紹介・調整業務は昨年度を上回る対応を行い、同事業者に対する
感染症対策講習会の実施も行った。
　以上のように、講習のオンライン化・電子申請を計画を上回るペースで実施したほか都内保健所への支援に尽
力するなど、総じて団体として高い成果を上げている。
　引き続き、各種事業を積極的に推進していくとともに、都民へ広く必要な知識・情報を伝えることができるよ
う、オンデマンド配信による啓発等の検討を行うなど、都民の防災・救急対応力の向上に資する取組の発展を期
待する。

A

一次評価（所管局評価）

【戦略①について】
・各種受験準備講習のオンライン化や電子申請・電子決済の導入については、当初計画を前倒しての実現に至るとともに、受託講習
への拡大についても、所管局等と連携した検討に着手している。
・既存システムを活用することによるデジタル化の早期実現と費用対効果に配意するとともに、東京都デジタルサービス局が実施す
るデジタル導入・活用サポート制度の活用を予定するなど、経営面を考慮した上で都民サービス水準の向上が図られている。
【戦略②について】
・新型コロナウイルス感染症拡大に伴う都立施設の臨時休館期間を有効活用し、消防博物館のデジタル化を推進した結果として、当
初予定を前倒しての対応が完了したこと加え、新たにデジタルコンテンツの導入を実現させるなど、コロナ禍における都民ニーズを
踏まえた学習意欲の向上に積極的に取り組んでいる。
・防災館の利用者満足度の向上を図るため、前回プラン（2018～2020年度）において策定した外国人対応マニュアルで得た知見な
どを踏まえ、障がい者接遇マニュアルの内容の充実化に努めており、2023年度からの検証開始に向けた取組が着実に進められてい
る。また、ポストコロナを見据えたインバウンド対策も視野に入れ、雇用する外国人職員を活用した多言語化の拡充についても配慮
がなされている。
【戦略③について】
・これまで所管局と連携し、講習体制の充実化に向けた各種資器材の整備を積極的に推進してきたことにより、当初計画の前倒しが
図られているほか、短縮救命講習等への対応のためのシステム改修についても完了した。これらの取組を通して、コロナ禍において
も都民が安心して救命講習を受講できる体制と利便性向上が図られ、『「未来の東京」戦略』において掲げる「2022年に公共の場
における応急手当実施率70％」の目標達成に寄与した。
【コロナ対応に伴う取組について】
・新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、東京都福祉保健局からの要請に基づき2020年度から委託されている民間救急事業者の紹
介・調整業務について、2021年度も継続して実施し、ひっ迫する都内各保健所の支援をしたほか、医学的知見を有する協会専務理
事を中心とした民間救急事業者への講習会についても引き続き実施し、都内の救急需要増大への対応に貢献した。
・2021年度の新たな取組として、乳幼児等の家族を対象としたオンラインによる応急手当講習会を複数回開催するなど、コロナ禍
における都民ニーズを的確に捉えた取組に努めている。
　
　以上の観点により、団体の自助努力による各種事業は計画どおり十分に達成できている。
　特に、DXの推進については、都政の動向も踏まえ、所管局等と連携した取組が積極的に行われており、新型コロナウイルス感染
症への対応についても、これまで団体が培ってきたノウハウを存分に発揮し、都内の行政需要等を勘案した各種事業の推進に努める
など、東京都の行き届かない事業の受け皿としての機能を十分に果たしている。さらに、自助・共助への働きかけとして、障がい者
や外国人対応力の向上への対応にも適切に取り組むなど、消防行政の一端を担う重要な政策連携団体として高く評価できる。

176



団体名： (公財)東京防災救急協会

戦略 1

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

◆受験準備講習会にて実
施している講習の電子申
請及び電子決済の導入に
向けた事務フローを整理
◆電子申請・電子決済シ
ステムの構築

◆電子申請・電子決済を早期に実現させ
るため、システムを構築せずに、既に導
入しているe-ラーニングシステムに付随
するシステムを活用したこと。

団体自己評価

【成果及び達成状況】
◆準備講習会のオンライン化や電子申請・電子決済の導入は、一部計画を１年前倒しして目標を達成しており、受講者に選択の機会を提
供し、利便性を向上させた。
◆受託講習等へのオンライン化の拡大は、条例に基づく２講習（再講習）について国のガイドラインを確認した上で所管局と協議しなが
ら2022年度導入に向けて、システム構築等の環境整備を進めている。
【分析及び根拠】
◆危険物講習会のオンライン化やオンライン講習の電子申請・電子決済を本格運用した。
◆自衛講習会の学科にオンライン講習を試験的に導入した。
◆準備講習会や条例に基づく２講習のアンケート項目に「講習のオンライン化」と「テキストのデジタル化」を新たに追加したことによ
り、受講者ニーズを把握した。
◆受託講習等へのオンライン化の拡大は、所管局と検討を進めており、条例に基づく２講習（再講習）について課題抽出の他、導入に必
要なシステム要件等を整理した。
【課題】
◆2022年度の準備講習会のオンライン講習の申込状況や集合講習を希望する受講者のニーズを的確に把握し、費用対効果を念頭に置き
ながら講習会場を確保する必要がある。
◆条例に基づく２講習（再講習）のオンライン化に伴い申請手続きや関係規程の改正の必要性について確認する必要がある。また、本人
確認などにより、個人情報を扱うことになるため、個人情報の管理に注意を払う必要がある。
◆受託講習等のなかに消防法に基づく講習があり、オンライン講習に関する国からのガイドラインの順守が求められているため、早期導
入に向けて国のガイドラインを精査し所管局と協議・検討する必要がある。
【その他の懸案事項】
受託講習等のなかに委託元がオンライン講習を導入したために、2022年度から受託が中止となった講習がある。全国的にオンライン化
が広がれば、委託される講習が減少する可能性が懸念される。

受験準備講習会
の電子申請・電
子決済の導入及
び他講習への拡
大

◆危険物講習会のオンライン講習で
は５月から電子申請・電子決済を試
行し、10月から本格運用
◆自衛講習会のオンライン講習では
３月から電子申請・電子決済を試行
◆危険物講習会の集合講習では９月
から電子申請のみ本格運用

◆2022年度に自衛講習会のオンライン
講習で、電子申請・電子決済を本格運
用する。
◆2022年度に自衛講習会の集合講習で
電子申請を、２つの準備講習会の集合
講習で電子決済を導入する。
◆条例に基づく２講習（再講習）は、
国のガイドラインが発出され次第、シ
ステム構築を開始する。
◆東京都のデジタル導入・活用サポー
トの支援を受け、電子申請・電子決済
を推進する。

受験準備講習会
のオンライン化
及び他講習への
拡大

◆受講ニーズの把握、集
合型・オンライン型の配
分検討
◆各受験準備講習会のオ
ンライン化を試験的に導
入開始
◆アンケート調査の実
施、検証及びコンテンツ
の充実化
◆受託講習等への拡大に
向けた関係機関との協議
（可能な講習から順次オ
ンライン化を実現）

◆講習の人数配分の検討とWeb動画の制
作のため、アンケート内容を統一し受講
者ニーズを把握したこと。
◆オンライン講習と集合講習の人数配分
を決定し、集合講習の会場確保をしたこ
と。
◆複数の民間業者の既存のシステムを比
較検討し、作業効率と費用対効果を考慮
したe-ラーニングシステムを導入したこ
と。
◆オンライン化に向け、所管局と協議・
検討し、課題整理・要件整理を実施した
こと。
◆参考とする「オンライン講習に関する
国のガイドライン」が発出されず、シス
テム構築に着手できなかったこと。

◆２つの準備講習会では2022年度の
オンライン講習と集合講習の人数配
分を決定
◆危険物講習会では５月からオンラ
イン講習を試行し、10月から本格運
用
◆自衛講習会では３月からオンライ
ン講習を試行
◆危険物講習会では新たなWeb動画
を制作
◆条例に基づく２講習（再講習）の
オンライン化に向け所管局と協議

◆2022年度の実績やアンケート内容を
分析し、人数配分を検証する。
◆自衛講習会は試行結果を踏まえ、
2022年度に本格運用を開始する。
◆条例に基づく２講習（再講習）は、
国のガイドラインが発出され次第、シ
ステム構築を開始する。
◆他の受託講習等についても、オンラ
イン化の早期実現に向け、関係機関と
協議・検討する。
◆東京都のデジタル導入・活用サポー
トの支援を受け、オンライン化を推進
する。

進め！予防講習デジタルプロジェクト！～講習におけるデジタル化の推進～

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
受験準備講習会における座学講習のオン
ライン化の実現及び受託講習等への拡大

【目標②】
受験準備講習会にて実施している全講習
における電子申請・電子決済の導入

受験準備講習会については、複数の民間業者の既存のシステムを比較検討し、作
業効率と費用対効果を考慮したe-ラーニングシステムを導入したので、危険物講
習会と自衛講習会のオンライン化と電子申請・電子決済を早期に実現し、2022年
度にはすべて完了する見込みとなった。
条例に基づく２講習（再講習）については、所管局と協議・検討し、課題整理・
要件整理を実施したことにより、2022年８月に発出される見込みの国のガイドラ
インを参考にし、システムを構築することとなった。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針
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団体名： (公財)東京防災救急協会

戦略 2

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

◆博物館収蔵品のデータ
ベース化（画像等含む:前
期）
◆収蔵品紹介アプリの拡
充（画像・音声等）

◆膨大な量の既存データを一から洗い出
し、他の文献を参考にするなど、公開で
きる内容に一つずつ見直して精査したこ
とにより、データベースの充実化を図っ
たこと。また、コロナ禍による臨時休館
期間を利用し、集中的に取り組めたこと
により、展示史材の公開用データについ
ては、計画よりも80点多く登録できたこ
と。
◆新たなデジタルコンテンツを導入する
ため、同様の展示施設やIT業者等と連携
を図り情報収集したこと。

◆障がい者へヒアリング
し、課題を抽出
◆障がい者への接遇要領
に関するマニュアルの検
討

◆分科会の一員である障がい者から直
接、具体的な意見が聴取できたこと。
◆障がい者及び民間の専門家を分科会の
一員にしたので、様々な視点から検討が
進められ、マニュアルの素案に反映でき
たこと。

◆３者協議により受託セ
ミナー種別を検討・決定
◆人員・組織体制・勤務
場所を検討・決定
◆オンラインセミナー用
のプラットフォームを検
討・動画の製作

◆３者協議が行われなかったため、受託
セミナーについて具体的な検討が進展し
なかったこと。

受託セミナーの
決定及びオンラ
イン化の整備

◆コロナ禍の影響のため、総務局を
主体とした３者協議は未実施

◆今後の検討状況等を踏まえ対応して
いく。

団体自己評価

【成果及び達成状況】
◆消防博物館のデジタル化推進については、計画以外に新たなデジタルコンテンツを導入し、来館への意識向上を図るとともに、来館で
きない方のニーズにも対応することができた。
◆防災館等への利用者（障がい者）満足度の向上については、計画どおりに進めることができた。
◆総合防災部からの受託セミナーについては、コロナ禍のために進捗が無かった。
【分析及び根拠】
◆消防博物館のデジタル化の推進については、既存データを一から洗い出すことにより、データベースの充実化を図った。また、新型コ
ロナウイルス感染防止に伴う休館期間を利用し、展示史材等の公開用データの登録等を集中的に取り組めたので、計画よりも多く登録す
ることができた。
◆収蔵品紹介アプリの拡充においては、歴史的価値の高い展示史材57点すべてを公開することができ、都民が来館しなくても展示史材を
閲覧することができる環境を整えることができた。
◆360°カメラによる施設紹介動画を活用することにより、バーチャルツアーとしてホームページに公開することができた。
◆障がい者接遇マニュアル等の作成や活用については、障がい者や民間の専門家を分科会の一員として招き、検討が進められたので、障
がい者目線による課題を抽出することができた。また、その課題を障がい者への接遇要領や体験指導要領に関するマニュアルの素案に反
映することができた。
【課題】
◆データベース化や収蔵品紹介アプリの多言語化については、協会の外国人職員の活用を図っているが、多言語化の範囲については検討
する必要がある。
◆データベースについては、来館者への防災思想の普及効果を高めるため、防災意識の向上につながる要素を公開用データに取り入れる
必要がある。
【その他の懸案事項】
◆受託セミナーについては、コロナ禍の長期化により、具体的な検討が進展しない可能性が懸念される。

消防博物館のデ
ジタル化の推進

◆展示史材の公開用データ280点を
登録
◆歴史的価値の高い展示史材57点を
収蔵品紹介アプリに登録し、すべて
を公開
◆コロナ禍における広報媒体とし
て、360°カメラで撮影した施設紹
介動画を活用し、バーチャルツアー
としてホームページに公開

◆2022年度から２か年で、展示史材等
の公開用データ920点を追加登録すると
ともに、ホームページ等に収蔵品検索
ページを制作して都民に広く公開す
る。
◆360°カメラによるデジタルコンテン
ツの活用を検討する。

障がい者接遇マ
ニュアル等の作
成及び活用

◆11月に開催した分科会で、障がい
者である委員にヒアリングを実施
し、障がい者目線による課題を抽出
◆障がい者への接遇要領や体験指導
要領を検討し、マニュアルの素案が
完成

◆2022年度に障がい者への接遇要領や
体験指導要領に関するマニュアルを作
成する。
◆マニュアルを活用し、防災館におい
て障がい者やその支援者に対し、防災
に関する知識や技術を今まで以上に有
益となるよう学んでもらうなど、自
助・共助のレベルアップを図る。
◆2023年度に障がい者への接遇要領や
体験指導要領に関するマニュアルを検
証する。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

広げろ！防災展開プロジェクト！～防災ニーズに応えるための新たな事業の展開～

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
消防博物館のデジタル化推進による防災
意識・学習意欲の向上

【目標②】
防災館等における外国人や障がい者へ配
慮した接遇対応の充実化による利用者満
足度の向上

【目標③】
総合防災部からセミナーの受託及びオン
ライン化の実現

消防博物館のデジタル化推進については、コロナ禍による臨時休館期間を利用し
たことにより、計画の一部を前倒しして実施することができ、2023年度までに公
開予定の展示史材等1,200点のうち280点のデータ登録が完了した。さらに、アプ
リで公開予定の展示史材57点すべての公開が完了した。
防災館等における利用者（障がい者）満足度向上については、分科会において障
がい者目線による課題を抽出し、その課題を反映させた障がい者への接遇要領や
体験指導要領に関するマニュアルの素案が完成した。
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団体名： (公財)東京防災救急協会

戦略 3

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

◆新しい蘇生ガイドライ
ンに対応した講習内容の
改訂及びテキスト教材の
作成
◆短縮救命講習に対応す
るためのシステム改修

◆2021年度にテキストを作成予定だった
が、2020年度に予定されていた日本蘇生
協議会による新しい蘇生ガイドラインの
発出が６月に遅れたため、テキスト教材
の作成までには至らず、検討に留まった
こと。
◆コロナ禍により、受講者の定員を制限
して実施しているので、再講習の受講者
需要に応じるため、新たな取組として有
効期限の延長措置に伴うシステム改修を
優先したこと。

◆３体、３器での資器材
配置率100％
◆４体、４器での資器材
配置率20％
◆胸骨圧迫の効果を客観
的に確認できる講習の本
格運用に向けたスマート
デバイスの種別及び必要
数量の検討
◆胸骨圧迫の効果を客観
的に確認できる人形の配
置率95％

◆資器材の配置については、コロナ禍に
よる感染症対策として、受講者数を制限
し、受講者２名に対して１体、１器で実
施するため、資器材の増強整備計画を前
倒しして配置したこと。
◆スマートデバイスの有効性を検証し、
方面（10か所）に各１台、使用頻度の高
い会場（２か所）に各１台、計12台を優
先配置としたこと。
◆人形については、計画どおり整備した
こと。

団体自己評価

【成果及び達成状況】
◆講習内容の見直しについては、コロナ禍の影響で新しい蘇生ガイドラインの発出が６月に遅れたので、テキスト教材の作成に向けた検
討も遅れ、テキスト教材の作成は2022年度にずれ込んだが、短縮救命講習のシステム改修については計画どおりに完了することがで
き、受講者の利便性を向上させることができた。
◆再講習の有効期限延長措置に伴うシステム改修も完了することができ、期限切れを迎える受講者需要に応じることができた。
◆講習資器材の充実については、計画を前倒しして資器材を配置し、コロナ禍においても充実した講習内容にすることができた。
【分析及び根拠】
◆第１回目の教科書作成委員会を９月に開催し、テキスト教材の作成に向けて検討を開始することができた。
◆短縮救命講習のシステム改修を2022年３月に完了させ、2022年４月からWeb申込みを可能にし、受講者の利便性を向上させることがで
きた。
◆再講習の有効期限の延長措置に伴うシステム改修についてもシステム業者と連携を密にし、速やかに対応することができた。
◆コロナ禍において受講者の定員を制限して実施しているなかで、資器材の増強整備計画を前倒して資器材を配置したので、受講者２名
に対して１体、１器の資器材を配置することができ、安全安心な受講環境のもとでバイスタンダーの育成を推進することができた。
【課題】
◆救命講習は実技が伴うため、完全オンライン化には馴染まず、対面指導を回避することができないため、常に十分な感染防止対策を講
じ、感染リスクの低減を図りながら実施する必要がある。
◆コロナ禍で感染リスクの低減を図るため、受講者１名に対して１体、１器の資器材を配置できるよう資器材を増強する必要がある。
◆受講者の需要に応えるため、所管局と連携を図り、大規模会場を確保して救命講習を開催する必要がある。

講習内容の見直
し

◆教科書作成委員会を設置し、テキ
スト教材の作成に向けた検討を開始
◆利便性を向上させるため、短縮救
命講習の電子申請への対応に伴いシ
ステムを改修
◆新たな取組として、再講習の有効
期限延長措置に伴いシステムを改修

◆新しい蘇生ガイドラインに対応した
テキスト作成については、2022年度内
に作成する。
◆短縮救命講習に対応するWeb申込みを
2022年４月１日から本格運用する。

講習資器材の充
実

◆受講者10名に対する３体、３器で
の資器材配置率100％を達成
◆受講者10名に対する４体、４器で
の資器材配置率60％を達成
◆胸骨圧迫の効果を客観的に確認す
るためのスマートデバイスの種別と
12台の配置を決定
◆胸骨圧迫の効果を客観的に確認で
きる人形の配置率95％を達成

◆2022年度に受講者10名に対する４
体、４器の資器材配置率を80％にす
る。
◆スマートデバイスは、技能の客観的
評価等に有用であるため、引き続き活
用する。
◆2022年度に胸骨圧迫の効果を客観的
に確認できる人形の配置率を100％にす
る。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

救え！救命講習向上プロジェクト！～効果的な救命講習指導の推進～

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
オンライン学習（電子学習室）を活用し
た短縮救命講習の運用拡大（個人向け）

【目標②】
・受講者10名に対し、４体の人形、４器
のAEDトレーナーの配置率100％
・胸骨圧迫の効果を客観的に確認できる
人形の配置率100％

短縮救命講習のシステム改修については、コロナ禍により受講者定員を制限して
実施しているので、再講習の受講需要に応じるための有効期限延長措置に伴うシ
ステム改修を優先したが、2021年度内に完了できた。
人形とAEDトレーナーの配置については、コロナ禍により資器材の増強整備計画
を前倒して配置したため、受講者10名に対する４体、４器の資器材配置率は計画
を上回る配置率60％を達成した。
胸骨圧迫の効果を客観的に確認できる人形の配置については、計画どおり配置率
95％を達成した。
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団体名：

新たな取組として
設定した理由

2021年度計画 2021年度実績 要因分析 対応方針

コロナ禍において、民間
救急事業者が安全に安心
して患者を搬送し、ま
た、都民が安心して利用
できるようにするため、
今後も東京都福祉保健局
及び東京消防庁と連携
し、民間救急事業者から
の要望に応じて実施す
る。

新米パパママ
応急手当講習
会のオンライ
ン化

妊婦や妊婦の家族、乳幼
児の家族を対象とした乳
幼児の応急手当の講習会
を各防災館で実施してい
たが、コロナ禍による臨
時休館で実施できず、家
族等の要望に応えるため
に実施する必要があっ
た。

受講希望者に対し、立
川防災館において新米
パパママ応急手当講習
会をオンラインで試行

新米パパママ応急手当講習会を
オンラインで４回実施し、31
組、58名が参加

◆オンラインにて実施できる
環境や体制を整備するため、
所管局と調整したこと。
◆講習終了後にアンケート調
査を実施し、受講者ニーズを
講習内容に反映させたこと。

◆今後も臨時休館になっ
た場合には、受講者の
ニーズに応えるため、オ
ンライン講習に切り替え
て実施する。
◆防災館へ直接来館する
ことが困難な方などを対
象にしたオンライン講習
会を臨時休館中に限ら
ず、開館時も実施できる
よう、所管局と協議・検
討する。

民間救急事業
者及び都民へ
の安全・安心
の提供

終息が見込めないコロナ
禍で感染症患者が急増す
るなか、民間救急事業者
が安全に安心して患者搬
送ができるよう、また、
都民が安心して利用でき
るようにするため、2020
年度に引き続き、新型コ
ロナウイルス感染症に係
る知識及び感染防護具の
着脱要領等を習得する機
会を作り、安全・安心を
提供する必要があった。

民間救急事業者に対す
る新型コロナウイルス
感染症対策講習会を実
施

新型コロナウイルス感染症対策
講習会を４回開催し、60事業
所、83名が参加

◆東京民間救急コールセン
ター協議会に登録している事
業者だけでなく、東京消防庁
が認定した民間救急事業者す
べてを対象に、広く参加を呼
びかけたこと。
◆医師である当協会の専務理
事が講師となり、医学的見地
に基づく実践的な指導を実施
したこと。
◆講習会の開催にあたって
は、東京都福祉保健局や東京
消防庁と連携して実施したこ
と。

団体自己評価

【成果及び達成状況】
◆第５波、第６波を迎え、新型コロナウイルス感染症が急速に感染拡大するなか、2020年度に引き続き、当協会が有する
リソースを十分に生かして、東京都の要請に柔軟に対応するとともに、民間救急事業者や都民の安全・安心に寄与するこ
とができた。
◆臨時休館中の防災館において、新米パパママ応急手当講習会をオンラインで実施し、受講希望者のニーズに応えること
ができた。
【分析及び根拠】
◆感染症患者の搬送需要が高まり、新たに都内医療機関、自宅療養者フォローアップセンターにも専用ホットラインが開
設されるなか、迅速に紹介、調整業務を実施し、搬送手段の確保に貢献することができた。
◆民間救急事業者が安全に安心して感染症患者を搬送し、都民が安心して利用できるために必要な知識、技能の習得を目
的に、2020年度に引き続き講習会を開催し、安全で安心な患者搬送業務に寄与することができた。
◆当協会には、救急救命士をはじめ、救急隊員を経験した職員が数多く在籍しており、救急医療に関する専門的な知識や
ノウハウを持っている。また、当協会の専務理事も医師であり、それらの強みも生かして事業を推進することができた。
◆臨時休館中に新米パパママ応急手当講習会をオンラインで実施し、受講者に受講機会を与えることができた。また、ア
ンケート調査の結果を講習内容に反映させ、質の向上も図ることができた。
【課題】
◆今後も新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、当協会のリソースを十分に生かしていく必要がある。
◆防災館へ直接来館することが困難な方などを対象にしたオンライン講習会を臨時休館中に限らず、開館時にも実施でき
るよう、所管局と検討・調整する必要がある。

(公財)東京防災救急協会

個別取組事項

コロナ対応に伴う取組

保健所等に対
する民間救急
事業者の紹
介・調整業務
の支援

終息が見込めないコロナ
禍で感染症患者が急増す
るなか、東京都から要請
に基づき、2020年度に引
き続き支援した。

東京都内の各保健所へ
の民間救急事業者の紹
介・調整業務を実施

東京民間救急コールセンターに
おいて、専用ホットラインを開
設し、1,666件の紹介・調整業
務を実施

◆できる限りの支援をするた
め、コールセンターの営業時
間を１時間30分拡大するとと
もに、平日に限らず土日祝祭
日を含め年中無休で対応した
こと。
◆東京民間救急コールセン
ターの運営で培った経験を生
かし、配車調整の対応が困難
な保健所に対し、紹介・調整
業務を実施し、保健所支援を
したこと。

現在も、東京都福祉保健
局からの委託に基づき、
期間を延長して業務支援
を実施しており、今後も
当協会の有するリソース
を業務に生かして実施す
る。
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団体名： (公財)東京防災救急協会

2021年度計画 2021年度実績 要因分析 対応方針

団体の規程等に基づく対応可能な手続
については、全件規程等を改正する。
また、受験準備講習会における電子申
請の導入に向けた事務フローを整理、
要件定義、費用対効果を検討し、その
結果を基に電子申請システムを構築す
る。

・デジタル化が可能な手続が定められて
いる規程（６規程）全てを改正し、21手
続を可能にした。（100％）
・集合型の危険物取扱者試験受験準備講
習会においても、９月に電子申請を開始
し、173名（63％）の方が利用した。

・デジタル化が可能な手続が定められている規
程（６規程）全てを改正し、電子メール等によ
る申請を可能としたこと。
・集合型の危険物取扱者試験受験準備講習会の
オンライン講習で導入しているe-ラーニングシ
ステムに付随するシステムを活用したため、早
期に電子申請を可能としたこと。

更なる利便性や効率性を図るため、2022年
度は東京都からの委託事業も対象とし、５
件の手続について、所管局と連携しながら
デジタル化を検討する。
また、条例に基づく２講習（再講習）につ
いても、デジタル化を検討する。

・団体の規程等に基づく対応可能な手
続については、全件規程等を改正す
る。
・起案関係において、2021年度内に
ワークフローシステムを導入し、年間
約3,500件分の起案のデジタル化を実現
させ、はんこレス化を図る。

・はんこレスが可能な様式等が定められ
ている規程（６規程）すべてを改正し、
21種類のはんこレス化を実現した。
（100％）
・2021年度内に電子回付決裁を可能とす
るワークフローシステムを導入し、2022
年４月から本格運用に向けて準備を進め
た。

・はんこレスが可能な様式等が定められている
規程（６規程）すべてを改正し、はんこレスを
可能としたこと。
・ワークフローシステム導入に向けて、複数の
民間業者のシステムを比較検討し、協会の業務
に最も適したシステムを導入したこと。

対都民・事業者を対象とした押印について
は、法令等で定められているものを除き、
すべてはんこレスを実現したので、2022年
度は協会内の内部手続を対象とし、はんこ
レスが馴染まないものを除き、規程を改正
し、はんこレスを実現する。

協会本部の中で、最もFAXの受信数が多
い防災事業課においてデジタルツール
を導入し、2021年度のFAX送受信件数
を98%減少させる。（2019年度比）

・防災事業課において、４月にデジタル
ツールを導入し、FAX送受信件数をゼロに
し、目標の75件以内を達成した。（2019
年度比▲100％）
・防災事業課のほかに、協会本部内すべ
ての課においてもデジタルツールを導入
した。

・デジタルツールの導入に向けて、複数の民間
業者のシステムを比較検討し、協会の業務に最
も適したデジタルツールを導入したこと。
・防災事業課以外の課においても、計画を前倒
しして導入したこと。

協会本部内の全ての課において、デジタル
ツールを導入したので、他の事業所におい
てもデジタルツールの導入について検討す
る。

・販売テキストにおいてキャッシュレ
ス決済機能を搭載した券売機を導入す
る。
・新たな電子申請システムの導入にあ
たり、受講料の決済処理にキャッシュ
レス決済可能なシステムを構築する。

・講習会場でのテキスト販売において、
４月に券売機２台を導入し、８月に同２
台の券売機に対しキャッシュレス決済機
能を追加し、予定している全ての券売機
の利用を可能とした。（2021年度利用者
2,302名（26％））
・危険物取扱者試験受験準備講習会にお
いて、５月から電子申請やクレジット
カード決済が可能なシステムを導入し、
利用を可能とした。（2021年度利用者109
名（28％））

・８月に東京都が推奨しているクレジットカー
ド、交通系電子マネー、QRコードを可能とする
キャッシュレス決済機能を追加し、利便性の向
上を図ったこと。
・危険物取扱者試験受験準備講習会のオンライ
ン講習で導入しているe-ラーニングシステムに
付随するシステムを活用したため、早期に電子
申請や電子決済を可能としたこと。

2022年度は、４か所の売店において、
キャッシュレス決済機能やセミセルフ機能
を搭載したPOSレジを導入し、キャッシュレ
ス化を実現する。

販売テキストにおいてキャッシュレス
決済機能を搭載した券売機を導入さ
せ、現金の授受の機会を減少させる。

講習会場でのテキスト販売において、４
月から券売機２台を導入し、職員と利用
者が直接現金の受払する機会を減らし
た。（2021年度利用者16,247名）

コロナ禍において、４月に券売機２台を配置
し、職員と受講者の接触の機会を減らしたこ
と。

2022年度は、４か所の売店において。
キャッシュレス決済機能やセミセルフ機能
を搭載したPOSレジを導入し、タッチレス化
を実現する。

ペーパーレス

2020年11月末時点の結果を基に、職員
に対するペーパーレスへの意識の徹底
（両面印刷、複数ページの統合印刷、
プレビュー確認後印刷の義務化）、印
刷機のHDD機能を活用した留め置き印刷
機能の導入、会議等にて使用するペー
パー資料をIT端末による電子化への移
行、月毎のコピー用紙の使用枚数の見
える化を実施、起案関係のデジタル化
（ワークフローシステムの導入）によ
り2021年度のコピー用紙総使用量を団
体全体で50%減少させる。（2016年度
比）

2021年度のコピー用紙の使用量を730,000
枚に抑え、目標の50％（765,000枚）を達
成した。（2016年度比▲52％）

はんこレス

FAXレス

共通戦略

取組事項

手続の
デジタル化

・職員に両面印刷や複数ページの統合印刷を徹
底するなど、ペーパーレス化の意識の醸成を
図ったこと。
・職員にプレビュー確認後の印刷や印刷機の留
め置き印刷機能の設定を徹底し、紙の無駄な使
用を抑えたこと。
・リースパソコンの入れ替え時にデスクトップ
型からノート型に切り替えるとともに、ノート
型パソコンを会議等で活用し、資料をペーパー
から電子データへと切り替えたこと。

2022年度は、コピー用紙の使用量を2016年
度比の70％削減を目標とする。

団体自己評価

【成果及び達成状況】

手続のデジタル化や５つのレスの推進、テレワークについては、協会職員が一丸となって取り組んだため、2021年度末の目標を達成することができた。

【分析及び根拠】

・手続のデジタル化については、デジタル化が可能な手続が定められている規程（６規程）すべてを改正し、電子メール等による申請を可能にするとと

もに、集合型の危険物取扱者試験受験準備講習会の電子申請についても、オンライン講習で導入しているe-ラーニングシステムに付随するシステムを活

用したため、早期に電子申請を可能にすることができた。

・５つのレスの推進については、協会内において周知徹底を図るとともに、進捗状況を共有することにより、協会職員が一丸となって取り組んだ結果、

2021年度末の目標をすべて達成することができた。

・テレワークについては、リモートアクセスサービスが可能なデバイスやモバイルWi-Fiルーターを早期に導入し、職員には計画的なテレワークを促進

し、テレワーク可能な職員による実施率40％の目標を達成することができた。

【課題】

・今後の手続のデジタル化について、所管局や委託元と連携を密にして推進していく必要がある。

・ペーパーレスについては、2021年度は目標を達成することができたが、2022年度は目標数値が高く、2016年度比70％削減に向けて、今までよりもさら

に強力に推進していく必要がある。

・2022年４月にワークフローシステムを本格運用し、起案手続等のデジタル化を実現したことにより、はんこレスやペーパーレスにどれだけつなげられ

るのかを検証していく必要がある。

タッチレス

キャッシュレス

テレワ―ク

1　2020年11月末時点の試行対象者を
拡大しての効果を検証する。
2　上記の検証を受けてテレワーク可能
な職員による実施率40％の実現に向
け、リモートアクセスサービスの本格
的な導入のための整備を推進する
（2021年８月から10月までの間のいず
れかの月を対象）。
・８月、10月の場合【 345件/勤務日
数（21日）/41名】×100（％）
・９月の場合【 328件/勤務日数（20
日）/41名】×100（％）

８月において、テレワーク可能な職員に
よる実施率は目標の40％を達成した。
【325件/平均勤務日数（18.6日）/41名×
100（％）=実施率42.6％】

・リモートアクセスサービスが可能なデバイス
（20台）やモバイルWi-Fiルーター（５台）等
を整備し、テレワークができる環境を整備した
こと。
・８月から10月をテレワーク強化期間に掲げ、
職員が積極的にテレワークに取り組んだこと。

新たにリモートアクセスサービスが可能な
デバイスを増強し、テレワークできる機会
を増やす。
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【団体概要】

常勤役員数

常勤職員数

都派遣職員数

都退職者数 0人 0人

100.0%11人 11人

100.0%

25人 25人 26人 104.0%

設立
目的

　総合陸上競技場の建設及び管理運営の受託

主

な

事

業

（１）スポーツ施設の運営及び管理

（２）駐車場及び商業施設の経営及び管理

（３）競技場施設内における広告スペースの販売

組

織

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

0人

11人

対前年度比

-

2人 2人 2人

団体名 株式会社東京スタジアム

代表者 代表取締役社長　相場　淳司 所管局 生活文化スポーツ局

所在地 東京都調布市西町376-3 電話番号 042-440-0555

基本財産
/資本金等

9,653百万円
都出資等割合
/都持株比率

36.3%
設立
年月日

平成6年8月11日

【財務情報】　　

株式会社東京スタジアム
（単位：千円）

令和元年度 令和２年度 令和３年度
対前年度
差引増減額

対前年度比
（％）

主な増減理由

営業利益（▲損失） ▲ 53,410 ▲ 280,338 ▲ 168,480 111,858 －

営業収益 1,901,853 1,236,757 1,529,949 293,192 123.7%

営業費用 1,955,263 1,517,095 1,698,429 181,334 112.0%

売上原価 1,596,376 1,178,785 1,369,104 190,319 116.1%

販売費・一般管理費 358,887 338,310 329,325 ▲ 8,985 97.3%

営業外利益（▲損失） 36,655 38,539 115,327 76,788 299.2%

営業外収益 36,722 38,676 115,327 76,651 298.2%

営業外費用 67 137 － ▲ 137 －

経常利益（▲損失） ▲ 16,755 ▲ 241,799 ▲ 53,153 188,646 －

特別利益（▲損失） 0 － ▲ 6,364 ▲ 6,364 －

税引前当期純利益 ▲ 16,755 ▲ 241,799 ▲ 59,517 182,282 －

法人税等 20,771 1,210 1,317 107 108.8%

当期純利益 ▲ 37,526 ▲ 243,009 ▲ 60,834 182,175 －

資産合計 10,119,312 9,779,305 9,762,375 ▲ 16,930 99.8%

流動資産 6,401,971 6,231,359 6,356,133 124,774 102.0%

固定資産 3,717,341 3,547,946 3,406,241 ▲ 141,705 96.0%

負債合計 581,214 484,216 528,119 43,903 109.1%

流動負債 426,229 374,207 421,389 47,182 112.6%

固定負債 154,985 110,009 106,730 ▲ 3,279 97.0%

純資産合計 9,538,098 9,295,089 9,234,255 ▲ 60,834 99.3%

うち資本金 9,652,500 9,652,500 9,652,500 0 100.0%

うち繰越利益剰余金 ▲ 114,402 ▲ 357,411 ▲ 418,245 ▲ 60,834 －

貸

借

対

照

表

（流動資産）
・イベント開催等が増えたことによる売上高の増

（固定資産）
・建物等の減価償却

（流動負債）
・イベント開催等が増えたことによる営業未払金の増

（固定負債）
・長期前受収益の減

（純資産合計のうち繰越利益剰余金）
・当期純損失による減（繰越損失残高の増）

区　分

損

益

計

算

書

（営業収益）
・イベント開催等が増えたことによる売上高の増

（営業費用）
・東京2020大会の開催等に伴う営業費用の増
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団体名： （株）東京スタジアム

B

　経営改革プランに掲げた目標のうち、戦略３「両施設の同時利用による相乗的な魅力向上」では、味の素スタ
ジアム及び武蔵野の森総合スポーツプラザの一体的利用・相互補完利用について計画を上回る件数となるなど取
組を大きく前進させた。共通戦略による「５つのレス」等の取組も進め、その他の戦略においても、コロナ禍に
よりコンサート誘致等一部で計画に及ばなかったものの、東京2020大会レガシーとしてのパラスポーツ体験会
や、地元３市と連携したラグビーイベントの実施、ラグビーリーグワンの試合誘致、スタジアム周辺の活性化に
資するシェアサイクルポートの運営、観戦環境の向上に資するキッズスペース・センサリールームの設置、
キャッシュレス決済導入等の取組を行い、総じて団体として一定の成果を上げている。
　引き続き、各種事業を積極的に推進していくとともに、施設の一体運営によるシナジー効果や、デジタルの活
用等、施設価値の向上に資する必要な検討を進めることを期待する。

一次評価（所管局評価）

・戦略1では、RWC2019 、東京2020大会のレガシーを継承していくため、地元市と連携したラグビーイベントの開催や、ラグビー
リーグワンの誘致（4試合）を実現すると共に、当初計画数を上回るパラ・マイナースポーツの体験会を開催した。また、主催イ
ベントを通じた被災地支援を実施する等、大会レガシーの継承と都のスポーツ振興に貢献している。

・戦略2では、味の素スタジアムにキッズルームやセンサリールームを設置、武蔵野の森総合スポーツプラザにキャッシュレス決
済を導入するなど、利用者の視点に立ち、観戦者の環境向上に積極的に取り組んでいる。また、敷地内にシェアサイクルを実証的
に設置し、スタジアム周辺の回遊性を高める取組を実証的に行うなど、地域と連携した取組も行ってきている。
 施設利用の誘致競争が激しくなる中において、利用者の利便性向上に資する取組を進めていくことは、選ばれ続けるスタジア
ム・アリーナとなるために重要な取組であるとともに、政策連携団体活用戦略に掲げられている団体の将来像にある「地域の活性
化にも貢献する多摩地域のスポーツ拠点」として都のスポーツ振興に貢献している。

・戦略3では、味の素スタジアム、武蔵野の森総合スポーツプラザ両施設を管理する団体ならではの取組として、一体的利用や相
互補完利用を実施した。本取組は「TOKYOスポーツレガシービジョン」に掲げる都立スポーツ施設の最大限の活用に寄与する取組
であるとともに、スポーツ以外の分野との連携が図られることから、スポーツ無関心層へのアプローチや新たな顧客の獲得が期待
できる。

・共通戦略　手続のデジタル化・5つのレスの推進・テレワークについては、設定目標を達成できている。

　これまでも、キッズルームやセンサリールームの設置、シェアサイクルの実証的な設置等、施設の魅力向上に努めてきている
が、今後は、他施設との誘致競争が更に厳しくなることが見込まれる。
　そのため、より一層の施設のブランド力向上に向けた検討を進め、最先端のテクノロジーを活かした施設となるよう、引き続き
地元市や関係事業者と十分に連携の上、取り組んでいくことを期待する。

最終評価
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団体名： （株）東京スタジアム

戦略 1

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

○感染症の状況を見なが
ら、パラ・マイナース
ポーツの体験会やアス
リートとの交流等の事業
を実施　6メニュー
○ラグビーの普及促進に
繋がるイベントや試合等
の誘致に係る調整
○RWC2019や東京2020大会
の記念グッズの展示

○東京2020大会開催による関心の高まりを
捉え、むさプラの利用再開後にパラスポー
ツ体験会を実施した。
○地元3市と連携したイベント開催によ
り、両大会のレガシー及びラグビーリーグ
ワン開幕に向けた気運醸成に繋げた。ま
た、味スタでのサッカーとラグビーの両立
に向け調整し4試合を誘致した。うち1試合
は感染症で中止したが、代わりにオンライ
ンイベントの実施に切り替えた。
○都のRWC2019レガシーイベントの開催も
あり、記念グッズの展示等を通じて施設と
しても大会レガシーを印象付けた。

○スタジアムイベント時
の環境配慮ガイドライン
作成
○被災地への継続的な支
援　年間4、5件（感染症
の状況に応じて、回数は
見直しを行う。）

○外部講習を受講し理解を深めるととも
に、東京2020大会組織委員会より譲り受け
たダストボックス等をイベント運営に活用
した。
○震災の記憶が風化することのないよう、
被災地への継続的な支援として味スタ感謝
デーでのPRブース出展を企画し、福島県会
津地方と調整した。味スタ感謝デーは感染
症の状況を踏まえ11月から2月に延期とな
り、延期後はオンライン開催となったた
め、PRブースは出展できなかったが、福島
県の特産品を当選者に発送することで、被
災地支援に貢献した。

RWC2019、東京2020大会を契機としたスポーツ振興への貢献と大会レガシーの継承

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】多摩地域のスポーツ拠点とし
て、大会後のスポーツ需要に応え、都の
スポーツ振興施策に貢献する。
【目標②】大会レガシーとして、環境に
配慮したイベント運営が図られるととも
に、被災地への復興支援の継続により地
元との絆が深まっている。

目標①について、多摩地域のスポーツ拠点として、ラグビーリーグワンの誘致
（4試合）、都や地元3市と連携したパラスポーツの体験会やラグビーの気運醸成
イベントの開催等により、都のスポーツ振興施策に貢献した。
目標②について、スタジアムイベント時の環境配慮ガイドラインを作成するとと
もに、東京2020大会で調達された物品のうち利用可能なものを譲り受け活用する
など、環境に配慮した取組を推進した。また、味スタ感謝デーのキャンペーンで
福島県の特産品を提供するなど、被災地支援に貢献した。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

両大会のレガ
シーとしてのス
ポーツ振興

○6メニューに加え、むさプラで調
布市主催事業への共催や弊社主催事
業でパラスポーツ体験会を実施
○地元3市のイベントに連動したむ
さプララグビープラザの開催（1
回）、ラグビーリーグワンの誘致
（4試合）及び天然芝管理等の調整
○むさプラでのRWC2019記念グッズ
等や東京2020大会マスコット像の展
示

〇地元市や競技団体等との連携を進める
ことで、感染症の状況を見ながら、パラ
スポーツやマイナースポーツに触れる機
会を提供し、普及と活性化に貢献する。
〇東京都や地元市と連携し、引き続きラ
グビーの普及啓発に繋がるイベントを開
催するとともに、ラグビーリーグワン等
の更なる誘致に取り組む。
〇RWC2019や東京2020大会の記念グッズ
の展示は、（仮称）味スタ・むさプラ
ミュージアムの企画調整を進める。

東京2020大会に
おける環境配慮
や復興支援のレ
ガシーの継承

○スタジアムイベント時の環境配慮
ガイドラインを作成
○廃棄物の適正処理に係る講習の受
講（1回）、東京2020大会で調達さ
れた各種物品のうち十分に利用可能
なものを譲り受け施設内で活用
○味スタ感謝デーTwitterフォロー
＆リツイートキャンペーンを開催
し、抽選で福島県の特産品を提供

〇作成した環境配慮ガイドラインについ
て、イベント主催者の意見をうかがいつ
つ、スタジアムイベント時の活用に向け
て調整する。
〇被災地への継続的な支援を推進するた
め、味スタ感謝デーにおけるPRブース出
展を企画し、調整する。

団体自己評価

〇 パラ・マイナースポーツの体験会等は、感染症の影響を受けた中でも、計画値である6メニューを達成するとともに、調布市主催事業

への共催や弊社主催事業の開催により、利用者がパラスポーツ等を体験し、理解を深める取組を推進した。また、ラグビーのイベントや

試合等は、地元3市のイベントに連動したむさプララグビープラザの開催やラグビーリーグワンの誘致等により、ラグビーを普及促進し

た。更には、RWC2019や東京2020大会の記念グッズを展示することで、大会レガシーの継承に貢献することができた。

〇 環境負荷の低減に向け、スタジアムイベント時の環境配慮ガイドラインを作成するとともに、廃棄物に関わる外部講習の受講や廃棄

されるはずだったダストボックスを利活用するなど、環境配慮に向けた取組を推進した。また、被災地への継続な支援は、感染症の影響

により、年間4、5件の支援は実現できなかったが、味スタ感謝デーで臨機応変に対応することができた。

〇 上記のとおり、感染症の影響によりイベントの実施が困難な状況にあったが、着実に取組を進めることができた。
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団体名：

戦略 2

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

○中長期ビジョンに基づ
き、地元市や関係事業者等
と「スタジアムを核とする
エリアで1日楽しめる仕組
み（周遊観光バス、周遊割
引チケット等）」につい
て、感染症の状況を見なが
ら、検討を開始

○周遊の方策として費用や体制の確保等の面から各種
交通手段について検討を行い、健康増進の観点からも
まずは自転車で試行を行った。地元調布市から強い要
請を受けたこともあり、市の実証実験に参加した。
〇行政、大学、事業者との連携体制の構築に向け調布
市が2021年6月に設立した協議会が弊社の目指す方向性
と合致していたため、弊社として本協議会に参加し
た。

○中長期ビジョンに基づ
き、以下の項目について具
体的取組や費用を社内で検
討
・立見席、ベビーカー席、
キッズスペース等の整備
・場内売店におけるキャッ
シュレス決済導入
・ICT技術を活用したスタ
ジアム体験等を向上させる
取組み

○家族連れで楽しめるスタジアムを目指し、キッズス
ペースやセンサリールームを設置し、利用者に大変好
評であった。
○むさプラのキャッシュレス決済導入に当たり、多岐
に渡る決済方法を選択できるようにし、混乱なく円滑
に利用された。
○味スタ売店のキャッシュレス決済導入に向けた事業
者ヒアリング（2回）と売店事業者との意見交換（1
回）を実施した。
○利用者満足度の向上や感染症対策の一貫として、ト
イレの混雑状況の見える化を図るため、民間事業者と
連携し、弊社の負担なく混雑分析の試行を実施した。

〇中長期ビジョンに基づ
き、感染症の状況を見なが
ら、以下の項目を社内で検
討
・ライブ・エンターテイメ
ントの誘致　1件
・閑散期等を活用した話題
性のあるイベント等の開催
・若手アーティストの発
掘・育成の場の提供

○感染症が十分に収束せず利用制限がある中、採算性
の観点から、コンサート主催者の方で開催は難しいと
判断し、キャンセルとなった。
○Jリーグのオフシーズンである冬の施設稼働率の向上
や賑わいづくりに資するよう、2022年1月に新たに開幕
したラグビーリーグワンを4試合誘致した。
○味スタ感謝デーは感染症の状況を踏まえ11月から2月
に延期となり、延期後はオンライン開催となったが、
若手アーティストへの発表の場を提供した。

〇外部講習や大学院の聴講
等による事業経営のノウハ
ウ習得　2名参加

〇Jリーグクラブによる新スタジアム構想をテーマとし
たセミナーでは、非試合日も含めた地域の居場所づく
りといった地域も巻き込む仕掛けや、環境配慮と最新
技術の導入等、最新の動きについて知見を深めた。
〇感染症やDXで大きく変革するエンターテイメントビ
ジネスを時機を捉えて把握し、会社の将来像を弾力的
に適応させていく人材を育成するため、大学院に社員
を派遣することを決定した。

〇ブランドイメージの構築は、引き続き他施
設の最新事例を収集するとともに、特色ある
イベントの開催やSNSの発信内容・方法等を検
討する。
〇SNSの情報発信は、イベント主催者と連動し
た企画やスタジアムの裏側、時季に応じた内
容等、引き続き工夫を行いつつ、回数を増加
させる。
〇利用者の安全・安心確保のため内部の研
修・訓練を引き続き実施し、情報発信する。

新たなビジネスモ
デルを実現するた
めの新規事業の追
及

○コンサートを誘致したが、感染症によ
りキャンセルとなった（1件）。
○Jリーグのオフシーズンに、新たに設立
されたラグビーリーグワンを誘致（4試
合）
○味スタ感謝デーを活用した若手アー
ティストへの発表の場を提供

〇感染症の状況を見ながら、ライブ・エン
ターテイメントやラグビーリーグワン等の更
なる誘致に取り組む。
〇感染症の状況を見ながら、味スタ感謝デー
の機会に加え、むさプラで実施する地域貢献
事業において、若手アーティストの活用を検
討する。
〇感染症の状況を見ながら、施設を活用した
収益向上に資するイベント等を検討の上、試
行的に実施し、効果を検証・調整する。

事業遂行に向けた
人材の確保と育成

○スポーツビジネス等に関する知見を広
げるため、オンラインセミナー等の外部
講習の受講（2回・計2名）
〇大学院のメディア・エンターテイメン
トに関する講義について科目等履修生3名
の派遣を決定

〇オンラインセミナーの受講や他施設の見学
等を引き続き実施する。
〇大学院のメディア・エンターテイメントに
関する講義について科目等履修生派遣を実施
し、事業経営のノウハウを習得する。

団体自己評価

〇 調布市をはじめ地元鉄道会社や電気通信事業社等をメンバーとする調布スマートシティ協議会に参加し、地域の更なる活性化に向け協議した。ま
た、調布市によるシェアサイクル実証実験に参加し、1月末には利用者に無料で自転車を貸し出すことができるシェアサイクルを味スタ敷地内に設置
して運用を開始するなど、地域の方々や味スタ・むさプラ利用者に満足いただける取組を実施した。

〇 Jリーグクラブと連携してキッズスペース・センサリールームを設置するなど、家族連れで楽しめるスタジアムに向けて、観戦環境を整備した。加
えて、むさプラでのキャッシュレス決済の導入や、トイレの混雑の見える化に向けた実証実験を実施するなど、施設利用者の利便性向上を図った。

〇 感染症の感染拡大の影響を受け、コンサートは誘致できなかったものの、Ｊリーグのオフシーズンにラグビーリーグワンを4試合誘致し、スタジア
ムの閑散期である冬に収益を得ることができた。

〇 新たなブランドイメージを構築するため、スポーツイベントのほか、アニメコンサートの誘致やe‐スポーツコンテンツを実施するなどの取組を
行った。

〇 安全面では、救命等講習や消防訓練、さすまた取扱訓練など、利用者の安全を確保する取組を実施した。

〇 職員がスポーツイベントに関するオンラインセミナーを受講するとともに、大学院のメディア・エンターテイメントに関する講義について科目等
履修生の派遣を決定することで、事業経営のノウハウの習得に努めた。

〇 上記のとおり、感染症による影響を受けた中でも、地元市や関連事業者等と連携した新たな取組の実施や、スタジアムの収益向上に資するような
イベント誘致や情報発信、人材育成に関する取組を着実に推進することができた。

安全面やブランド
面のイメージ向上

○中長期ビジョンに基づ
き、以下の項目を社内で検
討
・アニメ・eスポーツ等の
ブランドイメージの構築
・SNSやAIチャットボット
等による情報発信の充実
○ICT技術やGBAC等の先進
的な取組の情報収集
○事故・災害時対応の訓
練・研修の情報発信

〇アニメコンサートの誘致（4件）、J
リーグクラブと連携したeスポーツコンテ
ンツの実施（2回）
〇SNSを活用した情報発信（FB122
回,Twitter433回）
〇Jリーグクラブ・産業総合研究所と連携
した感染抑止実証実験（1回）
〇救命等講習（1回）、消防訓練（4
回）、さすまた取扱訓練（1回）

〇毎月の定例会でブランドイメージを議論するととも
に、ブランドイメージ構築に資する可能性の高いイベ
ントを積極的に誘致した。
〇SNSの情報発信は、従来のイベント報告に加え、自主
事業動画の投稿や大会レガシー展示の紹介、社会科見
学受入等、内容・回数を拡充させた。
〇マスク着用率の測定等ICTを活用した感染抑止実証実
験に、関係者と連携し弊社の負担なく参加する等、最
新技術や衛生対策の情報収集に努め対策を実施した。
〇利用者の安全・安心確保のため内部の研修・訓練を
定期的に実施した。

地域と連携した味
の素スタジアムの
施策展開

○調布市や地元鉄道会社等へのヒアリン
グ（3回）を踏まえ、調布市のシェアサイ
クル実証実験に参加。都と調整の上、味
スタ敷地内にサイクルポート23台を設置
し運用を開始。約2か月で計596回の利用
があった。
〇地域の連携を促進するために調布市が
設立したスマートシティ協議会に参加
し、市内の回遊性等を協議

〇シェアサイクルの利用状況や感染症の状況
を見ながら、サイクルポートの増設やそれ以
外の周遊策を検討する。
〇感染症の状況を見ながら、調布スマートシ
ティ協議会とウォーキングイベントの実施を
検討し、周辺の商業施設や観光施設等との連
携、関係強化を図る。
〇感染症の状況を見ながら、スポンサー企業
等と連携し、経費節減に向けた調整を行いつ
つ、（仮称）健康ウォーキング事業を試行的
に実施し、効果を検証・調整する。

リニューアルによ
る観戦・鑑賞環境
の向上

○Jリーグクラブと連携したキッズスペー
ス・センサリールームの設置（8回）
○むさプラの団体利用、ジム・プール利
用でキャッシュレス決済導入（11月）、
味スタのコンコース全売店（８店舗）で
キャッシュレス決済導入（9月）
○トイレ等の混雑の見える化の解析手法
確立に向けた実証実験の実施（10～11
月）

〇他施設の視察等を継続的に実施し、スタジ
アムに必要とされる観戦鑑賞環境の情報を収
集し、所管局と連携しながら、リニューアル
の方向性を検討する。
〇むさプラでの利用者の利便性を高めるた
め、キャッシュレス対応の自動販売機の設置
について、自動販売機設置業者と連携し推進
する。
〇トイレの混雑状況の解析結果を味スタHPに
掲載するなど、トイレ等の混雑見える化の実
証実験を引き続き実施し、検証する。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

（株）東京スタジアム

選ばれ続けるスタジアム・アリーナとして安定的な経営基盤の底上げを図るための取組の推進

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】地域連携に資する検討会を立ち
上げ、1事業以上試行し、効果を検証す
る。
【目標②】観戦・鑑賞環境の向上施策や独
自の新規企画を3事業以上試行し、効果を
検証する。
【目標③】安全面やブランド面のイメージ
向上に向け、1事業以上試行し、本格実施
する。

目標①について、調布スマートシティ協議会へ参加し、調布市内の回遊性等を協議すると
ともに、味スタ敷地内にシェアサイクルのサイクルポートを設置し運用を開始した。
目標②について、センサリールーム等の設置やむさプラでのキャッシュレス決済導入等に
よる利用環境の向上、ラグビーリーグワンの誘致による施設稼働率の向上に積極的に取り
組んだ。
目標③について、アニメやeスポーツの誘致やSNSによる情報発信の拡充、ICTを活用した感
染症対策に資する実証実験への参加や各種訓練の実施に取り組んだ。
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団体名：

戦略 3

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

○イベント開催時におけ
る、他施設の一部の活用
（コンコースやスタンド
等）も含めた相互利用の
促進
両施設の一体的利用、又
は施設を相互補完する形
での利用年合計4つ以上
（感染症の状況に応じ
て、回数は見直しを行
う。）

〇東京2020大会の近代五種競技におけるス
タジアムとむさプラメインアリーナ、ラグ
ビーイベントと協定締結式の会場として
AGFフィールドとむさプラメインアリーナ
が一体的に利用された。
〇AGFフィールドのイベント開催で、むさ
プラのトイレや諸室を提供し、相互補完利
用を行った。
〇むさプラのイベント開催で、味スタコン
コースに食事休憩場所を提供し、相互補完
利用を行った。その際、味スタの備品や飲
食事業者との繋がりを活用し、経費節減を
図った。

○SNS等を活用した両施設
の一体的PRの検討・試行4
回以上
○国内外で複数の施設を
一体的に利用したイベン
ト事例を情報収集

〇両施設の一体的利用のイメージを把握し
ていただけるよう、ラグビーイベントと協
定締結式の会場としてAGFフィールドとむ
さプラメインアリーナが一体的に利用され
た模様をSNSで発信した。
〇味スタTwitterとむさプラTwitterで引用
リツイートするなど、各施設のイベントを
双方でPRした。
〇多機能・複合型スタジアムの事例や他自
治体の検討会資料などの情報収集を実施し
た。

団体自己評価

〇味スタ感謝デーは実開催することができず、一体的利用は実施することができなかったが、東京都や組織委員会の協力を得て一体的利
用を2件実施することができた。また、両施設の担当者間でイベント開催のスケジュールを共有し、相互補完利用10件を実施したこと
で、計画値である計4件を大きく上回る計12件を達成した。また、相互補完利用に当たり、施設備品や飲食事業者との繋がりを活用する
など、経費節減にも取り組んだ。

〇 イベント主催者に一体利用が可能な施設と印象付けるとともに、味スタの施設利用者にむさプラのイベントに興味を持っていただく
など、両施設の集客力増加に繋がるよう、味スタ・むさプラでそれぞれ保有するSNSアカウントを利用し、一体的利用や双方のイベント
をPRした。

〇 上記のとおり、東京2020大会の開催や感染症による影響を受けた中でも、両施設の同時利用を推進し、実績を出すことができた。

スタジアム等と
プラザの一体で
の事業開催

〇各施設の利用スケジュールの洗い
出し
〇一体的利用実績（2件）
〇相互補完利用実績（10件）

○隣接する施設を一体的に運営し、同時
利用によりシナジーを生み出すことがで
きるメリットを最大限に生かし、イベン
ト開催時における両施設の一体的利用又
は相互補完利用を引き続き促進する。
○一体的利用を行う際、社内のノウハウ
や関連事業者との繋がりを活用するな
ど、経費節減を図る。

同時利用促進の
ための取組

〇SNSを活用した両施設の一体的PR
実績（5回）
〇一体的利用の参考となる事例や資
料の情報収集

○SNS等を活用した両施設の一体的PRの
回数を増加させる（5回以上）。
○引き続き一体的利用の参考となる事例
や資料を情報収集し、弊社の取組に活か
していく。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

（株）東京スタジアム

両施設の同時利用による相乗的な魅力向上

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
両施設の一体的利用、又は施設を相互補
完する形での利用を6つ以上実施し、利用
者の高い評価を得ている。
【目標②】
スタジアム等とプラザの同時利用を促進
するための戦略的なPRを実施している。

目標①について、東京2020大会の開催により施設を通常利用できる期間は限定さ
れ、両施設で通常利用できる期間も異なったが、両施設のスケジュールを常時共
有し、両施設の一体的利用や相互補完利用は計12件の実績を積み上げた。
目標②について、両施設の一体的利用をイメージできるようなPRを実施するとと
もに、各施設のイベントを双方でSNS発信する等、一体的なPRも実施した。
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団体名： （株）東京スタジアム

2021年度計画 2021年度実績 要因分析 対応方針

＜両施設＞
・従来FAXで取り組んでいた業務につ
いてメールで行うなど、2021年度の
FAX件数を98％減少させる（2019年度
比）。

＜両施設＞
2021年度のFAX件数の目標は、2019年度比で98％減少
の47件であったが、実績としては0件と、目標を上回
る100％減少を達成した。

＜両施設＞
・両施設でインターネットFAXの運用を開始し、社内
ルールを明確化することで、従前のFAX送受信を廃止し
た。
・名刺からFAX番号を削除し、関係事業者からの連絡
は、原則としてFAXを使用せず、メールにて行うことと
した。

＜両施設＞
・引き続き、インターネットFAXを運用
し、2022年度FAX件数の98％以上減少を継
続する。（2019年度比）

＜両施設＞
・社内電子決裁システムを更に活用
し、2021年度のコピー用紙総使用量を
30%減少させる（2020年度比）。

＜両施設＞
2021年度のコピー用紙総使用量の目標は、2020年度
比で30％減少の約311,000枚であったが、実績として
は約247,000枚と、目標を上回る約45％減少を達成し
た。

＜両施設＞
・社内決裁時には原則として電子決裁システムを利用
することで、紙の印刷枚数を削減した。
・社内会議は、原則として紙資料は配付せず、資料を
プロジェクターに投影することで、コピー枚数を削減
した。

＜両施設＞
・引き続き電子決裁システムの原則利用を
推進するとともに、PDF編集ソフトを積極
的に活用することで、2022年度のコピー用
紙を、2020年度比55％減少させる。

＜両施設＞
・検討の結果、対面ではなくとも効果
的に事業の実施ができると見込まれる
ものについては、2021年度末までに、
オンライン開催を検討する。
・現地確認を伴わない打合せについて
は、WEB会議を積極的に実施する。

＜両施設＞
・現地確認を伴わない打合せはオンラインを活用
し、味の素スタジアムでは約150件、武蔵野の森総合
スポーツプラザでは約80件実施した。

＜両施設＞
・従前まで対面による打合せを実施してきた関係事業
者等に対しても、現地確認を伴わない場合は、弊社か
らWEB会議を打診し、打合せ方法の変更を進めた。
・情報セキュリティ等の都合上、相手方によって使用
可能なWEB会議ツールが異なることから、新たなWEB会
議ツールを導入した。

＜両施設＞
・対面でなくとも効果的に事業の実施がで
きると見込まれるものについて、引き続
き、オンライン開催を推進する。

＜両施設＞
・オンライン会議の積極的な活用など
により、2021年度12月のテレワーク実
施率を40%とする。
※「実施件数/当月の勤務日数・テレ
ワーク勤務可能な職員数」により算出

＜両施設＞
・都民対応のため、事務所に出社する社員を一定数
確保する必要がある中で、接触リスク軽減のため、
可能な限りテレワークを実施した。
・2021年度12月のテレワーク実施率は目標を上回る
約70％を達成した。
　※「194（実施件数）/274（当月の勤務日数・テレ
ワーク勤務可能な職員数）」により算出。なお、テ
レワーク勤務可能な職員数は、営業日において26人
中18人で計算。

＜両施設＞
・テレワーク用の持ち運び可能なPCを追加購入し、社
員がテレワークを実施しやすい環境を整備した。

＜両施設＞
新型コロナウイルス感染拡大時等における
都・国等からのテレワーク実施要請へ、都
庁グループの一員として、適切に対応す
る。

ペーパーレス

FAXレス

共通戦略

取組事項

キャッシュレス

＜武蔵野の森総合スポーツプラザ＞
・団体利用については、銀行振込・ク
レジットカード決済が可能な旨を更に
浸透させる。
・2021年度内の導入に向け、キャッ
シュレス対応の準備を進める。

はんこレス

＜味の素スタジアム＞
・規程等の改正及び電子システム等の
導入の検討を進め、対応可能な手続か
らはんこレスを推進する。
＜武蔵野の森総合スポーツプラザ＞
・押印が不要と思われる書類を抽出
し、規程等の改正により、2021年度末
までに押印を廃止する。

＜両施設＞
・電子決裁システムを本格的に運用するなどして、
これまで実印押印を必要としていた決裁等の業務に
ついて、2021年度末到達目標である8件全てのはんこ
レスを推進した。
＜味の素スタジアム＞
・施設利用申請書、請求書、発注書の押印省略の可
否について、顧問弁護士へ法務確認を行った。
＜武蔵野の森総合スポーツプラザ＞
・一般団体の使用申込書等を様式変更し押印不要と
した。

＜両施設＞
・社員の意見を踏まえ、電子決裁システムを改修する
とともに、運用ルールを明確化することで、電子決裁
を普及させた。
・実印押印が不要な業務を精査の上、服務関係業務を
システムで連動し、はんこレスにした。
＜味の素スタジアム＞
・顧問弁護士に確認した結果、施設利用決定書は、弊
社で送付記録を取れば、押印省略が可能と回答を得
た。請求書、発注書は、契約相手方の理解を得れば、
押印省略が可能と回答を得た。
＜武蔵野の森総合スポーツプラザ＞
・新様式は押印不要となる旨、施設利用者に丁寧に説
明し、円滑に新様式への変更を行った。

＜両施設＞
・引き続き電子決裁システムの原則利用を
推進する。
＜味の素スタジアム＞
・施設利用決定書、請求書、発注書につい
て、訴訟等のリスクや契約相手方の意向を
考慮した上で、慎重に押印の廃止を検討す
る。
＜武蔵野の森総合スポーツプラザ＞
・利用団体からの申請様式の押印について
は廃止済み。

手続の
デジタル化

＜味の素スタジアム＞
・利用規程等の見直しと合わせて、一
連の手続を原則としてオンラインで実
施できるよう検討を進める。
＜武蔵野の森総合スポーツプラザ＞
・新規登録団体などのインターネット
申込を促進する。

＜味の素スタジアム＞【計画1件、実績1件】
・施設利用の申請・承認手続をオンラインで実施す
るため、社内で利用規程等の見直しを検討した。申
請・承認書類の押印省略の可否は、顧問弁護士へ法
務確認を行った。
＜武蔵野の森総合スポーツプラザ＞【計画1件、実績
2件】
・施設利用のインターネット申込を促進し、計630件
の施設利用申込があった。
・スポーツ体験会のオリンピアン・パラリンピアン
卓球教室等でインターネットによる申込を活用し
た。

＜味の素スタジアム＞
・オンラインの申請・承認手続が難しい施設利用者も
おり、社内関係者で慎重に検討を進めた。
・顧問弁護士に確認した結果、施設利用申請書は押印
が必要と回答を得た。また、施設利用決定書は弊社で
送付記録を取れば、押印省略が可能と回答を得た。
＜武蔵野の森総合スポーツプラザ＞
・施設利用申込と同様に、スポーツ体験会の空き・申
込状況をリアルタイムで確認できるようにしたこと
で、インターネット申込の利便性を高めた。その結
果、施設利用、スポーツ体験会ともにインターネット
申込が多く活用された。

対都民・事業者を対象とした受付等の手続
については、原則としてデジタル化済みで
あるが、更なる活用促進のため、以下の取
組を行う。
＜味の素スタジアム＞
・施設利用の申請を原則としてオンライン
フォームで行えるよう、HPの改修を進め
る。
＜武蔵野の森総合スポーツプラザ＞
・現在、窓口、郵送等で申込みしている利
用者に、インターネット申込方法を案内
し、施設利用及びスポーツ体験会における
インターネット申込を促進していく。

団体自己評価

全ての取組事項について、社内での取組を推進した結果、2021年度末の到達目標を達成することができた。取組事項別の団体自己評価は、以下のとおりである。

○手続のデジタル化

・味の素スタジアムでは、施設利用の申請・承認手続をオンラインで実施するための準備を着実に進めた。2022年度は、施設利用申請書は押印が必要であることや、施設利

用決定書は利用団体へ送付した記録を取る必要があることを考慮し、HPの改修を進めていく。

・武蔵野の森総合スポーツプラザでは、インターネットによる申込を促進し、利便性を高めた。2022年度も引き続き、利用者にインターネット申込方法を案内し、インター

ネット申込を促進していく。

○はんこレス

・両施設で、電子決裁を普及させるとともに、これまで実印押印を必要としてきた業務を8件削減した。

・味の素スタジアムでは、はんこレスの更なる推進に向けて準備を進めた。2022年度は、訴訟等のリスクや契約相手方の意向を考慮した上で、慎重に押印の廃止を検討して

いく。

・武蔵野の森総合スポーツプラザでは、一般団体の使用申込書等を様式変更し押印不要とした。利用団体からの申請様式の押印は全て廃止した。

○FAXレス

・両施設でインターネットFAXの運用を開始し、2019年度同時期のFAX件数と比較して、100％減少を達成した。2022年度も取組を継続していく。

○ペーパーレス

・両施設で2020年度同時期のコピー用紙総使用量と比較して、約45％減少を達成した。2022年度は、社内の取組を強化し、2020年度比55％減少を目指していく。

○キャッシュレス

・味の素スタジアムでは、キャッシュレス対応済みである。2022年度は、イベント時の売店の支払いについて、売店事業者と協議の上、全店舗で3種類（クレジットカー

ド、電子マネー、QRコード）すべてのキャッシュレス決済の導入を検討する。

・武蔵野の森総合スポーツプラザでは、11月の施設利用再開にあわせて、利用料金の支払いに電子マネー・QRコード決済を導入した。2022年度はキャッシュレス決済を浸透

させるとともに、駐車場の利用料金について、キャッシュレス決済に対応する。

○タッチレス

・両施設で、現地確認を伴わない打合せはオンラインを活用した。2022年度も引き続きオンライン開催を推進する。

○テレワーク

・両施設で都民対応のため、事務所に出社する社員を一定数確保する必要がある中で、接触リスク軽減のため、可能な限りテレワークを実施した。2021年度12月のテレワー

ク実施率は40％を達成した。2022年度も引き続き都・国等からのテレワーク実施要請へ、都庁グループの一員として、適切に対応する。

＜武蔵野の森総合スポーツプラザ＞
・11月の施設利用再開にあわせて、利用料金の支払
いに電子マネー・QRコード決済を導入した。

＜武蔵野の森総合スポーツプラザ＞
・5月頃よりキャッシュレス決済導入に向けた打合せを
進め、券売機等の機器の入れ替えやカード決済会社等
との契約など必要な手続を行い、11月の施設利用再開
に間に合わせることができた。

＜味の素スタジアム＞
・施設利用についての支払いは、全施設
キャッシュレス対応済み。
・イベント時の売店の支払いについて、売
店事業者と協議の上、全店舗で3種類（ク
レジットカード、電子マネー、QRコード）
すべてのキャッシュレス決済の導入を検討
する。
＜武蔵野の森総合スポーツプラザ＞
・個人利用及び団体利用の支払いは、
キャッシュレスが可能である旨の情報を浸
透させていく。
・駐車場の利用料金について、キャッシュ
レス決済に対応する。

タッチレス

テレワ―ク
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【団体概要】

常勤役員数

常勤職員数

設立
目的

　多摩地域における南北方向の交通の利便性を確保するため、東京都と一体となって都市モノレールを建設するとともに、この

モノレール事業を経営する。

主

な

事

業

（１）軌道法に基づく一般運輸業

（２）上記に付帯する事業

組

織

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

0人

10人都派遣職員数

都退職者数

対前年度比

0.0%

3人

所在地 東京都立川市泉町1078-92 電話番号 042-526-7800

基本財産
/資本金等

100百万円
都出資等割合
/都持株比率

79.9%
設立
年月日

昭和61年4月8日

団体名 多摩都市モノレール株式会社

代表者 代表取締役社長　醍醐　勇司 所管局 都市整備局

3人 3人 100.0%

224人 232人 240人 103.4%

1人 1人

111.1%9人 10人

【財務情報】　　　

多摩都市モノレール株式会社
（単位：千円）

令和元年度 令和２年度 令和３年度
対前年度
差引増減額

対前年度比
（％）

主な増減理由

営業利益（▲損失） 715,142 ▲ 1,441,366 320,537 1,761,903 －

営業収益 8,789,501 5,819,569 6,807,898 988,329 117.0%

営業費用 8,074,359 7,260,935 6,487,361 ▲ 773,574 89.3%

売上原価 5,094,002 4,662,349 4,044,718 ▲ 617,631 86.8%

販売費・一般管理費 2,980,358 2,598,585 2,442,644 ▲ 155,941 94.0%

営業外利益（▲損失） ▲ 69,698 4,624 269,151 264,527 5820.7%

営業外収益 111,666 142,308 385,147 242,839 270.6%

営業外費用 181,363 137,684 115,996 ▲ 21,688 84.2%

経常利益（▲損失） 645,444 ▲ 1,436,742 589,688 2,026,430 －

特別利益（▲損失） － － － 0 －

税引前当期純利益 645,444 ▲ 1,436,742 589,688 2,026,430 －

法人税等 473,687 ▲ 63,000 106,314 169,314 －

当期純利益 171,757 ▲ 1,373,742 483,374 1,857,116 －

資産合計 69,073,426 64,665,137 62,386,947 ▲ 2,278,190 96.5%

流動資産 7,779,386 4,796,018 3,734,301 ▲ 1,061,717 77.9%

固定資産 61,294,040 59,869,119 58,652,646 ▲ 1,216,473 98.0%

負債合計 34,942,979 31,908,432 29,181,841 ▲ 2,726,591 91.5%

流動負債 7,139,806 6,716,527 6,744,580 28,053 100.4%

固定負債 27,803,172 25,191,905 22,437,261 ▲ 2,754,644 89.1%

純資産合計 34,130,447 32,756,705 33,205,106 448,401 101.4%

うち資本金 100,000 100,000 100,000 0 100.0%

うち繰越利益剰余金 8,107,148 6,733,406 7,181,807 448,401 106.7%

損

益

計

算

書

（営業収益）
・運輸収入の増
 （コロナの影響により令和元年度比で大幅減となって
いた令和２年度の乗車人員から一部回復）

（営業費用）
・運送費（修繕費等）及び減価償却費の減

(営業外収益）
・法人税繰戻還付による増

（営業外費用）
・借入金の返済による支払利息の減

貸

借

対

照

表

（流動資産）
・未収金の減

（固定負債）
・借入金の返済による減

区　分
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団体名： 多摩都市モノレール（株）

最終評価

　経営改革プランに掲げた目標のうち、戦略１「収入確保と経費削減による経営の安定化」では、コロナ禍によ
り平時と比較して運輸収入が減少する中、委託費や夏季賞与の減、ダイヤ改正等による経費縮減を積極的に実施
するとともに、駅構内店舗からの営業料収入の確保、空きスペースの活用、グッズ販売等、付帯事業収入の確保
策の充実を図り、2021年度単年度決算において営業利益の黒字化を達成した。共通戦略による「５つのレス」等
の取組も進め、その他の戦略においても、鉄道運転事故０件を維持したほか、他事業者で発生した車内犯罪に対
する警察と連携した対応力強化や、新型コロナウイルスの感染状況を注視しながら沿線自治体等と連携したイベ
ント等の取組を積極的に実施した。
　以上のように、コロナ禍により運輸収入が減少する中、経費縮減等へ徹底して取り組み黒字化を達成するな
ど、総じて団体として高い成果を上げている。
　引き続き、各種事業を積極的に推進していくとともに、収支状況に留意しつつ、モノレール延伸に向けた都へ
の協力や、沿線地域の活性化及びモノレールの利用促進につながるコンテンツの提供等により、多摩地域の発展
に一層貢献することを期待する。

A

一次評価（所管局評価）

　会社は、４つの戦略について、３年後（2023年度）の到達目標に向け、個別取組事項に着実に取り組んだ。
　「①収入確保と経費縮減による経営の安定化」について、新型コロナウイルス感染症の影響により、引き続きコロナ禍前と比較し
運輸収入が大幅な減少傾向となった。そうした中、付帯事業収入については、新たな広告媒体の導入や、空きスペースへのATMへの
設置、グッズの販路拡大など、収入確保につながる取組を着実に実施した。また、安全運行を確保した上で、予算執行の厳格化によ
る経費の縮減や夏季賞与の10％削減などを実施するとともに、保守作業の一部直営化による委託費の９％削減や経費縮減を実現する
ダイヤ改正を行うなど、赤字幅の圧縮に努め、２期振りの営業黒字（3.2億円）を達成した。
　「②輸送の安全確保とお客様サービスの維持・向上」については、「安全の確保」を最優先に、車両の修繕の優先順位を高く設定
し、確実な実施に努めることで、厳しい経営環境下においても、利用者の安全、利便性を疎かにしない姿勢を貫いている。また、異
常時の対応力強化として、2021年度に他鉄道事業者において相次いで発生した車内での犯罪行為を踏まえ、警察と連携した訓練等実
施したほか、危機を即座に検知するシステムや車内防犯カメラの導入検討を行うなど、ハード・ソフト両面から様々な取組を実施し
た。
　「③沿線地域との連携による地域活性化」については、コロナ禍の影響で見送っていた１日乗車券増販施策は、沿線事業者と調整
し、2022年４月からの販売を開始することを決定した。また、感染状況を十分に注視しながら、自社主催イベントの他、他事業者や
沿線自治体等と連携したイベントや他の交通モード（キックボード）とコラボした取組を積極的に行い、多摩地域の貴重な南北交通
を担う立場を踏まえ、沿線地域の活性化に貢献した。
　「④やりがいや働きやすさを実感できる組織の実現」については、2021年４月から新たな人事制度の運用を開始し、全ての社員が
やりがいや働きやすさを感じられるよう、研修の実施や職場環境の整備など様々な取組を行っている。人材育成も進んでおり、固有
職員を管理職に登用するとともに、キャリアアップを目指す若手職員の他事業者への派遣にも積極的に取り組んでいる。また、女性
社員が増加傾向にあることから、仮泊設備の個室化など必要な設備改修を進め、多様な人材を確保できる環境整備にも努めた。
　また、会社は、手続きのデジタル化や５つのレスの推進の取組も進めている。
  以上のとおり、新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい経営環境下にあっても、全社を挙げて、附帯事業収入の確保や安全
運行を確保した上での徹底した経費縮減などの収支改善に積極的に取り組んだ結果、営業黒字を確保した。また、自らの使命や役割
を自覚し、沿線地域との連携や人材育成など、コロナ禍の先を見据えた社内外での取組を進めている。
　なお、事業継続方針において掲げられているとおり、沿線大学の一部移転や沿線自治体の人口減少といった会社の収支に影響を及
ぼす様々な課題を抱えており、こういった厳しい環境下における、今後の計画的な設備更新の実施状況、収支改善のための様々な施
策の実施状況等については継続的にモニタリングが必要である。
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団体名：

戦略 1

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・前年度決算・収入予測
を踏まえた第２期中期経
営計画の策定

・運輸収入は、緊急事態宣言及びまん延防
止等重点措置の期間が続き、2019年度比で
△22.4％の減収となった。
・特に、他社と比べて運輸収入に占める割
合の大きい通学定期収入については、回復
の動きが鈍い状況にあり、2022年度以降の
収入の見通しが立たないことから、中期経
営計画については、策定を１年先送りし
た。

・既存事業の料金体系、
契約形態等の検証
・広告新商品や駅構内商
業利用の拡充に向けた検
討・調整
・新グッズ開発や、グッ
ズ販路拡大に向けた継続
検討

・駅構内で営業しているコンビニについ
て、2021年度以降の契約事業者の選定に当
たり、提案方式を導入し、より高額の営業
料を得られる事業者を選定した。
・広告収入の拡大に向け、他社事例も参考
にしながら、新たな媒体の導入や対象業種
の拡大を決定した。
・４月に販売を開始した子ども向けマスク
は好評を博したため、11月からは新色の発
売を開始した。また、９月から販路を拡大
した。

・事業の見直しや、契約
手法の工夫等による経費
縮減策の実施

・当初の収入予想を下回る状況が続いたた
め、予算執行の更なる厳格化を決定し、経
費縮減を徹底した。また、夏季賞与を前年
度比で約10％削減した。
・事業の見直しにより、一部保守作業の直
営化が可能となったため、契約内容の見直
しを行い、委託費を削減した。
・朝や日中の運行本数を減らすことなく、
停車時間等を工夫することで車両運用を効
率化し、サービス水準を維持しつつ経費縮
減を実現するダイヤ改正を行った。
・2020年度の乗降人員等を基に、一部駅の
有人時間帯を縮小した。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

多摩都市モノレール（株）

収入確保と経費縮減による経営の安定化

３年後
（2023年度）の

到達目標

①安定的かつ継続的に黒字基調となる経
営構造の構築
②開業時の借入金のうち、民間金融機関
借入分（2021年３月末時点944百万円）の
完済

・上半期は、当初想定を下回る営業収益となったため、早期に予算執行の厳格化
を決定するとともに、夏季賞与の削減を実施する等、営業費用の縮減を図った。
この結果、営業利益は２期振りの営業黒字（約3.2億円）となった。
・開業時の借入金について、着実な返済を進め、民間金融機関借入分残高は  約
2.9億円（2022年３月末時点）となった。
・利用実績を踏まえ、収入予測を毎月更新し、これを基に事業の見直しを行いつ
つ、中期経営計画の代替として「事業継続方針」を策定し、事業の方向性をまと
めた。

収支試算に基づ
く事業の管理

・各月の利用実績を踏まえ、収入予
測を毎月更新
・第２期中期経営計画は策定を見送
りつつ、この代替として、事業の方
向性をとりまとめた「事業継続方
針」を策定

・沿線の大学が、2022年度から「原則対
面授業化」の意向を表明しているため、
予定どおり実施されれば、収入は更に回
復するものと想定される。
・2022年度の利用実績を踏まえ、中長期
的な収入見通しをとりまとめ、2022年度
中に中期経営計画を策定する。

付帯事業収入の
確保

・駅構内コンビニの契約事業者を新
たに選定し、７店舗をオープン
・駅構内の空きスペースに銀行ATM
を設置（５か所）
・新たな広告媒体の導入を決定し、
対象業種の拡大も決定
・子ども向けマスク及び「鉄道むす
め『立川いずみ』」グッズの販売を
開始
・新たに他の鉄道事業者が運営する
通販サイトでのグッズ販売を開始

・駅空間は限られているものの、更なる
収益化に向け、イベントスペースの店舗
への転換等の検討を進めていく。
・お客様のニーズを捉えつつ、新たな
グッズの開発や販路拡大を進めていく。

経費の縮減

・業績を踏まえ、早期に予算執行の
更なる厳格化を社内に通達するとと
もに、夏季賞与を約10％削減（2020
年度比）
・一部の保守作業を直営化し、委託
費を約９％削減（2019年度比）
・経費縮減につながるダイヤ改正を
実施
・直近の乗降人員を踏まえ、駅の運
営体制を効率化

・引き続き厳格な予算執行に努め、経費
縮減を徹底する。
・お客様の動向を踏まえつつ、運行ダイ
ヤや駅の運営体制等の効率化について検
討を進める。

団体自己評価

・新型コロナウイルスの影響で、運輸収入が当初の見通しを下回る状況が続いたため、収支改善に向け、直ちに予算執行の更なる厳格化
を決定し、経費縮減を徹底した。また、夏季賞与については、前年度比で約10％削減することとし、例外なく経費縮減に努めた。
・付帯事業収入についても、広告事業を中心に苦戦が続いたが、新たな広告媒体の導入や、空きスペースへのATMへの設置、グッズの販
路拡大など、収入確保につながる取組を着実に実施した。
・こうした取組を積み重ねた結果、営業黒字は２期ぶりの黒字となった。同業他社が公表している決算資料を確認する限り、2021年度
において運輸系セグメントのみで営業黒字となる例は極めて少なく、全社を挙げた収支改善の成果であると認識している。
・また、開業時の借入金についても着実な返済を進めており、民間金融機関借入分は2022年度中に完済できる見通しである。
・今後も、増収に向けた努力を重ねつつ、運行ダイヤや駅の運営体制等の効率化を重ね、安定的に黒字基調となる経営構造を構築してい
く。
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団体名：

戦略 2

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

RC支柱補修６基
エスカレーター更新９基
エレベーター更新２基
駅舎塗装塗替え１駅

・安全性に配慮しつつ、更新費用を縮減で
きるよう、工事の実施時期や規模の見直し
を行った。
・エスカレーターやエレベーターの更新に
際しては、事前周知を徹底して行い、お客
様への影響を最小限に留めた。

・UVカットガラス、抗菌
作用のある吊り手の導入　
４編成

・車両内の快適性や、安心につながる更新
であるため、設備投資の中でも高い優先順
位とし、取組を進めた。
・他事業者との情報交換を重ね、安価で簡
易に施工できるコーティング剤を調達でき
た。

・乗降人員の増減に応じ
た駅有人時間帯の検討/適
切な駅員配置の実施
・無人駅でのサービス向
上に向けた対策の検討、
実施
・リモート接遇教育に関
する外部研修の受講

・2020年度に乗降人員が大きく落ち込んだ
駅について、有人時間帯を縮小した。2022
年度については、更に11駅で駅係員の配置
時間帯を削減することを決定した。
・駅の運営体制の効率化を進める一方で、
サービス水準が低下しないよう、外部教育
機関と連携して、リモート接遇に関する教
育ビデオを作成し、研修に活用した。
・改札窓口でしかモバイルPASMO等への現
金チャージは行うことができなかったが、
駅の空きスペースへATMを設置し、係員が
不在の時間帯でも現金チャージが可能と
なった。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

多摩都市モノレール（株）

輸送の安全確保とお客様サービスの維持・向上

３年後
（2023年度）の

到達目標

①運転無事故の継続（※）
※鉄道事故報告規則第３条１項で定める
「鉄道運転事故」０件の継続
②「お客様の声」を踏まえた全てのお客
様が安全かつ快適に移動できるハード・
ソフト両面からのお客様サービスの向上

・厳しい経営環境においても、安全に資する設備投資等は着実に実施し、「運転
無事故」を継続している。
・乗降人員に応じた駅の運営体制に改めつつ、サービス水準が低下しないよう、
リモート接遇に特化した研修を実施した。
・係員が不在となる時間帯でもモバイルPASMO等へチャージできるよう、駅構内
の空きスペースにATMを新たに設置した。
・2022年度改訂で個別取組事項に「異常時の対応力強化」を追加したが、2021年
度は他事業者で発生した事案を踏まえ、警察と連携した訓練等を実施した。

軌道・駅施設の
計画的な修繕・
更新

・年度内に下記の更新等が完了
RC支柱補修６基
エスカレーター更新７基
エレベーター更新４基
駅舎塗装塗替え１駅

・引き続き、東京都と連携しながら、各
種工事を着実に実施していく。
・実施に際しては、お客様への影響を最
小限に留めるよう、各種媒体を通じた丁
寧な案内を行っていく。

車両修繕に合わ
せた車両の機能
向上

・年度内に計画どおり４編成の更新
が完了
・全ての車両において、抗ウイル
ス、抗菌効果のあるコーティング剤
を施工した。

・引き続き、車両の修繕等を着実に進
め、お客様に快適かつ安心してご利用い
ただける車内空間を実現していく。

お客様サービス
の向上

・2020年度の乗降人員を踏まえ、一
部の駅において４月から有人時間帯
を縮小。また、2022年度以降更なる
効率化を図ることを決定
・駅係員全員に対し、リモート接遇
に関する外部研修を実施
・係員が不在でもモバイルPASMO等
にチャージできるATMを駅の空きス
ペースに設置

・駅の運営体制の効率化を進めつつ、係
員のいない時間帯においても適切な接客
を行えるよう、ハード・ソフト両面から
取組を進めていく。

団体自己評価

・公共交通事業者の最大の使命である「安全の確保」に向け、厳しい経営状況においても安全に資する取組は着実に実施し、「運転無事
故」を継続した。
・特に車両の修繕については、快適性や安心につながる取組であるため、優先順位を高く設定し、着実に実施した。また、新型コロナウ
イルス対策として、安価で簡易に施工できる抗ウイルスコーティング剤を調達し、速やかに全車両に施工した。
・サービス面では、乗降客数の動向を踏まえ、駅の運営体制を効率化する一方で、無人時間帯の駅のサービス水準が低下しないよう、駅
係員に対してリモート接遇教育を実施したほか、係員が不在となる時間が長い駅に、モバイルPASMO等への現金チャージに対応したATM
を設置した。
・また、2021年度に他の事業者で発生した車内での犯罪行為事案を踏まえ、警察と連携の上、実際の車両を使用した訓練等を通じて異
常時の対応力強化を図ったほか、更なる安全性向上に向け、乗務員等の護身用備品を新規購入するとともに、危機を即座に検知するシス
テム・車内防犯カメラの導入に向けた情報収集や導入検討を行った。
・引き続き、安全の確保やサービスの維持・向上に向け、ハード・ソフト両面から様々な取組を実施していく。
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団体名：

戦略 3

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・１日乗車券増販に向け
た新規通年施策の開始
・新規期間施策の開始
（１件）
・結節する鉄道他社との
連携施策（広告枠融通の
検討等）を計画

・１日乗車券増販に向けた施策について
は、積極的な外出を促すうえで、感染状況
を注視する必要があり、開始時期を2022年
４月とした。
・感染状況を踏まえながら、接続する鉄道
事業者や関東の鉄道事業者と連携して、お
客様に周遊していただける企画を２回実施
した。
・自社主催イベントはコロナ禍で全て中止
していたが、11月に感染防止に配慮した車
両基地見学イベントを開催した。

・沿線集客施設との連携
関係を確立
・沿線主要企業との情報
共有窓口を開拓
・観光協会や商工会等含
む沿線地域団体等の活性
化に資するイベント等の
検討・実施

・日野市が実施する観光プロモーション事
業「新選組・土方歳三のふるさと日野」に
協力し、駅構内を一体的に装飾するととも
に、謎解き宝探しイベントにも協力するな
ど、沿線の自治体や、企業、大学等と連携
した取組を行った。
・沿線の更なる賑わい創出に向け、立川市
内で電動キックボード走行に係る実証実験
を実施する民間企業との連携（プロモー
ションへの協力・本社敷地内へのポートの
設置）を開始した。

・当社の認知度や需要を
探るリサーチを実施

・シンクタンク等に対し、他の事業者にお
けるリサーチの状況やリサーチの結果に基
づく取組状況についてヒアリングを実施し
た。
・沿線大学の原則対面授業化等で、お客様
の利用動向が2022年度以降大きく変化する
見通しであるため、リサーチの実施は見
送った。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

多摩都市モノレール（株）

沿線地域との連携による地域活性化

３年後
（2023年度）の

到達目標

①１日乗車券増販に向けた、通年施策の
新規実施

②増客・増収や地域のにぎわい創出に繋
がる新規の期間施策を年間３件以上実施

・１日乗車券増販に向け、沿線の事業者と新たな企画の準備を進め、感染状況を
踏まえ2022年４月から開始することとした。
・緊急事態宣言の解除された10月以降、接続する鉄道事業者等と連携しながら、
お客様に沿線の回遊を促す企画を実施した。
・コロナ禍で当社イベントを全て中止していたが、11月に感染防止に配慮した車
両基地見学イベントを開催し、お客様からも好評を博した。
・地元企業や大学生等との新たな取組も開始し、今後も積極的に様々な取組を実
施できるよう、関係構築に努めている。

新たな旅客誘致
施策の実施

・１日乗車券増販に向けた施策の実
施に向け、地域の事業者との調整等
を実施し、2022年４月からの開始を
決定
・接続する鉄道事業者等と連携し
て、お客様の回遊を誘引する企画を
実施（２件）
・自社主催イベント再開の第一歩と
して、車両基地見学イベントを開催

・１日乗車券増販に向けた施策を2022年
４月から開始し、積極的なプロモーショ
ンを行う。
・接続する鉄道事業者等と連携しなが
ら、お客様の回遊を促す企画を実施して
いく。
・車両基地見学イベントは非常に好評で
あったため、有料イベント化を前提に、
企画内容を精査していく。

沿線自治体や団
体、企業との連
携関係深化、新
規連携先開拓

・沿線自治体の実施する観光プロ
モーションと連携
・プロバスケットボールチームと連
携し、地域活性化に関する取組を実
施
・沿線の大学生と連携した沿線地域
のPRを実施
・沿線でマイクロモビリティシェア
リングサービスを実施する企業との
連携を開始

・テーマ（例：子育て支援等）を設定し
たうえで、沿線の自治体や企業、大学等
と連携し、地域の賑わい創出に資する取
組を展開していく。
・自社主催イベントの実施に際しては、
単独での開催に留まらず、沿線地域と連
携したイベントとし、波及効果を高めて
いく。

マーケティング
リサーチの実施

・リサーチに係る情報収集等を実施
・マーケティングリサーチを実施し、プ
ロモーションやイベント、グッズ開発等
に反映させていく。

団体自己評価

・１日乗車券増販施策については、コロナ禍で実施を見送っていたが、沿線事業者との調整を再開し、2022年４月から開始することを
決定した。また、他の鉄道事業者と連携した回遊策を２件実施した。
・自社イベントについても、コロナ禍で開催を見送っていたが、感染状況を注視しながら急ピッチで準備を進め、11月には開催に至っ
た。参加されたお客様からは、好評を博したことから、2022年度以降は有料イベントとし、内容を拡充して開催することを検討してお
り、地域活性化だけでなく、増収にもつながる見込み。
・沿線の自治体や事業者、大学とも様々な視点から連携を強化した。特に、立川市内で電動キックボード走行（マイクロモビリティシェ
アリングサービス）に係る実証実験を実施している民間企業との連携を開始し、地域の賑わい創出や交通ネットワークの強化にも取り組
んだ。
・2019年度の地域連携専管組織の設置以降、様々な主体との関係構築が進んでおり、今後、これらの関係を活かして様々な取組を積極
的に展開し、多摩地域の発展に貢献していく。
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団体名：

戦略 4

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・社員満足度調査の検
証・取組への反映

・2021年４月から新たな人事制度を導入し
ており、新制度に基づく社員一人ひとりの
目標管理やキャリアパス管理等の運用を開
始している。
・新制度の運用により、社員の満足度等が
どのように変化するかを、今後の調査によ
り確認し、制度の更なるブラッシュアップ
を図っていく、

・VPN環境の整備
・シンクライアント端末
の導入
・電子会議システムや電
子決裁システムの導入に
向けた検討

・自宅においても会社と同じ環境で業務を
進められるよう、VPN環境の整備を進める
とともに、シンクライアント端末の調達を
進めた。
・電子会議システムを予定を前倒して導入
したことで、打ち合わせに必要な移動時間
が不要となり、業務効率が向上した。ま
た、異常時の社内連携体制も強化できた。

・固有社員の管理職配置
ポストの検討

・2020年度に東京都交通局へ管理職候補者
を派遣しており、当該社員を固有社員初の
管理職として登用することを決定した。
・固有社員の視野が広がり、業務遂行能力
の向上も期待できることから、他の鉄道事
業者へ固有社員を研修派遣できるよう調整
を進めた。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

多摩都市モノレール（株）

やりがいや働きやすさを実感できる組織の実現

３年後
（2023年度）の

到達目標

①社員満足度調査の結果向上
②2022～2023年度採用者の定着率（※）
90％以上を維持
 ※定着率：（過去３年間の採用者のうち
現在も社員である者／過去３年間の採用
者）×100

・2021年４月から導入している新人事制度を着実に運用しており、今後実施する
社員満足度調査の結果向上が期待できる。
・VPN環境の整備を進めたほか、シンクライアント端末の調達を進めるなど、テ
レワーク環境の充実に努めた。
・固有社員の能力向上を図るため、他の鉄道事業者への研修派遣に向けた調整を
進めた。
・2022年度改訂で個別取組事項に「職場環境の整備」を追加したが、2021年度は
女性社員用の設備の充実等の観点から、駅務管理所仮眠室の増設工事を実施し
た。

社員満足度調査
の実施・取組へ
の反映

・新人事制度が着実に運用されるよ
う、所属長に対し研修を実施したほ
か、社員からの質問にも丁寧に対応
した。
・過年度に実施した社員満足度調査
の検証を実施

・2022年度中に社員満足度調査を実施
し、新人事制度の効果検証を行い、制度
のブラッシュアップを図る。

テレワーク環境
の充実

・VPN環境の整備完了
・シンクライアント端末は調達完了
・電子会議システムは導入完了
・電子決裁システムは導入を検討中

・セキュリティ面の調整を進め、2022年
度中にリモートデスクトップ方式でのテ
レワークを実施可能とする。
・電子決裁システムや電子入札システム
を導入し、テレワーク時に実施できる業
務を拡大する。

固有社員の育成
強化

・固有社員の管理職配置ポストの検
討
・固有社員の他の鉄道事業者への派
遣を検討

・2022年４月から、固有社員を管理職と
して登用する。
・2022年度中に、若手固有社員を他の鉄
道事業者へ研修派遣する。

団体自己評価

・2021年４月から新たな人事制度の運用を開始し、適切な運用がなされるよう、所属長に対して研修を実施したほか、社員一人ひとり
からの質問に丁寧な回答をするなど、必要なフォローを行った。2022年度に社員満足度調査を実施し、新人事制度の効果検証を進める
予定である。
・本社部門の社員が自宅においても会社と同じ環境で業務を進められるよう、VPN環境の整備等を着実に進めた。今後は電子決裁システ
ム等の導入を進め、テレワーク時に実施できる業務を拡大していく予定である。
・東京都交通局への派遣を経て、2022年４月には初めて固有社員を管理職として登用することを決定した。また、若手固有社員を2022
年度中に他の鉄道事業者に派遣することも決定した。キャリアアップを目指す社員のロールモデルとなることを期待しており、新たに採
用した社員の定着にも寄与するものと考えている。
・女性社員が増加傾向にあるため、仮泊設備の個室化など必要な設備改修を進め、多様な人材を確保できる環境整備に努めた。
・今後も、全ての社員がやりがいや働きやすさを感じられる職場環境を整備できるよう、様々な角度から取組を進めていく。
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団体名： 多摩都市モノレール（株）

2021年度計画 2021年度実績 要因分析 対応方針

・規程改正可能な手続きについ
て、全件規程改正

・改正可能な手続（10件）につい
て、デジタル化は全て完了

・規程に基づく手続のほか、写真コ
ンクールやイベントへの参加申し込
み等についても、デジタル化した。

・対都民・事業者を対象とした手
続について、更なる利便性・効率
性向上に向け、今後の取組を検討
していく。

・規程改正可能な手続きについ
て、全件規程改正

・改正可能な手続（５件）につい
て、はんこレス化は全て完了

・各手続の所管部署に対し、規程改
正を依頼し、2021年度中に改正が完
了した。

・内部手続の押印についても会社
自らが定める規程等に基づく押印
は、安全管理上確認行為として押
印が必要な手続等で対応が困難な
ものを除き、2022年度中に廃止す
る方向で進める。

・FAXの送受信件数98%削減（他
事業者との一斉連絡や相手から
の要望があった場合等除く）

・送受信件数の削減目標（2019年
度比98％減）は未達
　※2021年度実績251件/2019年度
実績5,000件の約95％削減

・社内に対して、連絡先と調整の
上、これまでFAXでやりとりしてい
た情報については、原則として電子
メール等でやりとりするよう依頼し
た。
・業界全体では、一斉連絡をする際
にFAXを用いることが多く、完全に
は送受信件数を削減できていない。

・連絡については原則として電子
メール等でやりとりするよう、引
き続き関係先に依頼し、FAXの送
信数・受信数の削減を目指す。

・紙で処理している事務（旅
費、休暇等）をシステム化予定
（2021年度中）
・社内会議や研修でのペーパー
レスを一層推進し、コピー用紙
使用量40%削減を目指す。（本社
共用複合機ベース、対2019年度
比）

・旅費、超過勤務等に係る社内申
請手続をデジタル化
・コピー用紙使用量の削減目標
（2019年度比40％減）を達成
　※2021年度実績374千件/2019年
度実績624千件の約40％削減

・新人事システムの導入に合わせ
て、旅費や超過勤務等に係る社内手
続をデジタル化した。
・2020年度に導入した２in１端末を
活用して、社内の会議をペーパーレ
ス化しており、コピー用紙の使用量
を大幅に削減している。

・会議のペーパーレス化を徹底す
る等の取組を重ね、コピー用紙の
使用量を引き続き削減する。

－ － － －

（タッチレス化不可）
－ －

（タッチレス化不可）

・2021年度中に社内ネットワー
クに接続可能なシンクライアン
ト端末を導入
・本社部門におけるテレワーク
実施率40％達成（2021年度中、
業務繁閑等を考慮した１カ月）
　【実施件数/当月の勤務日数/
テレワーク勤務可能な職員数】

・VPN環境を整備し、シンクライア
ント端末を調達中
・本社部問におけるテレワーク実
施率40％達成
　※最も実施率が高い１カ月で約
52％の実施率（実施日数537日・勤
務日数1027日・本社部門67人）

・VPN環境の整備が完了し、シンク
ライアント端末の調達は年度内には
完了。
・テレワークの運用を進める中で、
連絡体制や成果の確認など、課題が
顕在化したが、都度対応を図ること
で、一定の実施率を確保することが
できた。

・セキュリティ面の調整を進め、
2022年度中にリモートデスクトッ
プ方式でのテレワークを実施可能
とする。
・電子決裁システムや電子入札シ
ステムを導入し、テレワーク時に
実施できる業務を拡大する。

ペーパーレス

キャッシュレス

はんこレス

FAXレス

共通戦略

取組事項

手続の
デジタル化

団体自己評価

・手続のデジタル化については、規程等に基づかない写真コンクールやイベントへの参加申し込みについても、オンライン上で

手続を完了できるよう改善した。

・ペーパーレスやテレワークについては、ハード面の取組を進めるほか、社員に対して粘り強く啓発することで、目標を達成す

ることができた。

・今後も、ハード面の整備や社員の意識改革を図り、各取組を積極的に進めていく。

タッチレス

テレワ―ク

－－
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【団体概要】

常勤役員数

常勤職員数

団体名 東京臨海高速鉄道株式会社

代表者 代表取締役社長　斎藤　真人 所管局 都市整備局

所在地 東京都江東区青海1-2-1 電話番号 03-3527-6760

基本財産
/資本金等

124,279百万円
都出資等割合
/都持株比率

91.3%
設立
年月日

平成3年3月12日

設立
目的

　東京圏鉄道ネットワークの充実を図るとともに、臨海副都心の開発を促進し、既成市街地と臨海副都心とを結ぶ大量の輸送
需要に応えるため、旧京葉貨物線を有効活用することにより、臨海副都心、大井町、大崎に至る鉄道事業を行うことを目的と
する。

主

な

事

業

（１）鉄道事業法に基づく第一種鉄道事業

（２）上記に付帯する事業

組

織

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 対前年度比

4人 4人 100.0%

322人

都退職者数 3人 66.7%

331人 102.8%

都派遣職員数 18人 18人 100.0%

4人

321人

20人

3人 2人

【財務情報】　　　

東京臨海高速鉄道株式会社
（単位：千円）

令和元年度 令和２年度 令和３年度
対前年度
差引増減額

対前年度比
（％）

主な増減理由

営業利益（▲損失） 5,587,703 ▲ 2,791,653 ▲ 1,347,934 1,443,719 －

営業収益 20,715,139 11,694,952 13,092,523 1,397,571 112.0%

営業費用 15,127,436 14,486,605 14,440,457 ▲ 46,148 99.7%

売上原価 6,648,818 6,107,854 6,212,342 104,488 101.7%

販売費・一般管理費 8,478,618 8,378,751 8,228,115 ▲ 150,636 98.2%

営業外利益（▲損失） ▲ 885,403 ▲ 837,267 ▲ 676,189 161,078 －

営業外収益 36,830 10,365 14,125 3,760 136.3%

営業外費用 922,233 847,633 690,315 ▲ 157,318 81.4%

経常利益（▲損失） 4,702,300 ▲ 3,628,921 ▲ 2,024,123 1,604,798 －

特別利益（▲損失） 536 106,281 16,370 ▲ 89,911 15.4%

税引前当期純利益 4,702,836 ▲ 3,522,639 ▲ 2,007,753 1,514,886 －

法人税等 1,444,090 469,750 4,210 ▲ 465,540 0.9%

当期純利益 3,258,746 ▲ 3,992,389 ▲ 2,011,963 1,980,426 －

資産合計 210,528,862 205,877,082 202,321,685 ▲ 3,555,397 98.3%

流動資産 11,812,836 11,562,676 14,790,914 3,228,238 127.9%

固定資産 198,716,027 194,314,406 187,530,770 ▲ 6,783,636 96.5%

負債合計 119,237,225 118,577,833 117,120,192 ▲ 1,457,641 98.8%

流動負債 14,704,276 13,426,122 13,453,471 27,349 100.2%

固定負債 104,532,949 105,151,711 103,666,721 ▲ 1,484,990 98.6%

純資産合計 91,291,638 87,299,248 85,201,493 ▲ 2,097,755 97.6%

うち資本金 124,279,000 124,279,000 124,279,000 0 100.0%

うち繰越利益剰余金 ▲ 32,987,362 ▲ 36,979,752 ▲ 39,077,507 ▲ 2,097,755 －

貸

借

対

照

表

（流動資産）
未収運賃や未収金の増のため

（固定資産）
減価償却が進んだこと等による減のため

（固定負債）
鉄道・運輸機構長期未払金等の返済による減のため

区　分

損

益

計

算

書

（営業収益）
乗車人員の増加のため

（営業費用）
減価償却費の減のため

（営業外費用）
借入金等の残高の減少による支払利息の減少等による減
のため

（特別利益・特別損失）
前年度は特別利益として土地売却益を計上していたため
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団体名： 東京臨海高速鉄道（株）

B

　経営改革プランに掲げた目標のうち、戦略１「安定的な事業運営の実現に向けた組織・人員体制づくりの推
進」では、中核ポストにおける固有社員比率において2023年度到達目標を達成したほか、人材確保に努めつつ、
他社等からの派遣社員ポストから固有社員への切替えを進めることで固有社員比率を高めたなど、取組を大きく
前進させている。戦略２「公共インフラの担い手としての安定的な事業運営」では、コロナ禍の影響により平時
と比較して運輸収入が減少する中、安全運行を確保しながら設備投資等の見直し等による支出抑制や広告等をは
じめとした収益確保に努め、経常利益は赤字となったものの改善が図られた。共通戦略による「５つのレス」等
の取組も進め、その他の戦略においても、補助金を活用しながら橋脚の耐震補強工事を計画を上回るペースで進
めたほか、ホームドアの設置、他事業者で発生した車内犯罪に対する警察と連携した対応力強化、東北復興関連
イベントの開催、2023年度到達目標を上回る件数での事業者等とのタイアップ企画に取り組み、総じて団体とし
て一定の成果を上げている。
　引き続き、各種事業を積極的に推進していくとともに、安定した団体経営が行えるよう経費削減及び資金繰り
へのモニタリングを継続することを期待する。

最終評価

一次評価（所管局評価）

　令和３年度の会社の経営状況は、新型コロナウイルス感染症の影響、すなわち移動需要の停滞、テレワークの浸透等により大きな影
響を受け、２年連続の経常赤字を計上、ポストコロナに向け、業績回復への道筋は未だ道半ばとなっている。このような厳しい状況を
踏まえた現状の会社の重点的な課題は、主として収益の回復と安定的な運営、安全・安定輸送のための計画的な設備更新及び人材育成
とそれを可能にする組織づくりである。
　上記を背景に会社は以下４つの戦略について、３年後（2023年度）の到達目標に向け、各個別取組事項に取り組んだ。
 「①安定的な事業運営の実現に向けた組織・人員体制づくりの推進」については、中核ポストへの固有社員の登用を継続的に進め、
指導職以上における固有社員比率の引き上げを行った結果、令和３年度は当初計画の42％を上回る45％を達成した。また、若手社員を
中心とした人材育成と技術継承による社員一人ひとりの能力向上に資する取組を進めるとともに、社員提案制度や全社的なＰＴの実施
など、社員のエンゲージメント向上にも取り組んだ。この様な組織・人員体制に関連する取組は今後の継続及び更なる深化の必要があ
る。
 「②公共インフラの担い手としての安定的な事業運営」については、新型コロナウイルス感染症の影響により、昨年度に引き続き運
輸収入は非常に厳しい状況となったが、厳しい経営環境の中にあっても、補助金を十分に活用してホームドア整備を進めるなど、安全
運行確保のための取組を推進する一方、関連事業の増収に取り組みながら（広告収入等は前期比＋38百万円）、事業の徹底した見直し
及び精査による経費削減（修繕費前期比△147百万円を主要因として営業費前期比△46百万円）を図るなど、収益の回復及び戦略的な
経費執行に努めた。令和３年度末においては前期比での運輸収入の改善及び経費削減等により有利子負債残高は前期比1,428百万円の
減少となったが、今後収益の確保及び更なる計画的な経費執行並びに設備投資等により、有利子負債の計画的な返済が必要である。
 「③ハード・ソフト両面からの安全・安定輸送の確保」については、ハード面では、補助金541百万円を活用し天王洲アイル、品川
シーサイド駅でのホームドア設置を実施し、また、計画的に高架橋等の耐震補強を進め、第４辰巳高架橋の橋脚９基の補強を完了し
た。ソフト面では、防災基本計画や事業継続計画の改訂等を行ったほか、テロ事象に係る本社対策本部訓練を実施するなど、事故・災
害等への更なる対応力の強化を図った。また、昨年度発生した他社線での鉄道車両における傷害事件を受けて、警察と連携し車両基地
における訓練を実施するなど取組の強化を図った。
 「④沿線のバリューアップを含め、あらゆるお客様の目線にたったハード、ソフトの取組の推進」については、ハード面では、櫛状
ゴムの全駅設置によりホームと車両の隙間解消を図るなど、お客様の利便性向上につながる取組を計画的に進めた。ソフト面では、コ
ロナ後の鉄道利用者数回復も見据え、地域の活性化や沿線の魅力を発信できるような様々な取組を推進した。具体的には、有明ガーデ
ンの劇団四季開場や人気アニメとのタイアップによる各種企画、まちづくり協議会との積極的な連携など、コロナ禍の厳しい環境の中
で地域性も考慮した独自の取組を実施した。
  また、会社は、手続のデジタル化や５つのレスの推進の取組も進めている。
  以上のとおり、未だ新型コロナウイルス感染症の影響が大きく厳しい経営環境の中で、運輸外収入の確保にも務めるとともに、鉄道
会社の役割である「安全・安定輸送」を確保しながら徹底したコスト縮減等により安定経営に取り組み、また、創意工夫を図りながら
お客さまサービスの改善にも取り組んだ。一方、ポスト・コロナの環境下での収益の確保、全線開業から20年以上が経過し経年劣化し
た施設・設備の更新が必要な中での有利子負債の確実な返済等の課題については、今後継続したモニタリングが必要である。
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団体名： 東京臨海高速鉄道（株）

戦略 1

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

東京2020大会後の要員計
画を再整理しつつ、他社
等からの派遣社員ポスト
の固有社員への切り替え
を進め、固有社員中心の
人員体制づくりを進め
る。

・固有社員中心の人員体制づくりを円滑に
推進するため、各部署における人材育成の
状況や今後の見込等を踏まえ、東京2020大
会後の要員計画を再整理するとともに、他
社等からの派遣社員ポストについては、順
次固有社員への切り替えを進めた。
・固有社員の確保について、コロナ禍の影
響を勘案し、2020年度に引き続き、WEBテ
ストや動画面接を活用した効率的・効果的
な方法により採用活動を進めるとともに、
運輸職では高卒採用を継続的に実施するな
ど、多様な人材の確保を図った。

新たな人事制度による評
価・選考のもと、固有社
員の育成を進め、指導職
以上における固有社員比
率を42％以上とする。

・2020年度の指導職昇任選考に合格した４
名を2021年度に各指導職ポストへ登用する
など、中核ポストへの固有社員の登用を継
続的に進めた。
・2021年度に実施した指導職昇任選考では
新たに３名を合格としたほか、将来の指導
職候補者となる主任級昇任選考において９
名を合格とするなど、各職場の中核的人材
となるよう育成を進めている。

・2020年度より開始した
新人事制度の柱である人
事考課制度の定着に向
け、人事評価者研修を悉
皆研修として実施してい
く。
・高卒新入社員等若手向
けの社員研修やOJTを強化
する。

・６月に新規指導職昇任者等を対象とした
人事評価者研修を実施し、制度の理解と評
価方法の習熟を図るとともに、11月に人事
考課や人材育成の実践的な手法を学習する
指導職向けの悉皆研修を実施するなど、人
事考課制度の定着に向けた取組を進めた。
・新卒新入社員を対象とした集合研修の実
施や各職場におけるOJTの推進などにより
人材育成を進めた。また、３月に新入社員
等の指導を行う社員を対象としたOJT指導
者研修を新たに企画・実施し、後輩への指
導手法の理解促進やサポートスキルの習得
を図った。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

安定的な事業運営の実現に向けた組織・人員体制づくりの推進

３年後
（2023年度）の

到達目標

①固有社員比率を現状の64.3%から68%以
上へと高める。

②指導職以上における固有社員比率を
45％以上とする。

③職種の垣根を越えて参加できる研修に
より他職種の業務への理解や連携を深め
つつ、研修の高度化を図り、業務の質を
継続的に高める体制を整え、将来当社を
支える人材の育成を目指す。

固有社員への切り替えを計画的に進めたことで、全社員に占める固有社員比率は
67％にまで達している。
また、中核となる固有社員の育成や指導職ポストへの登用を進め、指導職以上に
おける固有社員比率は45％を達成した。
さらに、人事考課制度の定着に向け、評価者向け研修を継続的に実施するととも
に、若手向けの研修の充実やOJT体制の強化など、人材育成体制の強化を図っ
た。加えて、社員提案制度や社内PTの活用等を通じて社員の声や意見を事業運営
に反映させる取組を積極的に進めた。

固有社員を中心
とした人員体制
づくりに向けた
取組

・東京2020大会後の要員計画の再整
理及び他社等からの派遣社員ポスト
の固有社員への切り替えを順次実施
・WEB等を活用した効率的・効果的
な採用活動の推進及び高卒採用の継
続的実施

・各部署の人材育成状況等を踏まえ、他
社等からの派遣社員を固有社員へ段階的
に切り替えていくことにより、固有社員
を中心とした人員体制づくりを更に推進
していく。
・戦略的かつ時宜を得た採用活動を展開
するとともに、高卒採用や経験者採用な
ど多様な手段の活用により、安定的な人
材確保を図っていく。

指導職以上にお
ける固有社員比
率の引き上げ

指導職以上における固有社員比率は
45％に到達

・引き続き、新たな人事制度による評
価・選考のもと、固有社員の育成を進
め、指導職以上における固有社員比率の
更なる引き上げを図っていく。

人材育成体制の
強化

・新規指導職昇任者等を対象とした
人事評価者研修の実施（６月）及び
指導職向け悉皆研修の実施（11月）
・若手向け社員研修等の実施及び
OJT指導者研修の新規実施（３月）

・新人事制度の柱である人事考課制度の
定着を図るため、評価者向けの研修を継
続的に実施していく。
・若手社員を中心に人材育成と技術継承
を通じた社員一人ひとりの能力向上を図
るとともに、職種の垣根を超えた研修の
充実等により人材育成体制を強化してい
く。

団体自己評価

・固有社員を中心とした人員体制づくりについては、各部署における人材育成の状況や今後の見込等を踏まえ、東京2020大会後の要員
計画を再整理するとともに、他社等からの派遣社員ポストの固有社員への切り替えを順次進めた。また、固有社員の採用に当たっては、
WEB活用による効率的・効果的な採用活動を行うとともに、高卒採用も含めた多様なアプローチによる人員確保に取り組んだ。この結
果、全社員に占める固有社員の割合は67.3％（2022年３月31日時点）に達している。
・指導職以上における固有社員比率の引き上げについては、新たな人事制度における人事評価や昇任選考等の適切な運用により適格者を
選定し、現場の指導職ポストへの登用を積極的に行ったことにより、当初計画（42％）を上回る数値（45％）を達成した。
・人材育成体制の強化については、新規指導職昇任者等を対象とした人事評価者研修やより実践的な内容の指導職向け悉皆研修の実施な
どを通じ、人事考課制度の定着を図るとともに、後輩への指導力向上を目的としたOJT指導者研修を新たに企画・実施するなど、若手社
員を中心とした人材育成と技術継承による社員一人ひとりの能力向上に資する取組を積極的に進めた。
・加えて、社員が意欲的に働き続け、生産性の向上や営業活動の効率化が図られるよう、社員提案制度の継続的実施や全社的なPTへの現
場社員の参画、更なる社内コミュニケーション強化に向けた取組手法の検討など、社員のエンゲージメント向上にも取り組んだ。
・これらの取組を通じ、今後の安定的な事業運営と会社の更なる発展の実現に向けた組織・人員体制づくりが着実に進展した。
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団体名： 東京臨海高速鉄道（株）

戦略 2

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・乗車人員の動向や個々
の施設の現況等を踏ま
え、各々の事業規模・内
容等を徹底的に精査し、
先送りや規模見直し等を
弾力的に行い経費を節減
する。
・駅構内空間の広告等の
活用、グッズ開発や販路
拡大等により収益増を図
り、経常収支の悪化を最
小限に抑える。

東京2020大会開催に伴い、警備委託等が支
出の増加要因となったが（＋127百万
円）、昨年度に引き続き支出の抑制（修繕
費は△12.5％・△147百万円）・関連事業
の増収に取り組んだ（広告収入等は＋
7.2％・＋38百万円）。
【削減・増収事例】精算機の特別保守委託
は、状態を確認し先送り。電力監視システ
ム年間保守委託等ではメーカー推奨点検時
期であったが、状態等を確認し安全性を担
保した上で先送り。鉄道廃品やグッズ等の
オンラインショップ販売や人気アニメとの
タイアップ等。

・設備投資については、
既存施設の老朽化、故障
頻度等に応じて、実施範
囲・時期等を個々に精査
し、最少のコストで最大
の効果を上げていく。
・最大限補助金を確保
し、天王洲アイル及び品
川シーサイド駅のホーム
ドア導入工事、橋脚への
耐震補強工事を進める。

・厳しい経営状況を踏まえ、改めて実施時
期や規模等の精査を行いつつ乗客の安全性
向上のための設備投資は着実に進めた（設
備投資額1,647百万円）。
実施例：①品川シーサイド駅ホームドア導
入工事：483百万円。②天王洲アイル駅
ホームドア導入工事：363百万円。③第４
辰巳高架橋耐震補強工事：158百万円。
・ホームドア整備や耐震補強については補
助金541百万円を確保した。

長期借入金の約定返済に
加え、鉄道運輸機構に対
し長期未払金の返済を行
い、残高を945億円まで減
少させる。

長期未払金・長期借入金について、2021年
度は、計画どおり9,314百万円の返済を行
い、2021年度末残高は94,441百万円となっ
た。（プラン策定時点残高103,756百万
円）

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

公共インフラの担い手としての安定的な事業運営

３年後
（2023年度）の

到達目標

①収益の確保と徹底的な事業精査等によ
る経費の節減を通じた経常黒字の確保

②安全・安定輸送のため最大限の補助金
確保等による既存施設の維持更新、大規
模設備投資の計画的実施
※ホームドア３駅及び車両１編成等

③鉄道施設の譲渡代金等の約定返済を着
実に実施（2023年末時点で残高728億円ま
で減少）

2021年度の経常利益は、２年連続の赤字（△2,024百万円）とはなったが、前期
（△3,628百万円）に比べ、＋1,604百万円改善した。
設備投資は厳しい経営状況を踏まえ、改めて実施時期や規模等の精査を行いつつ
乗客の安全に資する投資は着実に進めた。
また、長期借入金の約定返済、鉄道運輸機構への長期未払金の返済を着実に実施
した（2021年度末残高94,441百万円）。

経費の節減や関
連事業等による
収益増を通じた
経常黒字の確保

東京2020大会開催に伴う支出が増加
する中、引き続き経費節減に取り組
み、営業費は前期比△46百万円に抑
制し、経常利益は1,604百万円改善
（△2,024百万円）

緊急事態宣言等が明け、沿線でのイベン
ト等が再開し、乗車人員も増加してきて
いる。その機会を捉え、周辺施設やアニ
メ等のタイアップを行うなど、当社沿線
への集客を図り、創意工夫によって運輸
収入の確保に努めていく。とはいえ、運
輸収入は依然としてコロナ前の６割にと
どまっていることから、引き続き事業見
直し・精査などによる経費削減を図り、
更なるコスト縮減に取り組むことで、
2022年度は経常黒字の確保を目指す。

最大限の補助金
確保と計画的な
設備投資

・設備投資は、予算策定段階で可能
な限り事業の先送りを実施している
が、執行段階においても、規模等の
見直しを図るなどコスト削減を図り
つつ実施
・補助金541百万円確保し、ホーム
ドア整備や耐震補強工事を推進

・設備投資については、既存施設の老朽
化、故障頻度等に応じて、実施範囲・時
期等を個々に精査し、最少のコストで最
大の効果を上げていく。
・最大限補助金を確保し、東京テレポー
ト駅へのホームドア導入工事や橋脚への
耐震補強工事を進めていく。

鉄道運輸機構が
建設した鉄道施
設の譲渡代金等
の着実な返済

長期未払金・長期借入金について、
着実に返済

引き続き、長期借入金の約定返済に加
え、鉄道運輸機構に対し長期未払金の返
済を行っていく。

団体自己評価

・年度を通して新型コロナウイルス感染症の影響を受けたが、乗車人員は前期よりは改善し一日平均乗車人員は、前期比4.9％増の156
千人（前期148千人）、運輸収入は、前期比13.3％増の11,516百万円となった。また、コロナ禍においても可能な範囲で、人気アニメと
コラボした一日乗車券の発売やイベントとのタイアップキャンペーン、オンラインショップ等での新商品の販売などを実施した。これに
より、営業収益は前期比1,397百万円増の13,092百万円となった。あわせて、事業の見直しや精査などを行うことで経費削減に取り組
み、営業費は前期比△0.3％の14,440百万円となり、この結果、経常利益は前期比1,604百万円改善した。
・設備投資については、厳しい経営状況を踏まえ、改めて実施時期や規模等の精査を行いつつも、乗客の安全性向上に資するホームドア
整備や橋脚の耐震補強工事などは着実に進めた。
・また、資金調達を計画的に行い、長期借入金の約定返済に加え、鉄道運輸機構に対する長期未払金の返済を着実に実施した。これらの
取組により、財務体質の安全性の維持・向上に努めた。
・2022年度に入り、緊急事態宣言等が明けて乗車人員も増加してきているが、依然として運輸収入はコロナ前の６割程度にとどまって
いることから、引き続きコスト削減・増収策を行いながら、持続的かつ安定的な事業運営に向け、全社一丸となって取り組んでいく。
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団体名： 東京臨海高速鉄道（株）

戦略 3

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・補助金を確保しつつ天
王洲アイル駅と品川シー
サイド駅のホームドアを
整備

・天王洲アイル駅のホームドア（総事業費
506百万円）は、東京2020大会が新型コロ
ナの影響により１年延期となったことか
ら、都の補助金（120百万円）を確保する
ため工程を見直した上で整備し、大会前の
2021年６月に供用を開始した。
・品川シーサイド駅のホームドア（総事業
費483百万円）は、国・都・区の補助金
（計320百万円）を確保して整備し、2022
年３月に供用を開始した。

・補助金を確保しつつ第
４辰巳高架橋の橋脚６基
の耐震補強を実施

・第４辰巳高架橋耐震補強工事は、国及び
都の補助金（計153百万円）を確保し、
2021年度には９基の橋脚の補強が完了し、
2020年度完了分とあわせて、合計15基の橋
脚の補強を完了した（総事業費237百万
円）。

・防災基本計画、事業継
続計画（震災編）の制
定・改正
・計画に基づく本社対策
本部訓練等を実施

・近年の地震や風水害などにみられる自然
災害の激甚化を踏まえ、計画類の見直しを
行った。
・本社会議室に構築した事故災害対策シス
テムを活用し、本社対策本部立ち上げ訓練
を実施するとともに、異常時総合訓練で
は、ブラインドでの訓練も実施した。

・警察・消防と連携した
訓練の実施
・他社線との安全情報連
絡会議参加や訓練視察等
を実施

･異常時総合訓練では初めて所轄警察署の
立ち合いを得るとともに、列車内傷害事象
等を踏まえた車両基地での合同訓練も実施
するなど連携強化を図った。
・ＪＲ東日本の津波避難訓練では、旅客役
として参加することにより、避難時の旅客
誘導や列車からの降車方法等について知見
を得た。また東葉高速鉄道とは、他社線で
の列車内傷害事象を踏まえた対応状況など
について情報交換を行った。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

ハード・ソフト両面からの安全・安定輸送の確保

３年後
（2023年度）の

到達目標

①ホームドア５駅整備完了
②2023年度線路内転落件数３件以内
③第４辰巳高架橋の橋脚24基の耐震補強
完了
④防災基本計画等に基づく訓練を年１回
程度実施、他事例の学びによるPDCAサイ
クルの確立
⑤他鉄道事業者の事例を参考としつつ警
察・消防と連携した実践的訓練を実施

厳しい経営状況が続く中、補助金を確保しつつ、天王洲アイル駅及び品川シーサ
イド駅へのホームドアの設置を完了した（計４駅整備完了）。
また、第４辰巳高架橋についても９基の耐震補強を完了した（計15基補強完
了）。
さらに、防災基本計画及び事業継続計画の見直しや各種訓練を実施したほか、関
係機関との連携強化による安全対策の推進を図った。
加えて、他社線で発生した列車内傷害事件を踏まえた対応として、改めてセキュ
リティ面の再検討を行い、順次、対策を実施した。

補助金確保の上
でのホームドア
整備によるホー
ム上安全対策の
推進

・天王洲アイル駅のホームドアは、
都の補助金を確保し整備完了。2021
年６月供用開始
・品川シーサイド駅のホームドア
は、国・都・区の補助金を確保し整
備完了。2022年３月供用開始

・ホームドアの整備について、国際展示
場駅、大井町駅、天王洲アイル駅、品川
シーサイド駅に続き2022年度以降に整備
予定の駅にも展開し、ホーム上の安全対
策を推進していく。
・引き続きホームドアについては、国や
区の補助金を確保しつつ、東京テレポー
ト駅の整備に向けて着実に進めていく。

補助金確保の上
での災害に強い
施設の整備

・第４辰巳高架橋耐震補強工事につ
いて、計画の６基は2020年度に前倒
しで実施済。2021年度は、引き続き
国及び都の補助金を確保し、2022年
２月までに９基の橋脚の補強を完了

・2022年度以降も国や都の補助金を確保
しつつ、高架橋の耐震補強を実施し災害
に強い施設の整備を進めていく。

防災マネジメン
トの強化

・防災基本計画（震災編）の改訂、
同（風水害編）の制定（４月）。事
業継続計画（震災編）の改訂（９
月）
・東京2020大会を見据えたテロ事象
に係る本社対策本部訓練を実施（６
月）、異常時総合訓練を実施（11
月）

・今後さらに、災害発生時を見据えたリ
スク等を洗い出し、危機管理に向けた実
践的な対応を整理していく。また、安全
研修などの機会を捉え、社員への周知を
図っていく。
・訓練で得た課題（車いす旅客の対応な
ど）・反省点を踏まえ、これからの実践
的な異常時総合訓練や本社対策本部訓練
のあり方を検討していく。
・事故災害対策システムについては、活
用していく中で、取扱い練度の向上を
図っていく。

関係機関と連携
した安全対策の
推進

・異常時におけるお客様の避難誘導
や駅係員の初動対応等の確認を目的
とした警察との合同訓練を実施（12
月）
・所轄警察が参加した異常時総合訓
練を実施（11月）
・ＪＲ東日本主催の津波避難訓練に
参加（10月）

・警察、消防と連携した訓練について
は、今後、より実践的な異常時総合訓練
や本社対策本部訓練のあり方を検討する
中で、調整を進めていく。　
・他社線等の訓練視察や情報交換はコロ
ナ禍にあって限定的なものとなったが、
今後さらに他社との連携を強化してい
く。

団体自己評価

・補助金を確保し、東京2020大会までに新たに天王洲アイル駅にホームドアを設置するとともに、品川シーサイド駅についても供用を
開始しており、ホーム上の安全対策を着実に推進した（従前に整備済みの国際展示場駅及び大井町駅と合わせて計４駅整備完了）。
・災害に強い施設の整備については、計画的に高架橋等の耐震補強を進めており、2021年度には、国及び都の補助金を確保の上、第４
辰巳高架橋の橋脚９基の補強を完了し、2020年度完了分と合わせて合計15基の補強を完了した。
・防災マネジメントについては、近年の自然災害の頻発化・激甚化を踏まえ、防災基本計画や事業継続計画の改訂等の見直しを行ったほ
か、テロ事象に係る本社対策本部訓練や異常時総合訓練を実施するなど、事故・災害等への更なる対応力の強化を図った。
・関係機関と連携した安全対策の推進については、コロナ禍による制約がありながらも、警察等と連携した実践的な訓練の実施や同業他
社との情報交換等の連携強化に努めた。
・加えて、2021年度に発生した他社線での列車内傷害事象を踏まえた対応として、地元警察署との合同訓練の実施や警備警戒強化につ
いての車内放送、ポスター掲示による注意喚起、駅巡回警備の強化など、必要な対応・課題等をピックアップして順次対策を講じ、車
内・駅構内におけるセキュリティの向上に取り組んだ。
・これらの取組により、ホームドア整備や耐震補強などハード面での安全対策が着実に進展するとともに、ソフト面においても防災対応
力の強化や異常時の危機対応力の向上が図られ、継続的な輸送の安全確保の徹底に寄与した。
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団体名： 東京臨海高速鉄道（株）

戦略 4

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・７駅すべてにおいて、
車椅子用フリースペース
近くのドア部分に櫛ゴム
が設置され、単独乗降が
可能となるようホームと
の隙間が縮小
・天王洲アイル駅のエス
カレーター１基の更新工
事の設計を実施

・東京2020大会までに全駅にて車椅子利用
者の円滑な移動が可能となるよう、車両内
の車椅子用フリースペースのある１号車４
扉、10号車１扉の位置に櫛状ゴムを設置し
た。
・エスカレーター更新工事の実施設計にお
いては、利用者の利便性を最優先に、使用
停止期間が最小となるよう仮設工事に配慮
した設計を行った。

・構造等の仕様を検討
・車両の搬入・搬出方法
の検討

・ホームと車両との段差縮小等のバリアフ
リーへの配慮や、全車両への防犯カメラ等
の配備を含めた車内セキュリティ向上の観
点なども踏まえ、構造等の仕様検討を進め
るとともに、材料の先行手配等の調整を着
実に進めた。
・現在運行中の車両の廃車方法について、
廃車コストならびに解体スケジュール等を
考慮して、当初想定の鉄道輸送から陸送へ
の切り替え検討を進めた。

・的確な情報提供：分か
りやすい案内放送や放送
文例の作成・改善を行
う。ホームの整列ライン
や車イス対応表示等の敷
設を実施
・PDCAによるサービス改
善：覆面調査、お客様か
らの意見、要望、苦情等
をサービス改善につなげ
ていく。

・鉄道の専門用語をアナウンスで伝える際
の言いかえを統一するなどしてアナウンス
サービスレベルの向上と均一化につなげ
た。
・品川シーサイド駅、天王洲アイル駅の
ホームドア設置に併せ、ホーム整列ライン
や車イス対応表示等を設置した。
・覆面調査を分析し、結果から読み取れる
強化すべき項目について、CS研修やOJT等
を通じて底上げを図った。

・進出企業とのタイアッ
プの実施
・前年の試行を踏まえた
駅前施設の活用方法の検
討
・沿線地域情報発信エリ
アの拡充（品川エリア
等）
・MaaS等臨海地域におけ
る都の施策やまちづくり
協議会等の活動との連携

・有明ガーデンの劇団四季こけら落としに
あわせて、発車メロディ変更やタイアップ
広告、SNS発信等のタイアップ企画を実施
した。また、人気アニメ「ラブライブ！」
とのタイアップによるプロモーション展
開、１日乗車券の発売や、SNS発信など沿
線地域のPR企画を企業と連携して実施し
た。
・駅前観光案内所は今年度よりレンタルス
ペースとしての利用を開始し、オリパラ期
間中のイベントにつなげた。
・コロナ禍によるイベント中止等があった
ものの、まち協イベント等に積極的に参加
した。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

沿線のバリューアップを含め、あらゆるお客様の目線にたったハード、ソフトの取組の推進

３年後
（2023年度）の

到達目標

①全７駅でホームと車両の隙間に櫛ゴム
を設置
②天王洲アイル駅１基、東雲駅２基のエ
スカレーターリニューアル完了
③2024年の新車運行開始に向け手続等が
完了
④ホーム整列ラインや車イス対応表示等
の敷設、PDCAによるお客様サービス改善
⑤沿線企業等との連携、イベントタイ
アップ2023年度12件以上

全７駅でホームと車両の隙間への櫛ゴムの設置を完了するなど、計画的にバリア
フリー化を推進した。
また、車両の更新に向けて、安全やバリアフリーへの配慮等も含めた構造等の仕
様検討や材料の先行手配調整などを滞りなく進めた。
お客様サービスの向上については、ホーム整列ライン及び車イス対応表示の敷設
や覆面調査等による継続的なPDCAによるサービス改善を図った。
また、沿線のバリューアップについては、沿線企業等との連携やタイアップ等を
積極的に実施した（2021年度：15件）。

バリアフリー化
の推進

・ホームと車両の隙間対策として、
７駅すべてで櫛状ゴムの設置を完了
・天王洲アイル駅の13号機エスカ
レーター更新工事の設計を完了

・2022年度は天王洲アイル駅の13号機エ
スカレーター更新工事を実施する。
・その他のエスカレーターについて、リ
ニューアルの際は音声案内機能を導入し
バリアフリー化を進めていく。
・首都圏の鉄道事業者と連携し、障害者
割引が適用されるお客様向けの新たなIC
カードサービスの導入に向けた準備を進
めていく。

快適な車内環境
の整備

・車両の更新に向け、安全やバリア
フリーへの配慮等も含めた構造等の
仕様検討、ならびに必要な諸手続き
を実施
・現在運行中の車両の廃車方法や搬
出方法について調査検討を実施

・引き続き車両更新に向けた詳細な工程
調整を進めていくとともに、メーカーと
連携しながら仕様検討を深度化してい
く。

高品質なお客様
サービスの実現

・正確でお客様にわかりやすい案内
放送実現のため、アナウンス用のガ
イドブックを作成。ホームドア設置
に併せ、ホーム整列ライン等を設置
・サービス改善の取組等の成果検証
による課題把握のため、覆面調査を
実施（11月）。当調査の分析結果や
定期外のお客様が多い当社の特性を
踏まえたCS向上研修を実施（３月）

・今後、ガイドブックの必要に応じて適
宜見直しを行い、お客様に分かりやすい
案内放送を実現していく。
・2022年度も、お客様サービスの向上を
図るため、乗車位置床サインの更新、車
イス対応表示等の設置を進めていく。
・引き続き社員の接遇スキルの確認と改
善を目的とした覆面調査等を実施し、課
題の把握を進め、CS研修等を通じて必要
な改善策を実施していく。

地域活性化への
取組強化や情報
発信の充実化

・進出企業等とのタイアップを積極
的に実施
・事業者と調整し、オリパラ期間
中、駅前観光案内所において東北復
興関連のイベントを開催
・品川エリア(天王洲地区)エリマネ
団体に加入し、更なる連携強化を開
始
・まちづくり協議会等との情報連携
やイベント等に参加

・沿線の集客施設等の開発や海上公園・
未利用地等の新たな活用など、都・民間
等の取組に応じ、輸送需要を支える鉄道
事業者として沿線のイメージや魅力の確
立・発信に貢献し、地域全体の集客力向
上につなげる。
・既存タイアップ事業の展開拡大に加
え、新規進出企業との連携を積極的に働
きかけていく。また、駅前観光案内所
は、事業者と連携を図り、活用方法の拡
充に向けた検討を進めていく。

団体自己評価

・バリアフリー化については、車椅子での単独乗降が可能となるよう東京2020大会までに全７駅において櫛状ゴムの設置を完了し、
ホームと車両の隙間解消を図るとともに、天王洲アイル駅のエスカレーター更新に係る実施設計を完了するなど、お客様の利便性向上に
つながる取組を計画的に進めることができた。
・快適な空間の整備については、車両の更新に向け、仕様検討を継続するとともに、導入工程の調整を着実に推進した。
・高品質なお客様サービスの実現については、正確で分かりやすい案内放送の実現に向けた取組のほか、覆面調査の結果から読み取れる
強化すべき項目について、研修やOJT等を通じてサービス改善の底上げを図るなど、PDCAの流れを構築し、お客様サービスの向上を図っ
た。
・沿線のバリューアップに向けては、引き続き、コロナ禍によるイベント制限等の影響を受ける中にあっても、沿線施設とのタイアップ
の実施、人気アニメとのコラボレーションなど、地域企業等との連携を強化し、次期の展開拡大につながる取組を進めた。また、新たに
品川エリア(天王洲地区)エリマネ団体に加入し、情報連携を図るなど、裾野を広げた地域の連携強化の取組を進めた。
・今後、輸送需要や沿線の旅客動向を注視しつつ、地域や企業との連携を強化し、継続的に沿線活性化に向けた施策を推進するととも
に、ベイエリア周辺の沿線まちづくりにも積極的に連携・協力し、沿線地域の更なる発展に貢献していく。
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団体名： 東京臨海高速鉄道（株）

2021年度計画 2021年度実績 要因分析 対応方針

当社規定等に基づく対応可能な
手続については、全件規定等を
改正する。

作業申込書及び撮影等に伴う駅構
内等使用申請書については社内規
程改定済、構内立入届についても
デジタル化対応済（対応可能な３
手続全てを完了）

外部の事業者との調整が必要な一部
手続については、引き続きデジタル
化に向け取組を進めている。

対面での本人確認が必須な手
続等を除き、対都民・事業者
等を対象とした手続につい
て、引き続きデジタル化に向
けた取組を推進していく。

当社規定等に基づく対応可能な
手続については、全件規定等を
改正する。

作業申込書及び撮影等に伴う駅構
内等使用申請書については社内規
程改定済、構内立入届についても
はんこレス対応済
（対応可能な３手続全てを完了）

外部の事業者との調整が必要な一部
手続については、引き続きはんこレ
スに向け取組を進めている。

対都民・事業者を対象とした
押印は引き続き廃止するとと
もに、内部手続については、
経営状況等を踏まえ、引き続
き対応を検討していく。

各事業所（各駅）から本社への
業務報告の受信の電子化を2019
年度より段階的に進めており、
2018年度比98％削減する。

業務報告の電子化は100％達成済
【2021年度実績０件／2018年度実
績26,000件】

FAXから複合機機能を利用した電子
化を進めた。

2021年度までにFAXレスの取組
は達成しており、引き続き取
組を継続していく。

対応可能な業務（社内の幹部会
議で使用する紙資料や各事業所
から本社への報告等）を対象に
2018年度比45％削減する。

社内会議等の電子化を着実に進
め、
目標を上回る53％の削減を実現
【2021年度実績23,600枚／2018年
度実績50,000枚】

社内会議の資料の電子化や各部署に
おける回覧資料の電子化を着実に進
めた。
また、社内PT活動により、各部署に
おける取組を社内に還元し、共有化
による取組強化も図った。

社内の幹部会議で使用する紙
資料や各事業所から本社への
報告等を対象に、引き続き
ペーパーレスに向けた取組を
推進していく。

― ― ― ―

工事等にかかる相談等について
はメールや電話でも受け付けて
おり、対応済。コロナ禍への対
応として始めた安全連絡会のWEB
活用については、参加事業者の
状況も踏まえて、継続を目指
す。

安全連絡会（年１回開催）のWEB活
用については、2020年度に引き続
き、2021年度もオンライン方式に
て開催した。

新型コロナウイルス感染症の拡大防
止の観点から、2020年度に引き続
き、多数の関係事業者が参加する当
社安全連絡会についてWEB活用によ
る開催に向け準備を進め、2022年１
月にYouTubeのライブ配信機能を活
用して実施した。

工事等にかかる相談等につい
てはメールや電話でも受け付
けており、対応済。2020年度
より始めた安全連絡会のWEB活
用については、参加事業者の
状況も踏まえて、継続を目指
す。

自宅PCの使用によりテレワーク
が実施できる社員のうち、本社
各部署において在宅での実施が
可能な業務に従事する社員につ
いて月40％実施。（2022年３月
対象）
【実施件数/当月の勤務日数/テ
レワーク可能な職員数】

本社において在宅でのテレワーク
実施が可能な業務に従事する社員
について月40％の出勤抑制を実施
（2022年３月）
【実施件数334件（※）/当月の勤
務日数22日／テレワーク可能な社
員数38名】
※出勤抑制に資することから休暇
も含め計上

感染症の動向や業務の状況を踏まえ
て、テレワークの推進に取り組ん
だ。

当社の業務状況を踏まえつ
つ、新型コロナウイルス感染
拡大時等における都・国等か
らのテレワーク実施要請に対
し、都庁グループの一員とし
て、適切に対応していく。

手続の
デジタル化

団体自己評価

・手続のデジタル化、はんこレスについては、対応可能な手続について、当社規程等の改正を行うなど、デジタル化及びはん

こレス化を推進した。

・FAXレスについては、各事業所から本社への業務報告の電子化を着実に進め、2021年度までに100％達成済となった。

・ペーパーレスについては、社内会議の資料の電子化や各部署における回覧資料の電子化を進め、目標を上回る53％の削減を

実現することができた。また、社内でのPT活動において、各部署の取組の社内への還元、共有化による取組強化も図った。

・タッチレスについては、2020年度に引き続き、多数の関係事業者が参加する当社安全連絡会について、YouTubeのライブ配

信機能を活用して開催するなどの取組を継続的に実施した。

・また、感染症の動向や当社の業務の状況を踏まえつつ、テレワークの推進に積極的に取り組んだ。

・これらの取組を通じ、デジタル技術の活用による業務の効率化が着実に進展した。今後も、更なるDXの推進や業務改革に向

けて取組を加速化させていく。

はんこレス

FAXレス

共通戦略

取組事項

タッチレス

テレワ―ク

ペーパーレス

キャッシュレス
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【団体概要】

常勤役員数

常勤職員数

4人 5人

100.0%1人 1人

2人 2人 100.0%

8人 7人 8人 114.3%

団体名 株式会社多摩ニュータウン開発センター

代表者 代表取締役社長　新美　大作 所管局 都市整備局

設立
目的

　多摩ニュータウン南大沢地区センター等における商業・業務施設、公共駐車場等を、多摩ニュータウン事業と整合させつつ、

管理運営をし、地域の健全な発展に資する

主

な

事

業

（１）商業ビル及び複合ビルの管理運営

（２）駐車場経営

組

織

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

6人

2人都派遣職員数

都退職者数

対前年度比

120.0%

2人

所在地 東京都八王子市南大沢2-2　パオレビル7階 電話番号 042-677-1611

基本財産
/資本金等

897百万円
都出資等割合
/都持株比率

51.2%
設立
年月日

昭和63年7月16日

【財務情報】　　　

株式会社多摩ニュータウン開発センター
（単位：千円）

令和元年度 令和２年度 令和３年度
対前年度
差引増減額

対前年度比
（％）

主な増減理由

営業利益（▲損失） 373,157 262,521 255,139 ▲ 7,382 97.2%

営業収益 1,605,926 1,459,754 1,498,819 39,065 102.7%

営業費用 1,232,769 1,197,233 1,243,680 46,447 103.9%

売上原価 1,079,728 1,038,368 1,071,559 33,191 103.2%

販売費・一般管理費 153,041 158,865 172,121 13,256 108.3%

営業外利益（▲損失） 887 653 ▲ 376 ▲ 1,029 －

営業外収益 1,140 1,749 502 ▲ 1,247 28.7%

営業外費用 253 1,096 878 ▲ 218 80.1%

経常利益（▲損失） 374,044 263,173 254,763 ▲ 8,410 96.8%

特別利益（▲損失） 1,303 ▲ 1,521 ▲ 5,202 ▲ 3,681 －

税引前当期純利益 375,347 261,652 249,561 ▲ 12,091 95.4%

法人税等 116,557 81,725 76,640 ▲ 5,085 93.8%

当期純利益 258,789 179,927 172,922 ▲ 7,005 96.1%

資産合計 10,265,360 9,999,896 9,834,719 ▲ 165,177 98.3%

流動資産 2,990,063 2,668,862 2,310,829 ▲ 358,033 86.6%

固定資産 7,275,298 7,331,034 7,523,890 192,856 102.6%

負債合計 5,120,543 4,675,151 4,337,052 ▲ 338,099 92.8%

流動負債 716,505 586,623 543,778 ▲ 42,845 92.7%

固定負債 4,404,037 4,088,528 3,793,275 ▲ 295,253 92.8%

純資産合計 5,144,818 5,324,745 5,497,666 172,921 103.2%

うち資本金 897,000 897,000 897,000 0 100.0%

うち繰越利益剰余金 3,060,818 3,234,745 3,466,666 231,921 107.2%

貸

借

対

照

表

（固定資産）
・エレベーター改修工事及び屋上防水工事による有形固
定資産増のため

（流動負債）
・未払金の減のため

（固定負債)
・長期借入金減のため

区　分

損

益

計

算

書

（営業収益）
・一部テナントへの賃料減免期間短縮による不動産賃貸
収入の増のため

（売上原価）
・水道光熱費の実績増のため

（販売費・一般管理費）
・減価償却費の増のため

（営業外収益）
・雑収入の減のため

（営業外費用）
・修繕対応の減のため

（特別利益（▲損失））
・固定資産除却損による減のため
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団体名： (株)多摩ニュータウン開発センター

　経営改革プランに掲げた目標のうち、戦略１「機能的な組織運営の実施」では、テナントビル管理や会計情報
を統合した総合マネジメントシステムを早期に構築し、業務の効率化・デジタル化の取組を大きく前進させた。
戦略２「安定した収益確保と計画的なビル管理」では、コロナ禍の影響により駐車場収入額は計画に達しなかっ
たものの、所有するビルのテナント確保に努めた結果、100%に近い入居率を維持し、着実に債務残高を減少させ
ている。共通戦略による「ペーパーレス」等の取組も進め、戦略３「南大沢地域に貢献する活動の推進」におい
ても、テレワークステーションの継続実施や地元市と連携したシェアサイクル実証実験への参画、大型デジタル
サイネージの活用、キャッシュレス対応等を着実に進めるなど、総じて団体として一定の成果を上げている。
　引き続き、各種事業を積極的に推進していくとともに、小規模な団体である中でも、多様な主体と連携した地
域貢献活動への参画を通じて、地域の活性化及び所有するビルへの集客等を行うことを期待する。

B

一次評価（所管局評価）

　会社は、経営課題解決のための戦略として、３つの戦略を掲げている。各戦略について、2021年度は下記のとおり取り組んだ。
　「①機能的な組織運営の実施」については、テナントビル管理システムの構築により、テナント情報や起案文書を全て電子化す
ることで、総合マネジメントシステム構築を達成し、業務の効率化を図った。2022年度中に電子決裁機能の付与を予定している
が、３年後目標の達成に向けては、システムの導入自体が目的化しないように注意し、使いやすく、業務効率化に資するシステム
構築に努めることが重要である。また、社員のOAスキル向上に取り組んだ結果、会社ホームページや広告のデザインを自ら企画・
作成できるようになり、迅速かつ効率的な販売活動につながっている。
　「②安定した収益確保と計画的なビル管理」については、コロナ禍で利用台数・滞在時間が減少したことによる駐車場収入の低
下、一部テナントへの賃料減免により、コロナ禍前の収入には戻っていないものの、黒字を確保しており、経営指標は堅調に推移
している。また、平成13年に決定された民事再生計画（負債総額341億円）に従い、債務の弁済を着実に行っており、2021年度末の
残債務は13億4,600万円である。既に市中銀行及びイトーヨーカ堂への弁済は完了しており、今後は残る都への弁済を2026年度まで
継続していく。ビル管理については、2021年10月、パオレビルのエレベータ―リニューアル（５基）を完了させ、建物の魅力向上
を図った。こうした取組により、所有する３つのビル全体で、入居率100％（2022年３月末）を昨年度に引き続き達成した。３年後
目標の達成に向けては、入居率がおおむね100％であり、今後大幅なテナント料収入の増が難しい中、新規事業の育成を急ぐなど、
収益向上に向けた取組を一層強化することが重要となる。
　「③南大沢地域に貢献する活動の推進」については、2020年度に設置したテレワークステーションの実証実験を延長し、事業化
スキームについて検討を進めるなど、新規事業の実施に積極的に取り組んでいる。また、2021年11月にはパオレビルに大型デジタ
ルサイネージを設置し、広告掲載企業を広く募集することで、広告料収入につなげている。今後は、このデジタルサイネージを活
用し、利用者とコンテンツ提供者の双方向での利用を実現する先端技術の実証実験や、ふれあい広場のイベントのライブ配信を行
うなどの取組を検討・実施するとしている。駐車場については、キャッシュレス対応の精算機を導入し、利便性の向上を図った。
　以上のように、会社は、コロナ禍で事業運営が制約を受ける中においても、社員の創意工夫により黒字を確保するとともに、設
立目的である南大沢地域の健全な発展への貢献に加え、にぎわいづくりの企画・運営や都や近隣商業施設等との連携などの取組を
着実に進めていると評価する。

最終評価
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団体名：(株)多摩ニュータウン開発センター

戦略 1

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

テナントビル管理システ
ムと会計システムとの連
携における事前調査・検
討

事前調査及び検討の結果、テナントビル管
理システムにおいて請求、支払情報など会
計上の情報を統合し、総合マネジメントシ
ステムとして構築し、社内で共有化を図る
仕組みを整えることができた。電子決裁等
については、2022年度中の機能付与を予定
している。

事業分析から求められる
スキルを検証し、社員の
スキル、経験、各種能力
などの現状を確認して、
新たなニーズに合うよう
な育成手法を決め、人材
育成計画を作成する

外部のOA研修を積極的に受講し、社員のス
キルを向上させたことにより、販促企画や
広告、プロモーションなどを当社自らが企
画作成できるようになった。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

機能的な組織運営の実施

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
・ビル管理、文書管理、電子決裁、会計
システムと連携した総合マネジメントシ
ステムの構築

【目標②】
・電子決裁率　100％

【目標③】
・会計システムへの直接入力割合を80％
減
　※現行直接入力100％
【目標④】
・専門知識をもつ人材を育成し、生産性
向上を図る。

・テナントビル管理システムの構築により、テナント情報や起案文書などを全て
電子化し、構築後も改善を行い必要とされる機能を追加した。これにより総合マ
ネジメントシステム構築の目標を達成した。今後は業務プロセスの見直しやセ
キュリティ強化を図る。
・社員の専門的スキルを向上させ、広告やプロモーションなど当社自ら企画作成
することができ、生産性の向上の目標を達成した。今後はさらにデジタルサイ
ネージを活用するためのOAスキルを習得させる。

総合マネジメン
トシステムの構
築

システム委託会社及び税理士事務所
と両システムとの連携の事前調査及
び検討を実施し、テナントビル管理
システムにおいて請求、支払情報な
ど会計上の情報を統合し、総合マネ
ジメントシステムとして構築した。
（年間決裁数：約3,000件、会計シ
ステムへの直接入力の年間件数：約
1,000件）

・支払の流れを検証し、それを踏まえた
システム改修を行い、押印箇所や不要な
手続の削減を図る。
・システム内の情報の取扱いを検証し、
セキュリティ強化のための改修を行う。

専門知識を持っ
た人材の育成

㈱多摩ニュータウン開発センター人
材育成基本方針を作成し、OAスキル
を身に着けた社員が、委託業者が作
成していたグルメマップやかわら
版、会社HPのデザインを自ら企画作
成できるようになり、迅速かつ効率
的な販促活動を実施。

リーシング業務に必要な不動産の知識や
幅広い専門的なビジネスの知識を含め外
部の研修を積極的に受講し、ビル管理の
専門知識を習得させる。（１人）

団体自己評価

・事前調査及び検討の結果、テナントビル管理システムにおいて請求、支払情報など会計上の情報を統合し、業務プロセスの見直し・効

率化を図りながら総合マネジメントシステムとして構築した。本システムにより、社内において電子化による情報共有化が可能となり、

適切な管理体制が整った。

・外部のOA研修を積極的に受講し、社員のスキルを向上させたことにより、販促企画や広告、プロモーションなど当社自らが企画作成で

きるようになった。迅速かつ効率的な施設全体の集客活動につなげた。
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団体名：(株)多摩ニュータウン開発センター

戦略 2

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

（パオレビル）
エレベーターリニューア
ル（５基）
（ガレリア・ユギ）
受変電設備改修工事、屋
上防水工事

・エレベーター改修期間中は、朝の出勤時
の混雑を避けるため、停止階数の変更をす
るなど、テナントに与える影響を極力抑え
た。
・受変電設備改修工事では、ビルの営業時
間内の停電を回避するなど、売上に影響が
出ないように実施した。
・屋上防水工事では、テナントの営業時間
を避けて実施するなど騒音対策に配慮し
た。

コロナ禍において、積極
的なリーシングによるテ
ナント確保及び駐車場割
引認証施設の拡大などに
より安定した収益確保と
着実な返済を履行する必
要がある。
賃貸収入　約9.2億円
駐車場収入　約2.4億円
債務残高　13.4億円（都
への債務残高）

・コロナ拡大の緊急事態宣言による休業要
請を受けた飲食店テナントに対し、事業継
続を支援する目的で、一定期間賃料等を免
除した。
・駐車場収入については、外出自粛等の影
響を受けたが、昨年度に比べ若干増収と
なった。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

安定した収益確保と計画的なビル管理

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
・コロナ流行前の収入を確保する。
 ※12.2億円（賃料、駐車場収入）

【目標②】
・民事再生債務縮小
 ※都への債務残高 7.1億円（2023年度
末）

・賃貸及び駐車場収入については、コロナ禍による一部テナントへの賃料免除や
外出自粛要請などにより、コロナ流行前の収入には戻っていない。
・都への民事再生債務は、2022年３月に予定通り返済を行った。

建物の魅力を高
め競争力向上に
つながるリ
ニューアルの着
実な実施

（パオレビル）
2021年10月エレベーターリニューア
ル（５基）改修済
（ガレリア・ユギ）
受変電設備改修工事実施（2022年５
月まで）
屋上防水工事実施済

・パオレビルのエレベーターリニューア
ル工事は完了した。
・ガレリア・ユギは、屋上防水工事が完
了し、受変電設備改修工事も注意を払い
ながら、適切に実施した。

収益の安定的な
確保

賃貸収入約9.4億円
駐車場収入約2.2億円
債務残高約13.4億円

引き続き、新型コロナ感染症の影響を注
視しつつ、積極的なリーシングによるテ
ナント確保や駐車場割引認証施設の拡大
などにより、安定した収益につなげてい
く。

団体自己評価

・パオレビルのエレベーターリニューアル改修は、テナントに与える影響を極力控えながら、順調に実施し、完了した。

・ガレリア・ユギの屋上防水工事及び受変電設備改修工事についても、営業時間を避け、売上に影響が出ないよう取り組みながら、順調

に実施し、完了した。

・大規模修繕費用については、長期修繕計画の見直しや修繕積立金を活用することで、今後も借入をすることなく対応していくことが可

能であると見込んでいる。引き続き、長期修繕計画に基づく施設の修繕を着実に実施していく。

・令和３年度の当社事業を振り返ると、一部テナントの退去もあったが新たなテナント確保に努めた結果、平均入居率は貸付対象面積に

対する比率で前期比0.4％増の99.8％となった。駐車場については前期より利用台数は回復してきているものの早めに出庫する事例が多

く、駐車場収入に影響が出ている。今後も状況を注視していき、安定的なテナント確保及び各事業者と連携した駐車場利用に努めてい

く。
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団体名：(株)多摩ニュータウン開発センター

戦略 3

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・地域の公的セクターと
しての信用や所有する不
動産の積極的な活用など
会社の強みを生かした事
業計画を通して、地域の
貢献に資する地域のニー
ズ調査の実施
・南大沢駅周辺では未設
置のリモートワークス
テーションを開設し、実
証実験の実施

・2021年３月末に開設したテレワークス
テーションは、９月末までの６カ月間の実
証実験対応であったが、利用状況等の検証
を行っており、引き続き半年間の実証実験
を延長し、利用状況やプロモーションを強
化しながら利用促進を図り、常設に向けて
取り組んだ。
・新たに設置されたデジタルサイネージを
活用した地域の貢献に資する事業について
検討するとともに、地元市のシェアサイク
ル実証実験へ協力した。

東京都が実施している南
大沢スマートシティ協議
会と連携し、商業施設内
にデジタルサイネージを
活用した広告活動の実施

近隣の商業施設と連携した広告展開を実施
した。今後、設置したサイネージを活用
し、南大沢スマートシティ協議会と連携し
て、５Gなど先端技術を活用した実証実験
を行う。

駐車場の集客力を向上さ
せ、スムーズな入出場の
実現を目指し、駐車場管
理会社とのコスト面や機
器等の調整、導入準備

駐車場管理会社とのコスト面や機器等の調
整を早期に図り、各ビルに２台ずつ事前精
算機を新規設置した。なお、既存の駐車場
出口精算機３台についても、本件事前精算
機の導入のタイミングでキャッシュレス機
能の追加を行い、全てのキャッシュレス対
応が完了した。

地域の回遊性や滞在性を
高めることにより、地域
の賑わいの向上や利用者
の利便性の向上を図るた
め、地域の事業主体と課
題解決のための調整を進
め、連携案策定

当面はETCを活用した駐車料金決済システ
ムの検討を行う。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

南大沢地域に貢献する活動の推進

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
・実証的、段階的な取組で一定の効果が
認められたものについて事業化実施

【目標②】
・キーテナントとのプロモーション活動
強化などによる先端技術の地域実装

【目標③】
・駐車場利用における利便性の向上

・テレワークステーションについては、2021年度の利用状況等を検証し、事業化
の際のスキームについて運営事業者と協議中である。
・また、キーテナントとデジタルサイネージを活用した広告活動について検討中
である。
・駐車場については、キャッシュレスシステムを導入し、利便性の向上を図っ
た。今後さらに利用機能を追加する予定である。

地域貢献に資す
る新規事業実施

地域の貢献に資する地域のニーズ調
査を実施し、リーシング等に有用な
情報（コワーキングスペースのニー
ズやあったらいいお店に関するニー
ズ）を把握することができた。テレ
ワークステーションは年度末まで実
証実験を延長実施し、地元市のシェ
アサイクル実証実験の協力など地域
の貢献に資する事業の実施に取り組
んだ

・2021年度の検証を基に、テレワークス
テーションの運営形態の確立
・2021年度に実施した地域の貢献に資す
る事業の検討に基づき、地元の企業や団
体などの情報をデジタルサイネージを利
用して発信することやシェアサイクル事
業への協力など、地域の貢献に資するパ
イロット事業の試行

５Gなど先端技
術を活用したス
マートシティの
推進

11月末にパオレビルに大型サイネー
ジを設置し、テナントのほか近隣の
商業施設に対し掲載募集に取り組
み、広告やイベントの告知や警察・
消防の注意喚起広報を開始した。

・2021年度のスマートシティ協議会の検
討を踏まえ、パオレビルに新たに設置し
たデジタルサイネージにおいて、例えば
利用者とコンテンツ提供者の双方向での
利用を実現するような先端技術を活用し
た実証実験の実施
・デジタルサイネージ前のふれあい広場
を活用し、広場のイベントをサイネージ
でライブ配信するなど、賑わいを創出

駐車場精算機の
キャッシュレス
システムの導入

パオレビル２台、ガレリアユギビル
に２台キャッシュレス対応の事前精
算機を新規設置した。

2021年度に設置した電子マネーの使用が
可能な精算機にクレジットカードの利用
機能追加

駐車場合算処理
に向けた近隣商
業施設との連携

地域の事業主体と課題解決のための
調整を行ってきたが、三井アウト
レットパークの跡地利用の動向を踏
まえ、改めて近隣商業施設との調整
を図ることとした。

ETCを活用したチケットレス、キャッ
シュレスによる駐車料金決済システム導
入事例の検証

団体自己評価

・テレワークステーションは、2021年９月末までの６カ月間の実証実験対応であったが、引き続き実証実験を延長し、利用状況やプロ
モーションを強化しながら利用促進を図った。利用者から個人ブースの設置や会議室の遮音対策の要望があったため、個人ブースの設置
工事及び会議室の遮音対策工事を実施して、常設に向けて取り組んだ。
・パオレビルの入口壁面に大型デジタルサイネージを設置し、近隣の商業施設、ビル内テナントやイベント情報、振り込め詐欺防止など
警察消防の啓発情報など地域に役立つ情報をリアルタイムに情報発信できるようになった。
・南大沢スマートシティ協議会では、電動シェアサイクルの有料貸出ポートの設置について、高低差のある環境での多方面の移動や回遊
性向上を実現する施策の一つとして挙げており、施策展開として当社も、ガレリア・ユギの敷地を活用したシェアサイクルの設置を開始
した。
・スムーズな駐車場の出入庫の実現を目指し、駐車場管理会社とのコスト面や機器等の調整等を行い、2021年度に設置した電子マネー
の使用が可能な精算機にクレジットカードの利用機能を追加した。
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団体名： (株)多摩ニュータウン開発センター

2021年度計画 2021年度実績 要因分析 対応方針

届出をする事業者にメールにて
電子データで書類を提出するよ
う周知徹底を図り、事業者の都
合で対応できない場合を除き、
100％デジタル化を推進する。

事業者の都合で対応できない場合
を除き、目標を達成した。
・作業・工事当申請書：700件余
・専用部外使用許可申請書：100件
余

届出をする事業者に届出の様式を
データで送信するなどして、電子
データでの提出の周知徹底を図っ
た。

届出をする事業者にメールにて電
子データで書類を提出するよう周
知徹底を図り、事業者の都合で対
応できない場合を除き、引き続き
100％デジタル化を維持する。

― ― ― ―

届出をする事業者にメールにて
電子データで書類を提出するよ
う周知徹底を図り、事業者の都
合で対応できない場合を除き、
100％デジタル化を推進する。

事業者の都合で対応できない場合
を除き、目標を達成した。
・送信件数：290件余
・削減率：39％減

届出をする事業者に届出の様式を
データで送信するなどして、電子
データでの提出の周知徹底を図っ
た。

届出をする事業者にメールにて電
子データで書類を提出するよう周
知徹底を図り、事業者の都合で対
応できない場合を除き、引き続き
100％デジタル化を維持する。

テナントビル管理システムによ
る文書登録活用により、システ
ムで対応可能なものについて、
2021年度のコピー用紙総使用量
を40％減少させる。（2019年度
対比）

目標達成に向けた月別のコピー用
紙使用上限を毎月下回っており、
目標を達成した。
・使用枚数：6,120枚余
・削減率：38％減

今後も使用上限を上回らないよう
に、社内にシステムの活用を周知徹
底していく。

テナントビル管理システムによる
文書登録機能の更なる活用によ
り、システムで対応可能なものに
ついて、
引き続き取組を推進していく。

― ― ― ―

― ― ― ―

テレワーク可能な職員による実
施率 40％　
【実施件数/当月の勤務日数/テ
レワーク勤務可能な職員数】

４月から10月まで時差勤務を実施
し、毎日テレワークを実施した。
11月からは出社比率を高めたが、
可能な限りテレワークを行った。

テレワーク可能な職員による実施
率:79％（11月末時点、12月以降
40％）

・実施件数：393件　
・勤務日数：241日
・テレワーク勤務可能な社員数：４
名

新型コロナウイルス感染症の拡大
状況等における都・国等からの実
施要請があった場合には、都庁グ
ループの一員として適切に対応し
ていく。

はんこレス

FAXレス

共通戦略

取組事項

手続の
デジタル化

団体自己評価

手続のデジタル化について、事業者の都合で対応できない場合を除いて目標を達成することができた。ＦＡＸレスについても適
宜事業者にメールにて電子データで書類を提出するよう周知徹底を図り、事業者の都合で対応できない場合を除き、目標を達成
した。
ペーパーレスについては、導入したテナントビル管理システムによる文書登録活用により、月別のコピー用紙使用上限を毎月下
回ることができた。
新型コロナウイルス感染症拡大時等における都・国からのテレワーク実施要請に対して、都庁グループの一員として適切に対応
した。

テレワ―ク

ペーパーレス

キャッシュレス

タッチレス
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【団体概要】

常勤役員数

常勤職員数

都派遣職員数

都退職者数 3人 3人

100.0%7人 7人

100.0%

59人 59人 58人 98.3%

設立
目的

　多目的ホール及び会議室等を擁する施設の管理運営及びその受託、各種イベントの企画及び開催等の事業を営むことを目的と

する。

主

な

事

業

（１）東京国際フォーラムのホール・会議室等の管理運営

（２）東京国際フォーラムのサービス施設の管理運営

（３）国際的交流促進等のための催事の企画、制作、実施及びその受託

（４）その他上記に附帯する一切の業務

組

織

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

3人

7人

対前年度比

100.0%

3人 3人 3人

団体名 株式会社東京国際フォーラム

代表者 代表取締役社長　上條　清文 所管局 産業労働局

所在地 東京都千代田区丸の内3-5-1 電話番号 03-5221-9000

基本財産
/資本金等

490百万円
都出資等割合
/都持株比率

51.0%
設立
年月日

平成15年4月4日

【財務情報】　　　

株式会社東京国際フォーラム
（単位：千円）

令和元年度 令和２年度 令和３年度
対前年度
差引増減額

対前年度比
（％）

主な増減理由

営業利益（▲損失） ▲ 809,042 ▲ 2,378,189 ▲ 1,505,162 873,027 －

営業収益 5,983,623 1,873,392 3,451,463 1,578,071 184.2%

営業費用 6,792,666 4,251,582 4,956,625 705,043 116.6%

売上原価 5,309,512 2,932,367 3,646,142 713,775 124.3%

販売費・一般管理費 1,483,154 1,319,215 1,310,483 ▲ 8,732 99.3%

営業外利益（▲損失） 7,270 47,808 117,919 70,111 246.7%

営業外収益 36,194 50,842 119,228 68,386 234.5%

営業外費用 28,925 3,035 1,309 ▲ 1,726 43.1%

経常利益（▲損失） ▲ 801,773 ▲ 2,330,381 ▲ 1,387,243 943,138 －

特別利益（▲損失） 664,448 9,915 971,279 961,364 9796.1%

税引前当期純利益 ▲ 137,325 ▲ 2,320,467 ▲ 415,964 1,904,503 －

法人税等 ▲ 22,331 91,931 530 ▲ 91,401 0.6%

当期純利益 ▲ 114,993 ▲ 2,412,398 ▲ 416,494 1,995,904 －

資産合計 7,587,392 4,818,064 5,436,435 618,371 112.8%

流動資産 5,735,038 2,997,272 3,717,782 720,510 124.0%

固定資産 1,852,354 1,820,792 1,718,654 ▲ 102,138 94.4%

負債合計 3,038,476 2,696,246 3,731,112 1,034,866 138.4%

流動負債 2,303,770 1,875,350 2,997,443 1,122,093 159.8%

固定負債 734,706 820,896 733,669 ▲ 87,227 89.4%

純資産合計 4,548,916 2,121,818 1,705,324 ▲ 416,494 80.4%

うち資本金 490,000 490,000 490,000 0 100.0%

うち繰越利益剰余金 4,032,456 1,603,888 1,187,394 ▲ 416,494 74.0%

貸

借

対

照

表

(流動資産)
・現金及び預金の増、売掛金の増

(固定資産)
・有形固定資産（建物等）の減、無形固定資産（ソフト
ウェア）の減、投資その他投資（長期前払費用）の減

(流動負債)
・買掛金の増、未払金の増、未払消費税等の増、契約負
債の増

(固定負債)
・リース債務の減、長期預り保証金の減

区　分

損

益

計

算

書

(営業収益)
・新型コロナウイルスの鎮静化に伴うホール等運営収
入、サービス施設運営収入の増

(売上原価)
・業務委託費の増、消耗品費の増、賃借料の増、器具備
品の増、水道光熱費の増、通信運搬費の増

(販売費・一般管理費）
・人件費の減、業務委託費の減、広告宣伝費の減、消耗
品費の減、器具備品費の減、通信運搬費の減

(営業外収益)
・雑収入の増

(営業外費用）
・雑損失の減

（特別利益）
・施設等収用補償金の増
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団体名： (株)東京国際フォーラム

B

　経営改革プランに掲げた目標のうち、戦略１「コロナの影響による変化に応じた営業戦略の構築」では、主催
者ニーズを的確に捉え戦略的な営業活動を行った結果、計画を上回る催事等を受注したほか、キッチンカー等の
新たなサービスの展開、空き店舗区画における飲食店の新規開業、コロナ禍により当初の計画件数は下回ったも
のの国際会議の受注などに取り組み、厳しい環境下においても成果を上げている。戦略２「社会状況の変化を踏
まえた主催事業の展開」では、関係企業等との調整を行いながら資金拠出額を抑制したイベントを実施したほ
か、収支改善に資する新たな主催事業の展開に向けた調整を行い、一部主催事業において合意形成に至ってい
る。共通戦略による「５つのレス」等の取組も総体として着実に進め、その他の戦略においても、組織横断的な
SNSの活用による広報展開を行うなど、総じて団体として一定の成果を上げている。
　引き続き、各種事業を積極的に推進していくとともに、収支改善を継続しながら安定的な施設運営策を確保し
つつ、施設価値の向上を図ることを期待する。

最終評価

一次評価（所管局評価）

○３カ年計画の初年度において、到達目標の達成に向けた各戦略を着実に推進した。
○コロナによる影響が尾を引く厳しい経営環境下においても、営業努力と経費削減により、可能な限り赤字を縮減した点について
は高く評価する。

戦略①コロナの影響による変化に応じた営業戦略の構築
　収入の柱となる貸館事業において、これまでフォーラムを利用する機会が少なかった催事にターゲットを絞って戦略的に営業活
動を展開し多くの案件を受注したほか、MICE人材の育成に向けた工夫も図りつつ新たに国際会議を１件受注するなど、積極的な販
促活動により着実に成果を上げた。また、店舗の募集条件を見直し、コロナ影響等で空き区画となっていた箇所に新規出店を誘致
するなど、貸館事業以外の収入確保策についても一定の成果を上げた。

戦略②社会状況の変化を踏まえた主催事業の展開
　喫緊の経営課題であるコロナ影響による赤字の解消に向けた経費削減の取組として、主催事業に関係する企業等との個別調整を
着実に進めながら、フォーラム社の存在意義ともいえる各主催事業の内容等を大きく見直し、自社の費用負担を伴わない形へ開催
スキームを変更するなど、改革を断行した。

戦略③経営基盤強化に向けた経費節減の取組強化
　固定費の削減に向け、警備ロボットの導入など経費削減に資する取組を着実に推進するとともに、各種社内手続の電子化を促進
することで業務の効率化による経費の削減を追求するなど積極的な取り組みを行った。

戦略④DX・SDGsに対する取組促進
　５GやDX、SDGsといった社会的・国際的な要請が高まる事象について、類似他施設へのヒアリング等を通じて積極的に情報収集
し、課題の解決に向けた取組に結びつけるべく事例研究を行うなど着実に取組を推進した。

共通戦略
　コロナの影響による経営状態の悪化を受けて追加的な設備投資に対する厳しい制約がある中でも、手続のデジタル化・５つのレ
ス・テレワーク等の各項目において目標の到達に向けた取組を着実に推進した。
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団体名： (株)東京国際フォーラム

戦略 1

実績
(2021年度末時点)及

び要因分析

2021年度計画 要因分析

・コロナが継続する見込み
として、資格試験、入学試
験、実地研修、オンライン
会議、ハイブリッド会議等
をターゲットに販促活動を
実施
獲得目標　20件

　感染防止対策として、試験会場については
ソーシャルディスタンスの確保が、商品発表
会についてはオンラインによる開催が必要と
なった。このため、２か月に１回のペースで
内覧会を開催するなど販促活動を強化し、受
注件数を伸ばした。

・新たなニーズに対応した
追加サービスの検討
・ハイブリッド催事や配信
催事の増加に伴う新たな備
品、サービス内容の検討と
導入（オンライン会議、ラ
イブ配信、国際会議ハイブ
リット開催など催事の種
類、規模によりニーズが異
なる配信サービスへの対
応）

　コロナ禍で開催されるイベントへのニーズ
は多様化しており、定例ミーティングの場で
社員や委託会社から様々な提案を吸い上げる
ことにより、新たなサービス提供につなげ
た。
　また、コロナ禍で売上が減少しているケー
タリング事業者のノウハウを活用するため、
人々の行動や嗜好の変化を踏まえた新たな
キッチンカーの展開につなげた。

・DXなどを活用した新たな
広告収入策の検討
（デジタルサイネージ等を
活用した広告商品の展開、
ポスターケースのデジタル
サイネージ化等）

　デジタルサイネージの活用には多額の設備
投資が必要となるため、少ない資金投入で収
益を確保できるような仕組みの検討を併せて
開始した。

・適正な業態出店のための
募集条件の見直し
・空き区画の募集実施
・新規店舗１件

　新型コロナウイルス感染症の影響により、
飲食業の出店意欲が減退する中、利用者ニー
ズが高まっているテイクアウト対応や希少性
のあるジャンルなど競争性の高い候補にター
ゲットを絞り、積極的に出店交渉を行った。

・海外展示会出展による情
報収集とネットワーク形成
（オンライン参加を含め、
可能性のあるターゲットは
集中的にアプローチ）
・オリパラレガシーを活用
した誘致活動
・新規誘致２件
・国内外の専門研修派遣に
よる人材育成（１研修２名
程度）

　新型コロナウイルス感染症の影響により、
海外展示会への出展は見送らざるを得なかっ
たが、オンラインセミナーや東京観光財団と
の連携を通じ、コロナ禍での国際会議の開催
状況の把握に努めた。
　MICE人材については、若手社員による実務
経験を通じたノウハウの習得に努めた。

デジタルサイ
ネージ等を活用
した広告展開

・デジタルサイネージをはじめとする
幅広い広告収入策について、類似施設
へのヒアリングや先進導入企業の取組
事例の研究を実施したが、コスト面の
制約から現在の経営環境下での導入が
困難であることが判明した。

　今後も、類似施設からの情報取集などを
通じ、デジタルサイネージに限らない幅広
い広告媒体の開拓に向け、検討を進めてい
く。

団体自己評価

コロナ禍により催事の絶対数が減少する中、逆にニーズが増加するターゲットを絞り込み、集中的にアプローチすることにより、目標を上回る件
数を受注することができた。主催者からの新たなニーズに応えるオンライン配信サービス等の提供も、新規案件獲得の大きな武器となった。ケー
タリング事業者は、コロナ発生以降は厳しい営業が続いていたが、ネームバリューを活かした新たなキッチンカー展開により、収益とPRの両面か
ら成果を上げた。
　MICE推進の取組については、コロナ禍で海外へのアプローチ手法が限定される中、既存のネットワークを最大限活用して最新動向に係る情報
収集を行うとともに、若手社員の知識と経験の底上げを図り、今後の誘致活動の基盤づくりも行った。
　2021年度の営業活動は、年間を通じて新型コロナウイルス感染症による影響を少なからず受けることとなったが、時代の変化に伴う新たな
ニーズの獲得に向けた様々な取組を進め、多くの成果を上げることができた。

新たな店舗戦略
の検討・実施

・2021年6月に飲食業１店舗が新規開
業し、さらに空き区画の公募を行った
ところ、2022年上期に飲食業１店舗が
新規開業することが決定した。

　2022年上期の飲食業１店舗の新規開業に
向けた準備を着実に進めるとともに、２区
画について、今後の公募に向けた条件や活
用の方法等を検討していく。

海外主催者向け
誘致活動の強化
及びMICE人材の
育成

・UIA（国際団体連合）主催の会議に
参加し、国際会議の最新動向に係る情
報を収集するとともに、スポーツ関連
イベントの継続開催に向けた働きかけ
を強化した。
・MICE人材育成のため、主任級社員２
名を開催運営や海外顧客との直接交渉
を担わせるOJTを実施し、国際会議１
件を新たに受注した。

　海外渡航や入国制限など、政府の方針や
諸外国の状況を考慮しながら、これまで関
係を構築してきたPCOなどの専門組織との
連携を密にし国際会議誘致活動を継続して
いく。
　MICE人材の育成については、組織全体の
レベルアップを目指し、チーム横断的に国
際会議の誘致や運営に関する情報共有と営
業ツールの整備を行い、組織力の強化と人
材の育成を図っていく。

年度毎の新たな
催事ターゲット
選定及び販促活
動の実施

・新型コロナウイルス感染症の影響に
より、主催者からのニーズが増加した
案件として、試験催事19件、商品発表
会等13件を新たに受注した。

 　今後も、コロナ禍による主催者ニーズ
の変化を的確に見極めながら、新たな催事
ターゲットの選定と販促活動を戦略的に展
開していく。

利用者ニーズに
応じた新たな
サービス導入の
検討・実施

・ 設営サービスとしてウイルス対策
備品を商品化するとともに、ケータリ
ング事業者によるキッチンカーでのラ
ンチ販売を2021年10月～2022年１月の
４か月間試験的に実施した。
・主催者等のニーズを踏まえ、従前よ
り安価な配信サービスの提供を新たに
10月から開始し、コロナ禍における新
たな顧客獲得に努めた。

　今後も、主催者のニーズに応じた設営
サービスのラインナップ充実を図るととも
に、ケータリング事業者によるキッチン
カーでのランチ販売を継続実施していく。

コロナの影響による変化に応じた営業戦略の構築

３年後
（2023年度）の

到達目標

①新たな催事案件の継続的な獲得　
②主要６ホール稼働率59％を確保
（修繕等による貸出不能分を含めた稼働率）

③多角的な広告展開による広告収入の確保

④空き店舗区画の解消
件数３件⇒０件

⑤国際会議　２件獲得／年

　コロナ禍で需要が増える催事にターゲットを絞った内覧会を開催するなど、主催者
等のニーズを踏まえたサービスの拡充を行い新たな顧客獲得に努めた。主要６ホール
の稼働率は、東京2020大会に伴う閉館期間を稼働率100％とみなした場合、66.4％で
あった。広告展開については先進導入企業の取組事例の研究を行った。空き店舗の解
消に向けてはテイクアウト対応や希少性のあるジャンルなど競争性の高い店舗をター
ゲットにして出店交渉し新規入店に繋げた。大丸有地域の連携により国際会議１件を
獲得した。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針
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団体名： (株)東京国際フォーラム

戦略 2

実績
(2021年度末時点)及

び要因分析

2021年度計画 要因分析

・「LFJ東京2021」の日程を
３日⇒１日へ短縮、有料公
演を６会場から１会場に縮
小
・「J-CULTURE FEST」につ
いては貸館事業の関係で休
止も含め検討

　厳しい経営状況を踏まえて主催事業の開催
規模の見直しを行ったが、新型コロナウイル
スの感染状況により、主催事業の開催が大き
く左右される結果となった。

・貸館事業で培ってきたコ
ネクションを活用した新た
な発想に基づく企画の検証

　これまで培ってきた大丸有地域の企業や団
体とのネットワークを活かし、その知見やノ
ウハウを取り入れることにより、今後のニー
ズが見込まれるSDGsなど新たな視点からの事
業検討につなげた。

・各事業の状況に応じて、
当社の主催（共催）事業と
して実現することでメリッ
トが見込まれる話題性、発
信性の強い企画との連携を
個別に検討
・協賛企業獲得に向けた営
業

　地域の賑わい創出に資する主催事業の目的
や効果を連携先と共有することにより、事業
実施に向けた前向きな検討姿勢を引き出すこ
とができた。

・アンケート結果などによ
る効果検証及び改善
・各事業のアンケート結果
を分析し、満足度に結び付
いていない要因を洗い出
し、改善を図り、次年度の
企画に反映

　新型コロナウイルス感染症の影響により、
一部の主催事業が中止となったが、開催に
至った主催事業には多くの来場者があり、貴
重な意見聴取の機会として活用することがで
きた。

外部連携による
共催事業の検
討・実施

・各主催事業の実施スキームを検証
し、外部連携による新たな事業形態を
視野に入れ、連携先とのスキーム見直
しに関する個別協議を実施した。
・一部の主催事業においては、当社は
会場提供に特化した共催事業とするこ
とで、連携先と合意形成に至った。

　既存の主催事業について、連携先との役
割分担を明確にし、当社として原則収支均
衡となる新たな実施スキームの構築を図っ
ていく。

アンケート結果
などを用いた効
果検証

・月曜シネサロン（全４回）及び
TOKYO FANTASHIONの来場者アンケート
を実施し、集計結果を社内掲示板に掲
載し共有を図った。
・アンケート等に記載されたお客様の
要望に迅速に対応するとともに、コロ
ナ禍でも安心してイベントに参加でき
るようハイブリッドでの開催やアーカ
イブ配信を行った。

　今後も、主催事業を実施する際には来場
者アンケートにより生の声を吸い上げると
ともに、集計結果を企画立案などに適切に
活用していく。

団体自己評価

新型コロナウイルス感染症の影響により、従前規模での主催事業の開催が困難となる中、規模の縮小や内容の見直し等の工夫を講じ、オンライン
配信などを交えながら一部事業を着実に実施した。経営状況が厳しくなる中でも、主催事業の実施を通じて地域の賑わい創出に貢献できるよう、
これまで築いた実施スキームの抜本的見直しに着手した。その際には、連携先に当社の現状を丁寧に説明するなど意思疎通を図り、適切な役割分
担を構築できるよう配慮した。
　2021年度の主催事業は、前年度に引き続き厳しい条件下での開催となったが、新たな実施スキームの検討については連携先との間で具体的な
協議が進み、次年度以降も主催事業を継続実施できる環境が整いつつある。

既存主催事業の
開催規模の見直
し

・LFJについては、１日間１会場の規
模で開催する予定としていたが、新型
コロナウイルスの感染状況を踏まえ、
中止となった。
・J-CULTURE FESTについては、共催事
業として資金拠出額を抑制して舞台公
演全５回と企画展示を開催し、月曜シ
ネサロンはオンラインとのハイブリッ
ドにより全４回実施した。

　主催事業は、地域の賑わいを創出する取
組として継続していく必要があるため、事
業ごとの分析を行い、規模や内容の見直し
を行ったうえで、次年度以降の事業実施に
つなげていく。

営業戦略を融合
した新たな事業
展開の検討・実
施

・大丸有地域におけるSDGｓをテーマ
とした企業連携の取組について、当社
が次年度から参画することが承認さ
れ、共同事業を検討することとなっ
た。

　地域に貢献する主催事業の一環として、
企業や団体の枠を超えた街ぐるみでのSDGs
の取組に参画することで、企業価値の向上
を図っていく。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

社会状況の変化を踏まえた主催事業の展開

３年後
（2023年度）の

到達目標

①主催事業における収支比率の改善
（2017～2019年度平均比で10％以上改善）

②貸館事業収入に繋がる仕組みの構築　１件

③利用者満足度の向上（大変満足と答えた割
合　50%→55％）

・収支改善に資する新たな主催事業の確立・展開に向けて、すべての主催事業を対象
に、関係先との個別協議を開始し、今後の主催事業の実施可否などを検討した。
・営業戦略を融合した新たな事業展開の構築については、これまで培ってきた大丸有
地域の企業や団体とのネットワークを活かし、今後のニーズが見込まれるSDGｓなど新
たな視点からの事業を検討し、今後の事業化を視野に入れ情報収集を行った。
・主催事業においてアンケートを実施した結果、大変満足と答えた平均の割合は
56.7％であった。
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団体名： (株)東京国際フォーラム

戦略 3

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・2022年度コンペ業務の
仕様書見直しによる固定
費削減策の検討
・施設設備の抜本的な運
用見直しによる経費削減
・固定費率68％程度

　予算策定時のみならず、予算の執行段階
においても徹底した経費節減に取り組むこ
とを社内で意思統一しており、委託内容の
見直しなどの取組を継続して進めることが
できた。

・利用者向け業務のIT化
に向けた検討
・内部管理は現行グルー
プウェアを最大限活用
し、業務の電子化を更に
促進。(業務フロー電子化
１件）

　現行のグループウェアを最大限活用する
ことにより、ペーパーレス化や業務の効率
化を大幅に進めることが可能となり、多様
なワークスタイルの実現にも寄与した。

団体自己評価

経費削減については、明確な数値目標を設定することで共通認識を持ちながら、既存事業の見直しに取り組むことができた。また、サー
ビス向上や業務効率化に資する取組を検討するにあたり、費用対効果の視点を意識しながら各自が検討を進めることにもつながり、電子
化については実効性の高い取組から着手することができた。
　2021年度は、前年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症による厳しい経営環境を強いられたが、限られた予算の範囲内で委託業
務や内部事務の見直しが一定程度図られており、今後も社を上げてこうした取組を積み重ねていく。

業務委託内容・
施設管理手法・
契約制度の見直
し

・使用頻度が低水準であった吸収式
冷温水発生器の廃止や警備受付ロ
ボットの導入による委託費削減な
ど、施設の維持管理に係る経常経費
の削減に取り組んだ。

　2022年度予算の策定にあたっては、原
則固定経費10％削減を目標として各所属
に自発的な委託業務等の見直しを促して
おり、引き続き各事業の改善や見直しを
着実に進めていく。

施設利用手続、
社内業務の電子
化

・社内横断的なPTを設置し、DXの推
進に関する取組の検討を進める中
で、各所属におけるペーパーレスや
はんこレス等の取組を抽出し、方向
性を整理した。
・内部管理については、現行のグ
ループウェアを活用し、各種申請等
の電子化を促進した。（給与減免申
請、育児休業等申出など５件）

　今後も、社内PTを中心として、ペー
パーレスやはんこレスを含め、電子化の
促進に向けた取組の検討を継続的に進
め、利便性の向上や業務の効率化をより
一層進めていく。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

経営基盤強化に向けた経費節減の取組強化

３年後
（2023年度）の

到達目標

①固定費率  2019年度固定費率10％以上
圧縮(70%→60%以下）

②ワークフローへの電子化導入・促進　
３業務フロー
（利用者から施設利用申込の電子化、各
種申請の電子化、起案の電子決定、社内
回付書類など）

・固定費圧縮に向けて、使用頻度が低水準であった設備の廃止や警備業務へのデ
ジタル化の導入などにより経費削減を図った。
・社内業務の効率化については、ペーパーレスやはんこレス等の取組を抽出し、
実施のメリットや想定されるコストなどを踏まえ、優先度を整理したほか、現行
のグループウェアを活用し、各種申請書の電子化を促進した。
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団体名： (株)東京国際フォーラム

戦略 4

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・検討PTを設置し、５Ｇ
環境整備と利用者・来館
者向けサービス内容を検
討
・５Ｇアンテナ設置に向
けキャリアと調整

　検討に当たっては、他社の先進事例の取
材やオンライン講座の受講など、社員の基
礎知識を深めるための様々な取組を行っ
た。

・ツイッター等SNSを活用
した広報の検討・実施。

　全部署の社員が参加するSNS運用チーム
により、イベント、季節、店舗など多様な
話題を集約し、前年度は数件に止まった投
稿・リツイート数を年間150にまで増やす
ことができた。

・検討PTを設置し、SDGs
活動方針を検討・策定
・活動方針を基にアク
ションプランを検討

　SDGsの取組は、全社員が一丸で取り組む
必要があることから、PTの検討結果を共有
するための社員向け説明会を開催するな
ど、社内に浸透させる取組も行った。

SDGs活動方針及
びアクションプ
ランの策定

・社内横断的なPTを設置し、他社事
例の勉強会や当社における取組案の
抽出等を行い、新規取組の対応方針
や重点課題の整理等を行った。

　2022年度より、役員をトップとする
SDGs推進委員会を立ち上げ、個別具体的
な取組の検討から実行、その成果検証に
至るまで、一貫して推進を図っていく。

団体自己評価

５Ｇを含むDXの推進については、社内横断的なPTによる具体的な検討を開始し課題整理を行い、継続的に取り組む体制を整備した。広
報戦略については、SNS運用チームによる情報発信の強化に取り組み、東京国際フォーラムの様々な魅力の発信により多くの人々の関心
を引き付けることができた。SDGsの取組については、社内横断的なPTにより取組の方向性について検討を開始し、社内における推進体
制としてSDGs推進委員会を立ち上げることを決定した。
　2021年度は、厳しい経営状況の中で、DXやSDGsなど新たな課題に対応するための検討に着手し、実行に移すスタートとなる１年と
なった。今後も、継続的な推進体制を構築することにより、社会的責任を果たすとともに、より良いサービスの提供につなげていく。

５Ｇにかかるイ
ンフラ整備及び
サービスの検
討・実施

 ・2021年６月に５Gを含むDXの推進
に関する社内横断的なPTを設置し、
利用者サービスの向上や業務の効率
化等に資する幅広い取組の抽出と課
題整理に着手した。

　今後も、PTの場で課題整理を行うとと
もに、経営状況を踏まえつつ、費用対効
果の高い取組から順次着手することで、
利用者サービスの向上や業務の効率化等
につなげていく。

DXなど活用した
広報戦略の検
討・実施

・社内横断的なSNS運用チームによ
る検討を通じ、幅広いトピックでツ
イートを行った結果、インプレッ
ション（投稿表示）数は59,832件か
ら324,228件へと前年度比で５倍超
に増加した。
・新たな広報戦略の構築に向け、類
似施設へのヒアリングやITツール等
の導入事例の研究に着手した。

　今後も、SNS等のツールを活用した更
なる発信力の強化について、検討を進め
ていく。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

DX・SDGsに対する取組促進

３年後
（2023年度）の

到達目標

①配信利用等の増加に伴う通信インフラ
へのニーズの多様化に対応、５ＧなどIT
を活用した主催者・来館者向けサービス
実施

②SDGsを活用した事業展開に着手

・DX推進による顧客サービスの向上に向けて、社内横断的なPTの設置により、DX
推進に資する取組と実施に当たっての課題整理に着手するとともに、各項目の実
現可能性を検討した。
・SNS運用チームを立ち上げ、類似施設へのヒアリングやITツール等への導入事
例の研究を行い、SNS等の効果を検証した。
・SDGsについては、既存・新規取組の抽出、重点課題の整理、推進体制や理念体
系の検討などを行った。

213



団体名： (株)東京国際フォーラム

2021年度計画 2021年度実績 要因分析 対応方針

規程等に基づく対応可能な手続
については、全件規程等を改正

2021年６月に設置したDX検討PTに
おいて、デジタル化対応が可能な
手続について検討を進めた。その
１つとして、施設利用に関する問
合せについては、ウェブサイト上
に専用フォームを掲載し、対応し
ているところであるが、利用問合
せフォームへの動線改修やフォー
ムの見直しなど利用者が問合せし
やすい環境整備を図るための運用
改善について具体的な検討を行っ
た。

施設利用申込や会議室予約など利用
者サービスに繋がるデジタル化につ
いては、相当な費用負担を伴うた
め、厳しい経営状況を踏まえ、優先
度を整理したうえで、実施に向けて
検討を進めている。

ウェブサイトに掲載している利用
問い合わせフォームについて、分
かりやすくスピーディにアクセス
できるよう動線改修を進めるなど
利用者が問い合わせしやすい環境
を整備することで利用申込に繋げ
ていく。

規程等に基づく対応可能な手続
については、全件規程等を改正

DX検討PTの中で、デジタル化とあ
わせて検討しており、対象となる
手続２件について、はんこレス実
施に向け関係者との具体的な調整
を行った。
また、施設利用申込書の様式見直
しに伴うはんこレスなど運用改善
により対応可能なものについて
は、実施に向けて取組を推進し
た。

手続のデジタル化と合わせてはんこ
レスを推進していく方針であるが、
デジタル化については相当な費用負
担が発生するため、当面は、様式見
直し等の運用改善により可能な範囲
で取り組んでいく。

施設利用申込書の様式見直し（複
写式の廃止）等により、はんこレ
スを進めていくほか、内部管理で
は社内グループウェア等を活用し
た電子決裁について、対象の拡大
を進めていく。

利用者への周知を図り、2021年
度末までに電子メールでの事務
処理を軌道に乗せ、定着化させ
ていく。2021年度末までに原
則、FAX送受信からの完全移行を
目指す。

利用者の利便性向上を図るため、
会議室予約にかかわる利用申込書
について、2021年１月よりFAXに加
えて、電子メール添付による受付
を開始した。

電子メールでの受付開始以降、利用
者は徐々に増えており、浸透しつつ
あるが、当社を利用しているリピー
ターの中には、FAXに頼らざるを得
ない利用者も相当数いる状況であ
る。
※主催者側の要望（通信手段等の都
合）によるものを除き、全て電子
メールでの受信に切り替えている。

会議室予約に係る利用申込書の受
付について、利用者のニーズに配
慮しながら電子メールでの申請を
積極的に促し、当社都合による
FAXの送受信を原則廃止してい
く。

コピー用紙の使用量を2016年度
比で50％削減する。

会社全体でペーパレス化に取り組
んでおり、社内PTにおいても各所
管の紙使用の状況を精査し、一層
の削減に向けて取組を推進した。
使用実績は2016年度比50％削減を
達成した。
　2021年度目標685千枚
（2021年度実績515千枚/2016年度
実績1,370千枚）

　2019年度に導入した社内グループ
ウェアの活用の徹底により、社内に
おける情報共有や各種申請事務等に
ついて電子化を促進している。ま
た、各所管において紙処理している
業務については、改めて紙資料の必
要性や必要部数を精査するなど使用
削減に取り組んでいる。

コピー用紙使用量を引き続き削減
し、2016年度比で70％削減する。

団体の規程等に基づき、施設利
用者から徴収する施設利用料や
駐車場料金等については、原
則、全施設キャッシュレス化対
応している。

対応済み 対応済み

団体の規定等に基づき、施設利用
者から徴収する施設利用料や駐車
場料金等については、原則、全施
設キャッシュレス化対応してい
る。

2021年度に実施する主催事業に
ついては、原則、オンライン配
信を併用する等の策を講じなが
ら実施していく。※2021年1月
末時点では2021年度の主催事業
件数は未定

2021年度に実施した主催事業につ
いては、リアルとオンライン配信
を併用する形で実施した。
①月曜シネサロン＆トーク
（10/14,11/29,１/31,３/14開
催）
②TOKYO FANTASHION 2021（11/20
開催）

「月曜シネサロン＆トーク」は、昨
年度に続き、無料オンライン配信
（ストリーミング配信）を実施し
た。
「TOKYO FANTASHION 2021」につい
ては、ライブ配信に加え、アーカイ
ブによるオンライン配信をあわせて
実施した。

今後実施するイベントについて
も、新型コロナウイルスの感染状
況を踏まえ、関係者と協力しつ
つ、オンライン配信をはじめとす
る感染防止対策を適切に講じてい
く。

テレワーク可能な社員について
月40％実施（2021年７月～９月
対象）
【実施件数／当月の勤務日数／
テレワーク勤務可能な職員数】

【テレワーク実施率（2021年７月
～９月　全社員58名対象）】
◆７月１日-31日：在宅勤務日数
342日／全出勤日数1044日　32.8％　
　
◆８月１日-31日： 在宅勤務日数
371日／全出勤日数1047日  35.4%
◆９月１日-30日：在宅勤務日数
386日／全出勤日数1007日  38.3%
◆７月～９月計　　在宅勤務日数
1099日/全出勤日数3098日　35.5%

現場対応が必要な社員も一定数いる
中においても、東京2020オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会開催に
伴う休館期間の７月～９月を含め、
全社員を対象にテレワークに取り組
んだ。夏期休暇と時期が重なるな
か、また、テレワーク対応端末の配
備が２名に１台という限られた環境
のなかで、各部署において業務に支
障が生じないよう配慮しながら取り
組んだ。

テレワークは、新型コロナウイル
ス対応のためこれまで試行実施し
てきたが、就業規則等の改正によ
り2022年度から本格実施すること
とした。これにより、新型コロナ
ウイルス対応のみならず、社員の
事情に応じた働きやすい環境を整
備していく。

手続の
デジタル化

団体自己評価

手続のデジタル化については、利用者目線に立ったウェブサイトの見直しに向けた検討が進むなど、利便性向上のための取組の
具体化を図ることができた。
　５つのレスについては、グループウェアの活用により進んでいる内部事務については、社員の習熟も進み取組の拡大を図るこ
とができた。一方で、利用者サービスについては、個々の利用者のニーズを踏まえ、利用者満足度を損なわないよう慎重に取組
を進めるなど、きめ細かく対応した。
　テレワークについては、テレワーク対応端末の配備が社員数の半数程度に止まる中、新型コロナ感染防止対策の一環として、
積極的な活用を促すことができた。
　以上のとおり、利用者の利便性向上、業務の効率化、省エネ・省資源化等の観点から、厳しい経営状況を踏まえつつ、優先順
位をつけながら着実に取組を進めることができた。

はんこレス

FAXレス

共通戦略

取組事項

タッチレス

テレワ―ク

ペーパーレス

キャッシュレス
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【団体概要】

常勤役員数

常勤職員数

※　役職員数の（　）内の数値はグループ各社も含めた人数及び比率である。

所在地 東京都江東区青海2-5-10　テレコムセンタービル4階 電話番号 03-5564-1211

基本財産
/資本金

12,000百万円
都出資等割合
/都持株比率

85.1%
設立
年月日

平成19年1月31日

設立
目的

　臨海地域を活動基盤とする東京都の監理団体を経営統合（グループ化）し、持株会社としてグループ各社の力を結集すること
で、臨海地域の発展に貢献し、都をはじめとする株主、東京港の利用者、臨海副都心への進出企業や来訪者など、グループを取
り巻く様々なステークホルダーに対して利益をもたらすことを目的とする。

主

な

事

業

（１）株式を所有することによるグループ各社の経営管理
　　1　東京臨海熱供給株式会社　※平成19年1月31日～（主要事業：温水、冷水等の熱供給に関する事業）
　　2　株式会社ゆりかもめ　※平成19年8月1日～（主要事業：鉄道事業法及び軌道法による一般運輸業）
　　3　株式会社東京テレポートセンター　※平成19年8月1日～（主要事業：ビル事業、施設管理事業）
　　4　株式会社東京ビッグサイト　※平成21年1月1日～（主要事業：展示会事業、ビル事業）
　　5　東京港埠頭株式会社　※平成21年1月1日～（主要事業：埠(ふ)頭事業、施設管理事業）
（２）経営企画、総務、財務関連業務等のグループ各社からの受託
（３）グループ各社の資金の運用等

組

織

団体名 株式会社東京臨海ホールディングス

代表者 代表取締役社長　梶原　洋 所管局
港湾局

産業労働局

都派遣職員数

都退職者数

(16)人 3 (16)人

22 (560)人 22 (562)人

16 (64)人 16 (64)人

0 (23)人 0

対前年度比

3

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

(91.7%)

3 (16)人

20 (563)人

14

(100.0%)

90.9% (100.2%)

87.5% (98.4%)(63)人

(24)人 0 (22)人

100.0%

-

【財務情報】　　　

株式会社東京臨海ホールディングス【単体】
（単位：千円）

営業利益（▲損失） 37,428 54,084 57,309 3,225 106.0%

営業収益 537,485 503,456 498,208 ▲ 5,248 99.0%

営業費用 500,057 449,372 440,899 ▲ 8,473 98.1%

売上原価 238,833 219,249 208,928 ▲ 10,321 95.3%

販売費・一般管理費 261,224 230,123 231,971 1,848 100.8%

営業外利益（▲損失） ▲ 37 ▲ 108 832 940 －

営業外収益 113 20 960 940 4800.0%

営業外費用 149 128 128 0 100.0%

経常利益（▲損失） 37,391 53,976 58,141 4,165 107.7%

特別利益（▲損失） － － － 0 －

税引前当期純利益 37,391 53,976 58,141 4,165 107.7%

法人税等 10,058 1,210 1,210 0 100.0%

当期純利益 27,333 52,766 56,931 4,165 107.9%

資産合計 98,443,151 98,512,464 99,557,051 1,044,587 101.1%

流動資産 15,126,315 16,858,784 19,066,889 2,208,105 113.1%

固定資産 83,316,836 81,653,680 80,490,162 ▲ 1,163,518 98.6%

負債合計 21,271,981 21,288,528 22,276,184 987,656 104.6%

流動負債 16,261,068 16,277,539 17,264,746 987,207 106.1%

固定負債 5,010,912 5,010,989 5,011,438 449 100.0%

純資産合計 77,171,170 77,223,936 77,280,867 56,931 100.1%

うち資本金 12,000,000 12,000,000 12,000,000 0 100.0%

うち繰越利益剰余金 851,565 904,331 961,262 56,931 106.3%

貸

借

対

照

表

（流動資産）
・関係会社からの預り金による現金及び預金の増のため
・長期債券から短期債券への振替による有価証券の増の
ため

（固定資産）
・長期債券から短期債券への振替による投資有価証券の
減のため
・関係会社への貸付金の減のため

（流動負債）
・関係会社からの預り金の増のため

区　分 令和元年度 令和２年度 令和３年度
対前年度
差引増減額

対前年度比
（％）

主な増減理由

損

益

計

算

書

（営業収益）
・人件費の減等に伴う経営管理料収入の減のため

（営業費用）
・欠員による人件費等の減のため
・不開催によるイベント経費の減のため
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【財務情報】　　　

株式会社東京臨海ホールディングス【連結】
（単位：千円）

営業利益（▲損失） 14,439,471 3,743,258 3,853,786 110,528 103.0%

営業収益 71,197,229 55,768,822 60,391,599 4,622,777 108.3%

営業費用 56,757,758 52,025,565 56,537,813 4,512,248 108.7%

売上原価 52,352,846 48,137,585 52,696,187 4,558,602 109.5%

販売費・一般管理費 4,404,912 3,887,979 3,841,626 ▲ 46,353 98.8%

営業外利益（▲損失） ▲ 2,328,464 ▲ 68,687 ▲ 345,722 ▲ 277,035 －

営業外収益 290,791 575,554 256,745 ▲ 318,809 44.6%

営業外費用 2,619,256 644,242 602,467 ▲ 41,775 93.5%

経常利益（▲損失） 12,111,007 3,674,570 3,508,064 ▲ 166,506 95.5%

特別利益（▲損失） ▲ 465,692 ▲ 293,792 ▲ 629,314 ▲ 335,522 －

税引前当期純利益 11,645,315 3,380,779 2,878,750 ▲ 502,029 85.2%

法人税等 3,941,892 1,384,162 2,379,180 995,018 171.9%

当期純利益 7,703,422 1,996,617 499,570 ▲ 1,497,047 25.0%

資産合計 394,318,937 386,671,991 381,384,389 ▲ 5,287,602 98.6%

流動資産 88,403,888 87,338,449 96,242,482 8,904,033 110.2%

固定資産 305,915,050 299,333,541 285,141,907 ▲ 14,191,634 95.3%

負債合計 151,871,979 142,253,028 136,490,469 ▲ 5,762,559 95.9%

流動負債 26,546,568 22,061,902 24,171,459 2,109,557 109.6%

固定負債 125,325,411 120,191,125 112,319,010 ▲ 7,872,115 93.5%

純資産合計 242,446,959 244,418,963 244,893,920 474,957 100.2%

うち資本金 12,000,000 12,000,000 12,000,000 0 100.0%

うち繰越利益剰余金 115,382,105 116,398,324 116,166,011 ▲ 232,313 99.8%

区　分 令和元年度 令和２年度 令和３年度
対前年度
差引増減額

対前年度比
（％）

主な増減理由

損

益

計

算

書

（営業収益）
・展示ホールの稼働等による展示会事業収入の増のため
・輸送人員の増加等による交通事業収入の増のため

（営業費用）
・修繕費等の増加によるビル事業原価の増のため
・維持修繕費の増加等による埠(ふ)頭事業原価の増のた
め
・展示ホールの稼動等による展示会事業原価の増のため
・エネルギー費の増等による熱供給事業原価の増のため

貸

借

対

照

表

（流動資産）
・前受金の増等による現金及び預金の増のため
・長期債券からの振替等による有価証券の増のため

（固定資産）
・償却等に伴う有形固定資産の減のため
・短期債券への振替等による投資有価証券の減のため

（流動負債）
・前受金及び未払金の増のため

（固定負債）
・長期借入金の減のため
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団体名： (株)東京臨海ホールディングス

最終評価

B

　経営改革プランに掲げた目標のうち、戦略１「安定したグループ経営の継続」では、グループ子会社の経営状
況管理に精力的に取り組み、コロナ禍の影響が大きい中、(株)ゆりかもめの収支改善、(株)東京ビッグサイトの
経常利益確保を達成するなど2023年度到達目標へ大きく前進した。共通戦略による「ペーパーレス」等の取組も
進め、その他の戦略においても、一部でコロナ禍の影響を受けたものの、「東京お台場.net」の改善等を行い、
コロナ禍前の水準である年間約279万ページビューを記録したほか、地域の事業者等と協働したイルミネーショ
ン等を実施した。また、都の「DICプロジェクト」に参画し、都と連携を図りながら、先端技術を有する企業と
地域の事業者とのマッチングや、臨海地域へ進出する企業への情報提供等により、先端技術による臨海地域の魅
力創出に向けた貢献を行うなど、総じて団体として一定の成果を上げている。
　引き続き、各種事業を積極的に推進していくとともに、ホールディングス機能の更なる高度化や、多様な主体
との協業による臨海地域の魅力・特色を高める取組を一層推進することを期待する。

一次評価（所管局評価）

次のとおり、経営改革プランで掲げた個別取組事項に着実に取り組み、成果を上げている。

①安定したグループ経営の継続
　新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中でも、安定したグループ経営の継続に向け、複数のシナリオに基づく収支
シミュレーションを実施して経営状況の分析を行うなど、精力的に取組を行っている。

②臨海副都心の地域価値向上
　現場と密接にかかわってきた強みを活かし、定例的な会合の設置や、事業者間のマッチングなど、地域価値の向上に向けた取組
を、地域の事業者等と連携しながら進めている。

③臨海副都心の賑わいの持続と発展
　コロナ禍の影響を受けている中、実施可能な話題づくりを実現すべく関係者との合意形成に尽力するなど、来街者の回復に向
け、地域の関係者等と連携しながら、取組を積極的に進めている。

④社会と地域を支える基盤インフラの適切な更新と改良
　インフラの更新・改良につき、計画的かつ着実に実施している。

⑤人材育成と働きやすい職場づくりによるグループの基盤強化
　オンライン研修を導入するなど工夫を図りながら、グループ社員の能力向上に寄与する共同研修の開催や多様な働き方に向けた
制度導入を、的確に行っている。

共通戦略
　職場の意識向上や働き方改革に率先して取り組んだ結果、到達目標を達成するなど、的確な対応を行っている。
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団体名： (株)東京臨海ホールディングス

戦略 1

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・収支シミュレーション
の実施
・事業各社との定例的な
会合による状況把握
・必要な対策を検討・実
施しながら事業を継続

・コロナの影響や2020大会観客の動向など
先行きが依然不透明だったため、今後の旅
客輸送や展示場稼働について２つの想定を
置いて試算し、今後の経営について議論し
てきた。
・東京ビッグサイトのビル大規模修繕は、
法定点検等、必要最低限の規模で実施する
とともに、健全な経営状況を維持しつつ工
事を進めていく計画を改めて策定した。
・ゆりかもめでは、運行維持に係る経費以
外の修繕費等の節減や、設備投資の優先順
位の精査・実施時期の見直し等に取り組ん
だ。

・借入金残高　429億円

・テナント契約の継続、仲介業者との連携
による新規テナント獲得等による営業努力
を通じ、一定の収益を確保し、着実に借入
金を返済している。
・営業活動の結果、新たにコワーキング運
営事業者の入居等、着実に新規テナントの
獲得につなげることができた。

・グループ各社の資金状
況を見据えた資金運用
・必要に応じてグループ
ファイナンス預入金払出
による資金繰り改善
・貸付利率の見直し検討

・コロナの影響を受けている交通、展示会
等の事業について、資金投入を要する状況
には至らなかったが、変異株による感染拡
大などの不安材料に加え、借入金の償還も
続くことから、各社の預入金払出ニーズに
迅速に対応し、資金面でのバックアップが
できるよう、有価証券等による中長期運用
を短期に切り替えるなどしながらグループ
ファイナンスを運営した。
・貸付利率の見直しは、当社の今後の収支
想定も踏まえ慎重に検討している。

グループファイ
ナンスの有効活
用

・安全性、流動性を最優先に外部運
用
・グループ各社から預入を受けた資
金をまとめて外部運用しつつ、各社
の預入金払出ニーズには迅速に対応
・貸付利率設定の引き下げによって
子会社の収支を改善しつつグループ
ファイナンスを安定的に持続できる
かどうか金融市場動向も踏まえ検討

・外部運用に当たっては短期の運用を中
心としていき、安全性と流動性を高めて
おく。
・各社の累積資金の状況を把握し、状況
に応じてグループファイナンスからの資
金投入を子会社と協議する。

団体自己評価

　グループ子会社である東京ビッグサイト及びゆりかもめの経営状況についてであるが、半年に１回、複数のシナリオをおいて、将来の
累積資金がどのようになっていくかシミュレーションし、実際の収益も勘案しつつ各社で大規模修繕等の設備投資計画の見直しや、経費
節減に取り組んできた。当社も、他の鉄道会社の対策について決算説明資料やプレスリリース等の公開資料から幅広くリサーチし、子会
社に提供するなどした。収益については、東京での二度の緊急事態宣言やコロナ感染の第６波など、依然として外的要因を大きく受けて
いるが、結果として、東京ビッグサイトは二期ぶりの経常利益の計上とともにコロナ前の水準の資金を確保するに至り、ゆりかもめの経
常損失は2020年度に比べ約45％減少した。
　ビル事業を行う東京テレポートセンターでは、営業努力によって新たにコワーキング運営事業者が入居に至るなど新規テナントを獲得
し、一定の収益を確保して借入金を着実に返済した。
　また当社はグループ間の資金融通のしくみであるグループファイナンス制度を運用しており、2021年度は、子各社において資金投入
を要する状況にはならなかったが、各社から預かっている余剰金の外部運用について短期運用に切り替え、資金の流動性を高めること
で、資金需要が生じた場合に万全の支援ができるよう準備を進めた。
　当社は、子会社の経営や資金面でのバックアップ機能をつかさどる立場として、コロナ禍の状況下で一層の責務を果たしており、
2021年度計画の目標を達成している。
　引き続き、2023年度到達目標であるグループ子会社の経常利益の黒字化に向け、収支シミュレーションやグループ各社の収支状況把
握等を行い、コロナの影響や社会経済状況の変化に対応を図りつつ、安定したグループ経営を行う。

交通事業・展示
会事業の経営状
況管理

・２つの将来シナリオを想定し、収
支シミュレーションを実施（６、１
月）
・収支、主要経営指標等の状況把握
（毎月）
・東京ビッグサイトは、展示場稼働
率の改善とビル大規模修繕の見直し
等によりコロナ前の水準の資金確保
・ゆりかもめは、大会関係の経費増
があった中、経費縮減の徹底等によ
り営業費を昨年度決算水準に抑制

・旅客推移やホール稼働率等の動向を踏
まえながら引き続き収支シミュレーショ
ンを実施し、経営状況を随時把握しなが
ら事業各社と対策を協議する。
・展示場の利用動向等を注視しつつ、ビ
ルの設備更新等の大規模修繕工事に着手
していく。
・ゆりかもめの運行維持に係る経費以外
の節減を徹底し利益水準の改善を図る。
当面の累積資金は確保しているが設備投
資について改めて実施時期等を精査・見
直すことで、収支改善を図っていく。

(株)東京テレ
ポートセンター
の借入金の返済

・当初予定どおり、３月の返済で、
残高429億円となった

・企業に対する直接営業の推進や仲介業
者とのきめ細かい連携等の営業努力を通
じてビル事業収益の向上を図り、安定し
たキャッシュフローの創出と借入金の返
済を着実に進めていく。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

安定したグループ経営の継続

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
　グループ子会社の経常利益の黒字化

　2020年度に経常損失を計上した子会社２社は、緊急事態宣言の発令等での収益
の変動も想定されたことから、毎月の収支等の把握と、必要に応じた収支シミュ
レーションの更新により、経営状況を注視してきた。収益回復が遅れた場合も考
慮し、費用圧縮、設備投資の見直し等に取り組んでおり、現時点で資金投入は要
しないが、必要に応じて資金面でバックアップできるようグループファイナンス
を運営した。
　ゆりかもめの経常赤字幅は減少し、東京ビッグサイトは黒字に回復、他の子会
社も黒字となった。
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団体名： (株)東京臨海ホールディングス

戦略 2

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・推進体制の検討着手
・MICEで活用しうる地域
の施設等に関する調査の
実施及び事業スキームの
検討

・宿泊施設や博物館等に対して、MICE受入
れに関する問合せ状況や今後の課題など幅
広くヒアリングを行った結果、施設単体で
の誘致に限界があるという共通認識のも
と、地域一体となっての取組を目指すべ
く、まずは意見交換会という形で体制をス
タートさせることができた。
・旅行業界の現場経験がある人材を即戦力
として迎え、専門的な知識を取り入れて調
査会社を監督し、地域内の潜在的な施設の
情報や、他地域の推進体制、事業スキーム
等の情報を収集できた。

・ベイエリアDICプロジェ
クトの実現に向け、まち
づくり協議会等と連携し
た支援の実施
・ベイエリアDICプロジェ
クトに関連のあるグルー
プ会社や進出事業者に対
する情報提供等の実施

・自動運転及びXR技術による集客イベント
が予定通り年度内に実施されたことや、臨
海副都心進出企業等への情報提供に隈なく
対応したことにより、「デジタルテクノロ
ジーの実装」と「スタートアップの集積」
の推進を目的とする「Digital Innovation 
City」協議会委員としての役割を果たし
た。

・地域特性や来街者の
ニーズ等の継続的調査
・東京臨海副都心まちづ
くり協議会の活動への参
画等を通じて地域企業等
の意見を収集
・施策の立案、提言

・企業会議や報奨旅行案件についての一定
の層から高い評価や、国内の展示会開催地
としての高いニーズがある一方、会場等の
確保の難易度や、飲食店等の施設の充実な
どに課題もあることがわかった。
・来街者ニーズは、複数年の傾向をまとめ
て2022年度以降に調査することとした。
・地域企業との連携で公園を親しみやすく
居心地の良い空間に変えていく規制緩和策
を話し合ってきた。さらに、都で2022年度
から公園の活用に関する調査検討が開始さ
れることとなった。

臨海副都心の現
状把握と都への
提言

・MICEに係る地域の強みや主催者の
ニーズ等の現状把握についての調査
を実施
・まちづくり協議会事務局の業務受
託や各種プロジェクトチームへの参
加により意見を収集
・地域価値向上に資する公園等の活
用策について他事例等の研究及びグ
ループの公園管理会社や都と意見交
換

・地域特性について得られた情報は、
MICE誘致の推進に当たってのターゲット
やプロモーション内容の検討に活用す
る。
・来街者ニーズの調査は、引き続きコロ
ナの状況を考慮しながら実施する。
・サステナブルな街の形成等に向けた都
の取組と協働して、地域企業等とコミュ
ニケーションをとりながら、引き続き地
域の価値を高める施策を研究していく。

団体自己評価

　MICEについては、これまでも、地域の施設で個々に受入実績を有し、また当社も臨海副都心まちづくり協議会の事務局として施設の
連絡先照会等の問合せに対応してきたが、他地域の先行事例のように地域ぐるみでMICEを受け入れていけるようにすることで、MICEの
主要な開催地として選ばれる街になることを目指している。2021年度は、大規模展示施設を有す東京ビッグサイトと連携して宿泊施設
等を個別訪問のうえ、地域一体でのMICE受入れに向けた取組について賛同を募り、意見交換会を行った。さらに、博物館等の新たな参
画も得て、定例的な会合の場を設置するに至り、情報交換や施設見学による地域のMICE施設等の認識を深める取組を行っている。今後
は、地域の強みを生かした推進体制を検討することとしている。
　DICプロジェクトについて、2021年度は、都の立ち上げた協議会の一員となって、先端技術を持つ企業と、地域の事業者や研究機関と
をマッチングさせる取組を展開した。現場と密接にかかわってきた当社の経験を生かし、プロジェクトの進捗に寄与できた。また、プロ
ジェクトについて地域の事業者に丁寧に説明してきたことで、都の支援制度について理解を深められ、今後の注目度も高められた。
　砂浜や良好な景観などの特色を有す臨海副都心の公園の現状の姿に対し、隣接する商業施設などからの様々な建設的意見や、規制緩和
による誘導手法などの当社意見を反映し、都において進出事業者を中心に据えた公園活用の調査検討が開始されることとなった。
　以上のことから、臨海地域の地域価値向上への2021年度計画の目標を達成している。
　引き続き、MICE拠点の窓口としての機能強化と、都のDICプロジェクトの支援に取り組むとともに、都施策との連携に加え、地域の声
や来街者のニーズをとらえて地域の価値を高める方策を研究していく。

MICE誘致の推進

・地域でMICE受入実績のある主な施
設運営者や港湾局など８者での意見
交換会を実施（９月）
・四半期毎の定例会（３月）に11者
が参加、今後の取組の議論や施設見
学を実施
・旅行代理店からの出向社員の採用
（10月、１名）
・MICEで活用しうる地域の施設や、
他地域のMICE相談窓口の組織、業務
等を調査

・調査によって整理した情報をもとに、
MICE開催を検討しているプランナー等に
有用な情報やプランを提供できる窓口を
目指して、地域の意欲ある事業者と意見
交換を重ね、窓口立ち上げのための体制
整備や、WEBサイトの制作等を進める。
・MICE関連施設を有するグループ会社や
地域企業とともに、MICE推進体制の整備
を行い、都とも連携しながらMICEの誘致
を推進していく。

ベイエリアDIC
プロジェクトの
支援

・都が事務局の「Digital 
Innovation City協議会」に参加
・シンボルプロムナードで実施予定
の自動運転や、XR技術を活用した集
客エンタメイベントの実施に向けた
調整、事業企画の公募選定への参画
・プロジェクトの情報提供に努め、
青海南地区のオフィスビル入居企業
が公募に応募

・今年度は、「Digital Innovation 
City協議会」の事務局に名を連ねること
になったため、「デジタルテクノロジー
の実装」と「スタートアップの集積」実
現に向け、プロジェクトの運営等につい
て、より一層、都と連携しながら、業務
を遂行していく。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

臨海副都心の地域価値向上

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
　MICE主催者等の利便性向上のため、
MICE拠点の窓口としての機能強化が図ら
れている。
【目標②】
　都のDICプロジェクトの動向を踏まえ、
必要に応じた支援ができている。
【目標③】
　立案・提言した施策が、都において採
用される。

　MICE受入実績のある地域の施設運営者等との連携構築、即戦力人材の確保、地
域のMICE関連施設・他地域の体制等の把握など、本格的活動に向けた取組が前進
した。
　Digital Innovation City協議会の構成員となり、自動運転等の実施調整、企
画公募、地域企業の参加促進など、当社の強みも活かしながら都と連携して事業
を推進した。
　地域価値向上に資する公園等の活用策を研究し、公園管理会社や都との意見交
換を通じて、都の施策形成に寄与した。
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団体名： (株)東京臨海ホールディングス

戦略 3

実績
(2021年度末時点)及

び要因分析

2021年度計画 要因分析

・大会延期に伴う展示棟利
用制約の対応
・開催地モニュメントの設
置、大会後のフォトスポッ
トとしての活用
・オリンピックレガシー等
を活かした来街者数増加や
回遊性向上に資する事業の
検討

・東京2020大会の延期に伴い、施設利用者と
の利用調整を実施。丁寧かつ適切な誘致交渉
を実施し、2021年度の施設利用日程を再作成
した。
・緊急事態宣言下につきモニュメントの大会
中の展示はせず、またコロナ感染状況を考慮
し、誘客等に向けた積極的な活用には至らな
かったが、地域の玄関口である東京テレポー
ト駅付近に、当地で大会が開催されたことを
記す碑の一つを残すことができた。

・まち協の活動等を通じて
集約した地域意見の具体化
に向けた検討
・複数の地域企業が参画す
るイベントの開催促進

・４月下旬から９月末までのほとんどの間、
コロナ感染症拡大による緊急事態宣言が発令
されていたが、密にならない程度のライト
アップ企画を行うなど、現状況下でできる話
題づくりについて地域企業等と意見交換を重
ねた。
・地域の施設等をイルミネーションで彩る企
画（11月～）にグループ会社が参加している
ほか、地域事業者が都の支援制度を活用でき
るよう調整するなど開催内容の向上にも努め
た。
･GWに公園等で開催の大型イベントと時期を
合わせて、隣接する地域の施設でも催しが行
われることとなった。

・施設利用者等のニーズの
把握
・新規展示会等の誘致
・利用者ニーズに基づいた
新たなサービス等の提供
・施設や催事等の情報発信
力の強化

・ヒアリングシートへの協力を求め、現在提
供しているサービスについての意見を収集で
きた。
・イベント開催における社会情勢を踏まえ、
新たな顧客の獲得に向けて主催者等に営業活
動を行った。
・施設利用者に対し、施設内滞留者数をカウ
ントするセンサーの貸出しサービスを開始し
た。
・Twitterを積極的に活用し、催事開催状況
等の情報発信を強化した。

・乗下船客、船員の地域へ
の誘導促進（観光ルートの
紹介等）
・ターミナルでの歓迎ムー
ドの醸成等、賑わい創出策
の検討

・コロナ感染症の影響により、クルーズ船に
よる旅行商品の販売について先行きが依然不
透明な状況ではあるが、引き続き関係者と情
報交換を行っている。また、地域活性化の観
点からの実施効果も見極めながら、施策の内
容や時期を検討している。

・「東京お台場.net」のア
クセス解析等による現行コ
ンテンツの分析や類似サイ
トのコンテンツ調査の実施
・SNSごとの特性を踏まえた
情報発信方法の検討
・グループ広報企画担当者
会開催等連携した広報活動
の検討

・「東京お台場.net」のコンテンツの視認性
を高める等対応したことにより、年間ページ
ビュー数が約279万回となり、コロナウイル
ス感染症流行前の2019年度の水準まで回復し
た。
・LINE友だち登録数は2021年３月の290人か
ら、2022年３月時点で525人に増加した。
・東京お台場.netだけでなく都の動画サイト
への掲載にも取り組み、臨海副都心の魅力を
広く発信できる媒体を増やした。

利用者ニーズに
基づく展示会等
の誘致活動の展
開

・調査を通して、利用者に通信環境の
強化やデジタル化等のニーズがあるこ
と等が判明
・配信イベント等、集客を要しない新
たな形態の催事を誘致（７件）
・コロナ禍での催事開催を支援する
サービスの開始
・SNSを用いた情報の発信を強化（年
間リツイート数約３万１千件、１投稿
当り平均75.5件）

・施設利用者向け調査結果を分析し、利用
者ニーズを把握していく。
・社会情勢や大規模改修計画を踏まえた丁
寧なスケジュール調整と新規催事等の誘致
活動に努める。
・環境変化や利用者ニーズ等に基づき、新
たな支援サービス等を開発していく。

クルーズターミ
ナルを活かした
地域の活性化

・乗下船客、船員の地域への誘導促進
（観光ルートの紹介等）については、
コロナの影響で実施に至っていない
・都やターミナル施設管理者等とク
ルーズ船の寄港の見通し等について情
報交換

・クルーズ船の寄港の機会に乗下船客の動
きなどを把握し、運航が本格化してきた際
には、ソーシャルディスタンス等も考慮し
つつどのような賑わい創出策ができるの
か、引き続き検討していく。

来街者獲得のた
めの広報・情報
発信

・臨海地域ポータルサイト「東京お台
場.net」の改善（先端技術体験はじ
め、域内おさんぽコース作成等）
・LINEアカウントによる定期的な地域
情報発信による、友だち登録数の順調
な増加等
・グループ広報企画担当者会開催（12
月）
・東京都が運営する「東京動画」に当
社が持つ映像を提供

・臨海副都心で開催される大型イベントな
ど訴求力の高いコンテンツを掲載するとと
もに、外国人観光客の再訪を見据え、東京
お台場.net内はもとより、新たにSNS発信
等について、積極的な多言語対応を施す等
により、国内外に向けて、臨海副都心の更
なる周知を図っていく。
・グループ広報方針に基づき、HPやSNS、
デジタルサイネージ等の各社が有する広報
資源の相互活用を加速し、発信力を高めて
いく。

団体自己評価

　東京2020大会の成功に向けては、2020年度に大部分の取組を終えていたが、大会延期に伴って発生した業務も滞りなく完了した。大会組織委
員会が運営予定だったオリンピックプロムナードは中止となり、そのコンテンツの一つとしてグループ全体で製作した開催地モニュメントを大会
中の盛り上げ演出に使うことはできなかったが、当地に展示物として残すことができたので、何らかの形でPRに活用していきたい。
　地域企業との賑わいづくりは、コロナの感染状況が日々変わる中での集客行事の準備には中止リスクも伴い、地域企業との合意形成が難しい局
面もあったが、集客の均衡が図れるイルミネーションの実施と開催支援などの活動を継続してきた。
　東京ビッグサイトは、東京2020大会での使用区画の返還によって、約11万５千平方メートルの展示スペースを提供できるようになった。展示
会の開催は、臨海副都心の賑わいと密接に関わるものであり、主催者向けサービスの充実に向けた取組や、新規顧客の発掘・営業など誘致活動を
展開した。
　クルーズターミナルによる活性化策は、クルーズ船の本格的な運航が再開され、当地への寄港で乗下船が行われるようになる段階で、取組の規
模感を検討していく。
　当社が運営するポータルサイト「東京お台場.net」では、紹介内容の充実や、SNSと連動させたトピックの発信など地道に取り組み、2020年度
に大きく減少したページビュー数は、コロナ前の水準まで回復している。
　2021年度計画の目標については、以上に掲げた外的要因による未達を除き達成している。
　2021年の年間来街者数は、2020年と同水準(ただしコロナの影響を本格的に受け始めたのは３月）であるが、上記に掲げた様々な取組と、関係
者との連携を維持・強化し、引き続き来街者の回復に努めていく。

オリンピック成
功への協力とレ
ガシー活用

・延期後の大会期間に合わせた展示棟
の利用調整を実施
・開催地モニュメントをオリンピック
プロムナードの一角に設置(７月)
・大会後のモニュメント常設場所につ
いて都と協議し、移設工事を完了（12
月）

・大会の記憶として大切に管理していくと
ともに、レガシーとして保存される他の展
示物等の動向をみながら地域PRへの活用を
検討していく。

地域企業等と連
携した賑わいづ
くり

・地域のアウェアネスカラーライト
アップに参画（自由の女神像）
・地域のイルミネーション企画でのグ
ループ施設の活用と、開催支援
・地域企業と冬の「レインボー花火」
の開催是否について議論（2021年度は
中止）
・公園等でのイベント受入準備を進
め、９月から受付再開

・新型コロナウイルス感染症の状況を引き
続き注視しながら、まち協の活動等を通じ
て収集した地域の意見の具体化に向け、引
き続き取り組んでいく。
・イベントの開催情報を会場周辺の施設運
営者等と早期に共有することで参画を促す
などして、賑わいを生み出していく。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

臨海副都心の賑わいの持続と発展

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
　年間来街者数（日本在住者）
　　3,700万人（当社調べ）

※東京2020大会の本格的な土地利用が始ま
る前（2018年）の水準である。
※ただし、2020年11月までの利用推移か
ら、定期券での来街は25％減少する想定を置
いた。
※変動予測の難しい訪日外国人旅行者は、人
数に加えない。

　2021年の年間来街者数（当社調べ・一部推計値含む）は、2,264万人(※注)となっ
た。
　当年度は、大会開催のためビッグサイトや公園等の催事利用に制約があったことに
加え、緊急事態宣言の断続的な発令で地域の施設においても直接的な集客活動が難し
く、来街者数は回復していないが、地域企業等と連携したライトアップ企画や、ビッ
グサイトの利用促進、地域情報の発信の充実等に取り組んだ。
　※訪日外国人旅行者数については推計に使用する公的機関の調査資料が公表されて
いないため、数値に含む。
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団体名： (株)東京臨海ホールディングス

戦略 4

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・A3ターミナルの跡地を
活用して、貨物処理能力
の向上に向け青海コンテ
ナふ頭の再編整備の実施
（ヤードレイアウトの見
直し及び荷役機械の更新
など）

・現在、供用中のターミナルであることか
ら、利用者と調整の上、段階的に施工する
ことで、荷役への影響を最小限に抑え、既
存ターミナルの供用を停止せず、着実に再
編整備を進めている。

・ゆりかもめATC/TD装置
更新：１箇所(対象６箇所
中１箇所完了)
・熱供給用冷凍機：１基
更新（H7製造14基中11基
更新）

・製作した新規装置の試験調整等を夜間の
限られた時間で実施する必要がある中、工
程管理や安全対策を徹底することで、安
全・安定運行を維持しつつ工事を予定どお
り完了させた。
・更新工事は、冷熱需要の少ない時期に、
他の冷凍機器の効率的な運転で補いながら
実施し、熱の安定供給を維持して需要家の
熱利用に影響を与えることなく更新を行っ
た。

・グループ各社が所有す
る自動車について、更新
時等にZEV等の特定低公
害・低燃費車への転換を
促進

・３月に開催したグループ内の環境対策情
報交換会で、グループ各社の自動車につい
て特定低公害車等への更新状況を共有し、
意見交換等行った。

特定低公害・低
燃費車への転換

・車両更新時に特定低公害・低燃費
車であるハイブリッド車に転換（３
台）

・2022年度以降も引き続き、グループ環
境行動計画を踏まえ、持続可能な社会の
実現に向けて取組を進めていく。

団体自己評価

　東京港の貨物処理能力の向上に向け、青海コンテナふ頭の再編整備を開始している。他のふ頭への機能移転によって空きとなった第３
バース跡地を使って、隣接する第４バース及び公共ふ頭の拡張を行うほか、公共ふ頭をトランスファークレーン荷役対応に改変していく
計画であり、借受者やターミナルオペレーター等と綿密な調整を行ったうえで、2021年10月に公共ふ頭拡張部分の整備着手に至った。
　ゆりかもめの自動運転制御に不可欠なATC/TD装置については当初の計画どおり１箇所の更新、また地域への熱供給に必要な冷凍機に
ついても計画どおり１基の更新を完了し、この更新の間のサービス提供について特段のトラブルもなく継続できている。
　グループ各社の車両については更新期に特定低公害・低燃費車への転換を促進しており、2021年度は３台を転換している。
　いずれの取組も2021年度計画の目標を達成しており、３年後の到達目標に向けて取組を着実に進めていく。

青海コンテナふ
頭の再編整備

・A3ターミナルの跡地を活用して、
５バース中２バースの整備に着手
・A4バース拡張整備中（R2年12月着
手）
・公共ふ頭の再編整備に着手（A3跡
地の一部工事、R3年10月着手）

・引き続き利用者と調整の上、荷役への
影響を最小限に抑えつつ、再編整備を推
進していく。

インフラの安
全・安定供給を
支える主要設備
の円滑な更新

・ゆりかもめATC/TD装置：１箇所
(有明)完了
・熱供給用冷凍機：１基(有明南・
吸収式冷凍機)更新
　(H7製造14基(改修した１基除く)
中11基更新)

・引き続き、工程管理や安全対策を徹底
することで、安全・安定運行を維持しつ
つ、ATC/TD装置を着実に更新していく。
・世界的な半導体不足の影響で、冷凍機
更新に必要な工期も長くなっている(２
カ年度→３カ年度)ため、新規需要家の
進出時期を把握して保守点検等を的確に
行って熱需要に対応しながら更新を行っ
ていく。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

社会と地域を支える基盤インフラの適切な更新と改良

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
　青海コンテナふ頭の物流機能を維持し
ながら、ヤード改修等が着実に進捗して
いる。
【目標②】
　ゆりかもめの自動運転及び熱供給事業
の冷水安定供給に必要な設備が適切に更
新されている。
【目標③】
　特定低公害車・低燃費車への転換促進
により、環境に配慮したまちの形成に貢
献している。

　青海コンテナふ頭では、利用者との調整を行いながら、荷役への影響を最小限
に抑えつつ、A4バースの拡張及び公共ふ頭再編に向けての整備を着実に進めた。
　また、ゆりかもめや熱供給施設では、サービスを継続させつつ主要設備を更新
していくための様々な制約に対処しながら施工を進め、今年度のATC/TD装置及び
熱供給用冷凍機の更新は計画どおり完了した。
　グループ各社の自動車の特定低公害車・低燃費車への転換は、着実に進んでい
る。
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団体名： (株)東京臨海ホールディングス

戦略 5

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・オンライン研修の拡充
・WEBも併用したプロジェ
クト研修の実施
・担当者会等の場を活用
しつつ、新規研修の検討

・全ての研修をオンラインでの実施とした
ことで、交代制勤務の職員などの受講が可
能になり、より多くの社員の研修機会の確
保ができるなどの点で各社の研修担当者か
ら好評であった。
・プロジェクト研修では、臨海エリアに関
するテーマを設定し、研修生はテーマに
沿って課題解決に向けての調査分析を行っ
た。企画提案について、役員等への発表の
場を設け講評を得るなど、貴重な経験を積
ませた。
・新規希望研修や今後も継続希望の研修に
ついて意見交換を行い、各社独自の実施予
定研修についても情報交換を行った。

・受入可能ポストやフォ
ロー体制の検討
・採用手法の情報交換会
の設置

・各社の欠員状況等により、2022年度から
の人事交流は成立しなかった。
・採用が困難な技術系人材の採用手法等に
ついて、グループ会社間で共有すること
で、人材確保の促進を図っている。

・各社のテレワーク等の
課題整理、解決策検討
・各種ICTツールの活用状
況など社員の働き方の検
証
・テレワークの積極的活
用にふさわしいワークス
タイルを検討
・各社と連携し障害者雇
用の推進や定着に向けて
取り組む

・今後、新型コロナウイルス感染症の終息
後も働き方改革としてテレワーク、時差勤
務が定着するよう各社の実情に応じた環境
整備を図っている。
・電子データ管理の実態やリモート会議等
の利用状況を踏まえ、優先的に取り組むべ
き事項から着手した。
・既存機器の活用等によりコストを抑制し
つつ、運用ルールの策定や説明会を実施す
ることで早期の定着を図った。
・障害者雇用について、採用手法や定着に
向けて工夫している事例をグループ各社で
共有した。

多様な働き方の
実現

・各社でテレワーク等を継続的に実
施
・各種ICTツールの活用状況など社
員の働き方を検証
・電子決裁システムの導入、文書管
理サーバの再構成、端末のマルチ
ディスプレイ化、リモート会議ツー
ルの標準化と社内説明会を実施
・各社に障害者雇用状況を調査

・各社の実情を踏まえつつ、テレワーク
や時差勤務が可能な業務については実施
の徹底・定着を図っていく。
・電子決裁システムの機能について、よ
りユーザ目線に立った改良を進める。
・文書管理サーバは、社内で統一した運
用を行い、事務効率の向上に資するた
め、運用ルールの浸透を図る。
・機器の使用方法や利便性等の周知を強
化し、リモート会議の促進を図ってい
く。
・各社と連携し障害者雇用の推進や定着
に向け取り組む。

団体自己評価

　職員に共通して求められる基本的な知識・能力を習得する基本研修や、経理実務等社員の実践力の向上を図る実践力向上研修など、当
社がグループ全体を対象に実施している研修について、集団研修からオンラインへと移行したことで、事業を抱えるグループ会社におい
て受講機会が拡大し、全体的な能力の底上げにつながっている。
　各事業や臨海地域に精通した固有社員の育成に向けて、グループ会社制であることを活かし、現状における人事交流の受入派遣の可能
性等について各社と調整してきた。2022年度からの人事交流は成立しなかったが、各社から研修生を集めてのプロジェクト研修への参
画は、各社の協力も得られ、実現に至っている。社を越えての研修生同士の知見の共有や、活発な意見交換などで、固有職員にとって幅
広い知識や経験が得られる機会となった。
　多様な働き方の実現に向け、当社では、総務部門の社員総出で、社員の働き方をみながら取組の優先順位を定め、計画的に事務機器や
電子決裁システムの選定・導入を進めたことで、テレワークやリモート会議を選択できる環境構築が進んだ。
　いずれの取組も、2021年度計画の目標は達成した。
　今後も、2022年度以降の年次計画に沿って、取組を着実に進めていく。

グループ共同研
修

・グループ共同研修の９研修全てを
オンラインで実施
・プロジェクト研修はWEBと対面開
催を併用して効率的に実施
・各社の研修担当者会を開催

・引き続きグループとしての効率的効果
的な研修を実施していく。

固有社員の採
用・育成

・グループ各社における受入派遣の
課題をヒアリングし、人事交流案を
調整
・グループ会社間で採用手法を共有

・引き続き、グループ各社の要望・課題
をヒアリングし、2023年度の人事交流の
実施に向け調整していく。

人材育成と働きやすい職場づくりによるグループの基盤強化

3年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
　事業や地域に精通するとともに多様な
経験を積んだ固有社員がグループの中核
を担い、臨海地域の発展に貢献してい
る。
【目標②】
　グループにおいて多様な働き方が実施
され、人材マネジメントに良い影響をも
たらしている。

　グループ共同研修のオンライン化を進め、交代制勤務者も含め受講しやすい環
境を整えてきたことで、グループの社員として必要な知識や能力の習得機会の拡
充につながり、各社からも好評を得た。また、人事交流を行ううえでの課題や、
採用手法について、グループ各社の状況把握や情報共有に取り組んだ。
　社内においては、電子決裁システムの導入や文書管理サーバの再構成、端末の
マルチディスプレイ化、リモート会議ツールの標準化等を行い、テレワークの併
用など働きやすい職場環境の形成に努めた。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

222



団体名： (株)東京臨海ホールディングス

2021年度計画 2021年度実績 要因分析 対応方針

- - - -

- - - -

○相手方の都合によりやむを得
ずFAXを使用するケースがある
が、そうしたケースにおいても
ペーパーレスによる取扱いがで
きるよう、2021年内を目標に複
合機を更改し、ペーパーレスで
FAXを送受信できる機種を選定す
る。また、更改後は、ペーパー
レスによる取り扱いを標準設定
とし、紙によるFAX送受信の98%
削減を目指す。

・電子データによるFAX送受信を可
能とし、ペーパーレスによる取扱
いを原則とした。
・複合機を更改（２月）
・３月の実績は０件となり、2020
年度同月の実績242件に対し、削減
率は100％となった。

・現行の複合機機能では、FAX送受
信が紙によるものに限定されていた
ため、電子データによる送受信を可
能とする機器に更新した。

・電子データによるFAX送受信の
取扱いを社内に徹底し、継続して
いく。

○両面印刷の奨励など、引き続
き使用枚数の抑制に取り組む。
○2021年内を目標にタブレット
導入等の施策の実施を計画して
おり、導入後の期間において、
2019年度比で紙の使用枚数40%
減を目指す。

・2019年度比で、紙使用枚数を
54.6％削減した。
・紙使用枚数の目標値22.4千枚
（タブレット導入等の施策の実施
前は2019年度実績の２割、実施後
は同４割の削減を見込んだ数値）
に対し、実績は13.75千枚となっ
た。

・電子決裁システムを構築するとと
もに、タブレット型端末、ディスプ
レイ等の機器を導入し、デジタル業
務基盤の社内展開を進めた。
・ペーパーレス会議やリモート会議
を促進し、紙を使用する機会を低減
させた。
・従前紙で配布していた給与支給明
細を電子化した。

・引き続きペーパーレス化の取組
を推進し、2019年比で紙の使用枚
数60％減を目指す。
・電子決裁システムの機能拡張を
行うことで、紙による決裁を縮減
し、更なるペーパーレス化を推進
する。
・マルチディスプレイの活用によ
る事務作業のペーパーレス化やタ
ブレット端末を利用したペーパー
レス会議を促進し、社員にペー
パーレスの意識を定着させる。

- - - -

- - - -

○引き続き在宅勤務を併用した
勤務体制を継続する。
○在宅勤務の実施率は月40％
（※）を目標とする
　※「実施件数/当月の勤務日数
/テレワーク勤務可能な職員数」
により算出

・年度平均月40.5%の在宅勤務を実
施した。
（月平均値）
　実施件数155.7件
　当月の勤務日数20.2日
　テレワーク勤務可能な職員数
19.1人

・電子決裁システムの構築やリモー
ト会議設備の導入を行い、テレワー
クをしやすい環境の整備を行った。
・感染症対策の観点などテレワーク
の利点を周知した上で、週２日とい
う具体的な実施目標を設定し、社員
のテレワーク実施への意識の向上を
図った。

・働き方改革の一環として、テレ
ワークが社員の働き方の選択肢と
して定着するよう、引き続き実施
勧奨、意識啓発を行っていく。
・感染症の動向を確認しつつ、出
社業務とテレワーク業務のバラン
スを検討し、社の事業運営にとっ
て最適な運用を構築していく。

手続の
デジタル化

団体自己評価

　ペーパーレスFAX機能付の複合機の導入にあたっては、世界的な半導体不足によって納期に期間を要す状況となったが、個人認

証強化や、ペーパーレス推進にもつながるスキャナ機能の充実などの改善も含め、年度当初から仕様の検討に着手していたた

め、当初の更改予定時期から大きく遅れることなく令和４年２月に導入に至った。

　ペーパーレスの到達目標は、仕事のしかたそのものを転換しないと達成が難しいものとの認識から、タブレット型端末の導入

などデジタル業務基盤の社内展開を進めるとともに、会議室にリモート会議環境を整えるなどし、幹部会等へのコミュニケー

ションツール導入によるペーパーレス化、月別の削減計画・実績グラフの複合機付近への掲示等、職場の意識向上に努め、目標

を達成した。

　テレワークについては、上記の取組と並行して、具体的な実施目標を定めたほか、申請手続の簡素化や、タブレット端末の導

入に伴う使用済デスクトップパソコンを活用してテレワーク用端末に転用するなど地道な工夫の効果もあって、目標の達成に

至った。

はんこレス

FAXレス

共通戦略

取組事項

タッチレス

テレワ―ク

ペーパーレス

キャッシュレス
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【団体概要】

常勤役員数

常勤職員数 321人 103.9%

都退職者数 55人 62人 60人 96.8%

都派遣職員数 21人 20人 19人 95.0%

設立
目的

　東京都交通局等の施設の点検、保守管理業務及び同施設に関係する各種工事の管理業務並びにこれら事業に付帯関連する一切

の業務に係る事業等を営むことを目的とする。

主

な

事

業

（１）駅務施設事業

（２）電気施設事業

（３）車両・機械事業

（４）土木・建築事業

（５）発電事業

組

織

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 対前年度比

3人 3人 3人 100.0%

275人 309人

所在地 東京都中央区東日本橋1-9-7　GI東日本橋ビル4階 電話番号 03-5833-7736

基本財産
/資本金等

20百万円
都出資等割合
/都持株比率

100.0%
設立
年月日

昭和44年10月16日

団体名 東京交通サービス株式会社

代表者 代表取締役社長　奥津　佳之 所管局 交通局

【財務情報】　　　

東京交通サービス株式会社
（単位：千円）

令和元年度 令和２年度 令和３年度
対前年度
差引増減額

対前年度比
（％）

主な増減理由

営業利益（▲損失） 339,315 265,813 386,297 120,484 145.3%

営業収益 7,512,241 7,761,897 7,963,266 201,369 102.6%

営業費用 7,172,926 7,496,084 7,576,969 80,885 101.1%

売上原価 6,820,116 7,057,675 7,133,474 75,799 101.1%

販売費・一般管理費 352,810 438,409 443,495 5,086 101.2%

営業外利益（▲損失） 4,288 4,577 5,571 994 121.7%

営業外収益 7,503 7,742 6,720 ▲ 1,022 86.8%

営業外費用 3,215 3,165 1,149 ▲ 2,016 36.3%

経常利益（▲損失） 343,603 270,390 391,868 121,478 144.9%

特別利益（▲損失） － － － 0 －

税引前当期純利益 343,603 270,390 391,868 121,478 144.9%

法人税等 101,375 92,864 134,899 42,035 145.3%

当期純利益 242,228 177,526 256,969 79,443 144.8%

資産合計 3,133,405 3,367,825 3,686,366 318,541 109.5%

流動資産 2,039,172 2,225,926 2,455,203 229,277 110.3%

固定資産 1,094,233 1,141,899 1,231,162 89,263 107.8%

負債合計 1,255,312 1,322,730 1,396,100 73,370 105.5%

流動負債 910,028 949,191 924,441 ▲ 24,750 97.4%

固定負債 345,284 373,538 471,659 98,121 126.3%

純資産合計 1,878,093 2,045,096 2,290,266 245,170 112.0%

うち資本金 20,000 20,000 20,000 0 100.0%

うち繰越利益剰余金 1,238,872 1,406,398 1,653,367 246,969 117.6%

貸

借

対

照

表

（流動資産）
・売上高の増加に伴う現金及び預金の増
　
（固定資産）
・システム改修等

（固定負債）
・リース債務、退職給付引当金の増

区　分

損

益

計

算

書

（営業収益）
　受託業務の増のため
　・駅務機器保守点検の増
　・ホームドア保守点検の増
　・地下鉄構造物点検の増
　
（営業費用）
　受託業務増に伴う売上原価の増のため
　・駅務機器保守点検の増
　・ホームドア保守点検の増
　・地下鉄構造物点検の増
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団体名： 東京交通サービス（株）

B

最終評価

　経営改革プランに掲げた目標のうち、戦略２「新たな事業の拡大等による受託事業の収益力の向上」では、発
電事業の黒字化や工事監督補助業務の受託体制の整備について、2023年度到達目標を達成し、取組を大きく前進
させた。戦略３「新技術の活用による質の高いメンテナンスの提供」では、ウェアラブルカメラや現場作業支援
アプリの運用・試行を行い、その効果検証等を実施したほか、VRを活用した研修実施に向けた準備を行うなど、
デジタルを活用した取組を進展させている。共通戦略による「５つのレス」等の取組も総体として着実に進め、
戦略１「人材の確保・育成」においても、計画に基づく取組を着実に実施するなど、総じて団体として一定の成
果を上げている。
　引き続き、各種事業を積極的に推進していくとともに、新技術の活用を通じた生産性向上に係る具体的な指標
の検討等を通じた取組の一層の発展を期待する。

一次評価（所管局評価）

戦略１：人材の確保・育成
　今後、技術系の人材確保が困難になることを見据え、会社全体での人材育成等のサポートを強化していくため、新規社内研修の
開催等による研修の充実、業務の拡大や固有社員増加など経営環境の変化に即した人材育成方針の改定・人材育成計画の策定、資
格取得支援の課題洗い出しなど、人材の確保・育成に着実に取り組んでおり、３か年計画における初年度の取組としては概ね順調
な進捗と評価出来る。今後２か年で、策定した人材育成の運用・関連する規定等の見直し、洗い出した課題の資格取得支援への反
映等が必要であるため、それらの着実な実行を期待する。

戦略２：新たな事業拡大等による受託事業の収益力の向上
　既存の受託事業については、地下鉄構造物の点検やホームドア点検の受託業務量増により、約１億６千万円の売り上げ増を果た
し、３年後の到達目標である約２億円の売上増の８割に達したことは評価が出来る。
　また、新たな事業領域である建築部門における工事監督補助業務については、計画どおり2022年度期首から業務受託を開始でき
る運びとなった。さらに、発電事業については、支出・収入の両面から見直しを図ったことにより、計画に先立ち、黒字化を果た
したことは評価が出来、継続的に黒字収支になるよう更なる取組を期待する。今後も、事業拡大に向け、局への積極的な派遣研修
を進めることにより、ノウハウ習得に努めるとともに、受託における収益性の検証を継続していくべきである。

戦略３：新技術の活用による質の高いメンテナンスの提供
　安全性の向上や業務の効率化を図ることを目的としウエアラブルカメラ及び現場作業支援アプリケーション、VR等新技術の導入
を進めた。３年後の目標に向け、ウエアラブルカメラは、本格導入目標事業所３事業所のうち１事業所に導入、現場作業支援アプ
リケーションは、目標事業所８事業所のうち４事業所に導入し、計画期間３年のうち初年度において、３分の１以上に導入してお
り、着実な取り組みを進めている一方、新技術の導入については、VR以外の技術対象が未定のため、目標の達成には、より一層の
リサーチが必要であると考えている。今後は、急速に進展する新技術の動向を注視しつつ、局と連携を図りながら新技術の活用を
進めていくとともに、試行段階から効果測定が可能な指標の設定に取り組むとともに、設定した指標を活用し、具体的な作業の省
力化・効率化を進めるべきである。

共通戦略：手続のデジタル化・５つのレスの推進・テレワーク
　内部事務管理システムを本格稼働したほか、ペーパーレスやFAXレスなどの取組について、2021年度の目標を達成していること
は評価ができる。今後は、より一層のデジタル化を期待する。

全体評価：
　団体では、人材育成計画の策定、新たな事業領域への進出、局と連携を図りながら新技術を導入するなど、３か年計画初年度の
取組として、着実な取り組みを行っているが、それにとどまらず、今後は、策定した計画の着実な運用、受託額に対する収益性の
検証、導入した新技術の活用等について、取り組みを進めることを期待する。
　局としても、団体が掲げる戦略や局が目指す団体の実現に向け、経営環境が変化する状況においても、経営改革プランに掲げた
取組を進めるよう引き続き指導・助言を行っていく。
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団体名： 東京交通サービス（株）

戦略 1

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・外部研修受講率94％
・社内研修（業務責任者
準備講習など）の開催
（２回）
・新たな研修メニューの
調査及びアンケート実施
・通信教育のNET申込を導
入
・指標の検討

・コロナ禍により一部開催されなかった研
修もあったが、中止、延期、再開等の情報
をきめ細かく把握し、積極的に受講を促し
た
・社員満足度調査が有意なものとなるよ
う、同種の調査を参照するなど実施に向け
た準備を着実に進めた
・部門別の研修内容を整理することができ
た
・インターネット申込導入により講座検索
や教材試読機能など利便性が向上したこと
が、受講者数の拡大につながった
・指標を把握するため、外部委託調査を活
用し定量的分析を行い、一部の作業につい
て作業単位あたりの標準時間を把握した

・人材育成計画の策定
・資格取得支援策の課題
整理、方策の検討

・人材育成方針・人材育成計画について、
2011年度の策定以降、受託業務の拡大や固
有社員の増加など社を取り巻く経営環境が
大きく変化していることから、現状に合わ
せた改定を実施した
・資格取得支援について、資格取得のさら
なる促進に向け、具体的な改善点を把握す
ることができた

・交通局との調整（新規
人事交流、研修など）
・交通局への派遣研修

・2022年度期首の派遣開始に向け、交通局
と具体的な業務内容等の調整を進めた
・技術的なスキルやノウハウの共有を現場
レベルで緊密に図るため、各事業所におけ
る講習会、研修等を交通局と合同で実施し
た

局と一体となっ
た人材育成

・2022年度期首から交通局発電事務
所への長期派遣研修開始に向けた準
備を進めた
・交通局と合同で安全講習会、電気
保安研修等を実施
・交通局への長期派遣研修（駅務、
電気、昇降、建築）を実施

・交通局との調整により、受託業務のよ
り円滑な遂行を図るため、発電事務所へ
の固有社員（１名）の長期派遣を、2022
年度期首から新たに開始している
・引き続き、情報共有や業務知識習得に
ついて、交通局との連携を深めていく
・受託業務の円滑な遂行や技術力の向上
を図るため、今後も必要な部門に派遣研
修を引き続き実施していく

団体自己評価

技術系人材の確保が困難になる中、総合保守会社として安定した事業を行うため、人材育成等について、交通局との人事交流や社内外の
各種研修、ベテラン社員を核としたOJTなど様々なアプローチにより、固有社員の技術力向上や技術継承に着実に取り組んだ。
また業界団体やメーカーが主催する外部研修について、コロナ禍においても可能な限り積極的な受講を促し、2021年度目標とした94％
を上回る97.6％の受講率を達成したほか、業務責任者資格保有者についても着実に増加している。今後、交通局OBの減少が見込まれる
ことや、当社に在籍する交通局OB社員の高齢化などにより、固有社員の技術継承やノウハウ習得が難しくなること等が想定されるため、
人材育成方針・人材育成計画について、受託業務の拡大や固有社員の増加といった社を取り巻く経営環境の変化を踏まえ、TKS社員とし
て求める人材像の明確化や技術継承について、「局OBから固有へ」から「固有から固有へ」のシフトを図るなど、現状に合わせた改定を
的確に行った。
職層ごとの部門研修内容を体系的に整理し、固有社員のキャリア形成を計画的に行えるようにした。
受託業務内容の高度化に対応できる技術・知識の習得に向け、公的資格の取得支援等拡充に向けた取組を進めた。

社外ノウハウの
積極的活用と社
内研修の充実

・外部研修受講率97.6％
・業務責任者準備講習を２回開催
・社員満足度調査の準備を着実に進
めた
・各部課で必要な部門研修の調査を
実施し、人材育成計画に反映した
・通信教育にNET申込を導入。アン
ケートを実施し講座の充実を図った
・社員の技術レベルに関する指標検
討のため、外部コンサルによる調査
を実施

・引き続き受講率を高め、OJTや社内外
の研修を活用するほか、社内研修施設の
拡充を図り、社員の技術力向上を進めて
いく
・社員満足度調査を早期に実施し、社員
意識の分析を進めることで、組織の活性
化や社員定着率の維持・向上につなげて
いく
・職層に応じた部門研修を実施し、固有
社員の人材育成に活用していく
・指標の設定について、2021年度の外部
委託結果等を活用しながら、指標の設定
方法を含め、検討を深めていく

人材育成計画の
策定、
資格取得支援策
の策定・導入

・2022年３月に人材育成方針及び人
材育成計画を策定
・資格取得支援策について、課題の
洗い出しを実施・方策の検討を行っ
た

・策定した計画に基づき、交通局との人
材交流、各種研修の活用、OJTの実践な
どを進め、固有社員の技術力向上に取り
組む
・課題の洗い出しにより把握した改善点
について、資格取得の基礎となる技術知
識の学習機会設定や個人負担の軽減を図
るため、受験に係る交通費の取扱いの見
直しなどを検討し、資格取得支援策に適
宜反映していく

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

人材の確保・育成

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】技術指導や施工管理に従事で
きる１級と、特定の専門分野での業務を
円滑に遂行できる２級の業務責任者を各
90名育成する。2024年度までに各職場１
名ずつ配置を目指す。

【目標②】人材育成計画の策定・運用、
関連する規程等の見直し

【目標③】資格取得支援策の策定、導入

【目標①】：外部研修の活用、ベテラン社員による社内研修等を推進し、社員の
技術レベルの底上げを図ることで、技術スキルの証左である業務責任者の育成を
図った。（資格保有者１級76名、２級83名）

【目標②】：組織的な技術継承や、技術レベルの高度化・多様化などに対応して
いくため、従前の人材育成計画を見直し、2022年３月に人材育成計画を策定し
た。

【目標③】：資格取得支援策に関する課題の洗い出しを行い、資格取得を支援す
る方策を検討した。
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団体名： 東京交通サービス（株）

戦略 2

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・固有社員の局派遣研修
実施
・専管組織設置に向けた
体制準備

・2022年度期首の新規受託開始に向け、計
画段階から組織、人員、業務内容等につい
て交通局と緊密に連携して準備を進め、計
画通り2022年度期首から業務受託を開始で
きる運びとなった

・工事監理についての高
度なノウハウの習得
・業務範囲拡大に向けた
体制整備（浅草線ホーム
ドアなど）
・局とＴＫＳ共同の訓練
や研修、勉強会の拡充
・必要な部門について局
への派遣研修実施

・業務に精通した都派遣や都OB社員による
OJT、研修等により、固有社員の技術レベ
ル向上に努めた
・構造物検査業務の拡大に対応するため、
必要な人員や執務スペースを確保するな
ど、構築事務所の体制を整備した
・技術的なスキルやノウハウの共有を現場
レベルで緊密に図るため、各事業所におけ
る講習会、研修等を交通局と合同で実施し
た
・交通局と緊密に連携して、駅務機器、昇
降設備、工事監理、建築の４部門に、固有
社員計４名を派遣し、受託業務の円滑な遂
行に資するノウハウの習得に努めた

・受託業務の増
・外注費の減
・収支の均衡

・受託業務の増加と業務の効率化により、
発電事業の黒字化を達成した
・交通局と綿密に調整しながら業務ノウハ
ウの習得等に努め、点検業務の受託対象箇
所を増加した
・出水等臨時対応業務が少ない時期に用地
杭の調査を実施するなど、業務の効率化に
より、配置人員の増加を伴わずに外注作業
の直営化を図り、外注費の削減を実現した

発電事業の収支
改善

・ダム・発電所の電源装置や遮断器
など電気関係の法定点検等につい
て、交通局からの受託を増加
・外注作業を見直し、直営で実施
・発電事業の黒字化を達成

・受託対象箇所の増加に向けた交通局と
の協議や費用節減の取組など、収入、支
出の両面から不断の経営努力を続け、発
電事業の黒字を継続するよう取り組んで
いく

団体自己評価

総合保守会社として交通局に貢献するため、局と協力しながら計画的に準備を進め、新たな事業領域への進出となる、地上建物の工事監
督補助業務の受託を開始できる運びとなった。また、既存事業領域においても、地下鉄構造物検査業務やホームドア保守管理業務で、保
守対象を増加するなど、受託規模の拡大を図った。
発電事業については、交通局との協議を進め、保守点検業務の受託対象となる設備を増加させた。また、用地杭点検作業を直営化し、外
注費の削減を図った。収支両面での取組により、早期の黒字化を達成した。（営業損益　2020年度 ▲405万円→2021年度 171万円）
いずれも、2021年度の目標を達成することができた。

建築分野の工事
監督・監理業務
受託体制整備

・建築部門の固有社員１名を交通局
に派遣
・専管組織設置に向けた体制準備を
行い、2022年度期首に建築監理課
（定数３）を設置することができ
た。あわせて建築士法に基づく建築
士事務所登録など諸手続を実施

・2022年度期首に新設した建築監理課に
都派遣社員１名を受入れ、ノウハウの習
得を着実に進めるとともに、収益性につ
いて検証しながら受託業務（2022年度受
託額31,200千円）を円滑に遂行してい
く。

業務範囲拡大に
対応するための
体制整備

・都派遣及び都OB社員などからの
OJT等により、工事監理についての
ノウハウを習得
・地下鉄構造物検査業務の受託拡大
等に対応した体制整備を実施
・事業所において交通局と合同で訓
練、研修等を実施
・駅務機器、昇降設備など交通局の
４部門に、固有社員計４名を派遣

・工事監理業務のノウハウ習得を着実に
進め、固有社員の業務スキル向上を図る
・引き続き、情報共有や業務知識習得に
ついて、交通局との連携を深めていく
・浅草線へのホームドアの整備に伴い、
保守管理業務の受託規模が今後増加する
予定であることから、必要な体制の整備
を着実に進めていく
・今後も必要な部門に派遣研修を引き続
き実施していく

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

新たな事業の拡大等による受託事業の収益力の向上

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】建築分野の工事監督・監理部
門を設立し業務を受託

【目標②】本経営改革プランの期間中に
おける新規受託拡大による売上増（約２
億円）

【目標③】発電事業の黒字化

【目標①】：工務本部土木部に建築監理課を設置し、2022年度期首から新たに地
上建物の工事監督補助業務を受託した。

【目標②】：地下鉄構造物の検査・点検、ホームドア保守管理などで受託業務量
が増加した。（売上増164,451千円：ホームドア90,060千円、地下鉄構造物
72,649千円、荒川線工事保安982千円、発電所補助業務760千円）

【目標③】：発電事業の収支改善に取り組み、黒字化を達成した。（営業損益
1,710千円）
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団体名： 東京交通サービス（株）

戦略 3

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・ウエアラブルカメラの
試行結果検証及び実運用
（１事業所）　試行導
入、指標の検討・設定、
効果検証（１事業所）
・現場作業支援アプリの
実運用（４事業所）　試
行導入、指標の検討・設
定、効果検証（２事業
所）

・タブレットやスマホ等、IOTデバイスと
組み合わせることで、リアルタイムに現場
状況を把握、リモートでの的確な作業指示
ができることを確認できた。
・点検マニュアル、図面、チェックリスト
等、紙データの電子化に取り組み、ペー
パーレス、資料検索の省力化、作業の効率
化に寄与していることを確認している。

・交通局等と連携・情報
交換、展示会視察による
リサーチ
・保守業務等に有用な新
技術の検討・試行導入と
指標の検討（１件　VR技
術を使った研修教材）

・交通局との情報共有、展示会への参加、
研修等を通じた最新情報の収集に努め、新
技術のリサーチを行った。
・実際の鉄道車両の配備や高所作業環境を
整えることなく、バーチャル空間を活用し
研修を仮想的にできることを、確認するこ
とができた。デモ研修とアンケートを実施
し、試行導入の検証、費用対効果等の検証
を進めた。

団体自己評価

　様々な新技術が次々に登場している中、保守業務に有用な新技術のみならず、安全性の向上や人材育成など様々なアプローチで実用化
できる新技術について、交通局との連携、研修機関、メーカー等との情報交換や各種展示会などを通じたリサーチを継続的に実施し、VR
技術の当社における活用可能性を見出すことができた。実地での研修が難しい高所作業や危険箇所の環境を仮想空間で再現できることな
どから、安全教育における研修教材としての活用について更なる検証を深め、本格的な導入に繫げていく。
　IT関連の生産性の指標については、定量的な検証結果を踏まえ、以下の項目を生産性の指標として設定する。
　①ウエアラブルカメラについては、障害発生時等の復旧作業に向けた取組内容をモデル化し、情報共有時間、障害対応終了後の事務作
業時間の削減率を指標化する。加えて、情報共有時間の短縮等の生産性向上を目指す観点から、2022年度に復旧訓練を５回実施する。
　➁現場支援アプリについては、エレベーターの障害発生時の作業をモデル化し、移動時間、報告時間、作業終了後の事務作業時間の削
減率に加え、立会マニュアル、点検マップ等の現場持参資料の電子化を進め、障害発生時に必要な対象資料のペーパレス化率を指標化と
する。
　③VRについては、経費の削減、移動時間も含めた研修に要する時間の削減率を指標化する。加えて、2022年度に、対象課に対してVR
取扱い教習を行い、固有社員へのVR研修を進め、研修受講率80％以上を目指す。

実証実験と実験
結果を踏まえた
導入拡大

・ウエアラブルカメラの運用（１事
業所）、試行導入（１事業所）
・現場作業支援アプリの運用（４事
業所）、試行導入（２事業所）
・荒川庁舎に設置している模擬踏切
にて復旧訓練を行い、ウエアラブル
カメラの効果検証を行った。
・検証結果を踏まえ、報告、事務作
業の省力化等、生産性向上に資する
項目の整理を進めた。

・障害、災害発生時における情報共有の
迅速化、正確性の向上に向けて、現地後
方支援への活用を視野に、効果的な活用
方法を検討していく。
・効率化、省力化、ペーパーレス化、労
働環境改善等への効果を定量的に検証し
ていく。また、IOTデバイスやアプリ等
のDXにおける技術革新を踏まえながら、
生産性向上に向けた取組を推進してい
く。

新技術のリサー
チと試行導入及
び本格導入

・鉄道技術展、外部研修機関等から
情報収集
・VR研修教材について、３事業者か
ら情報収集
・VR技術を使った研修教材につい
て、本社の会議室にて、ヴァーチャ
ルリアリティによる落下、触車等の
体験を通じて、臨場感、有効性等の
検証に加え、経費の削減等、生産性
向上に資する項目の整理を行った。

・試行の対象となる保守業務等に有用な
新技術について、交通局との連携、研修
機関、メーカー等との情報交換及び各種
展示会を通じて、リサーチを継続してい
く。
・2021年度の取組を踏まえ、2022年度に
VRを活用した社内研修を実施し、実地で
の研修と比較検討することで、費用対効
果等について検証を進め、本格導入に繋
げていく。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

新技術の活用による質の高いメンテナンスの提供

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】ウエアラブルカメラの３事業
所導入による、情報伝達時間の短縮
　　
　　
　
【目標②】現場作業支援アプリの８事業
所導入による、作業効率の向上

【目標③】新たに活用する技術の試行及
び導入効果検証（３件）、検証結果を踏
まえた本格導入（２件）

【目標①】：ウエアラブルカメラを２事業所（実運用１、試行１）に導入すると
ともに、効果検証を実施した。

【目標②】：現場作業支援アプリを６事業所（実運用４、試行２）に導入すると
ともに、効果検証を実施した。

【目標③】：新たに活用する技術の試行として、VR技術を用いた研修教材の導入
効果検証を実施した。
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団体名： 東京交通サービス（株）

2021年度計画 2021年度実績 要因分析 対応方針

対応可能な手続については、全
件規程等を改正
内部事務手続についても、デジ
タル化の基盤整備を推進し、
2020年度中に旅費精算システム
を稼働させる。

・対象となる案件は、国や都の制
度に準拠する必要がある契約関係
手続のみであるため、デジタル化
に関する規程改正実績は無し
・内部事務手続については、旅費
精算システムを2021年３月に稼働
させ、管理職、総務本部及び各部
管理課に先行導入した。その後、
2021年８月までに全社員に対象を
拡大し本格稼働している

・対外的案件は、契約関係手続であ
るが、団体の契約に関する指導監督
指針の改定動向を注視する必要があ
る
・内部事務手続について、着実にデ
ジタル化の基盤整備を進めている

・契約関係手続について、国や都
の制度を注視し、団体においても
迅速に対応する
・内部事務手続について、引き続
きデジタル化に取り組んでいく

対応可能な手続については、全
件規程等を改正
内部事務手続についても、デジ
タル化の基盤整備を推進し、
2020年度中に旅費精算システム
を稼働させる。

・対応可能な手続き３件は全て規
程等を改正した
・内部事務手続について、旅費精
算システムを本格稼働させた

・契約事務手続に関連した押印の見
直し（見積書、検査員名簿、入札
書）を実施した
・内部事務手続について、デジタル
化の基盤を整備し、はんこレス化を
推進している

・契約関係手続について、国や都
の制度を注視し、団体においても
迅速に対応する
・内部事務手続について、引き続
きデジタル化に取り組んでいく

原則、総務本部においてFAX送信
数・受信数の98％削減

2021年度目標（年間上限22件）に
対して、年間送信実績８件

・受信については全件データによる
方式に変更済
・送信については、相手側の事情に
より一部でFAXを使用せざるを得な
いケースがあった

・現状FAXを使用せざるを得ない
ケースについては、相手方の事情
によるものであるため、解消され
次第電子メール等に移行させてい
く

原則、総務本部においてコピー
用紙の使用量を2020年度比で
30％減少させる。

2021年度年間使用実績258千枚
/2020年度実績450千枚の57％とな
り、43％の削減

・対応可能なものから順次、会議等
での紙資料配布をとりやめ、モニタ
画面への表示やタブレットに切り替
えることで、紙使用量の削減に取り
組んでいる

・引き続き、手続の見直しや電子
化に取り組み、紙使用量の縮減を
進めていく

情報開示に係る手数料について
は、今後一定程度実績があった
場合、費用対効果を見極めた上
で、キャッシュレス化対応を図
る。

2021年度における手数料収受の取
扱い件数は０件

・日常的に都民や利用者から料金等
を直接収受する業務が存在しないた
め

・今後一定の実績があった場合に
は費用対効果を見極めた上で、
キャッシュレス化対応を図る

- - - -

・モバイル端末とモバイルルー
ター各15台を導入する。
・テレワーク勤務可能な職員に
よる実施率 目標40％
【実施件数/当月の勤務日数/テ
レワーク勤務可能な職員数】

・モバイル端末及びモバイルルー
ター各15台を増備した
・テレワーク実施率30%
【2971（回）÷217（日）÷45
（人）＝30％】

・ハード面の整備はモバイル端末及
びモバイルルーターの増備を計画ど
おり実施し、2020年度導入済みの９
台と合わせて全24台が稼働中
・テレワーク実施率は、本社総務課
や各部管理課においてハード面の拡
充を図るとともに、積極的な取組を
促してきたが、コロナ対応等の業務
対応があったほか、年末から年度末
にかけては各部署において準備契約
等の在宅勤務になじまない業務対応
があり、目標値の40％に対して実績
は30％となった

・ライフ・ワークバランスの推進
に向け、テレワークを活用してい
くとともに、都庁グループの一員
として感染拡大時等における都・
国等からのテレワーク実施要請に
も適切に対応していく

タッチレス

テレワ―ク

ペーパーレス

キャッシュレス

手続の
デジタル化

団体自己評価

国や都の制度に準拠する必要がある契約関係手続を除き、対応可能な手続については、ほぼ計画どおり進捗を図ることができ

た。今後、「総務局及びデジタルサービス局の連携による政策連携団体のデジタル導入活用サポート」を利用するなど、内部事

務手続等についてデジタル化を進めていく。

はんこレス

FAXレス

共通戦略

取組事項
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【団体概要】

常勤役員数

常勤職員数

常勤役員数

常勤職員数

団体名 東京水道株式会社

代表者 代表取締役社長　野田　数 所管局 水道局

所在地 東京都新宿区西新宿6-5-1　新宿アイランドタワー37階 電話番号 03-3343-4560

基本財産
/資本金等

100百万円 80.4%
設立

年月日
令和２年４月１日

（東京水道株式会社としての業務開始日）

都出資等割合
/都持株比率

設立
目的

　首都東京の水道システムを最前線で支え、安全でおいしい高品質な水道水を安定的に供給し、総合的な事業運営ノウハウで、
お客さまに質の高いサービスを提供するとともに、国内外事業体の経営基盤強化を支援し、持続可能な水道事業運営に貢献す
る。

主

な

事

業

（１）管路施設管理

（２）浄水施設管理

（３）コンサルティング・調査

（４）水道料金徴収業務等の公益事業に係る各種事務処理の代行

（５）コールセンターの構築・運営

（６）ＩＴサービス業務

（７）その他

組

織

東
京
水
道
サ
ー

ビ
ス

株

式

会

社

年度 令和元年度 令和２年度

121.1%

令和３年度 対前年度比

3人 4人 4人 100.0%

株
式
会
社
Ｐ
Ｕ
Ｃ

年度 令和元年度

1,263人 1,987人

都派遣職員数 44人 95人

都退職者数 57人

東
京
水
道
株
式
会
社

5人

687人

都派遣職員数 42人

2,018人 101.6%

115人

都退職者数 167人 184人 121人 65.8%

【財務情報】　　　

東京水道株式会社

（単位：千円）

令和元年度 令和２年度 令和３年度
対前年度

差引増減額
対前年度比

（％）
主な増減理由

営業利益（▲損失） 260,275 928,253 667,978 356.6%

営業収益 28,480,526 28,996,887 516,361 101.8%

営業費用 28,220,252 28,068,634 ▲ 151,618 99.5%

売上原価 25,551,917 25,572,317 20,400 100.1%

販売費・一般管理費 2,668,335 2,496,317 ▲ 172,018 93.6%

営業外利益（▲損失） 100,193 69,491 ▲ 30,702 69.4%

営業外収益 157,081 88,775 ▲ 68,306 56.5%

営業外費用 56,888 19,284 ▲ 37,604 33.9%

経常利益（▲損失） 360,468 997,744 637,276 276.8%

特別利益（▲損失） ▲ 299,672 ▲ 12,071 287,601 －

税引前当期純利益 60,795 985,673 924,878 1621.3%

法人税等 44,932 308,400 263,468 686.4%

当期純利益 15,863 677,273 661,410 4269.5%

資産合計 15,997,787 16,631,335 633,548 104.0%

流動資産 9,875,746 10,689,770 814,024 108.2%

固定資産 6,122,041 5,941,565 ▲ 180,476 97.1%

負債合計 8,782,999 8,744,307 ▲ 38,692 99.6%

流動負債 4,125,859 3,867,878 ▲ 257,981 93.7%

固定負債 4,657,140 4,876,428 219,288 104.7%

純資産合計 7,214,788 7,887,029 672,241 109.3%

うち資本金 100,000 100,000 0 100.0%

うち繰越利益剰余金 2,222,001 2,897,429 675,428 130.4%

貸

借

対

照

表

（固定資産）
・リース資産の減価償却に伴うリース資産の減
・令和２年度計上の特別給与支給引当金分の減に伴う
　繰延税金資産の減

（流動負債）
・リース債務の減
・令和２年度計上の特別給与支給引当金分の減

区　分

損

益

計

算

書

（営業収益）
・新規業務の受託及び既存受託業務の規模増による増

（営業費用）
・退職給付費用の見直しによる減
・外注費の見直しによる減
・フロア最適化など固定費の見直しによる減
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【財務情報】　　　

東京水道サービス株式会社

（単位：千円）

令和元年度 令和２年度 令和３年度
対前年度

差引増減額
対前年度比

（％）
主な増減理由

営業利益（▲損失） 337,639

営業収益 14,759,773

営業費用 14,422,133

売上原価 13,397,761

販売費・一般管理費 1,024,372

営業外利益（▲損失） 74,638

営業外収益 82,449

営業外費用 7,811

経常利益（▲損失） 412,277

特別利益（▲損失） ▲ 33,964

税引前当期純利益 378,314

法人税等 138,978

当期純利益 239,335

資産合計 7,688,977

流動資産 5,087,840

固定資産 2,601,137

負債合計 3,602,761

流動負債 2,086,163

固定負債 1,516,598

純資産合計 4,086,216

うち資本金 100,000

うち繰越利益剰余金 2,613,426

貸

借

対

照

表

区　分

損

益

計

算

書

【財務情報】　　　

株式会社ＰＵＣ

（単位：千円）

令和元年度 令和２年度 令和３年度
対前年度

差引増減額
対前年度比

（％）
主な増減理由

営業利益（▲損失） ▲ 521,836

営業収益 14,174,624

営業費用 14,696,460

売上原価 13,720,159

販売費・一般管理費 976,301

営業外利益（▲損失） 47,121

営業外収益 67,032

営業外費用 19,911

経常利益（▲損失） ▲ 474,714

特別利益（▲損失） ▲ 5,438

税引前当期純利益 ▲ 480,152

法人税等 ▲ 141,158

当期純利益 ▲ 338,994

資産合計 8,695,757

流動資産 3,992,529

固定資産 4,703,228

負債合計 5,584,317

流動負債 2,485,979

固定負債 3,098,338

純資産合計 3,111,440

うち資本金 100,000

うち繰越利益剰余金 2,206,864

※　東京水道サービス（株）と（株）ＰＵＣとが統合し、令和2年4月から東京水道（株）として業務を開始

貸

借

対

照

表

区　分

損

益

計

算

書
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団体名： 東京水道（株）

B

　経営改革プランに掲げた目標のうち、戦略３「ICTなど新技術を活用した戦略的な自主事業等の展開」では、外部
の知見等も活用しながら、進捗管理体制や受注判断プロセスなど幅広い改善策に着手したほか、上下水道料金システ
ムに係る新規受注件数が2023年度到達目標に達するなど、取組を大きく前進させた。共通戦略による「５つのレス」
等の取組も進め、その他の戦略においても、一部で計画どおりの実施に至らなかったものの、現場業務におけるウェ
アラブルカメラ等の活用、収支改善が必要な事業の黒字化、働き方等に係る外部機関認証の取得に向けた取組のほ
か、エンゲージメント向上に向けた業務プロセスの見直しについては、経営層による課題の進捗管理や、所管局と連
携等を行いつつ現場職員の声を踏まえた改善を行うなど取組を着実に前進させており、総じて団体として一定の成果
を上げている。
　引き続き、各種事業の積極的な推進や、生産性・利益率に係るKPIの検討を通じた取組の発展を期待するほか、コ
ンプライアンス強化に向けたエンゲージメント向上の取組については、経営改革プラン2022年度改訂版で掲げた内容
に限らず、必要な取組を精力的に進めていくべきである。

一次評価（所管局評価）

【戦略１】水道施設の維持管理など技術系業務の効率的な執行体制の整備
　当局は、「東京水道経営プラン2021」において、技術系業務は20年を目途に政策連携団体に移転するとともに、性能発注方式による
包括委託の導入により政策連携団体の創意工夫を発揮させる方向性を明示している。東京水道株式会社は、現場における幅広い経験と
専門知識を有する社員の確保・育成や、技術系業務におけるDX等の推進による業務効率化を進め、業務の質の向上と限られたマンパ
ワーの適正配分を同時に推進することが期待される。
　これを踏まえて設定した戦略１に掲げる個別取組事項について、同社は2021年度計画をすべて達成している。
　特に、個別取組事項「受託業務のICT化、DX推進」については、工事監督設計事務支援システムの運用開始により工事監督・設計事
務の進捗管理機能の強化や事務処理効率の向上を図るとともに、現場業務においてウェアラブルカメラを活用したリモート確認の試行
により再委託業者への関与を強化するなど、業務の質の向上を図っていることが確認できたことは、評価できる。

【戦略２】お客さま対応など営業系業務の効率的な執行体制の整備
　当局は、「東京水道経営プラン2021」において、営業系業務は10年を目途に政策連携団体に移転するとともに、性能発注方式による
包括委託の導入により政策連携団体の創意工夫を発揮させる方向性を明示している。同社は、更なる営業所の移転による業務量の増加
に対応しつつ、同社独自の創意工夫を行い、より効率的な業務執行体制の構築によるコストの最適化と、お客さま手続きにおける負担
軽減が期待される。
　これを踏まえて設定した戦略２に掲げる個別取組事項について、同社は2021年度計画をすべて達成しており、コストの最適化とお客
さま手続きの負担軽減に向け順調に進捗していると評価する。

【戦略３】ICTなど新技術を活用した戦略的な自主事業等の展開
　改正水道法の施行に伴い、全国の水道事業体で広域連携や官民連携が拡大する見込みであり、同社の強みを生かした新たな事業展開
が期待される。一方、2019年度、2020年度決算の自主事業において営業損失が発生していることから、原因分析を通じた対策を実施し
て早急に改善に取り組みつつ、経営の自主性を更に向上させる必要がある。
　これを踏まえて設定した戦略３に掲げる個別取組事項について、同社は2021年度計画を９のうち８達成している。
　このうち、公共IT自主事業セグメントに係る個別取組事項については、プロジェクト別収支管理の更なる精緻化や、期中のプロジェ
クト別収支管理の試行開始などの取組を進めるとともに、受注基準を明確化した自主事業計画を策定するなど、2021年度計画は全て達
成している。
　水道関連自主事業セグメントに係る個別取組事項「新規業務受託に向けた検討・実施」については、特に、水道関連自主事業の新規
業務を新たに５件受託し、３年後の到達目標１件を前倒しで達成した。このことは、同社の強みを生かした経営自主性の向上に資する
結果であり、評価できる。

【戦略４】DXの推進等による安定的な業務運営を支える経営基盤の強化
　当局からの受託業務を始めとした同社の業務を安定的かつ効率的に履行するためには、人材や財務などの会社の経営基盤の強化が必
要である。同社は、幹部事業所訪問等での現場の声を踏まえた当局委託業務のプロセス改善による東京水道グループの一体感の醸成、
働きやすい環境の整備等を進めるとともに、プロジェクト別収支管理の見直しや固定費の削減に向けた継続的な検討が求められ、これ
らにより、エンゲージメントの向上を通じたコンプライアンス強化や、財務基盤の強化が期待できる。
　これを踏まえて設定した戦略４に掲げる個別取組事項について、同社は2021年度計画を12のうち11達成しており、人材や財務などの
経営基盤の強化に向けた取組が順調に進捗していると評価する。
なお、経営基盤の強化にあたっては、生産性等に関するKPIの設定を検討し、進捗確認等に活用されたい。

【共通戦略】手続のデジタル化・５つのレスの推進・テレワーク
　2021年度末の到達目標は８のうち７を達成しており、概ね目標を達成したものと評価する。
　
【定性評価事項】
　局において取り組んでいる新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養対応業務に対して、局と協定を締結して社員を継続
的に派遣している。これにより、東京水道グループの一員として、都民の生命及び健康の保護に寄与する重要な役割を果たすととも
に、グループ社員としての使命感を醸成する貴重な機会となった。
　また、公共IT自主事業部門においては、昨年度に続き営業損失が発生していた一部契約を完了させ、検証も行った。原因分析を踏ま
えて取り組んでいる対策については引き続き実施するとともに、新たに設置した経営改革推進委員会などを通じて、組織風土など全社
的な改革に取り組むことが期待される。
　なお、2021年度決算全体では、昨年度に比べて黒字が増加しており、コロナ禍においても、安定的な事業運営ができている。

最終評価
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団体名： 東京水道（株）

戦略 1

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・新規の受託業務内容に
ついて局との調整を踏ま
え、新たな研修科目を検
討

・水道局の研修メニューを把握するととも
に、研修企画会議などを通じて、水道局の
所管部署と調整

・浄水場運転管理に関す
る業務マニュアルをOJTで
も活用しやすい内容に改
善
・浄水場の包括受託に則
した実践的なOJTプログラ
ムの検討

・社内PTによる検討を踏まえ、達成目標、
育成内容、習得スキルなどの項目を策定
・習熟度の定量的な評価を可能とする方法
を策定

・研修理解度や業務スキ
ルを測る仕組みの検討・
策定
・TWエキスパート制度
（仮称）の検討

・業務内容と習得段階を整理した能力水準
評価表を社内へ展開し、習熟度を測る事項
を統一
・水道局のエキスパート制度について情報
収集

・工事事故対応でのタブ
レット等携帯端末の試行
導入
・社内PTにおける検討を
踏まえた受託業務へのDX
推進に向けた具体的な活
用を検討（点検データの
蓄積、局提出報告書等の
ペーパレス化等）

・操作性やセキュリティを考慮し、活用ア
プリ等を検討
・社内PTによる検討を踏まえ、工事監督設
計事務支援システムの活用促進に向けて、
操作マニュアルの整備や説明会を行うとと
もに、ウェアラブルカメラによるリモート
確認の試行においては、最適な機器を選定
するとともに運用方法を検討

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

水道施設の維持管理など技術系業務の効率的な執行体制の整備

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】受託業務拡大に備え、現場に
おける幅広い経験と専門的な知識を有す
る社員を確保
【目標②】技術系受託業務へのICT技術の
導入・DX推進による業務効率化（40業務
のうち５業務）

・受託業務の拡大に備え、技術系部署が新規に受託する業務において必要な研修
科目、包括受託を想定したOJTプログラムや業務スキルを測定する方法等の検討
を、業務移転の調整と並行して推進
・社内PTによる組織的な検討体制の下、タブレット等携帯端末の試行、工事監督
事務支援システムの運用開始や他企業工事立会業務におけるウェアラブルカメラ
の活用検討など、技術系受託業務へのICT技術の導入・DX推進を通じた業務効率
化に向け取組を推進（８業務について試行に着手）

今後の業務移転
を見据えた新た
な研修の実施

・新たな研修科目を検討するととも
に、新規に受託する業務に関連する
水道局研修(『水質管理基礎』研修)
への参加を決定

・当該研修へ参加するとともに、引き続
き新たな研修科目を検討、実施

今後の業務移
転・性能発注方
式を見据えた
OJTの見直し

・2021年度に策定した育成モデルを
踏まえ、OJT項目を追加した運転管
理業務マニュアルに改定
・包括受託におけるOJT項目の整理
や習熟度の評価方法の策定など、
OJTプログラムを見直し

・改定した運転管理業務マニュアルを
OJTにて活用するとともに、今後の業務
移転を見据え、これらマニュアル等を適
宜適切に改定
・包括受託を想定したOJTプログラムの
実施

業務の習熟度を
測る仕組みの検
討・実施

・習熟度を測る仕組みを検討、策定
・効果的に水道技術の継承を進める
ため、高い技術を持つ経験豊富な社
員を認定するTWエキスパート制度
（仮称）の内容等を検討

・策定した習熟度を測る仕組みを運用す
るとともに、必要に応じて見直しを実施
・引き続き制度について検討を行い、TW
エキスパート制度（仮称）の運用開始

受託業務のICT
化・DX推進

・工事監督部署にスマートフォンを
導入し、現場と事業所等との情報共
有を現場において実施
・関係書類を管理する工事監督設計
事務支援システムの運用を開始する
とともに、現場業務（他企業工事立
会業務）においてウェアラブルカメ
ラによるリモート確認を試行

・工事監督設計事務支援システム及び現
場業務（他企業工事立会業務）における
ウェアラブルカメラの運用結果を検証し
改善
・多摩地区水道施設運転管理業務におい
て、災害時における山間部水道施設の点
検のためのドローンを導入
・浄水場運転管理業務において、浄水場
点検システム（タブレット端末）の導入
及び点検結果の共有データベース構築等
を実施

団体自己評価

目標①「受託業務拡大に備え、現場における幅広い経験と専門的な知識を有する社員を確保」
・関連する個別取組事項における2021年度計画をすべて達成しており、３年後の到達目標に向けて順調に進捗
・今後は、新たな技術系の業務移転を見据え、個々の社員のレベルを向上させるため、新規に受託する業務に関連する研修を検討、実施
するとともに、改訂した運転管理業務マニュアル、包括受託を想定したOJTプログラムを活用して、経験の浅い中途採用及び若手社員な
どへの技術の継承を円滑に実施するなど、引き続き目標達成に向けて取組を推進

目標②「技術系受託業務へのICT技術の導入・DX推進による業務効率化（40業務のうち５業務）」
・関連する個別取組事項における2021年度計画をすべて達成しており、３年後の到達目標に向けて順調に進捗
・今後は、2021年度に運用を開始した工事監督設計事務支援システムの改善等に取り組むとともに、多摩地区水道施設運転管理業務に
おいて、災害時における山間部水道施設の点検のためのドローンを導入するなど、引き続き目標達成に向けて取組を推進
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団体名： 東京水道（株）

戦略 2

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・受託営業所やサービス
ステーションにおける効
率的な社員配置等の検討

・検討に当たっては、業務内容を細分化し
たヒアリングシートにより、営業所ごとに
異なる実態を把握

・社内PTにおいて、給水
装置業務と営業所業務に
ついて一体的に案内可能
な総合窓口の検討、水道
局との調整
・相談・PRを一体的に行
う街角イベントの運用マ
ニュアル作成
・関係社員への研修実施

・給水装置業務や営業所業務に従事してい
る社員から幅広いメンバーを選定した、区
部多摩合同PTを発足し検討
・マニュアルの作成にあたっては、水道局
貸与の広報関係マニュアルや過去の街角イ
ベントの報告書を分析
・新型コロナウイルスの再拡大を考慮し、
Web開催、資料配布等により研修を実施

・混雑状況を分析し、情
報提供の内容を選定
・受付のオンライン予約
の検討
・新型コロナウイルス感
染症の状況を見ながら電
子申請出前講座の開始

・混雑状況調査（区部３事務所、多摩３事
務所）等を実施し、HP上で窓口の混雑状況
を把握できる仕組みについてのニーズも把
握
・指定給水装置工事事業者に対するニーズ
アンケート調査を区部多摩全事務所で実施
し、オンライン予約の活用ニーズなどの実
態を把握
・事業者に対し、出前講座の認知度を向上
させるため講座PRチラシを配布していた
が、新型コロナウイルス感染拡大を受け、
水道局と調整の結果、2022年１月中旬から
講座を中止

・お客さまセンター機能
一元化後の人材派遣及び
社員の効率的な配置、ナ
ビダイヤル（用途別番号
振分）の検討
・緊急時ナビの要件等を
整理、ユーザー権限の拡
大・試行
・活用促進のため、AIタ
ブレットのコンテンツを
改善

・要員配置の考え方の検討に当たっては、
業務量の長期的な変動を考慮、ナビダイヤ
ルの用途別番号振分については過去の応対
記録を基に効率的な運用を図るための振分
項目内容を検討
・的確に緊急時ナビを設定できるよう、
ユーザー権限の付与対象者に対して研修を
実施
・活用促進を図るため、災害時給水ステー
ション付近の地図情報などのコンテンツ内
の情報を充実

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

お客さま対応など営業系業務の効率的な執行体制の整備

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】営業所の運営費を５％削減
（2020年度受託済営業所を対象）

【目標②】給水装置業務を含めた営業所
等の窓口サービスの改善・向上

【目標③】お客さまセンターのオペレー
ター業務に係る運営費を２％削減（2019
年度比）

・営業所の運営コスト効率化に向けて、社員構成の最適化を進めるため、業務内
容を精査した上で効率的な社員配置を検討
・給水装置業務を含めた営業所等の窓口サービスの改善・向上に向けて、窓口の
混雑状況の提供やオンライン受付の実施を見据えた調査やアンケート等を実施
・お客さまセンターの運営コスト効率化に向けて、効率的な社員配置を検討する
とともに、ナビダイヤルの当社案を水道局へ提示

効率的な業務運
営によるコスト
の最適化

・受託営業所における社員配置の最
適化を進めるため、業務内容を精査
するための調査を実施し、効率的な
社員配置を検討

・検討結果も踏まえ、受託営業所やサー
ビスステーションにおける社員配置を実
施
・2020年度時点で受託済の区部営業所運
営費について、2022年度に３％、2023年
度で２％、計５％削減

営業所・サービ
スステーション
窓口の総合窓口
化

・給水装置業務と営業所業務につい
て一体的に案内可能な窓口の実現に
ついて検討し、導入時に使用するマ
ニュアルについて水道局と調整
・水道事業のPR等を行う街角イベン
トの運用マニュアル作成
・上記マニュアルに係る研修を実施

・一体的な案内を実施する事業所を選定
し、試行を開始（全20か所中２か所）
・作成したマニュアルに基づき、街角イ
ベントにおける一体的な相談・PRを試行
・試行を踏まえて効果を検証し、本格実
施

窓口の混雑情報
の提供、オンラ
イン受付の実施

・窓口の混雑状況調査を実施し、調
査結果を分析・検討
・オンライン予約に利用するシステ
ムについて検討
・電子申請出前講座を75回実施

・引き続き混雑状況の情報提供について
検討するとともに、水道局と調整して混
雑情報提供を試行(2022年度：全20か所
中２か所、2023年度：全20か所)
・オンライン予約システムを試行(2022
年度：全20か所中２か所、2023年度：全
20か所)
・新型コロナウイルスの状況等を踏ま
え、電子申請出前講座の再開及び講座内
容等について検証するとともに、引き続
き認知度向上の取組の推進

お客さまセン
ター機能の一元
化による運営体
制の見直し

・通常期と繁忙期とで社員構成を変
えることによる効率的な社員配置を
検討するとともに、ナビダイヤルの
当社案を水道局へ提示
・電話の応答率低下時などにおける
緊急時ナビの設定要件を整理すると
ともに、SV（オペレーターの統括的
な業務を行う社員）等の10名に緊急
時ナビのユーザー権限を付与
・災害時給水ステーション関係のコ
ンテンツ改善等を実施

・お客さまセンター機能一元化後の人材
派遣及び社員の効率的な配置に向け、派
遣契約の入札方法や要員補充時期の分散
化などを検討するとともに、水道局と調
整のうえナビダイヤルを試行し、運営費
を2022年度に１％、2023年度に１％、計
２％削減
・引き続きユーザー権限拡大とともに研
修を実施し、緊急時ナビの活用を推進
・オペレーターへのサポート性能を向上
させるため、AIの文書検索精度の評価作
業を実施

団体自己評価

目標①「営業所の運営費を５％削減（2020年度受託済営業所を対象）」
・関連する個別取組事項における2021年度計画をすべて達成しており、３年後の到達目標に向けて順調に進捗
・今後は、効率的な業務執行体制の構築に向けて、効率性や人材育成等を踏まえた社員配置を実施するなど、引き続き目標達成に向けて
取組を推進

目標②「給水装置業務を含めた営業所等の窓口サービスの改善・向上」
・関連する個別取組事項における2021年度計画をすべて達成しており、３年後の到達目標に向けて順調に進捗
・今後は、街角イベントにおける一体的な相談・PRの試行やオンライン予約システムの試行など、引き続き目標達成に向けて取組を推進

目標③「お客さまセンターのオペレーター業務に係る運営費を２％削減（2019年度比）」
・関連する個別取組事項における2021年度計画をすべて達成しており、３年後の到達目標に向けて順調に進捗
・今後は、人材派遣及び社員の効率的な配置に向け、派遣契約の入札方法や要員補充時期の分散化などを検討するとともに、水道局と調
整のうえナビダイヤルを試行するなど、引き続き目標達成に向けて取組を推進
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団体名： 東京水道（株）

戦略 3

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・業務の執行体制や収益
の確保状況を基に、見直
しを行う事業の方向性を
確定

・原価を精緻に算出するため、プロジェク
トマネージャーからの周知等による日報
データの登録の徹底や実績に応じた外注費
の配賦を実施することで、より精緻なプロ
ジェクト別収支の算出が可能となり、分析
の質が向上

・契約内容や仕様の精
査、収支見通しの精緻
化、委託者との協議な
ど、受注判断プロセスの
見直し
・プロジェクトマネジメ
ント手法や外部の視点を
活用したリスク管理体制
の見直し

・受注にあたり、仕様の精査を行い、納期
遅延や不採算性などのリスク要素を分析
し、受注可否判断と見積への反映を徹底

・「進捗管理ツール」を作成し、システム
開発案件について早期に課題が把握できる
仕組みを構築
・収支管理の早期化に向けて、労務費と間
接費について新たに予定単価や予定配賦率
を採用することにより、タイムリーな収支
管理、分析の実施が可能な環境を整備

・地元企業との協業によ
る営業活動に加え、WEB会
議システム等、新たな営
業手法を活用した営業活
動を展開
・市場動向を踏まえた営
業戦略の策定
・営業戦略を踏まえた自
主事業計画の策定
・既存業務の終了に合わ
せた新たな組織体制の検
討

・WEB会議システムの活用により地元企業
との協力関係を維持

・営業戦略や組織体制については、その要
素を自主事業計画に盛り込むことで整理
・統合前の旧（株）PUCで受託した大規模
システム開発案件などにおいて、事業運営
上の課題があったため、新規開発案件の受
託にあたって採算をより厳しく精査する等
しつつ、システム事業の今後の方向性を広
く検討するとともに、採算性の確保に向け
て受注基準等の自主事業計画に必要な要素
について検討

・ICTやDXを取り入れた社
内業務の改善の試行（２
件）
・新技術の開発に関する
他企業等との折衝・調整
（３件）

・DX推進委員会において報告を行い、導入
に向けて組織的に検討し、試行等により判
明した課題等を共有

・TSリークチェッカーとWISHを連動させた
新たなサービスのプロトタイプ開発におい
てマーケティング調査を予定していたが、
新型コロナウイルスの感染再拡大を受けた
相手方からの要望により延期

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

IＣTなど新技術を活用した戦略的な自主事業等の展開

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】水道関連自主事業の新規業務
受託（５件以上）

【目標②】公共IT自主事業の新規業務受
託における受注判断プロセスとプロジェ
クトマネジメント手法の改善

【目標③】DX推進等による社内業務の改
善・新規業務の開発、商品化（試行を含
め３件以上）

・水道関連自主事業について、WEB会議システム等の活用により地元企業との協
力関係の維持に努め、新規にWISHカスタマイズ契約等を受注（５件）
・公共IT自主事業について、顧客要求仕様の精査、リスク分析と回避策の検討な
ど受注判断プロセスを見直し、システム開発案件において組織的な進捗管理体制
の改善とともに期中のプロジェクト別収支管理の試行を開始
・社内PTによる組織的な検討体制の下、社内業務の改善や新規業務の開発等に向
けて、組織的な検討を実施

既存事業の採算
性の精査

・2020年度のプロジェクト別収支を
踏まえ、収益改善が必要なプロジェ
クトを洗い出し、具体的な改善策を
検討し、事業の方向性を確定

・今後もプロジェクト別収支の定期的な
分析を行いつつ、体制の見直しの検討等
もすすめ、収支改善が見込めない事業等
については、委託者と調整の上、事業の
選択と集中を推進

受注判断プロセ
スやプロジェク
トマネジメント
手法の検証・改
善

・顧客要求仕様の精査、リスク分析
と回避策の検討、収支予定表の作成
など受注判断プロセスを見直し、
2022年度契約の受注を判断

・進捗管理体制の改善や、外部アド
バイザーによる指摘等を活用してリ
スク管理体制を見直すとともに、期
中のプロジェクト別収支管理の試行
を開始

・受注基準に基づき受注した案件につい
て、受注後の履行状況、成果物の品質、
採算等について検証を行い、必要に応じ
て受注基準を見直し

・収支も含めたプロジェクトマネジメン
ト手法の実施・検証・改善、見直したリ
スク管理体制の検証・改善

新規業務受託に
向けた検討・実
施

・新たな営業手法（WEB会議システ
ム）を活用して、上下水道料金シス
テム「WISH」カスタマイズ契約、管
内カメラ調査等を受注（計５件）

・営業戦略や既存業務の終了に合わ
せた組織体制を盛り込んだ「自主事
業計画」を策定

・引き続き地元企業等を通じた営業活動
によるエリア拡大やWEB会議システム等
の手法を活用した営業活動を展開

・自主事業計画に基づき事業活動を展開
し、必要に応じて計画の見直しを実施

・上記に並行して、公共IT自主事業に係
る今後のあり方等については、引き続き
検討を継続し、2022年までに方向性を整
理

新規業務の開
発・商品化に向
けた検討・実施

・給水管管理図を追加搭載したモバ
イルマッピングシステムを試行、検
証するとともに、現場管理システム
の社内業務での活用に向け検討

・TSリークチェッカーとWISHを連動
させた新サービスのプロトタイプ開
発において他企業と調整しテスト等
を実施、データマイニングによる管
路情報データの活用に向け調査を委
託

・2023年度に社内業務の改善又は新規業
務の開発・商品化を２件実施できるよ
う、引き続きICTやDXを取り入れた社内
業務の検証
・2023年度に新技術を１件開発できるよ
う、2022年度においては新技術の開発に
向けた他企業等との連携を１件実施

団体自己評価

【目標①】「水道関連自主事業の新規業務受託（５件以上）」
・関連する個別取組事項における2021年度計画をすべて達成するとともに、2021年度だけで、水道関連自主事業の新規業務を５件受託
することができ、前倒しで３年後の到達目標を達成したため、目標を「10件以上」に上方修正
・目標達成に向けては、2020年度プロジェクト別収支を踏まえた改善策の検討を行うとともに、WEB会議システムを活用した地元企業と
の協力関係の構築に注力
・今後は、2025年度の到達目標と４年間の取組の方向性を明確化した「自主事業計画」に基づき、引き続き戦略的に自主事業を展開

【目標②】「公共IT自主事業の新規業務受託における受注判断プロセスとプロジェクトマネジメント手法の改善」
・関連する個別取組事項における2021年度計画をすべて達成しており、３年後の到達目標に向けて順調に進捗
・一方、東京都政策連携団体経営目標評価制度に係る評価委員会や、当社のシステム開発事業に係る検証委員会からの指摘も踏まえ、社
の事業運営上の課題について改めて整理し、今後の対応策を検討
・今後は、社長をトップとする「経営改革推進委員会」で検討を進めるとともに、収支も含めたプロジェクトマネジメント手法の実施・
検証・改善等に努め、引き続き目標達成に向けて取組を推進

【目標③】「DX推進等による社内業務の改善・新規業務の開発、商品化（試行を含め３件以上）」
・関連する個別取組事項における2021年度計画はおおむね達成しており、３年後の到達目標に向けて順調に進捗
・ICTやDXを取り入れた社内業務の改善の試行に関して、モバイルマッピングシステムを試行、検証することはできたものの、現場管理
システムについては社内業務での活用に向けた検討にとどまり、試行に至らなかったことから、引き続き検討を実施
・また今後は、改善した社内業務の検証や新技術の開発に向けた他企業等との連携など、引き続き目標達成に向けて取組を推進
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団体名： 東京水道（株）

戦略 4

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・お客さまサービス業務
に関する共通課題の洗い
出し
・業務プロセスの見直し
を行う社内PTの設置・検
討

・課題の改善状況については、経営層が進
捗管理を行う体制を構築
・11項目の課題を洗い出して水道局と共有
し、解決の方向性を整理することを通じ
て、業務の質の向上を図るとともに、局と
会社とがともに課題解決を図る機運を醸成
・営業系の受託業務に関わる本部間で連携
し、５月から定期的に社内PTで業務上の課
題と解決策を検討

・くるみん、えるぼし、
育児と仕事の両立支援制
度等の外部機関認証の取
得に向けた条件整備
・テレワークの推進に向
け、電子決裁の徹底や押
印廃止に向けた規程改正
等を実施
・技術系職場における女
性更衣室の設置

・認証取得に必要な事項の現状を確認し、
取得の障壁となっている超過勤務の削減に
向けて一部の部署でPCの自動シャットダウ
ンを試行
・東京都の電子署名に関する規程を参考に
規程改正を検討するとともに、電子署名
サービスの比較検討等を実施
・女性更衣室の設置に向けて、施設の所有
者である水道局と綿密に調整

・局OB等が一定期間特定
の業務に従事する柔軟な
働き方を可能とする人材
登録制度を検討
・退職理由等を分析し、
人事施策の改善を検討
・受託業務と自主事業の
両方に対応可能なIT人材
の育成を検討・実施

・他企業等における人材登録制度の情報収
集を実施
・外部アドバイザーからの意見を参考に、
より多角的に退職理由を把握するため、職
場でのヒアリングを実施
・IT職社員を対象とした適切な育成方法や
研修内容等を検討するため、外部機関の
ツールを活用したスキル調査の実施を決定

・新たな統合基幹業務シ
ステムの選定及びそれに
合わせた現行業務手順の
見直し案の作成
・プロジェクト別収支管
理を強化するための分析
手法を検討・確定し、
2020年度決算を対象にそ
の分析手法を試行
・収支改善が必要な業務
について、改善策の検
討・実施

・統合基幹業務システムの導入目的に沿う
よう、プロポーザル方式により選定すると
ともに、機能要件整理の際、導入経費の増
大を抑止するため、新システム機能をベー
スに検討
・赤字要因のあるプロジェクトについて、
重点的な分析が可能となる指標を選定
・2020年度のプロジェクト別収支管理を実
施、分析

・統合に伴う固定費の削
減（役員数の見直し、間
接部門の人員削減、業務
システムの効率化、健康
保険の見直し）：年約200
百万円

・システムの統合に当たっては、主管部署
とシステム部門とで連携して作業を進める
とともに、各システム間の連携についても
並行して検討
・社内システムインフラの整理等を前倒し
で実施

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

DXの推進等による安定的な業務運営を支える経営基盤の強化

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】意識調査において、20項目中
11項目が他社平均以上（2020年度：６項
目）

【目標②】2023年度末の定着率95％
（2021年度採用者分）
（2017年度採用者：89.4％）

【目標③】全てのセグメント（局受託業
務（水道施設管理、CS）、自主事業（水
道、IT））において営業利益を確保

・社員のエンゲージメント向上を通じたコンプライアンス強化に向けて、受託業
務において水道局と当社が共同で取り組むべき課題について整理し、特にお客さ
まサービス業務において、プロセス見直しを推進するため社内PTを設置し検討
・人事施策の改善検討に向けて、外部アドバイザーの意見を参考に、退職理由等
の分析を実施
・プロジェクト別収支管理の分析結果を踏まえた上で、改善策を検討・実施する
とともに、新たな統合基幹業務システムを選定し、新システムにおける機能要件
等を整理

エンゲージメン
トの向上に向け
た業務プロセス
の見直し

・社員のエンゲージメント向上を図
るため,局受託業務等に係る共通課
題を水道局と整理
・特にお客さまサービス業務におい
て、現場の声を踏まえた共通課題の
洗い出しを実施し、「なりすまし」
電話への対応等業務見直しに活用
・区部と多摩地区のお客さまサービ
ス業務所管部署からメンバーを選出
して社内PTを設置し、検討

・東京水道グループの一体感を醸成し、
更なるエンゲージメント向上を図るた
め、局受託業務において、現場の声を踏
まえた業務の改善を継続
・課題は整理したものの未解決となって
いる案件について水道局との調整を実施
・社内PTの検討結果を踏まえ、業務プロ
セスを見直すとともに、社員の率先した
業務プロセス改革意識を醸成

ICTの活用や環
境整備による働
き方改革の推進

・外部機関認証の認定基準適合に向
けた施策を検討し、超過勤務削減に
係る認証取得に向けた取組を推進
・テレワークの推進に向け規程改正
等を実施するとともに、契約業務等
の電子化に向けた市販の電子署名
サービスを試行
・技術系職場において女性更衣室を
設置（１箇所）

・引き続き認証取得に向けた条件整備を
進めるとともに、外部機関認証を取得
・電子署名サービスの試行範囲を拡大
し、関係部門での運用を開始
・女性更衣室の設置など職務環境の更な
る改善に向けて、水道局及び関係部署と
の調整を継続

今後の事業展開
を見据えた人材
の確保・育成

・人材登録制度を検討し、課題を整
理
・退職理由等の分析を実施
・育成内容、研修内容等を検討

・課題の検討、関係部署との調整を行
い、人材登録制度を導入
・引き続き退職理由を踏まえた人事施策
の検討を行い改善するとともに、若手社
員を対象としたモチベーション向上策を
実施
・IT職社員を対象としたスキル調査を実
施するとともに、その結果を踏まえて育
成方法や研修内容等を検討、実施

新システムの導
入等を通じたプ
ロジェクト別収
支管理の見直し

・会計業務の効率化や自動化が可能
となるシステムの導入を決定すると
ともに、現行業務手順を踏まえ、新
システムにおける機能要件等を整理
・新たな分析手法を2020年度決算を
対象に試行
・収支改善が必要な業務について改
善策を検討、実施し、６件について
2021年度中に黒字化の見込

・導入ベンダーと委託契約を締結すると
ともに、要件整理等を踏まえ、引き続き
業務手順を整理
・2021年度に試行した分析手法の検証、
更なる改善を行い、2021年度決算を対象
に分析を実施
・2021年度プロジェクト別収支管理の結
果を踏まえ、収支改善が必要な業務につ
いて、改善策の検討、実施

統合を機とした
固定費の削減
（2019年度比）

・各種事務系システムの統合作業を
推進するとともに、社内システムイ
ンフラの整理等を実施（削減額：
220百万円）

・引き続き、経費縮減の取組を推進する
とともに、PMI（合併後の統合プロセ
ス）で得られた統合効果の検証を実施

団体自己評価

目標①「意識調査において、20項目中11項目が他社平均以上（2020年度：６項目）」
・関連する個別取組事項における2021年度計画をすべて達成しており、３年後の到達目標に向けて順調に進捗
・今後は、エンゲージメントの向上を通じたコンプライアンス強化に向けて、局受託業務に係る共通課題の継続案件等の解決に取り組む
とともに、社員の率先した業務プロセス改革意識を醸成するなど、引き続き目標達成に向けて取組を推進

目標②「2023年度末の定着率95％（2021年度採用者分）（2017年度採用者：89.4％）」
・関連する個別取組事項における2021年度計画はおおむね達成しており、３年後の到達目標に向けて順調に進捗
・今後は、受託業務と自主事業の両方に対応可能なIT人材の育成策の実施に至らなかったことを踏まえ、関係部署で連携して組織的に検
討を進めるとともに、スキル調査結果を踏まえた育成方法や研修内容等を検討、実施
・また、退職理由を踏まえた人事施策の改善を検討、実施するとともに、女性更衣室の設置など職務環境の更なる改善に向けて、関係部
署との調整を継続するなど、引き続き目標達成に向けて取組を推進

目標③「全てのセグメント（局受託業務（水道施設管理、CS）、自主事業（水道、IT））において営業利益を確保」
・関連する個別取組事項における2021年度計画をすべて達成しており、３年後の到達目標に向けて順調に進捗
・今後は、2021年度プロジェクト別収支管理の結果を踏まえ、収支改善が必要な業務について、改善策を検討、実施するとともに、削
減可能な固定費の洗い出しを行い、経費縮減の取組を継続するなど、引き続き目標達成に向けて取組を推進
・上記に加え、各セグメントにおいて生産性等に関するKPIを2022年度から経営改革推進委員会で検討
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団体名： 東京水道（株）

2021年度計画 2021年度実績 要因分析 対応方針

・団体の規程等に基づく、対応可能な
手続については、全件規程等を改正
・社内通知の実施などにより、稟議起
案は2020年度から導入したワークフ
ローシステムを原則利用するものと
し、2021年度の稟議決裁におけるワー
クフロー決定率は80％以上とする。

・目標に定める全件の規程等を改正する
とともに、新たに１規程（電子署名取扱
改規程）制定し、手続のデジタル化が可
能な手続全23業務の電子化が完了

・稟議ワークフロー実績
3月末時点実績
ワークフロー3,725件/稟議全件3,842件
（ワークフロー決定率：約97.0％）

・規程の改正に遺漏がないよう、全ての規
程を対象に押印及び電子化について規定し
ている箇所を調査。また、マネジメントシ
ステムに関する箇所については、マネジメ
ントシステムの有効性に影響が出ないよう
外部審査機関への照会も実施
・ワークフローシステムを利用した稟議起
案は、社員に浸透が図られ、緊急案件以外
に書類稟議の起案なし

・団体の規程等に基づく、対応可能な手
続について、デジタル化を継続

・ワークフローシステムを利用した稟議
起案は定着が図られたため、定期的に実
績確認を実施

・団体の規程等に基づく、対応可能な
手続については、全件規程等を改正

・目標に定める全件の規程等を改正する
とともに、新たに１規程（電子署名取扱
改規程）制定し、手続のデジタル化が可
能な手続全23業務の電子化が完了
・市販の電子署名サービスを選定し試行
実施

・規程の改正に遺漏がないよう、全ての規
程を対象に押印及び電子化について規定し
ている箇所を調査。また、マネジメントシ
ステムに関する箇所については、マネジメ
ントシステムの有効性に影響が出ないよう
外部審査機関への照会も実施
・業務の効率化の観点から、「電子署名
サービス内で社印手続に係る決裁を完結で
きる機能」を有するサービスを選定

・団体の規程等に基づく、対応可能な手
続について、引き続きはんこレスを推進
継続
・電子署名サービスの試行範囲を順次拡
大、関係部門での運用実施

・デジタルツール等の活用により、対
応可能なFAX送信数・受信数を2020年
度比で95％削減する（本社管理部門
等・例外除く）

「2021年度実績376件/2020年度実績7652
件の4.9％」となり、95.1％の削減

・FAX２台廃止（管理本部、水道技術本
部）

・相手先に対するメール対応への変更依頼
やFAX廃止等の削減に向けた取組により、
FAX送信数・受信数を削減

・相手先に対するメール対応への変更依
頼やFAX廃止等の推進削減に向けた取組
を継続し、対応可能なFAX送信数・受信
数を2020年度比で96％削減（本社、管理
部門等。例外除く）

・コピー用紙の使用量を2020年度比で
30％削減する（本社管理部門等・例外
除く）

「2021年度実績2,361,000枚/2020年度実
績4,215,000枚の56％」となり、44％の
削減

・コピー紙の使用実績や使用上限までの残
数について社内で毎月共有して社員の意識
を醸成するとともに、Web会議システム活
用の促進や打合せスペースにディスプレイ
を設置するなどペーパーレス会議の環境整
備を推進

・Web会議システム、ディスプレイを活
用したペーパーレス会議の推進、用紙管
理の徹底等の取組を継続し、コピー用紙
の使用量を2020年度比で55％削減（本
社、管理部門等。例外除く）

― ― ― ―

・2021年度末までに管理本部対応のオ
ンライン入札（一般競争入札）を実施
する。
・リモートで採用活動を実施する
（2021年度に実施する職場紹介（職場
見学会）のうち、50％以上をリモート
で実施）。

・規程の改正や要綱の策定等を行い、ビ
ジネスチャンス・ナビ2020活用したオン
ライン入札を導入
・職場見学会全７回リモートで実施
（職場見学会リモート開催率：100％）

・管理本部対応の案件を対象に導入した
が、該当案件はなし
・コロナ禍によるWEB会議システムの普
及、そして企業側および学生側双方の利便
性向上といったメリットによる追い風もあ
り、リモート開催の要望が多数

・オンライン入札の実施・検証を行い、
社内の他部署にも順次導入範囲を拡大
・職場見学会等について、WEB会議シス
テムを活用したリモートによる採用活動
を継続するとともに、スマートフォンの
カメラを活用した職場見学会を推進
（2022年度に実施する企業説明会及び職
場見学会のうち、70％以上をリモートで
実施）
・その他タッチレス化可能な取組があれ
ば順次対応していく

・テレワーク勤務可能な社員について
は月40％※実施
（2022年2月対象）
※「実施件数／当月の勤務日数／テレ
ワーク勤務可能な常勤社員数」により
算出

・テレワーク勤務可能な常勤社員のテレ
ワーク率47.5％
（2022年2月）
「実施件数（2,776回）／当月の務日数
(18回)／テレワーク勤務可能な常勤社員
数（325人）」

・2022年2月をテレワーク強化月間として
ポスターを掲示し、テレワーク実施に向け
た機運を醸成
・新たなリモートデスクトップサービス導
入、テレワーク端末貸し出し、BYODの拡大
などテレワーク環境の整備を推進

・引き続き、テレワーク勤務可能な社員
についてはテレワークを推進するととも
に、テレワーク端末の貸し出しやBYODの
拡大などテレワーク環境の整備を継続

団体自己評価

【手続のデジタル化】
・団体の規程等に基づく、対応可能な手続については、全件規程等を改正するとともに、稟議決裁におけるワークフロー決定率については、計画を大幅
に上回るワークフロー決定率（97.0％）を達成【計画達成】

【はんこレス】
・団体の規程等に基づく、対応可能な手続については、全件規程等を改正するとともに、市販の電子署名サービスの試行を実施【計画達成】

【FAXレス】
・２台のFAXを廃止し、相手先に対するメール対応への変更依頼やFAX廃止等の削減に向けた取組により、送受信数を対2020年度比で95.1％削減【計画達
成】

【ペーパーレス】
・各本部で用紙の使用管理を徹底し、ペーパーレス会議の環境整備を推進したことによりコピー用紙の使用量を対2020年度比で44.0％削減【計画達成】

【タッチレス】
・ビジネスチャンス・ナビ2020を活用したオンライン入札を導入したものの、試行部署における該当案件がなく、実施までには至らなかった【計画一部
達成】
・コロナ禍によるWEB会議システムの普及、企業側および学生側双方の利便性向上といったメリットもあり、職場見学会を全てリモートで開催【計画達
成】

【テレワーク】
・新たなリモートデスクトップサービス導入、テレワーク端末貸し出し、BYODの拡大などテレワーク環境の整備を推進し、2022年２月のテレワーク率は
47.5％【計画達成】

タッチレス

テレワ―ク

ペーパーレス

キャッシュレス

はんこレス

FAXレス

共通戦略

取組事項

手続の
デジタル化
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【団体概要】

常勤役員数

常勤職員数

都派遣職員数

都退職者数 227人 225人

91.9%248人 228人

100.0%

788人 799人 804人 100.6%

設立
目的

　増大する下水道施設等の維持管理業務に効果的に対処するとともに良好な都民サービスを維持するために下水道局の事業を補
完・代行する。

主

な

事

業

（１）下水道管路関連事業
　    下水道事務所出張所業務、建設発生土改良業務、下水道台帳情報システム業務、光ファイバーネットワーク管理業務、
      積算システム関連業務、工事監督補助業務、緊急処理受付業務、排水設備調査業務、保守管理立会業務

（２）水処理関連事業
　    水処理施設保全管理業務、ポンプ所施設保全管理業務、再生水業務、水質試験業務

（３）汚泥処理関連事業
　    汚泥処理業務、汚泥炭化施設運転管理業務、粒度調整灰製造・販売業務

（４）調査研究及び研修事業、国際展開事業
　    下水道新技術調査・研究業務、下水道研修センター業務、国際展開業務

（５）その他の事業

組

織

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

213人

247人

対前年度比

94.7%

3人 3人 3人

団体名 東京都下水道サービス株式会社

代表者 代表取締役社長　神山　守 所管局 下水道局

所在地 東京都千代田区大手町二丁目６番３号 銭瓶町ビルディング 電話番号 03-3241-0711

基本財産
/資本金等

100百万円
都出資等割合
/都持株比率

50.0%
設立
年月日

昭和59年8月1日

【財務情報】　　　

東京都下水道サービス株式会社

（単位：千円）

令和元年度 令和２年度 令和３年度
対前年度
差引増減額

対前年度比
（％）

主な増減理由

営業利益（▲損失） 1,439,098 493,199 567,997 74,798 115.2%

営業収益 26,475,392 24,717,316 25,623,954 906,638 103.7%

営業費用 25,036,295 24,224,117 25,055,958 831,841 103.4%

売上原価 23,675,746 23,051,962 23,836,532 784,570 103.4%

販売費・一般管理費 1,360,549 1,172,155 1,219,425 47,270 104.0%

営業外利益（▲損失） 19,241 34,316 39,084 4,768 113.9%

営業外収益 19,587 35,937 39,627 3,690 110.3%

営業外費用 346 1,621 543 ▲ 1,078 33.5%

経常利益（▲損失） 1,458,338 527,514 607,081 79,567 115.1%

特別利益（▲損失） ▲ 2,210 44,560 ▲ 9,935 ▲ 54,495 －

税引前当期純利益 1,456,129 572,075 597,146 25,071 104.4%

法人税等 507,426 185,276 245,271 59,995 132.4%

当期純利益 948,703 386,799 351,876 ▲ 34,923 91.0%

資産合計 19,951,171 19,954,023 20,060,023 106,000 100.5%

流動資産 17,242,490 17,274,829 17,441,684 166,855 101.0%

固定資産 2,708,681 2,679,194 2,618,339 ▲ 60,855 97.7%

負債合計 7,442,260 7,063,314 6,822,438 ▲ 240,876 96.6%

流動負債 6,089,504 5,814,304 5,638,577 ▲ 175,727 97.0%

固定負債 1,352,757 1,249,010 1,183,861 ▲ 65,149 94.8%

純資産合計 12,508,910 12,890,709 13,237,585 346,876 102.7%

うち資本金 100,000 100,000 100,000 0 100.0%

うち繰越利益剰余金 4,880,910 5,412,209 5,908,585 496,376 109.2%

貸

借

対

照

表

（流動資産）
コロナの影響による入金時期の令和2年度から令和3年度
への後ろ倒しに伴う現金及び預金の増のため。

（流動負債）
買掛金の減のため。

区　分

損

益

計

算

書

（営業収益）
水処理関連事業の点検周期に伴う受託契約額の増のた
め。

（営業費用）
水処理関連事業の点検周期に伴う委託費用の増のため。
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団体名：  東京都下水道サービス(株)

B

　経営改革プランに掲げた目標のうち、戦略１「新たなフィールドへの挑戦」では、課題を抱える自治体支援と
して区部以外への事業展開を精力的に実施し、計画を上回る自治体から受注するなどの成果を上げた。戦略４
「ガバナンスの強化」では、独立性要件を満たした役員2名を計画前倒しにて選任したなど取組を大きく前進さ
せた。共通戦略による「５つのレス」等の取組も総体として着実に進め、その他の戦略においても、タブレット
を活用した現場業務の効率化、センシング技術やWebカメラを活用した保全業務等の高度化・効率化への着手、
人材確保に係る積極的なオンライン活用・PRを実施するとともに新卒の障害者雇用を複数名行うなど、総じて団
体として一定の成果を上げている。
　引き続き、各種事業を積極的に推進していくとともに、都以外への事業展開に係る方針策定に当たっては、収
益性や事業規模等を明確なものとしながら取組を進めることを期待する。

一次評価（所管局評価）

◇戦略１　新たなフィールドへの挑戦
　全３項目について、2021年度計画に掲げた目標や取組を達成しているとともに、目標を上回った項目もあり、３年後（2023年
度）の到達目標に向けて前進している。

◇戦略２　下水道サービスのDX
　全４項目について、2021年度計画に掲げた目標や取組を達成しており、３年後（2023年度）の到達目標に向けて着実に取組が進
捗している。

◇戦略３　人材の確保育成
　全４項目中３項目について、2021年度計画に掲げた目標や取組を達成しているとともに、うち１項目は目標を上回っており、３
年後（2023年度）の到達目標に向けて着実に取組が進捗している。
　なお、目標に到達しなかった１項目は「技術社員の資格取得の促進」であるが、2022年度においても対象社員に社内勉強会や社
外講習会への参加を促し、資格取得促進に努めることとしている。

◇戦略４　ガバナンスの強化
　全２項目について、2021年度計画に掲げた目標や取組を達成しているとともに、2022年度計画を前倒して達成した項目もあるな
ど、３年後（2023年度）の到達目標に向けて着実に取組が進捗している。

◇共通戦略　手続のデジタル化・５つのレスの推進・テレワーク
　全７項目中５項目については、目標を達成している。「ペーパーレス」「テレワーク」については、取組への努力は見られる
が、目標未達である。
　なお、未達の２項目について、「ペーパーレス」は評価対象である11月は目標未達であるが、年間目標値は達成しているほか、
「テレワーク」は2022年７月の移転を見据えた環境整備等を行うことで、更なる取組を実施することとしている。

【総括】
　下水道事業を支える重要なパートナーである東京都下水道サービス（株）（TGS）は、下水道局と一体的に事業運営を行ってお
り、24時間365日、下水道施設の維持管理業務等を実施することで、下水道サービスを効率的・安定的に提供した。また、下水道
整備の長い歴史において、局とTGSが協働し、困難な課題を克服しながら培ってきた東京下水道の高度な技術力により、国直轄事
業が存在しない日本の下水道界を牽引するとともに、新たに水再生センターの運転業務を含む包括委託の受託や、事業運営に課題
を抱える自治体支援や地方との共存共栄に貢献するため東京都以外への自治体支援など、新たな取組を行っている。
　こうした中、TGSは、保有する東京下水道の技術・ノウハウを活かし、経営改革プランに掲げたそれぞれの戦略について、積極
的かつ最大限に取組を進めた。
　以上のことから、①から④の戦略及び共通戦略について総合的に考慮すると、局としては、具体的な成果を伴って取組が進捗
し、３年後の到達目標に向けて着実に進んでいると評価する。

最終評価
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団体名：  東京都下水道サービス(株)

戦略 1

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・水処理施設全般を管
理・運営するために必要
な業務体制の検討・準備
・新たに包括委託となる
水処理施設の運転管理に
対応する運転操作員の技
術習得のためフィールド
研修を実施

①包括管理受託に万全を期すため、「包括
管理準備委員会」を４回開催し、社内の
様々な見識を持って小委員会やWGで検討し
た議案を決定した。
②運転管理・水質管理経験者を交えた研修
を実施し、天候や季節変動等に伴う当該施
設の特性や対応手法について局職員の有す
る知見を固有社員と共有した。水処理を集
中管理する監視システムの操作研修では、
デモ機を用いた実習を通してシステムの基
本事項を学んだうえで、当該施設において
実機での実習を行い運転操作技術を習得し
た。

・用途先を新たな分野に
転用する対象技術の選定
に向け共同開発者や工法
協会・研究会等の開発技
術関係者間での情報収集
及び分析し３件を抽出

WEB会議などを活用して、共同開発者や工
法協会・研究会等とのきめ細かな調整を行
い、対象技術の抽出に努めた。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

新たなフィールドへの挑戦

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
包括委託を通した技術領域の拡大及び運
営体制の効率化に向けた改善提案の準備

【目標②】
東京都以外の新規案件３件獲得。全国の
下水道事業の課題解決に貢献し、企業価
値を向上

【目標③】
開発技術の用途先を他事業などの新たな
分野に転用する改良・改善の実施１件

【水処理施設の新たな運営手法】新規の水処理運転操作に係る人材の確保及び技
術習得に努め、受託後の業務体制を整備
【下水道局以外への事業展開】当社の持つ高度な知見を営業・アピールしたこと
により、計画上の１件に加えて新規１件の契約を受注
【開発技術の転用に向けた改良・改善】ニーズ把握や関係技術者からの情報収集
のうえ転用可能な技術を絞り込み、転用候補技術として３件を抽出

水処理施設の新
たな施設運営手
法（包括委託）
の対応

①社内横断的に検討・準備を行う
「包括管理準備委員会」を設置し、
勤務体制やセルフモニタリング体制
など社内の業務体制を整備した。
②シミュレーターによる運転操作演
習やフィールド研修を実施し、局職
員の有する運転操作技術を固有社員
に継承した。

①・②天候や季節変動等に応じた運転管
理や水質管理の実務を通じ、水再生セン
ターの特性に応じたノウハウの習得や運
転操作技術の習熟を図る。また、運転管
理業務及び保全管理業務の要求水準を確
保する。さらに、これまでの水再生セン
ターの保全管理及び再生水施設の管理に
運転管理・水質管理を加えた一体的な運
営に取り組むなかで、業務効率化などに
向けたノウハウの蓄積を行う。

東京都以外への
事業展開

・排水設備工事責任技術
者に関する更新講習等 28
業務
・熊本市と下水道台帳シ
ステムを活用した共同研
究を実施
・支援業務を通じて湯河
原町の課題を抽出
・コンサルタント資格登
録範囲の拡大
・関連業界団体と他都市
への展開に向けた情報交
換会を実施

①排水設備工事責任技術者に関する
更新講習等28業務を実施
②当社技術が熊本市においても有効
である事を実証
③支援内容に保全業務を追加
④計画１部門の登録に対し、２部門
を追加し、累計３部門に拡大
⑤他都市支援の意見交換を実施
⑥多摩地域水質管理責任者講習会を
新規に受託

①業務拡大に向け、感染拡大防止を徹底し
た上で講習会を運営する等、新しい自治体
や協会等へ営業活動を実施
②市と定期的に意見交換を交え共同で進捗
を確認しながら取組を推進
③これまでの支援業務で抽出した課題のう
ち、多数を占める保全業務に対して助言や
改善提案を実施
④社の強みを踏まえ「計画・積算部門」
「トンネル部門」を追加
⑤社の特徴を活かした支援について、業界
団体と意見交換（３回）を実施。ヒアリン
グ・視察対象都市の提案を受けた。
⑥保有するノウハウをPRし、講習会を受
託・実施

①感染拡大防止を徹底の上、講習会を実
施するとともに拡大に向け、新しい自治
体や協会等へ営業活動を実施
②市との共同研究成果を踏まえ他団体と
意見交換を実施
③水質・保全業務支援を通じて支援内容
の充実・拡大を検討
④他団体のニーズに応じ資格登録範囲の
拡大を検討
⑤提案の中から対象都市を選定し、ヒア
リング・視察を実施
⑥講習会の効率的な実施方法等を提案

開発技術の用途
先を新たな分野
に転用する改
良・改善の実施

開発技術関係者間での情報収集及び
分析を行い、新たな分野に転用する
対象技術を３件抽出

対象技術の絞り込みにあたり、開発者間
での意向を確認し役割分担等の方針など
を検討

団体自己評価

【水処理施設の新たな施設運営手法（包括委託）の対応】
2021年度計画を達成した。
①・②包括管理準備委員会を設置し社全体で準備に取り組み、昼夜間の運転管理を行う交代勤務者を含めた勤務体制や、要求水準の達成
状況を常時自らチェックするセルフモニタリング体制など新たな業務体制を構築した。また、これまで培ってきた保全技術・経験・ノウ
ハウを基に運転操作技術を新たに習得するなど人材育成に取り組み、2022年度からの包括管理業務に万全な備えを行った。

【東京都以外への事業展開】
2021年度計画を上回って達成した。
②共同研究を計画通りに実施し、熊本市の「効率的な管路内調査」に有効であることを確認した。この研究成果を踏まえ地方の課題解決
に向け貢献する。尚、取組を通じて自社開発したシステム（広域検索表示機能）に熊本市が関心を示し、新規にシステムの販売契約へ繋
がった。
③湯河原町支援では、水質管理から開始し段階的に維持管理全般の助言へと拡大した。この対応が評価され、保全業務支援の追加につな
がった。
④計画では１部門の追加に対し、「トンネル部門」「施工計画、施工設備及び積算部門」の２部門を新たに追加した。これにより、既に
登録している「下水道部門」と合わせて３部門の登録となり、当社の信頼性を高め企業価値の向上を図った。
⑥当社が培ってきた排水指導のノウハウを多摩地域へPRした結果、2021年度計画では計画されていなかった講習会を新規に受託し実施
することができた。

【開発技術の用途先を新たな分野に転用する改良・改善の実施】
2021年度計画を達成した。
当社の開発技術の強みや現場ニーズからシールド工事や不明水対策等への適用について検討、共同開発者ときめ細かい調整を行うことで
対象技術を３件抽出した。
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団体名：  東京都下水道サービス(株)

戦略 2

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・下水道管の維持管理や
工事現場でデータ入力や
図面のクラウド化、リア
ルタイムの情報共有など
を図ることによる業務の
効率化や情報管理の簡素
化に向け、タブレット端
末などスマートデバイス
を70台導入し、一部の部
署や業務で試行・検証

工事現場でデータ整理を行うためのソフト
ウェアの選定や情報セキュリティ対策など
の初期設定を行い、タブレット端末を早期
に各課へ配備

・簡易な質問に対する自
動音声応答の試行・検証
・電話機に録音機器を設
置し、音声のテキスト化
に必要な音声データの蓄
積・登録

①自動音声応答が冒頭に流れることによ
り、間違い電話などの電話受付件数が減少
②お客さまとの音声による対応が録音さ
れ、受付内容等の再確認が可能

・現場業務にあたって
は、位置情報を得て、こ
れを元に当該管路施設の
スペックや故障履歴を入
手できるようデータベー
スの作成に着手
・熟練技術者が持ってい
るトラブルの発生から解
決までの対応方法等の経
験と知識のデータ化

①維持管理などの業務を遂行するために必
要な各種施設データや業務履歴の蓄積等の
収集を実施
②現場の画像や通知文書の電子化など熟練
技術者の暗黙知の可視化に努めた。

・運転・保全業務等の効
率化に向けたAI・ICT・新
技術等を活用して業務を
サポートできる作業や人
でしかできない作業等を
業務分析
・関連業界団体の高度な
専門的知見を活用

①ヒアリングや現場基礎調査を踏まえて業
務分析を実施。新技術等を活用して業務を
サポートできる作業を抽出し、今年度は雨
水ポンプの動作時に運転状態を確認・記録
する温度・振動などのセンサ類（センシン
グ技術）やwebカメラ（映像技術）を設
置。実機導入で得られたデータを蓄積・分
析し、保全業務の高度化・効率化に向けた
検証を開始した。
②関連業界団体の知見により、監視制御や
保全管理システムなどのメーカー間で異な
る維持管理データ形式の共通化に当たって
の検討項目を抽出した。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

下水道サービスのDX

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
管路部門の全30事業所等でICTを活用して
現場業務を効率化

【目標②】
業務を効率化するAI等を活用したシステ
ムを試行開始

【目標③】
１水再生センター及び１ポンプ所で新技
術を実機検証

【スマートデバイス活用】現場にセキュリティ対策済みタブレットを70台配備。
業務効率化に向けた試行・検証を開始
【電話応答支援システム試行】自動音声応答による試行を開始。データベース化
に向けた音声データの収集開始
【管路管理の効率化】熟練社員の持つ暗黙知情報の収集と社員大量退職期の到来
に備えた各種情報のデータベース化に着手
【処理施設維持管理高度化】１水再生センターの実機にセンシング技術等を試験
導入し、業務の高度化・効率化に向けた検証を開始

スマートデバイ
スを用いた現場
業務の効率化や
情報管理の簡素
化

タブレット端末70台を配備し、各課
の業務において、試行検証を開始

引き続き社内情報共有のスピードアップ
や定型的業務の効率化に向け、タブレッ
ト端末の試行検証を実施するとともに試
行する対象部署や業務を拡大する。
2023年度より全30事業所で試行を開始す
る。

下水道受付セン
ターにおける電
話応答業務支援
システムの試行

①自動音声応答を試行開始
　導入後の職員による電話受付実績
（2020年度比較）
　R３.10月～３月：3,840件
（R２.10月～３月：5,438件）
②音声のテキスト化に必要な音声
データを蓄積

お客さまの利便性向上と受付業務の効率
化を推進するため、下記の取組を進め
る。
①自動音声応答装置から流す応答メッ
セージを拡充する。
②引き続き、音声のテキスト化に必要な
音声データを蓄積し登録する。また、
FAQの構築に着手することにより、お客
さま対応の効率化を進める。

管路管理業務の
効率化、省力化
並びに高度な業
務遂行にAIを活
用

①管路施設のスペックや故障履歴を
入手できるようデータベースの作成
に着手
②熟練技術者が持っているトラブル
の発生から解決までの対応方法等の
資料収集を実施

①・②業務を効率化するAI等を活用した
システムの試行開始に向け、データベー
スの作成を継続するとともに、熟練技術
者からの暗黙知の可視化に努める。

下水処理施設の
維持管理業務の
高度化・効率化

①業務分析結果をもとにデジタル技
術やIoT（センシング技術等）を１
水再生センターの実機に試験導入し
検証を開始
②関連業界団体とともに、維持管理
データの共有方法や新技術の活用に
関する課題抽出を行う調査を実施

①・②業務の高度化・効率化に向け、セ
ンシングデータの収集を継続するととも
に分析・検証を進める。課題であるデー
タ形式の共通化に向けて必要な技術の検
討を行う。

団体自己評価

【水処理施設の新たな施設運営手法（包括委託）の対応】
2021年度計画を達成した。
①・②包括管理準備委員会を設置し社全体で準備に取り組み、昼夜間の運転管理を行う交代勤務者を含めた勤務体制や、要求水準の達成
状況を常時自らチェックするセルフモニタリング体制など新たな業務体制を構築した。また、これまで培ってきた保全技術・経験・ノウ
ハウを基に運転操作技術を新たに習得するなど人材育成に取り組み、2022年度からの包括管理業務に万全な備えを行った。

【東京都以外への事業展開】
2021年度計画を上回って達成した。
②共同研究を計画通りに実施し、熊本市の「効率的な管路内調査」に有効であることを確認した。この研究成果を踏まえ地方の課題解決
に向け貢献する。尚、取組を通じて自社開発したシステム（広域検索表示機能）に熊本市が関心を示し、新規にシステムの販売契約へ繋
がった。
③湯河原町支援では、水質管理から開始し段階的に維持管理全般の助言へと拡大した。この対応が評価され、保全業務支援の追加につな
がった。
④計画では１部門の追加に対し、「トンネル部門」「施工計画、施工設備及び積算部門」の２部門を新たに追加した。これにより、既に
登録している「下水道部門」と合わせて３部門の登録となり、当社の信頼性を高め企業価値の向上を図った。
⑥当社が培ってきた排水指導のノウハウを多摩地域へPRした結果、2021年度計画では計画されていなかった講習会を新規に受託し実施
することができた。

【開発技術の用途先を新たな分野に転用する改良・改善の実施】
2021年度計画を達成した。
当社の開発技術の強みや現場ニーズからシールド工事や不明水対策等への適用について検討、共同開発者ときめ細かい調整を行うことで
対象技術を３件抽出した。
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団体名：  東京都下水道サービス(株)

戦略 3

2021年度計画 要因分析

・固有社員事務職１名を新た
に下水道局に研修派遣（計５
名）
・固有社員の積極的な管理職
への登用

①局との連携を強化し、当社の社員の育成を図る
ため、固有社員を継続的に局に派遣した。
②所属長からの推薦を受けた固有社員を対象に、
管理職昇任選考を実施

人材の確保育成

固有社員の育成・
登用

①固有社員事務職１名、土木職１
名、設備職１名、環境検査職２名
（計５名）を局へ研修派遣
②固有社員１名を新たに管理職と
して登用

①職種ごとに通年で、１～２名ずつ固有社
員を下水道局へ計画的に派遣する。
②管理職昇任にふさわしい人材の育成を行
い、引き続き固有社員の管理職登用を推進
する。

・【新卒採用】高専卒・大学
卒・大学院卒対象の採用を継
続実施（20校訪問・会社説明
会５回）、技術系の専門学校
への採用活動を試行（５校訪
問）
・【中途採用】年齢層を勘案
した採用の実施、キャリアを
重視した採用方法の検討
・障害者雇用を推進

①【新卒採用】
各校の就職担当教員とのオンライン学校面談や学
生向け会社説明会を積極的に実施し、コロナ禍に
おいても、効果的に企業PRができた。その他活動
として、学校や各地域で開催されるオンラインの
合同就職説明会に参加した。
②【中途採用】
年間で３回の中途採用を実施し、人材確保に取り
組んだ（８月採用・10月採用・２月採用）。一次
面接までの採用選考フローをオンライン化し、応
募者増に繋げた。
③【障害者雇用】
中途採用の面接回数増、特別支援学校生インター
ンシップ（新規取組）を実施

①・②
・当社事業への理解促進と知名度向上のた
め、近年コロナ禍により実施ができなかっ
た現場見学やインターンシップの実施を検
討する。
・学校で開催される合同就職説明会等を積
極的に参加し、企業PRの機会を拡大する。
③引き続き障害者雇用促進に向け、社内の
体制の整備と受け入れに向けた制度の拡充
を図る。

①【新卒採用】
・学校面談25校実施（うち専門学
校は４校実施）
・オンライン会社説明会を計16回
実施
・各種就職イベント（合同就職説
明会）に出展
・事務職４名、技術職27名を
採用
②【中途採用】
・社会人採用（35歳以下経歴不
問）及び経験者採用を実施
・事務職４名・技術職13名を
採用
③【障害者雇用】
・中途採用３名、新卒２名採用

人材確保の取組強
化

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
新卒採用の対象拡大や谷間年代の中途
採用等に取り組み、土木職・設備職を
中心に３年間で90人採用

【目標②】 
下水道局への固有社員の研修派遣を計
７名派遣。全４職種で実施し人材育成
を推進

【目標③】
 VR・AR等DXを活用した映像教材の導入
や技術社員の資格取得促進による技術
力の維持向上

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

【人材確保】積極的なオンライン活用により所要の社員数を確保。特に2021年度予
定になかった障害者新卒採用２名を実現
【固有社員育成】下水道局へ研修派遣を継続。管理職登用を進め社員構成変化に応
じた体制整備を推進
【資格取得促進】複数回の勉強会等学習支援により計画には一部及ばなかったもの
の全国平均合格率を大きく上回る結果を得た
【技術継承】技術専門図書改訂作業を通じた若手とベテランの交流促進、360度映像
による臨場感ある教材等により技術継承を着実に実施

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

団体自己評価

【人材確保の取組強化】
2021年度計画を上回って達成した。
①・②
・オンラインでの採用活動を積極的に活用し、コロナ禍においても、企業PRを効果的に実施できた。
・厳しい労働市場の中、社会人採用（35歳以下経歴不問）及び経験者採用の中途採用を実施し、事務職４名・技術職13名を採用した。
・国立高専生の2021年就職先ランキング(日経産業新聞)にて国内全体で30位に位置づけられた。
③障害者雇用について、2021年度計画にはなかった新卒にも対象を拡大し、新規取組の結果、新卒２名を採用できた。
【固有社員の育成・登用】
2021年度計画を達成した。
①政策連携団体に求められる体制の整備として、固有社員の育成が重要度を増す中、計画的に局へ派遣研修を実施することで、固有社員の行政感覚の
醸成を図った。
②固有社員の管理職登用を推進し、社員構成の変化に応じた組織体制づくりに取り組んだ。
【技術社員の資格取得の促進】
2021年度計画を概ね達成した。
①目標である「主任級職昇任選考時までに資格取得率100％」に向けて、勉強会、講習会及び模擬試験を実施し資格取得を促進した。
【技術継承の取組の実施】
2021年度計画を達成した。
①書籍の改訂作業を技術継承の機会として取り組むことで、技術の継承と技術向上を図ることができた。また、社内及び局内での活用を図るととも
に、一般販売し全国の下水道技術者の技術継承にも貢献できた。
②AR・VR技術等を活用した映像教材コンテンツ活用することで、技術や知識の継承を効果的に進めることができた。
③技術継承委員会の行動計画に基づく取組を継続的に実施し、若手社員から「ベテランの意見が聞ける。座談会など引き続き開催してほしい」等の声
があった。また、これまで蓄積した技術資料等を効果的に活用するための調査や仕組みの検討も進める等、着実に下水道技術の継承を図った。

技術社員の資格取
得の促進

【講習会・勉強会改善・充
実】
・新卒固有社員を対象に、下
水道第３種技術検定勉強会及
び下水道管理技術認定試験の
講習会や模擬試験を実施し、
主任級職昇任選考時までに資
格取得率100％
【新規】
・社外講習会の受講支援に一
級土木施工管理技士を追加

①
・下水道第３種技術検定
　13名が勉強会、模擬試験に参加
　R4年度主任級職昇任選考対象者
資格取得率75%
・下水道管理技術者認定
　16名が講習会、模擬試験に参加
　R4年度主任級職昇任選考対象者
資格取得率100%

②一級土木施工管理技士試験（二
次）
　11名が社外講習会に参加

①「下水道第３種技術検定」、「下水道管理技術
認定」については、下水道施設の維持管理を適切
に行うための資格であり、それぞれ取得すること
で当社の技術レベルの維持向上に役立つ。当該試
験の全国平均合格率を大きく上回ることで対外的
にも高い技術力を有している会社であることを示
すことができた。
①・②資格取得のための社内勉強会の開催や、外
部講師による詳細講義の実施、社外講習会への参
加の促進を行い社を挙げて資格取得の促進に取り
組んだ。

①・②2022年度においても、社内勉強会や
社外講習会の参加等を継続実施し、資格取
得促進に努める。

技術継承の取組の
実施

・「写真でみる下水道施工・
維持管理の解説」改訂作業を
機会とした技術向上の取組の
実施
・VR・AR技術等を活用した効
果的な映像教材の開発
・技術継承委員会の行動計画
に基づく取組の継続実施

①若手とベテランを交えた編集委
員を構成し改訂作業を完了させ
た。また、社内及び局内での活用
を図るため配布を完了した。
②効果的な映像教材を開発するた
めに、開発済みの現場調査編を研
修で試行し、課題等を把握した上
で、映像編集委託を発注し、映像
教材コンテンツ（安全管理編）を
完成させた。
③技術継承委員会で策定した行動
計画に基づき計画通り取組を実施
した。

①改訂作業を通じて、若手自らが工法や施工手順
等を調べ学ぶとともにベテランとの意見を交える
ことで、技術の継承と技術向上を図ることができ
た。
②360°全方位映像による現場の臨場感の体感する
ことで、効果的な技術継承に寄与した。
③技術継承委員会を３回実施し、行動計画に基づ
く「若手社員座談会」や「成果報告会」「エキス
パートエンジニア意見交換会」等を実施し、技術
継承推進専門チームと技術継承WGが取組を推進し
た。

①書籍を改訂することにより、内容が充実
したものとなったことから、一般販売して
いくことで、全国の下水道技術者の技術力
向上に貢献する。
②現場調査編に加え、新たに開発した安全
管理編を用いた研修を実施する。
③座談会や意見交換会等での意見を踏ま
え、次年度の技術継承の取組に反映する。
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団体名：  東京都下水道サービス(株)

戦略 4

実績
(2021年度末時点)

及び要因分析

2021年度計画 要因分析

・コーポレートガバナン
ス基本方針を策定
・取締役会の開催頻度の
増加（原則、年６回開
催）
・コーポレートガバナン
ス基本方針に基づき、関
連当事者間の取引や契約
に関するチェックの強
化、役員のトレーニング
の方針の策定など取締役
会の審議議案を拡大

①コーポレートガバナンス基本方針につい
て、有識者からの意見の聴取や取締役会で
の審議等、社内外との調整を重ねた上で、
２月22日開催の取締役会にて承認され策定
した。

・役員の独立性判断基準
を策定・公表
・独立性要件を満たした
取締役１名以上を達成
・監査役の機能強化を図
るため、独立性要件を満
たした社外監査役１名の
選任手続を実施

①～③独立性要件を満たした役員を選任す
るために、役員候補者の調査及び選考委員
会を実施した。その結果、役員の独立性判
断基準を満たした候補者を選任することが
でき、目標達成に至った。

個別取組事項 2021年度実績 対応方針

ガバナンスの強化

３年後
（2023年度）の

到達目標

【目標①】
コーポレートガバナンスに関する基本方
針を策定し運用するとともに、取締役会
の機能強化により、ガバナンスを強化

【目標②】
独立性要件を満たした役員を２名登用
し、経営基盤のさらなる強化や経営の透
明性向上を実現

【ガバナンス確保】ガバナンス強化に向けて基本方針を策定。取締役会開催回数
増や審議議案の対象拡大、新たなチェックの仕組み導入により取締役会の機能を
強化
【民間人材登用】2022年度以降の採用実施の計画を前倒しし、独立性要件を満た
した取締役、監査役を各１名選任

団体自己評価

【ガバナンス確保の取組強化】
2021年度計画を達成した。
①コーポレートガバナンス基本方針を作成することができた。
②取締役会について、これまでは原則年４回の実施であったが、2021年度は７回（書面開催は除く）開催し、頻度を増加させることが
できた。

【民間人材の登用】
2021年度計画を上回って達成した。
①～③役員の独立性判断基準を策定し、基準を満たした役員を２名選任することができた。2022年度中に独立性要件を満たした社外監
査役を１名増員する計画であったが、前倒して達成することができた。
社外の中立的な視点から企業経営を管理・監督する仕組みを実現させることができた。
また、経営状況についての事業別管理方法やリスク管理への助言等、取締役会の意思決定過程において、社外役員の精通する財務と法務
の見地からの意見を踏まえることで、経営の強化が図られた。

ガバナンス確保
の取組強化

①コーポレートガバナンス基本方針
を策定した。
②取締役会開催実績＜書面開催除く
＞
　（４月、６月（２回）、８月、10
月、12月、２月　計７回）
③関連当事者間の取引や契約に関す
るチェックの強化等を取締役会の議
案に盛り込み、取締役会の審議議案
の拡大を図った。

①～③引き続き、ガバナンスの確保に向
け、取締役会の実効性評価を行うなど
コーポレートガバナンス基本方針に基づ
き、運用を図っていく。

民間の人材の登
用

①４月に役員の独立性判断基準を策
定し、自社ホームページにて公表し
た。
②・③６月の定期株主総会にて、独
立性要件を満たした取締役、監査役
を各１名選任した。

―
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団体名：  東京都下水道サービス(株)

2021年度計画 2021年度実績 要因分析 対応方針

団体の規程等に基づく対応可能な手続につ
いては、全件規程等を改正し、押印を廃止
する。
デジタル化が可能な部分について、メール
等での受付を検討する。

対応可能な手続全２件（駐車場賃貸業務に係る
申込書、解約届）について押印を廃止し（８
月）、はんこレスを達成した。

― ―

電子化に対応する複合機が設置されている
部署については、業務の見直しと合わせ
て、
FAXの電子化を行う。送信については、可
能な限りメール等に移行する。
2020年度比98％削減する（本社、2021年11
月対象）。

11/１～11/30の送受信件数（本社）
　実績値　12件（2020年度比99%減）2020年度
の実績値　1,300件

電子化に対応する複合機が設置されている部署
（本社）について、複合機の設定変更や社内周知
を計画的に進め、目標を達成した。
・６月９日に各部の推進リーダー向け概要説明実
施
・８月25日各部の推進リーダー向け操作説明会実
施
・９月６日各部の処理担当者向け説明会実施
・９月14日までテスト運用期間
・９月15日から本番運用スタート。本社のFAXの電
子化を達成

FAXの電子化により、FAXレスを達成してい
る。
引き続き、2020年度比98％削減を継続してい
く（本社）。

すべての手続でキャッシュレス化を達成し
ている。

― ― ―

講師派遣、研修等の参加申込みについて
は、社内規程や様式、事務フロー等を整理
し、メール受付の試行を開始する。

①当社は下水道技術実習センターの施設利用受
付を受託しており、委託者の電話回線で一次受
付を行っている。当社の講師派遣は、その施設
利用時に講師を希望される際、受付しているた
め、一次受付後、内容調整を行い、正式な申込
みは、既にメール受付を行っているため、タッ
チレスとなっている。
②排水設備工事責任技術者試験準備講習会の申
込みをメールで受付開始した。

②排水設備工事責任技術者試験準備講習会の申込
手続をメールにて実施することで、手続の簡素化
等お客さまサービスの向上とともに業務手続も効
率化が図られた。

①・②引き続き、申込手続をメールで実施し
ていただくようお客さまへ周知徹底してい
く。

共通戦略

取組事項

団体自己評価

【手続のデジタル化】

2021年度目標を達成した。

①人孔文字キャップ及び書籍購入システムについては、事務フローを整理し、運用に向けた準備を整えた。

①～③デジタル化が可能な申請業務についてのメール受付への試行については、事務フロー等を整理することにより、現行規程の中で充分にデジタル化を推進した。

【５つのレス　はんこレス】

2021年度目標を達成した。

押印を廃止し、はんこレスを達成した。

【５つのレス　FAXレス】

2021年度目標を達成した。

複合機の設定変更や社内周知を計画的に進め、目標を達成した。

引き続き、社内への啓発を継続しながら、FAXレスを維持していく。

【５つのレス　ペーパーレス】

2021年度目標を一部達成した。

①～③更新が必要なPCすべてを持ち運び可能なノートPCへと切替を実施したが、削減目標の達成には至っていない。ペーパーレス推進に向け、環境整備を進めていく。

【５つのレス　タッチレス】

2021年度目標を達成した。

①・②講習会の申込みをメールで受付できるようにした。

他に外部と手続き関係や接触の機会はない。

【テレワーク】

2021年度目標を一部達成した。

①計画通り2021年度10月分はすべてをテレワーク可能端末で更新。用途は当時の社の事情を鑑み過半をWEB会議用としたが、当時の配備緊急度を考慮するとやむを得ぬも

のと考えている。

ペーパーレス

2021年10月に更新するPC120台を、全て
ノートPCへと切り替える。合わせて、社用
携帯向けに配備している無線LANをノート
PC向けに転用するなど、環境整備に取り組
む。
また、電子決裁システムを導入し、電子決
裁を進める。
社内への啓発も行いながら、2020年度比
30％削減する（本社、2021年11月対象）。

①10月31日でリース満了となるデスクトップ
PC120台を全てテレワーク対応型ノートPCに切
り替えた。
②電子決裁システム及び文書管理システムを構
築・導入した。
③11/１～11/30の印刷枚数　実績値　237千枚
（2020年度比12%減）2020年度の実績値　270千
枚
2021年度の実績値（通年）2,504千枚
2021年度の年間目標値　2,744千枚
※年間目標値は2020年度実績3,240千枚に対
し、４～10月は△5%、11月以降は△30%として
設定

①切り替えを実施した120台全てを本社に配備する
予定であったが、本社・事業所間でWEB会議を行う
ための端末として事業所に大半を配備し、本社で
は36台の入替を行った。
①無線LANについては、本社移転を控えているた
め、転用を見送った。
②電子決裁システム及び文書管理システムは2022
年１月より稼働した。
③役員、部長級社員に先行してノートPCを配備
し、取締役会や役員会といった会議をペーパーレ
スで実施するなど、ペーパーレスを促進し年間目
標値を達成した。

①2022年度に移転する新本社は全フロア無線
LANとし、打合せコーナーにディスプレイを
設置し、本社配備するPCは全台ノートPCとな
る予定であり、ペーパーレスの環境を構築す
る。
③社内への啓発も継続しながら、本社移転・
ペーパーレス環境整備後の９月以降、2020年
度比55％削減する（本社）。

手続の
デジタル化

団体の規程等に基づく対応可能な手続につ
いては、全件規程等を改正する。
デジタル化が可能な申請業務については、
事務フロー等を整理し、メール受付の試行
を開始する。
通知については、可能な限りメール等で対
応する。

対応可能な手続き等全８件中、８件のデジタル
化に向けた取組を実施
（主な実施状況）
①人孔番号文字キャップ及び書籍購入申込みに
ついては、2022年度早期の運用に向け仕様の精
査を行いシステム構築の契約を行った。
②研修申込み（民間事業者向け）については、
申込入力様式を作成し、メール受付を2022年度
４月より開始する準備を整えた。
③排水設備工事責任技術者試験準備講習会の申
込みをメールで受付開始した。

①人孔文字キャップ及び書籍購入システムについ
ては、申込者がインターネット上のサイトから購
入申込みを行い、その後商品を引き渡すまでの一
連の業務をオンラインで管理するシステム構築の
契約を行った。
②ホームページの各研修募集案内に申込書入力
フォームを添付し、メールで受付を行うように設
定を変更することにより目標に到達した。
③申込手続をメールにて実施することで、手続の
簡素化等お客さまサービスの向上とともに業務手
続について効率化が図られた。

①人孔番号文字キャップ及び書籍購入申込み
については、2022年度上半期にシステム構築
を完了し、運用を始める。
②研修申込み（民間事業者向け）について
は、2022年度からメールでの受付を実施す
る。
③引き続き、排水設備工事責任技術者試験準
備講習会の申込手続をメールで実施していた
だくようお客さまへ周知徹底していく。

テレワ―ク

タッチレス

キャッシュレス

はんこレス

FAXレス

・2021年10月に更新する120台のPCにテレ
ワーク端末の機能を持たせ、在宅勤務可能
な職員の全てにテレワーク可能な端末を配
備する。
・テレワークを実施する際の課題や問題点
の解消を進め、テレワーク率40％に拡大す
る（本社、2021年11月対象）。
　【実施件数／当月の勤務日数／テレワー
ク勤務可能な職員数】

①10月更新分PCとしてはすべてテレワーク可能
な機種を導入。しかし、120台中84台について本
社と事業所間でのWEB会議体制構築のための端末
配備を優先したため、在宅勤務可能な社員すべ
てへのテレワーク可能端末配備はできなかっ
た。
②2021年11月の本社テレワーク率は15％
・11/１～11/30の実施件数　728件（15％）
・11月の勤務日数　20日
・テレワーク勤務可能な社員数　240人

①・②当時、コロナ対策として、本社内テレワー
ク推進とともに本社・事業所間におけるWEB会議促
進が課題であったため、10月期についてはWEB会議
用端末としての配備を優先。この結果、テレワー
ク用端末導入台数が計画通りとならなかったた
め、実施率が計画値を下回った。

2022年度にはすべてのPCをテレワーク可能端
末に更新する予定。これによるテレワーク環
境整備を通じて実施率計画数値達成を目指
す。
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第１回 2022年６月14日 
東京都政策連携団体経営改革プラン  

2021年度経営目標の達成状況の評価について 

第２回 2022年10月18日 
2021年度東京都政策連携団体経営目標の達成状況に関する

評価委員意見のとりまとめについて 
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246


